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冒
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閂
叫
叫
ロ
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□
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．

、

し

第
五
十
條
中
「
三
十
九
條
乃
至
第
四
十
＝
’
-
條
」
を
「
第
四
十

｀
．

痰
告
を
な
す
も
の
が
そ
の
射
債
と

L
て
戒
得
す
べ
き
金
額

＿
＿
＿
條
乃
至
第
四
十
七
．條
」
に

．
を
い
う
。

．

第
六
十
三
條
中
「
第
十
九
條
及
び
砲
二
十
九
條
」
を
「
第
二

}

盛
告
料
金
を
課
税
椋
準
と
す
ろ
場
合
に
お
い
て
自
ら
廣
告

十
＿
二
條
及
第
一
二
十
二
條
」
に
改
め
ろ
。

を
た
す
楊
合
又
は
他
人
の
為
に
無
料
若
し
く
は
特
に
低
額

廣
の
雙
金
を
も
つ
て
應
作
を
注
す
掛
合
に
お
け
る
廣
告
の
料

第
三
條
の
別
表
中
晋
通
税
獨
立
税
の
桐
中
犬
税
の
次
に
左
の

遍

金
は
そ
の
廣
告
の
要
個
と
し
て
那
常
取
得
し
得
石
金
額
に

洞
り
加
へ
る

よ
る
。
．

L
-

、
汽
車
露
車
自
勁
直
・
代
ー

島
第
二
十
條
申
告
璽
翼
は
第
七
琥
株
式
に
よ
ろ
。

一
船
ぞ
の
他
交
通
應
恥
一

.
：
閥
又
は
交
通
巡
楡
業
の
＾
ヽ

一
常
一
平
元
中
、
第
七
睾
の
次
に
左
の
二
盟
を
加
え
ろ
。
＿

一
設
備
に
よ
る
盛
告

．．

八
、
図
府
縣
市
町
村
そ
の
他
こ
れ
、
い
、
IC
砒
・
ナ
る
公
共
隈
休

t

•
一
股
告
料
金
の
百
分
ノ
ー
ー
ー

.
—+ 

が
し
た
府
告
、
宗
数
法
人
令
に
よ
る
宗
数
法
人
が
し
た
』

3
 

ず．
．
 
熙

告

、

法

令

に

却

と

し

た

廣

告

、

公

の

選

拠

た

悶

し

一

―

二

、

請

負

又

は

委

任

に

よ

て
し
た
廣
苦
、

IDt會
軍

業

の

た

め

に

し

た

廣

告

‘

挫

校

―

-

．り
廣
告
梁
者
の
行
う
盛

；
片

一
痰
告
料
金
の
百
分
ノ
予

・

喜

法

に

よ

象

繋

し

た

隠

、

政

治

に

開

す

ぞ

結

．

一

J
L

三

、

翌

扉

羞

旗

そ
の
他
：
｝
れ
ら
忙
類
す
一

戟

．

砒

が

し

た

麿

、

喜

畠

喜

笠

で

入

場

傑

糾

品

5

-

る
も
の
に
よ
る
陪
＂
で

す
不
虚
告
、
席
十
七
條
習
一
戟
、
第
五
就
及
び
祁
六
戟

ヽ

．

の

照

姜

簗

夏

靡

務

所

の

所

靡

所

に

お

い

て

＿

一

時

的

の

も

の

、

但

L
-

虹
・
苅
該
督
業
所
又
は
事
務
所
の
表
示
名
に
す
る
廣
判

i

年

税

の

一

屑

・

は

ま

る

一

ニ

九

、

前

各

琥

の

外

市

托

に

お

い

苫

翡

菜

欝

命

竺

も

の

ほ

繋

＂

の

而

荻

半

坪

父

贋

ー

は

そ

の

蝶

数

に

付

會

一

一

戸

第

二

口

豆

悶

・

ニ

詈

次

に

互

＿

雙

加

ミ

ー

珪

閂

蕊

四

澗

チ

ラ

シ

そ

の

他

こ

れ

一

：
緊
＂
は
そ
の
間
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賃
裔
噂
舟
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g
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ナ
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に
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ま

る
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判
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又
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0
炭
島
市
逹
甲
第
十
一
競
の
二

盗
島
市
謡
合
に
お
い
て
昭
和
二
十
二
年
六

H
二
十
八
日
謡
決

し
た
炭
島
市
合
令
謡
規
則
は
次
の
迎
り
で
あ
ろ
｀

昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日
．
．

炭
島
市
長
洸
井
侶
―
―
-
．

炭
島
市
令
令
磁
規
l
U
j

第

一

卒

穂

則

球
投
は
、
市
招
世
ホ
が
あ
っ
た
楊
令
は
、

第
一
條

介
稀

〇
炭
島
市
規
則
第
二
十
一

l

＿雖

炭
島
市
超
過
勤
務
手
営
支
給
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
ろ
。

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日

｀

．
 

．
 

炭
島
市
長
濱
井
信
―
―
-
，

廣
島
市
超
過
勁
務
手
営
支
給
規
則

第
一
條
本
市
牒
員
が
概
準
勤
務
時
間
を
超
え
て
勁
務
し
た

と
き
は
、
血
別
段
の
規
定
が
あ
ろ
も
の
4

外
こ
の
規
則
に
よ

り
超
過
勁
務
手
営
を
支
給
す
る
。

前
項
の
標
準
勁
務
時
間
は
休
憩
時
間
を
含
め
て
一
日
に
つ

・
い
て
八
時
間
、
一
週
に
つ
い
て
四
十
八
時
間
と
す
る

席
二
條
手
営
の
種
類
及
び
金
額
は
別
表
の
洒
り
と
す
ろ

第
三
條
時
間
外
勤
務
手
営
の
支
給
を
受
け
ろ
L
j

と
が
で
き

・
ス
・
職
且
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
時
間
外
勤
務
手
営

の
支
給
に
代
え
て
、
こ
れ
に
相
窃
す
ろ
有
給
休
暇
を
典
え

ぉ｝
j

と
が
で
き
る
。
｀

r

第
四
條
勤
務
時
問
の
計
算
は
｀
一
時
間
に
満
た
な
い
時
皿

の
端
敷
三
十
分
以
上
は
こ
れ
を
一
時
皿
と
し
三
．
十
分
未
満

は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

．

附

則

}
]
の
規
則
は
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
湖

用
す
る
。

昭
和
十
六
年
阻
月
逹
甲
芍
・
八
陸
外
勤
手
常
及
賄
料
支
給
規
程

は
}

j

れ
を
肉
止
す
ろ

別
．
表

'

,

.
 

則

=̀ 

宿醤

ヽ

備
考

-
．
給
料
月
額
と
は
超
過
勤
務
常
時
の
本
給
、
暫
定
加
給

ー
＇
及
び
臨
時
増
給
の
合
計
額
と
し
、
日
給
者
に
あ
っ
て
は

．．
、
日
給
額
、
暫
定
加
給
及
び
臨
時
増
給
の
合
計
額
の
三
十

，．

倍
と
す

．．

二
深
夜
と
は
時
間
外
又
は
休
日
勤
務
か
午
後
十
時
ー
よ
り

午
前
五
時
に
及
ぶ
も
の
を
い
う

＇

9,1_1,．9.,．．，_1ー，
9，
．,
11
,．，＇,9ー
',_＇,',
99,＇,＇,＇,＇りー'

〇
廃
島
市
規
則
第
二
十
四
雖

廣
島
市
内
出
張
手
営
支
給
蜆
問
を
次
の
よ
う
に
定
め
ろ
。

．
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日
．

．

閑
島
市
長
濱
井
．
信
―
―
―

廣
島
市
市
内
出
張
手
営
支
給
規
則

第
一
條
本
市
職
豆
で
公
務
に
よ
り
艇
島
市
内
に
出
張
す
る

も
の
に
甜
し
て
は
、
別
段
の
規
淀
が
あ
ろ
も
の
4

外
ア

j

の

規
則
に
よ
り
出
張
手
器
を
支
給
す
ろ
。

‘

第
一
・
一
條
出
張
翌
"m
の
金
額
は
別
表
に
よ
ろ
。
但
し
出
張
勤

務
が
四
時
間
に
満
た
な
い
時
は
こ
れ
を
支
給
し
た
い
。

笹
二
條
出
照
勤
務
が
四
時
間
に
滴
た
な
い
と
き
は
乗
車
船

券
を
交
付
す
ろ
。
但
し
公
用
の
自
動
車
、
船
舶
に
よ
っ
た

ー
と
き
は
、
ァ
ぷ
の
●
●
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
1

日
か
ら
こ
れ
を
適
用

す
る
。

別`

‘表

占
＿

ベ

直

勤

務

賄

料

日．

二

十

闘

直

勤

務

賄

料 l党
• ['‘’-ンヽ，

夜

-｛
，4
1"
 

t―――-．-
__ 

1

↓

,

 

二
十
一
皿

第
四
條
用
務
の
都
合
に
よ
り
こ
の
規
則
の
定
額
を
臨
え
る

姪
表
を
要
し
た
と
き
は
、
そ
の
宜
我
を
支
給
す
き
）
と
が

あ
る
。

二

十

闘

リ

深

夜

勤

務

手

時

間

、八

回

+-in 

應
昴
咆
羅
活
＇
第
二
千
三
募

・

"r ． 

十
五
閥
＿
 十
八
回

言
塁7

.-99

>

ー

ー

．

的

歪

I
-―
●
一
●
●
＿
―
―
"
-
―
―
●
―

―――-―-

ぷ
｀一

一

項

Jt

戸
籍
謀
に
開
4
:
‘ゑ
弔
項
」

保
健
課
、

.

「
民
生
局
批
合
課
、

甕
眉
戸
嗜
砿
覧
額

0

麿
塁
塁
―
―
旦

且

＂

｀

べ

廣

島

市

税

條

例

[

-

誓

胃

一

ー

か

プ

ム

t-

Il

戸ハ`ロニ
□日・7

[
[
伐
墨
羹
一
般
に
閻
す
る
事
項
，
一
を
』
．

「
贋
局
各
課
、
東
部
和
興
事
務
所
に
闘
す
杢
盗
」
に

・

昭

和

ー

9

-

+

―

―

一
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に甲 i の-のこ上閲l に げ ＇が ・十て しは は 速他及日ろ・‘委・
窃お第！規年規とがを よこ．れあ會竺議 ．念？t命令‘・秘貫B ‘̂び程こ開且
賂い 十{Jtll．十 Jlllが 出 改 りのは..ろ賤穿長諮け諮紺i命密銘市‘‘と謎尺
人てー のーは必府正 ‘ 規た と中 が録．れに銘贔 ．會は合速諸 ． ．． 
取 昭競 1約 JJ議要しし Jl.llこ．且llたき‘柑i;にば諮．の録の‘に築般 休監
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はニ ・か ‘HY° 出ナ すは 長炭且IJ名をい諭つ記び顔必 ・ ・事及
次年 ら謡か席ろ ・ ろ‘は骰す蹄 °をい銘‘末要 のび
の六 ‘決ら諮 と ． ° 議 合 に ろ貞 行てに諮をと 中訛
油｝） このて． 只き 長議つ ゜はわ異記探：速 ＇堕． 」ヒ明
り二 れ！れれのは ． のにい 二な諾栽が記め ． ．、＿員
で...ト を 島を過‘．照諮て ．人いが L取すた 散の
あ八し 戌 ・,li施半諮 見． り‘ と ．であな消 ・ろ亦 釜氏
Z、t1 」l・・ 介行敗 只 又 ‘三 l-: • ヽぞいし°項 ・
°諮 迂貪すのの はと人 ‘そと°を ‘． ． ・ 閉ヽ 1名

決 :る踏ろ ．^ 同 三 合 ．．れ以°含 ．のき，命 會
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場

所

及

び

、

公

讐

に

参

加

を

求

め

る

者

の

範

囮

、

且

裳

磨
毒
い
。

•

自
己
又
往
父
母
、
韮
等
を
會
議
に
諮
り
、

}

J

れ
を
定
め
ろ
。

3
°
若
．し
議
長
が
前
項
の
数
を
認
定
し
が
た
い
と
き
、
又

•
前
項
の
決
定
嘉
は
、
笥
長

tに
報
告
し
、
参
加
者
に
鉗
し
＇

―
―
一
人
以
志
喜
が
あ
ろ
と
老
第
四
十
八
條
＿
胃
長
及
び
委
艮
は
、
．

蓋
、
＇
亜
偶
者
、
子
、
孫

．、
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
身
上

晶
長
の
宜
告
に
鉗
し
、

芦
只
委
且
長
か
ら
豫
め
公
警
日
を
開
く
べ
喜
薔
各

屈
悶
盃
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議
事
に
参
典
す
喜

は
、
指
名
貼
呼
を
行
う
。
．

日
時
を
追
知
し
な
け
れ
ば
た
ら
注
陀
0

•. 

指
名
邸
呼
は
諮
長
誓
翌
誓
の
議
席
悉
琥

叉
但
し
季
言
笞
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
は

喜
＋
條

第
五
十
六
條
公
詈
會
に
出
席
よ
喜
、
委
旦
房
許
可

を
獣
呼
さ
ぜ
、
諮
音
、
こ
れ
に
煕
え
て
可
否
を
表
さ
ね
と
は
で
き
忍

．

、
そ
の
會
際
に
出
無
し
、
翌
―
ま
す
き

j

と
が
で
き
る
。
．

•

第
四
十
九
條
胃
胄
、
市
長
、
璽
霊
喜
羹
を
受
け
、
公
讐
の
案
件
に
つ
き
意
見
を
述

．

べ
る
こ
と
が

ば
た
ら
な
い
。

指
名
脚
呼
の
結
果
は
議
嘉
宜
告
す
る
。

前
讐
規
定
に
よ
盃
参
加
喜
、
他
の
出
塵
者
に
堡
先
し

疇

第

四

十

．

一

條

喜

互

震

又

誓

謡

の

意

見

に

よ

り

、

記

且

長

、

監

査

委

具

喜

塁

の

委

仔

又

は

、

麻

託

を

受

で

き

．ろ。

て
、
そ
の
意
見
を
達
へ
、
各
只
常
任
委
員
に
甜

L
，
質

t
J
•
•
5名
又
は
釈
名
投
悪
と
す
ろ
こ
と
が
で
き
る
。
け
た
者
の
世
席
を
求
め
る
こ
．
虚
で
き
る
。

は
、
諮
且
靡
記
の
指
名
勁
呼
に
應
じ
第
五
十
條
委
豆
會
の
諮
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
ア
j

.

＇

．

問

す

ろ

こ

と

が

で

き

る

。

.

投
猥
を
行
う
と
き

七
條
常
任
委
員
会
g

の
委
員
長
は
、
公
聰
舎
の
出
席

て
、
こ
れ
を
行
う
。
〗
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
と
き
は
、
委
旦
長
の
決
す
ろ
と
ア

j

ろ
に
よ
る
。
但
し
復
興
委
艮
會
に
お
い
で
は
専
問
委
員
の
第
五
十

廣
．

．
 

一
者
を
聟
限
す
百
と
が
で
き
る
。• •

-
．

ぎ
k

~

9

開
菓
の
結
果
は
議
長
が
報
告
す
ろ
。

‘

•• 

は
、
委
旦
界
●
且
警
且
と
し
・
て
諮
決
第
五
十
八
條
公
時
食
を
開
い
た
案
件
に
闘
す
ろ
品
合
の

i
乖

、
出
席
謡
員
の
み
で
諮
決
す
る
。

．

J

．
ぐ
第
四
十
二
條
開
票
の
結
果
、
投
票
の
敷
と

ぃ

諮
の
結
果
は
、
委
旦
長
は
翌
議
長
の
許
可
を
受
け
、

と
き
は
直
ち
に
再
投
票
を
行
う
。
但
し
前
項
の
場
合
に
お
い
て

敷
妥
裁
し
た
ふ

、
そ
の
結
果
に
異
動
を
及
ば
さ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
に
加
誓
糊
利
を
有
L
迂
い
。
．

島

ァ
五
を
公
表
す
る
ア
ェ
と
が
で
き
●
°
.

こ
の
章
に
．
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
委

•

ふ
｀
第
五
十

．一
條
委
易
喜
慶
靡
っ
た
と
き
は
、
委
員
長

思。

羹
日
の
議
事
に
開
屯
ば
●
市
會
の
埠
合
に
準
す
る
も
の

•

第
七
幸
委
且
會
み
は
謡
長
に
報
告
書
を
提
出
し
、
審
房
誓
、
及
び
結
果
第
五
十
九
條

市
喜
＋
三
條
委
員
に
選
任
さ
れ
た
者
は
、
正
器
の
事
由
が
（
公
讐
の
畏
過
及
び
結
果
を
含
む
）
を
市
會
に
報
告

L

と
す
●
0

.第

八

咋

早

請

ー

願

で

き

な

い

。

た

け

れ

ば

な

ら

た

い

Q

な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
辟
任
す
誓
と
が

く
、
第
五
十
二
條
委
員
會
に
お
均
否
決
さ
れ
た
意
見
で
、
出

言
委
員
の
半
黙
以
上
が
醤
羹
翡
ー
ニ
分
の
一
以
上
の
賛
成
を
得
た
も
の
は
、
少
敷
第
六
十
唯
麟

0
は
文
響
を
以
て
、
、
議
長
に
提
出
比
な
け
れ

．
翠
口
の
康
由
の
有
無
は
、
議
長
淀
認
定
す
る
。

ば
汰
ら
た
い

報
第
四
十
四
條
委
旦
會
は
、

請
願
魯
に
は
、
請
願
者
の
住
所
氏
名
、
朦
粟
、
年
齢
及
び

．

．
 
し
た
け
れ
ば
議
事
を
開
き
、
議
決
す
そ
こ
と
が
で
烹
ぶ
意
見
と
し
て
市
會
に
報
告
｛
ぶ
こ
と
が
で
き
る

C

胃

喜

璽

、

委

員

長

の

許

可

幻

悶

。
但
し
委
員
長
の
意
見
叉
J

紹
介
諮
投
の
氏
名
を
託
し
、
各
自
署
名
、
捺
印
し
な
わ
れ

↑
第
四
十
五
條
委
旦
の
年
数
以
上
の
者
か
ら
請
求
が
あ
る
と
第
五
十
一
＿
＿
條

咆

ば
な
ら
忍
。
法
人
の
即
願
書
は
、
代
表
者
が
署
名
し
、

．
昭
き
は
、
．
委
員
長
は
迷
か
に
、
委
員
會
を
簡
會
し
な
け
れ
ば
受
が
傍
歯
す
ろ
ア
」
と
が
で
き
る

．

．
 法
人
の
印
穿
を
捺
印
し
共
け
れ
ば
な
ら
忍
。

・

・
ユ
な
ら
な
い
。
こ
の
埠
合
に
お
い
て
、

・左
お
開
會

L
た
い
と
は
、
委
呂
食
の
決
訟
に
よ
り
、
秘
密
會
と
す
る
こ
と
が
で

請
願
者
が
多
敷
の
と
き
は
代
表
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

．．
 

、十

き

は

、

委

員

長

に

故

孵

が

あ

る

も

の

と

み

た

す

。

き

る

。

．

委
且
長
は
秩
序
を
保
持
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
き
は

哀
°
・

：
年
雪
＋
六
條
委
員
長
は
委
只
合
を
開
閉
す
る

0

.

.
 11

―
 

て
、
期
限
を
第
六
十
一
條
議
長
が
請
璽
墨
受
理
し
た
と
き
は
、
●

j

虹

.

]

』

胃

晨

開

令

の

日

時

を

議

長

汲

び

市

長

に

通

細

し

な

け

、

傍

聴

人

に

退

誓

拿

き
J

と
が
で
き
る
。
・

t゚

•

第
五
十
四
條
議
長
は
委
旦
會
の
弗
査
に
つ
い

゜

‘
喜
せ
し
め
な
け

誓

喜

胃

喜

名

信

し

て

――

，
れ
ば
た
ら
な
い

マ

日

‘
^
6
但
し
議
長
の
意
見
又
は
含
諮
の
議
決
に

装
第
四
十
七
條
委
且
及
び
提
案
者
は
、
委
員
窟
翌
羞
．
付
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
五
條
常
任
委
員
會
の
委
員
長
は
、
公
讐
る
日
時
れ
ば
た
ら
ぞ

↑
.
＿
言
す
る
K
I

と
が
で
き
る
。
但
し
表
決
の
数
に
加
は
き
）
と

八

”
.

l
)＇’ 
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1
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＇

[i1,

＼

□ロ
二
、
第
一
工
業
學
校
設
備
衣

合

計

，
金
一
億
＿
＿
千
k

百
一
―
-
+
-
＿
萬
五
千
七
百
五
十
五
闘
．
．
．
．
．
金
二
十
五
萬
九
千
三
百
二
十
四
rnl

.

＇

1

か
圏
壽
室
設
置
費
金
十
寓
三
千
八
百
六
十
闘
．

歳
出
経
常
部

一
、
會
議
費
金
百
四
十
五
萬
八
千
四
十
七
同
一
二
、
衛
生
費
金
二
百
写
十
二
萬
七
千
二
百
六
十
五
t

一

、

市

會

般

金

百

四

十

二

獄

仇

千

百

四

十

七

闘

二

、

下

水

道

殺

・

金

二

十

六

萬

回

ー

，

告

二

、

役

・

所

費

金

七

百

二

十

笥

四

千

八

百

六

十

一

詞

四

、

農

地

災

害

復

哲

殺

金

手

一

寓

六

千

九

百

二

十

八

5

一
、
給
料
及
諸
給
急
百
平
二
黙
二
千
百
七
十
二
制
四
、
鐙
密
認
文
痰
魯
六
十
八
萬
千
百
七
十
八
闘

ー
ー
•
―
-
,
．
,
＇
’
ー
．

l
.

二

、

所

費

金

百

平

八

萬

二

千

六

百

九

十

□仰
一

、

握

浣

諸

費

金

百

八

萬

七

千

百

ビ

十

八

皿

0
匿
島
市
告
示
甲
第
ー
ニ
ー
競

本
日
廣
島
市
諮
會
の
議
決
を
続
た
昭
和
二
十
二
年
度
廣
島
市
―
四
、
数
育
費
金
五
百
八
十
一
寓
百
一
閥
．
六
、
臨
時
給
典
金
二
千
写
百
＾
十
字
萬
二
千
七
十
一
[

一
歳
入
出
腺
算
追
加
更
正
の
要
領
は
次
の
油
り
で
あ
る
。
一
、
小
學
校
翌
金
百
八
十
獄
四
千
三
十
二
仰
・
；
一
、
．
臨
時
給
典
金
＿
＿
千
毛
百
＾
十
＿
―
-
萬
二
千
七
＋
ー
向

二

、

青

年

陸

校

費

金

六

寓

八

千

百

三

十

九

側

＋

、

諸

盛

金

九

百

六

萬

八

千

八

百

八

十

九

ml

担
し
こ
の
豫
尊
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。
．

三
、
中
等
學
・
校
毀
．
金
二
百
三
十
萬
千
五
百
J
L
十
七
闘
六
、
戸
籟
事
務
整
備
痰
金
十
一
寓
七
千
三
百
圃

八
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

四
、
工
業
班
問
學
狡
費
金
六
十
五
萬
八
千
百
七
十
闘
七
、
緑
入
・
金
金
四
百
六
萬
九
千
百
八
十
五
闘

．

廣

島

市

長

没

井

信

三

五
、
新
制
中
年
校
我
金
五
十
三
萬
六
千
八
百
六
十
五
闘
二
十
四
、
公
合
盛
金
十
七
萬
五
千
馴

ナ

水

逍

費

金

百

十

六

萬

九

百

七

十

闘

―

-

+

牢

‘

・

出

張

所

建

設

役

金

二

十

四

痰

闘

昭
和
二
十
二
年
疫
廣
島
市
歳
入
出
挽
郭
追
加
更
正
‘
‘

一
、
溜
水
毀
金
百
十
七
萬
千
八
十
二
皿
・
十
一
、
厚
生
費
：
•
金
百
四
萬
図

歳

入

．

一
、
市
税
金
幸
晋
参
腐
＾
千
音
七
十
六
闘
一
．
二
．
．
給
‘
水
費
金
九
十
八
萬
七
千
八
百
八
十
八
旺
二
、
保
鹿
施
設
我
金
百
＿
二
萬
皿
．

二
、
縣
税
附
加
税
金
千
四
百
空
十
一
萬
九
千
四
百
ご
凹
七
、
岸
生
翡
金
千
＿
一
百
十
六
葛
七
千
二
百
．
十
三
仰
十
三
、
災
客
漑
費
金
千
百
七
十
＾
寓
千
九
百
九
十
七
5

四
、
地
方
分
典
税
金
参
千
＿
ー
百
＿
添
＿
＿
千
―
ー
百
六
七
八
訓
ー
＿
二
、
保
養
院
殺
舎
平
萬
七
千
八
百
二
十
一
馴
二
、
水
審
復
筈
我
金
三
百
十
五
疵
五
千
二
闘

四
、
使
用
料
及
手
敗
料
金
千
七
十
二
寓
五
千
八
百
六
十
四
l
r
n
-
J
L
、
経
柄
諾
費
金
五
十
六
萬
五
千
四
百
四
．
十
七
闘
十
四
、
役
所
我
金
＿
＿
百
十
＾
萬
六
千
三
百
五
十
五
i

一

、

使

用

料

金

千

四

萬

七

千

五

百

二

十

九

Iul
―

二

、

生

南

諸

挫

金

十

六

腐

七

千

十

闘

・

一

、

所

既

金

二

百

十

＾

葵

喜

百

五

十

五

i

五
、
給
水
王
翡
収
入
金
六
十
二
疵
二
千
五
百
七
十
一
問
十
、
勁
業
殺
舎
一
十
竺
駕
七
千
七
百
六
十
．
h-rul
十
五
、
失
業
應
念
祁
業
我
金
七
百
六
十
七
次
二
千
五
百
t

一
、
給
水
工
琳
尭
牧
入
金
空
'
-
涵
二
千
五
百
七
ヤ
ー
l
l
u
．
一
、
~
竺
ヤ
市
場
殺
金
六
煎
七
千
四
百
一
闘
一
、
失
粟
應
念
甜
業
毀
金
七
百
六
十
七
瑛
二
千
五
百
i

乍
~
卜
愈
千
九
百
七
十
一
萬
二
千
四
百
王
＋
―
-
i

＂ 

r

"

t

t

 

什gr
,＇
3
'
 

六
、
國
血
支
出
金
金
＿
＿
千
百
二
十
八
廊
五
千
九
百
八
I
D
l
-
+
七
‘
詔
．
漑
金
習
平
策
ー
一
千
二
直
一
十
五
闘

a
 

二
、
補
助
金
金
二
千
百
十
葵
千
習
四
十
―
―

-ml
―

二

、

公

金

取

扱

我

含

二

十

一

萬

四

千

六

百

六

皿

．

歳

出

合

t

七

、

縣

支

出

金

念

恩

十

一

窯

孝

二

百

八

十

一

見

四

、

雅

支

出

會

百

＋

巌

―

-

i

千

百

二

十

五

rol

．
．
金
一
低
二
千
六
百
一
j

-

＋
二
高
五
千
七
耳
五
十
函

(
＇
1
,
1
，
←
，
＇
．

~
i
’

ー
．
’
J
‘
,
＇
I
9
ー
'
,
'
.
,
1
.
_
＇

，→
，

i．
J
9
9
1
,
L
、

二
、
補
助
金
金
四
百
六
十
深
ー
ニ
千
百
九
十
＿

Uu-
経
常
部
計
金
翌
＇
杏
百
空
ナ
ー
蹄
竺
千
三
百
＿
二
皿

八

、

寄

附

金

金

二

十

li
葛

ー

仙

一

臨

時

郊

〇

廣

島

市

告

示

甲

第

一

＿

＿

＿

＿

紐

．
．
 “
 

一

｀

寄

附

金

金

二

盗

高

一

闘

三

、

放

打

沢

金

習

i

十

一

郎

旱

脊

七

岱

皿

香

麿

翡

合

の

●

決

を

経

裔

和

二

十

二

年

庄

炭

登

+

i

-

i

9

市

岱

金

千

ー

百

七

窯

問

一

，

母

べ

班

問

堺

校

敗

伺

費

特

別

介

計

戟

災

復

典

共

歳

入

出

採

其

迅

加

史

正

の

澳

領

は

ユ

一

、

市

似

金

千

二

百

七

猷

皿

金

二

十

六

窯

千

1
-

＿
百
五
十
四
闘
の
通
り
で
あ
る
。
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ぐ
昭
和
二
．
十
一
・
1

年
六
月
二
十
九
日
ー
』

f

』

．． 

罠

島

市

長

演

丑
k

炭
島
市
會
傍
疎
人
取
締
規
則
・

詈
仰
．
含
談
を
傍
硝
し
よ
う
と
す
ろ
者
は
係
且
の
指
揮
に

0
炭
魯
告
示
甲
第
一
三
＿
＿
＿
競
｀

炭
島
市
諮
含
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
＿
二
年
一
月
f
-
+
―
―
一
日
議

従
、
い
菩
煎
に
傍
聴
し
注
け
れ
ば
注
ら
迂
児
。
・

第
二
條
．
傍
聴
者
は
第
一
鈴
又
は
第
一
繋
に
よ
り
傍
諮
席
に
決

t
た
廣
島
市
夏
命
諮
規
嬰
一
部
を
改
正
す
ろ
規
則
は
次

の
通
り
で
あ
ろ

済
か
た
け
れ
ば
な
ら
な
豆
。

雪

條

左

の

者

は

認

撃

壱

と

が

で

き

な

い

。

．

．

昭

和

二

十

三

年

一

月

二

十

三

日

．

．

廣

島

市

浪

濱

井

信

三

・
・
一
、
精
帥
錯
乱
者
．

痰
島
市
會
舎
識
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
｀
異
様
の
服
装
を
し
た
者

．
虞
島
市
命
釜
議
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
ろ
0

.

三
、
〗
兇
器
を
携
帯
す
ろ
者
．

四

f
酪
酎
し
た
者
・
―

•
f

第
二
十
八
條
中
「
選
墨
贔
委
員
會
の
委
員
畏
」
の
下
に
「

五

、

十

ニ

オ

未

碗

の

者

．

．

監

査

委

旦

、

公

安

委

員

」

を

加

え

る

。

第
四
十
九
條
中
「
監
査
委
員
」
の
下
に
「
公
安
委
．
且
」
を
加

第
四
條
議
長
は
傍
賂
者
源
且
の
時
は
入
掲
き
）
と
わ
き
）

え
ろ
。

と
が
で
き
ろ
。

第
五
十
條
中
「
但
し
復
興
委
員
舎
」
を
．
「
但
L
委
豆
會
」
に

改
め
ろ
。
．

第

五

條

識

表

は

傍

隙

者

多

数

の

た

め

傍

聰

席

の

紫

理

が

困

．

•
第
六
十
四
條
中
「
監
査
委
旦
」
の
下
に
「
及
び
公
安
委
員
」

熊
と
屈
め
た
と
き
芭

J

れ
に
制
限
を
加
え
又
泊
一
部
退
場

．

を

命

す

き
L

と

が

で

き

る

。

．

を
加
え
ろ
。

第
六
條
傍
歯
者
は
左
の
那
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
た
ら
な
い

第
七
十
九
條
第
一
鳥
「
墨
賣
」
の
下
に
「
公
羹
質

一
、
脱
帽
す
き

J

と
＇

」
を
加
え
る
。

-
1
‘
乱
語
、
飲
食
、
喫
煙
し
な
ど

J

と

．

ょ

‘

附

貝

こ
の
規
則
は
諮
決
の
日
か
ら
ア
ぷ
れ
を
施
行
す
ろ
。

t
-
U
、
會
諾
の
言
論
、
行
為
に
封

L
て
可
否
を
表
明
し
又
は

．
批
評
し
た
い

-Jと，
．

ヽ

'

四

、

騎

ぎ

立

て

歪

更

蓋

を

妨

害

し

た

い

こ

と

、

-

↓

程

―

4

．

規

第
七
條
，
．
前
條
の
規
定
に
違
背
す
ろ
傍
聴
者
が
あ
る
と
を
は

謡
長
は
こ
れ
を
制
止
し
そ
の
命
令
に
従
ゎ
忍
と
き
は

-

0
度

島

市

告

示

乙

第

三

一

狛

．

q
-

i

嬰

は

誓

警

叱

必

要

が

あ

ろ

揚

合

に

於

て

ほ
A
J

れ
學
・
校
麿
且
研
塁
手
喘
支
給
規
程
を
次
誓
う
に
定
め
る
。
＿

．i
.

を

警

察

官

吏

に

引

渡

す

こ

と

が

で

き

ろ

°

昭

和

二

十

―

―

＿

年

r月
八

日

．

第

八

條

傍

辣

者

は

ど

ん

注

理

由

が

あ

っ

て

も

議

掲

に

立

入

．

庶

島

市

長

渓

井

信

一

l
-

る

こ

と

は

で

き

注

汽

．

學

校

数

且

研

究

手

営

支

給

規

程

1

.

，

附

．

．

則

第

一

條

本

市

學

校

敬

旦

に

到

し

こ

の

規

程

に

よ

り

研

究

手

尺
ふ
」
'
-
.
{
-
．
喝
？3．
．
弓
バ

．

t
•
,
f
．
ノ
、
．
ば
、
．
，
・
{
,
.

｀ヘ
へ
'
/
只

役
活
第
一
＿
＋
＿
＿
＿
筑
、

炭
島
市
報
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噌
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1

rt 

ャ
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’
 

働

i
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ヽ

信

)
j

の
規
則
は
照
和
]
'
H
-
+
-↑1

年
六
月
二
十
九
日
か
墨
誓
施

行
す
ろ
。
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常
を
支
給
生
そ
唸

第
二
條
研
究
の
種
別
は
注
記
に
よ
る

i

甲
．
二
数
科
以
上
の
研
究
を
た
す
者

乙
一
敬
科
の
研
究
を
な
す
者

孟
籐

第
三
條
研
究
種
別
の
決
定
は
本
人
と
學
狡
長
並
び

．
課
長
と
合
議
L
て
}

j

れ
を
決
定
す
令

l

『

第
四
條
担
・
校
長
は
研
究
手
器
受
給
栄
の
車
乙
の
別
を
殿
煎

；
に
調
査
し
受
給
者
調
襟
を
市
長
え
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

た
い
。
新
任
又

9
縛
退
禁
者
が
あ
る
批
合
も
同
様
と
す
る

第
五
條
研
究
手
迅
岳
は
激
員
の
研
究
の
稲
別
に
よ
つ
て
甲
に

は
一
人
月
額
五
拾
間
、
乙
に
は
一
人
月
額
参
拾
圃
と
す
る
。

第
六
條
研
究
．
営
は
知
月
一
日
現
在
在
戟
者
に
つ
い
て
}
j

れ
を
支
給
ナ
る
。

慾
七
條
在
職
中
死
亡
し
た
者
で
そ
の
受
け
ろ
研
究
手
裳
の

支
給
を
受
け
た
か
っ
た
と
き
は
i.J

れ
を
そ
の
逍
族
に
支
給

す
る
。
此
の
坦
合
逍
族
及
び
そ
の
順
位
に
つ
い
て
ほ
恩
給

゜

法
の
例
に
よ
ろ
0

.

t

"

＂4.
 

、
屈
＂
月
[

｝
j

の
規
程
は
昭
和
ー
＿
十
二
年
四
月
烹
口
か
ど

J

れ
を
適
用
す

る。賑
民
學
校
敢
且
仕
宅
料
支
給
規
程
は
昭
和
二
十
二
年
ー
ニ
月
ー
—
i

+
1
日
限
り
ア

j

れ
を
廃
止
す
ろ
。

ヽ
｀
’
•
_
,
1
,
9
,
1
,
1
,
＇
9
.
9
'
ー
'
,
'
’
’
’
,
t
i
/
1
)
＇
＼
＼
9
,

）

1
,

．．
 

し、．、、

〇
蕨
島
市
告
示
甲
第
一
＿
＿
八
雖

農
翡
聾
釜
使
用
條
例
施
行
細
嬰
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
ー
―
一
年
一
月
二
十
日
・
~

3
.
-
．． 

虞
知
市
長
・
液
非
信
―
―
―

貫

條

別

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

＿

．

住

宅

別

使

用

料

[

.

住

宅

Blj

哀
用
料

某
町
市
中
・
前
住
宅
一
―
二

0
閻
て
＇
尾
長
住
宅
麟
声
蝉
五

0
回

-
0
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そ

• ミ

仕

“

｀ 
<： 

、.

こ

復
活
第
―
-
+
―
―
―
筑

■

-
•
-
—
・
ー
・
'
-

俎
し
こ
の
豫
罪
は
即
日
'}

)

れ

を

施

府

す

ろ

。

一

、

昭

和

二

十

二

年

度

痰

島

市

歳

入

出

豫

算

追

加

，
．
但
し
こ
の
橡
算
ば
即
日
J
)

＼
れ
を
施
行
す
る
。

昭

和

二

十

二

年

十

二

月

二

十

二

日

・

｀

昭

和

二

士

一

年

十

二

月

二

十

二

日

ー

、

市

民

税

培

徴

條

例

の

制

定

に

つ

い

て

．

．

 

痰

島

市

長

濱

要

信

ー

―

―

殷

島

市

長

・

濱

井

信

―

―

―

-

、

臨

時

給

典

費
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應
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闊

符

芸

揺

．

竺

に

か

な

翡

tr
岱

＂

召

闘

一

筏

聾

冦

法

令

に

特

別

C
定
が
あ
ろ
も
の
を
除
く
外
、

を

問

し

、

嬰

n・
打

贅

腿

羞

嬰

ぃ

閑

葛

氾

ー

ち

ぢ

翠

い

介

令

各

嘉

ば

麿

悶

尻

脊

．
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行叛日九月二年三十二和昭 報＇ 市
． 9 島

炭

'ゞ

召
”
密
根
買
笠

”l-士
m
訊

昭
和
二
十
三
年
二
月
四
日

――■―-1 

マ

鼻
．
に
ア

j

れ
を
墜
瑶
す
る
。

4

第
四
條
総
務
課
は
法
令
索
引
簿
を
俯
え
、
官
報
及
び
縣
報

に
よ
り
重
要
た
法
令
又
は
條
例
規
則
等
の
名
稲
及
び
公
布

・
年
月
日
等
必
要
な
那
項
を
記
入
す
る
と
と
も
に
市
政
全
般

ー
に
闘
す
る
法
令
集
を
一
括
埜
理
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
、
ら

な
い
。

第
五
條
絲
務
踪
長
は
新
た
に
重
要
な
法
令
又
ば
條
例
規
則

．
婚
が
制
定
又
は
改
既
せ
ら
れ
た
ど
き
は
、
令
報
の
法
律
特

ー
報
に
ょ
り
、
各
課
に
偲
逹
す
ろ
。
．

L
 

第
六
條
市
の
法
規
は
、
す
べ
て
｀
綿
務
謀
に
お
い
て
起
案
す

ろ
を
本
則
と
す
蕊
但
し
．

i

畢
情
に
よ
り
、
他
の
主
務
謀
に

.
お
い
て
起
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。•9

．
前
項
但
掛
の
編
合
は
必
す
総
務
課
に
合
飴
し
た
け
れ
ば
た

•
9
ら
た
い
。

第
七
條
條
例
等
で
市
諮
會
の
諮
決
を
要
す
る
も
の
は
、
決

裁
の
手
綾
嘉
っ
た
の
ち
、
総
務
課
で
一
括
し
直
喜

に
送
付
す
る
。
、
市
議
合
に
お
い
て
、
否
決
又
は
修
正
さ
れ

た
と
き
は
、
再
び
決
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
兄
。

第
八
條
決
裁
租
の
法
規
案
は
、
森
務
謀
備
付
け
の
公
文
番

裁
筈
に
よ
り
番
統
を
附
し
r

毯
務
課
に
お
い
て
＼
印
刷
叉

一
は
腔
瑯
の
上
、
文
掛
配
付
等
に
よ
り
各
課
に
配
付
4
3
る。．

第
九
條
前
鋲
の
理
付
を
受
け
た
各
呻
整
は
、
監
島
市
戟
且
服

務
規
則
第
二
十
四
條
に
よ
り
、
そ
の
周
細
撤
底
を
脳
ら
な

け

れ

ば

な

ら

た

い

。

．

,
．
附

・r
則・

L
)

の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
．

，＇ー','．，＇
,
'
,
.
1
,

＇.＇,.,＇
T
.

，＇,．、．,．,9l)＇，．
,
1
,
1
_

，'．,＇,＇
,
.
_
J

〇
底
島
市
規
則
第
二
八
親

斑
島
市
復
奥
局
上
永
課
守
術
勁
膀
心
得
を
次
の
よ
う
に
定
め

゜
N
 

さ

炭
島
市
罪
復
活
第
二
十
四
認

．
 
..., 

シ

． 軍

u-

.•• 

炉

,ft 

し

、
a
1
,
`
1
1
,

．
`
9
1
1
`
f
.
1
‘
,
1
1
`

『
う

/.9ぶ

dd9・
凸
[
[
応

、
.
s
,
I
4
1

ッ．＂し

I
,
'
|ィ心・＂

し

r

、

9-｝
‘

院

島

市

長

蔀

井

信

．
．
屁
島
市
復
興
局
上
水
課
守
術
勤
務
心
得

第
一
條
守
衛
は
係
且
の
指
拝
に
従
い
、
誠
宜
戟
務
に
登
畢

す
る
。
そ
の
猿
務
は
概
ね
左
の
追
り
と
す
る
。

一

、

肩

の

開

閉

、

．

l
 

二
、
認
門
出
入
者
の
監
脱

]
-
i
、
文
諏
及
び
外
如
者
の
取
次
，
」

四
、
桔
内
各
池
並
び
に
取
水
口
の
巡
観
．

国
、
衣
間
に
お
け
る
楷
内
各
所
の
戸
締
き
の
他
朦
般
の
辞

こ
れ
を
施
行
す
令

戒

｀
 

前

悶

詈

外

、

必

要

に

應

じ

て

臨

時

執

務

を

命

了

百

ー

ー

|
1
|
i

と
が
あ
る
。
．
．
．
‘
．

-
E
~

l

i

l

:

.

i

:
．
i
-＿＿

i: 
．．． 

,'―

-
.
i
!
-
i
-＿＿1・・・1

第
二
條
守
術
は
交
代
で
勤
務
し
、
引
綬
ぎ
を
厳
直
に
し
な

0
鹿
島
市
告
示
甲
第
一
｀
＿
―
-
五
統
-

け

れ

ば

去

ら

た

い

。

-

第
三
條
疾
病
そ
の
他
の
事
故
で
紬
勤
す
る
と
き
は
、
そ
の
昭
和
二
十
三
年
二
月
二
日

熙
島
市
長
荻
•
井
信
―
―
―
.
9

那
由
を
届
出
注
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鏃
勤
者
が
あ
る
と
き
．

＊
 

5ヽ

は

、

．

非

番

の

者

が

勤

務

す

る

。

次

の

規

程

は

、

昭

和

二

十

一

＿

一

年

二

月

二

日

限

り

、

こ

れ

を

戚

第
四
條
裳
皿
は
正
門
を
開
き
、
夜
間
は
こ
れ
を
閉
鉛
す
る
止
す
る
。

第
五
條
梢
内
に
出
入
す
る
者
は
、
こ
れ
を
取
調
べ
、
必
要
廣
島
市
饂
梁
統
計
調
・
森
規
程
昭
和
十
年
六
月
慈
乙
第
四
婢

あ
ろ
者
の
外
は
濫
り
に
那
行
さ
せ
て
は
た
、
レ
ぷ
は
。
炭
島
市
統
計
調
査
只
臨
務
規
程
昭
和
十
年
脊
刀
魯
な
盆
馳

夜
間
に
畠
入
を
こ
う
者
が
あ
る
と
き
は
氏
名
及
び
硝
由
を
廣
島
市
統
計
邪
務
取
扱
栽
程
昭
和
叶
年
六
月
逹
乙
第
六
緯

聞
き
た
だ
し
、
営
直
係
且
の
指
抑
を
受
け
る
。
夜
聞
の
誦
炭
島
市
統
計
魯
絹
築
手
綾
昭
和
十
年
六
月
逹
乙
第
士
―
―
裁
一

大
正
十
一
年
七
月
告
示
甲
・
第
一

行
者
は
氏
名
及
び
用
件
の
臨
要
を
日
誌
に
記
載
し
、
翌
朝
，

四
十
六
駈

昭
和
七
年
六
月
告
示
甲
・
第
九

．
．
炭
島
市
統
計
調
査
且
京
の
件

溜
水
係
長
の
胆
翌
を
受
け
ろ
。

，
 

第

六

條

物

品

の

搬

入

出

は

日

誌

に

記

載

し

、

搬

出

に

つ

い

．

．

．

一

十

五

就

.
1

ヽ
｀
＇
，
＇
，
9
ー
，
9
9
,
'
`
‘
‘
,
．
，
＇
,
.
\
I
I
\
'
,
＇
，
＇
,
＇
•
I
I
,
‘

て
は
、
係
凸
の
瞭
明
の
な
い
も
の
は
出
門
さ
せ
て
は
な
ら
．

、
.

4
 

〇
底
島
市
告
示
第
一
・
―
―

-
A締

た
い
。
．
．
、
＋

蛮
島
市
疎
開
跡
地
賃
借
料
の
支
彿
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

J
 

第
七
條
文
等
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
係
且
に
産

u出
告
示
す
る
。
．

す
も
の
と
す
る
。
．

第
八
條
す
べ
七
外
来
者
は
て
い
ね
い
に
そ
の
要
件
を
諮
ね
昭
和
二
十
一
＿
一
年
二
月
五
日
・
・

・

メ

斑
島
市
長
嘉
淑

係
且
に
案
内
す
る
●
'

一

井

―-＝ロ11
 

告

―-

ぷし
ベ9

， 
．ヽ i ＾`
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l
i
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J9
‘ヽ
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,
f
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 ヽ

"u
 

量
噌

9

、

ー・
，1
t
'
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・
森
の
期
日
態
二
日
ま
で
に
屈
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

.'
町
村
の
遡
琺
の
立
會
人
は
、
遷
暴
の
期
口
祈
ー
―
名
ま
で
ア

j

れ
を
屈
け
出
ろ
ア
に

J

が
で
き
る
A

こ
と
。
（
法
一
―

:
o
1ー）

・
・

七
、
潤
罪
の
公
茫
を
期
す
ろ
た
め
各
菰
立
令
人
の
屈
出
及
び

:
．
補
充
翅
任
に
つ
い
て
、
同
一
の
政
跳
~
そ
の
他
政
・
沼
結
就
の

．．

屈
出
を
し
た
岡
．
罷
に
認
す
ろ
骰
袖
者
の
屈
出
に
係
る
粁
は

‘
_
＿
一
人
以
上
藍
翌
念
人
と
た
き
）
と
と
な
っ
て
は
な
ゎ

、
な
い
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
。
（
三

0
ー
2
9
5
.
6
.
1
0
)

、

沢
•
代
理
盟
．
茫
．
闊
す
ゑ
第

・
｝
二
十
一
，
一
條
、
不
在
投
悪
に
削
す

＇
る
第
一
二
十
四
條
の
規
定
の
改
茫
は
、
従
来
政
令
に
規
定
さ

れ
た
も
の
を
法
律
巾
に
規
定
し
た
に
止
ま
り
、
別
に
そ
の

要
件
又
は
手
綬
等
を
改
め
ろ
も
の
で
は
た
い
ア
）
と
。
（
法

-
＝
二
•
四
四
）

．
‘

九
、
都
逍
府
縣
及
び
市
の
楚
部
の
袖
充
立
候
補
の
屈
氾
又
ほ

推
賠
屑
出
は
、
従
前
那
り
深
．
部
の
問
R
善
一
日
ま
で
に
屈

塁
け
れ
ば
な
ら
な
苓
、
町
村
の
澗
限
に
お
つ
て
は
、

璽

羹

袖

の

屈

度

は

得

腐

、

覆

ヂ

の

期

日

前

ー
ー
百
ま
で
-
ら
を
す
き

j

と
が
で
き
き
）
と
9
.

（
法
五
一
―
―

IIII) 

-
0、
井
迎
地
方
公
共
瑚
値
の
長
の
翅
癌
に
つ
い
て
補
充
立

候
補
隅
出
期
限
碗
了
の
際
に
候
袖
井
が
二
人
以
上
あ
ろ
品

合
に
北
い
て
、
そ
の
弾
涎
の
澗
日
の
前
円
ま
で
に
候
補
者

が
死
亡
し
又
は
恢
補
者
た
き

L

と
を
蹄
し
た
た
め
候
補
者

が
一
人
と
汽
っ
た
と
き
は
、
競
罪
人
の
窯
態
に
係
り
な
く

i
菰
筵
人
が
宗
ま
る
L
)

と
を
避
け
、
あ
ら
た
に
立
候
柚
の

槻
合
を
股
け
翅
忍
人
の
翌
限
の
5

庶
明
に
逹
憾
な
か
ら
し

め
ろ
た
め
、
そ
の
翅
班
の
期
円
を
五
日
延
期
す
ろ
ァ
;
と

と
し
（
法
第
五
＿
＿

T
‘
4
)
都
逹
府
縣
姉
叩
の
楚
罪
と
市
町

、
村
知
の
選
想
を
同
時
に
行
う
掲
＾
＂
に
お
い
て
、
と
も
に
か

か
ざ
粛
由
が
生
じ
た
と
さ
は
、
市
町
村
か
ら
そ
の
ピ
げ
の
根

告
の
あ
っ
た
日
（
二
以
上
の
報
小
＂
の
あ
っ
た
と
さ
は
投
後

1
|
 

炭
2
市
恨

ー

'li
l
-
tl
i
|
h刈
贔
冊
軋
位
雁
蘭

腐

直

愉

川

薗

紺判
淵
翡
灘
閻
間
訓
判

〗
〗
〗
〗
／
ロ
ロ
i
/

／1
]

□
□〗□ h

t
J
ロ
ー
ロ

9.

.

)

0

[

!
＇
．

；

わ`
．，、
い
'
1
1

9

・・i

□い
応
＇
ロ

・如
畜
翌
況
跨

づ
の
報
告
の
あ
っ
た
日
）
か
ら
七
日
以
内
に
更
に
同
時
に
選
痰
を
と
る
必
要
が
あ
る
炉
ら
注
意
す
る
こ
と
。

G

を
―
―

ヘ・

組
を
行
わ
9

な
け
れ
ば
た
ら
な
ど

J

と
。
（
法
五
11.1

ー
6
)

五
ー
8
)
＼

.

,

.

た
お
、
こ
れ
ら
の
揚
令
に
お
い
て
は
、
選
奉
の
期
日
の
告
広
同
時
遡
躁
の
た
め
の
投
票
用
紙
は
、
常
初
の
選
郡
の

．

示
の
あ
っ
た
日
か
ら
し
．
都
灌
府
縣
知
宝
叉
は
市
長
の
選
暴
期
日
に

g
(遡
昴
及
び
選
碑
の
期
日
を
延
期
さ
れ
る
普

に
あ
っ
て
は
、
親
畢
の
期
日
前
．
＿
―
-
日
ま
で
、
町
村
長
の
選
荊
地
方
公
共
隈
罷
の
長
の
選
続
・
の
い
す
れ
に
も
、
牧
該

翠
に
あ
っ
て
は
漣
畢
の
期
円
前
二
日
ま
で
＼
候
柿
者
の
屈
選
翠
管
理
委
員
合
の
淀
め
ろ
と
こ
み
に
よ
り
こ
れ
を
使

出
叉
は
推
館
屈
氾
を
す
ろ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
法
五
自
す
る
ア

j

と
が
で
き
る
こ
と
。
（
令
ー
―
.
＿
五
f
5
)
但
し

、
市
町
村
の
選
學
と
都
道
府
縣
＇の
選
昂
を
同
時
に
行
わ

三
ー
8
)

二
、
第
二
十
五
條
第
一
項
叉
け
第
一
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
う
と
し
た
場
合
に
お
い
元
は
、
同
時
選
昂
の
痰
票
用
紙

ぎ
迎
地
方
公
共
際
詈
涸
線
を
同
時
に
行
う
坦
合
に
お
い

．．
 は

都
道
府
縣
の
選
路
塁
れ
を
使
用
す
ろ
ア
j

と
が
適
常
'

て
、
呼
通
地
方
公
共
閣
憬
の
長
の
羨
祭
に
つ
い

t
「
1
0

~
あ
る
こ
と
。
な
お
、
こ
の
掲
合
に
お
い
て
は
、
不
用

」
前
段
の
叩
由
を
生
じ
た
謁
合
に
闘
し
て
は
、
施
行
令
の
．
の
桐
は
各
市
町
村
の
避
緑
管
碑
委
且
食
に
お
い
て
X
帥

一
部
改
花
に
よ
り
左
の
通
り
措
置
さ
れ
た
ど

j

と
。
で
浩
す
こ
と
。
（
投
悪
用
紙
様
式
ニ
・
七
・
八
の
備
考

1
，

抄

夏

贔

者

・

問

画

薔

蓮

者

・

選

部

塁

習

誓

巴

授

の

選

琺

と

他

の

選

讐

同

時

に

行

う

勘

合

に

お

覧

の

戟

務

を

代

頸

す

べ

き

者

喜

に

各

稲

立

含

人

は

｀

望

は

、

密

翌

翠

象

が

あ

る

か

ら

、

豫

め

、

す
べ
て
、
常
初
の
洞
組
に
つ
い
て
も
、
又
、
選
喜
期
投
両
罰
誓
二
煎
に
用
意
し
て
紐
く
必
要
が
あ
ろ
こ
と

日
を
延
期
さ
れ
る
選
整
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
投
猥
管

3
，
晋
ffl

初
の
選
麿
期
日
に
・
行
う
璽
甜
に
同
時
璽
の
投
{

悶

・

仰

熙

喜

箸

．

誓

誓

誓

誓

の

者

の

戟

詈

祇

を

使

用

し

た

翌

合

に

お

い

て

延

期

さ

れ

た

苔

l

咳
を
代
現
す
べ
き
者
喜
に
各
種
立
令
人
た
る
こ
と

d

．
溌
昂
に
お
け
る
候
補
者
の
氏
名
を
記
栽
す
る
桐
に
た
し

（
令
・
三
五
！1•
六
0
1
3
•
六
八
ー
1
8
)
な
お
、
立
台
た
氏
名
の
記
戟
す
る
桐
に
な
し
た
氏
名
の
記
戟
は
、
所

人
に
つ
い
て
は
、
延
期
さ
れ
た
投
の
選
保
に
お
け
ろ
候
開
他
唄
記
戟
と
は
み
た
さ
中
（
令
六
0
|
2
)
従
っ
て

應
れ
の
間
出
に
係
孟
食
人
と
す
ぺ
さ
者
で
、
仰
m
初
の
延
期
さ
れ
た
い
選
組
に
つ
い
て
は
有
効
投
岡
翌
し
斎

盈
慶
社
く
じ
に
よ
り
立
合
人
と
な
ろ
こ
と
が
で
さ
な
咋
籍
の
記
戦
に
つ
い
て
、
投
猥
心
効
力
だ
伽
中
ろ
こ
と

か
っ
た
も
の
が
あ
ろ
掲
合
は
，
そ
の
條
柿
者
は
延
期
さ
ふ
同
時
楚
私
の
た
め
行
っ
た
不
在
投
猥
は
選
年
の
期
日

臭
選
踏
に
お
翌
も
改
め
て
立
合
人
と
な
ろ
べ
さ
者
を
延
期
さ
れ
た
拌
迎
池
方
公
共
間
恒
の
栽
の
速
品
に
防

嘉
け
出
ろ
こ
と
が
で
＊
J

ろ
も
の
と
し
、
（
令
．
＿
品
ー
し
て
は
、
そ
の
効
力
を
ぞ
ど
芯
の
で
選
年
の
期
日
の

9

2
)
翌

璽

塁

讐

れ

た

た

め

に

あ

ら

た

に

候

補

延

期

の

鵞

前

に

同

時

罹

語

の

た

め

投

箭

麿

裔

岱
な
っ
た
者
が
立
合
人
と
た
ろ
ぺ
き
岩
を
屈
け
出
る
又
は
焚
送
を
受
け
た
者
は
、
延
期
さ
れ
た
芸
醤
に
一
l

こ
と
が
で
さ
き
て
と
は
一
k
う
ま
で
も
な
い
の
で
、
か
か
つ
い
て
は
、
訂
め
て
地
＂
通
の
投
磁
又
は
不
在
投
隈
を
す

．

ろ
坦
＾
＂
I
L
は
、
こ
れ
ら
の
立
令
人
た
ろ
井
、
及
び
立
合
ろ
こ
と
が
で
さ
ろ
こ
と
。
（
令
五

O

l

l

)

-

人
と
な
不
べ
＊
蛉

r
っ
さ
改
め
て
立
令
人
の
決
定
の
手

i

同
時
還
紐
の
た
め
行
っ
た
投
上
投
屈
は
、
隈
岸
の
g

↑ミ
一

ー

9
,

-`
、

い

l
i
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7

{

．
，

、
る
割
体
叉
は
個
人
に
屈
姉
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
汰
い
。

婆9,
 

•. 
`
•

9
9?
（
法
附
則
五
）

、
．

丸
．た、5

:．J

ャ討・
、
．

9

．
島
六
、
従
前
の
地
方
自
治
法
に
よ
り
行
っ
た
選
悪
及
び
昭
和
1
-
.

.

．
．
 

、

十
二
年
法
律
竺
六
九
統
（
地
方
自
浩
法
竺
部
を
改
正
回
0
0

凋
叩
の
25
師
認

g
蹄

42

．

｀

i

す
る
法
律
）
麓
行
の
際
従
前
5
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
邸

711642071
暉
皿
叩

798
印

[
～

.
i
9そ
の
期
日
を
告
示
し
て
あ
る
馳
方
公
共
開
体
の
選
暴
に
．

9
1
1
.
5
i
3
9
ふ

a
9
1
4

6

.
302146り
2
5
3
7
5
1
8
8
1

．
つ
い
て
は
、
第
六
十
六
條
第
六
項
の
改
正
規
定
を
除
く
外

2

2

(

2

.

2

奇
•••
i

. 

・

な

お

、

従

前

の

規

定

に

よ

る

。

（

令

附

則

三

）

．

玉
、
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
六
丸
統
（
地
方
自
治
法
の
一
、
金
鎖
）
的

部
を
改
正
す
翌
法
律
）
施
行
前
に
行
う
べ
を
事
由
が
生

9

-
、

．

暉

慨

，

一

、

炭

．

た

地

方

公

共

塁

体

の

餓

喜

臀

笈

は

投

の

選

緑

に

つ

い

1

（
額
計

券
分毒

．’

-
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
十
四
條
第
一
項
の
改
正
規
定
並

現
封
俊
同

'

び
麿
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
二
百
八
十
＿
二
條
及
び
第
二

4
 

、
••

島
百
九
十
二
條
の
規
定
に
よ
ろ
期
間
は
、
昭
和
一
＿
十
三
年
一

I
"
 

月
一
日
か
ら
、

j
.
J

れ
を
起
算
す
ろ
。
（
令
附
則
四
）
レ
ナ
ロ

‘
'
八
、
昭
和
二
十
二
年
法
祁
第
一
六
九
琥
（
地
方
自
治
法
の
一
の

．
入

打
郊
を
改
正
す
る
法
律
●
施
行
前
罪
願
又
又
は
諦
訟
の
提
起

．．
9
.5
．
が
あ
っ
た
地
方
公
共
隈
体
の
投
の
洞
路
に
つ
い
て
は
、
地
―
`
＿
．
9

_r 

額

囮

方
自
治
法
第
六
十
六
條
筋
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
こ
れ
牧

．

A

を
準
用
す
ろ
同
盟
二
百
八
十
三
條
及
び
芭
．
ー
百
九
十
二

園
條
の
規
定
に
上
る
期
間
は
、
昭
和
二
十
＿
二
年
一
月
一
日
か
椋

・
目

．`
ら

こ

れ

を

起

算

す

る

。

（

令

附

則

五

）

・

ベ

九
、
従
前
の
地
方
自
治
法
第
九
十
一
條
第
二
項
を
準
用
す
ろ

＂ 

m

同
法
第
二
百
八
十
三
條
及
び
筋
二
百
九
叶
二
條
の
規
定
に
ー
ノ

和-

l

.

[

よ
り
、
そ
の
謡
命
の
諮
且
の
定
数
を
咽
加
し
た
特
別
慶
森

i

び
全
部
叫
務
糾
合
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
ヽ
．

十三年
．
一
六
九
説
（
地
方
自
治
法
の
一
郊
を
改
正
す
ろ
法
祁
）
施

n

行
の
際
現
に
在
殿
す
ろ
議
且
の
任
期
中
に
限
り
、
そ
の
数

――
 ^

1

ぷ
を
以
文
秘

U
の
定
数
と
し
、
稀
且
に
紐
且
を
生
七
た
と
さ

n
 f

li、
l

＿
れ
に
應
じ
て
本
来
の
定
数
に
至
ろ
主
で
迦
泣
す
る

（

介

附

則

六

）

．

油
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賣
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澁
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笠m
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土
四
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ー・
ヽ

＊ 市
共

岡

森

金

xli令
叫
業
咲
金

I, 民 生

ノ

牧
文
決
雰
巾
皿
救
小
"t5

炭
島
市
姿
且
合
叫
務
局

昭
和
23
年
1
月
31
日
現
在

＞
 

小卑校共 ＇の：他
免税 典 行
バツヂ阪究泊i
牧 ， 入 ・ 計

・ 支出．の部・

、I, 縣送金額
2, 市秀凸台那務我 •C免我興行、プツヂを除く残額の1割2分）
(1) 民生参且含甜務費
(2) 小學校2財務狂並宜他我

c、
(8) ？ii務局班務空

(4) 錢計額
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鴫＇

、̀
法
規
の
制
定
及
び
敬
正
に
伴
う
旗
務
の
虚
理
に
つ

5
て

祠
島
市
聡
只
服
務
規
則
」
の
一
部
改
正
及
び
「
法
規
例
規

棗
扱
に
闊
す
る
規
則
」
の
制
定
に
よ
り
‘
岱
該
甜
務
の
虚

理
方
法
が
綾
更
さ
れ
た
か
ら
、
御
熱
距
の
上
、
沿
撼
の
な
い

よ
う
取
扱
わ
れ
た
い
。
、
＆

e
 

c令
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九

-L. ，，、一・ I豆

...^ ., 
f _ I I. I 

-

ー

1

六

9一●＿＿―＿
．．．
 

_11―ー・――――――――――
U

● I三

ヽ

I ・ I 

l _ I 

：

．

八

“

！

ー

ー

ー

i

,i';.,
．:.I・
ー

，

令

翌

詈

管

理

＿

買

喜

胃

岳

茫

喜

誓

盈

場

合

に

お

（
法
一
〇
六
•
一

一

け
る
戟
務
代
理
の
規
定
を
婆
理
し
た
。

五
ニ
・
一
七
0
•

一
八
七
。
。
一
八
九
・
ニ
四
七
）
．

i
t
.

四
、
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
1

猿
合
衆
議
院
議
負
選
琺
法
常

十
二
條
の
特
例
唇
闘
茅
ろ
件
）
の
規
定
を
改
正
し
＂
同

法
の
効
力
を
一
年
延
閉

L
昭
和
二
十
一
．
一
年
九
月
十
五
日
現
‘

麿
調
製
す
る
選
華
人
名
簿
を
用
い
え
行
う
選
器
に
つ
い

~
て
は
、
従
前
同
憬
臨
時
選
琺
人
名
溶
を
調
製
す
る
も
の
と

．

し
、
且
つ
、
中
晴
は
本
人
に
限
ち
ヤ
闘
係
人
に
お
い
て
も

｀
 

な
し
得
る
も
の
と
ゞ
．っ
た
。
、

な
お
、
本
法
は
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行

h
 

た
た
嘉
、
そ
の
日
以
後
に
お
翌
行
う
詈
、
に
つ
3
-

9

は
、
本
法
公
布
の
円
か
ら
改
正
規
定
に
よ
り
璽
閃
名
簿
．

の
調
製
に
賜
す
歪
狂
吟
を
な
古

j

と
が
で
・
さ
を
。

五
、
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
．
十
九
競
麓
行
の
際
地
方
公

共
国
体
の
公
金
を
現
に
徽
牧
し
ば
空
閑
体
の
代
表
者
又

、
営
該
地
方
公
共
園
体
規
則
の
定
め

ぽ
憫
人
に
釘
し
て
は

る
と
そ
ク
に
よ
り
、
昭
和
二
害
一
年
一
悲
貧
喜
靡

誓
べ
き
芯
類
を
出
警
笈
岳
牧

笠
を
し
、
そ
の
證
捕
．
と

盗

腐

警

翌

喜

検

査

を

受

け

さ

せ

る

こ

と

と

な

・

り

、

稔

査

の

構

菜

iE
の

隠

誓

予

ふ

判

明

し

た

と

喜

、

出

祖

妥

は

繁

信

鷹

に

そ

の

3

日
を
襲
脊

、
裁
判
所
廷

腐
夜
し
、
検
察
'rlf且
の

請

求

誓

委

喜

／
 裳

醤

．ぼ

の

解

讐

麿

、

同

H
ま

で

に

計

藍

没

翌

．

の
言
点
・
る
べ
き
笞
類
を
提
出
し
た
い
と
き
叉
は
、

k

)

-

．

悶

窯

翌

鷹

四

の

記

栽

を

し

た

と

き

は

、

営

聾

屈

の
代
表
者
叉
ほ
個
人
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
一
＿

虞
閥
以
下
の
罰
金
腐
し
、
文
ほ
猜
釈
に
よ
り
え
ら

畠

嘉

誓

れ

る

こ

と

と

誓

悶

、

速

か

に

規

嬰

塁
計
藍
い
の
内
容
、
提
出
す
べ
き
證
捷
と
な
る
．
べ
き
笞

アj

れ
を
闘
係
の
あ

類

き

篇
i

必
要
な
手
絞
を
定
め
、
且
つ

・
一
月
分

,

1
・・

i
.

f
 

IT

•J11
.9•I
r.̀
[̂.
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u 

.

J

r

.
 

、

5
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賢
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I 、̀ I・・ 計

-．． 
“.,__:で

農
喘
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‘
桓
活
第

1

年

四

芦

ー

ー

ー

ー

'
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....... 1
,
―
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翡
体
と
同
様
で
あ
ろ
。
（
法
二
六
巴

、
特
別
市
の
指
定
に
開
す
ろ
法
律
は
、
地
方
自
治
法
第
二

翌

贔

摩

る

地

方

税

が

設

嘉
金
又
は
認
走
源
泉
に

百
六
十
一
條
及
び
第
二
百
六
十
二
條
の
規
定
に
．
よ
り
、
常

け

ら

れ

た

と

き

に

お

望

塁

の

よ

う

姦

金

を

、

喜

二

ベ
文
の
選
懇
人
ー
の
‘

反
ャ
闘
係
都
道
府
縣
の
す

・

そ

の

他

の

私

の

胴

体

叉

は

個

人

に

徴

誓

芯

歴

醤

該
市
の
み
な

査
否
の
投
猥
に
付
さ
な
け
れ
ば
た
ら
な
ぶ
旨
の
規
定
醤
―

支
え
な
均

．．
 
（
法
二
應
ニ
ー
2
)
．

れ
、
こ
の
法
律
を

翌
附
則
第
五
條
に
規
定
す
．

二
百
六
十
五
條
中
に
あ
ら
た
に
設
け
ら

第
二
百
四
十
一
＿
屡
―
_
＿
屡

投
票
に
付
す
べ
き
闘
係
地
方
公
共
園
体
の
選
琺
人
の
晩
園

歪
地
方
公
共
憫
体
の
規
翌
、
各
地
方
公
共
図
体
の
哀
情

た
っ
た
。
（
法

（
穂
翌
蘊
っ
て
示
す
挫

．

．

に

開

す

盃

震

が

明

碑

に

さ

れ

る

ア

ー

と

と

を
勘
案
の
の
上
適
宜
定
め
召

喜

は

住

民

の

自

治

醤

二

六

五

J

7

)

r

、

包：・

地

衷

公

共

隅

体

の

協

購

喜

誓

竺

誓

寝

止

し

、

六

、

地

方

財

政

の

現

翌

慶

地

方

公

翡

蔽
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、

.• 
F99.
ir
.<．ヽ・
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ヽ

似

it白
紙

九

祝

， 竃

第
一
二
條
取
締
は
、
甲
椎
取
締
、
乙
朋
取
締
及
び
叶
虻
取
締

g
一
種
と
す
ろ
。

現
種
取
締
と
は
、
菜
務
上
取
引
若
し
く
は
泄
明
の
た
め
使

-
．
用
し
、
又
は
伊
．
用
に
供
す
る
た
め
所
持
ナ
ろ
度
梵
術
盛
及

一
び
針
紫
器
に
つ
い
て
行
う
掛
査
を
ど
{
O

一
汁
虻
取
締
と
は
、
商
品
の
生
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
を
い

゜
う乙

樟
取
締
と
は
前
＿
函
以
外
の
取
締
と
い
う
。

巧

四

條

れ

樟

は

店

紅

X
迅
そ
の
他
必
洸
と
認
め
る
出
所

に
ぷ
い
て
随
砕
こ
れ
を
行
，
ノ
。
机
｀
し
｀

IIl種
取
締
は
取
終

可

口

、

丁

：

：

旦

亨

が

‘ì
s.,．
七
ヽ
{

•9. 

5

登

行

人

.“.＂', 

？・・↑

昭
和
＿
＿
十
＿
＿
＿
年
4

切

行

．

．

炭

島

市

國

泰

．

寺

町

―

―

―

如

．． 
、

,．，t
'

畜．．
9

．

ニ
八

0
1
漆

（

食

盪

課

V

-

＿七＿＿

1八
芥

（

岡

工

課

）

．

喜
言
00-
―
-
『
日
嬰
四
三
塁
吝
砿
務
課
｝

-
2

＿
一
月
廿
ー
ー
一
日

0

f

四
三
五
六
芥
（
上
水
課

―-. 

p

>

（

月

曜

日

）

一

八

0
四
（
粧
理
課
）
四
＿
＿
＿
五
七
芥
（
調
査
課
）

_＿八

0
五

哭

合

計

課

）

ャ・

退
庭
後
及
び
休
日
は
二
八

0

ー百

一

,
1
,

、
,
＇

-
t

ー

:
]
-
L
l
_
L
•

―
,
-
9
:
-
;

―
―
一
●
―
―
―
―
―
-
1
•

―
―
―
―
―

.. ；
―
―
―
―
-
」
L

に
：
り
り
J"3,
；

r

.

l

.

1

’

’

i

i

,

1

1

_

1

1

,

！
,
I
I
I
,
1、
,
1
iー
，

I
t
1

1
,
-

【

目

次

】

日

現

在

に

お

け

を

納

税

義

稔

奢

敷

を

乗

じ

た

額

の

範

固

内

泣

六

糎

，
 

.
t
 

◇

盗

例

｀

に

お

い

て

培

徴

し

各

納

税

義

務

者

の

賦

課

額

に

按

分

L
て

.

.
‘
焚
◇
廣
島
市
民
ね
培
微
條
例
：
…
…
•
•
…
•
•
•
…
…
…

...... …
…
；
・
・
・
・
一
賦
課
す
る
但
し
同
未
満
の
端
敷
は
}
j

れ
を
切
捨
て
る

則

ゴ

、

第

二

條

納

税

義

務

者

一

人

に

封

す

る

最

高

賦

課

額

の

限

度

◇
規

◇
岡
晶
市
度
”
ぶ
衡
瑕
袴
規
則
．．．．．．．．．．．．． 
；： 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

一
は
個
人
七
千
問
、
法
人
七
寓
園
と
す
る
。

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
…
 ．．．．．．．．．． 

V
 ．．．．． 

一
第
三
條
玲
薇
す
る
市
民
税
の
納
期
限
は
二
月
二
十
八
日
と

、
一
．

t

◇
m
i
p
9
市
・
託
兒
規

WJ

す
ろ
。

□

島
．
◇
應
醤
・
八
2

戸
縣
煎
件

’'oo-．．
 

孟
篇
．．．．．．．．．．．．．．． 
…・・・・・・
1-

＇

◇
廣
品
市
水
源
池
歩
浪
規
則
：
…
；
．．．．．．．．．．．．．．．． 
、
…
…
…
．．．．．．． 
主

IJ 
n凡

寸

◇
岡
知
市
水
源
池
今
談
規
則
取
扱
網
則

．．．．．．． i
……•… 

..... H

何

ゃ
◇
殷
性
市
役
腐
裔
規
則
の
一
部
改
正
•
•
…

................... 
三
こ
の
條
例
は
昭
和
二
十
二
年
度
分
に
限
り
こ
れ
を
達
用
士
る

”
 

｀
市
◇
貯
岡
市

0

．
じ
．
E
閾
祁
館
規
則
·
…
•
•
•
•
…
…

......... 
……

•n. •
•
I
-
•
1
-

―
―
_
＿
●
一
―
●
-
―
―
―
-
•
―
―

_
1

規

則

◇

癖

令

全

迪

知

F

1

'

|

＇

,

ペ

◇
池
註
軍
え
提
出
す
べ
き
市
政
月
應
ニ
ウ
い
て

．．．．．．． 
：
 ．．．．．．．．． 
六

音
、
◇
軍
政
部
え
盆
箭
翡
L

る
い
て

．．．．．．．．．．．． 
…
…
…
…
•
•
•
•
;
0鹿
島
市
規
則
節
＿
＿
九
靴

[
．
ー
ー
ー

1
,
l
i
i
I
l

ー
ーl
,
'

炭
島
市
度
命
衡
取
締
規
則
を
次
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計
會
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務
を
命
す
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務
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三

原

願
に
依
り
解
厠
す
ろ
（
鍾
務
屈
継
務
課
）

り

若

林

（
民
生
局
計
會
課
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島

出

張

工
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藤
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圭
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麿
市
技
術
且
を
命
悶
（
民
生
局
保
健
課
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．

花
本
オ
フ
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こ

誓

市

事

務

且
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命

す

る

烏

生

靡
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ロ
ス
ワ
子

願
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依
り
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す
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熙
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務
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坪
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第
四
條
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日
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す
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一
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定
期
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日
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日
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日

年
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翌
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＿
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。
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梵
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。
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児
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損
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．
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廣
島
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條
例
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四
十
競

炭
島
市
議
合
の
議
決
を
経
て
炭
島
市
泊
防
條
例
を
次
の
よ
う

に
定
め
ろ
。
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和
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十
三
年
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―
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日
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托
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島
市
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防
條
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第
二
條
消
防
本
部
は
廣
島
市
消
防
局
と
稲
し
、
詈
島
市
役

．＜

｀

で

き

る

。

9.1覧
．、如・9.3‘

0
廣
島
市
條
例
第
三
十
九
競

．

｀
則
口
這
心
丘
戸
立
。
を
置
き
そ
の
位
恩
及
び
名
狐

i"...‘

・

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
唇
島
市
蒋
察
職
員
の
任
免
服
務
所
内
に
置
V
o

、

.

‘

•
ー
等
に
躁
す
る
條
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
第
三
條
涜
防
吏
各
定
数
は
一
A
T
耳
人
と
す
る
。

が
で
き
第
十
一
條
ぢ
條
例
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
必
要
な

昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
三
月
＿
―
-
日

．

．
 

前
項
の
消
防
吏
員
の
外
必
要
た
職
員
を
置
く
こ
と

．
那
項
は
、
市
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

．．
 

廣

島

市

長

濱

井

信

―

―

―

る

。

•

一

一

附

．
．

艮

恩
島
市
啓
察
職
旦
の
任
免
、
服
務
等
に
開
す
る
條
例
第
四
條
前
條
靡
防
職
員
の
配
置
は
局
長
が
｝
）
れ
を
定
め

第
十
二
條
…

j

の
條
例
は
消
防
組
織
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ

第
一
條
廣
島
市
登
察
職
員
の
隠
喜
分
限
懲
戒
給
愚
等
る
。

白
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言
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。
い
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者
よ
り
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第

[
0日
且
且
戸
務
を
棠
理
す
＿
髯
〗
[
[
日
汀
°
営
分
の
間
消

一
、
著
察
事
務
に
網
瞼
を
有
し
啓
察
長
と
し
て
、
事
務
を
。
次
長
は
局
長
を
輔
佐
し
、
局
長
に
事
故
が
あ
ろ
と
き
は
そ
、
別
表

．

消

防

署

名

前

位

．

置

管

轄

匿

域

虞
理
す
き
に
足
ろ
學
讐
籐
煮

．

の
職
務
を
代
理
す
ろ
。
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悶
誓
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手
町
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目
一
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ー
唇
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市
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回

二
、
國
家
公
務
員
法
翌
一
十
八
條
に
抵
親
し
た
い
者
。
第
六
條
局
長
は
消
防
長
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。
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第
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條
移
察
長
は
、
國
家
公
務
員
法
第
三
十
八
條
第
一
琥
第
七
條
消
防
局
は
左
に
携
げ
る
嘉
務
を
棠
る
。

('i

l

第

二

琥

及

第

五

塁

第

七

十

八

條

及

び

第

八

十

二

信

誓

行

政

課

'

.

0

廣

島

市

條

例

第

四

十

一

雑

す
ろ
と
き
は
公
安
委
員
會
が
こ
れ
を
罷
免
す
る
l
J

と
が
で
一
、
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職
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び
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闘
す
る
事
項
痰
島
市
諮
會
の
議
決
を
経
て
廣
島
市
消
防
職
且
の
任
免
服
務

喜

。

但

し

同

法
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中

「

官
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」
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「

二

、
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務
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那
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例
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る
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も
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と
す
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項
昭
和
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す
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二
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十
八
條
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げ
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翌
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一
、
管
轄
窟
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に
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け
る
水
火
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戎
防
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す
第
三
條
消
防
昔
、
塁
公
賛
法
第
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十
八
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雰
一
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、
第
二
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び
第
五
銑
、
第
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十
八
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及
び
祁
八
十
二
條

ろ
事
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各
琥
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班
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分
棠
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し
め
る
た
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必
要
な
係
を
位
で
さ
る
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番一町市

廣
島
市
の
内

尾
長
町
、
京
橋
町
、
比
治
山
町
、
荒

帥
町
、
愛
宕
町
、
橋
本
町
、
二
葉
の

里
昭
町
一
丁
目
、
同
二
丁
目
、
同
三

丁
目
、
同
四
丁
目
、
同
五
丁
目
、
同

六
丁
目
、
大
須
痰
町
、
松
原
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、
若

草
町
、
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洲
町
猿
猥
橋
町
、
的
場
町

豪
屋
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、
束
盤
屋
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西
猥
握
町
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南
螢
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、
束
雲
町
、
段
原
大
畑
町

段
原
未
炭
町
、
段
原
日
出
町
、
段
原

新
町
、
段
原
山
緒
町
、
南
段
原
町
、

段
原
束
浦
町
、
桐
木
町
、
比
治
山
本

町
、
段
脈
町
、
比
治
山
公
園
、
土
手
町
・

松
川
町
、
稲
荷
町
、
金
是
町
、
上
柳

町
、
織
町
、
上
流
川
町
、
鐵
砲
町
、

l

八
丁
堀
、
石
見
屋
町
、
山
口
町
、
銀
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附

則

L
J

の
條
例
は
著
察
法
施
行
の
日
か
ら
ア
れ
を
施
行
す
ろ
。

‘‘

別
表
第
一

廣
島
市
啓
察
吏
員
定
員
表

噂
噌
呻
”
嗜
疇
鱈
巡
査
計

人
貝
―
―
―
―
八
一
＿
＿
八
六
0
-
＿
一
四
0
四
五
〇

別
表
第
二

.、
自
治
体
宅
察
署
の
名
稲
位
置
並
び
に
管
轄
甑
域

署

名

位

置

管

，

轄

匿

域

署 西 隈 署

闘
番目町市斑
地＝ー大島＝ ＿丁手島

名
一
位

炭
島
市
報

11-1-――
■

―――――●● 

第
十
．
條
啓
察
署
に
は
啓
務
外
勤
筈
備
、
司
法
交
洒
及
び
舞

一演
保
安
の
各
係
を
置
く
。

．

前
項
の
各
係
の
分
掌
事
務
は
局
長
の
承
認
を
得
て
署
長
が

之
を
定
め
る
。
'‘
•

第
十
一
條
密
察
署
に
派
出
所
及
び
駐
在
所
を
留
き
そ
の
位

罹
名
稲
及
び
管
轄
窟
域
は
委
員
會
に
諮
り
別
に
規
則
で
定

め
る
。

廣
島
市
の
内

↓

薔
、
批
屋
町
、
立
町
‘
革
屋
町
、

新
川
楊
町
、
下
中
町
、
袋
町
、
國
泰

寺
町
、
雑
魚
楊
町
、
大
手
町
一
丁
目

同
二
丁
目
、
同
一
二
丁
目
、
同
四
丁
目

同
五
丁
目
、
同
六
丁
目
、
．
同
七
丁
目

同
八
丁
目
，
同
j
L
丁
目
、
平
田
屋
町

束
魚
屋
町
、
研
屋
町
、
播
摩
屋
町
、

鐵
砲
屋
町
、
中
町
、
西
魚
屋
町
、
紙

屋
町
、
尾
道
町
、
小
町
、
横
町
、
烏

星
町
、
天
帥
町
、
木
挽
町
、
中
島
新

町
、
中
島
本
町
、
材
木
町
、
水
主
町

吉
島
町
、
吉
島
笏
衣
町
、
吉
島
本
町

元
柳
町
，
猿
癸
町
、
細
工
町
●
堺
町

一
丁
目
、
同
一
一
丁
目
、
同
三
丁
目
、

同
四
丁
目
、
塚
本
町
、
猫
屋
町
、
油

屋
町
、
十
日
市
町
、
榎
町
、
北
榎
町

新
市
町
、
舟
入
町
、
舟
入
中
町
、
舟

入
本
町
、
舟
入
幸
町
、
舟
入
川
口
町

舟
入
南
町
一
丁
目
、
同
二
丁
目
、

1

山
町
‘
束
胡
町
、
胡
町
、
斜
屋
町
よ
堀
川

町
、
頭
生
町
、
下
柳
町
、
薬
研
堀
、
下
流

川
町
、
平
塚
町
、
田
中
町
、
三
川
町
、
竹

屋
町
、
富
士
見
町
、
昭
和
町
、
費
町
、
蝕

見
町
、
白
島
東
中
町
、
白
島
中
町
、
白

島
九
軒
町
、
白
島
西
中
町
●
白
島
北

町
、
束
白
島
町
、
西
白
島
町
、
牛
田
町

矢
賀
町
矢
賀
新
町
一
丁
目
、
同
二
丁

目
、
個
三
丁
目
、
同
四
丁
目
、
同
五

丁
目
、
同
六
丁
目
、
同
七
丁
目
、
仁
保

町
向
洋
、
同
青
綺
、
同
堀
越
、
同
本

浦
、
同
淵
崎
靡
木
段
原
中
町
、
，
平

l

野
町
、
南
竹
屋
町
、
出
汐
町
、
霞
町

置
管
麒
~
匿
域

署

’ 

三
丁
目
、
同
四
丁
目
同
五
丁
目
、
同

六
丁
目
、
横
堀
町
、
錦
町
、
惑
匠
町

寺
町
、
西
地
方
町
、
小
網
町
、
廣
瀕

北
町
、
廣
瀬
元
町
、
束
腺
昔
町
一
丁

目
、
同
二
丁
目
、
猥
年
日
町
一
丁
目
、

同
二
丁
目
、
南
猥
昔
町
一
丁
目
、
同

二
丁
目
、
同
三
丁
目
西
大
工
町
、
西

引
御
堂
町
、
鍛
治
居
町
、
西
九
軒
町

左
官
町
、
西
新
町
、
空
靭
町
、
河
原

町
、
江
波
町
、
天
満
町
、
西
天
蒟
町

天
満
町
、
一
揺
島
町
、
横
川
町
一
丁
目

同
二
丁
目
、
同
一
＿
＿
丁
目
、
三
篠
本
町

一
丁
目
、
同
二
丁
目
、
同
三
丁
目
、

同
四
丁
目
、
楠
木
町
一
丁
目
、
同
二

丁
目
、
同
三
丁
目
、
同
四
丁
目
、
新

庄
町
、
大
芝
町
、
三
瀧
町
、
打
越
町

中
廣
町
、
南
三
篠
町
、
山
手
町
、
己

斐
町
、
草
津
東
町
、
、
草
禅
本
町
、
草

津
南
町
、
庚
午
町
、
庚
午
北
町
二
丁

目
、
同
三
丁
目
、
同
四
丁
目
、
同
五

丁
目
、
同
六
丁
目
、
同
七
丁
目
、
同

八
丁
目
、
同
丸
丁
目
、
同
十
丁
目
、

憫
十
一
丁
目
、
同
十
二
丁
目
、
古
田

町
、
束
千
田
町
、
干
田
町
一
丁
目
、

同
二
丁
目
、
同
三
丁
目
、
南
千
田
町

草
津
波
町

置

管

轄

匿

域

喜

＿

塁

島

市

の

内

宇
品
町
、
金
輪
島
、
大
カ
ク
マ
島
、

一
元
宇
品
町
、
似
の
島
町
、
仁
保
町
、

宇
品
町

海
岸
通

り
三
丁

目
官
有
大
河
、
同
丹
那
、
同
日
宇
那
、
同
楠

那
、
翠
・
町
、
皆
宜
町
一
丁
目
、
同
ニ

地

丁
目
＼
同
一
＿
＿
丁
目
、
旭
町

，
 復

活
第
一
＿
士
、
数
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ヽ

麿

市

報

：
れ
ば
な
ら
な
い
。
•
•
一

第
二
條
委
員
は
任
命
後
市
長
の
面
前
に
お
い
て
、
次
の
様

、
式
の
貨
誓
害
に
署
名
し
て
か
ら
で
た
け
れ
ば
、
そ
の
職
務

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一

宜

脊

書

私
は
、
廣
島
市
公
安
―
委
員
會
の
委
員
に
任
命
せ
ら
れ
た
こ

と
を
心
か
ら
光
榮
と
し
、
日
本
國
憲
法
及
び
法
律
を
忠
宜

に
擁
誰
し
、
命
令
、
條
例
及
び
規
則
を
避
守
し
、
何
も
の

に
も
捉
わ
れ
す
、
何
も
の
を
も
恐
れ
す
、
何
も
の
を
も
恒

ま
ヤ
●
良
心
に
従
っ
て
、
公
正
に
眠
務
を
遂
行
す
る
こ
と

を

骰

癖

に

扱

い

ま

す

。

．

・

年

月

島市

~
~
」

報

＼
 

4
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A
W載
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復
祐
熔
ー

l+iハ
鯰

復
活
第
一
＿
十
六
輩

某

日

廣
島
市
公
安
委
員
會
委
員

何

廣

島

市

長

何

某

段

，

第
三
條
一
委
員
は
そ
の
糠
務
を
遂
行
す
る
に
つ
い
て
、
誠
宜

に
法
律
、
命
令
、
條
例
及
び
規
則
に
従
い
●
且
つ
、
公
安

委
員
會
の
決
定
に
従
わ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
條
委
員
は
そ
の
職
務
の
信
用
を
像
け
、
又
は
公
安
委

員
會
及
び
苦
察
全
般
の
不
名
饗
と
た
る
よ
う
た
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

•
第
五
條
一
委
員
は
職
務
上
知
る}
Jと
の
で
き
た
秘
密
を
涌
し

．
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
務
を
退
い
た
後
と
い
え
ど
も
同

詞

様

と

す

ろ

。

二
法
令
に
よ
り
證
人
、
鑑
定
人
と
な
り
、
識
務
上
祁
密
に
屈

す
る
事
項
を
装
表
す
ろ
に
は
市
長
の
承
認
を
要
す
る
。

十―――
 

年
第
六
條
委
員
は
そ
の
勤
務
時
開
及
び
職
務
上
の
注
意
力
の

す
べ
て
を
、
そ
の
職
務
の
途
行
の
た
め
に
用
い
な
け
れ
ば

l
1
-月ー

な
ら
な
い
。

日夜
第
七
條
委
員
は
政
煎
又
は
政
治
的
目
的
の
た
め
に
寄
附
金

そ
の
他
の
利
盆
を
求
め
若
し
く
は
受
領
し
、
又
は
何
等
の

行

．・e

印

｀ ； 
'1 

＇ 

L
J

．
れ
ら
の
行
為
に
闘
典
し

方
法
を
以
て
す
る
を
問
わ
ナ
、

て
は
な
ら
な
い
。

第
八
條
委
員
は
、
法
律
、
命
令
、
條
例
若
し
く
は
規
則
に

基
き
、
公
安
委
員
會
（
密
察
長
を
含
む
）
の
許
可
、
認
可

又
は
公
安
委
且
會
に
屈
出
を
要
す
る
事
業
、
圏
体
の
役
員

顧
問
若
し
く
は
評
議
員
の
職
を
兼
ね
、
又
は
自
ら
そ
の
旗

業
を
螢
ん
で
は
な
ら
な
い
。

第
九
條
前
八
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
委
員
の
服
務
に

腸
し
必
要
な
事
項
は
、
公
安
委
員
會
が
k
)

れ
を
定
め
る
。

一

附

且

ア
j

の
規
則
は
｀
啓
察
法
施
行
の
日
か
ら
、

力

占
瓜

”Il"‘ 

ャ，
t
'

某

職

一

氏

ヽ

名

印

正
に
啓
察
職
務
を
遂
行
す
る

-Jと
を
厳
粛
に
誓
い
ま
す
。

年

月

日

iIぷ
．．
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疇
麟
祠
疇
瓢
石

第
三
條
数
育
、
訓
練
、
證
式
等
に
つ
い
て
は
す
べ
て
従
前

の
廣
島
縣
啓
察
部
眠
員
の
例
に
よ
ろ
。

第
四
條
服
制
に
つ
い
て
は
従
前
の
服
制
の
上
衣
左
腕
（
肩
．
．

の
付
根
よ
り
一
寸
下
の
中
央
）
に
所
定
の
徽
章
を
附
す
ろ

•
も
の
と
す
る
。

＂＂ュ且

こ

れ

を

施

行

す

る

附

！

こ

の

規

則

は

、

認

蒻

察

法

施

行

の

日

か

ら

、

J.J

れ
を
施
行
す
ろ

0
廣
島
市
規
則
第
四
十
一
競

〇
匿
島
市
規
則
第
四
十
二
辣

艇
島
市
密
察
職
員
の
宜
哲
、
教
育
、
訓
線
、
證
式
及
び
服
制

に

開

す

る

規

則

を

次

の

よ

う

に

定

め

ろ

。

痰

島

市

消

防

職

員

の

宜

賢

訓

線

、

證

式

及

び

服

制

に

闘

す

．
．
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
＇

昭
和
二
十
＿
＿
一
年
一
＿
一
月
五
日

，

痰

島

市

長

演

‘

井

信

＝

―

．

昭

和

1

1+-_＿
年
一
．
＿
＿
月
五
日

廣

島

市

著

察

職

員

の

宜

誓

、

政

育

、

訓

練

、

證

廣

島

市

長

演

井

信

一

t
-

隈
島
市
消
防
職
員
の
宜
替
、
訓
練
、
證
式
及
び

式
及
び
服
制
に
闘
す
る
規
則
・

宜

誓

、

数

育

、

訓

練

、

證

式

服

制

に

開

す

ろ

規

則

、

第
一
條
痰
島
市
啓
察
職
且
の

及
び
服
制
に
闘
し
て
は
、
営
分
の
間
こ
の
規
則
の
定
め
ろ
第
一
條
廣
島
市
消
防
職
員
の
宜
哲
、
訓
錬
、
憩
式
及
び
服

制
に
闘
し
て
は
、
営
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
と
1-J

と
こ
る
に
よ
ろ
。

第

二

條

啓

察

職

員

は

任

命

後

、

特

察

長

は

痰

島

市

公

安

委

，

る

に

よ

る

。

'

’

`

員
會
の
面
前
に
お
い
て
そ
の
他
の
薯
察
職
員
は
著
察
長
の
第
二
條
消
防
職
且
は
任
命
後
、
消
防
長
は
市
長
の
面
前
に

．
面
前
に
お
望
、
次
の
宜
誓
書
に
署
名
し
て
か
ら
で
た
け
お
い
て
そ
の
他
の
載
員
は
消
防
長
の
而
前
に
お
い
て
、
次

れ
ば
、
そ
の
識
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
の
宜
菩
害
に
署
名
し
て
か
ら
で
た
け
れ
ば
、
そ
の
朦
務
を

宜

誓

書

行

っ

て

は

な

ら

な

い

。

・

私

は

、

日

本

國

憲

法

及

び

法

律

を

忠

宜

に

擁

護

し

、

命

令

宜

哲

害

條
例
及
び
規
則
を
逢
守
し
、
そ
の
組
織
又
は
網
領
．
が
智
察
・
私
は
、
日
本
國
憲
法
及
び
法
律
を
忠
宜
に
擁
膜
し
、
一
命
令

き
こ
と
を
要
求
す
る
隈
條
例
及
び
規
則
を
達
守
し
、
市
民
の
奉
仕
者
と
し
て
良
心

職
務
に
優
先
し
て
そ
れ
に
従
う
べ

体
に
加
入
せ
す
、
．
何
も
の
に
も
捉
わ
れ
す
、
何
も
の
を
も
ー
に
従
っ
て
賊
宜
且
つ
公
正
に
消
防
職
務
を
遂
行
す
る
L
j

．と

恐

れ

す

●

何

も

の

を

も

憧

ま

す

、

良

心

の

み

に

従

っ

て

公

を

厳

煎

に

乖

芦

い

ま

す

。
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匁

四
、
雑
‘
入
金
参
百
六
拾
四
萬
七
千
咆
百
九
回
四
、
新
制
中
學
校
費
金
八
百
九
拾
萬
四
千
七
百
武
奨

o
o
.
〗
‘
心

・

年

．

月

日

．

．

債
金
感
千
四
百
五
拾
参
萬
参
千
回
六
、
臨
時
給
典
金
参
千
五
百
参
萬
六
千
七
百
戒
拾
森
幽
i

職

・

氏

名

印

士

i
l

、

市

・

廣

島

市

長

誓

汀

叶

旦

び

服

制

に

□い
‘

す

べ

て

瓜

他

一

歳

｀

こ

胴

言

旦

□千
・

百

八

、

｀

い

給

口

彗

且

戸

且

鰭

．

農

鷹

晨

象

部

職

且

の

例

に

よ

ろ

°

・

歳

出

一

、

負

掠

金

金

八

拾

七

寓

式

千

武

百

五

拾

参

闘

．

附

則

九

、

寄

附

金

金

拾

九

萬

六

千

九

百

六

拾

八

圃

．

i

こ
の
規
則
は
、
消
防
糾
織
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
]
-
―
]
／
り
用
費
金
七
百
四
拾
萬
四
千
百
六
拾
参
皿
一
、
寄
附
金
金
拾
九
萬
六
千
九
百
六
拾
八
闘
・
・

費
金
百
七
拾
八
萬
煎
千
六
百
九
拾
登
傾
十
、
諸
喪
金
千
百
五
拾
参
萬
九
千
五
百
九
拾
回

す
る
。

七
、
繰
入
金
金
五
百
七
拾
五
萬
笙
千
四
百
七
拾
登
回

|
|
|
|
|
|
_
＿
—
—
ド
四
、
．
敬
育
費
金
五
百
八
拾
六
萬
参
千
四
百
登
制

八
、
雑
支
出
金
百
参
拾
五
萬
参
千
六
百
参
拾
煎
回

五
、
圏
書
舘
費
金
拾
参
萬
八
千
四
百
戒

OO

告

l,9.

ー
|
|
ー
|
|
|
|
|
|
|
'
—
ー
—
—
五
、
衛
生
費
金
咸
百
九
拾
登
萬
参
千
四
百
一
〈
拾
九
闘
文
、
水
道
費
金
百
戒
拾
萬
闘
ふ

栂

十

四

、

火

碑

娼

費

金

煎

拾

八

萬

武

捨

酋

一

、

淫

水

費

金

百

式

拾

萬

回

〇
告
示
甲
・
第
一
三
入
競

部
計
金
登
億
百
森
拾
＾
廃
千
委
百
九
拾
眉

本
日
市
合
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
二
年
度
殷
島
市
歳
入
出
八
、
鎚
民
費
金
参
拾
六
萬
千
参
百
四
拾
九
皿
臨
時

島
l

．

豫

算

追

加

更

正

の

要

領

は

左

の

通

り

。

九

、

｀

茜

い

戸

丘

鱈

麟

冒

麟

四

拾

七

闘

歳

出

合

計

饂

襲

oon千
武
百
参
拾
五
萬
四
可
百
一

ロ

配

給

諸

毀

金

四

拾

萬

七

干

四

百

五

拾

四

回

0
告

示

副

酎

む

町

|

|

ー

・

但
し
こ
の
挽
罫
は
郎
日
之
を
施
行
す
る
。

i
•
昭
和
二
十
三
笹
二
月
二
日
，

＇

-
T
一
消
防
費
金
百
五
拾
八
葛
九
干
煎
百
武
拾
登
回
＊
日
市
合
の
議
決
を
網
た
昭
和
二
十
二
年
度
炭
島
市
特
別
合
・

＾
ヽ

市

痰

島

市

長

没

井

信

一

I

-

ゎ
昭
和
二
十
二
年
痰
廣
島
市
歳
入
出
腺
諄
追
加
更
正
一
、
消
防
喪
金
百
五
拾
八
萬
九
千
武
百
武
拾
登
闘
計
戦
災
復
興
挫
歳
入
出
豫
罫
追
加
の
要
領
は
左
の
通
り
。

こ
の
漁
罫
は
即
日
之
を
施
行
す
る
。

毒

楡

送

投

金

八

拾

羹

七

千

沿

八

拾

登

闘

但

し

．

歳

入

網

一

、

市

税

金

六

千

煎

百

参

拾

参

萬

戒

千

四

百

四

一

、

輸

送

殺

金

八

拾

戒

萬

七

干

八

百

八

拾

登

闘

昭

和

二

十

三

年

三

月

二

日

炭

島

市

長

浣

井

信

三

姦
、
農
地
委
且
窟
費
金
参
拾
笠
萬
六
千
六
百
五
拾
四
闘

拾
闘

昭
和
二
十
二
年
度
炭
島
市
特
別
合
計
戦
災
復
・

四
、
・
地
方
分
典
税
金
参
千
八
百
ゞ
戒
拾
四
窯
参
千
六
百
五
一
、
良
地
且
委
令
殺
金
参
拾
笠
萬
六
千
六
百
五
拾
四
皿

典
投
歳
入
出
採
罪
追
加

拾

煎

図

＇

尖

、

財

森

既

金

式

拾

参

萬

千

七

拾

登

闘

歳

入

六
、
閾
庫
支
出
金
金
惑
千
四
百
五
臨
七
百
参
拾
参
闘
二
、
財
在
管
理
股
金
戒
拾
煎
萬
九
干
五
百
八
拾
八
皿

一
、
國
庫
支
出
金
金
参
寓
六
千
六
拾
多

llu

二
、
補
助
金
金
煎
千
参
百
＾
拾
磁
千
苔
＿
硲
籠
ー
ー
十
一
、
池
閲
路
費
金
煎
拾
八
寓
千
五
百
八
拾
笠
皿

七
、
縣
文
出
金
金
四
百
七
拾
多
哭
千
六
百
煎
拾
登
皿

補

助

金

金

釜

萬

六

千

六

拾

多

闘

一

、

池

潤

商

費

金

筏

拾

八

萬

千

五

百

八

拾

森

皿

一

、

筵

常

部

計

金

五

千

参

拾

六

筏

千

四

百

戒

拾

九

皿

三

、

繰

1

-

、

補

助

金

會

頁

拾

戒

萬

＾

千

参

百

多

拾

登

皿

芸

繰

越

金

金

千

七

百

喜

五

千

八

百

六

拾

煎

訓

歳

入

金

金

百

多

拾

四

痰

多

千

八

百

五

拾

九

皿

一
、
繰
入
金
金
百
多
拾
四
萬
全
千
八
百
五
拾
九
闘

出

臨

時

祁

木

費

金

五

百

七

拾

七

寓

四

千

多

思

拾

韮

四

、

市

，

伏

魯

符

轟

．

一

、

前

腐

籟

墓

拿

七

晨

班

千

＾

百

六

拾

煎

皿

一

、

土一
、
途
路
橋
梁
費
金
五
百
七
拾
七
寓
四
千
多
百
七
拾
韮
一
、

さ

、

雑

収

入

金

七

百

九

拾

羹

五

千

四

百

改

翡

二
、
訊
阿
ん
~
念
岱
八
萬
森
u
u
-

—l、
数
Y
f
費
金
千
百
五
拾
鵞
四
千
臀
翡
歳
入
市
＾

U咋
鱈
註
麟
千
九
百
戒
拾
肴

＾ 殿

9
9
'
•
9
,
I
1
1
,
＇
t
'
，
＇
,
＇
1
、
9
1

r
L
'

！

J
”i

奮

J
.

、日
1
,
＂．＂

,
’
,
9
-
―

――
―

9

,

1
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•• 
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n.
 

｛
 

．
 

，
 



●

,

4

り

1
f
!
j

ー．1
＇．
t

,

＇’9.l,iー
ゞ

」

・

t』
.
モ

,
9

月
：
＼

9

量
唸
裏
喜
喫
万
勾
苔
尻
翌
脊
“
”
?
¥
羞
訃
倍
祖
．
札
忍i‘
か
厄
~
翡
~
見
脅
ー
た

1
じ
・
`
l
|
'

ー
ー
ー
｀

2
9
,
'
:＇令

§
各
'
f
・

9:9,t・符
'’’9,ク`・

it'

:'J; .. ；ir 

喜
誓
，
．
一
”
。

5

.

；＇9,

鑢
・
シ
｀

g
＇足立

’
,
9
,

．＇,＇,

溢
箆
氣
に
八
窪

ー，．i"

し了＇＂殴
クど、●

“
 yぃ？

、も：．．‘-苓・
喜
五
筍
各
；

詈
舟
”ii'；i

・1
す
ぶ
4
;
'
i
h

,.，ク，嘔

9
遷
咄
翌

.. 
｀
バ
答
塁
塁
砂
，
§

ふ
t
ふグ泣贔涵＇砂．
f
九”’

"
.
3

令
‘
i
:
r

讀
門

i
9

バ
，
：
載
．
袋
露
興

1
血

L

日
，
↓
に
―
・
り
竪
蟄
墨

泊
党

＂＇，
I

、

:
t．ふ

心
ぶ
ぷ

1̂？
建
べ
築
盃

泊
只
ふ[

 



.
’
f
u
`
i
,

．
‘
、
.
'
卜
、
、
：
＇
ー
・
‘
§
?
，
岱
岱
忍
＇
↓
”
村
，
；

ー
~
~
汀
冒

iー
．
ー
ー

'
1
1
,
＇
,
＼

l
l

川
り
_
'
用
四
如

B
r↓
己
霊
亭
字
ー

i
i
:
’
"
1
‘
,

沢
図
，
．
＼
・
心
喜
し
力
忍
＂
嘉
．
崎

一疲疲

・
｛
屯

◇
告
・

一
◇
第
二
回
掛
地
珠
g

一
◇
昭
利
二
十
二
年
症

一
◇
同
．
．
．
廣
5

・◇悶ーー十三悶

ぃ
ヽ
◇
同

1

・斑
m

＇閑

m

[
◇
’
同

，
令
r
n
J
.
'

斑
m

◇
阿
＼
，
＇
~
廣
m

◇

同

．

盗

m

臨
入
川
豫
邸
・
・
・
・

◇

阿

炭

れ

ヽ

◇

阿

巖

mi

.¥'<§11屈
見

沿

翡

信

・i:,•••••••••••••••••••• 

…

・

仕

．

近

土

地

醤

翌

◇
昭
利
二
十
＿
＿
＿
年
面

¢
股
島
市
ホ
器
位
児
比
内
の
一
部
改
正
．．．． 
；
…
…
 
．．．．．．．．．．．．．．．．． 
五

入
Ul孜媒・・・・・・・・

◇

阿

災

む

◇
餃
島
市
公
盆
演
＂

m作
伺
の
一
祁
改
正
・
・
・

5
.
.
.
 i
 
••••••••• 

p
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
 
i

り
i

◇
lnj

廣
mi

◇
ltf店
市
「
埒
政
況
絣
」

C

作
成
及
び
公
表
に
限
十
．
る
仰
飼
．．． 

血

◇

阿

同

.

‘

"

｀

◇

規

則

.-J

◇
M

．照

◇
囚
及
市
態
函
内
地
卯
戻
裔
器
簸
則
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

＾
吝
窃
市
立
市
民
吋
院
似
川
翌
念
手
枚
斜
條
伺
笞
狂
肖
・
・
・
六
追
加
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◇
而
岱
洪
限
”rl癖
＾
脱
粉
及
び
手
霜
金
支
船
規
則
．．． 
し

．．． 

邦
．．． 
氏

＾

＞

M

,

炭
m

‘
｀
◇
沢
島
市
船
人
的
院
附
屈
竹
沌
締
寄
祖
令
規
則
．．．．．．．．．． 
5
 ．．．．．． 
七
政
狂
追
加
・
・
・
・
・
・
←
•

'
◇
災
丹
＂
き
氏
表
彰
規
阻
・
・
・
・
・
・
・
・
・
‘
:
............ 
；
 
••••••.. 

：
・
・
ヒ
◇

M
~
l
t
i
m

逍
加
・
9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 .
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｀
 
◇
近
期

fiR紅
公
紐
に

◇
内

"9市
g
t
l如
戒
氾
叫
・

ヽ
◇
床
仙
市
れ
い
外
袷
闘
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
…
．．．．．．．．．．．．．．．． 
九u

◇
“
企
爪
現
公
以
栂

◇
床

1"咆
＂
髯
必
沿
祇
規
朋

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
J
 

◇
房
藩
臼
翌
姥
化
川
紐
”
柊
＂
臼

m
:....................... 
_

-

，

◇

廣

島

市

◇
沢
応
市
に
底
酎
使

m料
及
び
手

tt”
に
例
”
牡
＂
＂
悶

．．．．．．．．． 
＝
ー
＾
、
浜
路
の
文
迫
に
"

含
屈
層
ハ
復
乱
・
・
・
・
・
・
・
…
…
…
•
ぃ

．．．．．．．．．．．．． 
ょ
一
◇
炭
僻
＂
窟
・
屈
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賣
島
市
祁
箪
I

I

↑:
P
a

す
る
経
費

六
、
公
盆
質
屋
の
箕
付
安
金

七
、
特
別
會
計
用
品
調
逹
喪
を
以
て
賭
入
す
る
物
件
の
支

彿
に
要
す
る
綜
費

特
別
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
市
聰
旦
以
外
の
者
に
封
し

て
前
項
の
規
定
に
よ
る
査
金
前
渡
を
す
る
事
が
で
き
る
。

第
二
條
地
方
自
活
法
施
行
令
第
百
五
十
一
條
及
び
第
百
五

十
二
條
に
規
定
し
て
あ
る
も
の
の
外
左
に
操
げ
る
網
費
に

っ
い
て
は
概
算
彿
叉
は
前
金
彿
を
す
る

}
J

と
が
で
き
る
。

一

、

述

貨

-
]
、
傭
船
貨

三
、
経
痰
の
性
質
上
概
算
又
は
前
金
を
以
て
支
彿
を
し
社

け
れ
ば
虚
理
し
難
い
維
表

附

則

}

j

の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
究

，＇

ー
＇
ー
1
.
I
’
,
I
l
.
1
,
9
9
,
＇
、

〇

匿

島

市

條

例

第

四

十

一

＿

＿

競

．

廣
島
市
有
給
吏
員
退
隅
料
、
退
職
給
典
金
、
栽
族
扶
助
料
及

び
死
亡
給
典
金
條
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
ろ
。

昭
和
二
十
三
年
一
＿
一
月
二
十
五
日

廣
島
市
長
波
•
井
信
＿
二

一
、
別
表
恨
定
俸
給
額
表
の
末
尾
に
次
の
桐
を
加
え
t
Q

給
典
俸
給
月
額
恨
定
俸
給
月
額
恨
定
俸
給
年
額

円

円

円

ニ9
1
・
0
0

七
0
0

八
↓
四

0
0

二、

1..100

七
五

0

九、

0
0
0

二
、
三

0
0

八
0
0

九
、
六

0
0

二
、
四

0
0

八
五

0

1
0、

uo・o

二
、
五

0

0

J

L

0

0

1
0ヽ
．八

0
0

二
、
六

0
0

九
五

0

l

-

、
四

0
0

二
、
七

O
O
'

一、

0
0
0

ーニ、●、

0
0
0

二
，
八

0
0

¥、

0
五
0

ー
ニ
、
六

0
0

五

十

回

以

下

の

も

の

二

十

闘

：

』

百

回

以

下

の

も

の

四

十

五

oo

百

五

十

園

以

下

の

も

の

八

十

回

ー

ー

百

回

以

下

の

も

の

百

二

十

五

回

＿

二

百

回

以

下

の

も

の

二

百

二

十

回

‘

五

百

回

以

下

の

も

の

四

百

―

]

＋

回

七

百

問

以

下

の

も

の

六

百

六

十

石

闘

千

閥

以

下

の

も

の

千

百

ー

闘

千

五

百

闘

以

下

の

も

の

千

j

L

百

回

二
千

fm以
下

の

も

の

、

二

千

八

百

五

十

回

二

千

五

百

問

以

下

の

も

の

四

千

皿

二

千

五

百

闘

を

趙

ゆ

ろ

も

の

五

千

皿

三
、
所
得
割
（
綿
所
得
金
額
を
標
準
と
す
る
も
の
）

総

所

得

金

額

課

額

六
萬
闘
以
上
の
も
の

'

I

1

百

闘

七

萬

間

以

上

の

も

の

三

百

回

八

萬

闘

以

上

の

も

の

四

．

百

回

十

萬

闘

以

上

の

も

の

七

百

闘

十

二

萬

閥

以

上

の

も

の

千

百

fm

十

五

萬

闘

以

上

の

も

の

二

千

闘

二

十

腐

闘

以

上

の

も

の

三

千

五

百

闘

二

十

五

萬

間

以

上

の

も

の

五

千

闘

三

十

萬

闘

以

上

の

も

の

七

千

卸

四

十

痰

闘

以

上

の

も

の

一

万

閥

法
人
に
対
す
る
市
民
税
は
左
の
各
統
に
よ
ろ
謀
額
の
合
ヰ

額
を
賦
謀
す
る
。

一

、

均

祢

割

＿

二

百

闘

二
、
尿
尺
割
（
衣
尺
茸
箕
仮
格
を
招
部
と
ナ
る
も
の
）

裔

器

慎

格

謀

額

五

十

閥

以

下

の

も

の

五

闘

百

皿

以

下

の

も

の

百

闘

戸
―
.

疇

，
テ
•
•

吠
廣
鳥
市
報
第
一
一
十
七
絨

二十

十 五

9,11,99・L―-l .
.

.
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附

則

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

9

.

（
¥
,
‘
、
'
,
.
,

二
、
九

0
0

l、

1
0
0

一
三
、
二

0
0
廣
島
市
議
會
の
議
決
を
鰹
元
炭
島
市
報
酬
並
び
に
費
用
辮
岱

――-、

0
0
0

l、
一
五

0

1
――-、八

0
0
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
、
第
一
＿
＿
十
四
條
中
炭
島
市
選
畢
管
理
委
且
長
の
次
に
「
並
昭
和
＿
＿
十
三
年
四
月
一
日

び

に

朕

島

市

監

査

委

員

」

を

加

え

る

。

煕

島

市

長

演

井

信

一

―

―

第
一
條
中
市
會
議
且
の
次
に
「
公
安
委
員
」
を
加
え
、

附

則

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

9

第
二
條
中
市
會
議
員
の
次
に
「
公
安
委
員
月
額
千
閥
」
を
加

但
し
第
三
十
四
條
の
規
定
は
昭
和
二
十
二
年
七
月
二
十
一
日
え
る
。
•

か

ら

こ

れ

を

適

用

す

否

。

第

五

條

を

左

の

乖

り

に

改

め

を

．

•
第
五
條
費
用
辮
俯
は
左
の
額
を
支
給
す
ろ
。

1
,
＇
i
‘
,
‘
,
`
＇
’
ヽ
ー
、
・
'
•
,
9
,

｀

l
,
9
,
9
\
I
`

｀

1
,
\
1
9
、
1
1
1
.
,
1
、
,
I
,
＇
、
，
.

市
會
議
長
月
額
ー
ー
一
千
五
百
闘
・

〇
炭
島
市
條
例
第
一
競

市
會
副
議
長
月
額
一
、
一
千
五
百
回

廣
島
市
謡
會
の
諮
決
を
網
て
廣
島
市
有
給
吏
旦
定
敷
條
例
の

、

市

會

議

員

月

額

二

千

闘

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

公

安

委

且

月

額

三

千

回

昭
和
二
十
三
年
四
月
1

日

誓

鸞

市

外

出

ー

の

ー

饗

尉

直

喜

閂

喜

唇
島
市
長
深
•
井
信
三

｀
丁
．
＇
一
百
九
十
六
人
」
を
「
三
百
二
十
四
人
」
に
、
丁
負
濯
囀
は

11JlU虔
摩
る
。
ー
1
1
¥
’
¥
’

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ど

J

れ

を

施

行

す

る

。

＇

技
術
吏
員
「
百
三
十
八
人
」
を
「
百
七
十
一
人
」
に
改
め

。
ろ

.
，
'
，
＇
,
1
,
~
,
＇
,
1
,
．
．
＇
,
'
,
＇
,
＇
.
.
_
＇
,
9
,
.
＇
,
＇
,
_
'
，
'
_
9
,
'
,
1
,
＇
,
＇
,
．
'
・
1

0
陵
島
市
條
例
第
四
雖

廣
島
市
議
舎
の
議
決
を
鯉
て
昭
和
二
十
二
年
九
月
炭
島
市
條

例
第
十
八
琥
廣
島
市
税
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
‘

る。

〇
脱
島
市
條
例
第
二
競

廣
島
市
諮
曾
の
諮
決
を
経
て
廣
島
市
有
給
吏
且
定
数
條
令
の
一

二
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
ろ
。

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

、

廣

島

市

長

演

井

信

―

―

―

第
一
條
中
技
術
吏
員
「
百
七
十
一
人
」
を
「
百
七
十
＿
＿
一
人
」

に
改
め
る
。

，

附

則

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

、'，＇,＇,..1,

/
r
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一
，
八
ー

〇
炭
島
市
條
例
第
1
-
＿
臨

I
―
ネ
-
_
＿
-．．V-―-
を
●

5

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

廣

島

市

長

演

廣
島
市
税
條
例
中
改
正
條
例

第
六
條
個
人
に
酎
す
る
市
民
税
は
左
の

の
合
算
額
を
賦
課
す
る
。
＇

一

、

均

等

割

四

十

闘

二
、
各
屋
割
（
家
展
の
貿
貸
債
格
を
標
準
と
す
偽

家

屋

の

賃

貸

倣

格

課

＿

二

十

回

以

下

の

も

の

注

i
E
え
逗
'
土
_
-
土

-
1

土
噴
』
咤
墨
―
-
-
f
:
:
A
9
』
ま
＇
1
-
i
g
i
•
，
1
i

,
.
I
食
し
い
ー

百

五

十

闘

以

下

の

も

の

百

九

十

五

闘

二

百

闘

以

下

の

も

の

二

百

八

十

闘

三

百

闘

以

下

の

も

の

四

百

五

十

回

五

百

園

以

下

の

も

の

八

百

園

七

百

回

以

下

の

も

の

干

二

百

回

轟

以

下

の

も

の

千

八

百

五

十

回

手

・

五

百

應

以

下

の

も

の

一

＿

一

千

回

二

千

闊

‘

下

の

も

の

四

千

―

―

ー

百

回

1
-

＿

千

回

以

下

の

も

の

六

千

九

百

固

，

＇

四

千

闘

以

下

の

も

の

九

千

八

百

闘

六

千

回

以

下

の

も

の

一

萬

五

千

六

百

闘

一
萬
闘
以
下
の
も
の
二
蔦
七
千
五
百
闘
、

一
萬
五
干
闘
以
下
の
も
の
四
萬
三
千
五
百
闘

蓋

OO以
下

の

も

の

六

萬

二

千

闘

二

萬

図

を

超

ゆ

る

も

の

八

萬

園

・

・

三
、
安
本
割
（
究
本
金
額
を
譲
準
と
す
る
も
の
）

安

本

金

額

課

額

長
な
所
ス
は
祖

g
所

が

本

店

ヌ

共

他

晶
た
ろ
抵
~
の
も
の

・
所
で
あ
る
も
の

十

萬

回

未

滴

の

も

の

な

し

な

し

十

器

回

以

上

の

も

の

一

ー

ー

百

闘

七

十

皿

二

十

萬

皿

以

上

の

も

の

三

百

闘

百

闘

＿
二
十
寓
問
以
上
の
も
の
四
百
問
百
＿
二
十
皿

翠

寓

皿

以

上

の

も

の

八

百

闘

二

百

七

十

闘

七

十

寓

皿

以

上

の

も

の

ま

ー

百

皿

四

百

闘

嘉

問

以

上

の

も

の

二

千

皿

七

酋

闘

百
五
十
恕
皿
以
上
の
も
の
三
千
ー
ー
ー
百
訓
千
百
闘

二

百

爵

以

上

の

も

の

四

千

闘

千

三

百

旦

三

百

寓

問

以

上

の

も

の

六

千

皿

二

千

問

普

爵

以

上

の

も

の

一

萬

皿

璽

―

ー

百

nu-

者

寓

皿

以

上

の

も

の

一

窯

四

轟

四

千

七

轟

〇

庇

島

市

條

例

第

五

競

拿

9

-

ー
：
！

t
 

＂う・

91 

~
.
,
'
9

、

J

て'-'”

,'’、.1'L• • 
、”’

,
J
.

＂ー．＂

•
T
、
.
,
;
'
・，＂ ＇ヽ

,
-
.
-
＝
一

rd.[;＂・-“
 

千

萬

閥

以

上

の

も

の

一

萬

八

千

回

六

・

千

闘

二
千
萬
闘
以
上
の
も
の
二
萬
二
千
回
七
千
闘
＇

三
千
萬
闘
以
上
の
も
の
二
萬
六
千
回
八
千
五
百
回

四
千
萬
皿
以
上
の
も
の
一
＿
＿
寓
闘
・
一
萬
闘

五
千
寓
馴
以
上
の
も
の

1

二
萬
六
千
問
一
萬
二
千
闘

七
千
萬
闘
以
上
の
も
の
四
萬
二
干
闘
一
萬
四
千
回

一

億

闘

以

上

の

も

の

五

萬

．

圃

一

萬

七

千

闘

蓋

闘

以

上

の

も

の

八

萬

皿

二

寓

七

千

闘

妾
本
割
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
す
市
外
に
本
店
叉
は

妻
盈
務
所
を
有
す
る
法
人
で
市
内
に
お
い
て
使
用
す

ゑ
震
の
皇
薔
格
が
三
百
闘
未
満
で
あ
る
と
き
又
は
荊

算
中
の
法
人
に
封
し
て
は
こ
れ
を
許
さ
な
い
。
．

塁
割
は
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
す
法
人
が
市
内
に
．

羹
翌
又
は
翌
務
所
を
二
箇
所
以
上
有
す
ろ
と
き
は
そ
の

一
箇
所
に
賦
課
す
る
。

整
十
一
＿
＿
條
市
民
税
の
賦
謀
総
額
が
そ
の
年
度
に
お
い
て
賦

課
す
る
こ
と
の
で
き
る
制
限
額
を
ほ
ゅ
ろ
と
き
は
、
そ
の
，

喜
額
を
各
納
税
義
務
者
に
知
手
｀
雰
出
税
額
か
ら
整
分
．

に
よ
り
減
額
す
る
。

市
民
税
の
賦
課
綿
額
が
そ
の
年
皮
に
お
い
て
賦
課
す
ろ
こ

と
の
で
き
る
制
限
額
に
逹
し
荘
＼
・
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
，

を
各
納
税
義
務
者
に
封
す
ゑ
苔
悛
額
醤
分
し
て
培
謀

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

誓
十
五
條
の
中
に
「
金
三
卸
」
と
あ
ろ
の
を
「
金
轟
」

に
改
め
る
。
翌
一
條
の
別
表
中
獨
立
税
自
梼
車
税
の
賦
課

慶
は
賦
懇
定
額
の
標
中
普
臀
醤
・
一
想
つ
を
、
「

金
五
十
四
と
あ
ろ
を
「
六
十
闘
」
に
、
特
殊
自
信
一

輛
に
つ
さ
、
「
金
晶
」
と
あ
ろ
を
「
金
百
二
十
闘
」
に

改
め
る
。

ー

附

則

合
條
例
は
昭
和
二
十

i

二
年
度
分
か
ど
こ
れ
を
妍
用
す
ろ

•
I
I
I
た
、
`
し

-
9
)

i,l,I‘,'i
,9ーlト

' I 

も
の
）

額
＼
｝
T
f

し

各
琥
に
よ
る
課
額

井

信
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＇ 

廣
＾
市
糧
箪
ー
ー
十
七
鼠

第
一
＿
十
七
紐

ii 

．
殷
島
市
議
合
の
議
決
を
経
て
昭
和
二
十
二
年
九
月
廣
島
市
條
正
す
ろ
。

例
第
十
七
琥
炭
島
市
證
明
及
び
腿
晩
手
数
料
條
例
の
一
部
を
昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

．

．

廣

島

市

長

濱

井

信

三

第
三
條
第
一
競

．一
、
市
螢
向
西
舘
火
葬
揚
の
中
「
①
火
葬
場

・
昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

廣

島

市

長

濱

井

信

三

一

死

体

二

百

五

十

閥

以

内

」

を

「

い

火

非

場

一

死

体

三

百

五

第
一
條
中
「
号
幽
」
を
「
十
闘
」
に
「
国
」
を
「
五
回
」
・
十
趾
以
内
」
に
改
め
る
。

‘

.

.

付

則＂ 

u
 

一，

I
.
J
.

い
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
三
條
中
「
三
回
」
を
「
十
闘
」
に

第

四

條

中

「

三

回

」

を

「

十

皿

」

に

改

め

る

。

｛

ー

1

.1,1,1,1,1,1ー1ー1ー1111ー，

t
＼

ヽ

／

1ー
．、
1
．
1
ー
！
・

0
蕨
島
市
條
例
第
八
競

．

戸
—
-

附

．

貝

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
猥
島
市
議
會
の
議
決
を
紐
て
昭
和
四
年
八
月
條
例
第
六
紬
廣

！

島
市
診
療
所
使
用
斜
及
び
手
敷
料
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

0
鹿

島

市

條

例

第

六

雖

．

に

改

正

す

る

。

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
艇
島
市
恨
設
住
宅
使
用
條
例
の
昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

＇

廣

島

市

長

液

井

信

三

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

．

箪
一
條
第
一
項
中
注
射
料
一
回
「
五
同
以
内
」
を
「
＋
皿
以

痰

島

市

長

液

井

・

信

三

内

」

に

第
三
條
中
「
但
し
使
用
一
箇
月
に
滴
た
ざ
る
と
き
は
そ
の
月
虚
胆
料
一
回
「
三
園
以
内
」
を
「
二
十
趾
以
内
」
に
葵
債
一

の
現
日
数
に
よ
り
日
割
を
以
て
計
算
す
」
を
「
使
用
十
五
日
日
「
五
十
錢
以
内
」
を
十
闊
以
内
」
に
改
め
る
。

に
満
た
ヤ
よ
い
と
き
は
半
箇
月
分
を
十
五
日
を
超
え
る
揚
合
は
第

i

＿
項
中
診
断
害
料
一
通
「
一
問
以
内
J

を
「
二
十
闊
以
内

一

箇

月

分

を

徴

牧

す

ろ

」

に

」

に

證

明

書
料
一
通
「
一
闘
以
内
」
を
「
十
闊
以
内
」
に
椋

同
第
一
項
中
「
普
通
住
宅
一
戸
に
付
月
額
金
百
五
十
馴
以
内
案
甚
料
一
通
「
二
闘
以
内
」
を
「
二
十
制
以
内
」
に
改
め
る

」
を
「
住
宅
一
戸
に
付
月
額
金
四
百
闘
以
内
」
に
改
め
る
c

附

則

同
第
二
項
中
「
店
舗
住
宅
一
戸
に
付
月
額
二
百
闘
以
内
」
を
こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

.‘9
9し')'
,＇1・1,＇，＇
,9,.，',

．＇，，9.,_1_9,＇9,＇,＇,

＇,
1ー・

削
除
す
る
。

附

則

〇

痰

島

市

條

例

第

九

熊

，

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
廣
島
市
謡
會
の
諮
決
を
経
て
席
島
市
浩
湿
施
設
使
用
料
條
例

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

9.9,1,＇）,＇,＇

，',99 

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

廣

島

市

長

濱

廣
島
市
淮
滉
施
設
使
用
料
條
例

〇
蕨
島
市
條
例
第
七
競

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
昭
和
十
一
．
―
-
年
二
月
艇
島
市
條
例

第
三
琥
廣
島
市
火
葬
揚
使
用
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

第
七
條
こ
の
條
例
の
施
行
に
闘
す
る
細
則
は
市
長
が
こ
れ

．
を
定
め
る
。

・りn
 

'，
附

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
十
四
年
九
月
條
例
第
四
琥
宇
品
棧
橋
使
用
料
條
例
は
こ

れ
を
衷
止
す
る
。
．

〇
廣
島
市
條
例
第
十
雖
‘

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
鑑
て
昭
和
ニ
ャ
ニ
竺
一
月
廣
島
市
條

例
第
二
就
廣
島
市
水
道
使
用
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。昭

和
二
十
三
年
四
月
一
日

．

．

 

廣

島

市

長

没

井

信

＿

二

第
六
條
第
一
項
第
二
琥
を
「
一
戸
の
建
坪
十
坪
以
上
の
家
屋

に
居
住
す
る
者
」
に
改
め
次
竺
琥
を
加
え
る
。

〶
螢
粟
用
又
は
多
祉
の
水
を
使
用
す
る
も
の
。

雪
＋
＿
二
條
第
一
懇
魯
中
の
「
十
五
闘
」
を
「
四
十
趾

」
に
「
一
闘
五
十
錢
」
を
「
四
回
」
に
「
＋
二
皿
」
を
「

三
十
三
闘
」
に
＠
の
中
の
「
三
皿
」
を
「

jLllI」
に
⑬
の

中
の
「
一
闘
五
十
錢
」
を
「
六
回
」
に
⇔
の
中
の
「
三
馴

」
を
「
十
皿
」
に
同
條
第
一
．
一
琥
の
中
の
「
七
皿
五
十
錢
」

を
「
二
十

JUI」
に
同
條
第
三
鋭

S
の
中
の
「
十
五
制
」
を

「
四
十
園
」
に
「
五
百
立
方
米
」
を
「
十
立
方
米
」
に
そ

の
超
躁
蛮
一
立
米
に
つ
さ
「
一
闘
二
十
錢
」
を
「
四
闘

」
に
千
立
方
米
を
超
過
す
ろ
と
き
は
そ
の
超
過
水
竺
立

米
に
つ
さ
「
＝
l-
閥
五
十
錢
」
を
加
え
、
五
千
立
方
米
を
超

過
す
る
と
さ
は
そ
の
超
過
水
竺
立
方
米
に
つ
さ
「
九
十

錢
」
を
「
二
皿
五
十
錢
」
に
「
六
十
錢
」
を
「
二
闘
~
」
に

麿
中
の
「
四
十
五

Uu」
を
「
百
三
十
闘
」
に
「
四
十

毎
錢
」
を
「
ニ

Da」
に
い
い
の
中
の
「
一
閥
五
十
設
」

+u
「

五
闘
」
に
⇔
の
中
の
「
十
五
即
を
「
百
皿
」
に
「
l

-

i

皿

t

廣
烏
市
報

,•,

9
9
,
9 

」
を
「
十
圃
」
に
⑮
の
中
の
「
四
十
．
五
圃
」
を
「
三
百
闘

」
に
「
九
馴
」
を
「
一
二
十
皿
」
に
同
條
第
阻
琥
の
中
の
「

十
五
闘
」
を
「
百
闘
」
に
改
め
る
。

附

則

E
]

の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

,',＇,．',..,＇ 

〇
廣
島
市
條
例
第
十
一
雖

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
昭
和
五
年
十
二
月
條
例
第
六
琥

痰
島
市
公
盆
質
屋
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
一
j

一
年
四
月
1

日

廣
島
市
長
沼
井
信
．
—
―
―

第
四
條
中
ー
ロ
に
つ
き
「
五
十
回
以
内
」
を
「
＿
二
百
六
十

oo

翡
」
に
「
三
轟
以
内
に
「
千
八
百
腿
以
内
」
に

第
五
條
中
「
百
分
の
一
、
二
五
」
を
「
百
分
の
三
」
に
改
め

る。

-
―
 

附

具

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
ろ
。
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第
一
條
炭
島
市
港
濶
施
設
の
使
用
に
闘
し
て
は
、
こ
の
條
．

例
の
定
め
る
所
に
よ
ろ
0

.

第
二
條
こ
の
條
例
に
お
い
て
淮
泥
施
設
と
は
封
積
場
、
棧

橋
、
上
犀
そ
の
他
市
長
の
指
定
し
た
設
備
を
鵠
稲
す
る
。

第
三
條
喜
施
設
を
使
用
し
ょ
う
と
す
る
者
は
荊
長
の
許
一

可
を
受
け
な
け
れ
ば
た
ら
を
ぶ
。

．
．
 

第
四
條
淮
溝
施
設
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
使
用
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
使
用
料
は
左
の
面
り
と

．
す
る
。

一
、
野
稜
楊

¢
'
一
坪
一
日
に
つ
き
金
十
五
錢
以
内
但
し
月
極
は
二
十

倍

と

す

る

。

．

二
、
楼
・
橋

ー

イ
、
人

•一
人
一
回
に
つ
き
十
ニ
オ
以
上
金
五
十
錢
五

才
以
上
金
二
十
五
錢
但
し
月
極
は
一
二
十
倍
と
す
る
。

ロ
、
貨
物
（
手
廻
貨
物
を
除
く
）
一
箇
に
つ
き
二
百
五

十
斤
以
上
金
二
闘
、
二
百
五
十
斤
以
下
金
一
回
五
十

錢
但
し
留
樅
は
一
夜
に
付
本
琥
各
料
金
を
増
徴
す
る

ハ
、
繋
船
一
隻
一
回
に
つ
き
五
十
噸
迄
金
五
園
、
百

噸
迄
金
七
闘
、
一
，．
ー
百
噸
迄
金
十
回
、
三
百
噸
以
上
金

-

l

＿
十
闘
、
但
し
月
極
は
二
十
倍
と
し
繋
留
一
回
は
二

十
四
時
間
以
内
と
す
る
。

―
―
-
、
上
屋

一
坪
に
つ
き
＿
二
日
又
は
そ
の
端
敷
毎
に
金
五
闘
以
内

前
項
の
日
数
は
貨
物
搬
入
の
日
よ
り
搬
出
の
前
日
迄
と

す
る
。

鳥
四
、
楼
喬
附
設
送
水
器

．

．

水
韮
一
立
方
米
に
つ
き
金
五
闘

第
五
條
使
用
料
は
前
納
と
す
る
。

第
六
條
使
用
料
は
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
市

長
が
こ
れ
を
軽
減
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

. -
四：

---
,Hii
.＇し
ー
ト
JI
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咋
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.
,

0
鹿

島

市

規

則

第

三

競

す

る

者

が

あ

る

と

き

は

自

治

委

員

會

の

承

認

を

経

て

別

に

な

ら

な

い

。

，．

痰
島
市
船
入
病
院
附
屈
看
誰
姉
寄
宿
合
規
則
を
次
の
よ
う
に
．
一
定
め
る
害
式
に
よ
り
寮
長
を
経
て
院
長
に
願
い
出
9

な
け
れ
第
十
六
條
含
生
は
食
費
そ
の
他
所
定
の
経
我
を
負
控
し
な

定
め
ろ
0

.

I

ば
注
ら
4

ぷ
c

'

・
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
負
邪
経
費
の
種
類
そ
の
他
出
納
の
時

昭

和

二

十

三

年

四

月

五

日

第

十

條

退

合

を

希

望

す

る

者

は

寮

長

を

涯

て

屈

け

出

な

け

期

及

び

そ

の

．‘
方
法
に
つ
い
て
は
別
に
こ
れ
を
定
め
ろ
。

廣
島
市
長
、
濱
井
信
ー
—

i

れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
七
條
合
生
は
負
也
し
た
り
又
は
疾
病
に
蜀
っ
た
と
き

廣
島
市
船
入
病
院
附
屁
芳
暉
姉
寄
宿
舎
規
則
前
條
に
よ
り
退
含
す
る
場
合
は
備
品
そ
の
他
に
つ
い
て
寮
は
こ
れ
を
寮
長
に
尼
け
出
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

第
一
條
こ
の
規
則
は
寄
宿
含
生
活
自
治
の
精
帥
に
則
り
隈
長
の
勁
桧
を
受
け
注
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9

第
十
八
條
含
生
は
病
院
の
煎
施
す
ろ
健
康
診
断
及
び
腺
防

島
市
船
入
病
院
（
以
下
病
院
と
い
う
）
附
屈
肴
渡
姉
寄
宿
第
十
一
條
侮
染
病
そ
の
他
密
師
が
集
園
生
活
に
不
適
嘗
と
注
射
を
受
け
、
且
つ
必
要
に
應
じ
て
消
毒
、
沖
描
を
宜
施

．

合

に

開

す

る

亦

項

を

規

定

す

る

。

認

め

る

疾

病

に

樅

つ

た

者

は

入

合

を

和

絶

し

又

は

退

合

、

L
な
け
れ
ば
な
ら
注
い
。

第
二
條
こ
の
規
則
に
お
い
て
含
生
と
は
病
院
従
詈
孟
誓
換
、
若
し
く
は
入
院
を
命
す
る
こ
と
が
あ
る

C

第
十
九
條
魯
生
貯
金
又
醤
金
す
る
揚
合
は
合
務
係
に
そ

十
一
條
に
定
め
る
手
絞
を
維
て
寄
宿
舎
に
居
仕
す
ろ
者
を
第
十
二
條
合
生
の
起
床
及
び
就
鹿
の
時
間
は
次
の
通
り
と
の
都
務
を
依
頼
す
る
こ
と
で
で
き
る
。
・

い
う
。

・

・

す

る

。

第

二

十

條

舎

生

は

含

生

以

外

の

者

を

宿

泊

さ

せ

て

ほ

た

ら

誓
條
舎
生
は
こ
の
規
則
を
守
り
寄
宿
全
生
活
の
風
爵
秩
一
、
起
床
自
四
月
午
璽
＾
時
彗
一
訊
午
前
六
時
三
十
分
忍
。
但
し
止
む
を
得
忍
甜
由
に
よ

9
寮
長
を
経
て
含

務
係
に
屈
け
出
で
許
可
を
受
け
た
掲
合
は
こ
の
限
り
で
な

至
十
月

＿

二

、

就

膝

午

後

九

時

序
を
維
持
し
そ
の
文
化
的
向
上
を
圏
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
二
十
一
條

}
j

の
規
則
に
規
定
し
な
．
い
市
項
で
寄
宿
合
生

冠
十
三
條
外
出
は
左
の
時
間
内
に
お
い
て
行
う
。
但
し
季

一
飾
に
よ
り
礎
吏
す
ろ
こ
と
が
あ
ろ
。

第
四
條
こ
の
規
則
に
違
反
す
る
者
は
第
六
條
に
定
め
ろ
自
一

活
に
必
要
4
ィi

班
項
は
自
治
委
員
令

．
病
院
と
の
協
議
に
よ

一

普

通

日

自

午

後

四

時

至

午

後

八

時

治
委
且
合
の
諮
を
器
て
退
合
を
命
キ
ろ
こ
と
が
あ
る
。
―

第

五

條

寄

宿

合

に

お

け

る

風

紀

秩

序

並

び

に

文

化

向

上

は

っ

て

こ

れ

を

定

め

ろ

。

附

則

ー

ニ

休

日

自

午

前

八

時

至

午

後

八

時

止
む
を
得
た
論
由
に
よ
り
前
項
の
時
間
外
に
外
出
を
必
―

合
生
の
自
治
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。

第
六
條
寄
宿
合
生
活
の
自
治
の
た
め
自
治
委
且
怠
唇
一
型
と
す
る
と
さ
は
含
務
係
に
屈
け
き
の
承
認
を
受
け
脊
嘉
二
十
二
條
こ
の
規
則
は
公
布
の

nか
ら
こ
れ
を
施
行
す

ろ
0

ろ
0

.

第
二
十
＿
＿
＿
條
こ
の
規
則
は
合
生
知
裏
議
を
経
た
け
れ
ば

一
れ
ば
な
ら
な
い
。

，
｀
自
治
委
且
合
は
寄
店
合
生
活
に
必
要
な
亦
項
に
つ
い
て
，
竺

こ
れ
を
改
灰
ナ
る
こ
と
が
で
さ
．い．
じ
。

第
十
四
條
合
生
は
蹄
名
、
出
張
、
旅
行
埒
の
た
め
外
泊
す

i,11,'
、
1.l

ー
ろ
品
合
は
耶
前
に
出
浚
の
日
時
、
外
泊
問
皿
鯰
合
の
日
時

磁
す
る
。

ー
に
つ
い
て
合
務
係
に
屈
け
川
で
外
祖
器
羅
の
交
付
を
受

0
度
島
市
坦
則
第
四
埒

自
治
委
且
合
は
合
生
の
選
出
す
る
委
且
を
以
て
栴
成
す
る

第
七
條
寄
宿
合
に
寮
長
及
び
部
只
長
を
紺
む
自
治
委
且
貪

一

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

盃

幕

賛

器

屑

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

，

ボ

十

五

條

た

翡

嬰

次

の

通

り

定

め

ろ

。

i

昭

和

二

十

三

醤

乱

・
U

が
こ
れ
を
選
任
す
ろ
。

朝

芯

タ

第
八
條
院
北
は
寄
宿
生
活
の
自
治
制
を
認
め
自
治
年
且
芭

び

に

含

他

必

菜

裔

苔

胃

年

渉

し

な

い

。

一

翡

噂

．

詩

n
l
E
l
f
翡

阻

砕

＿

唇

贋

改

片

伶

―

―

―

第
九
條
甜
院
懃
務
の
竹
爽
如
及
び
見
竹
竹
速
船
は
寄
引
令
一
苓
午
祁
七
翌
ナ
分
一
翠
な
時
ぷ
硲

im午
役
五
唸
ぃ
分

よ

灰
＂
訛
屈
刈
薩
茂
則

に
入
令
ナ
る
0

[

肋
尊
く
の
他
の
憔
介
に
よ
り
右

”nn内
に
吹
た
が
で
＊
』
祁
一
條
木
市

ntlで
ん
C
各
印

[e
ご
は
終
ナ
る
ポ
が
あ

翌
院
勤
務
の
女
子
従
惑
只
が
特
別
の
磁
＂
で
入
令
ざ
呵
包
怜

3
合
は
休
只
任
オ
Ic
孜
め
宍
父
的
閑
と

JJi"大
＂
れ
ば
一
ー
る
と
さ
に
、

W
た
は
l
-

れ
セ
宍
蛇
＇ナ
る
｀

••’ 
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爪
ー
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十
七
又
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規

”
廣
島
凹
報
第
一
年
七
，
裟

"
-
1
-．
I
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―
-
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-
•
-
．
一
•
―
―
―
―
_
•
―
―

■

―
―
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3
.
 

ー
~

則

0
辰
島
市
規
則
第
一
競

廣
島
市
立
市
民
病
院
使
用
斜
及
び
手
数
料
條
例
施
行
細
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

蛮
島
市
長

――― 

0
炭
島
市
規
則
第
二
柴
．

麿
市
有
山
番
人
服
粒
及
び
一

．．
 品金
支
給
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

昭
和
二
十
三
年
四
月
一
日

廣
島
市
長
演
井
．
信
―
―
―

廣
島
市
有
山
番
人
服
務
及
び
手
営
金
支
給
規
則

第
一
條
山
番
人
は
常
時
火
象
に
老
戒
し
、
立
木
及
び
生
産

物
の
扱
傷
、
盗
殺
を
防
ぎ
‘
崩
狭
そ
の
他
に
注
窓
を
排
う

等
山
相
の
保
全
を
期
す
る
た
め
、
一
日
一
団
以
上
巡
回
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

‘

.

第

二

條

山

番

人

は

日

誌

を

備

え

、

巡

雙

訴

尋

醤

し

、
毎
月
末
‘
}
）
れ
を
所
屈
謀
長
に
提
出
し
、
査
閉
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
前
條
に
掲
け
る
毒
件
芸
覧

し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
所
厖
課
長
に
報
告
し
な
け
れ

¢

ば
注
ら
左
い
。

第
三
條
山
番
人
に
は
、
そ
の
年
度
豫
算
の
範
園
内
に
お
い

＼
 

ー
て
、
手
嘗
金
を
支
給
す
る
。

前
項
の
手
嘗
額
は
、
市
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。
＼
ー

第
四
條
山
番
人
が
一
時
そ
の
職
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き

哀
と
き
は
、
所
屈
課
長
の
許
可
を
得
て
、
代
人
を
定
め

き
j

と
が
で
き
る
。
但
し
代
人
に
要
す
る
手
嘗
は
、
本
人

の
負
採
と
す
る
。

第
五
條
市
長
に
お
い
て
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

．

山
番
人
以
外
に
監
観
人
を
歯
く
こ
と
が
で
き
る
。

五

監
親
人
の
服
務
及
び
手
常
金
に
つ
い
て
は
前
各
條
を
準
用

す
る
。

付

則

rp 

:J

の
規
則
は
、
昭
和
二
十
二
年
ナ
ー
月
一
日
か
ら
‘
‘

適
用
す
る
。

'

、

炭
島
市
城
山
番
人
服
務
及
び
手
嘗
金
支
給
規
得
、

麿
止
す
る
。
．

ー
手

t
~

，
＇
，

9

ー

'

.

I
'

り

l
l
i

六
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こ
れ
を
一
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こ
れ
を
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一
市
政
に
闘
し
て
功
芳
特
に
願
著
な
者

二
市
の
牢
務
又
は
事
業
に
闘
し
て
、
有
功
た
褻
明
、
考

案
を
注
し
、
そ
の
方
法
の
改
善
、
能
李
の
培
進
、
成
絃

の
向
上
等
に
功
紐
の
あ
っ
た
者

．

,
＿
二
戟
務
に
闊
し
て
、
宜
大
た
事
故
の
登
生
を
未
然
に
防

．

止
し
た
者

四
非
常
災
害
等
に
常
り
、
有
放
適
切
の
指
置
を
と
っ
た

者
五
特
に
有
害
若
し
く
は
危
瞼
沢
酷
務
叉
は
特
に
辛
傍
の

多
い
職
務
に
従
事
し
多
年
精
励
し
た
者

、

穴
滴
二
十
年
以
上
懃
叙
し
成
結
條
良
の
者

七
市
及
び
市
眠
員
の
名
替
を
昂
揚
し
、
信
用
を
培
す
行

為
を
な
し
た
者

八
前
各
琥
の
外
特
に
華
員
の
模
範
と
な
る
行
党
を
な
し

た
者

第
二
條
表
彩
は
表
靡
朕
を
誓
谷
嘉
左
の
方
法
の
一
に

よ
る
。
但
し
二
以
上
の
方
法
を
併
せ
行
う

}

J

と
を
妨
げ
五

。
ぃ一

、
金
品
の
授
典

二

、

昇

格

三

、

昇

給

四
、
特
別
賞
典
の
支
給

五
、
特
別
休
暇
の
附
典

六
、
そ
の
他
適
営
の
方
法

第
三
條
表
彩
を
分
け
て
個
人
表
認
及
び
園
体
表
彰
の
二
種
き

と
す
る
。
但
し
園
体
表
彰
は
、
同
一
事
由
に
基
く
所
屈
且
二
、
揺
務
の
内
外
を
問
ゎ
●
、
公
職
上
の
信
用
を
失
う
ペ

．

の

個

人

表

彰

を

妨

げ

た

陀

。

き

行

為

が

あ

っ

た

と

老

。

第
四
條
表
彰
を
受
け
た
者
が
、
左
の
各
良
一
に
態
翌
'
-第
阻
條
慾
戒
の
虚
分
は
、
免
職
五
百
闘
以
下
の
過
怠
金

る
と
き
は
、
表
彰
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
及
び
謡
貨
と
す
る
。

一
、
表
彰
に
闘
し
盃
讐
の
他
不
正
の
所
箆
を
装
見
し
免
職
及
び
過
怠
金
の
虐
分
は
委
員
會
の
議
決
を
亨
市
吏

た

と

き

一

員

、

翌

患

管

理

委

員

及

び

監

査

委

員

は

市

長

、

璽

銀

管

理
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叫
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爪
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叫
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凸
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闘
砂
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仙

肋
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第
二
十
七
競

前
項
の
据
合
に
お
い
て
、
委
員
長
は
議
決
に
加
わ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
‘

第
十
二
條
委
員
合
は
粛
案
の
審
議
に
際
し
、
本
人
の
説
明

を
聰
か
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
参
考
人
の
説
明
を
求
め
ろ
こ
と
が
で
き
る
。
．

第
十
＿
二
條
委
員
長
は
、
市
吏
員
の
中
か
ら
、
市
長
の
同
意

を
得
て
、
害
記
を
定
め
る
こ
．
と
が
で
き
る
。

害
記
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
て
、
庶
務
に
従
事
す
る
。

第
十
四
條
こ
の
規
則
に
定
め
ろ
も
の
の
外
、
委
吊
會
に
賜

し
、
必
要
な
事
項
は
委
員
長
が
こ
れ
を
定
め
ろ
。

＂＂｝ ny
 

付

＂ 

ア
）
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
一
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
用

す
る
。

,

＼

,_i,1_
1.＇,．
9
 

〇
匿
島
市
規
則
第
六
競

斑
島
市
職
且
昇
給
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
三
年
四
月
五
日
・

廣

島

市

長

孜

井

信

廣
島
市
戟
且
昇
給
規
則

．

第
一
條
本
市
戟
且
（
市
長
、
加
役
、
牧
入
役
を
除
く
）
の

昇
給
は
、
別
に
定
め
ろ
も
の
の
外
こ
の
規
則
に
よ
ろ
。

第
二
條
早
給
は
定
期
昇
給
、
特
別
の
二
種
と
す
る
。

•
第
三
條
定
期
昇
給
は
師
年
六
月
、
九
月
、
十
二
月
及
び
翌

年
＿
＿
＿
月
の
四
阿
と
し
日
附
は
各
月
の
設
終
日
と
す
ろ
。

沼
四
條
定
期
孔
給
は
、
左
に
該
霜
す
る
も
の
で
勤
跨
訳
拭

良
好
の
井
に
つ
い
て
一
戟
給
こ
れ
を
行
う
。

一
、
吏
且
は
廣
島
市
吏
且
給
糾
條
例
別
表
二
の
五
戟
作
(

四
二

OOU)
に
辻
す
る
ま
で
は
九
ヶ
月
、
問
二
十
二
我

作
（
一
、
ニ
ニ

0
飩
）
に
比
す
る
ま
で
は
一
年
、
閥
ニ

十
二
院
作
と
雌
え
ろ
も
の
は
一
年
ー
ー
吝
＂
を
夫
々
前
圃

昇
給
別
よ
り
短
玲
し
た
対
。

二
、
屈

A
父
比
炭
島
市
屈
A
瓜
則
別
衣
一
及
び
二
に
よ
り

第
＿
＿
十
七
試
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十
琥
俸
（
月
額
二
四

0
闘
叉
は
日
額
ー

0
闘
）
に
逹
す
図
、
参
回
、
五
闘
、
拾
闘
の
六
稲
と
し
、
形
式
は
第
一
琥

る
ま
で
は
六
ヶ
月
、
同
三
十
二
琥
俸
（
月
額
八
五

0
闘

様

式

の

通

り

と

す

る

。

．

叉
は
日
額
＿
二

0
回
）
に
逹
す
る
ま
で
は
一
ヶ
年
、
同
一
[
-
第
三
條
牧
入
證
紙
は
手
数
料
又
は
練
用
料
を
納
め
る
奉
件

十
二
琥
俸
を
超
え
る
も
の
は
一
年
六
ヶ
月
を
前
回
昇
給
文
害
の
餘
白
に
貼
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
貼
附

期

よ

り

そ

れ

ぞ

れ

経

過

し

た

者

、

す

べ

き

文

書

が

た

い

も

の

は

癖

件

名

、

金

額

、

納

額

算

定

前
項
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
、
前
各
琥
の
期
日
を
そ
れ
の
基
礎
及
び
納
人
の
住
所
氏
名
を
記
載
し
た
第
二
雖
様
式

ぞ
れ
一
ー
ー
ケ
月
延
長
す
ろ
も
の
と
す
る
。
の
納
付
書
を
作
成
し
こ
れ
に
貼
附
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
條
特
別
昇
給
は
左
に
該
霜
す
る
者
に
つ
い
て
、
定
期
第
四
條
主
務
課
（
麻
及
び
出
張
所
を
含
む
以
下
こ
れ
に
同

昇
給
期
で
た
い
時
で
も
昇
給
せ
し
め
又
は
、

1

一
琥
俸
の
昇
じ
）
に
お
い
て
前
條
の
牧
入
證
紙
貼
用
蜜
類
を
受
理
し
た

給

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

と

き

は

砥

低

を

調

査

し

、

各

主

任

に

お

い

て

事

件

完

了

と

一
、
逮
載
、
危
篤
等
に
常
り
、
平
素
功
緒
特
に
應
者
た
者
同
時
に
牧
入
證
紙
と
用
紙
と
に
掛
け
第
三
餓
様
式
の
消
印

二

、

成

戟

特

に

優

秀

た

者

を

押

さ

た

け

れ

ば

た

ら

な

5
。
但
し
市
金
庫
に
あ
っ
て
は

三

、

そ

の

他

特

別

の

事

由

の

あ

る

者

。

領

牧

印

を

以

て

消

印

に

代

・

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

第
六
條
定
期
昇
給
と
特
別
昇
給
は
こ
れ
を
併
せ
行
う
こ
と
第
五
條
牧
入
證
紙
貼
用
宙
類
の
取
扱
課
は
師
月
の
取
扱
件

敷
を
第
四
就
様
式
に
よ
り
翌
月
五
日
ま
で
に
合
計
謀
長
に

が
で
き
る
。

第
七
條
特
別
の
康
情
に
よ
り
前
各
條
に
よ
り
維
い
晶
合
は
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市

長

は

別

に

考

慮

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

六

條

牧

入

證

紙

は

左

の

場

所

に

お

い

て

喪

り

捌

く

こ

と

・

附

則

が

で

き

る

。

．

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
ー
一
、
市
金
庫
那
務
取
扱
銀
行

！
｀
’!！
）
！

i
ー、
ー

'i
i
}

i
二

、

市

金

庫

〇

蕨

島

市

規

則

第

七

辣

一

三

、

市

是

の

特

に

認

め

た

夜

捌

所

斑
晶
市
牧
入
證
抵
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
第
七
條
前
條
に
よ
り
究
捌
人
に
沢
り
渡
す
坦
合
は
證
紙
面

昭

和

二

十

三

年

四

月

十

二

日

・

一

の

債

格

に

酎

し

百

分

の

四

の

割

引

を

す

る

班

が

で

さ

ろ

。

盛
島
市
品
没
井
侶
＝
―
-
第
八
條
牧
入
證
紙
は
災
捌
人
よ
り
代
偵
を
納
付
さ
迂
領
牧

炭

品

市

収

入

瞭

紙

規

則

一

證

お

と

引

換

え

に

こ

れ

を

引

渡

す

る

。

但

し

市

必

に

お

い

第
一
條
廣
島
市
に
お
い
て
牧
入
す
る
手
数
料
又
は
市
長
に
一
て
特
に
認
め
た
掛
合
は
後
批
い
と
す
る
こ
と
が
で
キ
J

ろ。

お
い
て
特
に
必
要
が
あ
ろ
と
認
め
指
定
し
た
使
用
料
は
腐
第
九
條
牧
入
證
紙
は
市
托
の
許
可
を
得
て
令
計
課
必
が
こ

島
市
の
欝
行
す
る
牧
入
證
誓
以
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
一
れ
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
翠
゜

ら
な
い
。
但
し
爵
隊
貯
金
に
よ
り
納
付
す
ろ
掛
合
は
一
窮
十
條
癸
塁
＂
小
版
は
合
叶
課
長
が

l
]

れ

を

保

翠

71̀

こ

の

限

り

で

名

。

一

第

十

一

條

収

入

盟

紙

を

印

刷

ナ

ろ

必

要

が

生

じ

た

と

さ

は

••• 
,. 

堕
1

條
炭
砧
市
牧
入
説
紙
の
種
類
は
拾
餃
、
五
拾
錢
、
殺
合
計
課
品
は
印
刷
監
股
オ
を
定
め
印
刷
閃
始
よ
り
終
了
に

ヽ

,
~
穿

5
』
ぼ

，舟
阻
＇
ー
吐

，

'
,
1
:~ ，

'v
L
'
キ
ー

，干
'
£
孝
士＇孟
亙

t

仁
眉
昌

F
ー
~
9
'
団
全
と
＇
←
卜
こ
に
苦m
.ぷ
侑

・

闘

•カ

→
「
—

-

-

二

、

懲

戒

虚

分

を

受

け

た

と

老

．

＇

委

員

會

の

書

記

は

選

琺

管

理

委

員

長

、

｀
監
査
委
員
の
ボ
務

第
五
條
表
彰
及
び
表
彰
の
取
消
は
、
痰
島
市
蓮
螢
協
諮
會
を
補
助
す
る
啓
記
は
監
査
委
員
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
行
う

の
議
を
親
ご

j

れ

を

行

う

。

第

五

條

市

長

、

選

昂

管

理

委

員

長

及

び

監

査

委

員

（

以

下

雲
條
表
彰
．
及
び
表
彰
の
取
沿
は
こ
れ
を
廣
島
市
報
に
登
懲
戒
者
と
い
う
）
は
第
三
條
各
琥
の
一
に
翡
芋
ろ
部
下

職
員
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
證
櫨
害
類
を
添
え
、
甚
面

栽
し
、
考
科
表
に
記
銘
す
る
。

を
以
て
委
員
會
に
審
査
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

t

則

第
六
條
悉
員
會
は
、
識
決
し
た
審
査
の
結
果
を
理
由
を
深

屈＂

、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

く
書
面
を
磨
愁
戒
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら

9
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第

二

章

委

且

會

0
匿
島
市
規
則
第
五
雖

唇
島
市
職
艮
懲
戒
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
し
第
七
條
委
員
言
、
五
人
の
委
員
を
以
て
、
ア
）
れ
を
組
織

す
る
。
委
員
は
市
吏
員
の
中
か
ら
二
名
及
び
學
識
経
瞼
者

昭
和
二
十
ー
ー
一
年
四
月
五
日

廣
島
市
長
務
井
信
＿
二
の
中
か
ら
一
二
名
、
議
會
の
同
意
を
得
て
市
是
が
ア
）
れ
を
命

炭

島

市

職

員

懲

戒

規

則

す

る

。

第

一

章

穂

則

□

第
八
條
委
員
畏
は
委
員
に
お
い
て
互
選
す
る
。
孟
場
合

選
畢
管
理
委
員
及
び
そ
の
事
品
叫
並
び
に
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
委

第
一
條
市
吏
員
、

監
査
委
員
及
び
そ
の
事
務
を
柚
助
す
ろ
害
記
（
以
下
職
員
一
員
を
選
任
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

胃
唇
、
委
員
合
に
闘
す
る
事
務
を
癖
理

L
7
委
員
會

と
い
う
）
盆
唇
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ろ

。

ー

を

代

表

す

る

。

・

第
二
條
地
方
自
治
誓
丑
誓
第
四
十
條
に
基
き
、
本
市
第
九
條
委
且
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
補
充
委

｀

｀

戒

審

査

委

員

會

（

以

下

委

員

會

と

い

｀

五

彗

日

月

。

る

。

―

第
三
條
戟
員
は
左
に
掲
け
る
事
由
が
あ
っ
た
場
合
に
お
ぃ
第
十
條
貫
胄
、
三
人
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
會

て

は

、

懲

戒

の

指

分

を

受

け

る

。

議

を

開

＜

ア

J

と
が
で
き
な
い
。

一

、

職

務

上

の

義

務

に

違

反

し

、

委

員

長

及

び

委

且

は

自

己

又

は

そ

の

三

親

等

内

の

親

族

に

開
す
歪
事
件
に
つ
い
て
は
そ
の
議
事
に
参
典
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
但
し
委
員
會
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
は
、
會

議
に
出
席
し
、
會
議
に
出
席
し
、
装
言
す
ろ
こ
と
が
で
き

ろ。

又
は
職
務
を
怠
っ
た
と

第
十
一
條
委
員
會
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
こ

れ
を
決
し
、
可
否
同
敷
で
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

八
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炭
島
市
規
則
第
九
雖

炭
島
市
診
療
所
使
用
料
及
び
手
敷
料
條
例
施
行
細
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
三
年
四
月
二
十
日

應

島

市

長

演

井

信

三

廣
島
市
診
療
所
使
用
斜
及
び
手
数
料
條
例
施
行

'

一

細

則

第
一
條
本
所
の
使
用
料
及
び
手
苔
料
は
左
の
匿
分
に
よ
り

こ
れ
を
徴
牧
す
る
。
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一

第
二
條
使
用
料
及
び
席
数
科
の
減
免
を
受
悶
う
と
す
る

者
は
民
装
脊
（
の
瞭
明
を
得
て
市
長
に
刻
岳
出
な
け
れ
ば

た
ら
た
い
。

、
•
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典

税税

金

一

五

、

利

子

讐

煎

百

煎

拾

壼

萬

煎

千
Ji

百
一
六
、
市
税
延
滞
金

七
、
繰
恭
金
戻
入

金
拾
八
葛
七
千
六
百
八
拾
登
側
八
、
熙

四
、
恕
法
に
よ
る
税

牧

入

入

二

、

公

企

業

及

慰

醤

入

金

拾

五

萬

武

千

六

百

七

拾

六

闘

-

+

、

市

俄

＿
l

／
旦
日
且
参
闘
一
据
ー
／

iJ

-

l

i

、
紐
立
金
牧
入
金
登
章
九
千
煎
百
五
拾
制

四

、

財

産

牧

入

金

七

萬

八

千

四

百

七

拾

闘

歳

・

出
一

、

會

諮

費

金

参

百

参

拾

参

萬

百

拾

四

麒

五
、
財
腔
四
彿
代
金
金
煎
仰

魯

干

百

七

拾

八

寓

九

千

四

闘

―

-

、

市

合

議

費

金

参

儡

拾

参

寓

百

拾

屑

三
、
使
用
斜
及
手
敷
料

，
ー
用
料
金
忠
辛
孟
四
拾
六
萬
四
千
八
百
四
拾
八
且
二
、
役
所

、
ドA

K
 

究
金
煎
千
参
百
参
拾
参
萬
煎
干
五
百

参
仰

ヽ

二

、

手

敷

料

金

夏

冨

羹

四

千

百

五

拾

六

同

一

四

、

國

廂

支

出

金

金

照

千

百

参

拾

羹

七

千

煎

百

四

l

ハt

所
痰
金
武
千
煎
百
八
拾
参
蔑
咸
千
五
百

参
皿

‘
拾
四
問

一
、
補
助
金
金
四
千
百
咸
拾
萬
五
千
奇
拾
式

fl
―

二
、
聴
且
指
部
数
養
残
金
五
拾
萬
馴

ニ
h

給

金

金

拾

羹

千

六

百

参

拾

猷

匝

．

i

二
、
苦
察
苦
防
費
金
五
百
魯
四
千
九
百
拾
八
皿

‘
t
u
 

五
、
縣
支
吊
金
金
一
〈
百
九
拾
裔
感
千
七
百
認
拾
ぷ
屈

ー

一

、

努

察

牲

金

百

四

拾

五

萬

六

千

九

恩

拾

扉

金

金

参

拾

熟

七

千

煎

百

拾

参

仰

―

二

、

消

防

費

金

煎

拾

参

函

千

六

百

四

拾

五

仰

寸ヽー

一
、
交

．ヽ

J,
＇

二

111

助

金

金

六

百

六

拾

蛮

幸

者

嘉

八

仰

―

-J-、消
防

関

費

金

参

百

参

詞

葵

干

武

百

九

拾

羅

オ
費
金
千
九
百
参
諮
千
戒
百
七
拾
八
闘

四
、
土

9
、

六

、

寄

附

金

金

登

闘

一

、

寄

附

金

金

靡

[

_

-

、

絣

持

他

叙

費

金

百

四

拾

七

漢

参

千

拾

仰

店

入

金

金

拾

為

皐

六

嘉

拾

六

仰

―

二
9

逆
蹄
柄
梁
特
別
金
千
七
百
五
拾
五
恋
八
千
煎
百
六

七、

R

惑

併

眈

拾

八

皿

一

、

繰

入

金

金

拾

笠

羹

千

六

百

五

拾

六

闘

．

＿

八

、

緑

越

金

金

羹

七

千

七

百

茶

拾

笠

側

五

‘

激

T

伐
金
戒
千
煎
百
五
咎
蓋
五
拾
煎
闘

一
、
小
母
校
股
金
者
参
奨
臀
千
九
百
九
拾
四
皿

二

、

小

券

校

投

金

惑

百

拾

惑

岱

千

百

拾

九

趾

一

、

繰

越

金

金

羹

幸

七

百

岱

轟

―
―
-
、
中
心
ば
品
股
金
七
百
＾
蒻
羹
千
昔
八
拾
六
仰

九

、

雅

牧

入

急

g靡
嚢

―

面

罰

i
‘
納
~
付
金
金
九
干
咸
百
四
栴
箭

i

二
、
靡
魯
翡
金
金
灯
拾
六
籾
九
千
六
百
器
直
四
、
工
業
骨
裳
迎

t
険
惑
嬰
森
~
萎
翠
五
百
拾

n"μ 

舘
牝
金
五
拾
七
笞
四
千
百
八
拾
五
皿

・u;
、
的
晶

g
掠

釜

金

九

拾

八

詑

品

翡

六

拾

闘

｝

甜
費
＇
金
拾
五
蕊
九
ま
轟

四
、
約
年
広
牧
入
金
戒
千
八
百
五
拾
六
仰
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金
七
萬
五
千
参
百
九
拾
九
圃

金
登
萬
千
四
百
参
拾
八
闘

金
可
百
六
拾
七
萬
八
千
＾
巽
拾
仰

金
壺
同

金
千
九
百
参
拾
寓
闘

金
千
九
百
参
拾
萬
仰

金
登
億
六
千
六
百
五
拾
蘭
参
千
八

百
四
闘

g
h
t
3

日

r
t
P
'
,
1
き
一
●
●
―
-
―
一
ー

•
I
:
|
1
9

ヽ
＇

こ
[P

日

'
.
’
1
,＇＇ー

七
、
孤
兒
渫
関
数
育
費
金
百
七
拾
六
萬
七
千
百
翌
拾
益
回

．
八
、
祉
會
数
育
費
金
拾
四
萬
四
千
五
百
閥

六
、
耽
會
労
働
施
設
費
金
吾
＇
．
奥
拾
詈
千
参
夏
拾
森
四

一
、
生
活
保
詭
菱
金
四
千
八
百
七
拾
七
萬
武
千
六
百

六
拾
八
闘

二
、
民
生
委
且
硝
務
所
費
金
八
萬
五
千
六
百
七

oo

三
、
隣
保
舘
衣
金
咸
拾
煎
萬
五
千
四
百
参
拾
七
厠

四
、
保
養
院
費
金
百
拾
八
寓
九
千
参
百
六
拾
壼
闘

石
、
保
育
所
費
金
武
千
七
百
四
拾
六
闘

七

、

厚

生

諸

費

金

参

萬

壷

千

八

百

lal

八

、

公

固

費

金

参

拾

六

萬

戒

百

八

拾

九

闘

七
、
保
健
術
生
費
金
九
百
七
拾
九
萬
九
千
杢
戻
拾
四
闘

一
、
他
染
病
橡
防
費
金
九
百
五
拾
四
萬
九
百
六
拾
七
回

二
、
ト
ラ
ホ
ー
ム
漁
防
費
金
五
萬
八
千
圃

-l-、結
核
橡
防
致
金
武
拾
武
萬
戒
千
七
百
七
拾
戒
闘

四
、
花
柳
病
豫
防
費
金
五
萬
四
千
九
百
七
拾
壺
仰

五
、
市
民
病
院
費
金
四
拾
四
巡
五
千
五
百
拾
煎
仰

六
、
舟
入
病
院
牝
金
百
拾
六
萬
四
千
六
百
拾
五
訓

七
、
衛
生
試
除
所
代
金
拾
設
萬
八
千
八
百
引
拾
坐
制

八
、
診
痰
所
按
金
多
拾
登
廊
九
千
六
拾
登
回

下

水

逍

我

金

武

墨

拾

磁

四

千

百

七

拾

笠

制

し、J
 

+
、
下
水
道
調
査
挫
金
四
拾
七
高
参
千
四
百
八
皿

十
一
、
塁
芥
虹
集
既
金
百
四
塵
羹
千
七
百
六
拾
＾
闘

十
二
、
屎
尿
汲
取
代
金
五
萬
九
千
四
拾
戒
馴

当
船
舶
郊
送
費
金
四
拾
訳
花
九
千
六
百
九
拾
八
馴

奇

屠

品

投

金

五

拾

四

寓

八

千

五

百

五

拾

闘

益

、

火

彿

品

既

金

四

拾

九

渕

九

千

拾

乱

尖

、

健

民

挫

金

爪

拾

四

萬

六

千

拾

四

闘

屯

翡

翡

翡

委

翡

磨

千

戒

百

七

拾

爵

八

、

森

梁

征

枡

挫

金

者

器

＾

寓

惑

千

音

八

拾

武

即

一
、
配
給
甜
究
金
四
拾
九
深
六
千
窯
百
五
闘

i
 

藍

域

，

細
工
町
の
一
部
、
猿
業
町
の
一
部
、
横
町
、
鳥
屋
町
、
紙

屋
町
の
一
部
、
大
手
町
一
丁
目
、
大
手
町
二
丁
目
、
大
手

町
三
丁
目
、
大
手
町
四
丁
目
、
大
手
町
五
丁
目
の
一
部
、

披
屋
町
、
尾
道
町
の
一
部
、
西
魚
屋
町
の
一
部
、
袋
町
、

小
明
わ

4
郡
中
町
の
一
部
、
下
中
町
、
鐵
砲
届
町
の
一

部
、
新
川
場
の
一
部
、
三
川
町
、
竹
屋
町
の
一
部
、
田
中

町
の
一
部
、
下
流
川
町
の
一
部
、
築
研
堀
の
一
部
、
織
町

の
一
部
、
東
胡
町
の
一
部
、
山
口
町
の
一
部
、
銀
山
町
•

顔
生
町
、
下
柳
町
の
1

部
、
平
塚
町
の
一
部
、
鶴
見
町
の

r
b
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邸
係
圏
魯
縦
梵
揚
所

廣
島
市
基
町
東
部
復
興
事
務
所

昭
和
二
十
二
年
度
廣
島
市
歳
入
出
豫
算
追
加

入

0
匿

島

市

告

示

第

甲

四

十

維

．

蒻

昭
和
二
十
三
年
一
U
月

十

五

日

六

、

國

庫

支

出

金

金

煎

百

八

拾

四

萬

或

千

百

四

拾

登

闘

炭

島

市

長

翠

井

信

＝

―

二

、

補

．

助

、

金
金
武
百
八
拾
四
萬
煎
千
百
匹
拾
登
間

第
二
回
換
地
橡
定
地
指
定
の
登
表
に
つ
い
て
七
、
縣
支
出
金
金
参
拾
五
萬
石
千
武
百
六
拾
七
闘

、
炭
島
特
別
都
市
計
壺
事
業
復
典
東
部
土
地
匿
割
整
理
器
二
、
補
助
金
金
参
拾
五
萬
五
千
煎
百
六
拾
七
回

行
に
伴
う
左
記
町
名
の
換
地
豫
定
地
は
土
地
窟
割
堅
理
委
士
、
繰
越
金
金
四
拾
或
萬
八
千
或
百
参
拾
闘

・
一
、
前
年
度
繰
越
金
金
四
拾
拭
寓
八
千
戒
百
参
拾
闘

員
會
の
諮
問
を
維
て
決
定
致
し
ま
し
た
か
ら
闘
係
者
は
東

茫
入
合
計
金
参
百
六
拾
或
萬
平
千
六
百
参
拾
＾
闘

出

紐

常

部

歳

部
復
興
事
務
所
に
て
詳
細
承
知
下
さ
い
。

-
、
前
記
換
地
豫
定
地
使
用
開
始
の
時
期
に
付
い
て
は
追
而
，
9

指

定

致

し

ま

す

。

ナ

水

道

費

金

七

萬

或

千

或

百

六

拾

闘一

、

洋

水

費

金

七

萬

或

千

九

百

六

拾

制

七
、
厚
生
費
金
参
百
嚢
拾
平
萬
戒
千
杢
日
七
拾
八
闘

記

-
9、
生
活
保
護
費
金
参
百
写
拾
写
萬
煎
千
六
百
七
拾
八
闘

歳
出
合
計
金
参
百
森
弐
訊
萬
写
千
六
百
参
拾
八
闘

扱
入
出
差
引
残
金
な
し
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蕨
島
市
告
示
甲
第
一
白
四
十
二
競

本
日
市
諮
會
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
二
年
度
痰
島
市
歳
入

出
豫
算
追
加
更
正
の
要
領
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

但
し
こ
の
採
算
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
三
年
三
月
』
一
十
一
日
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井
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姦

、

災

害

諸

費

二
、
水
害
復
誓
費

臨

時

部

計

歳

出

合

計

歳
入
出
差
引
茂
金
な
し
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0
鹿
島
市
告
示
甲
第
百
四
十
三
雖

本
日
市
謡
會
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
三
年
度
厳
島
市
歳
入

出
採
算
の
要
領
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

但
し
こ
の
絲
罪
は
昭
和
二
十
＿
二
年
度
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る

昭
和
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

廣

島

市

長

液

井

信

三

昭
和
二
十

l

＿
一
年
度
廣
島
市
歳
入
出
強
算

．

歳

入

一
、
市

．

税

金

一
、
縣
税
附
加
税
金
参
千
四
百
九
拾
四
萬
戒
千
七
百

拾
五
圃

ー
＇

ー
一
ー
＼

金
戒
千
五
百
拾
参
寓
四
千
九
百
参

拾
九
傾

金
戒
千
四
百
九
拾
五
葛
五
干
四
百

七
拾
四
回

金
王
百
拾
式
萬
七
千
式
百
参
拾
八
闘

金
五
百
登
萬
六
千
九
百
四
拾
八
闘

金
或
千
参
百
七
拾
八
寓
参
千
闘

金
式
千
参
百
六
拾
八
萬
参
千
闘

金
笠
億
五
千
参
百
四
拾
萬
五
千
百

七
拾
四
闘

歳

出

鑑

常

部

姦
、
農
地
委
員
會
費
金
参
拾
五
萬
阻
闘

J
 

一
、
農
地
委
員
會
費
金
参
拾
五
寓
四
闘

網

常

部

計

金

五

千

四

百

武

萬

参

千

四

百

名

闘

臨
時
部

金
九
百
拾
七
萬
四
千
六
拾
煎
闘

金
五
拾
四
萬
七
千
六
拾
七
闘

金
九
千
九
百
参
拾
＾
萬
千
七
百
写
拾
七
闘

金
登
億
五
千
参
百
四
拾
萬
五
千
百

七
拾
四
闘

・
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、
市

歳
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二

、

商

工

諸

費

金

百

萬

六

千

参

百

式

拾

四

固

金

四

百

六

拾

登

萬

四

千

四

百

式

一

、

雑

入

金

四

寓

武

千

百

回

-

l

-

、

農

水

産

諸

費

金

五

拾

萬

百

八

拾

闘

拾

六

回

二

、

辣

憤

金

及

報

償

金

金

四

拾

五

嵩

七

千

参

百

拾

六

闘

四

、

度

盤

衡

諸

費

金

拾

萬

六

千

五

百

七

拾

五

園

五

、

繰

替

金

金

五

百

六

拾

七

萬

八

千

八

百

六

拾

闘

四

、

公

企

業

及

財

産

牧

入

金

登

皿

・

祖

、

物

査

需

給

諸

費

金

五

拾

萬

闘

六

、

字

圏

調

製

費

金

七

萬

五

千

四

百

五

拾

八

閥

一

、

財

産

喪

彿

代

金

金

壼

圃

六

、

翌

菜

玲

品

蔚

策

費

金

参

拾

寓

四

千

五

百

闘

七

、

各

種

調

査

委

員

會

費

金

五

萬

七

千

六

百

五

拾

回

五

、

繰

入

金

金

登

回

七
、
農
地
委
且
會
費
金
五
拾
六
萬
四
千
九
百
四
拾
皿
八
、
緑
化
週
間
宜
施
費
金
参
萬
五
百

o

o

-

、

繰

｀

入

金

金

登

闘

八
、
食
糀
調
盤
委
且
含
残
金
拾
萬
四
千
八
百
八
拾

rm

九

、

寄

附

金

金

九

萬

六

千

九

百

六

拾

八

園

六

、

國

庫

支

出

金

金

四

百

六

拾

参

萬

六

千

五

百

闘

九

、

家

吝

市

揚

喪

金

煎

拾

参

萬

参

百

拾

煎

闘

＋

、

納

税

漿

励

金

金

六

萬

参

千

皿

一

、

補

．

助

金

金

四

百

六

拾

参

寓

六

千

五

百

皿

+

、

椛

漑

所

費

金

拾

七

萬

四

千

戒

百

拾

八

回

士

、

過

年

度

支

出

金

八

萬

千

九

百

四

拾

八

oo

七

、

市

債

金

九

百

拾

七

萬

千

参

百

回

十

一

、

工

業

指

導

所

費

金

五

拾

九

萬

六

千

参

百

七

拾

圃

十

二

、

雑

支

出

金

五

拾

萬

園

一

、

市

債

金

九

百

拾

七

萬

千

参

百

oo

+1-
、

製

城

喋

業

費

金

五

拾

登

萬

九

千

武

百

八

拾

四

闘

去

、

平

和

記

念

舘

等

建

設

準

備

我

金

参

拾

五

萬

回

歳

入

合

計

金

参

千

八

百

拾

七

萬

式

千

百

四

闘

益
、
淮
滉
詣
費
金
四
拾
七
萬
九
千
百
九
拾
四
圃

．

去

、

豫

備

費

金

百

寓

闘

歳

出

九

、

財

産

費

金

百

五

拾

式

萬

参

千

九

百

参

拾

九

闘

一

、

橡

備

費

金

百

萬

圃

一

、

水

逍

費

金

参

千

四

百

四

拾

四

寓

千

八

百

荻

拾

闘

歳

出

合

計

金

壼

億

六

千

六

百

五

拾

萬

参

千

八

一

、

上

水

維

常

毀

金

壺

千

四

百

武

拾

四

萬

九

千

六

百

百

四

闘

七

拾

登

回

島
，
一
●
基
本
財
産
造
成
費
金
拾
八
萬
五
千
七
百
五
拾
九
閻

歳

入

出

差

引

痰

金

な

し

二

、

墜

水

支

管

増

設

費

金

九

拾

六

萬

四

千

八

百

闘

二
、
財
産
管
理
費
金
百
参
拾
参
萬
八
千
百
八
拾
回

．

十
、
統
計
調
査
費
金
九
拾
或
寓
参
千
五
百
四
拾
登
闘
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一
、
統
計
調
査
費
金
九
拾
武
萬
参
千
五
百
四
拾
壼
圃

0
廣

島

市

告

示

甲

第

百

四

十

四

癒

三

、

水

道

工

事

費

金

百

参

萬

五

千

皿

千
一
、
選
學
費
金
戒
百
拾
八
萬
参
千
九
百
煎
拾
七

oo
＊
日
市
會
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
三
年
度
廣
島
市
特
別
會
四
、
水
逍
復
芭
事
業
費
金
五
百
参
拾
五
萬
八
千
闘

市

一
、
選
畢
費
金
戒
百
拾
八
萬
参
千
九
百
或
拾
証
計
水
道
事
業
費
歳
入
出
豫
算
の
要
領
は
左
の
面
り
で
あ
る
。
五
、
水
道
改
良
事
業
費
金
六
百
四
拾
五
篇

六
、
給
水
繰
常
費
金
田
百
式
拾
七
萬
武
千
七
百
参
拾

煎

lm

主
、
公
債
費
金
七
百
煎
拾
萬
千
武
百
煎
拾
七
園
但
し
こ
の
豫
算
は
昭
和
廿
ー
i

一
年
度
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

七
、
水
栓
調
査
費
金
四
拾
四
萬
八
百
六
拾
参
回

苺
ク

E
．
元
金
償
還
金
金
参
百
戒
拾
八
萬
至
千
五
百
翌
拾
闘
昭
和
二
十
＿
―
-
年
＿
二
月
＿
二
十
一
日

牙

八

、

徴

牧

原

簿

調

躾

費

・金
参
拾
参
萬
五
キ
・
八
百
武
拾
四
皿

二、

J

子
金
参
百
九
拾
登
蔓

千

晉

＾

拾

籠

廣

島

市

長

笥

井

信

―
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九
‘
認
翠
炉
叶
紐
金
参
拾
参
萬
五
千
闘

―
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、

諸

殺

金

登

闘

昭

和

二
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廣
乃
市
報
第
二
十
七
琥

あ
ろ
。

但
し
こ
の
推
算
は
昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
度
か
ら
ア
）
れ
を
施
行
す
ろ

昭
和
二
十
＿
―
-
年
一
＿
＿
月
―
―
-
＋
一
日

痰

島

市

長

預

井

信

―

―

―

昭
和
二
十
＿
＿
＿
年
度
炭
島
市
特
別
會
計
戦
災
復
興
費

歳

入

出

豫

算

追

加

．

、

歳

入

芸

雑

牧

入

金

参

拾

式

萬

回

、
‘

1

l

、

雑

牧

．

入

金

参

拾

戒

萬

邸

．．
 

六

、

繰

越

金

金

参

拾

萬

回

一
、
前
年
度
繰
越
金
金
参
拾
萬

oo

歳

入

合

計

金

六

拾

或

萬

闘

歳

出

一

、

戟

災

復

興

費

金

六

拾

式

萬

闘

五

、

建

築

費

金

六

拾

式

萬

回

歳

出

合

計

金

六

拾

式

萬

回

歳

入

出

差

引

棧

金

た

し

．

！
 

・o廣
島

市

告

示

第

二

親

，

明
治
四
生
＿
年
法
律
第
一
二
十
五
琥
種
痘
法
第
五
條
に
基
き
、

本
年
度
定
期
痙
痘
を
左
の
通
り
施
行
す
る
。
＇

昭
和
二
十
三
年
阻
月
五
日

廣
島
市
長

記

一
、
誓
並
び
に
桧
診
期
日
及
び
場
所
は
別
表
の
通
り
で
あ

冤i--、
種
痘
を
受
け
る
べ
き
も
の
は
左
の
追
り
で
あ
る
。

巌
ぇ
年
二
歳
の
者
（
昭
和
二
十
二
年
出
生
者
）
第
一
期

＆
翠
え
年
十
歳
の
者
（
昭
和
十
四
年
出
生
者
）
第
二
期

但
し
定
期
前
二
年
以
内
に
種
痘
を
受
け
善
感
し
た
證
あ

る
者
を
除
く
。

．
 

洩

井

信

＆
前
年
定
期
種
痘
に
不
菩
感
並
び
に
猶
豫
中
の
者
．

盆
箭
の
指
定
期
日
に
種
痘
を
受
け
す
、
そ
の
他
種
痘
を

怠
り
、
又
は
こ
れ
を
受
け
た
證
跡
の
不
明
な
未
成
年
者

一
、
病
氣
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
指
定
期
日
迄
に
稲
痘
を
一

受
け
る
こ
と
で
き
た
い
と
き
は
、
き
の
事
由
を
具
し
て
猶

種

痘

月

日

桧

診

月

日

、

時

間

自

午

後

一

時

至
午
後
―
―
一
時
＿
―
-
十
分

＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ＂ ”
 

＂ ＂ ＂ ＂ ”
 

，

二

十

日

＂
二
十
一
日

II

二
十
＿
―
-
日

五
月
胃

＂

四

日

＂

五

日

II

六
日

＂

七

日

＂
八
日
．

＂
十
七
日

＂
十
八
日

＂
十
九
日

＂
二
十
日

"
二
十
一
日

II

二
十
二
日

四
月
十
九
日

＂
二
十
日

＂
二
十
一
日

"
二
十
＿
―
-
日

五
月
＿
―
-
日

＂

四

日

＂
五
日
．

＂

六

日
七
日

，
 

ー＂

八

日
十
七
日

い

9

,4'’

,＇`＼
1,1
_
 

'
,
 ．． 
｀̀II‘ 

讐
．
申
出
で
ら
れ
た
い
。
又
桧
診
を
受
け
き
｝
と
の
で
き
一
｛

思
事
由
の
あ
る
と
き
は
そ
の
3

日
を
屈
盆
出
で
ら
れ
た
い

四
、
本
市
稲
痘
所
外
に
お
い
て
菰
痘
を
受
け
た
と
き
は
稲
痘
[

十
日
以
内
に
届
出
で
ら
れ
た
い
。

證
を
受
け
た
日
か
ら

，

定

期

種

痘

日

割

表

所

昭和l
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＿ F
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篠
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學

校
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い
．
咋

•
”
十
九
日
．
．

I
I

二
十
六
日
．

I
I

大
芝
小
學
校
＂

，

二

十

日

．

II

二

十

七

日

”

基

町

母

子

寮

保

育

所

闘

係

町

内

第

一

期

該

嘗

者

し』'

.]

.

I

I

二

十

一

日

”

二

十

八

日

”

袋

町

小

學

校

通

母

賊

係

各

町

、

.

,h
J平
二

日

”

二

十

JL
日

＂

，

織

町

小

學

絞

”

.
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.
I
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廣
島
市
横
川
町
一
丁
目
ー

0
五
六
番
地
先
横
川
橋

0
炭
島
市
告
示
甲
第
四
競

北
詰
よ
り
同
市
同
町
三
丁
目
七
七

0
ノ
一
番
地
先
迄

．
昭
和
二
十
ー
ー
一
年
四
月
二
十
日

．

旅

島

市

長

演

井

信

ー

ー

ー

の

間

．

市
金
庫
に
お
け
ろ
現
金
取
扱
時
間
は
次
の
通
り
と
す
る
。
＠
廣
島
市
己
斐
西
本
町
二
四
九
六
番
地
先
憫
光
橋
北

廣
島
市
役
所
執
務
開
始
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
。
但
し
、
七
一
詰
よ
り
同
市
己
斐
中
本
町
二
吾
一
九
番
地
の
八
先
迄

●
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
＿
二
十
一
日
ま
で
の
間
及
び
毎
週
土
曜
の
間

日

は

午

士

一

時

ま

で

と

す

る

。

一

二

、

市

街

地

又

は

人

家

稗

密

な

鴇

所

に

お

け

る

法

第

十

條

に

ょ
ろ
自
動
車
の
最
高
速
度

・
響

｀
＇
‘

’
ヽ
f
‘
,
＼
ヽ
’
し
、
／
~
（
；
ー
＇
ー
ー
，
＇
｀
’
ヽ
＼
j
i
)

）

‘
l
'
、
／
り
i

-

1
，
令
第
千
八
條
第
一
項
第
・
一
就
の
自
動
車
毎
時
四
十
粁

0
炭
島
市
公
安
委
員
密
告
示
第
一
雖

町

島

｀
．
路
交
迪
取
締
法
（
以
下
法
と
い
う
）
並
び
に
道
路
交
通
取

-

2
，
令
第
十
八
條
第
一
項
第
二
就
の
自
動
車
毎
時
L

二
十
粁

い
う
）
に
よ
る
道
路
の
交
通
に
脳
す
る
必

-

3
，
令
第
十
九
條
第
一
項
の
緊
急
自
動
車
毎
時
七
十
粁

締
冷
（
以
下
令
と

＾
蔽
二
十
一
條
に
よ
り
緊
急
自
動
車
以
外
の
自
動
車
の

.‘
 

要
な
制
限
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

i

一
追
越
し
を
禁
止
す
る
楊
所

昭
和
二
十
一
＿
一
年
三
月
七
日

市

．

！

P

府

島

市

公

安

委

員

會

＿

1,
橋
梁
隧
道

・
一
、
法
第
六
條
第
一
項
に
よ
り
逍
路
の
池
行
を
禁
止
及
び
制
一

21交
迎
の
雅
踏
す
る
出
所
又
は
危
院
な
揚
所

南

・

眼

す

ろ

岡

域

四

、

．

法

第

二

十

一

條

第

二

項

令

第

二

十

八

條

第

一

項

第

五

琥

．
．
 

1
．
廣
島
市
段
誓
町
＿
―
-
六
六
番
地
先
よ
り
岡
市
南
段
厭
町
―
[
戸
[
い
[
第
一
項
第
五
琥
に
よ
る
車
馬
の
停
車
又
は

六
六
四
番
地
先
迄
の
間

閲
（
但
し
自
轄
車
を
除
く
以
下
同
じ
）
の
北
行
胆
"
-
L軌
逍
上
（
但
し
交
叉
附
で
右
折
し
よ
う
と
す
る
と
き
を

漿
止

.
2
廣
島
市
出
汐
町
五

C
番
地
よ
り
同
市
比
治
川
本
町
―
―

-
i
-
2符
し
く
狭
宙
た
逹
路

一
四
番
地
先
の

ml取
馬

の

西

行

通

行

沢

韮

―

1
軌
道
敷
内
及
び
鐵
逍
踏
切
よ
り
丘
米
以
内

3
、
炭
島
市
荒
神
町
二
七
番
地
よ
り
伺
市
阿
町
七
一
番
地
先
一

4
そ
の
他
交
通
の
妨
科
と
な
ろ
ぺ
さ
楊
所

巻

屑

漿

靡

行

骨

禁

J

t

-

J

i

、

令

第

二

十

七

條

に

よ

る

翡

器

森
畏
堪
所
に
お
い
て
は
小
馬
（
自
祁
車
を
怜
く
）
の

L
母
校
利
院
兒
窟
遊
凶
地
附
近

許

を

禁

止

す

る

一

＆

裔

名

皐

屈

嬰

店

璧

憐

一

I
•
1
9
―
―
―

:
'
1

ー
！

は
じ

w北

II 

＂
二
十
七
日

”

二

十

八

日

I

I

-
―
―
十
日

五

月

十

日

"

+

．
一
日

＂

十

二

日

”
+
-
．
―
―
日

II

十

四

日

II

十

五

日

”

二

十

四

日

”

二

十

五

日

＂
二
十
六
日

”

二

十

七

日

”

二

十

八

日

＂
二
十
九
日

四
月
二
十
六
日

＂
二
十
七
日

“

二

十

八

日

I
I
-
―
―
十
日

五

月

十

，

日

II

十

一

日

＂

千

二

日

f
l
.
+
―
―
―
日

十

四

日

十

五

日

二
十
四
日

ì
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31公
園

．

仏
橋
梁
隧
道

且
泥
土
、
汚
水
、
廊
埃
等
を
飛
散
し
て
他
人
に
迷
惑
を
及

！
 9-

ぽ

す

場

所

，

．

一

贔
生
生
徒
の
隊
列
又
は
碑
列
そ
の
他
行
列
に
近
す
い
た
一

と
き

附
ー

J
U
l
.

こ
の
規
定
は
認
籐
法
施
行
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

‘
、̀
l
/
‘
~
ヽ
ー
、
~
i
f
\
,
…
＇

~
i

・

〇
炭
島
市
公
安
委
員
會
告
示
第
二
禁

廣
島
市
自
勁
車
述
轄
免
許
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
・

昭
和
二
十
三
年
三
月
七
日
．

廣

島

市

公

安

委

員

會

・
廣
島
市
自
動
車
逮
轄
免
許
規
定

、

第

一

年

早

継

則

第
一
條
道
路
交
通
取
締
法
（
以
下
法
と
い
う
）
及
祁
逍
路

交
通
取
締
令
（
以
下
令
と
い
う
）
に
定
め
る
自
動
車
の
疵

轄
免
許
及
び
L
J

れ
ら
に
つ
い
て
の
申
睛
屈
出
手
綾
は
同
法

令
に
よ
ろ
の
外
こ
．
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
條
法
令
又
は
こ
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
屈
出
は
別

段
の
規
定
が
あ
る
も
の
の
外
住
所
地
所
轄
容
察
署
長
を
経

由
し
て
廣
島
市
公
安
委
且
合
に
な
さ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い

第

二

衆

那

靱

免

許

窃
＿
二
條
令
第
四
十
二
條
の
規
定
に
よ
つ
て
那
轄
免
許
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
別
記
第
一
就
の
申
睛
甚
に
戸
莉
抄
本

臼
芭
一
葉
（
巾
睛
前
六
ヶ
月
以
内
に
採
影
し
た
名
刺
版
脱

桁
正
面
牛
身
無
台
紙
の
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
哀
面
に
扱
形

年
月
日
を
記
栽
し
た
も
の
以
下
同
じ
）
梢
帥
病
賂
力
歴
糾

カ
色
官
及
び
四
眩
逍
勁
ば
布
に
閥
ナ
ろ
啓
師
の
診
斯
芥
を
一

添
え
炭
島
市
公
安
委
且
合
を
紐
山
し
て
炭
島
縣
公
安
委
且

令
に
巾
請
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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庶
島
縣
公
安
秀
．
且
會
殿

式
第
二
競
（
第
四
條
の
規
定
に
よ
る
も
の
）

円
~

添

付

上

ー

自
動
車
ー
瑕
晨
免
許
申
請
魯

ー

且
員

篇
及
び
有
効
期

向

•I 

賃
旦
．

直
喜戸
—
ー
1

一
ド
ロ
―
條
の
規
定
に
よ
る
も
の
）

爪

□
巡―

-9[[lfi[靱
者
辿
桃
地
[
翡

氏

名

R

―

生

年

廣
島
市
公
安
委
且
合
殿

二
、
免
許
證
の
種
類

一

免

許

證

の

将

琥

一

交

付

年

月

日

式
第
三
琥
（
第
六
條
の
規
定
に
よ
ろ
も
の
）

-＿
-

i

、
初
巡
紐
地

屠
｀
巡
轄
免
許
證
下
附
巾
請
芯

許

の

種

類

・

一

四

、

探

器

包

地

襄

許

證

の

下

附

忍

受

け

た

い

か

ら

合

格

證

明

甚

を

誓

食

閉

醤

望

翌

合

し

士

し

た

か

ら

岳

．

一

羹

び

99a,＼
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報 市 島 廣
様 飩右

名
月

日

廣
島
縣
公
安
委
且
會
殴

氏

名

R 

氏

名

R 

昭
和

年

月

日

り
出
川

n.I•• 
`
 

＼
 

様
式
第
四
琥
（
第
七
條
の
規
定
に
よ
ろ
も
の
）

自

動

車

迦

轄

渚

屈

一
、
免
許
證
の
種
類
及
び
免
許
番
琥

二
屈
出
の
要
旨

右
の
通
り
で
す
か
ら
免
許
證
訂
正
下
さ
る
よ
う
屈
け
出
致

L

ま
す

昭
和

年

月

日住

所

廣
島
市
公
安
委
員
會
殿

氏

名

R 

て
申
請
致
し
ま
す

昭

和

年

月

日
住

所

,
J

⇒
 

ーー

＇ 

譴""

闘"“―

9. ，．
 

則

炭
島
市
公
安
委
且
令
阪

――― 
氏

名

⑰

様
式
第
七
就
（
第
十
條
の
規
定
に
よ
ろ
も
の
）

叫＿
添

付

一

上

口

轄

免

許

證

再

交

付

申

請

一

、

免

許

證

の

種

別

免

許

證

の

番

琥

二
、
再
交
付
申
睛
の
邪
由

右
の
通
り
で
す
か
ら
免
許
證
再
交
付
下
さ
る
よ
う
臼
虹
二
葉

添
え
て
巾
硝
致
し
ま
す

昭

和

年

月

日

住

所

廣
島
市
公
安
委
且
會
殿

氏

名

R

冒

―

條

の

規

定

に

よ

ろ

も

の

）

自
勁
車
蓮
轄
免
許
證
桧
査
申
請
魯

一

、

免

許

種

別

免

許

證

番

琥

一
、
交
付
年
月
日

右
免
許
證
の
桧
査
を
願
ひ
皮
く
意
餌
二
葉
及
び
免
許
證
を
添

え
て
申
請
致
し
ま
す

昭

和

年

月

日
住

所

廣
島
市
公
安
委
員
會
殿

氏

免
許
證
を
添
え
て
屈
け
出
致
し
ま
す

昭

和

年

月

日

名

＠ー

~. 

、公

＇ 

閥
ル
市
雑

第
二
十
七
益

9

、
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'
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ヽ
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令
第
四
十
四
條
第
一
項
第
一
琥
の
規
程
に
該
営
す
る
も
の
第
六
條
蓮
膊
免
許
證
の
下
附
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は

は
前
項
の
申
請
害
に
自
勁
車
練
習
所
の
登
行
す
る
證
明
書
別
記
様
式
第
一
＿
一
琥
に
よ
り
第
一
＿
一
條
第
一
項
の
旗
項
及
び
令

令
第
四
十
四
條
第
一
項
第
二
琥
に
該
常
す
る
も
の
に
あ
っ
第
四
十
四
條
の
二
の
規
定
に
よ
る
合
格
證
明
書
を
添
え
申

て
は
在
學
中
自
勁
車
に
闘
す
る
學
科
を
修
得
し
た
3

日
の
證
請
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
芥
及
び
令
第
四
十
四
條
第
一
項
第
一
＿
一
説
に
該
嘗
す
る
も
令
第
四
十
四
條
の
二
の
規
定
に
よ
り
本
縣
以
外
の
試
瞼
に

の
は
蓮
韓
免
許
證
又
は
そ
の
窮
を
添
え
な
け
れ
ば
た
ら
注
合
格
し
た
も
の
は
第
三
條
第
一
項
の
軍
項
及
び
合
格
證
明

い

。

害

を

添

え

注

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

現
に
那
轄
免
許
を
有
す
ろ
も
の
で
異
種
の
運
轄
免
許
を
受
第
三
章
蓮
韓
免
許
證

け
よ
う
と
す
る
も
の
は
現
に
有
す
ろ
渾
轄
免
許
證
窮
を
添
＇
第
七
條
令
第
四
十
七
條
の
規
定
に
よ
る
本
籟
住
所
又
は
氏

え
で
戸
籍
抄
本
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
名
を
愛
更
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第
四
琥
に
よ
っ
て
屈
け

第
四
條
令
第
四
十
五
條
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
恨
渾
轄
出
で
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
ろ
も
の
は
別
記
様
式
の
申
請
書
に
前
項
の
屈
け
出
で
の
本
籟
叉
は
氏
名
を
菱
更
し
た
と
き
は

琶
呉
二
葉
及
び
現
に
有
す
ろ
蓮
轄
免
許
證
を
添
え
て
申
請
戸
籍
抄
本
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
竺
゜

し

な

け

れ

ば

な

ら

た

い

。

第

八

條

令

第

四

十

七

條

の

規

定

に

よ

ろ

主

た

ろ

蓮

縛

地

を

第
五
條
令
第
四
十
二
條
第
二
項
第
一
琥
乃
至
第
三
琥
に
規
楚
更
し
た
と
き
は
別
記
様
式
第
五
琥
に
よ
ろ
屈
書
及
び
窓

定
す
ろ
も
の
の
外
左
の
各
戟
の
一
に
該
営
す
る
も
の
に
は
餌
一
葉
に
蓮
韓
免
許
證
を
涼
え
て
屈
け
出
で
な
け
れ
ば
注

速

轄

免

許

證

を

興

え

た

い

。

ら

な

陀

゜

一
、
免
許
申
請
若
し
く
は
受
瞼
に
際
し
不
正
を
行
い
又
は
第
九
條
令
第
四
十
八
條
の
規
定
に
よ
り
蓮
醜
｀
免
許
證
の
拾

免
許
を
受
け
な
い
で
自
動
車
を
運
轄
し
殺
覺
の
日
か
ら
査
を
受
け
よ
う
と
す
ろ
も
の
は
毎
年
二
月
、
五
月
、
八
月

一

年

を

経

過

し

た

い

者

叉

は

十

一

月

中

の

十

日

迄

に

別

記

第

六

琥

の

申

請

蓄

に

述

二
、
赤
黄
害
の
見
分
け
で
き
な
い
者
又
は
困
雄
た
者
轄
免
許
證
及
び
窮
顔
二
葉
を
添
え
て
申
請
し
た
け
れ
ば
な

―
―
-
、
眼
鏡
を
使
用
し
て
五
米
の
距
離
で
万
國
親
力
表
七
段
ら
な
陀
゜

以
下
の
見
分
け
が
で
き
な
い
者
又
は
困
難
も
者
’
第
十
條
令
第
五
十
一
條
の
規
定
に
よ
・
り
蓮
轄
免
許
證
の
再

四
、
喪
作
的
に
梢
紳
又
は
身
体
に
異
朕
を
来
た
し
そ
の
病
下
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
別
記
様
式
第
七
琥
の
申

．
胞
が
自
勁
車
を
運
縛
す
る
に
適
し
た
い
と
認
め
た
も
の
請
害
に
琶
呉
二
葉
及
び
破
担
の
品
合
は
該
運
醜
．
免
許
證
を

五
、
四
肢
の
運
勁
が
不
完
全
で
自
勁
車
を
運
轄
す
る
に
適
添
え
て
申
請
し
-
)
ば
け
れ
ば
な
ら
文
5
。

し
た
い
と
認
め
た
も
の
•
第
十
一
條
令
第
五
十
二
條
の
規
定
に
よ
り
迦
韓
免
許
證
又

六
‘
性
質
素
行
甚
し
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韓

免

許
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様

式
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し
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し
ば
交
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に
違
反
し
た
も
の
の
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芹
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轄
免
許
照
又
は
瑕
逃
轄
免
許
諦
を
添
え
d

べ
け

f
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・
八
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前
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就
の
外
性
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又
は
身
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に
箸
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欠
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あ
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左
ら
れ
5
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動

車
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轄
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に
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と
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こ
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定
ば
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察
法
施
行
の
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を
施
行
す
る
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則
第
五
項
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七
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の
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付
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受
け
よ
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免
許
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琶
県
二
葉
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に
準
じ
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申
請
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な
け

れ
ば
な
ら
な
い
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四
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期
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下
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し
た
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許
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す
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所
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受
け
な
け
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ば

な
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な

い
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廣

島

市

告

示

乙

第

一

競

．

努
働
基
準
法
第
八
十
九
條
に
よ
る
就
業
規
則
と
し
て
、
次
の

晨
、
規
嬰
誓
程
を
指
定
す
る
。
各
課
麿
長
は
常
時
、

ア
J

の
就
業
規
則
及
び
榮
慟
協
約
雪
を
見
易
い
場
所
に
掲
示
、

又
は
備
え
付
け
ろ
等
の
方
法
に
よ
つ
て
、
所
屈
員
に
周
知
さ

0
.
 

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
昭
和
二
十
一
＿
一
年
四
月
一
日

●

●

●

●

島

市

長

渡

井

信

三

就

粟

規

則

一
、
廣
島
市
役
所
執
務
時
皿
｀
．

二
、
廣
島
市
役
所
那
務
休
倅
日
條
例

-
t
-
‘
廣
島
市
吏
且
給
料
條
例
．

四
、
廣
島
市
旅
毀
條
例

．

．

 

五
、
炭
島
市
有
給
吏
且
退
殴
料
、
退
職
給
奥
金
、
坦
族
扶
助

料
及
び
死
亡
給
典
金
條
例

六
、
炭
島
市
職
且
退
職
手
常
支
給
規
則
‘

七
、
将
定
加
給
支
給
規
程

八
、
臨
時
壻
給
支
給
規
程

九
、
特
別
手
窃
支
給
規
程

．． 

+
、
廣
島
市
市
内
出
張
手
営
支
給
規
則

十
一
、
廣
島
市
臨
時
食
卓
料
支
給
規
則

十
二
、
臨
時
衣
族
乎
祁
支
給
規
程

十
三
、
炭
島
市
屈
且
規
則
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十
四
、
廣
島
市
被
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貸
典
規
程
．

十
五
、
廣
島
市
復
興
局
職
且
現
場
勤
務
手
常
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給
規
則

十
六
‘
'
廣
島
市
立
衛
生
試
験
所
兼
務
手
常
支
給
規
程

十
七
、
廣
島
市
立
市
民
病
院
兼
務
手
嘗
支
給
規
程

十
八
、
廣
島
市
吏
且
採
用
昇
格
規
則
，

十
九
、
廣
島
市
吏
且
考
査
規
程
、

二
十
、
廣
島
市
職
員
分
限
規
則
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一
、
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市
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盆
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四
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水
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．
午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
．
＇
．

但
し
•
•
土
曜
日
は
午
十
一
．
一
時
ま
で
：
＇

十
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
，

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

．
 

但
し
、
土
曜
日
は
午
士
一
時
ま
で
．． 
＇， 

9ー',1,_,...',＇,9.＇，＇,_1,,9,＇，＇,＇

廣
島
市
役
所
事
務
休
停
8
條
例

．．
 
、
昭
和
二
十
二
年
條
例
第
二
十
四
琥

毎
年
八
月
六
日
は
本
市
の
平
和
記
念
日
と
し
て
市
役
豚
那
務

を
休
倅
す
ろ
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孟
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
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治
＿
＿
＿
十
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年
九
月
告
示
参
甲
第
二
十
＿
醤
庄
J

れ
を
寂
止

J
 

す
る
。
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島
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役

所

執

務

時

間

，

．

明
治
二
十
九
年
十
一
月
告
示
参
甲
第
五
十
一
魏

大
正
十
一
年
七
月
告
示
甲
第
四
十
三
琥

大
正
十
三
年
六
月
告
示
甲
第
四
十
琥

執
務
時
間
は
、
休
日
及
び
休
暇
日
を
除
き
左
の
通
り
と
す
ろ

四

月

一

日

か

ら

七

月

二

十

日

ま

で

・
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午
前
八
時
か
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午
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四
時
ま
で

但
し
、
土
曜
日
は
午
十
二
時
ま
で

七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

午
前
八
時
か
ら
午
十
二
時
ま
で

九

n
一
日
か
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十
月
ー
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十
一
日
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で
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島
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吏
且
給
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例
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十
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例
邪
九
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第
一
條
贅
の
給
料
は
月
倅
と
し
そ
の
額
は
別
表
⇔
及
び
一
'
、

⇔
に
よ
ろ
、
但
し
特
別
の
事
由
が
あ
ろ
者
に
つ
い
て
は
営

分
の
間
別
表
に
よ
ら
た
い
こ
と
が
で
さ
ろ
。
，
．
‘
]

第
二
條
月
倅
は
岱
月
分
を
征
月
二
十
一
日
に
支
給
す
る
、

但
し
災
杏
そ
の
他
特
別
の
亦
梢
が
あ
る
場
合
は
そ
の
後
の

三
ヶ
月
分
以
内
を
前
波
支
給
ナ
る
こ
と
が
で
さ
る
。

新
任
、
培
作
、
退
戟
芳
し
く
は
死
亡
し
た
者
の
給
料
又
は
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．h-第
四

條

削

除

第
五
條
車
馬
賃
は
共
の
経
過
せ
し
路
程
の
綿
数
を
合
し
て

之
を
支
給
す
、
但
し
一
位
未
満
の
端
数
は
切
捨
と
す
。

第
六
條
雨
會
計
年
度
に
跨
る
旅
行
は
各
年
毎
に
計
算
す
。

第
七
條
退
職
者
事
務
引
織
及
び
痰
務
調
理
又
は
在
識
中
の

康
務
取
調
等
の
為
旅
行
せ
し
む
る
と
き
は
前
職
相
常
の
旅

費
を
支
給
す
。
『

第
八
條
新
に
任
用
す
る
為
召
喚
す
ろ
者
は
新
任
職
相
常
の

旅
費
支
給
す
。

第
九
條
旅
行
中
退
職
又
は
死
亡
し
た
る
と
き
は
前
職
相
常

の
旅
役
を
以
て
営
地
迄
支
給
す
。

第
十
條
前
條
の
場
合
に
於
て
其
の
日
敷
を
計
罪
す
る
は
汽

車
は
一
日
二
百
哩
、
船
は
一
日
百
海
里
陸
路
は
一
日
十
二

里
詰
と
す
、
但
し
距
離
接
近
し
て
敗
種
相
跨
る
と
き
は
各

共
の
里
程
の
十
二
分
の
一
を
以
て
一
時
間
の
行
程
と
し
一

日
の
旅
行
時
間
は
士
一
時
間
と
し
共
の
日
数
を
計
尊
し
通

罪
の
上
よ
る
生
す
ろ
一
日
未
満
の
端
敷
は
一
日
と
し
て
計

罪
す
。

第
十
一
條
総
て
市
残
を
以
て
支
辮
す
べ
き
旅
毀
に
し
て
別

段
規
定
た
き
も
の
は
本
則
の
範
固
内
に
於
て
市
長
之
を
定

む
但
し
腐
郷
旅
殺
を
要
す
る
掛
合
も
亦
同
じ
。

第
十
二
條
市
内
と
雖
も
念
行
を
要
す
る
掛
合
に
於
て
は
里

程
に
賊
せ
キ
宜
我
を
以
て
車
馬
投
を
支
給
す
る
ア
）
と
あ
る

ぺ
し
。

第
十
＿
＿
＿
條
別
表
の
定
額
は
市
長
に
於
て
減
額
支
給
す
ろ
こ

と
を
得
。

．

附

則

靡

例

は

公

布

の

日

よ

り

之

魯

翠

゜

餞

道

貨

喋

翫

他

布

泊

料
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員

！夏ヽ

廣
応
市
報

娯

一鰐麟
委

員
理

事

主

事

親

學
技
師
・

書
記
一
九

•
O
O

9
ー
'
1
,
．
，
'
,
．
,
こ
'
,
＇
9
~

廣
島
市
有
給
吏
員
退
隊
料
、
退
眼
給
典
金
譲
族
扶

助

料

及

び

死

亡

給

典

金

條

例

．

第

一

章

綿

則

第
一
條
本
市
吏
員
及
び
共
の
逍
族
は
本
條
例
の
定
む
る
所

に
依
り
退
隈
料
、
退
職
給
典
金
、
惹
族
扶
助
料
又
は
死
亡

給
典
金
の
給
典
を
受
く
る
の
楠
利
を
有
す
。

第
二
條
本
條
例
に
於
て
吏
員
と
稲
す
る
は
地
方
自
治
法
の

規
定
に
依
る
有
給
吏
員
又
は
有
給
吏
且
た
り
し
者
を
謂
ひ

澁
族
と
稲
す
る
は
吏
員
の
祖
父
、
祖
母
、
父
、
母
、
夫
、

妻
及
び
子
に
し
て
吏
且
死
亡
の
常
時
之
と
同
一
籟
内
に
在

る
者
を
謂
ふ
。

吏
且
死
亡
の
鴬
時
胎
兒
た
り
し
子
出
生
し
た
る
と
き
の
前

項
の
規
定
の
涸
用
に
付
て
は
共
の
死
亡
の
営
時
其
の
戸
籟

内
に
在
り
た
ろ
も
の
と
希
倣
す
。

第
三
條
澁
族
に
し
て
本
條
例
に
定
む
る
給
典
を
受
く
る
は

妻
、
子
、
夫
、
父
、
母
、
祖
父
、
祖
母
、
の
順
位
に
依
る

前
項
の
規
定
に
依
ろ
同
順
位
に
依
ろ
同
順
僚
の
者
数
人
あ

ろ
と
き
は
左
の
順
位
に
依
る
。

一
、
子
に
付
て
は
吏
且
を
被
相
絞
人
と
し
た
る
逹
森
相
絞

の
順
位
に
準
キ
。

二
、
．
父
母
に
付
て
は
接
父
郎
を
先
に
し
て
宜
父
母
を
後
に

す。

三
、
祖
父
節
に
付
て
は
査
父
鈷
の
父
母
を
先
に
し
箕
父
母

二
等

•
七
五

二
等

ー
等

一
等

'-

・
八
〇

•
九0

・九

0

ニ
四
•
O
O

―1
0
・
0
0
 

――――-`

0
0
 

八
•
O
O

―ニ・
0
0

一
四
•
O
O

一
六
•
O
O

の
父
母
を
後
に
し
父
母
の
養
空
母
を
先
に
し
宜
‘
i
i
.
1

後
に
す
。

先
順
位
者
た
る
べ
者
後
順
偉
者
た
る
べ
き
者
よ
り
後
に

生
す
ろ
に
至
り
た
ろ
と
き
は
前
項
の
規
定
は
営
該
後
順

位

者

失

樅

し

た

ろ

後

に

限

り

之

を

適

用

す

。

一

第
四
條
退
瞬
料
及
び
逍
族
扶
助
料
は
年
金
と
し
退
職
給
典
一

金
及
び
死
亡
給
典
金
は
一
時
金
と
す
。
．
—

第
五
條
e
吏
員
の
在
職
年
は
就
職
の
月
よ
り
起
算L
退
職
叉
•

は
死
亡
の
月
を
以
て
絡
る
。
退
隷
後
再
就
職
し
た
る
と
き
-

は

前

後

の

在

職

年

月

数

は

之

を

合

算

す

。

―

但
し
左
の
各
詈
一
に
該
営
す
ろ
在
職
年
月
敷
は
合
算
竺

曹

〇
す一

、
本
條
例
又
は
従
前
の
規
定
に
依
り
退
隠
料
若
は
退
職
．
一

給
典
金
を
受
く
る
の
資
格
を
失
ひ
た
る
在
戟
年
月
敷
。

二
、
退
隠
料
を
受
く
る
の
樅
利
消
滅
し
た
る
場
合
に
於
て

共
の
退
隈
料
の
基
礎
と
な
り
た
る
在
琺
年
月
撤
，

三
、
退
職
給
典
金
又
は
死
亡
給
興
金
の
基
礎
と
為
る
べ
き
＿

在
職
年
に
付
て
は
過
去
に
於
て
退
駿
給
奥
金
の
基
礎
と

為
り
た
ろ
在
職
年
月
敷

退
職
の
営
日
又
は
習
日
再
就
戟
し
た
る
と
き
は
之
を
勤

絞
と
看
倣
し
退
戟
し
た
る
月
に
於
て
再
就
職
し
た
ろ
と
・

き
の
再
在
琺
年
は
共
の
月
の
翌
月
よ
り
之
を
起
罫
す
。

i

第
六
條
退
認
料
及
び
逍
族
扶
助
料
の
給
典
は
之
を
受
く
べ

さ
叫
由
の
生
じ
た
る
月
の
翌
月
よ
り
之
を
始
め
捕
利
泊
滅
一

の
月
を
以
て
終
ろ
。

第
七
條
年
金
の
年
額
又
は
一
時
金
の
給
典
金
額
の
闘
位
未

溜
は
之
を
闘
位
に
満
た
し
む
。

第
八
條
退
牒
料
及
び
遺
族
扶
助
料
は
共
の
年
額
を
四
分
し

餌
年
一
月
、
四
月
、
七
月
、
十
月
に
於
て
共
の
前
月
分
迄

を
支
給
す
但
し
死
亡
又
は
梱
利
の
喪
失
茜
は
第
十
七
條
第

二
琥
及
び
第
三
琥
に
依
る
倅
止
の
5

叩
合
は
期
＂
り
に
拘
ら
ふ

r
1
-
I
 だ

ー

湛
•. 

t
.
畜
t

會

r
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醤
し
て
は
起
訴
せ
ら
れ
た
た
め
休
職
命
じ
た
者
に
は
給

斜
を
支
給
し
な
唸

緊
急
事
態
等
が
生
じ
た
揚
合
は
前
項
の
期
日
に
か
か
は
ら

竺

れ

を

支

給

す

る

。

第

十

條

退

聴

者

事

務

引

懇

布

し

く

は

賤

喜

理

の

た

め

特

に
命
を
受
誌
蒻
に
従
事
す
ろ
揚
合
は
前
琺
の
給
料
額
に

誓
條
新
任
者
常
月
分
の
給
斜
ほ
疲
令
の
翌
日
よ
り
日
削

よ
っ
て
日
割
を
も
つ
て
支
給
す
る
。

を

以

ご
J

れ
を
支
給
す
る
、
但
し
法
令
そ
の
他
に
特
別
の

一
條
給
料
の
計
算
は
錢
位
に
止
め
日
剖
計
冥
は
そ
の

定
の
あ
る
も
の
は
ア

j

の
限
り
で
た
い
。

る
、
但
し
左
第
十

言

言

讐

翌

）

現

且

数

に

よ

る

。

，

．．
 

第
四
條
退
毅
者
の
給
料
は
営
月
分
を
支
給
す

付

Jj

記
各
琥
の
一
に
該
営
す
忍
事
由
に
よ

K

r

H

y

 

~
ら
ア
）
れ
を
施
行
し
昭

は
そ
の
嘗
日
迄
日
割
を
以
ご

j

れ
を

第
十
二
條
三
羞
例
は
公
布
の
日
ヵ

ら

れ

た

者

に

到

し

て

．

支
給
す
ろ

0

.

i

n

二
十
一
年
七
月
一
日
に
遡
つ
て
こ
れ
を
適
用
す
る
、
但

る
日
割
計
算
は
公
布
の

た
め
引
級
き
一
9
二
十
日
以
上

し
第
四
條
及
び
第
六
條
に
規
定
す

一
、
楊
痰
疾
病
を
除
き
私
事
の

日

か

ど
J

れ
を
懇
用
す
る
。

執
膀
し
な
か
っ
た
と
き
。

第
言
一
條
炭
品
市
吏
且
給
料
規
則
は
こ
の
條
列
適
用
の
日

二
、
市
吏
旦
の
体
面
を
汚
し
又
は
信
用
を
失
ふ
行
第
が
あ

か
ら
こ
れ
を
殷
止
す
る
。

っ
た
と
き
。

日
に
お
い
て
現
に
吏
員

不
都
合
な
行
為
が
あ
っ
た
と

第
十
四
條
昭
和
二
十
一
年
七
月
一

三
、
戟
務
に
違
背
し
そ
の
他

こ
の
條
例
の
規
定
に
よ
っ
て
受
く
べ
き
監

で
あ
っ
た
者
が

き。

曰

に

お

い

て

内

地

籍

炭

島

市

旅

費

條

例

・

i

給
に
開
し
て
必
要
互
畢
項
は
別
に
市
長
誓
誓
定
め
る

第
五
條
在
慧
中
死
亡
し
た
者
の
給
料
は
常
月
分
を
そ
の
澁

族
に
支
給
す
る
。

明
治
三
十
一
年
六
月
告
示
参
田
・
第
十
＿
＿
＿
戟

太
を
除
く
以
下
同
じ
）
外
に
あ
る
吏
晨
の
給
料
の
額
は
ア
）

•
•
前
項
の
逍
疾
及
び
そ
の
順
位
は
炭
島
市
有
給
吏
且
追
隊
料
第
十
五
條
昭
和
二
十
一
年
七
月
一

大

正

七

年

二

月

告

示

甲

第

七

琥

す
そ
の
者
の
内
雙
凰
ま
で
の
問
は

及
び
死
亡
給
典
金
條
例
の
例

の
條
例
に
か
か
は
ら

退
職
給
典
金
、
血
退
族
扶
助
料

に

さ

る

。

大

韮

九

年

十

月

告

示

甲

第

七

十

航

醤

11
條
例
第
一
＿
＿
琥

昭

和

七

ら
日
割
を
以
言
そ
の
者
か
同
曰
に
お
い
て
現
に
受
け
た
給
料
の
額
及
び
臨

時
家
族
手
常
相
常
額
の
合
計
額
と
す
る
。
．

第
六
條
培
俸
、
減
俸
は
痰
令
の
翌
日
か

昭

和

十

―

―

―

年

四

月

條

例

第

六

琥

喜
の
規
定
に
該
嘗
す
る
者
が
そ
の
内
地
師
還
に
際
し

}

J

れ
を
支
給
す
る
。

第

七

條

病

氣

贄

五

十

日

を

起

へ

ゑ

笈

誓

璽

め

昭

和

十

六

年

五

月

條

例

第

二

琥

昭

和

十

七

年

四

月

條

例

第

二

琥

の

條

例

に

よ

り

受

く

べ

き

琥

給

に

闘

し

て

必

要

羞

閤

．

慧

鷹

誓

れ

を

定

め

る

。

～

、

昭

和

二

十

二

年

條

例

第

十

．

＿

＿

＿

琥

誓
―
―
-
＋
日
を
超
え
る
者
の
給
料
は
そ
の
十
分
の
五
に
和

窟

す

る

額

を

讐

る

。

但

し

公

麿

讐

警

翌

病

の

た

る
と
き
旅
中
一
切
の

度

は

服

忌

の

た

め

の

敏

勤

ピ

る

眼

り

で

忍

。

（

別

表

）

一

t

額

第

一

條

喜

は

公

務

に

依

り

旅

行

す

第

八

僻

塵

茫

該

営

す

る

者

暑

蜀

し

く

は

死

亡

の

場

合

戟

長

別

月

五

、

0
0
0間
以
下
紫
＿
＿

rooorul以
上

一

費

用

に

喜

各

之

醤

皐

。

の

こ

の

條

例

誓

贋

誓

五

條

の

適

用

に

つ

望

は

前

市

庄

一

條

旅

我

は

別

表

に

定

慧

翌

喜

之

虞

皐

祠
言
非
筐
喜
蓼
羹
羞
麿
鷹
繁
遵

役
月
三
、

0
0
0傾
以
下
二
、

0
0
0掴
以
上

々
＂
入
役
月
二
、
0
0
0
~以
下
一
、
五
0
0
闘
以
上

條
に
よ
っ
て
支
給
を
受
け
る
給
料
額
を
基
礎
と
す
る
助

第

九

條

休

職

者

に

翫

し

て

は

そ

の

休

峨

期

間

中

は

給

料

の

9

l

I

-

＿

支

躾

し

難

き

と

ぎ

は

籐

時

i

披
費
を
支
給
・
す
。

i.

、

3
ぃ’

三
分
の
二
を
減
じ
た
も
の
を
支
給
す
る
、
但
し
刑
事
事
件
扉
表
ご
一

月

額
-._-00 

―――――

¥
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＿
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墨
畏
砂
額
此
の
金
額
に
逹
す
る
迄
の
間
共
の
支
給
を
停

止
す
、
但
し
市
長
は
受
給
者
の
申
請
に
よ
り
、
五
年
以
内

前
項
の
退
懇
料
の
年
額
は
在
毅
年
十
四
年
未
満
の
者
に
在

之
を
給
す
。

に
於
て
期
間
を
定
め
返
還
す
べ
き
金
讐
募
し
暑
饗
料

り
て
は
逮
職
営
時
の
給
料
年
額
の
百
五
十
分
の
五
十
に
相

慶
條
本
條
例
に
定
む
る
総
典
を
受
く
る
の
庶
利
は
之
を

年
額
よ
り
控
除
と
茂
額
を
支
給
す
る
}
-
J

と
を
得
。

給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
る
日
よ
り
五
年
間
請
喜
ざ
ろ
職
す
ろ
金
額
に
在
職
年
十
四
年
以
上
の
者
に
在
り
て
は
前

第
十
九
條
遷
隠
料
は
之
を
受
け
又
は
受
く
べ
き
者
左
の
各

條
の
規
定
に
依
り
計
算
し
た
ろ
金
額
に
各
共
の
倍
痰
疾
病

と
き
は
時
放
に
因
り
て
消
滅
す
。

第

作

害

菜

職

中

左

の

各

詈

ー

に

熊

母

る

と

き

は

の

程

度

に

従

を

醤

料

年

讐

＋

分

の

一

乃

至

十

分

の

七

詈

一

に

該

賞

す

る

場

合

に

於

て

は

之

を

支

給

学

。

第
十
1

ハ
條
退
饗
料
を
受
ぷ
の
稲
利
を
有
す
る
喜
晨
一
、
在
職
中
の
職
務
に
闘
す
る
犯
罪
（
過
失
犯
を
除
く
）

如

の

引

讐

麿

在

職

に

付

本

條

例

に

定

む

ろ

給

典

を

受

を

加

え

た

る

金

額

と

す

。

＇

く

る

の

塁

格

を

失

ふ

。

に

恩

胄

以

上

の

刑

醤

虐

れ

た

ろ

と

き

。

．

二

、

死

慶

は

無

期

習

二

年

贔

誓

霞

喜

喜

一

、

翌

屡

息

誓

セ

ら

れ

た

る

と

き

。

し

塁

璽

一

・

年

以

上

に

し

羹

格

原

因

な

く

し

て

追

二
、
不
都
合
の
行
食
あ
り
た
る
に
因
り
魯
職
せ
ら
れ
た
ろ
職
し
た
る
と
き
は
前
後
の
在
載
年
月
数
を
荊
算
し
て
退
墜

料
年
額
を
改
定
す
但
し
其
の
年
額
従
前
の
退
隈
料
年
額
ょ
の
刑
醤
せ
ら
れ
た
ろ
と
き
J

三
、
固
籟
を
失
ひ
た
る
と
き
0

.

と

き

・

、

三

、

禁

錮

以

上

の

刑

醤

虐

れ

た

る

と

き

e

り
少
き
と
き
は
伯
●
前
の
逮
懇
料
年
額
を
支
給
す
。

廣
第
十
一
條
吏
員
は
毎
月
其
の
給
料
月
額
の
百
分
の
一
に
相
第
十
七
條
退
際
料
は
之
を
受
く
る
者
左
の
各
詈
一
に
該
四
、
死
亡
し
た
る
と
き
。

常

す

る

金

額

を

本

市

に

納

付

す

べ

し

。

営

す

ろ

と

き

は

共

の

間

之

を

停

止

す

。

↑

第

一

＿

一

年

早

退

懇

給

呉

金

第
十
二
條
本
條
例
に
定
む
る
給
典
を
受
く
る
の
梱
利
は
之
一
、
年
齢
四
十
歳
に
滴
つ
る
月
迄
は
退
墜
料
の
金
額
四
十
第
二
十
條
吏
且
在
職
誓
年
以
上
十
四
年
未
應
じ
て
退

島
を
談
渡
し
叉
は
採
保
に
供
す
る
rJ
と

を

得

宅

但

し

恩

給

職

し

た

る

と

き

は

退

職

賞

時

の

給

斜

月

額

に

相

常

す

る

金額
に
在
職
年
の
年
数
を
果
じ
た
る
金
額
を
退
識
給
典
金
と

懃
誓
四
十
五
警
駆
に
満
つ
る
月
迄
は
退
讐
和
の
四
分
の

し
て
給
す
、
但
し
第
五
條
第
三
項
に
依
り
退
職
の
鴬
日
又

一
を
停
止
文
但
し
公
務
に
因
ら
ざ
歪
倍
痰
疾
病
の
党

金
庫
に
担
保
に
供
す
る
は
此
の
限
に
在
拿
゜

晨
醤
ぇ
ざ
る
者
に
付
芯
蒻
の
事
梢
の
止
む
に
至

第
十
三
條
本
條
例
に
定
慧
給
呉
を
受
＜
喜
梱
利
を
有

は
翌
日
再
就
職
し
た
る
に
依
晶
祓
と
看
倣
す
場
合
又
は
．

す
る
者
共
の
受
く
べ
き
給
典
を
受
け
中
し
て
死
亡
し
た
る

市
と
き
は
之
を
吏
且
鼠
翌
給
し
塁
誓
と
き
は
死
亡
ぢ
迄
及
び
第
十
五
條
の
規
定
に
依
り
退
陸
料
を
受
く
る
第
十
四
條
若
は
第
十
五
條
又
は
第
三
十
一
條
に
依
り
退
隊

料
を
給
す
る
蝙
合
は
此
の
限
に
在
ら

4g

者
に
付
イ

J

は
之
を
停
止
せ
力

ー
・
ニ
、
本
市
吏
員
に
再
就
戦
し
た
る
と
き
は
其
の
就
職
の
月

者
の
相
綾
人
に
給
す
。

・

,-

〗
〗
〗
／

L
[
二
/
*
〗

□
ロ

[

ロ

ロ

一
、
死
刑
又
ば
無
期
若
は
二
年
を
超
ゆ
る
慾
役
若
は
禁
錮
第
三
十
條
本
條
例
施
行
前
よ
り
引
緻
き
在
琺
す
ろ
吏
且
の

の
刑
に
虞
せ
ら
れ
た
ろ
と
き
、
及
禁
錮
以
上
の
刑
の
執
退
捻
料
叉
は
逍
族
扶
助
料
支
給
年
限
の
叶
罪
に
付
て
は
共

行
中
又
は
執
行
前
に
在
ろ
者
に
付
逹
族
扶
助
料
を
給
す
の
在
戟
十
二
年
を
以
て
在
駿
十
四
年
と
介
倣
す
。
但
し
＊

ペ

さ

那

出

を

生

じ

た

ろ

と

き

。

條

例

施

行

後

在

屈

十

二

年

未

滴

に

し

て

退

戟

し

た

省

、

再

二

、

図

籟

を

失

い

た

ろ

と

を

。

就

駿

し

た

ろ

晶

合

は

此

の

限

に

在

ら

＋

。

三

、

死

亡

し

た

る

と

さ

。

笹

二

十

一

條

従

前

の

規

定

に

依

り

受

く

る

退

楳

料

に

付

て

四

、

共

の

床

を

去

り

た

ろ

と

さ

。

は

之

が

本

條

例

に

依

り

受

く

る

省

と

S
倣
ナ
、
但
し
第
七

但
し
、
爽
又
は
子
に
し

廣
島
市
戟
且
退
戟
手
営
支
給
規
則

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
規
則
祁
一
九
琥

第
一
條
市
吏
且
、
啜
托
且
、
阿
且
（
以
下
吏
且
と
い
う
）

が
退
駿
又
は
死
亡
し
た
と
さ
は
、
こ
の
規
則
に
よ
り
退
脳

手
賞
を
支
給
ナ
る
。
但
し
左
に
揺
げ
る
村
に
は
こ
れ
を
支

給
し
た
い
。

一
、
征
月
一
定
の
給
村
の
支
給
と
受
け
た
い
省
。

二
、
常
的
勁
粒
に
服
す
る
を
＊
行
と
し
た
い
オ
。

た
』

．．
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ì,f.tLi、
4i
'く

99‘,＇‘•• i
,.’•"
'•9 

，`
；↓．,．

，

1

‘

,

i

'
i
t
991/
i

、9•• 

！
.
.

.、

9
-.
.
.

‘,

,＇‘
・̀9,．
、911

,．
i
,'合、

．、．9̀
ー、99,9、ヽ
5
,1
.,▲.`
'L

”
 

t
";
H

月じパ
8
:、9,1.h
.；
”蛉5ーl
`
i
'
if
!t,.
i'，．

．

jーー
ー，9i.
1

,
i
,
j
ir,
'ー
|
i'

r

,

1

1

,

9・
19,•• 
＇
|
＇

ー
、•9

.)

＇
［
:
‘

.

9ーリ
4
•• 
,t9,＇
・、

1iaA9・・ー
・'rー・1
,＇1・

・,
••• 

I

ー`

！

~
、

9

j
9

,
4

,

．．
 
,＇し‘’

'fI,＇‘,9,．0

.• 

9.

‘‘,‘̀
ti

蝙

n,a

ぐ

"-,999,•• 
'
，
'
、
'

.,
｀
.
`
＇
、
ヽ
．

，

＇

—
9
\
i
J
9

•. 

!
l
.
1
,

＇,9‘.

;̀，

9、、
9.‘i
、)，9・
＇ヽ
・・・i
:-
9バ

7(99
99,1
199,19,！9i!¥‘
.,9
,．
,
＇
ー、
',

"1,t.、

-f
!
！＂
バ
9`，
．9
り
"'卜．
ーヽ、．
，

＇3．
9,．；9J
,1
,
[
3
'
，a.;
'‘t-’‘,
’]ふ
’,5
．ばャ
・'i

9
9
99 

•.
• 
＇ 

9
9
I
.999

、ー
dt
;＂t'i
t.I↓'‘,．I占ー
、il;．．
 
，
 
．．
 

:
f

'

9
9
.
、
＇

卜

r
,

．
,
9
•
9
1
1
,

;

•

_
`
'
r
~
’

、
,

9
9

渭
心
コ
でi

；

ー
ー
'

;
~
9

,
f

9
、
.

＂
，

f
J
:
,
．
9
9

.
＃
．

，
•
し

4
~
I

:
+
9
ーぃ

，

L
↓
r
,

t
、
9

r
'

,
'

1
,
1

J
.
，

．

．
 

',•9 

;
,
1u!`'，i‘
,̀＇ヽ
，＇t-9．,
i99•• 
，'’9,＇:‘
『;
．,
'9-
‘!i‘
"川
況

i
i
t1..
1
I
.9l

:
n,
Ki
t

ー島，書；且馴i上

.
,
.
.
4ヽ
"
1̀
1
、
I
l

.1
'
9
;

•

I
i
l

―
-..
.

.

 

,．-， 
．

．．
 

=’—_ 99 99●●=•=ミ---’'-ェ＝コ3 -- “

報 . •市 島
．
 

ヽ
9

、 ・・・--・● • • •一
..._ - . .  ! 

賓
鳥
市
環

鼠

外

;:-・=・=・・.:.....;.----0-ここ一=-tてこ― .̀:... :..::—`::..:..'J.’-•• - ＇’’ '．．＇.． ． 99,9■ 9●9 . .  9999-

三二 5冗天石戻至面=＝二 5俸別 L定よにきこ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 給表て

0 0111額 一支 か
にる臨との

扶 時 れ 規
= = ---.-----＿給 i
- - -- - - - - - -—――加其す

養家を程

5 8:Jし九八八七七六五四三亘給のる心塁農開庄附
---0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0円 額 ー こ

ー ー・-ー― I-- IIl --------― すを営す昭
四 四四 堕四四三三＝＝ ＝ ＝ ＝ と直支ろ和
五四＝ o九八
0 0 55 5oo o o o 

石天至面三悶 幻 I]置給゜ニ

0 0  OPJ額
で 表 す 規 内 十 則
き第ろ程地ニ
菟ー者第外年

に に 二 に 一
よは條ぁ月
ろ‘及ろー
金第び者日
額ー第で以
を條＝
暫第篠

あ降
つの

定三
加琥規

のて給
‘典

給の定内に
と規に地つ

四四
四＝

門四四 三 三 三 三 三 己 三 三加
.● 

●-一•
9 9 

0 00 0  
〇九八七六五四――
0 0 0 0 0 0 ――  

給
000円額匹—←--'--

五五五五五•五
八七六五四 三 ニ ー

五五五四四四四俸

0 0 0 0 0 
0 :Jし八

0 0 0 0 0 
七六給

000円額

加
給
額B

 

四
四
〇

四
五

0

四
六
〇

四
七
〇

四
七

0

四
八
〇

四
九

0

四

jLo

四
九
〇

五
0
0

五
ー

0
琵
00-

l
 

•• 

”否゚
雪
條
職
員
と
し
て
現
に
受
け
て
い
ろ
給
料
暫
定
加
給
及

葛
臨
時
翌
給
の
合
計
額
が
、
別
表
第
二
の
そ
の
者
の
年
齢

醤

皐

ろ

金

額

醤

羹

い

と

き

は

、

そ

の

差

額

に

相

需
す
ろ
金
額
だ
け
暫
定
加
給
を
培
額
支
給
す
き
j

と
が
で

き
る
。

．

第
四
條
．
豚
定
加
給
の
支
給
に
つ
い
て
は
給
料
支
給
の
例
に

よ
ろ

市助牧
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て
き
る

三
、
臨
時
の
職
員

四
＇
、
禁
錮
以
上
の
刑
の
確
定
し
た
者
第
五
條
一
前
一
・
一
條
に
掲
げ
歪
事
由
に
よ
り
退
戟
又
は
死
亡
し

‘

五
、
懲
戒
又
は
こ
れ
に
渫
ヤ
ベ
き
事
由
に
よ
つ
て
堡
職
を
た
揺
員
に
封
し
て
は
そ
の
勤
綾
期
開
に
か
か
わ
ら

i

ア
、
少

・

命

．

ぜ

ら

れ

た

者

く

と

も

給

料

月

額

の

一

月

半

分

に

相

常

す

る

金

額

を

支

給

？
六
、
賽
格
を
髪
更
し
た
楊
合
で
あ
っ
て
も
引
叙
ぎ
在
職
す
す
る
。
．

，
ろ
者
叉
は
逮
職
の
日
若
く
は
そ
の
翌
日
再
就
職
し
た
者
第
六
條
勤
絞
期
間
は
次
の
方
法
に
よ
つ
て
こ
虹
を
計
算
す

•

第
二
條
遜
琺
し
た
眠
員
に
謝
し
て
は
次
の
各
琥
に
よ
っ
て
る
。

·

-. .

.

.

.

-
.

9

計

算

し

た

金

額

の

合

計

額

以

内

を

支

給

す

る

一

ぺ

勤

綾

期

間

は

月

を

も

つ

て

計

算

し

一

年

未

滞

の

端

数

一
、
勤
綾
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
塁
は
滴
一
年
毎
に
給
口
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る

．

．

 

• 

二
、
戦
員
（
第
一
條
但
魯
第
一
絣
及
び
第
二
就
の
規
定
に

斜
月
額
の
百
裂
五
十
に
相
嘗
す
る
金
額

廣
二
、
勤
綾
五
年
”
超
え
、
十
年
以
下
の
期
間
に
つ
い
て
は
該
裳
す
ろ
者
を
除
く
）
の
引
き
細
な
た
在
職
期
間
は
、

・
碗
ー
一
年
毎
に
給
料
月
額
の
百
分
の
五
十
五
に
相
嘗
す
る
こ
れ
を
迎
算
す
る

＿

．4

・

三

、

休

職

そ

の

他

現

宜

に

職

員

を

執

る

こ

と

を

要

し

な

い

・
金
額

島
＿
二
、
．
勁
綾
十
年
を
超
え
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
●
て
は
在
揺
期
間
は
こ
れ
を
半
減
す
る
。
但
し
召
集
に
よ
る
入

猫
一
年
毎
に
給
料
月
額
の
百
分
の
六
十
に
相
常
ず
る
金
笹
（
こ
れ
に
迎
・
・
で
ろ
取
扱
い
に
よ
ろ
入
螢
を
含
む
）
期

額

、

ヽ

『

間

は

}
j

の
限
り
で
な
い

四
、
勤
絞
十
五
年
を
超
え
二
十
五
年
以
下
の
期
間
に
つ
い

、

四
、
勤
叙
期
間
四
十
年
を
起
え
る
も
の
は
、
こ
れ
を
四
十

．
て
は
滴
一
年
徒
に
給
料
月
額
の
百
分
の
六
十
五
に
和
営
年
に
止
め
究
・

｀

f

．

市

第
七
膝
退
職
手
営
計
算
の
基
礎
と
な
ろ
給
料
月
額
と
は
退

．．
 

こ
す
る
金
額

五
‘
勤
絞
二
十
五
年
を
認
え
る
期
間
に
つ
い
て
は
惑
一
年
職
又
は
死
亡
嘗
時
の
本
給
野
定
加
給
及
び
臨
時
培
給
(
l

合

周

↑
毎
に
給
料
月
額
の
百
分
の
六
十
に
相
賞
す
る
金
額
計
額
と
し
日
給
者
に
あ
っ
て
は
日
給
額
、

．暫
定
加
給
ぶ
び

第
三
條
傷
炭
疾
病
に
よ
り
そ
の
職
に
棠
え
す
逮
載
し
た
隷
熙
時
培
給
の
合
計
額
の
三
十
倍
と
す
究

・
員
及
び
在
職
中
死
亡
し
た
戦
且
に
到
し
て
は
、
そ
の
者
の
第
八
條
逃
職
手
営
の
回
位
未
瀾
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

昭
勤
叙
期
間
に
應
じ
、
勤
務
成
紹
を
考
慮
し
前
條
各
琥
の
規
ア

J

れ
を
切
り
上
げ
る
。

．

．

．． 

＿
一
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
金
額
に
、
そ
の
五
割
に
和
営
す
第
九
條
本
人
死
亡
の
場
合
の
退
駿
手
嘗
は
、
こ
れ
を
逍
族

和十.
＿
＿
＿
る
金
額
以
内
を
加
算
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
モ
支
給
す
る
。

．
．．
 

、
年
第
四
條
職
務
執
行
上
の
傷
痰
疾
病
に
よ
り
退
識
又
は
死
亡
前
項
に
お
い
て
逍
族
と
は
、
兜
偶
者
（
厨
出
は
し
な
い
が

月
し
た
職
旦
及
び
翌
痙
に
よ
り
退
職
じ
た
職
員
に
弼
し
て
は
穿
宜
上
婚
姻
肋
係
と
同
様
の
忠
梢
に
あ
る
者
を
含
む
）
並

四＿
ヽ
そ
の
者
の
勤
綾
期
間
に
應
じ
勤
務
成
談
を
考
慇
し
て
第
び
に
本
人
と
同
一
戸
箱
内
に
あ
る
庶
系
卑
脳
、
一
直
糸
尊
屈

日

｀
褒
二
條
各
数
の
規
定
を
逼
用
し
て
計
算
し
た
金
額
に
そ
の
十
及
び
臨
時
家
族
手
嘗
支
給
規
程
第
三
條
に
定
め
る
ヰ
養
寧

割
に
和
営
す
る
金
額
以
内
を
加
算
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
族
．
た
る
弟
妹
を
い
う
。
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一

退
戟
手
賞
の
支
給
を
受
け
ろ
逍
族
の
顛
位
は
民
法
の
定
め

る
平
逗
産
相
綾
の
順
位
に
よ
る
。

．

．

第
十
條
職
員
死
亡
の
際
は
別
に
弔
祭
料
を
、
そ
の
速
族
に

支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

．
．
 

一

""9
.-
n
:
 

付

＂ 

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
ア

j

れ

を

施

行

す

る

．

．

第
六
．
條
の
規
定
に
よ
つ
て
通
算
せ
ち
れ
た
勤
絞
期
間
中
過
去

に
お
い
て
退
識
韓
職
等
の
車
由
に
よ
つ
て
退
戟
手
常
に
相
常

す
ろ
金
額
の
支
給
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
楊
合
に
お
い
て
は

そ
の
期
間
を
そ
の
者
の
勤
絞
期
間
か
ら
除
外
す
る
。

.
,

','9,＇,
，
．,＇,.,1、,＇9,1.，',199,`
!’',',9.

暫

定

加

給

支

給

規

程

，

．

．

・
・
昭
和
二
十
二
年
六
月
逹
田
・
第
十
一
戟

・
昭
和
二
十
二
年
六
月
逹
田
・
第
言
函

昭
和
二
十
二
年
十
月
十
五
日
告
示
乙
第
二
九
絨

第
一
條
こ
の
規
桂
に
よ
る
暫
定
加
給
は
、
本
市
有
給
吏
且

閉
託
員
、
屈
戯
叉
に
こ
れ
に
準
」
す
る
者
及
び
市
立
學
狡
琺
―

且
、
並
び
に
市
費
で
給
料
を
支
辮
す
る
市
に
準
す
る
者
及

び
市
立
挫
校
戟
且
、
並
び
に
市
我
で
給
料
を
支
辮
す
る
市

會
漆
務
局
、
図
魯
館
、
炭
島
市
迪
紐
管
瑶
委
且
會
職
且
及

び
月
俸
を
受
け
ろ
消
防
際
且
（
以
下
琺
且
と
い
う
）
こ
れ

を
支
給
す
る
。
但
し
、
左
に
扱
げ
る
者
に
は
こ
れ
を
支
給

L

注
い
。•
一

．
．

-
.
、
営
時
勤
謗
に
服
す
る
を
本
旨
と
し
た
い
者
又
は
毎
月
i

ー・
一
定
の
給
料
若
し
く
は
手
霜
の
支
給
を
受
に
な
い
者

、`

二

休

職

中

の

者

芝
、
内
地
（
棒
太
を
除
く
以
下
同
じ
）
外
に
あ
る
者

四
、
臨
時
の
娯
託
員
、
府
旦
但
し
、
藤
託
又
は
府
傭
の
日

か
ら
六
ヵ
月
を
起
え
た
者
は
こ
の
限
り
で
注
い
。
．

第
二
條
暫
定
加
給
の
額
は
、
別
表
第
一
に
よ
る
金
額
と
す

．
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四
ー
・
不
具
痰
疾
者

・
・
り
ー
＊
一

前
項
の
扶
養
家
族
で
勤
勢
所
得
●
嘩
業
所
得
そ
の
他
月
額

二
百
圃
以
上
の
牧
入
の
あ
る
者
は
こ
れ
を
扶
養
家
族
と
し

た
い
9
.

.
』

第
四
條

．
臨
時
家
族
手
嘗
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

別
紙
様
式
に
よ
る
扶
養
家
族
認
定
申
請
書
を
市
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
養
家
族
に
異
動
を
生
じ
た
と

き
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

第
五
條
臨
時
家
族
手
嘗
の
月
額
は
百
五
十
回
に
、
第
二
條

及
び
第
三
條
の
規
定
に
よ
る
扶
養
家
族
の
員
数
を
乗
じ
て

得
た
金
額
と
す
る
。

'

第
六
條
臨
時
家
族
手
嘗
の
支
給
窟
分
は
左
の
各
琥
に
よ
る

一
、
臨
時
家
族
手
営
の
支
給
を
受
け
ら
れ
ろ
要
件
を
具
備

す
ろ
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
第
四
條
の
規
定
に
よ
る

申
賄
甚
を
受
理
し
た
日
の
屈
す
ろ
月
の
翌
月
か
ら
、
支

給
を
開
始
す
る
。

二
、
臨
時
家
族
手
営
の
支
給
を
受
け
ら
れ
る
要
件
を
欠
ぐ

よ
う
に
た
っ
た
と
き
は
、
こ
の
事
宜
の
褻
生
し
た
日
の

屈
す
る
月
の
翌
月
か
ら
、
支
給
を
毅
止
す
る
。

第
七
條
臨
時
床
族
手
営
の
支
給
を
受
け
ら
れ
る
者
の
身
分

が
二
つ
以
上
の
官
公
著
、
母
校
、
関
体
又
は
経
滸
に
一
且
る

品
合
に
は
、
他
の
官
公
署
、
學
校
、
開
体
又
は
粗
笥
よ
り

臨
時
家
族
手
称
の
支
給
を
受
け
な
い
品
合
に
限
り
こ
れ
と

支
給
す
る
。
但
し
、
他
の
官
公
署
｀
母
校
、
断
体
埒
よ
り

受
け
不
給
料
又
は
手
甜
の
額
が
本
市
よ

9
交
け
ろ
給
料
又

は
手
符
の
額
よ
り
多
い
嗚
合
は
こ
の
限
り
で
た
い
。

第
八
條
二
人
以
上
の
者
が
同
一
尿
族
を
扶
奔
ナ
ろ
昴
合
（

殿
且
で
な
い
丼
が
扶
咲
す
る
掛
合
を
含
む
）
の
比
時
呆
放

乎
常
の
受
給
者
は
、
そ
の
扶
査
な
放
と
閲
屈
ナ
る
牙
を
第

一
順
位
と
し
、
そ
の
扶
奔
ぶ
放
と
別
屈
す
る
対
と
祁
二
順

牡
屈
託
抒
科
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五
日
告
示
乙
第
二
七
駿

臨

時

培

給

支

給

規

程

、
昭
和
二
十
二
年
十
月
十

＾
現
に
咽
定
加

、
将
定
加
給
臨
時

第
一
條
暫
定
加
給
支
給
規
程
に
基
づ
翌

給
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
に
封
し
て

を
支
給
す
る
。

暫
定
加
給
蓋
規
給
程
第
二
條

培
給
（
以
下
臨
時
壻
給
と
い
う
）

ろ
金
額
と
す
る
。

第
二
條
臨
時
翌
給
の
額
は
、

翌
歪
暫
定
加
給
額
の
六
割
に
和
賞
す

附

則

；
）
の
規
程
は
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、

す
る
。
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特
別
手
堂
支
規
給
程

d

昭
和
二
十
二
年
六
月
一
＿
平
日
迎
甲
第
十
五
琥

昭
和
二
十
二
年
十
月
十
五
日
堂
翌
第
二
八
琥

豆
賞
、
獨
託
員
、

市
立
學
校
載
員
、
並

第
一
條
営
分
の
間
、
本
市
圧
勤
務
す

贋
員
、
各
竺
れ
に
準
？
る
者
及
び

び

靡

翠

給

料

を

支

雙

す

る

市
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二
月
一
日
か
ら
ァ
一
れ
を
適
用

三
j

の
規
則
は
昭
和
二
十
二
年
七

金

額

す
る
。
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宜

我

出

張

地

名

十

四

回

仁
保
町
の
内
金
翰
島
、
カ
ク
マ
島
、
峠
島

十

一

回

似
島
町

、

九

回

仁
保
町
の
内
向
逹
堀
越

七

闘

宜
津
町
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算

炭
島
市
臨
時
食
卓
料
支
給
規
則

＇
昭
和
二
十
一
年
八
月
十
七
日
規
則
第
十
七

昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
規
則
第
十
二
琥

廣
島
市
職
員
及
誓
晨
で
公
務
に
よ
り
施
行
す
ろ
者
醤

し
て
常
分
の
問
別
表
の
定
め
ゑ
所
に
従
溢
翡
（
一
翌

る
。
但
し
、
別
表
の
定
額
は
市
長
に
お

つ
い
て
）
を
支
給
す

塁
減
額
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
，

-

―
 

附

貝

本
規
則
は
｀
昭
和
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ど

j

れ
を
適
用
す

る
。別

表
謳

位
と
す
る
。

前
項
の
第
一
順
位
者
又
は
第
二
順
位
者
が
数
人
あ
ろ
掛
合

の
受
給
者
は
、
法
律
が
定
め
る
扶
養
義
務
者
の
順
位
（
同

順
位
内
で
は
男
は
女
に
、
長
は
幼
に
先
だ
っ
。
）
に
よ
つ
て

}
j
．れ
を
定
め
る
。

‘

‘

第
九
條
虚
低
の
申
請
又
は
申
請
の
週
延
に
よ
つ
て
不
嘗
に

臨
時
家
族
手
営
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
親
に
支
給
を
・

受
げ
た
手
常
は
、
こ
れ
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
な
お

爾
後
の
手
常
は
}
こ
れ
を
支
給
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。

第
十
條
前
各
條
に
定
め
る
も
の
の
外
、
臨
時
家
族
手
嘗
の

支
給
に
つ
い
て
、
給
料
支
給
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
、
ア
こ
れ
を
適

用
す
る
。

．

昭
和
二
十
一
年
七
月
一
日
に
お
い
て
内
地
外
に
あ
る
者
で
あ

つ
て
、
内
地
に
第
二
條
及
び
第
三
條
に
よ
る
扶
泰
塚
族
を
棧

骰
す
る
者
に
は
、
第
一
條
第
三
琥
の
規
定
に
か
か
わ
ら
す
そ

の
者
が
内
地
に
僻
還
し
た
月
ま
で
の
肌
、
月
額
百
六
十
五
回

に
内
地
に
茂
骰
す
る
扶
姿
家
族
の
且
敷
を
乗
じ
て
得
た
金
額

の
臨
時
尿
族
手
霧
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和
二
十
一
年
七
月
一
日
現
在
に
お
い
て
現
に
職
且
で
あ
ろ

者
の
内
扶
養
采
族
を
有
す
ろ
者
は
、
同
日
現
在
に
お
い
て
別

紙
様
式
に
よ
ろ
扶
密
尿
族
認
定
中
睛
柑
と
市
長
に
提
出
し
た

け
れ
ば
た
ら
た
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
巾
請
術
を
提
出
し
た
者
に
到
す
る
臨

時
呆
族
手
称
は
第
六
條
第
一
琥
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
、
昭

和
二
十
一
年
七
月
分
が
ら
こ
れ
を
支
給
ナ
ろ
。

別
紙
様
式

ゴ

扶
咲
采
族
邸
定
巾
請
宙

｀
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圃

ーニ
0
園
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消
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9

よ
り
特

ビ
‘
●
れ
を

叉
は
毎

け
な
い
者

二
、
休
揺
中
の
者

外
に
あ
る
者

但
し
娯
託
又
は
限
傭
の
日

-l-‘
ー内
地
（
棒
太
を
除
く
）

四
、
臨
時
の
頻
託
員
、
扉
員
、

誓
六
カ
月
を
超
え
た
者
は
こ
の
限
り
で
翠
。

喜
額
ほ
、
給
料
、
暫
定
加
給
、
臨

嘗
の
合
計
讐
二
割
に
相
常
す

竺

條

特

別

手

堂

の

時
玲
給
及
び
臨
時
家
族
手

支
給
の
例
に
よ
る

ろ
金
額
と
す
る
。

第
三
條
特
別
手
常
の
支
給
方
法
は
給
料

9
|
-

．
 n凡

二
年
四
月
一
日
誓
、
ア
）
れ
を
適

附

こ

の

規

麿

、

昭

和

二

＋

．

用
す
る
。
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市
市
内
出
張
手
営
支
給
規
則

昭
和
二
十
二
年
規
則
第
二
十
四
就

り
應
島
市
内
に
出
張
す
る

の
の
外
こ
の
規

第
一
條
本
市
職
員
で
公
務
に
よ

も
の
に
到
し
て
は
別
段
の
規
定
が
あ
る
も

皿

に

よ

り

出

張

手

堂

を

支

給

言

。

市

長

よ
る
。
但
し
出
張
勤
助
役
、
牧
入
役
、

j

れ
を
支
給
し
ぽ
。
委
員
、
理
事

第
二
條
出
張
手
常
の
金
額
は
別
表
に

思

と

き

は

乗

車

船

そ

の

他

の

喜
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車
、
船
舶
に
と
つ
た
雇

璽
一
條
出
張
勤
務
が
四
時
間
に
甕

叫
〗
罰
〗
＂
＂
ば
い
」
：
馴
｀
且

六
大
都
市
を

除

く

縣

外

、．り• 9
9
 

~

。＂
c
ヘ・

●
、

r9.
-

↑

.
5‘
.
 

直
渇
紅

｀
 

.』-―

.3.3.？ク，交，竺，‘3．李ご
"Jら
｝
て

/

.

.

i

l
:
`

し

¢
ふ
ざ
、．
．
．
し3
.
》
•

f
 •

• 

‘`，

乙
＂全
“r.
8・

．

．
 合＿ぢ・じ

．．
 念
・ぃ●

；＂た．↑
-
？
t
.
 

i
 4

.
 

,．
 

ょ• 9̀.:; ・、: ――_-、



，
 

’ヽい合9位
r卜
K
I
iー

1
1
1ー'gtー
，＇ー
！
！
9
，
;
9
199:
；
；
，
；
・'

i

r
を

'

,

:
n

―
―
―-
•
-
l
‘

日

L
¢
,9
l
.
r
l

上
'

,
9

9

.
，
．
i
:
；
＇
,
4

'
，
＇

，
ヽ

｀．
｀

「

,
.
(
：
'
，

9
,

．
,
'
’
 

・‘

,

i
'
 

l

l卜
11.,．．

 
9

,

•

'

，
'
.
,
2
,

｀

ヽ

1
.,

＇
,

9
 

i
.
，
i
'
t
1
1
|
 

•• 
f

i

g

.
：

'

・
ヽ
•

9

,．

，

'

，
1
:
｀
1
‘

.

，

9
:
;
‘
‘

,
1
i
'

＇

，
9
.
、
,

．

．
．
 

1

,
＇
t

，
ー

I
t
t
、
•

‘

ー

・
9

,
‘

し
、

．
f

r
.

9
i
l
9

.i
.9

9•• 
，
t
t
 

ti3 

•• 

-,＇」＇
,
L
・・1,、...
 
,．, •• 
i.1r!

！1,
i

'

i

1

.

 

·
-
'

、
•
9
.
i
i
:
|
．
ー
ー
1
,
1
`

＇

、
,

,̀',1・・ベ

riし‘ヽ
9•• 
し山、
．；
．．
 
ぃ`
，．、
，．．

 

',．h¢
J

土．tti.

！！
|'t
'

,

l
,
i
l
i
i
,
i
l
l
:
，
1
.

l
,
．
,
;
.
，
、

•• 

I
 

•• 
、1•• 
,'
，

，

 
•
• 

tt;91"9ー、，．

1
．i
.
f
.；

'

;
．
、

,

\
E

E
r
'
i
`
i
f
i
l
1
,
！

‘
、
i

i
!

'
1
t
‘
;

i

,
‘

、

,
•
I

.
t

i
9
1
、
.1
1
‘
•

•
9
f

!

u

I

鼻

＇
し

，
＇

，
9

•
9
9
9
r
,

＇

e
'

J
 

9,I
',t.R;‘

'、
•• 
`
4・

;
 
．． 
9
.
t
‘
»
,
t
4
[

「h
t
1

'

,
＇

，

9

ヽ
魯
•
9
/
，

．

1

,
．

1

1
,
1
1
1
.
！
．
，
．

，
f
・

・
・

9•• 
,
9

1

1

,
‘
•
ヽ
9

9.

1、

i
l
i
I'
：
:1,．
9,＇,9.!
！
9

.

”

.

;

．i
'．．
 
t:,1,9.，．じ≪“t;．r’h.！じ
9中．，4仕

．．．
 9ヽ,

l
.‘

'

、
.
，
．
,

．．
 

19,t
‘,t
i'4
9
 
•• 

‘.,．

、

i

ir"‘、di
,t'r
tり'.ヽ‘,f̀
4"icりt,＇．
F

|

，＂it'9.t'
夏

'r：ー、
i

9

9

 

.. 

•i' 

,．
 

、

-
9

:'

、

'
，1
1
,
.
q
:
'

L

;
＇
．, ．．

 
9e.
‘
,
J
し
'
’
/
’
ャ
“
;
.. JF.，

9
 

•••• 

-

；・1,．

9•• 
，、.＇,．-94

99
 ••••••
• 
9.‘
.

，

ヽ

9

•• 

,
 

•• 909•I
.'•114" 

行没fJ-JJ四年三十二和昭

‘• 

,`
 i

口
市

.-
≪‘
,
.
 

,．
 

』

-
.
 

，＂ 、．
•
• [．口

報

、:r , •-

炭
凡
市
邪
聟

外

｀ --

祁第第
四＝典・

第， 
ー ーとつ一

條條ナ條靭、て條
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披貸°被ろ被描
痰

貨奥
典品

服者服除
島

堵のはほ各員 塁ニニニニニーー·—-----． 
料作 戦こ典吏 服 七六五四三三二 5-Jl,八七六五

免補 又れす且 箕‘‘‘‘‘‘‘•、、、ヽ ＇ ヽ、

[ I I [ ： ［ヽ；［言言＇1二□□
ち採の

七月月月月）1月月月月月月 l 
にと際必は

上に月逹逹逹逹逹逹逹逹逹逹逹

披 すこ要3lj
逹甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲

服る れ が表第第十十
叫 t第第第第第第第第第第

を° を なに至八八＝四六四八四三ごー
返 箕 い よ 琥 駆 賎 蘊 軍 暉 輯諷戟
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ニ
八
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0
0

二
九
‘

.
0

0
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―
1
・
0
、
0
0

――j
-

、
0

0

――j
二
、
0
0

――――

l-、0
0

三
四
、
0
0

三
五
、
0
0

三
六
、
0
0

三
七
、
0
0

三
八
、
0
0

三
九
、
0
0

四
0
、
0
0

野民汚巡作 麟防 図工 汁liオi.！案共ノ祖電同其士蜘耀職 >l]
，．を及尿物

第

夫屎汲茄籾
梁投 派水守御

術所所ノ筍使 ノ
晏 表前前ろて中五な特納

饂 l伶副勁 名，
！第項項゜は使條い Bljし

訊二‘宕•長務疫 ll\
勤勁他殿＾他船生生 ，，一の但 ‘用 ゜， 使し

のな

細 下 ＾ 及ノ 膀務杓及氣サノ舶 捌j者使事け

船事水自
ノ 7K イ 乗 ： ・ 用饗表の用 由れ 』

乗ス茄勁
作作 納 ノ ノ 道ド機紺．巡監、 延の使衣期がば

‘'．鑓5 長揚 用料間 あた
糾 吋釦f
ノモ 'y紐•T 夫手只且且人

工工守雪 f闘砿 ／品貸期合期切の るら

衛 務 エッ士抑親督目典問に 間符計
をあ

とた
は'"J算

品限つ
認い．

、こ提は め、0

．． 、目 度 て れ出月 ら但

- =＝一
屈箇 薔 屈――

一三三日帽 と庄 を 1こに れし

1年 1年 II I年年
9 箇箇箇箇裂子及し 延支ょ ろ．、

1年 1年年年付‘使て次 長鰐る
こ期 すの゜

揚使

用れ使 るあ但
合用

期を用 ころし は期

短期 と者‘
こ間
の満.•· 

間縮間 がに貸 限了

表
すは でつ典
る‘

り又 ．
きい品 では ・I.
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一
、
こ
の
申
請
齊
に
は
家
族
全
員
を
記
戟
し
、
内
扶
蓑
家
族

と
し
て
認
定
方
を
申
請
す
ろ
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
家
族

が
主
と
し
て
職
員
の
牧
入
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

ろ
者
で
あ
ろ
J..J

と
を
證
明
す
ろ
に
足
り
ろ
事
項
を
具
体
的

に
且
つ
詳
細
に
記
入
す
る
。
（
特
に
孫
又
は
弟
妹
を
扶
養
し

て
い
を
掲
合
、
長
男
で
な
い
者
が
父
母
又
は
祖
父
舟
を
扶

養
し
て
い
ろ
椒
合
等
の
と
き
は
、
そ
の
特
別
の
事
由
を
詳

細

に

記

戟

す

る

こ

と

）

．

二
、
ア

J

の
申
請
粛
に
は
扶
養
家
族
で
あ
る
か
ど
う
か
を
證
明

す
る
資
料
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

三
、
職
業
の
桐
に
は
勤
先
の
あ
る
も
の
は
、
そ
の
名
稲
等
を

具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。

四
、
月
牧
額
の
桐
に
は
勤
傍
所
得
ば
か
り
で
な
く
蚕
産
所
得

事
業
所
得
等
も
あ
れ
ば
、
と
れ
を
見
積
り
所
得
の
稲
類
ご

と
に
そ
の
金
額
を
記
入
す
ろ
>-J

と。

五
、
市
長
が
h
J

の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
各
掴
記
栽

耶
項
を
桧
討
し
、
且
つ
そ
の
他
の
朕
況
に
つ
い
て
調
査
を

4
遂
げ
た
上
で
、
申
請
を
正
霜
と
認
め
た
と
き
に
限
り
該
営

゜

桐
に
認
印
す
る
こ
と

斑

島

市

雇

且

規

則

昭
和
二
十
二
年
九
月
三
十
日
規
則
第
十
四
琥
の
三

昭
和
二
十
二
年
十
月
十
日
規
則
第
十
六
琥

第
一
條
屑
員
の
命
免
、
服
務
、
給
興
等
は
特
別
の
規
定
あ
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筒
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箇
年

夏

服
一
箇
年

一
箇
年

一
箇
年

二
箇
年

一
箇
年

二
箇
年

二
箇
年

二
箇
年

ニ
密
年

二
箇
年.

-

一

外

套
三
箇
年

三
箇
年

二
箇
年

一
箇
年

三
箇
年

三
箇
年―― 
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一

衣

二
箇
年

二
箇
年

二
箇
年

一
箇
年

-，一箇年

二
筒
年

二
箇
年

＿
一
箇
年

二
箇
年―――― 

六
筒
月 ―― 

一
六一 六 ―--
箇位箇
月年月 1

箇箇箇
年年年 II I I I I 
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二
三
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二
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冬

服
二
箇
年

二
箇
年

二
箇
年

三
箇
年

一
箇
年

三
箇
年

三
箇
年

三
箇
年

二
箇
年

一
――
 

＿l-箇
年

一

雨

作
業
服

' .. 

＇ 

こ
と
が
あ
ろ
。

第
六
條
被
服
は
掲
合
に
よ
つ
て
は
代
料
と
し
て
手
嘗
を
支

給
す
ろ

0

J
,
J

の
楊
合
の
手
常
は
別
表
笹
―
一
に
よ
つ
て
月
額

を
給
料
と
同
時
に
支
給
す
る
。
但
し
新
任
‘
蒋
住
、
死
亡

の
揚
合
は
日
制
計
算
と
す
る
。

り

附

R

（
昭
和
二
十
二
年
七
月
二
十
八
日
遂
甲
第
二
0
琥
）
・

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
用

す
る
。
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附

則

l
 

ろ
も
の
の
外
F
]

の
規
則
に
よ
ろ
°
.

第
二
條
雇
且
は
事
膀
員
、
技
術
員
及
び
現
業
員
と
す
ろ
0

J.J.Q・・

規
則
は
公
布
の
日
か
ら
J..J

れ
を
施
行
す
ろ
。

↑

但
し
●
必
要
に
應
じ
戦
菰
に
は
監
替
班
長
、
組
長
等
を
置
＿
昭
和
十
七
年
四
月
一
日
逹
甲
七
琥
炭
島
市
雇
僻
人
規
程
は
こ

．
れ
を
陵
止
す
る
。

く
こ
と
が
で
き
る
。

．
．
 

屑
員
は
常
時
勤
務
と
臨
時
勤
務
の
二
程
と
す
ろ
。
別
表
〇
罷
且
給
料
表
（
月
給
の
部
）

t

箆

一

條

阿

員

の

勤

務

時

開

は

そ

の

勤

務

場

所

に

應

じ

市

長

琥

俸

給

額

琥

俸

給

額

琥

俸

給

額

円

円

．

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

．

＇

―

一

五

01
.
1f
五

＿

酋

0

二

九

七

一

―

-

0

第

四

條

阿

員

に

典

へ

ろ

休

日

、

休

暇

忌

引

は

左

ー

の

通

り

と

ニ

ー

六

0

-

＿

六

三

六

0

三

0

七

七

o
;

―

―

―

―

七

0

一

七

三

八

0

I

I

二

八

一

〇

す
ろ
0

.

一

、

休

日

・

・

忌

引

は

吏

員

の

例

に

よ

る

。

四

一

八

0

一

八

四

0

0

三

二

八

五

0

,

五
一
九
0
一
九
-
•
四
二
0

1

二
三

jLooノ

二
、
月
給
を
受
け
る
者
の
休
暇
は
吏
員
の
例
に
よ
る
。

六

二

0

0

二

0

四

四

0

三

四

九

五

o
:

三
、
日
給
を
受
け
る
者
の
休
日
並
び
に
代
休
暇
日
は
こ
れ

七

ニ

―

0

ニ

ー

四

七

0

-

＿

＿

五

一

、

0

0

0

を
出
勤
扱
と
す
る

C

.

八

二

[

-

0

ニ

ニ

五

0

0

I

二
六
一
●
0
五
0

第
五
條
屑
員
の
給
料
は
月
給
又
は
日
給
と
し
そ
の
額
は
別
．九

二

三

0

二

三

五

三

0

111七
i

一、

i
o
o

表
0
叉
は
⇔
に
よ
る
。
但
し
特
別
の
庫
由
が
あ
る
者
に
つ

1

0

二

四

0

二

四

五

六

O

H
I
八
一
、

l

五

0

・
い
て
は
、
別
表
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

ー

ー

ニ

六

0

二

五

五

j
L
o
-―
-jL-、
二
0
0

第
六
條
厨
員
の
給
料
支
給
方
法
は
左
の
通
り
と
す
る
。

一
、
月
給
を
受
け
る
者
は
廣
島
市
吏
員
給
料
條
例
の
規
定

三

二

八

o
.二
六

六

二

0

四

0

-

、

二

五

0

．

を
進
用
す
る
。
・

―
―
―
―
―
―
1
0
0
二
七
六
五
〇

二
、
日
給
を
受
け
る
者
は
勤
務
日
数
に
應
じ
て
前
月
十
六

：
日
よ
り
そ
の
月
の
十
五
日
ま
で
の
給
料
を
前
琥
に
雖
じ
ー
四
―
-
＿
二
0
二
八
六
九
0

て
支
給
す
る
。
但
し
月
二
回
以
上
に
分
け
て
支
給
す
る
別
表
⇔
雇
員
給
料
表
（
日
給
の
部
）

琥

俸

一

給

額

裁

俸

．
円

こ
と
が
で
き
る
。

三

、

日

給

を

受

け

ろ

者

は

新

採

用

、

培

給

、

減

給

、

何

れ

一

ー

五

、

五

0

九

の

揚

合

で

も

登

令

の

嘗

日

か

ら

支

給

す

る

。

二

六

、

0

0

1
0
 

•
四
、
日
給
を
受
け
ろ
者
が
、
公
務
の
た
め
傷
痰
を
受
け
●
三
六
、
五
0

1― 

叉
は
疾
病
に
罹
り
勁
務
す
ろ
L
J

と

が

で

き

た

い

と

き

は

四

七

、

0

0

―

ニ

そ

の

間

の

給

料

、

（

諸

給

典

を

含

む

）

を

支

給

す

る

も

五

七

、

五

0

1111 

健

康

保

瞼

法

そ

の

他

特

別

の

規

定

に

よ

り

休

業

中

の

給

六

八

、

0

0

；

一

四

料

支

給

を

受

け

ろ

場

合

は

、

そ

の

支

給

額

が

給

料

よ

り

＿

七

八

、

五

0

一

五

．

少

い

と

き

は

そ

の

差

額

を

支

給

す

る

。

八

九

、

0

0

一

六

給

円

額

九
、
五
〇

1
0
、
0
0

1
0
、

t
ハ
0

-

L

、
六

0

]
二
、
四
0

―――-、.
1
1
0
 

一
四
、
0
0

一
四
、
八
〇

-
0
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廣
n
W精

訳

外

休

取

日
一

、

四

大

簡

翡

翡

奈

、

秋

悶

梨

醤

一
、
一
月
二
日
、
一
月
三
日
、
十
二

n_-i十
一
日

一
、
餌
JJ
第
一
日
町
日
及
咽
―
―

-a瑶
日

誓

悛

農

靡

取

日

に

勁

務

し

た

と

さ

比

共

の

勤

脅

敷
に
応
じ
共
の
後
一
箇
JJ
以

内

に

於

森

翡

斎

念

箇

篠

熔

一

條

岱

蒻

を

命

ぜ

ら

れ

た

屈

A
に
財
L
て
は

塵
島
市
復
興
局
職
旦
現
場
勤
務
手
裳
支
給
規
則
・

一

昭
和
二
十
一
年
八
月
二
十
日
規
則
第
十
八
琥

昭
和
二
．
十
二
年
五
月
士
―

-
8
規

則

第

四

統

第
一
條
翌
腐
職
貞
に
し
て
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
現
物
勁
務

者
は
本
規
期
に
依
箆
勁
務
す
る
も
の
と
す
ろ
。

第
二
條
前
條
職
且
の
勤
務
時
間
農
休
暇
日
は
左
の
迎
り

と
す
る
。
但

L
、
亦
莱
又
は
勤
務
の
都
合
に
依
り
謀
長
に

於
て
勤
務
時
間
を
仲
縮
し
又
は
休
暇
日
と
雖
も
勤
務
を
命

一

・ナ
ろ
L
]
と
が
で
き
ろ
。

勁
務
時
間

四
月
一
日
か
ら
十
月
＿
二
十
一
日
ま
で

｀

午

前

七

時

か

ら

午

後

五

時

ま

で

十
一
月
一
日
か
ら
三
月
＿
二
十
一
日
ま
で

午
前
八
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

—_" -• ... 
----•一 9 --•999--••――--；：辛
俯守電迦船同衛戦｀ェ・：.

•長
莱轄‘

生．．•l·•·r| 
槻巡

勅 ，．’・ ：
、皿

衛工者閥醜督名
± 

•>旦
事作園防嗣ェ簗
務 嘗
見梁．疫出

納
習夫丁旦手貝人

---，~一

内

戟

名

廣
島
市
立
窃
生
賊
駿
所
兼
務
手
悩
支
給
規
程

昭
和
二
十
二
年
四
月
ー
―
-
＋
贔
農
喜

祁

一

條

麿

嘉

入

病

院

に

勤

務

す

ろ

木

市

礼

、

贋

で

、

炭

島

市

立

塁

醤

塁

碧

窟

討

し

て

ほ

左

の

骨

に

よ

り

峨

整

窒

委

摩

―

0

。

一

、

所

長

月

額

．

拾

五

皿

二

、

啓

師

月

額

拾

WJ

―-、

21務
を

取

扱

う

な

パ

＂

公

副

五

闘

第
二
悛
千
窃
登
吝
給
方
法
は
次
の
地
り
と

T
る。

［ 0 0 0 0 0 0 Oa額．

. --↓. ---

別
表
に
誓
塁
手
営
を
支
給
す
る
。

誓

條

徹

塁

碧

靡

し

た

喜

喜

翌

日

醤

務

に

差

慶
い
限
り
五
時
間
以
内
の
休
養
を
興
え
ろ
。

第
六
條
工
事
現
揚
に
於
て
宿
直
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
其

の
親
盤
喜
賛
ー
名
宛
輪
讐
を
以
て
宿
直
を
た
す
も
の

と

す

る

。

『

慧

條

農

條

に

定

め

な

羞

項

に

つ

い

て

は

本

市

一

般

の
規
定
を
適
用
す
る
。

．

."＂-

附

．

：
月

第
一
本
規
則
は
、
昭
和
二
十
云
」
六
月
一
日
よ
り
之
を
適

用
す
る
。

第

二

土

査

誓

翡

踪

に

お

い

て

適

用

中

の

現

楊

勤

務

手
賞
支
給
規
則
は
之
を
衷
止
す
る
。
[

＂＂リ

附

R

.

（
昭
和
1

平
二
年
・
五
月
十
三
日
規
則
第
四
芭

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
二
年
・
四
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適

用
す
る
。

別
表

匿

分

支

給

額

月

俸

職

且

．

一

日

五

闘

日

給

戟

且

一

日

二

回

’
~
9
,
l
1
1
_
，
1
，
ー
！
＼
1
，
'
_
＇
,
1
l
i
i

ー

守

術

形
朕
圏
ノ
如
シ

迦

縛

者

縦
四
糎
、
横
六
糎

金
モ
ー
ル

船
舶
乗
組

ノ
機
閥
士

同

，

前

船

長
衛
生
巡
親

形
朕
固
ノ
如
シ

衛
生
監
督

四
糎
、
横
六
糎

地
質

日
覆

帽
章

金
モ
ー
叱
縦

1

そ
の
月
の
十
五
日
以
前
に
喜
盈
誓
喜
に
．
十
-

ロ
六
日
以
後
に
お
け
る
退
職
者
、
死
亡
者
に
は
至
月
分
を

．
．
 
支
給
す
る
●
’

9.

二
、
．
そ
の
月
の
十
五
日
以
前
に
お
げ
る
退
職
者
、
死
亡
者

喜
平
六
日
以
後
に
お
け
る
新
任
者
に
は
支
給
し
笙

゜
ぃ

三
、
病
氣
又
は
私
事
の
た
め
、

．そ
の
月
の
全
日
数
を
欠
堕

し
た
者
に
ほ
支
給
し
｀
姦
い
。
’
.

第
三
條
手
嘗
金
は
そ
の
月
分
を
翌
月
に
支
給
す
る
。
｀
但
し
●

=
]
月
分
喜
覧
、
死
亡
の
と
き
は
芝
の
限
虚
忍
ご

"~ 

・
附

p

三
の
規
程
は
・
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
ろ
。
-
.
[

~
.
）
＇
’
"
,
＇
,
＇
,
'
,
＇
,
’
'
9
ー
ー
l
t
.
I
,
1
ー
9
ー
'
,
1
\
,
＇
,
＇
,

•. 

麿
市
立
市
民
病
院
乗
務
手
営
支
給
規
程

．

昭
和
二
十
二
年
四
月
三
十
日
逹
屑
第
五
盟

第
一
條
麿
市
船
入
病
院
に
勤
粒
す
る
本
市
吏
且
に
し
て
’

麿
市
立
市
民
病
院
乗
務
の
者
に
到

L
て
は
、
左
の
霰
別

に

r{,9’
品
を
支
給
す
る
。

一

、

院

．

長

月

額

百

面

回

二

、

啓

且

月

額

五

拾

皿

―

誓
條
手
窟
金
の
支
給
方
法
は
次
の
迎
り
と
す
る
。
一

一
そ
の
月
の
十
五
日
以
前
に
お
け
ろ
新
任
者
農
に
十

．

ヽ六
日
以
後
に
お
け
る
退
戯
者
、
死
亡
ig
に
は
全
月
分
を
｝

支
給
す
る
c

琴
そ
の
月
の
十
五
日
以
前
に
お
は
翡
者
、
死
亡
究

翌
年
六
日
以
後
に
お
け
る
痙
任
者
に
は
器
給
し
な

1

-

い。

三

、

翌

呑

器

の

た

め

、

そ

の

月

の

會

警

欠

勁

L
た
窟
焚
給
し
な
い
。

誓
條
乎
宵
金
は
そ
の
月
分
を
翌
Jl

笠
裔
笈
應

i
i
-

＂
り
分
及
び
駆
免
、
紅
亡
の
と
介
は
こ
の
駅
り
で
な
い
。

三
、
外
套

型

掠

裸

（

雨

覆

付

）

地
質
黒
ラ
シ
ャ
若
ハ
國
民
服
地

四
、
雨
衣

型

合

洞

若

ハ

蓑

地

質

防

水

布

五
、
作
梁
衣

型
水
道
部
勤
務
ノ
エ
員
、
油
水
所
及
泄
漑
所
ー
ー
勤
務

、
ス
•
J
V
エ
且
、
防
疫
夫
、
屎
尿
汲
取
、
汚
物
描
除
、

水
掃
除
―
ー
従
事
ス
ル
作
業
夫
、
船
入
病
院
、
畑
賀

-

病
院
―
ー
於
テ
消
毒
岳
従
事
ス
JlJ

作
業
夫
、
船
舶
乗

二
、
服

獅
生
監
督
、
衛
生
巡
眼

明
治
三
十
三
年
三
月
内
務
省
訓
令
第
三
琥
掃
除
監
蔵
吏
i

組
作
業
夫
、
下
水
逍
エ
員
―
ー
従
専
ス
ル
作
梁
夫

一

員
服
制
―
―
準
ジ
衛
生
監
督
ハ
五
分
ノ
蛇
腹
三
條
、
衛
生
一
作
業
服
型
但
シ
屎
尿
汲
取
―
ー
従
事
ス
JV

作
業
夫
ハ
作
業
』

帽
、
掛
ラ
含
ム

巡
親
＾
同
一
條
ノ
柚
章
ラ
附
ス

船
長
、
船
舶
乗
組
ノ
機
闘
士

・

園
丁
其
ノ
他
ノ
作
業
夫

法
被
厩
揚
勤
務
ノ
作
業
衣
長
、
作
業
副
長
及
作
業
土
衣

・

海
軍
士
官
服
制
軍
衣
―
ー
準
ジ
船
長
ハ
五
分
ノ
舵
腹
二
條

機

閥

士

ハ

同

一

條

ノ

柚

章

ラ

附

ス

、

股

引

（

白

帽

、

白

前

掛

ラ

含

ム

）

案

内

人

地

質

木

綿

若

ハ

國

民

服

地

．

‘

サ
ー
ジ
地
—
ー
テ
ワ
ン
ピ
ー
ス
若
ハ
ツ
ー
ビ
ー
ス
別
表
第
一
二
-
被
服
手
常
支
給
表

使

丁

讐
同

前

淵
□
1

1

枷
加

i

冑＂＂ぁ

ii且,忙

riiiifJf片点
ず

｀
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．
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、一
'
-
I

|
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,

.

I

'

ー

ー

・、

男

給

仕

・ー

入
病
院
及
畑
賀
病
院
―
―

•
• 

〗すー
一
麟
テ
消
毒
―
ー
従
事
ス

J
V作
・
ニ
箇
年
ー
一
箇
年
中
等
學
校
男
子
制
服
二
進
・
ズ
'

女

給

仕

.• 

]
・
。
・
粟
夫

['．

-．

船

舶

乗

組

ノ

作

業

夫

ー

ー

9
ご

下
．K
道
工
事
―
ー
従
事
ス
ル

.

ー

ー

サ

ー

ジ

地

ー

ー

テ

水

平

腿

―

準

ス

共
ノ
他
ノ
者

畠
夫

共

ノ

他

ノ

作

、業

夫

．

ー

ー

．

國

民

服

乙

琥

薔
御
便
殿
勤
務
ノ
守
衛
ハ
左
ノ
制
式
ノ
肩
章
及
袖
幸
ラ
附

丁

一

箇

年

二

箇

年

使

ス

給

仕

（

男

）

ー

ニ

箇

年

、

同

（

が

も

ー

＿

＿

＿

箇

年

別
表
第
二

l

、
帽
子

型

疇

琴

配

闘

に

黒

蛇

腹

組

線

ラ

附

ス

）

若

ハ

國

黒
ラ
ジ
ャ
若
ハ
國
民
服
地

白
生
地
適
宜

第
一
稲

J叶肖賀船工
作毒病入員
業二院病‘
夫従二院防
事於及疫
ステ畑夫

戸這
同

前
（
回
内
—
ー
所
屋
部
及

課
名
ラ
記
ス
）

衛

水
道
部
勤
務
ノ

守

墨
銀
色
金
屈
製

縦
二
、
五
糎
横
三
糎

形
朕
固
ノ
如
ジ

j
 

一
箇
年

二
箇
年

二
箇
年

第
二
稲

I I 

I ・1 I r 

．
 

二
箇
年

二
箇
年

_-l-I 
黒
織
―
一
濃
紫
ノ
織
ラ
以
テ

市
ノ
徽
章
ラ
附
ス

縦
一
〇
糎
、
横
五
網

六
箇
月

一
箇
年

一
箇
年

一

二
箇
年

肩
章
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．．．
ぷ
五
年
ま
で
延
期
す
き
J

ーと
が
で
き
る
。

．

．

 

一

、

吏

員

満

五

十

石

歳

一

、

旦

甕

＋

歳

れ
ろ
吏
貝
に
は
、
こ
れ
を

前
項
の
規
定
は
臨
時
に
屑
い
入

適
用
し
た
い
。

に
該
営
す
る
と
き
は
休
職

第

四

條

職

嘉

左

の

各

讐

一

を
命

t
る
こ
と
が
あ
る
。

一
、
公
務
尽
き
は
傷
痰
疾
病
の
た
め
引
き
綾
き
九
十

日
以
上
執
務
し
な
い
と
き
。

費
の
改
正
に
よ
り
過
員
を
生
じ
た
と
き
。

二、三
、
型
翡
件
に
腕
し
起
訴
せ
ら
れ
た
と
き
。

四
、
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。
．

第

二

懇

及

び

第

四

詈

蓼

前
項
休
職
期
間
は
第
1

跛、

か

ら

第

三

詈

蓼

は

起

喜

日

か

ら

一

年

醤

令

の

日

と
す
る
。

第
五
條
前
條
休
職
者
の
休
職
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
叉

は
前
條
第
三
統
の
体
職
者
で
有
卵
の
判
決
が
確
定
し
た
と

き
は
営
然
退
職
者
と
す
る
。

翡
者
休
職
期
皿
中
他
か
ら
、
給
料
又
は
報
酬
を
受
け
ろ

羹
っ
た
と
き
は
営
然
退
職
者
と
す
る
。

て
は
那
務
の
都
合
に
よ
り
筏
務
を

第
六
條
休
職
者
に
到
し

命

す

き
J

と
が
あ
る
。

た
い
外
約
て
現
職
者
と
異

第
七
條
休
戟
者
は
馳
務
を
執
ら

但
し
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
こ
の

委
と
は
な
い
。

限
り
で
な
い
。

nlJ 

j
 

f
 

9
n
r
 

二
年
十
二
月
十
二
日
か
ら

第
八
仰
孟
規
則
は
昭
和
二
十

こ
れ
シ
拍
行
す
る
。

L'-H晋
謡
堕
＇
五
農
・
品
市

第
九
條
昭
和
十
五
止
＿

贅
分
餅
規
程
は
こ
れ
を
殷
止
す
ろ
。

と
の
規
則
施
行
前
か
ら
引
さ
枝
嘉
在
紐
す
る
問

第
十
條

廣

島

市

職

員

服

務

規

則

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
五
日
規
則
第
ニ
―
銃

服
務
は
別
段
の
規
定
が
あ
る
も
の
を

第
一
條
本
市
職
貞
の

除

き
J

の
規
定
に
よ
る
。

第
i

3

年
職
員
心
得

．

醤
務
替
え
と
命
ぜ
ら
れ
た
と
き

第
二
條
職
貞
が
退
糠
又

上
司
の
指
名
す
る
職
且
に

は
、
三
日
以
内
に
後
任
者
又
は

”
ー
な
ら
な
い
。
但
し
二
名
以
上
が

喜
を
引
縦
が
な
け
れ
士

嘉

贔

し

て

い

る

据

合

は

同
じ
那
務
に
従
那
し
そ
の
一

こ
の
限
り
で
な
い
。

雪
條
市
役
所
の
執
務
時
間
及
び
毅
苔
盟
＂
休
日
己
~

冑
特
に
定
め
ら
れ
た
も
の
の
外
、

9

ア
と
き
は
、
直
ち
に
出
勤
簿
に
押

骨

條

載

且

が

登

認

し
-
J

印
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

喜

蓋

早

翡

食

一

銃

株

式

）

第
五
條
雙
参
又
は
早

羞
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
た

に
記
入
し
て
所
紺
認
の

ぃ。

靡
故
に
よ
り
欠
勁
し
よ
う
と
す
る

葵

條

疾

病

そ

の

他

て
そ
の
3
U
を
屈
出

と
を
は
出
勁
時
刻
ま
で
に
珂
由
を
附
し

な
け
れ
ば
た
ら
注
怜

：
る
と
を
は
政
め
休
取
伺
溶

第
七
條
休
取
を
受
け
よ
う
と
ナ五

終

裔

を

交

け

な

け

（
第
二
終
様
式
）
に
記
入
し

れ
ば
た
ら
た
い
。

＇ 
．
 

の
第
三
條
の
吏
貞
の
年
齢
に
つ
い
・
て
は
満
五
十
八
歳
、
雇

員
は
溜
六
十
歳
と
す
る
。

J
-
J
 

Q

規
則
施
行
の
際
紙
に
前
條
の
年
令
に
逹
す

第
十
一
條

る
者
及
び
施
行
後
一
年
以
内
に
前
條
の
年
令
に
逹
す
る
者

に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
施
行
の
日
一
年
ま
で
こ
れ

を
延
期
す
る
A
J

と
が
で
き
る
。

',.

'~1, 

,11,＇ー，1，＇Il1,1,i

-
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に
わ
た
る
と
き
は
啓
師
の
一

第
八
條
病
氣
鋏
喜
七
日
以
上

l
 

診
璽
国
を
添
付
し
て
屈
出
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
死
亡
者
の
氏
名
、
そ
の
絞
柄

第
九
條
喪
が
生
じ
た

喜
に
死
亡
年
月
日
を
記
戟
し
て
忌
印
届
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

よ
り
執
務
時
間
外
又
は
休

璽
十
條
課
長
は
事
務
の
都
合
に

自
に
課
旦
を
し
て
執
務
さ
せ
き
J

と
が
で
き
る
9

す
る
と
き
は
出
張

第
十
一
條
用
務
の
た
め
出
張
し
よ
う
と

て
命
令
を
受
け
な
け
れ
は
た
ら
な
い
。

―

命
令
等
に
記
入
し

1
と
き
は
、
＿
―
-
日
以
内
に
徘
面

出
張
用
務
を
終
り
讐
認
し
こ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

に
よ
り
用
務
の
搬
要
を
報
告
し

し
上
司
に
随
行
し
た
と
き
は
E
J

の
限
り
で
な
い
。

第
二
章
宿
直
及
び
常
直

盟
は
、
退
認
時
刻
か
ら
翌
日
登
聡
時
期
ま
で

第
士
一
條

と
し
常
直
は
平
日
の
登
廊
時
刻
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
す
．

て
も
次
番
の
者
が
登
認
し

る
。
但
し
終
了
時
刻
後
に
お
い

忍
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
た
い
。

第
十
三
條
煎
且
は
男
子
の
吏
竺
名
、
屈
且
ー
名
と
す

5

皐

四

條

直

且

の

順

喜

賛

牒

に

お

い

て

強

め

こ

れ

た

三
日
前
ま
で
に
本
人
に
翡
し
な
け
れ
ば
注
ら
[

定
め
て
、

な
い
。

嘉
の
通
知
を
受
け
た
者
で
ゃ
む

璽
五
條
宿
阻
及
び
、

と
が
で
さ
た
い
と
さ

を
得
た
い
Zjt故
に
よ
り
服
務
す
る
こ

袋
認
を
得
て
他
の
者
を
し
て
こ

は
、
直
ち
に
戟
凸
認

れ
に
代
わ
ら
せ
き
j

と
が
で
さ
る
。

翠

六

條

直

息

磨

祖

概

ね

次

の

迎

り

と

す

る

一
、
胞
令
内
外
の
取
締
J

二
、
文
度
は
物
晶
牧
受
、
保
麻
笈
笈
蒻

三
、
翡
腐
笥
一

四

、

狐

蔀

器

碧

脊

。

五
、
漿
~
翌
辟
及
び
点
に
累
急
埒

付r

則

冨
一
ご
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
ろ
。

,
‘
,
'
’
'
,
~
．
）
＇
,
1
.
‘
t
·

ー

＇
，
．
＇
，
•

~_
＇
，
1

,

1
,
＇
，
｀
冒
‘
`

，

9
ー
・
9
し

廣
島
市
吏
員
採
用
昇
格
規
則

昭
和
二
十
二
年
九
月
三
十
日
規
則
第
一
四
琥
の
二

'
,
1
ー

・

曹.

,

.
g
J

虚
苅
“
？
ー

”
4
'
•
r
"
f
.
9
9

‘
.
.
l
i
i
"

i
i
l
i
i
i
j
lり
~
閉
鼠
噌

I
I
I
l
t
l
l
l
.
｀
罰
”
i
l
急
証
欝
雙

t
E
-配
-

＇

．
．
~
こ

――-

一四
1

.

＿

二

、

口

頭

試

問

．

．．．

醤
條
市
長
は
必
要
と
認
め
る
時
期
に
本
市
に
お
い
て
＝
二
/

年
以
上
そ
の
職
に
あ
っ
た
者
よ
り
昇
格
せ
し
め
ろ
た
め
所
一

屈
長
を
し
て
＾
T

適
任
者
を
内
申
せ
し
め
委
且
會
の
選
考
に

[

附
す
る
も
の
と
す
ろ
。

第
五
條
委
員
會
は
受
瞼
者
又
は
選
考
を
受
け
ろ
者
（
本
市
・
一

布
載
の
者
を
除
く
）
に
封
し
自
筆
匝
歴
書
、
學
校
卒
業
證
{

明
書
、
身
分
證
明
書
、
成
綾
表
そ
の
他
必
要
の
饗
類
を
提
―

出
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。

．

．
 、

""J 
貝

附

j

の
規
程
は
公
布
の
日
か
ら
J
.
J

i

れ
を
施
行
す
ろ
。

廣

島

市

職

員

分

限

規

則

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
二
日
規
則
第
二
二
蹄

第
一
條
本
市
職
員
は
別
に
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
き
、

の
規
則
に
よ
ら
な
け
れ
ば
そ
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
た
い
。
；

第
二
條
職
員
が
左
の
各
琥
の
一
に
該
営
す
る
と
き
は
そ
の
｝

一

職
を
免
す
る
こ
と
が
あ
ろ
。

．

一
、
退
職
を
頸
出
た
と
き
0

.

.

二
、
身
儘
若
し
く
は
精
帥
の
故
障
に
よ
り
執
務
に
堪
え
た
[

い
と
き
c

i
 

三
、
傷
痰
疾
病
を
除
き
、
私
事
の
た
め
引
き
絞
き
＝
平
t
日

1

以
上
執
務
し
な
い
と
き
。

・
四
、
職
員
の
体
面
を
汚
し
、
又
は
信
用
を
失
う
行
為
が
あ
[

っ
た
と
き
．o

五
、
戦
務
に
違
背
し
、
又
は
不
都
合
の
行
為
が
あ
っ
た
と
｝-̂

き。

六
、
臨
時
勤
務
の
者
で
用
滴
と
な
っ
た
と
き
。

第
三
條
職
員
が
次
の
年
令
に
逹
し
た
と
き
は
、
営
然
退
職
｝

者
と
す
る
。
但
し
餘
人
を
も
つ
て
代
●
雅
い
特
殊
技
術
叉

[

は
業
務
に
従
事
し
市
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
者
は
夫

5l
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第
一
條
吏
旦
は
別
に
定
め
ろ
も
の
を
除
く
外
、

に
よ
つ
て
採
用
し
昇
格
せ
し
め
ろ
。

,
．
第
一
．
一
條
・
一
般
吏
員
を
分
け
て
次
の
源
り
と
す
る
。

．
事
務
吏
且
理
事
、
主
要
親
學
、
書
記
（
衛
生
巡
親
を

含
む
）

廣
~
．
技
術
吏
員
理
事
、
技
師
、
技
手

第
三
條
書
記
、
抜
手
、
親
學
に
採
用
す
べ
き
者
は
年
齢
満

二
十
才
以
上
五
十
才
以
下
の
者
で
あ
る
"
'
と
を
要
す
る
。

島
第
四
條
官
吏
又
は
吏
且
と
し
て
の
親
験
の
た
い
者
及
び
そ

．
．
 

の
従
康
せ
し
め
よ
う
と
す
る
職
種
と
同
種
又
は
類
似
の
職

菰
に
網
瞼
の
な
い
者
は
、
考
査
委
員
會
（
以
下
委
員
會
と

ー
ゆ
う
）
の
考
査
を
網
て
試
用
し
．
＿
ー
ー
カ
月
の
見
習
期
間
後
再

一
び
委
員
會
の
選
考
を
狸
て
そ
の
學
歴
、
職
歴
、
能
力
等
に

市-
．
應
じ
て
適
営
な
安
格
を
も
つ
て
採
用
す
る
。

第
五
條
官
吏
又
は
吏
員
と
し
て
従
那
せ
し
め
よ
う
と
す
る

ー
職
種
と
同
種
又
は
類
似
の
職
菰
に
一
＿
一
年
以
上
の
網
瞼
を
有

報

、
す
る
者
は
委
員
會
に
お
い
て
選
考
の
上
前
職
想
臨
の
賽
格

~
を
も
つ
．
て
採
用
す
ろ
。

璽
ハ
條
特
殊
の
靡
證
等
を
有
し
相
常
の
宜
鑑
瞼
を
有
す

一
．．
る
者
は
委
員
會
に
お
い
て
選
考
の
上
こ
れ
に
相
應
す
ろ
査

-
．
格
を
も
つ
・
て
採
用
す
る
。

．

．

第
七
條
昇
格
は
次
の
基
準
に
よ
る
。

S
．．

昇
格
試
瞼
に
合
格
し
た
者

•• 

＠
本
市
に
お
い
て
そ
の
職
に
一
＿
＿
年
以
上
あ
っ
た
者
で
委

員
會
の
逮
考
を
鯉
た
者
、
但
し
こ
の
場
合
は
一
級
昇
格

に
限
る
。

．

第
八
條
昇
格
試
瞼
に
合
格
し
た
者
に
は
安
格
を
呉
ぇ
委
員

含
の
選
考
を
筵
て
適
時
昇
格
せ
し
め
る
。

第
九
條
功
緒
あ
ろ
職
員
病
氣
危
篤
又
は
退
揺
の
場
合
は
、

委
員
會
の
議
を
得
て
前
各
條
に
か
か
わ
ら
ヤ
昇
格
せ
し
め

る
こ
と
が
て
き
ろ
。

第
オ
條
採
用
又
は
昇
格
の
際
の
職
歴
年
数
は
前
後
を
通
穿

{
3
，
ろ
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
中
断
期
間
が
五
年
以
上
の
場

合
は
通
算
し
な
い
。

第
十
一
條
委
且
會
及
び
試
瞼
に
つ
い
て
は
、
別
に
}
こ
れ
を

定
め
る
0

.附

則

．．

こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
二
年
九
月
1
]
-

＋
日
か
ら
}
j

れ
を
施
行

す
る
。

大
正
七
年
五
月
逹
甲
第
三
琥
廣
島
市
吏
員
任
用
規
程
は
こ
れ

を
殿
止
す
る
。

．

_
,
'
,
1
,
 

痰

島

吏

且

考

査

規

程

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
告
示
乙
第
二
九
琥
の
一

第
一
條
廣
島
市
吏
員
採
用
昇
格
規
則
（
以
下
規
則
と
ゆ
う

）
に
よ
ろ
吏
員
の
採
用
、
昇
格
の
考
査
は
こ
の
規
程
の
定

め
ろ
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
條
考
査
委
員
會
・（
以
下
委
員
會
と
ゆ
う
）
は
市
長
の

指
名
す
る
者
五
名
及
び
本
市
職
員
組
合
代
表
五
名
を
も
つ

て
猜
成

L
、
委
員
長
は
委
員
の
互
選
と
す
る
。

市
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

委
員
の
任
期
は
一
年
と
し
再
任
を
防
げ
な
い
。

第
三
條
規
則
第
四
條
前
段
及
び
第
七
條

S
の
試
瞼
の
方
法

は
次
の
通
り
と
す
る
。

一
、
体
格
検
査

二
、
學
力
又
は
技
能
の
考
査

令

炭
島
市
報
ぃ
筑

外



＂希

d

•9

9

,

、

＇

9
l
'

`

s・

'

J‘

,

I

`

 

．
し

（＂ 

―
●
―
’
●

'

,
'
-
.
.

.

’
'
i
~
,
、
,

9
9
,
9

,

i
·

,

9

,

`
-

＇
‘
,

Jム・
r,F.’↓

.
，1,

;，．1
,
｀
-
1
,
＇
，
1
9
.
，
'
3

.

,

1

W

,.• 

，．9,99,..，．．

9,
．
，
ヽ
9
9
,'

c
 

‘,＇
9.̀，．i‘

璽

t1”d"t”
し
i
:.
＇r9"

，`1",
＂＂
：‘ふ，
r

＇E*
p
'

，●，
＂＇9
．．
 
t

;
拿

a91̀
3・'

.．← `  ： d ≪ :• . ..• •.'.・”

"ft'fl-~JJ R年三十二Jnnn 報 市 島 廣

閃

“ltf"“

外

ヽ
9

、、
U

B̀
 `
 

l
 ••• ．
 

,
1
 

9

ょ

｀
•

,

`

‘

．

奮

£

し

，

＇

9

、‘

,',',• 

9
.

,
 

↓

".J,'

，し、t.99,＇]t..f,t,1J‘
.ィ,.‘

•• 
,．,..r
・-
．".
i、
‘
・
＂
し

9

9

 

9
、
’
{
:
9
9
1
,

~' 

i-七

廣
島
市
職
且
懲
戒
規
則

昭
和
二
十
三
年
規
則
第

第

一

章

総

．
則

第
一
條
市
吏
貞
、
選
殿
管
理
委
員
及
び
そ
の
粛
記
並

監
査
委
員
及
び
そ
の
薬
務
を
補
助
す
る
書
記
（
以
下
―

と
い
う
）
の
慾
戒
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
ア

j

ろ

ろ。

第
二
條
地
方
自
治
法
施
行
規
程
第
四
十
條
に
誓
、
一

に

、

廣

島

市

臀

屡

喜

喜

（

以

下

委

員

含

う
）
を
置
く

筈
一
條
臀
荘
、
左
に
掲
げ
る
罰
由
が
あ
っ
た
蓼

塁
は
、
懲
戒
の
虐
分
を
受
け
る
。

一
、
職
務
上
の
義
務
に
違
反
L
、
又
は
職
務
を
怠
っ
た
と

き
二
、
職
務
の
内
外
を
問
わ
す
、
公
戟
上
の
信
用
を
失
う
べ

き
行
鈴
が
あ
っ
た
と
き

第
四
條
懲
戒
の
虚
分
は
、
免
税
、
五
百
闘
以
下
の
過
怠
金

及
び
闘
哀
と
す
る
。

免
税
及
び
過
怠
金
の
虚
分
は
委
且
合
の
諮
決
を
経
て
市
支

且

、

速

紐

竹

繋

瓦

呑

屡

贅

荘

悶

、

晨

置

委
且
合
の
祁
記
は
速
良
u
理
委
且
長
監
査
委
旦
の
甜
務
を

袖
助
す
ろ
堺
記
は
虻
査
灸
且
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
行
う
。

第
五
條
市
此
、
楚
料
・
管
郡
往
且
此
及
び
屈
森
．
ぢ
且
（
以
下

愁
戒
省
と
い
う
）
に
第
三
條
各
説
の
一
に
該
岱
す
る
部
下

駿
且
が
あ
ろ
と
印
め
た
と
さ
は
、
船
拍
術
知
を
沿
え
、
街

両
を
以
℃
茄
Ji合
に
布
査
を
嬰
求
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い

笹

ハ

條

委

A
介
は
、
詔
決
し
た
宕
査
の
5
5
果
を
鰈
出
を
粒

え
、
祁
面
を
以
-
占
翌
訊
省
に
恨
小
＂
し
た
け
れ
ば
た
ら
た
い

第

二

序

缶

A
介

小

hA令
11、
五
人
の
恐

A
を
以
て
、

郎
七
條

こ
れ
と
翡

》

9
.
J
.

9.
,

'`-.，
1

1

、i
.
I
l
'

、の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

”'
，レ・9,．，‘『
.-．l1:.；一．ヽ
9

.9
••• 

9
 

•• 
5

し、：

．．．
 

，＇9：＇
‘`
.9 .•.• 

，
 
．．．．．． 
‘
 

1
,
J
'
卜
と
ヽ

l
.
'

ー
ー
，

i
-

―
●
―
―
-
―
―
-
+
L
I

.

-
1
9
t
'
~

．
す
る
。
委
員
は
市
吏
員
の
中
か
ら
二
名
及
・
び
學
識
経
瞼
者

の
中
か
ら
一
二
名
、
謡
會
の
同
意
を
得
て
市
長
が
こ
れ
を
命

す
ろ
。

五
琥
第
八
條
委
且
長
は
委
貝
に
お
い
て
全
選
す
る
。
こ
の
揚
合

委
員
長
に
事
故
が
あ
ろ
と
き
ご
の
戦
務
を
代
理
す
る
委
負

閤
を
選
任
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

胃
委
員
長
は
、
委
且
會
に
閻
す
る
事
務
を
虚
理
し
、
委
員
會

>-[[>

0[[[[[[[[[/[

前
項
の
掛
合
に
お
い
て
、
委
且
妥
は
謡
＂
次
に
加
わ
ろ
こ
と

が
で
さ
な
い
。

第
十
二
條

g
．
且
令
は
ホ
梁
の
粂
諮
に
際
し
、
本
人
の
諒
朋

を
珀
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
兄
。
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と

む
は
全
労
人
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
さ
ろ
。

培
十
＿
＿
＿
條
突
且
此
は
、
市
支

A
の
中
か
ら
、
市
投
の
阿
意

を
得
て
、
芥
記
を
定
め
き
i

と
が
で
さ
る
。

ボ
い
記
は
、
委
且
長
の
命
を
受
け
て
、
庶
務
に
従
呪
す
ろ
。

芯
十
四
條
こ
密
屁
期
に
定
め
る
も
の
の
外
、
委
且
介
丘
9

闘

し
，
必
要
た
亦
項
に

rtiY且
兵
が
L

―
れ
を
氾
め
る
。

附

則

廣
島
市
琺
員
昇
給
規
則

・

i

．
昭
和
二
十
三
年
規
則
第
六
琥

第
一
條
本
市
載
旦
（
市
長
、
助
役
、
牧
入
役
を
除
く
）
の

昇
給
は
、
別
に
定
め
ろ
も
の
の
外
こ
の
規
則
に
よ
る
。

第
二
條
昇
給
は
定
期
昇
給
、
特
別
昇
給
の
二
租
と
す
る
。

第
三
條
定
期
昇
給
は
、
毎
年
六
月
、
九
月
、
十
二
月
及
び

翌
年
三
月
の
四
囮
と
し
日
附
は
各
月
の
最
終
日
と
す
る
。

第
四
條
定
期
昇
給
は
、
左
に
該
営
す
る
も
の
で
勤
務
成
紐

良
好
の
者
に
つ
い
て
一
琥
給
こ
れ
を
行
う
。

一
、
吏
且
は
炭
島
市
吏
且
給
料
條
例
別
表
二
の
五
馳
俸
(

四
二

0
回
）
に
逹
す
ろ
ま
で
は
九
ヶ
月
、
同
二
十
二
哉

倅
（
一
、
二

O
O
§
)
}
d
逹
す
る
ま
で
は
一
年
、
同
二

十
二
琥
俸
を
超
え
る
も
の
は
一
年
三
ヶ
月
を
夫
六
前
圃

昇
給
期
よ
り
緩
過
し
た
者
。

．

二
、
瓶
且
は
炭
品
市
屈
且
規
則
別
表
ー
及
二
に
よ
り
―

O
i

戟
（
月
額
二
四

Orm又
は
日
額
一

0
仰
）
に
逹
す
る
ま

で
は
六
ヶ
月
、
同
＿
二
十
二
裁
令
月
額
八
五

0
訓
又
は
日
・

額――

i
O
a
)
に
逹
す
る
ま
で
は
一
ヶ
年
、
同
＿
二
十
二
競

を
邸
え
ろ
も
の
は
一
年
六
ヶ
月
を
前
佃
外
給
期
よ
り
そ

i

れ
そ
れ
臨
迄
し
た
者

前
攻
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
。
前
各
砒
の
期
日
を
そ
れ

ぞ
れ
一
l

i

ヶ

月

延

＂

な

ナ

ろ

も

の

と

す

る

。

》

第
五
條
特
別
外
給
は
左
に
該
窃
す
る
省
に
つ
い
て
、
外
給

期
で
な
い
時
で
も
外
給
七

L
め
又
は
、
二
戟
作
の
井
船
梵

行
う
こ
と
が
で
さ
を•
O

一
、
製
砕
化
加
埒
に
霜
9
、
〔
ー
索
功
ば
特
に
”
盆
抒
た
者

二
、
成
絞
特
に
代
秀
た
共

_-r
ニ
ー
の
他
特
別
の
事
由
の
あ
を
右

[
r
/
[
/
*
/
/
:
/
l
l
/
 

[
t[

，'`
 

i
... 

.‘
 ――
 k

る
規
則
は
、

す
る
。

昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
ア

j

・ー',',＇,．1,I,
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第
六
僻
定
期
昇
給
と
特
別
昇
給
誓
れ
を
併
せ
行
う
ア

j

と

，
一

ロ

ロ

戸

甜

聾

よ

り

前

各

條

に

よ

り

雑

い

揚

合

は

．
．

ーヽ．
市
長
は
別
に
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

一

附

．
且

．．．
 

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
釘
す
る
。

k
 

/
．
 

．

．

勢

＿

働

協

約

害

廣
島
市
（
以
下
市
と
稲
す
る
）
と
廣
島
市
役
所
職
員
組
合
（

）
は
市
政
の
回
滑
な
運
螢
と
職
員
の
一
障

以
下
組
合
と
稲
す
ろ

條
並
に
第
十
一
條
の
精
稗

廣
●
利
増
進
の
た
め
労
拗
組
合
法
第
一

に
基
い
て
左
の
一
迎
り
協
約
を
締
結
す
る
．

市
は
職
員
の
生
活
を
保
障
し
組
合
は
業
務
能
李
の

タ

第

一

條

島
増
進
に
努
め
双
方
協
力
し
事
務
事
業
を
通
じ
市
政
の
適

IE

な
る
迦
螢
を
閾
ろ
。

第
二
條
市
の
職
員
は
組
合
の
組
合
員
で
あ
き
）
と
を
要
す

口

る
。
但
し
市
と
組
合
が
協
議
の
上
認
め
た
者
は

}
J

の
限
り

で
な
い
。

市

第
三
條
市
は
前
條
の
定
に
よ
る
職
員
を
以
て
絋
織
す
る
組

．

．

合
以
外
の
芳
拗
組
合
を
認
め
な
陀
。

．

＿第
四
條
市
は
紙
合
が
糾
合
以
外
の
努
働
組
合
そ
の
他
の
叫

報

.

-
体
に
加
入
し
又
は
こ
れ
と
提
携
す
る
自
由
を
認
め
る
。

・

第
五
條
市
は
組
合
員
の
政
徽
加
入
及
び
組
合
臨
び
に
組
合

昭

且

の

政

治

活

勁

の

自

由

を

認

め

ろ

。

‘

.

.

-lll 

．． 

二
第
六
條
市
は
左
の
事
項
を
認
め
る
。

―
[
、
賃
金
・
（
給
料
共
の
他
の
給
典
）
は
生
活
費
を
基
準
と

十三、
す
る
最
低
賃
金
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

F
 

四打
二
、
傍
働
時
間
休
日
及
び
休
暇
ほ
職
員
の
就
會
的
、
経

＂

ー・

日
滴
的
並
に
文
化
的
地
位
の
向
上
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
i

一

．
疲
．
こ
と
で
あ
ろ
ア

j

と。
．

第
七
條
．．
 市
は
左
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
ほ
、
．
組
合
と
協
・

行
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、一

一

議

し

て

こ

．

虹

を

決

定

す

る

。

・

ナ

菟

，

一
、
職
員
の
任
用
登
用
及
び
縛
勤
の
基
本
事
項
に
開
す
る
本
協
約
締
結
の
證
と
し
て
本
證
一
二
通
を
作
製
し
、
市
及
び
組

[

．

合
各
ー
通
を
保
有
し

9-．通は
法
令
の
定
め
ろ
と
k
J

る
に
よ
り
’

i

こ
と

二
、
職
員
の
解
陽
に
闊
す
る
こ
と
。

．

．

‘•
7
地
方
長
官
に
届
出
る
も
の
と
す
ろ
0
.

i
 

:
 

三
、
職
員
の
賃
金
盆
給
斜
及
び
そ
の
他
の
給
典
）
賞
典
、
昭
和
一
1
+
1
1
年
一
月
二
十
五
日
．
．
崎

一
”
...

.＇
,

i

...
J

-

．

廣

．

島

市

長

．
木
．
原
．
．
．
．
七
．
‘
郎

勺
印
・
i
-

．
退
職
金
そ
の
他
待
遇
條
件
の
愛
更
に
闊
す
る
こ
と
。

＇

四
、
職
員
の
勢
拗
時
間
、
公
休
及
び
休
日
の
差
更
に
闘
す
一

．．
 ―-
炭
島
市

・

役
"
—

ろ
こ
と
。

．

．

．

9

．．
 
職

員

組

合

委

員

釦

位

り

』

多
'[
注
＾
一

．

五
、
職
員
の
表
彰
及
び
懲
戒
に
開
す
る
こ
と
。

六
、
職
員
の
一
罪
利
厚
生
、
災
害
防
止
、
保
瞼
術
生
に
開
す
努
拗
協
約
書
第
十
條
覺
書

、i•

• 

・

組
合
業
務
に
従
慕
す
る
も
の
の
員
敷
は
漁
め
市
及
び
絋
合
双

f

-

ろ
こ
と
。

第
八
條
市
は
組
合
の
業
膀
参
加
を
認
め
、
市
と
組
合
の
協
方
協
議
し
て
定
め
ろ
。

]
・
'-―

議
機
闘
と
し
て
廣
島
市
役
所
運
螢
協
議
會
を
設
置
す
る
。
昭
和
二
十
二
年
一
月
二
十
五
日
．
．
、
．

＿｝、

9
:ぷー

廣

島

市

長

禾

｝原

；
七

．
郎
．
印

協
議
會
の
構
成
9

協
議
事
項
會
議
規
則
等
に
闊
し
て
は
市

｀

廣

島

市

役

所

．

・

職

且

組

合

委

員

長

．竹

内

漆

．
．，一
印
口

と
組
合
と
協
議
の
上
こ
れ
を
定
め
菟

．

．
 

第
九
條
協
議
會
に
於
て
協
議
の
調
つ
．
た
事
項
は
市
及
び
組

合
の
各
々
必
要
と
す
る
手
綾
を
涯
て
双
方
誠
意
を
以
て
違
．〗

．．

．
 

守
す
る
貴
務
を
負
う
0

.

.

'

.

前
項
の
場
合
に
於
て
双
方
が
必
要
と
認
め
た
と
ぎ
は
そ
の

．、

内
容
を
成
文
化
し
て
協
約
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
：
9

．．

．

．J.

第
十
條
市
は
組
合
の
必
要
と
す
る
職
員
が
組
合
業
務
に
従

’
.

`

．

事
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
。

．．
 

第
十
一
條
組
合
は
本
協
約
締
結
中
と
雖
も
榮
拗
組
合
法
に

f

.

於
て
認
め
ら
れ
た
行
動
の
自
由
を
有
す
ろ
。

第
十
二
條
本
協
約
の
有
効
期
間
は
締
結
の
日
よ
り
向
う
一

ろ。

年
間
と
す

第
十
一
＿
＿
條
前
項
期
間
濡
了
一
ヶ
月
前
迄
に
市
及
び
組
合
双
＿
＿

i

方
又
ぱ
何
れ
か
一
方
か
ら
本
協
約
の
愛
更
又
は
締
結
の
意

志
表
示
の
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
一
年
延
長
せ
ら
れ
る

も
の
と
す
な
c

.

..

協
約
を
改
訂
す
ろ
揚
合
新
協
約
締
結
迄
は
本
協
約
を
有
効
と
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且

税
務
課
（
三
月
二
日
）

魚

嘉

二

十

扇

翌

買

一

、

翌

喜

蓄

況

名
で
あ
る
が
、

嵐

旦

は

現

在

課

長

誓

慶

一
名
臨
時
事
務
且
十
八
急
計
百
七

羹

論

累

喜

強

力

に

遂

行

六
十

一

誓

畠

員

の

人

警

喜

し

•

本
市
財
政
の
基
本
的
．

芯

ぞ

た

め

に

は

つ
き
て
も
職
制
上
の
見
地
よ
り
一

篇
税
務
成
理
に
萬
全
を
期
す
べ
き
で
あ

翌
喜
覧
危

麿
誓
嘉

る
と
認
め
る
｀
)

喜

と

認

誓

誓

．

管

鸞

二
、
事
務
の
皇
霰
況

一
段
の
羹
と
研
究

塁
悶
喜
桜
磨
贋

畠
喜
理
等
に
つ
い
て
は
更
に

の
と
評
池
め
る
。

一
扉
一
一
月
十
五

を
注
し
改
善
を
要
す
る
も

属
六
千
百
八
十
四

塵

十

二

塁

塁

の

徴

牧

敗

督

二

十
十
四
萬
八
主
盆
回
（

日
現
在
の
調
定
額
＿
―
-
千
四
百
四
十

十
七
萬
六

應

封

し

て

敗

入

喜

固

塁

四
二
、
三
％
）
竺
齋
未
牧
入
額
千
九
百
八

、

七

％

）

と

な

言

覧

羹

畠
羹
税
附
加
税
、
市
民
税

千
九
十
八
闘
（
五
七

贔
軍
税
附
加
税
及
び

牧
入
税
種
の
主
な
る
も
の

の
如
く
納

、
不
動
腔
取
得
税
、
藍
麗

畠

に

讐

喜

霞

附

加

税

で

あ

る

。

か

く

雷
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が
微
牧
に
つ

し
強
力
に
施
設

税
成
紐
が
極
め
て

誓
葛
誓
翌

と
が
緊
要

き
急
速
に
機
宜
適
切

翠
胃
し
て
市
財
政
の
健
全
化
を
期
す
る
こ

丘
地
方
制
度
の
改
正

で
あ
る
と
認
め
る
。

れ
三
牧
益
税
の
地
方

闘
穂
租
税
の
賦
課
調
定
に
つ
い

市
民
税
の
大
巾
引
上
げ
弛
興

に
よ
り
自
主
的
性
格
が
甜
磨
｀
り

嘉

翌

羅

係

の

事

務

塁
、
縣
民
税
の
創
設
、

よ
り
目
下
誓
夫
れ
等
の
基
礎
一

詈
の
聾
麗
が
創
設
せ
ら
る

不
足
婚
℃
よ
り

竺
段
と
詈
蓼
岐
と
ナ
．

調
査
を
し
て
い
る
が
、
和
嘗
職
塁
手
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現
在

自
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十
二
年
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日
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t
 

一
-
~ 

③
前
項
に
示
す
如
く
戦
災
小
學
校
の
復
蕉
及
び
新
制
中
學

校
の
殺
俯
は
本
市
数
育
振
興
上
極
め
て
必
要
で
あ
る
が

、
之
れ
に
は
資
金
箋
村
共
の
他
の
面
で
菰
々
困
難
を
伴

う
が
現
在
ー
一
部
教
授
を
宜
施
し
て
い
る
學
校
の
数
室
培

築
又
小
學
校
に
併
置
の
中
學
校
に
獨
立
狡
を
建
設
す
る

こ
と
は
最
も
緊
要
で
あ
る
と
謎
め
る
0
.

小
邸
姦
校
二
十
七
狡
中
二
部
政
授
喪
施
中
の
も
の
七
校

新
制
中
學
狡
獨
立
校
舎
三
校
、
小
挫
校
に
併
證
四
校

④
學
校
々
合
の
復
筈
及
び
修
理
は
本
市
の
現
朕
と
し
て
霰

め
て
直
要
で
あ
る
か
ら
學
務
課
に
席
任
抜
術
職
旦
を
祀

＼
 

臨
し
、
廣
範
た
ろ
敬
百
闘
係
造
物
の
管
理
保
全
に
最
苦

を
壺
す
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
。

固
學
校
衛
生
に
つ
い
て
は
現
在
親
託
校
啓
並
に
疾
渡
婦
等

,
.
,,9
 

に
よ
り
熱
心
に
総
理
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、
本
市
の
術
生

は
環
境
と
兒
f

連
の
体
位
向
上
の
派
要
性
に
鑑
み
、
戦
災

以
前
の
如
く
那
任
の
學
校
啓
を
設
甜
し
て
積
極
的
に
學

校
衛
生
の
指
導
改
碑
5

に
霜
る
べ
を
必
要
が
あ
る
と
認
め

る。

佃
母
校
給
食
の
敗
況
は
左
表
の
迎
り
で
あ
っ
て
給
食
設
備

共
の
他
の
閻
係
で
學
校
全
市
公
平
に
給
食
が
行
は
れ
て

い
汝
い
現
欣
で
あ
る
か
ら
之
れ
が
股
怖
並
に
血
＂
及
に
閥

し
一
肝
の
完
伽
を
期
す
べ
さ
で
あ
る
。

＇し
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事

業

所

統

計

調

査

"

•

I
I

物
債
調
査

．

八
月
迄

・
年

一

回

縣

統

計

調

査

士

一

月

末

-
I
I
 

民
生
局
監
査
の
結
果

祗
會
数
育
課
（
三
月
六
日
）

一
、
事
務
の
分
掌
悲
3

醤
旦
は
現
在
謀
長
外
、
王
寒
三
名
喜
六
急
喜
旦
八
名

胃
二
名
計
十
九
名
で
あ
っ
て
そ
の
開
直
及
び
磁
讐

裟

醤

正

と

認

め

る

、

但

し

現

齋

璧

虚

理

し

て

図

喜

喜

誓

誓

其

の

他

の

国

体

結

成

禁

止

及

び
新
聞
並
に
出
版
物
痰
行
等
に
関
す
る
事
項
は
い
づ
れ

も
重
要
事
項
で
あ
る
が
●
本
市
の
嘩
務
分
掌
條
例
に
明

斎

塁

翌

い

か

ら

之

れ

を

分

掌

事

項

に

制

定

し

て

靡
務
掠
任
と
表
任
の
所
在
を
明
か
に
す
べ
き
で
あ
る

＼
 

と
認
め
冤

二

、

康

務

の

塁

霰

況

・

s

畠
喜
理
の
朕
況
は
概
ね
良
好
と
認
め
る
が
、
賞
課
の

整

醤

喜

充

分

で

烹

規

定

に

よ

っ

て

備

付

、
圏
苦
保
管
簿

書
類
の

く
べ
き
箋
冊
消
粍
品
受
彿
簿
休
暇
伺
簿

麗

靡

綴

財

旅

台

帳

等

誓

塁

ら

れ

中

叉

筈

唇

塁
に
於
て
も
年
度
繋
分
を
明
か
に
に
芯
そ
の
讐
使

用
し
、て
書
類
を
綴
込
ん
で
い
る
ア

j

と
等
は
充
分
研
究
し

．
．
 
て
改
善
照
頓
に
努
め
る
こ
と
を
要
す
ろ
。

一
八
日
営
課
班
用
の
自
騨
車
登

又
昭
和
二
十
二
年
四
月

4

輛
が
盗
猫
に
罹
つ
て
悶
が
、
之
れ
が
手
練
に
つ
翌

は
物
品
會
計
主
任
を
患
畠
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

る
各
種
行
隠
及
び
施
設
は
昭
和
二
十

．

宜

施

し

醤

喜

喜

翠

．

二
年
七
月
機
猜
改
革
に
よ
る
登
足
以
靡
窟

良
好
な
る
成
果
を
昂
げ
て
い
る
が
、
腔
来
の
活
動
に
は

讐

、

導

用

の

集

舎

揚

を

必

要

と

し

＿

醤

野

璽

急

る
等
具
体
的
計
零立
を
進
め
る
要
が
あ

復
喉
し
て
活
用
す

-------1 

I l I 

I -:--I 

I [ I -I 

學

狡

別

職

員

室

ろ
と
認
め
る
。

＇

贋
憲
法
が
制
定
せ
ら
れ
民
主
的
平
紺
日
本
を
建
設
す
る

に
は
誓
薮
育
の
普
及
徹
底
に
侯
つ
こ
と
が
極
め
て
重
・

大
で
あ
る
殊
に
敗
戦
の
混
乱
に
よ
り
社
會
道
義
が
著
し

＜
頻
褻
し
齊
少
年
も
希
望
を
失
っ
て
自
暴
自
棄
の
傾
向

醤
ろ
現
朕
に
鑑
み
讐
薮
育
の
任
務
は
極
め
て
菫
要

で
あ
る
か
ら
、
民
間
の
文
化
数
育
宗
敬
等
各
程
の
開

と
有
機
的
に
運
繋
を
保
ち
宵
少
年
運
動
並
に
一
般
市
民

の
祉
會
巡
勁
を
更
に
一
居
強
力
に
推
進
し
て
日
本
再
建

醤
典
す
．
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
認
め
る
。

儡

喜

に

つ

い

て

は

戦

災

後

聾

祗

書

舘

被

害

に

よ

り

臨
時
山
屡
喜
を
使
用
し
復
活
し
て
い
る
が
、
現

9

．
備
付
け
の
書
籐
は
僅
か
に
四
百
二
十
七
慧
昭
和
二
十

扇
四
月
以
降
本
年
二
月
末
日
迄
の
利
用
者
敷
は
一
＿
一
千

九
十
五
人
（
一
ヶ
月
平
均
二
百
八
十
一
人
）
で
あ
汽

疎
開
中
の
淡
野
璽
品
醤
薔
八
千
五
百
冊
が
そ
の
俵
放

墨

ら

れ

て

い

る

現

翠

誓

誓

設

備
の
漿
充
を
固

贔

蟄

讐

し

て

市

民

の

文

化

向

上

に

査

す

る

要

ぁ

り
と
詞
吟
め
る
。

鷹
蓄
漿
勘
に
つ
い
て
は
貯
蓄
推
進
委
員
十
七
名
、
荒
人

壁

翌

行

委

員

二

十

八

名

を

依

陪

し

て

璽

羅

唇

努

諮

仁皆比段青矢尾荒牛

治

保宜山原筒賀長稗田

袢
乖
数
室

特
別
数
室L
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塁
い
る
が
、
貯
蓄
の
培
加
は
イ
ン
フ
と
を
防
止
し
筵

滴
安
定
の
基
盤
で
あ
り
共
の
成
茄
如
何
は
直
ち
に
國
及

縣
市
の
財
政
再
建
に
彫
繹
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
ら

機
讐
置
し
戟
員
を
培
加
し
市
民
の
璧
廣
践
に
一

段
と
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
。

又
貯
蓄
奨
勘
に
開
し
縣
よ
り
漿
勅
金
及
び
助
成
金
を
受

け
入
れ
て
お
り
主
管
課
長
に
於
て
適
宜
臨
分
し
て
い
る

が
之
れ
は
嘗
然
市
の
歳
入
出
腺
算
に
計
上
し
て
正
規
に

綜
理
し
過
誤
た
き
を
期
す
ぺ
き
も
の
と
認
め
る
。

學
務
課
（
一
二
月

jLR-
）

一
、
車
務
の
分
掌
朕
況

饂
且
は
現
在
課
長
外
、
王
塩
ー
名
、
親
學
二
名
、
喜
四

名
、
事
務
員
五
名
計
古
一
名
で
そ
の
理
骰
及
び
事
膀
の

分
掌
は
適
正
で
あ
る
と
陸
め
る
0
1
,

二
、
喋
務
の
虚
理
朕
況

閾
ね
良
好
と
陸
め
る
が
牧
受
文
喜

撒
理
が
不
充
分
な

も
の
が
多
数
あ
り
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
害
類
で
虚

理
顛
末
の
不
明
諒
な
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
れ
等
は
規
定

に
従
っ
て
慮
理
す
べ
き
で
あ
る
。

②
市
立
學
枚
の
彩
室
共
の
他
翌
備
朕
況
は
左
の
迎
り
で
あ

る。

術

考

鯰
索
＂
心
数
＼
二
盟
尉
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第
三
中
學
校

工
梁
指
瑶
所

ー
！
t-

ー一
五
長
小
學
校

”
仁
保
小
學
校

〗
楠
那
小
學
校

舟
入
小
學
校

己
斐
小
母
校

本
川
小
學
校

織
町
小
學
枚

第
一
工
業
學
校

第
二
中
學
校

ハ
ン
マ
ー
、
海
上
げ

｀

こ

シ

ン

ミ
シ
ン
（
シ
ン
ガ
ー
）

寒

暖

計

日
本
家
屋
百
科
大
辟
典

年
七
月
二
十
一
日

博
物
大
僻
典
数
育
辟
典

チ
ー
ム
ス
・
ゲ
ー
ム
ス
生
物
界
の
現
象

年
八
月
二
十
日

年

十

一

月

四

日

抽

二

斗

年

五

月

十

七

日

窓

硝

子

一

八

0
枚

ォ
ー
ム
ぶ
・
ヤ
ー

チ
ェ
ン
プ
ロ
ッ
ク

年
七
月
五
日

年

四

月

不

詳

上

皿

天

秤

米
國
用
電
氣
半
固
錮
工
用

ツ
キ
ス
タ

。
、
金

押
ス
タ
ン
フ

ン
プ
、
ト
ー
チ
ラ
ン
フ

年
九
月
二
日

切
鋏
半
飽
鋸
、
二
角
定
規

年
九
月
三
日
ペ
ン
チ
＇
ト
リ
ル

柱
時
計
、
マ
イ
ク
ロ
メ
ー

年

九

月

五

日

タ

ー

貯

蔵

活

字

二

組

シ

ヤ
コ
万
カ
ド
リ
J
v
‘

態
で
あ
ろ
か
ら
之
れ
は
受
彿
保
管
理
給
等
を
明
細
に
す

る
た
め
現
品
出
納
簿
に
記
録
せ
し
め
且
給
食
料
金
が
相

営
多
額
で
あ
ろ
か
ら
現
金
出
納
簿
を
備
付
け
明
確
を
期

す
ろ
必
要
が
あ
る
と
認
め
ろ
。

祉
合
謀
全
一
月
十
三
日
）

一
、
那
務
の
分
棠
朕
況

①
戟
且
は
現
在
謀
投
以
下
主
墜
二
名
、
書
記
八
名
、
那
務

且
十
四
名
、
保
拇
二
名
叶
二
十
七
名
で
あ
っ
て
そ
の
兜

概
及
び
那
粒
の
分
掌
は
既
ね
適
正
で
あ
ろ
が
保
誰
耶

務
が
班
粒
且
に
分
掌
北
ら
れ
て
い
ろ
が
、
該
邪
務
は
経

常
的
重
要
の
も
の
で
あ
る
か
ら
貨
任
の
煎
さ
戟
且
を
し

．
て
採
官
せ
し
む
ぺ
さ
で
あ
り
又
保
切
二
名
は
肌
な
ろ
呼

勁
邪
務
と
分
掌
し
且
定
且
外
で
あ
ろ
か
ら
之
れ
を
快

A

中
の
保

W
所
保
切
に
移
し
保

W
柏
設
の
寓
全
を
期
す
べ

賣

a
w根
州
ー
ー
十
八
駁

同 同

第
二
中
學
校

同 同 同 同 同

年
七
月
不
詳

年
六
月
不
詳

年
六
月
十
日

き
で
あ
る
と
認
め
る
。

二
、
邪
務
の
臨
理
朕
況

匿

分

ir 牧庶ー症侶復留澁引戦種
般

容迎生 守
柄戟病且 塚揚災

保支贋 家 5lJ 

殴辮芍者者者族族者者

一
個

一
個

六
八
個

＿個、

一
個

四
三
個枇

需――-^―― 
――――― 豆＿究豆元七^S

-
K
 

翌六一
-r全

1
-

同 同 同同同

七ーー一三

冊個台台個
I 

漏
u-――-l
」―--ー
1

-

[

炭
島
市
報
第
二
十
八
戟

年
九
月
二
十
二
日

年
九
月
十
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-
1
i
i
 

―― 

人

且
岳
突

百ー
1

--i、8t,
_‘塁塁^ri
、

忌
_＿‘九芸

苔
―
―

叩＿
l

空

歪
‘
-
K乎 ,‘眉員―

(-g―誌
0
)

(
K、四
[
-
r
-
0
)

l

、I

i

？
匹
，
ェ
＾
5
，匹〔

金

額

曇ヽ

,
 
．． 

＇ 
,
I

'み
:
h．

 

9
,
 

、．

ヽ

]
 

•9 

一――――平ー
＇r̂-―-主

哭
。

嬰盲似縣高草古己三大観末江

學 學

島師師
學附附

校校固 Ij、小津田斐篠芝音満波

．
 

哭
写七蛋翌〈七一―

1
0

昭

和

昭

和

二

十

年

度

廿

一

年

度

ー

喜

九
＾

―-‘七
K

―
―
九
四
。
七
写

＾^
 
呑

淫―〈

――九

__ ．oo 

゜゚告一報十 00日00
宜月告一 曜
施よ宜月 日

り施よ 宜
報り 施

0000 00  

1
0
 

昭

和

廿
二
年
度

―――必^
Q

一七、写四
0

西必^
O

-―-六べ四^
O

雫
‘
^
o
o



・

ヽ
9

,

.

~
“
.

9

9

a
 

i

、
.
，
9
?
l
,
'ヽ
'
.
L

ー
＇一、

心
」
U
l
-

＇
•
1
,

9
’

•

,

A
-

,
9
 

ー

i

,

：

9̀皇

●

,
＇
,4
L
i

,＇
,＇
r
'
9

-
I

,L
'
i
i

8
4
・
ら
●A
、

•
!
f

l

'
1

1
9
,

＇
’
•

9
・

'
•
I
-

f

ー
・

'

i

1
1
9
9
:

、
了

．．
 
、

•
9

,
4
.,

J
i
;

9
9

、
'

t
;
'
,
9
;
f

-
1
9
f
t
1
,
t
r
.

，
1

・

・

‘`

L

I

1

.
i
,
．
i
、
t

.

.
'
*
＇

9

9
,
1

,
:

＇
’

'
·
’

4

、,
9i'’

が

C9,9,‘"，

＇＇,‘
,重t‘
,＇，
囀、9
9、
,＇'
，ド・'9,i9t・9
,99
.
,
＇
i
.
l

、9,＇9-
、9
..
 

9

し

9

9

,

.
！
，
・

・
1
,
‘

,

，

.
，
.

，
＇
•

9

‘
ヽ
L
.
,
．
9
1

,

｀
 

1

ュ

．

．
 9
9

,

t

,

 

,
9
,＇r汀い
し＇
ー中
t
3
9t・
9,L
tt',巾
:‘b,i'i“ir↓
9’L9,9
しt"●
い
，
t
，!`
．ら・,＇
a‘
,9

,

t
'
t

,

＇ 

，
 

J
 .，

 
．
 

':`
‘ 

4
け
術

“
f
`
‘
 

9

・
 ．
 
ー・．
 

,`
 
.• 

‘
 

’≪ 

。

9,'̀
．`
 

ヽ．．
 

＇ ・‘
.、

-

‘
 

・,． 

、●
．
 

•• 
9

,' `

 

rし
＾

-
．
 

• 
•• .̀
 

ヽ＇ 
•; 

行nn-:n六af三＋＝in昭
,. ・ 會

一 l

閃

n市
罪
爪
＿
＿
ナ
＾
鼠

報 市 島 廣

生
活
保
匪
者
死
亡
の
場
合
は
嘗
月
分
を
も
つ
て
扶
助
を

誓
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
に
拘
拿
殆
ん
ど
翌
月

、
分
を
支
給
し
て
い
る
現
朕
で
あ
る
が
之
れ
は
違
法
で
あ

る
か
ら
取
扱
上
注
意
を
要
す
る
。

一
千
七
十
二
世
帯
に
封
す
る

六
九
七
人

⑱
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
一0

七
二
泄
密
五
、

七
四
八
人

二
月
末
現
在
保
匪
者
二
｀

際

止

す

べ

き

も

の

一

八

七

阻

帯

二
九
七
泄
寄
一
、
二

0
一
人

減
額
す
べ
を
も
の

ー

t
 

る
叫
植
物
安
の
配
給

言
璧
活
困
窮
者
及
び
引
揚
者
に
厚

に
つ
い
て
は
明
瞭
を
欠
い
で
い
る
か
ら
出
誓
屋
胃

廣

け

て

正

確

醤

理

す

べ

き

で

あ

る

と

翌

め

る

。

'

墨

魯

屋

の

畏

蔽

脊

左

の

通

り

で

あ

り

現

在

の

貸

付
制
限
額
は
一
口
五
十
卸
ー
蓄
二
百
回
で
あ
っ
て
現

島

下

旦

贋

態

そ

の

他

に

よ

り

之

れ

が

得

制

限

額

を

返

貸

付

｀
 

・ロ

敷

¥

9

9

,

＼

‘

 

ロ

数

勁

敷

金

額

匿

．

分〗
〗
〗
二

[
[
9

〗[
l
i

冒
｀
凡
ー
[
-
[

一ー商1 、

(1)‘i ,I¥ （5）雑）（8） （2) （1) 
て名蒻邪工・!、と説よ以る蹄た不文戸たすれて製よ昭に朕請況市所にに事
そ ‘且甜 :f忍艇り下こ手る使忠籟きるに約すつ和はで求で民に手追務
の噴はの謀．；めを三五と敷ぺで賭闘をこ伴三ろて二交あ後あ請提をはの
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び四托況二 にはなで，詣受用つ瞭れつ及元な二十よ人日戸 L き い 異 況
ヰ名以 —f- 合殆つあす理紙て明たてび了り月一う員目箱ゎでな勘｀は
窃‘下 日 致んてるる等のい及い・い除し‘末月努をに謄るあいに概
lの囚主 y .. }どおが J枚に節ろび゜ろ籍て目日十力整請本諸るがよね ●’’ 

分託 渾 る無り‘入改約が戸 か復い下迄三す備求及證°之る良
掌一三 よさ＊現證めと之箱 ら本る臨に日｀ろし人び明 1 れ復好
は名名 う朕市在抵ら班れ謄 職を茂時薔司必てに戸 Iii は本で
翅計‘ En 1L月のののれ務は抄 且各り職戸法要即交籐即 逐本ぁ
jE二守 刷で手牧取たの請本 を々の貝籟省が日付抄時 次 調 る
に十記 す あ 数 入 扱 い 簡 求 の 充裁三二を訓あ少さ本虚 調製が
行五三 ぺろ料節は°素者請 宜判分＋新令るくれに理 態は‘
9士名名 さかは紙厳 化に求 し 所 の 二 戸 第 と と て つ さ の戦日
れで技 でら改は正 のおは てに一名箱四顎．もいいれ 上災常
てあ手 あ牧正ーに た い 従 選提とをに就め翌るてる 裁後瑯
いつ四 ろ入に闘す めて来 懐 出 之 以 改 に る 日 現 は 状 判巽務-—~--· 
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既災め造の等閥方逹し精昂廣類傘球；；鹸寸品 目ろ工
存が堺エ設各す策は苅掛行島

とを文事事員尚る
ク

:hぁl"l勘既種るを池々のす迷 • 
ー が揚言忍し害務務と書と
マ 出誘めて簿ののた記認

小ろ委の‘槻 宜確巡宜那るの
即も且誘キ閥態立庶現埜と開、

二 ＾ 三酋究割張致るい冊虞虚つーめ四四平四七ーニ、、、、、
工の合致テとをす呂に船共渉完羞益 呉 北8 空

‘常旦の゜たの理坦で名る
;、 のた い華は栽ぃi‘°

粟とを t5,Jレ緊調ろの努船に 1こ七二六芋 0 0 - • 

の訊殴合、名の 密 査 た 哉 力 入 開 射 足 本ケ本ヶヶ 邸
数闊め が理適況な軍

振め低令紫なしめ木し池池虚
託前 こに犀 °務

ニ 及渡れ充に
開るす的仰ろ 且 ‘ で つ の 宜 し ‘ 墜 び 金

員

に°る計・‘連商貿あ L 促佃夙＝ ＾噸四
等分虚 ， 

つ 芯粛介繋工 1-:)，るあ進を 1こ、、
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て ；rt弘しの保諾品らが各始浩足本ケ本ヶヶ ．阻h

苓き茜主宍窄二数前出 に打れ
渡し 盤又良

1上の力薪ち所及斑‘般し指 事て備財好
簡 すれに設笈．＇及び品貿の淮定 ；； 
工趾宜‘し），び生 1ij砧計潤説 写 = 2

未務出 す産と
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所 する 晶列公力加の樹：i仔典 1本ケ本ケケ眺
敷者し でのる

のて あ 備 が
＇ 必た製所 tりに典・災立野を

ー 同同同同未第合未
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は競二 びが命改大契年公ぁを
次り一 日あをの手約：：：：設ろし
圃四五、 用る随際町織月‘とて
の七 品と時は爾綾末市認い
呵｀七
盆

の］忍速適公の日設：めた
ーニ 兜め花正設手を市ろい
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ろ品装考迎 様きにり満契 の

で品り にとつ‘了約上
入商で 契共い且しは 執
荷 事 あ 約にて又て昭 行
次組ろ す腔は横い和 す
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翌
臨
調
査
を
な
し
そ
の
結
果
に
よ
り
扶
助
の
底
止
扶
助

額
の
培
減
等
保
縣
の
適
正
を
期
す
る
計
證
を
進
め
て
い

る
が
財
政
面
か
ら
も
適
切
迂
梃
置
で
あ
る
。

右
宜
態
調
査
は
約
三
分
の
一
完
了
し
て
い
ろ
が
そ
の
朕

況
は
左
の
迪
り
で
あ
る
。
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七
三
＿
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百
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八
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一
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一
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八
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盆
質
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金
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二
十
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度
末
三
萬
六
千
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ー
百
二
十
六
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六
十
四
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摩
二
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末
現
在
は
七
千
百
九
皿
十
七
錢
で
あ
る
か
ら

靡
安
金
増
額
に
も
考
慮
を
要
す
ろ
も
の
と
認
め
る
。
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二
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四
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月
迄
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殷
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堡
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十
一
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四
十
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六
十
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一
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同
胞
援
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炭
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市
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一
＇
平
．
一
ガ
九
千
六
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＿
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十
六
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内
第
二
封
鋲
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万
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八
十
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六
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一
、
共
同
募
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委
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七
万
一
千
八
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五
十
五
闘
五
十
六
錢
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月
十
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日
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長
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名
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愁
記
九
名
、
事
務
一

‘
I
}

翡
＋
九
名
計
六
十
二
名
で
あ
つ
て
職
員
の
配
骰
及
び

事
務
の
分
掌
は
遮
正
に
行
は
れ
て
い
る
と
顎
め
る
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虚
現
朕
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る
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指
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復
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し
て
萩

極
的
に
活
励
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べ
さ
で
あ
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と
認
め
る
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切
本
市
f
位
梁
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振
狭
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廷
方
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樹
立
す
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た
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査
委

且
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六
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名
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依
磁
し
て
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工
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代
態
調
査
を
行
っ

て
い
る
こ
と
は
悛
宜
を
得
た
も
の
で
あ
る
、
が
こ
の
調

査
に
依
り
て
中
小
企
梁
の
宜
梢
を
詳
揖
に
把
批
し
て
述

切
た
る
f
伐
杏
謡
沢
燎
を
確
行
し
て
強
力
に
逸
行
す
ろ
必

淡
が
あ
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と
翌
め
る
。

⑧
堡
w中
の
衣
針
の
内
左
の
油
り
坐
烈
に
樅
つ
一
J

い
ろ
が

二
れ
芯
の
保
守
に
つ
い
て
比
寓
令
ご
悶
ず
へ
さ
で
あ
る

と
認
め
る
。
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農
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適
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用
朕
況
ぱ
左
表
の
通
り
で
あ

四

名

つ

て
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財

務

局

よ

り

一

時

使

用

許

可

を

得

て

各

開

拓

幽

一、六00

及
び
農
匿
に
使
用
亡
し
め
で
い
・
る
が
そ
の
許
可
期
間
が

―-rooo.
 

外
に
砂
糖

一
、
0
七
0
概
に
満
了
し
て
い
る
、
併
し
な
が
ら
食
糧
の
培
産
は
現

固
生
鮮
食
糧
品
の
梵
給
に
つ
い
て
は
、
生
鮮
食
糀
品
緊
急
．
下
諧
般
の
箭
勢
よ
り
し
、
て
極
め
て
璽
邦
で
あ
る
か
ら
早

封
策
部
を
設
罹
し
て
、
指
導
監
督
班
宜
他
調
査
班
、
生
急
に
適
切
た
る
封
度
を
睛
す
る
必
要
が
あ
る
。

産
出
荷
班
、
取
締
班
等
の
組
織
を
以
て
、
市
民
食
生
活
又
之
れ
が
使
用
に
付
使
用
者
の
請
密
が
未
徴
牧
の
も
の

の
安
定
を
圏
つ
て
い
る
が
、
配
給
の
現
況
に
鑑
み
更
に
が
あ
る
か
ら
早
急
に
之
れ
を
提
出
を
し
む
べ
き
で
あ
る

機
構
の
盤
備
活
勁
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
開
拓
廊
使
用
の
元
軍
用
雅
稜
財
陪
二
気
表

物

件

所
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植
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通
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二
年
九
月
迄
統
制
が
な
か
っ
た
た
め
不
明
で
あ
る
。

菜

哭
0
0
反
．

維痺

塁
市
の
主
食
晨
穀
爵
本
年
は
、
年
間
を
通
じ
て
米

ヽ

讐

繋

隠

竺

（

醤

誓

）

は

昭

和

二

十

ヒ
月
迄
は
米
七
九
彩
そ
の
他
二

崇
次
蕗
菜
、
果

六
0
％
そ
の
他
四
0
%
-

⑪
本
市
の
躁
梁
生
産
は
主
食
作
物
よ
り
、

七
％
そ
の
他
七
一
＿
＿
％
で
本
年
四

が
本
市
の
如
き
集

一
寃
八
月
以
降
米
―
―

麿
栽
培
に
轄
挨
す
る
傾
向
に
あ
る

五
月
に
於
る
来
の
配
給
は
六
0
％
の
見
込
で
あ
る
。

約
的
続
喜
必
要
誓
地
域
に
於
て
は
、
有
能
披
術
員

｀

又

本

年

の

米

生

産

者

の

供

出

は

保

有

米

の

接

額

が

少

<

を
採
用
し
て
指
導
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る。

摘 同

年

八

月

一

食

親

課

日

II

―
-
、
｛
學
務
の
分
掌
朕
況

同
年
十
二
月
①
職
員
は
現
在
課
長
外
、
H
-
匹
ず
一
名
抜
師
一
名
芯
記
＿
―
-
名
抜

手
四
名
祁
務
員
二
十
七
名
彗
一
十
七
名
で
あ
っ
て
そ
の

-
E
I
I
 

隠
及
び
事
務
の
分
学
は
適
正
に
行
は
れ
て
い
る
が
抜
．

手
四
名
の
鋏
員
は
食
磁
培
産
の
緊
要
性
に
鑑
み
之
を
柿

充
し
て
生
旅
指
導
の
万
全
を
期
・
す
べ
き
で
あ
る
、
又
農

讐

喜

且

喜

の

定

且

十

三

名

に

封

し

て

甕

務

且

十
二
名
で
甕
誓
分
掌
し
ご
・
ぷ
る
が
同
愈
班
碧
晨

性
に
考
へ
適
材
を
袖
充
し
て
舌
争
務
執
行
の
悪
誓
招
常

を
し
め
た
汽

二
、
事
務
の
虚
理
朕
況

畠
麿
良
霰
祝
は
眠
ね
良
好
と
認
め
る
が
文
啓
の
決

裁
匿
分
並
羹
言
誓
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

又
職
員
の
市
内
出
脹
命
令
等
に
依
h
露
車
栗
車
券
の
受

彿

を

し

て

悶

が

、

之

れ

は

規

定

に

懇

誓

讐

備

付
て
認
薙
す
べ
｀
き
で
あ
る
。

要
二
十
一
年
度
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雙
醤
誓
に
逗
元
配
給
を
必
要
と
し
他
縣
よ
り
の
移
入

敗
汎
等
よ
り
推
し
て
七

H
以
降
は
放
出
食
粗
に
依
存
す

る
必
要
が
あ
る
。

‘

放
出
食
糀
の
鉛
入
敗
仇
は
左
の
如
り
で
あ
っ
た
。

保
健
課
合
一
月
二
十
七
日
）

一
、
事
務
の
分
棠
栽
況

①
職
員
は
現
在
課
長
外
、
王
事
五
名
技
師
＿
―
-
名
害
記
三
名
康

務
員
七
名
筍
生
幣
唸
ー
1

名
窃
生
巡
親
七
名
希
護
諮
ー
名

指
祁
加
七
名
助
手
一
名
計
―
―
-
＋
七
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
．

、
兜
置
及
藍
薔
の
分
棠
は
適
正
に
行
は
れ
ば
る
と
認

め
る
。

二
、
琳
務
の
怠
理
朕
況

①
事
務
の
虚
理
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
、
取
扱
啓
類

で
決
裁
匿
分
の
不
明
脈
決
裁
即
洩
れ
等
不
紫
備
の
も
の

が
あ
り
、
又
泊
耗
品
受
彿
簿
に
よ
つ
て
霞
車
乗
車
券
の

受
彿
を
し
て
い
る
、
尚
文
狩
受
付
癒
を
備
付
し
て
い
な

い
が
之
れ
等
は
共
に
規
定
の
様
式
に
虐
理
顔
末
を
明
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

．

般
舶
絵
送
用
の
油
脂
類
の
出
納
闘
係
は
妍
任
者
の
覺
杏

に
よ
っ
て
、
誕
理
さ
れ
て
い
る
現
栽
で
あ
る
か
ら
之
れ

は
出
納
等
に
よ
り
正
確
に
媒
理
し
、
過
誤
な
き
を
期
す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

。
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②
防
疫
用
漢
品
及
び
術
生
材
料
は
昭
和
二
十
二
年
度
中
睛

入
せ
る
も
の
は
左
の
迎
り
で
あ
る
が
、
之
れ
が
受
彿
朕

品
は
明
瞭
で
な
い
か
ら
ー
出
納
等
を
備
付
け
て
受
彿
を
明

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
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和
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十
二
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中
に
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ろ
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麟
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防
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時
伯
苦
す
べ
さ
深
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及
び
器
具
等
は
左
の
迎
り
で

あ
ろ
が
俯
付
け
は
極
め
て
少
虻
で
あ
っ
て
、
非
常
の
際

IC
間
に
合
は
な
い
虞
れ
が
あ
る
か
ら
＂
丈
茫
糀
俯
す
る

必
嬰
が
あ
る
と
認
め
る
。

侃
i
認
な
品
及
器
具
別

要

所 松

原

町

西
―
―
四

大
手
町
八
丁
目
＿
＿
四
二
四

_‘一六O・OJ

一
、
天
0
~
0
0摘

要

供

出

ーが°
た］

ー

ー

I
r

割

営

封

出

李

）

、

‘
 

二
十
一
年
度
二
十
二
年
度

-
0
0
、
^
彩
1
0
1
1
％

-
0
3
‘
匹
伶
~
.
―
1
0
、
四
彩

翌

％

1

0

K

%

1
0
0
、
四
％
む
、
主
％

―̂―
0

必
四
0
、
―
-
＾
%

一
四

ヽ
n

,．置＇r
 

,.
9.
 

99.I 

9
9
 

．
ヽ
．）`
・・ヽ
,’r、

•*,•‘J 

'‘’, 

•• 
I
、

..
,
.
‘
 
.
•. 
,¢
 

9
,
 

~
ふヽ5

,
＇

し
'̀

4
 

9
,
 J

 



,. ， 

島
、 し・

,,麻リ自蒸冗非非亜，銑釘セ合．木•力錫活新仲霰普品
麿吋 銑町鉛巴

｀ 
ふ 溜氣地

地
次

バニ 1轄 金金鍛
ツラ 亜亜汗^

製

、卜 uヵ ＂鉛鉄品
ン 1 地＾
グプ 1耶鉛鈴色芭・板釘

徊 H-J！六年三＋＝和円

m8市
収
烙
＿
＿
十
八
”

報 市 廣
f.... 

メ

ン

亭

Jヽ

イ

ト板材卜

版

i也

那

銅

々

金鉛銅線材目

行疲H-；月六句1三十二和昭 報 市島廣

｝注't 生ヂ．b蓑対揺う；•～韮五況獅丘謡;;)f9・デ証注脱五―←
J フ診 Dヵ プ

計・、ゲ 5:D チ• JL D.  T Jレ ス

リプ 液 パ ゾ 豫

射ゾ石腺 T ス 1脂コ射 T,I生翌クコ 1 防
防ワ

注粉ク 1 紛 ラト l氾
ム

1 
射チ ．館• 1 射 ； 

針 Jレ灰液末ン・、ゼ綿 Jレ器末ゼ綿入 Jレルゼ J吋夜苗針綿ゼ

± 

1十一芭
百八斗ら

立 入 8
入 cc

さ五己
打鋪鋪 ――

 ―100 

―10
本

千
人
分
入
二
本

吾＼
O
O
O
c
c

.

 

5
0
0
i

一0本

1
0
0
:
n
一
反

5

0

0

u

.

 

10 

K
o
k
g
 

―――耀四
〇

一

、5
0
g

.
1
0
1
1
 

―
1
0
0
封
度
入
細

，
六
0

ー
ポ
ン
ド
入
五
本

6
0
J
 

110 

1
0
n

，
二
反

2
0
c
c

―100本
k
o
o
 

雙
巌
盤

―-、四0
翌

翌冠
喜
旺

k
o
冠

――
-
0
旺

―10
廷

一
、
四
蚕
呼

-‘七
0

碧

一
、
平
0
0
平
方
米

六
0
、
平
0
0
~

監
0
冠

―̂
i
O
廷

善
胚

-rg旺忌
冠

-
0
3
託

H
8廷-

W
5
 

n
 

一怨

・
エ
討
皮

'
「

99と，9，ず'・I・‘ー・・・
J

,̀
.gン・',9.t19潅

9

.
ノ

,
C
●、99rt
"
... ，91
`
,
'
i
'
，
~
'
ー
，

ー、9

、
重

―――ーニ＿r’'，9

,999・！・，`＇＇：＇1f,15,＇、,i,

,t1-――

,＇
i
.
9
,
-
1
.
1
,
＇
,
1
`
t
`
'
9
9
,
9
,
`
‘
c
l
i
、
.
t
'
.
l
'
.
＇
、
l
i
l
'
，
9
,
‘
,
＇
」
,
e

.
I'i,
19_,．il',li9,.I,EIー'99,
1,＇，99.,e.,＇

‘t‘,̀
I、,l,‘,．

9.i,'．，；.i.Ì
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迎
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納
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児
し
て
明
ら
か
で
な
い
か
ら
出
納
疱
を
紫
備
す
る

必
要
が
あ
る
。

尚
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の
被
害
は
左
表
の
追
り
で
あ
る
が
、
之
れ
が
保

管
を
厳
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に
し
て
過
誤
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
認

め
ろ
。
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頸
に
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て
は
痰
帳
が
な
い
が
、
之
れ
を

備
付
け
ろ
と
共
に
逍
路
北
甜
訳
、
公
園
痰
帳
も
早
急
に
救
5

備
す
ろ
必
要
が
あ
ろ
。
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⑥
市
道
占
用
料
を
十
数
年
前
の
規
定
に
よ
つ
て
、
徴
牧
し

て
ど
る
が
現
下
の
鯉
滸
箭
勢
に
鑑
み
て
低
額
で
あ
る
か

ら
早
急
適
正
料
金
に
更
改
す
べ
き
で
あ
る
。

切
迫
路
敷
に
編
入
し
た
る
疎
開
跡
地
は
未
登
記
の
ま
賣

牧
金
を
支
彿
し
て
い
る
も
の
が
七
十
二
件
あ
る
、
之
れ

ば
應
割
整
理
の
腿
係
も
あ
る
か
ら
適
常
に
塵
槌
す
る
必

要
が
あ
る
。

偲
忍
園
に
つ
9
・
-
に
]
は
左
記
計
盤
に
よ
り
既
に
三
瀧
紹
地
ー
ー

千
二
百
飼
に
築
造
に
著
手
し
て
い
る
が
、
此
の
計
盤
を

完
成
す
る
に
は
幾
多
の
困
難
が
豫
想
さ
れ
る
が
本
市
復

興
に
誼
要
な
欄
連
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
用
地
選

定
確
保
に
は
萬
全
を
期
す
る
必
要
が
あ
る
と
顎
め
る
。

名
で
あ
っ
て
そ
の
配
置
及
び
事
務
の
分
掌
は
適
正
に
行

は
れ
て
い
る
と
認
め
る
。

二
、
那
務
の
虚
理
朕
況

①
工
偲
脳
係
の
班
膀
は
瓶
ね
適
正
に
虞
理
さ
れ
て
い
る
が

、
庶
務
脳
係
の
事
務
中
牧
受
登
送
文
害
は
殆
ど
未
決
裁

、
の
ま
上
級
込
み
虞
理
顛
末
が
明
瞭
で
な
い
、
又
電
車
乗

車
券
が
消
粍
品
受
彿
蔀
に
ま
つ
て
臨
理
叱
ら
れ
て
い
ろ

が
、
之
れ
等
は
共
に
定
規
の
取
扱
を
な
す
ぺ
き
で
あ
ろ

尚
住
宅
入
届
者
よ
り
徴
し
た
請
書
に
は
全
部
印
紙
税
法

に
よ
る
牧
入
印
紙
を
貼
附
し
で
な
い
が
之
れ
を
貼
附
す

べ
き
で
あ
ろ
。

工
事
入
札
に
つ
い
て
は
土
木
課
扱
と
同
様
に
腔
来
改
善

す

べ

き

要

が

あ

る

。

．
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璽
用
材
料
品
の
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扱
に
つ
い
て
は
詰
負
人
の
受
領
蜜

に
よ
つ
て
衰
誓
彿
出
し
て
い
る
が
、
之
れ
は
正
規
の

手
絞
を
了
す
べ
き
で
あ
ろ
。

二

十

四

年

度

二

十

五

年

度

二

十

六

年

度

叉

在

血

品

の

貝

数

忍

一

見

L
て
明
諒
で
な
く
倉
庫
も
亦

賢
詰
課
と
共
用
し
且
つ
住
宅
脳
係
究
村
の
一
部
を
埜
繕

第

一

二

期

第

四

期

第

五

期

坪

坪

坪

坪

苺
0
0
0
一
主
、
0
0
0

I—r̂ 00 

K
O
、
0
0
0
課
で
取
扱
つ
て
誓
が
、
倉
廊
を
紫
頓
す
る
と
共
に
埜

咲
0
0
0

~
-
-
0
0
0
^
、
1
1
0
0

g
:
0
、
0
0
0
経
課
取
扱
の
安
村
の
保
管
轄
換
を
な

L
、
沢
年
の
所
在

忌
‘
o
o
o

I
 
rnrooo 

Ii J
、

0

8

l

o

o

、

8

0

を

明

か

に

す

る

必

要

が

あ

る

。

紺
同
は
現
在
課
長
、
技
師
一
名
、
靡
一
条
喜
二
閤
・
宜
住
宅
の
建
設
敗
況
は
左
表
の
迎
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あ
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物
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勁
車
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三
、
市
有
財
産
の
管
理
朕
況

①
市
有
土
地
の
貸
輿
契
約
完
了
の
も
の
八
千
十
六
坪
一
＿
＿
合

六
勺
で
、
共
の
一
｀
ケ
年
賃
貸
斜
＿
＿
＿
萬
八
千
九
百
十
ー
―

-rm

四
十
錢
で
あ
る
、
叉
昭
和
二
十
二
年
度
常
初
よ
り
貸
典

、
使
用
中
の
も
の
で
契
約
未
流
の
も
の
が
八
百
六
十
六
坪

五
合
あ
る
か
ら
早
急
に
契
約
を
締
結
し
て
、
賃
貸
料
を

.
'
徴
牧
す
べ
き
で
あ
る
。

s

t

4

尚
之
が
賃
貸
料
は
最
高
七
十
級
坪
常
り
年
九
闘
最
低
四

廣、
7

十
四
級
坪
営
り
年
一
闘
で
あ
る
が
、
之
れ
を
適
正
料
金

に
更
改
す
る
と
約
三
倍
の
増
徴
と
た
る
か
ら
早
急
に
更

一
改
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る
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梁
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＇
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四
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且
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及
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荀
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日疲

空

畢
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適

正
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行

は

れ
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い

る

と

認

め

る
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②
財
産
齋
帳
が
未
緊
理
で
あ
る
か
ら
早
急
に
痰
備
し
て
、

市
有
財
産
の
把
握
に
努
め
ろ
と
共
に
地
方
自
治
法
第
二

百
十
三
條
に
因
る
條
例
を
制
定

L
て
、
財
商
秤
珪
の
明

確
を
期
す
べ
き
で
あ
ろ
。

⑪
各
課
に
分
掌
し
て
い
る
市
有
財
産
の
管
理
は
租
も
す
る

と
等
閑
に
附
さ
れ
い
て
い
ろ
憾
が
あ
る
か
ら
、
之
は
捏

理
謀
に
統
合
し
て
管
理
機
構
を
確
立
し
市
有
財
産
管
理

の
萬
全
を
期
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
。

左
記
の
通
り
盗
雅
に
椛
つ
て
い
た
が
腔
来
之
れ
が
監
守

を
骰
直
に
す
る
要
が
あ
る
と
認
め
る
。
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は
條
例
制
定
に
よ
り
常
該
事
務
の
商
工
課
に
移
管
と
共

に
共
の
醗
置
を
同
課
に
膵
換
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
亭
務
の
虚
理
朕
況

①
事
務
の
慮
理
朕
況
は
眠
ね
良
好
で
あ
る
が
、
決
裁
粛
類

に
し
て
決
裁
藍
分
の
不
富
及
び
決
裁
未
了
の
も
の
が
あ

る
か
ら
、
之
れ
は
紫
理
を
要
す
る
。

昭
和
二
十
三
年
二
月
二
十
日
自
騨
車
一
醗
盗
難
に
罹
つ

て
い
る
が
、
備
品
管
理
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
。

②
工
寮
用
材
料
品
の
受
悌
が
金
錢
出
納
簿
に
よ
っ
て
成
さ

れ
て
い
ろ
が
材
料
の
購
入
及
び
彿
出
し
に
記
戟
浪
れ
、

且
敷
に
も
誤
差
が
あ
る
又
工
事
設
計
に
よ
り
て
、
支
給

し
た
材
料
特
に
韓
用
鋼
材
等
は
受
彿
簿
に
記
戟
を
せ
す

正
営
の
手
絨
を
了
せ
中
し
て
彿
出
を
し
て
お
り
、
且
在

庫
品
は
盤
理
盤
頓
し
て
い
た
い
た
め
共
の
旦
数
の
引
合

等
が
困
難
な
る
煎
朕
で
之
れ
が
取
扱
に
は
惹
憾
の
廊
が

多
い
か
ら
規
定
に
従
い
、
適
正
な
る
取
扱
を
な
し
材
料

の
出
納
保
管
を
厳
正
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
と
認
め
る
。

偲
一
十
二
年
度
中
に
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た
工
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瓶
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は
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で

あ
る
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工
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品
取
扱
規
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に
準
槌
し
て
出
納
を
明
確
に
す

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る
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．

・
⑲
本
市
市
有
建
物
の
園
面
は
戦
災
に
因
り
全
部
燒
失
し
て

そ
の
ま
4

と
な
っ
て
い
る
か
ら
之
れ
を
撒
備
し
市
有
建

物
の
現
朕
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
。

上
水
課
（
四
月
十
三
日
）

一
、
耶
膀
の
変
税
訳
品

①
駿
且
は
現
在
課
長
抜
師
一
名
、
王
那
一
．
名
抜
師
一
名
抜
手

六
名
事
務
且
十
一
名
計
二
十
名
で
あ
り
且
、
つ
牛
田
蹄
水

品
に
抜
師
二
名
祁
記
一
名
抜
手
七
名
現
梁
且
十
．
ー
名
計

二
十
名
と
幽
町
分
虫
に
技
師
一
名
披
手
二
名
甜
務
且
二

名
現
梁
且
三
十
九
名
計
四
十
四
名
が
あ
る
が
共
の
配
骰

及
び
甜
務
の
分
欧
ほ
適

tE
に
行
は
れ
て
い
る
も
の
と
認

め
ろ
。

二
、
邪
務
の
媒
頼
服
品

い
亦
務
の
成
琢
賊
品
は
阪
ね
良
好
で
あ
る
が
邸
便
切
手
の

袋
茄
に
つ
い
一

J
'

水
道
協
令
川
の
郊
仰
●
切
手
を
市
に
於
て

兵
招
し
且
的
務
罪
の
投
貨

{,-g5例
物
の
登
距
を
し
て

い
る
こ
と
は
共
に
不
霜
で
あ
る
。

又
盆
訊
‘
す
来
訊
・
佐
の
受
砕
を
約
託
3

翌
玲
宮
・
に
J

つ
て
取

扱
っ
て
い
る
が
規
定
の
筏
冊
に
よ
っ
て
依
珂
し
代
付
け
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螢
舘
課
（
四
月
十
日
）

一
、
宗
務
の
分
掌
朕
品

①
職
員
は
現
在
投
師
ー
名
技
手
六
名
事
膀
員
十
一
＿
一
名
計
二
，

十
名
で
あ
っ
て
謀
長
、
工
事
係
長
が
鋏
且
で
あ
る
が
復

興
筵
上
に
あ
る
本
市
建
築
行
政
の
煎
要
性
に
鑑
み
早
急
ー

に
之
れ
を
補
充
し
事
務
の
逃
正
敏
速
な
る
虞
理
が
必
要

．
と
認
め
る
g

.

.

一
、
古
翌
務
の
虚
理
朕
況

①
直
蒻
の
臨
理
朕
品
は
慨
ね
良
好
と
想
め
る
が
決
裁
印
洩

れ
、
決
裁
匿
分
を
誤
つ
て
い
た
も
の
が
多
々
あ
る
か
ら

之
れ
を
改
善
し
且
公
文
悉
読
録
、
市
内
出
張
命
令
等
を

照
へ
文
害
受
付
箋
を
備
付
け
て
文
害
の
成
理
顔
末
を
明

か
に
す
ろ
必
要
が
あ
る
。

②
工
噸
入
札
の
執
行
朕
況
ほ
規
定
に
よ
る
究
格
に
欠
ぐ
る

と
睦
め
ら
れ
る
者
に
執
行
を
し
め
て
誓
と
共
に
睛
負

豫
定
恨
格
を
決
定
し
な
い
で
入
札
に
附
し
た
も
の
が
あ

る
叉
指
名
競
乖
入
札
に
於
て
指
名
者
を
三
名
乃
至
四
名

に
し
て
わ
る
如
之
れ
は
入
札
者
の
最
少
限
度
が
一
1
一
名
で

あ
る
か
ら
葉
梱
失
格
埼
を
考
慮
し
て
ー
今
少
じ
指
名
者
を

培
最
す
べ
き
で
あ
る
9

.

，

．

，

尚
嘗
課
の
指
名
競
争
入
札
に
は
害
類
手
綬
上
の
形
式
の

み
を
照
へ
て
共
の
賓
際
に
於
て
は
殆
ど
臨
時
契
約
に
よ

っ
た
も
の
と
盛
は
る
：
も
の
招
あ
ろ
か
ら
之
れ
が
執
行

に
は
厳
正
公
平
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る
。
・

⑱
一
十
二
年
度
中
執
行
し
た
主
な
る
エ
瑯
は
左
の
泊
り
で

あ
る
。
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搬
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築
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1
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七
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一
六
•
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、
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-
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四
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六
七
、
0
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給
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管
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付
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二
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一
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翌
＾
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九
一
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工
に
精
尊
報
告
諏
労
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簿
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財

甕

晶

麗

前

の

も

の
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懇

翌

稀

附

L
て
い
、
な
い
が
之
れ
を
翌
平
べ
き
で
あ
か
ら
早
急
に
紫
理
し
て
市
有
財
究
の
管
理
に
万
全
を
期

る

。

す

べ

き

で

あ

る

。

・

m現
布
の
甜
ポ
は
三
七
％
と
去
ふ
敷
韮
を
示
し
て
ぬ
ろ
か
下
水
謀
（
四
月
十
九
日
）

ら
之
れ
が
復
菊
に
は
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
一
、
甜
務
の
分
掌
朕
況
．
．

―
―
-
、
財
肉
の
応
11
理

朕

況

い

職

且
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課

長

外

抜

師
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名
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抜

手

八
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亦

＂ 抵
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器
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設
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等
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昭
和
二
十
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度
中
工
事
宜
施
朕
品

嘩

名

豫

貝
、
i
1
-
-
0
.
8

K
、
8
0
・
0
0

亙
、
0
3
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.
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忌
、
0
只
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•
O
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容
‘
一
生
・
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益
、
九
＿
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＿
.
8

稀
、
平
只
）
．
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窃
、
兒
O
・
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完ぶ、
g
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嘗
あ
る
と
箆
め
ら
れ
る
か
ら
、
水
道
甜
梁
の
特
種
性
に

鑑
み
相
営
の
一
本
建
に
改
善
す
べ
く
体
制
の
盤
備
が
必

要
で
あ
る
と
聰
め
る
。
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郡

稲
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罫

額

設
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金

額

考

＇恐
過
1
り
り
'

、ヤー・

の
斎
蘊
理
等
は
受
付
簿
に
改
め
粛
理
額
末
を
明
か
に

す
べ
き
で
あ
ろ
o

,

璽

事

材

料

品

の

受

彿

は

適

正

に

取

扱

は

望

図

誓

，
要
食
懇
共
の
他
の
出
納
は
一
見
し
て
判
ら
ぬ
も
の
誓

ろ
か
ら
出
納
簿
を
備
付
け
短
理
を
塁
磁
明
瞭
た
ら
し
む

ベ
老
で
あ
る
。
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・
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工
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設
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漏

水

休

止

工

恋

機

械

器

具

共

他

災
害
上
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道
復
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事

水
道
復
蛮
エ
康

戦
災
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言凰

熙

菜

場

庸

包

塁

ェ

胃

二

十

一

年

十

二

月

二

十

四
日
見
稜
工
費
金
二
万
八
千
八
百
問
の
設
計
を
た
し
二

十
二
年
四
月
十
四
日
指
名
競
争
入
札
に
よ
る
工
事
施
行

の
決
裁
を
得
た
ま•
4池
翌
工
ぜ
キ
同
年
十
月
一
日
努
務
賃

貪
膝
の
理
由
に
よ
り
エ
費
を
八
万
ー
1
千
回
に
培
額
し

て
指
名
入
札
に
附
し
エ
軍
を
執
行
し
て
い
を
盆
謡
箭

唇
翌
翌
が
激
し
き
，
現
朕
下
に
於
て
扁
四
回
覧
誓

考
察
し
エ
郡
施
行
に
適
正
を
期
す
べ
さ
で
あ
る
。

偲
保
及
び
己
斐
方
而
に
於
け
る
高
原
地
域
に
は
戟
災
後

今
尚
ほ
給
水
が
復
照
し
て
菜
ぶ
現
瓶
に
あ
る
が
之
れ

誓
沓
万
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

贋
軍
用
地
に
布
散
し
て
悶
慶
管
の
撒
去
工
事
は
約

四
分
の
一
未
了
と
ヤ
つ
て
居
り
之
れ
が
執
行
に
は
相
骨
臼

困
難
と
漁
想
せ
ら
れ
る
が
衰
材
入
手
魏
の
面
よ
り
早
急

に
回
牧
す
る
}
j

と
が
望
ま
し
い
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竣
工
繍
算
聾
E

喜
未
提
出
の
も
の
が
八
件
あ
る
が
之
れ
は
エ
栞
竣
工

と
共
に
槃
痙
す
べ
を
で
あ
ろ
。

璽
＋
二
年
度
中
に
施
行
し
た
工
喜
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喜
迎
り
で
あ
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つ
て
い
た
が
整
処
之
れ
番
辱
贔
應
す
る
要
が
あ

る
と
認
め
る
。

―
―
-
、
財
産
の
管
理
敗
仇

①
財
箆
台
帳
を
備
付
け
て
い
た
い
が
之
れ
は
早
急
に
盤
備

し
市
有
財
産
の
把
握
管
理
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
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十
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所
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抽
水
所
の
抜
術

且
二
十
二
名
現
業
且
二
十
名
で
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っ
て
そ
の
即
薔
及
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、
甜
務
の
全
年
は
速
疋
に
行
は
れ
て
い
る
と
睦
め
る
。
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二
、
事
務
の
虚
理
朕
況

①
事
務
の
慮
理
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
ろ
が
取
扱
虚
類
で
‘

決
裁
蔦
分
の
不
明
諒
、
決
裁
凹
池
れ
筈
不
照
伽
の
も
の

が
あ
ろ
又
工
事
用
材
品
の
受
排
は
規
定
に
よ
る
平
綾
を

了
せ
｀
す
彿
出
を
し
て
い
る
尚
文
芯
受
付
箔
を
備
付
け
て

い
な
い
が
之
等
は
共
に
規
定
の
株
式
に
よ
り
巽
理
即
末

を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
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の
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り
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難
に
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て
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が
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来
之
れ
が
漁
防
封

策
を
諮
す
る
と
共
に
監
年
を
股
康
に
す
る
必
要
あ
る
も

の
と
望
め
る
。
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息
抒
収
容
川

使
川
不
能
（
斑
耶
）

| | 

” 

ィ

ス

帝
無
は
使
用
不
能

” 

＂ 

ニ

II 

II 

l I 

II 

ト／9

ヨ

の
．
十
五
台
で
あ
っ
て
二
十
二
年
度
中
．
の
修
理
費
は
六
十

八
万
玉
千
八
百
八
十
八
闘
八
十
一
錢
支
彿
つ
て
い
る
現

朕
で
あ
ろ
塁
塁
塁
患
及
び
消
防
局
闘
係
の
自
動
車
修
理

を
含
む
と
誓
急
経
費
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
豫
想

せ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
が
醗
車
修
理
等
特
殊
性
に
鑑
み

獨
立
課
を
設
置
し
て
修
理
機
構
を
確
立
じ
絵
送
の
万
全

を
期
す
る
よ
う
考
慇
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る
。

-r-―
-
＿
-
I
I
-
‘
O
l
l
i
〈
琥
修
理
中
四
月

未
完
成
躁
定

使
用
不
能

使
用
不
能

．
使
用
不
能
（
陵
車
・
）

修
理
中
四
月
末
日
完
成
挽
定

一
、
―
―
―
-
＾
琥
修
理
要

同
車
は
戦
災
復
狭
院
よ
り
箕
典

の
も
の

”
 

普
迎
宜
物
車

II ”
 

II 

、00
0
琥

‘_-K藝

使
用
不
能
（
殷
車
）

”
 

小
型
乗
用
車

ツ

” 車普
迎
乗
用
車

”
 

車故
I敷料

番車

琥輛

摘
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要

一
、
二
五

r
二
九

＂ ” 

’―,  - - - ， 

一、 ” ” 二、

、、
ナし :Jし
三三
七ュ：

種

車

敷穿
——知． 

敷現
——在

車宜
＿＿敷動

”‘ 

言
面
七
十
錢
で
あ
っ
た
。
団
刷
費
も
亦
市
揚
粟
者
の
一

靡
靡
額
以
下
で
印
刷
し
得
る
と
言
ふ
か
ら
早
魯
―

設
備
を
盤
備
し
人
員
を
充
宜
し
て
最
高
度
に
機
能
を
複

揮
す
べ
き
要
あ
る
も
の
と
認
め
る
。

偲
日
動
車
の
保
有
車
輛
及
び
盤
備
朕
況
は
左
を
迎
り
で
薬

備
敗
況
は
概
ね
良
好
で
あ
ろ
が
現
在
璧
―
孔
五
台
中
箕

動
車
十
八
台
で
故
瞬
車
十
七
台
の
内
修
理
を
要
す
る
も

自

励

車

・

現

況

調

” ” II 二、

r
l
:
lぎま
自

i-1,91

d‘~ 

,'＼ F /`
 

,
 
．．．．． ，
~
~
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困
指
名
競
争
入
札
の
指
名
者
は
殆
ん
ど
一
＿
＿
名
と
た
つ
て
い

ろ
が
今
少
し
指
名
者
を
玲
貞
し
て
入
札
の
指
名
者
は
殆

ん
ど
＿
―
-
名
と
な
っ
て
い
る
が
今
少
し
指
名
者
を
培
員
し

・
て
入
札
の
執
行
を
4

ば
す
べ
き
で
あ
る
と
翌
め
る
。

世
二
菱
造
船
所
が
施
設
し
た
庚
午
排
水
嘲
筒
所
は
概
に
市

に
於
て
操
菜
し
て
い
る
が
之
れ
が
正
式
受
入
手
絞
を
な

す
べ
き
で
あ
る
と
共
に
同
じ
隙
係
に
あ
る
猥
昔
排
水
卿

筒
所
は
工
事
中
戦
災
に
よ
り
破
埃
し
た
ま
L

と
な
っ
て

い
る
か
ら
同
地
域
の
農
作
物
生
産
の
直
要
性
に
鑑
み
早

急
に
之
れ
が
弼
策
を
諧
す
ろ
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
。

矧
下
水
道
復
興
郡
業
五
ヶ
年
計
掘
を
樹
立
し
二
十
一
＿
一
年
度

よ
り
宜
施
す
べ
く
諧
般
の
準
備
を
進
め
て
い
る
が
之
が

総
班
業
費
は
五
億
六
千
四
十
六
万
園
で
財
源
と
し
て
図

庫
補
助
二
億
五
千
七
万
五
千
回
縣
補
助
九
千
三
百
四
十

一
万
回
受
盆
者
負
樅
金
一
億
八
千
六
百
八
十
二
万
闘
市

債
＿
―
-
千
十
五
万
五
千
園
と
な
つ
．
て
い
る
が
政
府
の
戦
災

復
興
事
業
承
認
緯
額
は
二
十
一
年
度
が
九
百
九
十
五
万

九
千
一
＿
一
百
五
十
九
図
で
二
十
二
年
度
が
三
千
六
百
一
万

六
千
六
十
回
で
あ
っ
て
こ
の
内
下
水
逍
復
興
事
業
に
封

す
る
も
の
は
二
十
一
年
度
分
が
二
百
十
二
万
千
闘
、
ニ

十
二
年
度
分
が
百
二
十
七
万
五
千
闘
と
言
ふ
宜
緒
を
示

し
て
い
る
現
朕
で
あ
る
か
ら
、

L
j

の
程
度
の
郡
業
役
の

承
聰
額
で
は
完
成
迄
に
は
相
嘗
の
年
月
を
要
す
る
こ
と

に
た
る
か
ら
、
計
掘
逍
り
の
那
業
途
行
は
次
第
に
困
難

と
た
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
事
業

遂
行
可
能
な
ろ
計
争
証
を
樹
立
し
て
之
が
促
進
に
万
全
の
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策
を
諧
キ
ペ
き
で
あ
る
と
鰈
め
る
。

切
本
市
鍔
督
に
係
る
市
含
住
宅
地
帯
の
排
水
設
備
は
全
く

施
工
し
て
い
た
い
た
め
入
居
者
は
非
常
に
困
つ
て
い
る

現
栽
で
あ
る
か
ら
、
之
が
排
水
設
備
は
最
も
急
を
要
す

ろ
も
の
と
臨
め
ら
れ
る
か
に
早
急
に
完
成
す
べ
き
で
あ

ろ。

三
、
財
産
の
管
理
栽
況

負
産
令
帳
を
備
付
け
て
い
な
い
が
早
急
に
之
誓
謡
備
し

て
市
有
財
産
の
管
理
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
隠
め

る。

秘
饗
渉
外
課
（
四
月
二
十
一
日
）

一

、

班

喜

盆

霰

況

．
．
 

①
職
且
は
現
在
謀
長
外
、
王
璧
二
名
掌
品
nu
百
条
畢
務
且
十
一
―
―

名
計
二
七
二
名
で
あ
っ
え
そ
の
隠
皿
及
び
嘩
務
の
今
掌

は
適
正
で
あ
る
が
、
渉
外
闘
係
事
務
で
主
塩
二
名
が
通

膵
誠
鐸
の
舌
翌
務
に
つ
い
て
竺
Q

が
殷
範
困
の
渉
吐
畢
務

の
連
絡
統
一
は
容
易
で
た
い
こ
と
が
隈
め
ら
れ
る
か
ら

将
来
増
員
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
ぢ
と
嬰
め
る
。

二
、
事
務
の
虚
理
朕
況

、
但
畢
務
の
虐
理
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
選
参
、
早
追

簿
、
休
暇
、
條
勤
届
簿
等
は
規
定
の
様
式
に
よ
っ
て
虞

舞
す
べ
き
で
あ
る
、
尚
文
饗
受
付
簿
消
耗
品
受
彿
等
等

備
付
け
て
い
な
い
が
い
づ
れ
も
薬
備
す
ぺ
き
で
あ
る
と

ヽ

。

認
め
る

②
渉
外
闘
係
事
務
は
闘
滑
に
執
行
さ
れ
て
い
る
が
文
害
等

の
牧
受
褻
送
に
つ
い
て
は
尚
一
暦
各
課
と
の
連
絡
統
一
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を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る
。

會
計
課
（
四
月
二
十
＿
―
-
日
）

一
、
事
務
の
分
掌
敗
況

①
職
員
は
現
在
牧
入
役
外
、
H-
―5土
五
名
、
沢
●
記
九
名
、
事
務
，
？

且
十
六
名
、
疑
託
一
名
、
翌
璧
ゃ
十
五
名
計
四
十
七
名

と
印
刷
所
賊
係
箕
且
抜
手
一
名
、
舌
翌
務
旦
一
名
、
抜
エ

五
名
計
七
名
で
あ
っ
て
そ
の
虎
概
及
び
事
務
の
分
掌
は

讐
で
奏
富
誓
。

喜
著
二
名
、
印
刷
所
屑
二
名
熊
芸
あ
っ
た
。

二
箪
碧
塁
喜

巴

靡

務

は

慨

ね

良

慧

誓

哀

誓

習

計

料

理

の

襲

習

開

哀

誓

゜

璽
十
二
年
度
中
賭
入
し
た
物
品
は
千
五
百
一

i

＿
十
阻
召
ー
一

千
九
十
六
闘
八
十
二
続
で
物
晶
共
他
の
修
理
は
二
十
七

万
六
百
七
閻
九
十
四
錢
合
油
京
・
修
理
を
除
く
）
で
あ

つ
て
物
品
の
出
納
保
作
は
逍
jE
で
あ
っ
た
特
に
用
品
倉

．
庫
の
紫
理
朕
況
は
良
好
と
翌
め
る
。

④
不
用
品
の
虚
分
せ
る
も
の
は
慇
か
一
件
四
千
七
十
澗
で

あ
っ
た
が
急
悶
鳳
・
校
等
で
保
管
す
る
不
用
品
胃
一

物
品
出
納
の
湖
正
を
期
す
ろ
上
か
ら
蹂
瑶
扉
分
す
べ
き
・

で
あ
る
と
聰
め
る
。

固
印
刷
所
の
紫
溢
悶
恥
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
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活
字
の

整
備
不
充
分
と
鋏
且
等
の
た
め
い
を
だ
市
脳
係
の
需
要

に
應
じ
得
な
い
現
朕
で
あ
る
。
二
十
二
年
度
中
梁
者
に

，
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つ
て
印
刷
し
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も
の
ほ
四
十
万
六
千
六
百
四
十
四
閥

九
十
一
錢
で
あ
っ
て
印
肌
所
の
印
測
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は
一
二
十
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万
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戦
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明

三
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願
に
依
り
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職
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す
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一
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東
部
復
呉
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務
所
使
用

筐

年

中

五
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中
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榜

本

正

雄

＂
廣
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市
事
務
吏
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命
・
す
る
主
甜
に
補
す
る

典

の

も

の

/

江

口

松

芳

⑰
二
十
二
年
度
中
左
の
通
り
盗
難
に
か
4

つ
て
い
た
こ
れ
が
猿
防
酎
策
を
諧
す
ろ
と
共
に
監
守
は
厳
園
に
す
べ
き
で
あ

ろ
と
昭
め
ろ
。
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務
局
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謀
勤
務
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和
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十
二
年
度
中
に
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る
盗
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品
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＿
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八

時

技

璽

賞

有

田

蕗

雄
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員
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時
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一
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右
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二
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頸
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職
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自
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[
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八
午
後
六
時
半

認
含
哀
南
側
車
庫
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至
＂
l
-
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午
前
八
時

右

同

自

八

、

一

六

午

後

四

時

ト

ヨ

タ

一

、

二

七

四

右

同

四

個

II

同

技

術

吏

且

寺

西

正

雄

三
、
一
八
痰
島
市
役
所
述
営
協
議
會
委
且
を
免
す
ろ
＇

至
＂
一
七
午
前
八
時

＇ 

ト

ヨ

タ

タ

イ

ヤ

ー

各

二

本

甜

務

吏

且

閥

誹

蔀

自
九
、
二
五
午
後
九
時

會

計

課

内

至

＂

二

六

午

前

七

時

半

會
計
課
に
於
け
ろ
特
殊
性
事
務
は
受
命
機
閥
の
出
納
郡
務
で
あ
っ
て
物
品
賭
入
共
他
の
車
務
は
命
令
槻
闘
に
屁
4
3
，

る

I

f
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技

幻

吏

員

二

村

四

郎

．

ー
躁
係
に
あ
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と
共
に
職
且
の
指
押
掌
握
と
那
務
の
執
行
に
は
相
嘗
困
難
が
伴
つ
て
い
る
こ
と
が
隠
め
ら
れ
る
か
氏
能

Li
、

-
J
L

痰
島
市
臨
時
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前
渡
那
務
取
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命
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．
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務
吏
且
小
紘
~
延
恩

率
培
進
の
上
か
ら
も
こ
れ
が
堺
任
課
長
を
復
活
し
て
猜
立
の
性
格
を
も
た
せ
る
要
あ
る
も
の
と
認
め
る
。
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、
昭
和
二
十
二
年
度
定
期
監
査
宜
施
中
四
月
五
日
よ
り
同
十
日
迄
六
日
間
に
於
け
る
本
慇
職
員
の
出
勤
朕
況
を
整
査
し
＿
二
、
三
一
小
網
町
出
張
所
長
を
命
・
4
9
み

内

＇ ，＇ 

た
る
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左
表
の
通
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っ
た
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廣島市報行Rnー月六年三十二昭昭

萬で錢 ilj
'.八好 と {i'((2)

何ま てん倍る一あ水．

千額な三公
(1)第卒し現‘に 1しものり道

七のつ J1 重，lll杵て在枢御が叫ll]ま甜

iT．六て末 却建土財！！オん tifI-T.
イ1 さ訊．［謡力迷ーは助す粟

拾 95を 現金
こ恐〇給金‘の

四災りィ[{l'i・ 妥
沖府 1この蔀 iしを％奥が秘I牧

[ll.)iトま額 金物地
は公於漏をがおと毀交 Fli人

で :1:すは税
1iiか水腐復掛なが付柚は... 

五＊‘七在
及れ率施狗けつ支さ助殆

%1tこ千 ・ if:j但］参
ーて二致にして出れ金ん

都．．li.わ．くを 六萬拾
時も〇し努てゐ蒜｀るはど

.rli百が然 拾七六
借削％ま力ゐま 額 た 戦 水

il• Jl. !J.t.Ti 高千社5
人水）りししますのめ災逆

3!t拾淫千五参．iit
金 防致 たて す‘三之復使

ut)ば lj百 千百干
の止三紡ゐが戦七が興用

予腐は iit JL !̀9)... nt・ 
現に 0果ま‘災％牧の料

心澤拾 百坪百 惹潅i％次す昭に経入 tこで

l几l干通 1i. iしし拾囮
t:j水に第°和よ常でめあ

iり（几I土 皿 拾六拾
に 接 に 二り那あ國り

拾百＊で 八合笠
尚近水 十本業りにま

lI!l九費ili 皿．IL坪・
＿．致躯 ー・市 1どま於し

•I~ 拾参民 JL勺＇ー、i. 凪t土
しが 年のがすでて

九八百—一拾合・ 0) d・上度水；；‘事‘

千皿九人 ）L • 1i. 
御し外 よ道 jL支粟牧

八で拾賞錢勺
協 t~ し りも％畠投入

百九恋武
＇，力て悼 l被・戦にの総

九寃 九 百
j を i届 の害災於三額

拾放千九
お 水柚を復き分に

試` fJ八拾
願率助受蒋ま、 し ） 封

皿it百 I!！l 一
ひ 三金け費しーし＝一

で 参六 ID] . 致・八 も市がて乃て公三—
六百 拾七

し ％ 受民二 そ 至 八 ° 七 ・九＝苓翌
ニニ九に1 一六 0

％拾 四拾
ま・と けの 0 のニー。。。 •o o 

三三~ 〇 三 ＝ 平
衛四皿六 了舟 t誓羹妻鍔品奎三哭さ、旦

翡 聾 致 通 典 あ 已1寸市牧即政現り 1あ前五れ市 末現 回廣こ四生
批稲はとす改りむ金偵人ちに在まるに寓たの第参金 (3)で島れ 0 費

進々尚｝f
る訂まを及が鯰市

d 税球す得び；；額獨い刀
つ地す見も七額総

-~'o 込述百は歳五 百面一・三縣ら％阻

を努朴ll)制に、な ・,h九 に自 て財 みぺ七党・ 五 の 時 五 よ 市 其 百
蹄力賞ま改財目いの％封のも政 でま於 人そ拾操借寃・り偵の五 I‘
り致多す IEす下こ負と

n憶 tt}の 萬 作 入
し財同．格 あし1i．六 f象他回と

で七の他拾•
得し難ががる‘と 1L¥． 金あ百借千九るてを ‘iil•l！オ秤 なて源様行 りた回千算財借し り．七人九萬
よ 届 汲 本 ょでつ僅ででき まよと五は政人て ま拾先百九

うる俎じr搬源察も賄てにああ詰
りさ拮培想つぉ一 る り つ

し う な 百 成 に れ 年 す五は八千

絶次さとれ訟‘はてり 5分まて てにつ拾．億 Uりま度 °萬大拾煎

大第れ致つと消れゐま％典す居
‘出て笠四すし内

決納届寓千るたに
咸蔵四1百

なで哉し .I. も防•まるす1 で祝°り邸l汎り六 千省巡阻
るぁす t)あ麟・す朕° あ を 、 に銀ま百拾屯が借 回預笠拾

御りのしり聯及が況即り除・ 自 於期し］1-羹項五心： で金千掴
協まで・て‘しび確でちまい 主f て 1乙iて拾八 末 そ 一部九で
力 す ‘ 最 朴lて保且1あ こした 性 はの豫六千 にの I-• よ百六
を゜ TIiも＇i各地健たりのて ilf .％り拾％
お市と煎大方所るまょ ．‘祝が 豫1環回百償年 銀八七戦
願 民 致 疾 幅ilオの市しぅ分‘ な 邸 月と で四 還度 ，行百個災
ひ各しな Q)政市獨てに ．gu使．ぬと末の支拾 し内 よ拾で復
す位ま ritll！オの移 I:1‘j恥•)t:JIj と・大 HHil出 八 てに り1川二留

・、るにし題砺直耀())蜆源‘粁 云 差迄にさ回 現債 武萬八役
次於てでが立等財在の固及 は なに相れで紙還 千参％煎
祁かもあ附を ‘i原の大及手悲 いは裳たそ はす 四千で千
でれこる典脳自が経土 び 敗 ／ よ牧の額の 、ある 百ブしあ八
あまれ復さる治切許＂ B ゐ う人開は内 b一 七百り百。
りしが gせれた U.)整｝ぃ遭誓［ 手 に‘き致三、ま時 拾六ま参・ 1: 
まて ll1Iけるめ姻さ勢を出牧 ヵ5 な支が1、伐月 せ借 堂拾す拾

すも源源もりI允ーれ下國金，人 ‘ 
る出あ四末
見 と り 千 迄

ん 入 fJ↓八°六

° 1i濃に U)央‘るによがの 本 込もま八に °金

固得つと地並次於り l几l合
は・ 参皿．萬

市み相す百牧 十
百で九

なにを Jり］方に第ての四計の で礼やが諏＼ 四一 千
るつま．1•サと紛では変％は 財 あ額‘拾さ ； ．拾八回 l、,,•.

`-• ·-•--•r疇----●●釦---、,．----ヰ• 999 9 9 9↑←-・ 9 9,--nm.T『 99で・千ず『- ●●●9 9■ 9 』-』直

九 ％で
． ．  

/' 

炭
＾

w恨
奴

．
 

．
 

．
 

．
 

ヽ
＂ 

．
 

菖

．
 

“.J
,

｀
,
J

.

，
 

ヽ
”

.

，

•

`

9
1
.
,

．．
 
，
 

⇒

・・
9.し.'`
，
．
`

,＇

、，．
,9

,

．

,•••••• 
＇

,

•
J

・
‘

,

．
，

.
,
．

'’I 

;i:''"•9 

••
•
• 

t
・

9

.

，

"

;．
j

ヽ

u

．す1ー
J

、.
，
l
'4Jl、.
9

,

9

、

.，
9

.

i
l
i
i
:
-
，
、9.
i
'
1
!
．

、n41
•. 

'
し
｀
t
a
t
i
t
l
J'；`9,i
r
t
;
＇
，
＇
,
1
,

91,
'
,
99” 

9

.

9
ヽ
“
ヽ

＇
會
•

9
.

I

'
・
ー
、

9
.
,
-
i
"
i
t
i
;
.
，
!
l",＂，
．,
 

••• 
!̀

r
:'i

,.
9.

,•, 
．．
 

•• 
9,r
;9,・1̀
ilt・・`
9-・i

、.,．．
 
,．9-9、’

,
t
,
9
,

、

，
9
、
.

,

5
-
’

、
•

R
-

．． 
，s

9
 

•
• 
9,t'

:、
．．
 

991ー
．，i`C

・・ヽ
1‘.
,．ーー
、，

．＂
‘

、

、
,
•

9
1

i
'
,
.
9
i
.
1
.
，

t
｀
レ

t
•
9
,
_
r
i
‘
•
9

99
,
 

貪・

4

、
4
,
9
9••• 

)
．t

しり＇いp
.iー・一戸9
9
•.• 

C‘.,‘

↓

-． 

行夜日一月・六年三十二昭昭 報 市 島 廣

撃

外

d
り
じ
悶
'
f
t
礼
件
蒻
―ヽ
｀
，
＂
隠
翡
が
胄
圃
：

，9‘"h≫L'rtし

t"じ；ヽ
；；．，

4

，'
も
心
．
fiIi翡
化
1
りじじ
t
i向
hIn,＂州閲
r

p

r

h

|

i

i,119,．i'＂
り、
'ii.

','

‘• 

・ヽ
1

,

i
1,；

9
'

,

＇
¥、"＂L
i

t
,；
，

9

↓,',"：
t
r
,
＂

.‘,
1.,＇,

'

,＇’9
99, 

1

,

1

,

1

,

＇

．
ヽ
ヽ

,
I
 

・・・

一

'

:

,

.

|

-

―

-

．．． 
ーニ―――

,．

I

I

ー
し

＇
，
＼
~
心

ー

,
l
i
.
-
•

■
-
．
1

,
；

ー

'

,

1•• 
；
,i. 

1,9,i 

'，

●

，

．

 

'
，．
 

.

-

•• 

＇ 

．．
 

4
 

、

．

廣

島

市

報

，

七
百
二
十
九
回
で
あ
り
ま
す
こ
れ
は
職
伍
の
本
俸
以
外
の
加
咽
定
給
臨
時
培
給
家
族
手
常
特
給
典
と
公
債
孜
に
充
霜
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

別
手
裳
等
で
あ
り
ま
す
災
害
聾
尻
嘉
七
萬
四
千
六
拾
咸
円
は
水
害
復
哲
で
あ
り
数
育
翌
二
歳
翡
っ
い
て

は
新
制
中
訊
午
校
建
設
費
八
百
九
拾
低
四
千
七
百
煎
拾
六
円
戦
災
孤
兒
集
胴
数
育
費
百
五
拾
八
．歳
出
中
主
な
る
も
の
は
匝
劃
盗
謡
改
笠
千
七
再
拾
紙
J
j
i
ハ
千
止

g
立
拾
田
但
蛉
竺
ハ
拾
七
。
IJ

ゎ`

萬
参
干
九
百
参
拾
七
円
工
業
班
門
熙
核
設
備
牝
武
拾
六
郎
笠
千
参
百
五
拾
四
円
第
一
工
業
學
六
千
六
拾
回
上
水
役
成
百
七
拾
万
参
干
七

ti
咸
拾
円
下
水
ー
百
八
拾
成
萬
七
千
八
拾
四
祐
臼
緑

校
設
備
牲
試
拾
五
萬
九
千
参
百
咸
拾
四
円
締
で
あ
り
ま
す
一
地
及
姫
地
竺
ハ
拾
六
万
七
千
・
百
四
拾
円
建
築
竺
ハ
千
成
拾
七
万
叫
千
四
拾
九
円
臨
時
和
具
、
日

辟
翌
立
千
百
引
拾
参
萬
九
千
五
百
九
拾
円
の
内
主
な
る
も
の
は
特
別
合
計
戦
災
復
藉
毀
へ
繰
一八
拾
七
万
武
千
七
百
効
円
公
依
虹
百
参
拾
万
笠
千
五
百
六
拾
八
円
共
の
他
参
拾
笠
ガ
参
千
五

入
金
五
百
五
拾
参
寓
四
千
七
百
九
拾
個
雑
支
川
百
参
拾
五
萬
参
千
六
百
参
拾
試
円
疎
開
跡
地
百
五
拾
五
円
で
あ
り
ま
す
。

整

理

費

百

七

拾

四

廓

五

千

八

百

七

拾

七

円

で

あ

り

ま

す

、

．

尚

建

築

虹

の

六

千

試

拾

七

万

四

千

四

拾

九

円

の

内

主

な

る

も

の

は

庶

民

住

宅

建

臥

収

成

千

八

右
の
外
失
業
璽
璽
衷
七
百
六
拾
七
萬
箪
誓
円
土
木
甕
百
七
拾
七
篇
千
参
白
七
百
参
拾
七
万
四
千
九
百
円
小
訊
蕊
翡
益
芋
百
武
拾
巫
翌
ガ
四
千
魯
闊
農
’
伐
私
虹
五
一

拾
七
円
公
伯
牲
参
百
四
萬
七
拾
六
円
戦
災
復
典
牝
前
年
度
事
業
繰
越
分
参
白
八
拾
参
廊
笠
千
百
四
拾
11
萬
皿
＂
廊
合
共
他
復
祖
孜
参
白
万
趾
家
沿
巾
場
復
也
虹
白
万
趾
培
物
復
佑
年
七
拾

百
八
拾
六
円
紐
で
あ
り
ま
し
て
臨
時
部
の
合
計
は
JL
千
九
百
参
拾
八
萬
九
千
九
正
五
拾
壺
円
四
万
回
分
謡
住
宅
辻
設
笠
ハ
石
万
円
で
あ
り
ま
す
笏
四
表
及
び
第
五
表
は
前
述
以
洗
の
特
別
一

で
あ
り
ま
す
倫
稔
窃
額
に
比
し
て
牧
入
支
肌
共
相
営
差
が
あ
り
ま
す
が
こ
れ
は
出
納
閉
銀
期
合
計
の
一
踪
表
で
あ
り
ま
し
て
八
令
計
あ
り
ま
し
て
こ
れ
の
腺
似
合
計
額
は
九
已
佃
拾
八
萬

で
あ
る
五
月
末
迄
に
牧
入
叉
は
支
出
さ
れ
る
も
の
か
狙
"m
額

あ

る

た

め

で

あ

り

ま

す

煎

千

JL
百
四
日
で
あ
り
ま
す

翡

立

翡

履

歴

i

第

二

市

民

の

息

悶

喜

．

‘

本
市
は
特
殊
な
煕
災
を
受
け
ま
し
て
こ
れ
が
復
佑
は
洵
に
容
易
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
市
前
記
の
よ
う
に
地
方
分
血
爺
を
除

<
n
j
祝
の
合
計
額
は
成
十
八
直
聾
唸
四
九
千
六
拾
参
趾
で
一

姦
し
ま
し
て
も
復
択
第

i

、
主
義
を
以
て
慇
品
之
が
往
典
に
努
力
致
し
て
屈
り
ま
す
が
佃
分
あ
り
ま
し
て
、
こ
参
の
布
民

7
ぶ
訊
平
均
の
條
餃
額
は
百
拾
八
屈
参
拾
錢
て
八
口
咸
拾
参
萬

に
も
唇
災
が
甚
大
で
あ
っ
て
市
獨
自
の
力
で
之
が
復
典
を
誓
喜
因
難
で
あ
り
こ
れ
が
た
七
千
五
百
参
拾
咸
人
）
で
一
泄
璽
喜
喜
額
は
四
百
六
拾
七
趾
八
誓
餞
熊
羞
ハ
萬
一

一

笠
翡
翡
の
大
剖
分
を
脳
の
が
川
助
嘉
伯
に
依
つ
て
届
る
脳
係
も
あ
つ
て
復
興
も
意
の
如
百
四
世
術
）
で
あ
り
ま
す
、

第

一

そ

公

螢

甜

粟

の

翻

理

の

概

況

．

く
進
拶
し
な
い
の
は
洵
に
追
飴
で
あ
り
ま
す

二
十
一

i

年

肛
"m
初
豫
召
柱
岱
墜
＇
脊
参
拾
郎
武
千
叫
甕
酋
で
あ
り
ま
し
た
が
蚊
絡
狡
本
市
の
公
螢
甜
業
と
し
て
は
水
逍
事
業
が
あ
り
ま
す
が
こ
盆
謡
は
昭
和
二
十
二
年
度
は
糾

常
的
な
も
の
は

i

般
合
計
に
於
て
戦
災
復
藉
脚
係
の
も
の
は
特
別
合
計
戦
災
復
典
費
に
於
て

窃
は
八
千
六
百
七
愈
ハ
萬
試
千
九
泊
七
拾
四
円
に
減
少
致
し
ま
し
た
、
こ
れ
は
腐
初
市
の
豫
一

定

し

た

喜

が

馴

の

方

で

減

額

認

腑

さ

れ

た

糾

梨

で

あ

り

ま

す

一

空

経

理

し

て

ゐ

ま

す

、

こ

の

繁

‘

支

出

の

航

況

を

示

せ

ば

左

表

の

通

り

で

あ

り

ま

す

。

水
逍
蔀
業
の
牧
入
欣
況
．

i

麻
入
に
つ
い
て

歳
入
の
内
主
な
る
る
も
の
は
闊
即
袖
助
金
と
市
債
で
あ
り
ま
し
て
囚
庫
柚
助
金
の
内
認
は
庶

科

目

自

四

月

至

九

月

尊

川

放

任

給

靡

一

蓄

。

―
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懇
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等

級

占

用

料

等

級

占

用

将

ヽ

き
る

第
十
條
占
用
者
の
住
所
を
焚
更
し
若
し
く
は
名
義
を
改
め
た
一

0
1
一
平
―
―
-1̂

＿_01
一平
0

戟
す
る
こ
と

．
ヽ

と
き
及
び
第
七
條
第
二
項
の
場
合
に
は
迎
滞
な
く
そ
の
旨
を
届
―
1

C
1
―
一
）
一
＿
＿
七
―
-
。
吾
0

ご
1
二
占
用
の
目
的
及
び
事
由

た
め
に
す
る
占
用
で
は
許
可
叉
は
承
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
法
人
の
解
敬
し
た
と
き
も
ま
た
同
一
―
-

0

-

―
―
エ
ー
―
―
八
ー
ー
。
姦
〇

四
＼
占
用
の
期
間

四

0
四0
-

―
―
九
―
―-
•
8
0

、
工
作
物
施
設
の

ヽ

五

工
事
に
浩
手
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
そ
の
前
三
日
写

0
盟
巴
―
―
-
。
―
―
平
0

認
の
日
か
ら
工
事
済
手
迄
の
期
間
及
び
工
事
滸
手
か
ら
竣
虹
麟
廷
子
駆

目
迄
に
竣
工
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
指
示
六

0
平0

四
一
―
―
ー
。
乗
0
0

に
至
る
迄
の
期
間
但
し
板
固
そ
の
他
簡
箪
な
施
設
は
こ
の

p

七

0
六0

四
―
―
四
0
3
8

り
で
な
い

.
0七
0

塁

四

0

写
)
O

六
、
占
用
甑
域
内
に
物
件
が
什
在
す
る
と
き
は
立
木
竹
で
叉
は
桧
ー
上
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

写

0
0
8
.

加

0
八
0

四四

は
そ
の
種
類
、
数
枇
目
通
寸
尺
、
そ
の
他
の
物
件
で
は
名
稲
策
十
占
用
の
期
間
滴
了
し
又
は
占
用
を
毅
止
し
た
と
き
＾

は
、
指
定
し
た
物
件
を
除
く
外
原
朕
に
回
復
し
、
そ
の
行
を
届
九

け
出
て
桧
在
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
弟
七
條
第
二
項
の
一
0
'

〇九
0

翌

六

0
0
0
9

構
造
及
び
形
欣
等

1
0
0

堕

＾

七

0
0
0
0

七
、
占
用
料
額
（
一
箇
年
）

―
―
五
四
七
＾

•
8
0

得
に
は
隣
接
地
主
の
承
諾
饗
と
添
付
し
叉
は
連
署
を
受
け
承
微
を
し
な
い
と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
一
＿

-
＿
．
．
四
八
九

•
O
O
O

け
れ
ば
な
ら
な
唸
但
し
利
害
服
係
を
有
す
る
隣
接
地
主
第
十
＿
―
-
條
占
用
の
許
可
又
は
承
認
を
し
た
と
き
は
、
別
表
の
一
―
―

一
芸

0

翌

1
0
0
0
8

浩
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
占
用
料
を
微
牧
す
る
。
但
し
、
左
の
各
琥
の
一
に
該
常
す
る
場
―
―
―
一
）

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

合

は

こ

れ

を

減

免

す

る

こ

た

品

を

き

る

。

一

四

承
諾
害
叉
は
連

、

公

益

の

た

ゆ

占

用

す

る

も

の

一

写

一

苺

、

吾

一

＿

0
0
0
0

＿

一

、

市

と

報

償

契

約

を

締

結

し

た

も

の

一

六

―

-
0
0

写
一
ー
―
―
0
0
0
0

雷
を
鱈
鱈
の
願
害
に
は
左
の
塁
墨
添
付
し
な
け
れ
ば
一

一
七‘

.
-
＝
弓
、
翌
―
―

-
l
•
O
O
O

蚕
0

芸
―
-
＿
四•O
O
O

の
附
近
を
表
示
し
た
平
面
濶
―
―
-
、
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
も
の

占
用
井
は
左
の
匝
分
に
よ
り
こ
れ
を
邸
定
す
る
一
＾

る

一

占

用

期

間

が

一

．

箇

年

に

滴

た

な

い

端

数

は

こ

れ

を

月

割

一

九

―

―

虚

器

一

平

0
0
0
0

第

二

項

に

該

常

す

る

も

の

は

足

渭

オ

――-
0
0

棗

一

六

品
0
0

_
＿
_
＿
五
癸
一
令
0
0
0

と
し
、
一
箇
月
に
淑
た
な
い
端
数
は
十
六
日
以
上
は
こ
れ
―
1
0

を
一
箇
月
と
し
、
サ
五
日
以
内
は
之
を
半
箇
月
と
す
る
―
―
―

者
は
工
事
設
計
岡
書
、
但
し

；
占
用
将
年
額
一
闘
未
満
oJ
と
き
は
こ
れ
を
一
回
と
す
る
一
＿
―
-
翌
0

塔

一

九

0
平0
0

る
こ
と
が
で
毛
る

―
―
-
、
占
用
面
積
は
敷
地
の
面
秋
と
す
る
°
但
し
占
用
面
積
勺
―
―
―
―
―
四
0
0

哭

―

―
-
0
0
0
0

公
署
の
許
可
又
は
承
認
を
要

1

I
 

善

舜

―

―

―

―

e婆
0
0

杏
―
―
四
0
0
0
0

位
以
下
は
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
勺
位
に
止
め
る
一
酉

写

0
0

認
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
目

空
―
―
写
ふ
0
0

令
年
月
日
、
番
琥
、
住
所
、
廣
告
叉
は
看
板
に
限
り
利
用
面
積
が
敷
地
面
積
よ
り
大
き
蚕＿

＿
七
七
0
0

i
~―
―
―
―
七
只
J
O
O

場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
い
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
廣
告
又
は
看
板
の
而
積
を
以
て
―
―
六
六
0
0

そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
占
用
面
積
と
み
な
す

第
＋

li
條
占
用
料
は
毎
年
四
月
に
お
い
て
そ
の
年
度
分
を
一
―
-
＾
八
0
0

六
一
―
-
―
-
＾
。
醤

巻
益
ー
―
-
0
“
3
0
9

位
―
―
―
―
-
4
0
0

を
愛
更
し
よ
う
と
時
に
微
牧
す
る
°
但
し
一
箇
年
に
滴
た
な
い
端
数
期
間
の
占
用
―
―
九

路

を

掘

釜

し

ょ

う

と

す

る

と

加

講

鰤

虚

麟

諄

饂

麟

踪

塩

鰐

駆

定

に

基

く

臨

毒

冦

oO

奈
ー
―
ー
平
0
0
0
0

設
工
作
物

を
な
し
た
場
合
又
は
占
用
者
の
都
合
に
よ
り
る
の
占
用
を
停
―
―
―
―
―
-
•
-
―

-
8

容
―
―
―
七
ぶ
。
。

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

止
し
希
し
く
は
殷
止
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
既
納
の
将
金
は
一
―
-
―
―
―
-
•
平

0
0

六
八
四
0
•
O
O
O

認
に
よ
っ
て
生
す
る
樅
利
義
分

こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
特

吉

四

平
0
0
0
0

て
許
可
又
は
承
認
を
受
け
た
こ
れ
を
還
付
し
な
い
。
但
し
同
條
弟
四
琥
及
び
第
五
就
に
よ
る
一
―
-
匹
-
•
七
平

0

六
九
堅
ぶ
。
。

場

合

は

こ

の

限

り

で

な

い

ー

―

ー

ユ

ー

―

0
0
0
0の

等
級
は
昭
和
二
十
二
年
三
月
三
十
一

H
法
律の

等

本
表

第
三
十
琥
土
地
豪
帳
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
宅
地

巳口

は

合

併

法

人

）

は

被

相

絨

人

附

則

備

考

位
に
よ
る
。
宅
地
以
外
の
地
目
及
び
免
租
地
等
で
政
貸

の
椛
利
義
務
を
承
描
す
る
一
、
こ
め
規
則
ぱ
昭
和
二
十
一
二
年
四
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適

憤
格
等
級
の
決
定
の
な
い
も
の
は
市
貶
に
お
い
て
そ
の

波
を
受
け
た
も
の
は
、
そ
の
用
す
る

等
紋
を
定
め
る

，

一
、
こ
の
規
則
施
行
の
際
現
に
占
用
期
間
中
に
あ
る
も
の
は

一
、
占
用
の
目
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î.
，t',
、＇’・・4
9993,999
.
,、

J

・る`
s＇;＇‘.C,99ヽ
999

g
 

.• 
n
ー．i
i
,

r
.

1

,
‘
,

、
．
1
,
i
t
;
‘
•
k

‘
9
9

..
 

‘,l
.‘s
,1‘.i1.9,1.i9it.J,'ー・

・し`

！

：1
："
鳥

、．．．．
 

炭
凡
市
柑．
 佑
二
十
九
公

．
 

畑[J 二JIm⇔f•二螂． 報 市
←だ5む'[ぶ'’心＇、む＇邸：ー：：こ '’i心＇、＇と● 99L'I9と'3俎とコ'」l -I- —• ----→一 ' 

島 廣

中ズ平ヨ字二＝苗函筵謳芦8心•四 EIFI 匹四回四回四四西四匹i西西回四四回面西四面― -- -
九九九九九tl九九ブし九＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾七七七:Jし＾七六平 "==-C力入七ブユ四==-0九＾七雰詞坦

六ユ年1三＝
,..,..,.,..、,•,,、..，．，..,．己 ’'”','II',,.IJj,..,, II II',,. fl',..,.. II,..'、.．9、・輻9、.””””””””””=,：昭”’’

•中斐＝ ．靡 要・禾91

町
.k 町］＇ヲニ栢沖巾本北

内ゞ翫甑町 lllf 町町町 町 ・
祉新

3 2 154321・3 21町212 ・1 21 ・-・2."I 3 2 i 2 i 2. i 4 3 2. i 1211109 8 7 6 5 4 3 2-1 2'1 
・ 宅開3.2 

●9.．． 
九＾＾？

．． . 
ー＾＾＾＾e-ュゃ・し六Cヨこ^ 七0七七七六工六七 - - --- - -ーニtニ・一、＝いじIi..Iヽ九ー一=.::.:/1.=:—•1:-l.:O ュ．． いIC士•四八七ー

二“出：：39‘JI？じ：？：：＇二;:二=î’
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計

痰
島
市
報

第
二
十
九
臨

9

盗

難

調

書

＇

箪

七

百

咸

萬

七

千

七

百

九

拾

四

国

放

出

合

金

参

千

六

・

硲

惑

昂

咸

干

OO

百

八

拾

萬

七

百

拾

武

回

戸

JUL

在

報

告

第

一

＿

＿

域

｀

一

月

日

品

名

数

旅

場

所

拿
応
百
・
丸
萬
参
千
五
百
八
拾
六
固
地
方
自
治
法
”
生
日
九
十
九
條
に
よ
る
監
在
の
結
果
公
表
1
-

―-、`
一、一―

-

l

錠

e

前

二

個

復

興

務

血

四
千
八
百
煎
萬
四
千
九
百
参
拾
四
皿
五
月
五
日
よ
り
六
月
三
日
ま
で
1

一
十
四
日
間
に
亘
り
執
行
―
―
―
-
、
―
―
-
‘
―
―
-
〈
自
車
云
門
已

m

殴
拾
七
萬
六
千
参
百
五
拾
七
回
し
た
る
棄
部
復
興
蔀
務
所
外
四
十
箇
所
監
究
の
結
果
を
左
―
―
―
-
‘
六
‘
-
―
―
ー
同
一
台

千

六

拾

應

八

千

八

百

八

拾

式

回

記

の

通

り

公

表

す

る

。

―

―

―

-

、

ー

（

、

一

四

同

一

台

費

褒

拾

紙

参

千

百

咸

拾

四

回

昭

和

―

-

＋

―

―

一

年

六

月

二

十

八

日

―

―

―

-

‘

六

、

上

旬

Y

レ

ベ

ル

ニ

個

復

興

嘩

務

所

役

百

武

拾

九

侮

九

千

武

百

八

拾

六

皿

廣

島

市

監

査

委

員

鈴

木

貢

同

ス

タ

ー

フ

一

。

一

個

同

費

千

惑

日

参

拾

武

萬

参

千

八

百

五

拾

成

固

．

中

邑

元

一

―

―

-

‘

八

．

九

自

轄

車

云

ロ

．
，
；
．
ー
費
金
参
百
四
拾
fL
萬
四
千
百
参
拾

J
i
o
o
.
4ー
剌
卿
似
興
事
分
所
監
在
の
結
果
，
―
―
―
-
‘
1
0
、
―
―
六
リ
ヤ
カ
ー
一
台

―
―
―
―
-
‘
一
、
一
七
ク
イ
ガ
ー
計
邸
器
云
口
復
興
那
務
所

英

諸

‘

支

出

金

菜

郎

千

参

拾

萬

参

千

参

百

八

拾

五

回

庶

．

務

即

一
七
、
分
推
．
金
金
六
拾
萬
回
・
一
、
項
務
の
分
掌
状
況
―
―
―
―
-
‘
一
、
—
―
―
自
轄
車
一
台

．
 

．
 

歳
入
出
差
引
姜
金
な
し
。
ー
職
員
は
見
在
課
長
外
主
璽
一
名
書
記
八
名
抜
手
一
名
事
―
―
―
―
-
‘
―
-
、
一
—
)
同
云
ロ

務
員
二
主
一
名
高
＿
ift-
名
技
術

H-＿
一
名
計
一
二
十
八
名
で
尚
自
蒋
車
云
口
、
タ
イ
ガ
計
邸
器
一
台
は
猿
理
手
辣

告
示
甲
第
二
十
七
琥

本
日
叩
議
秤
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
―
―
一
年
度
廣
島
市
特
別
合
計
戦
災
そ
の
配
置
及
び
オ
務
の
分
掌
は
概
ね
適
rE
で
あ
る
が
闘
が
未
了
で
あ
る
。
-
.

．
託
誠
で
斤
長
の
事
務
を
執
つ
て
い
る
が
本
市
復
供
の
④
昭
和

4-+―
―
一
年
一
＿
一
月
初
旬
に
補
館
係
を
設
牲
し
目
下

役
歳
入
出
豫
窮
追
加
の
要
領
は
左
の
通
り
。

．
粛
要
性
に
卸
み
翌
任
所
長
を
補
充
し
廣
汎
多
岐
に
百
る
職
員
五
人
に
て
換
地
疲
表
後
の
確
定
測
他
に
基
き
地

,
 ．
． 

,
 
．．．．． 
，即

H
こ
れ
を
施
行
す
る
。

廣
復
興
1.

i
 

事
務
の
執
行
に
萬
全
を
期
す
る
要
あ
る
も
の
と
認
め
る
上
物
件
移
韓
の
調
究
を
し
て
い
る
が
係
長
が
映
員
で

七
'
-
牛
九
日

二
、
職
員
の
服
務
朕
況

9
•

あ
る
か
ら
早
毎
心
に
充
足
し
て
袖
償
規
定
の
制
定
と
相

市

長

泊

．

11
．

信

―

―

―．
①
織
員
の
出
勤
婆
理
は
不
良
で
あ
る
出
勤
者
に
し
て
出
ま
つ
て
急
速
に
布
務
の
進
捗
を
期
す
る
要
あ
り
と
認

市
特
別
脅
計
載
災
復
興
費
歳
入
出
豫
罪
追
加

勤
跡
に
捺
印
し
な
い
も
の
が
多
数
あ
り
甚
し
き
は
一
め
る
。
』
•
一

島

入

・

箇
月
以
上
捺
印
し
て
い
な
S

も
の
が
あ
る
と
共
に

IE

⑤
直
螢
工
事
施
―
了
に
於
て
未
盤
埋
の
ま
入
蛮
料
の
支
彿

一
愈
ハ
萬
回

1

'

‘

、

規
の
手
紐
を
せ
す
し
て
一
週
間
以
上
長
期
の
映
勤
者
を
し
て
い
る
が
下
規
の
手
績
を
な
す
ぺ
き
で
あ
る

一

金

六

萬

回

、

ー

が

＋

，

一

名

あ

る

従

っ

て

迎

参

1
十
退
市
内
出
張
殷
休
等
叉
請
負
工
事
に
於
て
設
計
書
巾
監
督
投
十
五
％
を
工

金
四
百
五
拾
四
萬
回

明
確
で
な
い
之
れ
等
は
共
に
厳
．
止
に
整
理
す
る
必
要
事
役
に
含
め
て
入
札
を
費
施
し
て
い
る
が
こ
れ
は
入

市

[

金

四

百

丘

拾

四

萬

趾

ヽ

が

あ

る

。

札

豫

定

債

格

よ

り

除

外

じ

て

賭

負

に

附

す

べ

き

で

あ

[
金
四
百
六
拾
腐
屈

‘
②
宿
直
並
に
日
直
員
は
規
定
に
よ
り
吏
員
一
名
屈
員
一
る
。

出

名
を
勁
務
せ
し
め
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
屈

fiの
⑥
エ
那
用
器
具
査
村
等
の
逝
積
と
な
つ
て
い
る
も
の
が

一
金
四
百
六
拾
万
圃

み
二
名
勤
務
の
場
合
が
多
ぐ
最
近
は
勤
務
者
を
一
名
多
数
あ
る
＾
烈
肌
の
盤
備
力
急
務
で
あ
る
と
認
め
る

と
し
て
い
る
が
盗
難
防
止
そ
の
他
の
瀾
係
上
規
定
返
四
、
財
森
管
理
朕
況

報

鯰

疇

類

鰐

疇

守

の

必

要

が

あ

る

。

．

財

産

台

帳

を

備

付

け

て

い

な

い

が

早

急

に

整

備

し

て

金
な
し
。

舞

た

昭

和

二

十

＿

二

年

度

廣

島

市

歳

入

出

豫

邸

追

一

三

、

事

務

の

虚

理

朕

況

．

市

有

財

疫

の

管

理

に

万

全

を

期

す

べ

き

で

あ

る

と

認

①
那
務
の
羹
理
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
火
裁
甑
分
め
る
。

を
明
ら
か
に
ぜ
す
且
決
裁
印
洩
れ
の
も
の
如
多
敗
あ
工
務
課

5

り
消
純
品
受
彿
悔
に
ょ
つ
て
郵
使
切
手
の
受
彿
と
し
一
、
事
務
の
分
掌
吠
況
、

七
月
二
十
九
日

昭

卜

言

て
い
る
が
．
止
規
の
緑
冊
を
備
付
け
る
等
漿
理
．
す
べ
き
職
員
は
現
在
課
長
外
抜
師
＿
―
-
名
逮
詔
二
名
抜
手
十
-
.

11

市

長

泊

．

J

イ

ニ

A

で
あ
空
0

名
事
務
＂
只
十
名
技
術
員
十
二
名
現
粟
＂
貝
九
名
計
四
十

u．
宙

歳

入

出

油

雰

追

加

璽
菰
編
凝
等
も
墨
藩
頓
す
る
必
要
が
あ
念
八
名
で
あ
っ
て
房
配
趾
及
び
分
掌
は
概
ね
適
I
で

4
,
 

②
二
十
二
年
度
中
の
愛
狸
菰
公
文
番
就
節
に
よ
る
牧
受
あ
る
が
工
事
の
現
場
監
督
を
郁
劫
職
員
に
婚
営
せ
し

＿

―

-

金

感

閥

咸

や

闘

文

書

は

六

四

二

悶

晨

文

書

二

八

二

件

と

な

つ

て

め

て

い

る

が

任

喜

羹

性

に

饂

認

悶

鍔

麟

）

年

金

成

．

糾

咸

千

闘

い
る
が
相
賞
数
の
品
載
洩
れ
が
あ
る
と
認
め
る
か
ら
員
を
配
虹
す
る
必
要
が
あ
る
又

入

金

参

千

六

拾

函

風

牧
受
彼
送
文
害
取
扱
に
正
確
を
期
す
る
こ
と
が
楽
嗅
捗
上
布
能
技
術
員
を
充
足
し
て
機
能
を
敢
大
限
に
疲

月

金

参

千

六

拾

幽

回

で

あ

る

。

．

揮

す

べ

き

要

あ

り

と

認

め

る

。

．

二

金

参

千

六

拾

惑

函

咸

千

回

出

日衰

金

参

毛

公

麗

鵞

嵐

園

―

十

二

年

度

中

の

・

公

蒻

詞

・

ば

左

の

通

り

で

あ

る

こ

れ

二

、

職

員

の

服

務

朕

況

・

行

敗

牧

金

参

千

六

拾

惑

岱

贔

が

管

理

保

全

に

馨

を

期

す

る

必

要

が

あ

る

°

換

地

狽

表

後

外

米

者

増

加

し

て

こ

れ

が

廊

接

で

職

員

• I 

,．
 

t 

’ 
—· ー'

ヽ
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宙 嵐 ， 涵

ー
名
訣
員
と
な
つ
て
い
る

蘊

謳

の

服

務

状

況

，

戦
員
の
服
務
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
木
暇
伺
部
共
他
服
務
に
脳
係
あ
る
師
冊
の

二
，

l備
付
が
し
て
な
い
か
ら
規
定
の
節
冊
を
盤
側
し
て
布
確
に
虚
理
し
轍
員
の
勤
務
炊
態

を
明
ら
か
に
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

＿
＿
―
:
事
務
の
虚
理
朕
況

[
①
事
務
の
虚
理
朕
祝
は
概
ね
良
好
と
認
め
ろ
が
文
書
受
付
蔀
消
粍
ロ
Pn受
彿
舘
等
を
備
付

て
い
な
い
か
ら
こ
れ
を
盤
備
し
て
虐
理
顛
末
を
明
ら
か
に
す
る
要
が
あ
る
と
認
め
る

四
、
謝
業
の
経
禁

・
①
昭
和
二
十
二
年
度
中
に
於
け
る
取
扱
件
数
左
の
通
り
で
あ
る
．

，＇

種

IJ

牛

馬

豚

羊

椴

牛

．

病

牛

ー

計

数

六

、

哭

0

六一
．六

哭

0

七

―

―

七

．
．． 

1̂
七、七一六

り
一
用
料
．
一
塁
、
1

―1
0
0

一
四
、
者
。
―
-
イ
‘
喜
一
四
0

翌

＾
O

1̂
0
,
lO~ 

よ
る
漿
習
所
恩
大
控
室
は
早
急
に
設
置
す
べ
き
で
あ
る

に
因
る
復
哲
が
未
了
と
な
つ
て
い
る
か
ら
早
急
に
硝
子

内
に
於
け
る
な
掲
機
は
設
備
以
来
相
常
年
月
を
睾
灘
比

用
し
得
る
も
の
は
六
個
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が
内

を
計
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
．

且
二
名
現
粟
貝
四
名
計
七
名
で
昭
湘
―
-
＋
-
＿
年
九
月
現
在

始
し
そ
の
配
齢
及
び
那
務
の
分
~
い
ー
は
適
祀

．で
あ
る
と

と
認
め
る

と
認
め
る
が
公
文
番
琥
録
並
に
文
密
受
付
師
を
備
付

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る

は
左
表
の
通
り
で
あ
る
牛
四
ー
―
ー
・
九
頭
馬
四
＿
＿
＿
一
頭

頭
羊
七
頭
使
川
料
年
額
十
四
萬
七
千
四
百
八
十
五

pJ

あ
る
が
こ
れ
が
完
成
と
共
に
使
川
料
の

Jfr徴
と
計
る

主
祁
一
名
技
師
広
れ
技
手
四
名

in筋
U
二
名
閑
託

i

十
四
名
で
あ
つ
て
そ
の
記
凶
及
び
事
務
の
分
み
は
適

が
訣

U
と
な
つ
て
い
た

器
認
5
謡
粽
玲
靡
容
認
器
咋

勁
、
休
収
の
取
扱
い
と
し
た
も
の
等
が
あ
る
、
閥
休

あ
る
か
ら

W
確
に
出
珂
し
て
常
に
屈

U
の
勁
枯
欣
厄

．
貨
鳥
市
机

州
＿
＿
十
九
試
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に
す
志
要
が
あ
る

三

通

朕

況

埋
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
手
数
料
を
現
金
微
牧
し
て
い
る
が
こ
れ

紙
を
以
て
虚
理
す
べ
き
で
あ
る

四

祭

祇

況

於
て
は
試
作
研
究
そ
の
他
機
械
設
備
を
貸
典
す
る
外
一
般
業
者
の
指
源

極
器
具
の
修
理
及
び
本
市
給
水
課
の
水
逍
用
部
品
の
製
作
に
常
り
済
々

げ
て
い
る
が
就
中
本
市
農
業
會
と
緊
密
な
述
絲
を
と

b
鼎
機
具
生
産
の

i

助
に
賞
つ
て
い
る

於
て
は
目
下
家
具
木
工
生
徒
の
四
月
J

平
日
入
所
五
名
の
養
成
厄
常
る

家
具
木
工
業
者
の
指
部
並
に
製
咋
に
営
つ
て
い
る
叉
商
工
課
と
蓮
絲
を

國
内
エ
藝
品
と
楡
出
向
工
藝
品
試
作
資
料
を
集
め
こ
れ
が
研
究
と
相

ー
質
的
製
品
の
製
作
に
努
方
中
で
あ
る

1

一
年
度
中
徴
牧
し
た
使
用
料
手
敗
料
は
左
の
通
り
で
あ
る

料
四
萬
六
・
千
八
百
七
十
・
囮
厠
八
十
五
錢
二
十
二
件

料

八

千

百

五

十

七

oo六
十

錢

十

六

件

五
萬
・
五
千
五
十
五
回
四
十
五
錢

因
り
建
物
は
破
損
を
祓
り
外
部
の
戸
締
り
不
充
分
で
あ
る
盗
難
豫
方
上
搬

し
た
、
・
モ
ー
ダ
ー
、
エ
具
等
を
終
業
後
は
取
り
外
し
て
宿
直
室
へ
郷
入
し

に
常
つ
て
．
い
る
現
吠
で
あ
る
か
ら
こ
れ
が
戸
締
り
及
復
哲
未
了
の
箇
所
等

完
了
す
る
要
が
あ
る

塩
所
監
在
の
結
果

分
｛
忙
朕
況

現
在
所
長
技
師
一
名
柑
肥
一
名
技
手
二
名
耶
務
員

i

名
技
術
員
＿
＿
＿
名
作
粟

＿
て
あ
つ
て
そ
の
配
誼
及
び
亦
務
の
分
{
小
は
適
距
で
ぁ
る
と
認
め
る

二

服

務

瓶

況服
務
状
況
は
良
好
と
認
め
る

三

総

理

吠

況虚
理
状
況
は
漑
ね
良
好
で
あ
る
が
文
密
の
取
扱
は
規
定
に
よ
つ
て
庶
理
す

べ
き
で
あ
る
と
共
に
咎
類
の
組
窮
亦
煎
、
耗
年
炭
節
岡
分
を
明
ら
か
に
す
ぺ
き
で

あ
る

り

梵

状

況

ー
布
醤
届
を
完
了
し
た
蒸
吋
利
川
式
製
塩
は
燃
料
特
に
復
の
入
手
困
難
な
る

讐
蒻
璽
襲
魏
認
讐
翌
翻
蒻
鱈
藍
ば

一
日
二
百
五
＋
胚
ル
至
三
百
胚
の
生
f
か
を
し
て
い
る
現
吠
で
あ
る
か
ら
設
備
の
活

JIJ
が
欣
も
必
災
で
あ
る
と
認
め
る

ニ
1
―
年
・
艇
中
平
究
局
了
打
の
も
と
に
該
渡
し
た
る
鍼
水
及
び
食
塩
は
左
の
通
り

で
あ
る滅

水

八

九

五

石

瓦

腐

四

千

九

十

五

皿

文

出

六

＿

二

〇

胚

八

千

ri闘

●
史
え
岱
守
北
九

0
0冠
で
あ
る

一
晶
嘘
器
血
幽

熾
U
は
現
在
宵
祀

i名
煎

M
u
i
名
火
犬

i名
計
四
名
で
あ
っ
て
そ
の
い
訟
は
巡

ln
で
あ
る
と
比
め
る
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行衰日二月八年三十二和昭 報・ 市 島 … 廣・• 
五 四 ．＝一ー 、四三ニー・

(1)‘ 、-て一‘‘東‘‘~‘廣(5) _ (4) (g) ② 
安二事用紙事事て前瞬公戦般職公ぁを設始本布整職事蔵充め轍湘周ら度入き二の治老保増到料者廣

在返條金十粟しも務務い渡し盆員事員益るな備以所業頓員務員をて員診園豚は院で十と療者跛加す手は島
廂済付前二のて使ののた安て質の務は質もしも米にのすののの急いは療板来六患あ二認をで法しる数男市
金麟渡年経明用虚梃金い展服に書屋のて不利於経•-事澁服速る技所柵考回者る年め主あにつ九料四報．
額額額額炭螢確し理理経る職務従記監とい十用け螢必務理務に現師監の感三の 度るとるよゞ千は千
三九十十中朕をて脚lた理か員朕謳：ー査認る分者る朕要的朕瓶す朕—査設す十食 支す本るあ百三百＿

第

萬萬·-‘•一の況期虞況況、 0) らの況せ名のめもでは診況が智況況るで名の骰ペー費 出・ペ院牧る二低ハ
_,__...-

十
三二萬萬取す理は 朕措勤しが結るのあ—·療あ識は要あ看結はき錢はにきは容傾十七十九
千千五七扱るし概-・i兄趾務め従果とる日はるの充がる談果盗要と二劉で裔息向七千人撃
四三千千は＇要てね はを時て車 認右平録 訣分あか婦難あな十すあ痰者で園八‘
百百八圃左あい艮 遮謡間いし，めは均週 ＇ く でるら一豫るつ二る る保は成立十女”
五五百のるる好 ・II・・すはるて ら翡僅月 ，るな少名防とて年柚か臨定絣セ_,__五1̀.、
十刊国通 がで でる一ーカ知 れ係か｝Iく たい額計上認四笈助ら施iiは錢OO千
個固 ．り 金あ • あ必日適る る載十金 め 所二早める豫申豚設四良のと四

三千二
で ・ 錢る る要十 -IE公 かi4名曜｀事 得名愈るが算請来と十好1更な百

百九千
あ ＇ 受が ががニ・を谷 らの内日 務 者でにこ額手牧し四で用つ七

三百三
る 授質 出あ時訣質 膝熟外の の のぁ設れー綬容て名ぁ料て十

十八百‘
の札 納る皿く｝ゼ 米意に午 整 診つ樅が人未保認でる手い四

二十十
取貸 痺勤も破 充のし後 理 療てす賄営了祗可定敷る人

ロ＿そ五
扱付 帳務の支 分応ー 朕 爺技べにりとにを員料倣計・．

利ロロ ・

ひ俳 尻 と と 辮 成乏そ時 況 粟師きはーな賞受数を近九＇

子 で票 とな認に 果とのよ は のはで相食つつけ牧後四千
季四ー一 あ‘ 現つめ依 を監成り 極 ．重舟あ営分て，てて容し月六
百千子．平 ・ る牧 金 て る る 牧骨紐四 め 要入る困ーいはいして中百
三百
十六五三 ・

か入 が い 職・め指は時 て 性病 ． ，つ固る考るていの三

六十ヤ百
ら仰 四る 員 ・る鶏揺迄 不 に院 てブしカ~應幽いる取十

貼七一八
布票 、十 が を ぺのめと 良． 鑑肋， い＋らす係ろ翡扱四

闘貼十
規等 九 努 祉 く不てな で・ み務 る四速る上が炊は人

七七
のは 錢拗 會 努行不つ＼•あ 専者 よ錢力~必牧殆で千で

＋甑
郎有 不基 課 力届良て る 任を うでに要容ん・漸プ［こ

六 刷合 足準 ． に すきでい か 、 職兼 で二、誕忍者ど次十れ
餞 物舌と法於べがある ら 員務 あ十理あ亦獨息五が

・- をの なに て き主りが 盤 のせ る三する入身者人使
使用 つ祇 ー・要因叉開＇．備 補し か年べも院者、もに用

四三― ．四 三 ニ ー -
湛 ，（4） （3) （2) （1)‘‘‘‘西 ，（3） （2)9 (1)‘ ‘t ヽ乃ii (2) 

掌職憑場す戦購物事晶後て現事事休職訣職隣氣戦め食後で現事必翌す事員共な載隣る一貸が改 衰ニ
は日紡監ぺ災入樅業眺援成在業務暇且員ii保臥災る費援成在業要す秒汎）につ員保要々出述I・在返貸金十
適はの査きに投等後入相談ののO)‘のとは館備復手曾戟ののがるの服職ては館あ斯を靱條／Ili済付前三
•II:．現分のでよにを援腺費は在経臨逓服な現監が筈慕費は在経あ受誤務員ぃ現監るつし表例金金金渡年
に在掌結ある充四稀には概籍螢理参務つ在壺未肱 月］は良籍螢る領理淵服る在査もてて金に額額額額度
行主朕果る復賞萬費．充—：・ね者升矧詞載て館の了況 品二好者升た書朕係務館ののいい館よ八九九十分
は事況と営し7ど麟i良数況況退況い長結とは其十で敗況む踪諏長結とるる少る萬千萬萬五
れ二 認はて上しし月好は は痺はる主果な本他二なは 微は冊況主果認現がのと八五七回月
て名 め完Vヽ げて・てーで百概等瓶事つ館の年い百 ・ し概のは事め吠こ覇貸千十干二
い現 る成る,:g一 い 人 あ 二 ね 黎 ね ． ー て の 購 炭 四 、 てね備概ーるでれ係付oooo五十
る業 しがで時る五る＋良備良名い復入は名 い良付ね名 あがに金 I十七
と員 て出設寄回と八好し好保る筈に一で な好が良保 る利よ額 固日
認＋ い納説附で認名でてで靡がは充人出 いでな好揺 詞 jりは三四．三、現
•めー る経しに、二めで•あ明あ四年完常月席 があいでニ・ ら希— --0
る名 が理てよ -Iヽ る出る確る名急了し三者 こるかお名 蓮睾ロロ百十百．在
計 ：建朕いつ三席 を が 現 に し て 十 1ま れがらる現 蒋呑＿＿, ＿四六九---
十， 具況るて年者 期 観 粟 完 て い 回 手 は城こが粟 表は百白・

十口十
r -

のは‘六度は す勤トi備いるで均 領iーしれ訣員．金相五六ハー
名， 硝適叉廊よ百 る 者 ー す る 出 二 七 牧が等勤—一 の賞十＋

口四口

で ， ＋ 
子Il.:．残八り二 要 の 名 る が 納 十 十 咽取は肴名．確あ固回，

あ 嵌で金百十＋ あ手潅t'要便経三名 を扱共の計 保る一—••四七四
百黙百

つ 込あを円円五 る紐六あ所理年位 ・微つに手四 に模世世＝•利八
て がる日募微名 も未イi る，湯の炭に して才老徴・名 努様帯帯一

．そ ．しと常金牧•‘ の了でも沸朕よし てい備未で 力でji千
十子＋

の ＇て認にとし述 とのあの場況り＇て 出るす了激 しあ百八
六Ji三

配・
琺百歎

なめ於して絨 認 も つ と の は 四 訣 納後べの師 述つ回百--
磁 いるけて間訣 めのて認破適＋席 を按きも頗、螢てに囲・

'及 かる便食席 るが数め損 ii.:．回者 明合での託 に表—‘•上
固 ．

び 、ら所所・費三 あ師るとで徴平 ら毀あが一＇一 郎金時な手
事• 早要周 ‘名 る闊 諮•あ牧均‘かのるあ名．全な制つ
務 急物園手で

錢と託 堂るし三．に支る訣 をき限て
の 完 品 阪 藝 あ 共一 ．のとてヤ す出と ii．期たしい‘
分 成 の 柵 用 つ に名電」嬰名 る に 載 と すめてろ，
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,'，＂,"し、
J

が
あ
る
と
認
め
る

備
付
け
中
出
勤
海
に
て
澁
理
し
て
い
る
が
給
輿
の
闘
係
も
あ
り
早
急
に
各
菊
廿
を
整
備
観
音
出
張
所
監
社
の
結
果

す
べ
き
で
あ
る
尚
布
規
の
手
報
を
怠
り
長
期
訣
勤
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
職
員
の
服
一
、
ボ
務
の
分
掌
状
況

務

朕

況

は

明

確

に

す

べ

き

要

が

あ

る

．

職

員

は

現

在

所

長

主

事

一

名

事

務

且

五

名

現

業

員

四

名

計

十

名

で

あ

つ

て

そ

の

配

樅

及

び

二

、

事

務

の

慮

理

欣

況

那

務

の

分

掌

は

適

正

で

あ

る

と

認

め

る

．

＇

二

、

職

員

の

服

務

状

況

・

ntE籟
節
除
節
蔀
の
盤
理
朕
況
は
良
好
で
あ
る

蔽
員
の
服
窃
状
況
は
概
ね
良
子
で
あ
る
が
病
氣
訣
勤
一
週
間
以
上
に
1El
一
る
も
花
規
の
手
綾

障
削
給
物
衰
の
椴
理
．
朕
況
は
良
好
で
あ
る

あ
る
が
物
査
購
入
券
熊
匹
婦
手
帳
そ
の
他
の
交
付
に
を
怠
リ
叉
無
届
の
も
の
を
病
尉
扱
と
し
た
も
の
等
が
あ
る
が
出
勤
怖
の
投
典
・
は
IE
確
に
行

券
受
彿
節
郵
便
切
手

⑧
事
務
の
誕
理
知
況
は
概
ね
良
好
で

き
で
あ
る
文
書
受
付
抑
亜
車

4
 

•
つ
い
て
は
所
反
決
裁
の
上
取
扱
ふ
べ
う
と
共
立
霞
退
讐
備
付
け
て
職
翡
勤
務
朕
態
を
明
確
に
す
る
賢
が
あ
る

喜
塁
を
備
付
け
て
い
な
い
か
ら
之
れ
等
は
共
に
盤
備
し
て
耶
喜
唇
蔓
定
期
＿
二
、
甕
認
尉
悶

す
べ
き

E
あ

る

と

認

め

る

＇

①

在

笥

・

油

、

除

罰

郎

の

販

蹄

籠

況

は

良

好

・

と

認

め

る

⑨
物
安
の
配
分
に
賞
り
受
領
印
を
微
し
て
い
な
い
が
総
べ
て
物
壺
の
購
入
券
交
付
に
際
し
て

，
青
崎
出
張
肝
監
在
の
粕
果

は
受
領
印
を
微
し
麻
琲
罰
末
を
明
確
に
す
る
要
．
刀
あ
る

一

、

事

務

笑

桑

需

職
員
は
現
在
p
r長
、
主
事
一
名
帯
記
一
名
事
務
H
-
—
一
名
現
業
員
二
名
計
七
名
で
あ
つ
て
そ
堕
串
務
の
誕
輝
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
熊

n
t
l
保
智
一
面
、
消
懇
嬰
彿
禅
乗
車
券
受
彿
袖

の

配

器

及

び

事

務

の

分

学

は

息

で

あ

る

と

認

め

る

郵

便

切

手

受

彿

ー

脱

等

総

べ

て

取

扱

雅

領

が

相

違

し

て

い

る

か

ら

正

規

の

函

冊

こ

更

改

す

る

二

、

繊

員

の

屑

麿

．

と

共

に

盗

喜

誓

言

し

嘉

砂

篇

に

萬

全

を

期

す

る

要

が

あ

る

と

即

め

る

屑
易
服
靡
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
翡
、
誓
、
虞
休
等
を
出
喜
に
よ
つ
て
堕
岨
務
所
は
狭
溢
で
あ
る
か
ら
昂
急
に
建
築
を
要
す
る
も
の
と
認
め
る

廣
虚
理
し
て
い
る
が
之
れ
等
は
紐
べ
て
嵐
の
統
濯
を
備
付
け
て
岸
狸
す
る
と
共
に
市
OJ

己
嘩
出
張
所
睾
腐
綜
果

川
長
命
令
節
に
受
身
の
掠
印
洩
れ
が
あ
り
出
別
時
間
も
記
載
し
て
な
い
か
ら
犯
確
に
-
‘
耳
所
の
分
氣
況

畠

し

て

職

日

の

勤

務

朕

態

を

明

ら

か

に

す

る

素

あ

る

職

U
は
現
・
在
所
長
主
門
名
、
害
胞
一
名
、
哨
務
且
六
名
現
粟
且
＿
―
-
名
計
十
マ
名
で
あ
っ
．

三

、

事

務

の

臨

廂

胞

況

て

そ

の

殷

lll
及
び
瑚
務
の
分
年
は
適
祀
で
あ
る
と
認
め
る

二
、
職
且
の
服
務
朕
況
，

①
在
窟
抑
除
節
跡
の
幣
理
欣
況
は
良
好
で
あ
る

ー
し
名
の
受
領
印
を
微
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
職
日
の
服
務
朕
況
は
漑
ね
艮
好
で
あ
る
が
窮
務
且
に
長
期
訣
勤
者
が
ご
名
あ
っ
た
叉
休
暇

｝
人
券
の
受
彿
数
11

煎
に
合
致
し
な
い
も
の
が
あ

息
醤
給
拗
表
の
漿
狸
朕
況
に
つ
い
て
は
受
目

鰭

鳳

喜

璽

言

す

べ

き

要

が

噂

翡

詞

請

謳

闘

屁

霞

詞

襲

認

翌

の

が

あ

る

か

ら

之

れ

啄

は

痰

価

ー

霊

喜

腐

麿

醤

ね

良

好

で

あ

る

が

取

扱

靡

に

Pr長
・
岱
裁
印
洩
れ
が
多
く
叉
維
＿
―
-
蓋
麿
腐
悶

翡
ー
」
條
例
規
則
塙
嘉
込
ん
で
い
る
が
虚
栽
分
し
て
編
認
す
べ
き
で
あ
る
倫
公
嘉
喜
、
＇
除
打
内
の
轟
瓶
況
は
良
好
で
あ
る

斎
賢
斎
裔
麿
備
付
け
て
い
な
い
力
ら
之
翡
蒻
醤
備
す
る
必
要
が
あ
障
配
給
物
安
虚
喜
詈
唇
・
艮
好
で
あ
る
が
記
分
先
の
受
領
印
の
な
い
も
の
が
あ
る
か

市

る

と

認

め

る

ら

確

tit
に
微
す
べ
き
で
あ
る

．

．

 

罹
蘭
張
手
称
と
孟
車
乗
券
を
煎
度
給
し
て
い
る
が
規
定
規
則
の
周
知
徹
斑
を
期
す
伶
漿
尻
・
迄
郎
伏
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
證
明
願
に
掠
印
が
な
い
も
の
が
あ
る
叉
應
け

る
要
が
あ
る
と
幽
め
る

i

醤

翡

鈴

薔

並

に

取

扱

省

、

使

川

孜

腐

闊

靡

が

あ

る

か

ら

明

確

に

崖

旱

る
要
が
あ
る
と
認
め
る

報
品
翡
磨
悶
蘭

一

、

翡

の

ク

＇

慮

僻

務

所

が

狭

溢

で

あ

る

か

ら

建

築

が

急

務

で

あ

る

と

認

め

る

胃
は
現
靡
・
に
翡
一
塁
嗚
記
ー
名
事
務U
-
—i名
現
爵
i
l
石
堕
ハ
名
で
あ
つ
て
そ
牛
r
n出
張
所
監
・
悶
蘭

r5・
か
状
況

t
 

．
、
祖

．．
 

2

の／
J

り・

の
虻
訟
及
び

i
柑
の
ノ
ー
9
年
は
適
常
あ
る
と
認
め
る

二
、
賊

u腐
翡

兄

．

淑

1
は
現
・
・
話
悶
翡
笈
れ
、
班
屈

u-
―
名
、
現
胄
―
｛
名
、
叶
丘
名
で
あ
つ
て
そ
の
記

咽

職

U
の

服

翡

梢

舟

良

好

で

あ

る

が

川

翡

農

翡

賛

蓼

＂

贔

懇

tC-

血
及
び
冷
柿
の
分
＂
孟
懇
で
あ
る
が
翌
り
．
ィ
・
贔

U
で
あ
っ
た

和

謡

闘

れ

が

多

く

之

れ

笠

は

屈

い

に

腐

し

て

怜

羞

翡

凰

IIJ確
に
す
る
要
が
．
一
一
、
薮

U

蘭
屈
竺

-lあ
る

:
t
'
;
"
f
l
J．
ー
は
慨
ね
良
好
で
あ
る
が
述
紐
紐
繁
に
し
て
か
規
い
手
紐
喜
っ
て
い

一

る

も

虚

含

倫

且

・

f

甘
整
蒻
咆
ツ
＂
致
し
て
い
な
い
も
い
が
む

9

か

ら

贔

に

+I-r
事
窃
e
u
]
珊

吠

況

、

｀

-
[
0紺
羅

甜

愧

謀

薙

朕

成

は

良

好

で

あ

る

整

塁

’

る

と

共

阻

＂

fAl出
張
命
令
悶
翡
皿
翡
抒
嘉
も
格
｀
皿
し
ー
載
―
い
の
勁
務
肱

紐

烈

屑

忍

肌

状

況

は

R
好

で

あ

る

原

喜

早

ぺ

＊

』

で

あ

る

恩
務
盈
質
状
況
栽
ね
良
り
で
あ
る
が
佃
付
け
抑
害
に
贋
腐
札
が
多
く
父
公
ぎ
・
ヽ
沼
翡
骨
状
況

ー

ー

腐

麿

低

信

苓

屑

し

て

使

川

し

て

い

る

が

'
/
1
れ
は
年
・
展
に
厄
分
し
出
判

[
m
．

器

灼

靡

悶

欝

翠

充

分

で

あ

る

か

ら

之

れ

が

欝

醤

含

悶

へ

さ

で

ゎ

＂ 
＂

ャ

ペ

↓

る

で

あ

る

る

畏

四

、

そ

の

他

岡

翡

器

格

判

腐

は

概

ね

凡

誓

認

め

る

が

受

wl嬰
伍
し
て
い
な
い
も
の
が
多
々

＂

扁

腐

ll裔
閤

席

以

伯

が

な

く

nっ
翡

で

あ

る

か

ら

苫

届

翠

皇

あ

る

か

ら

郎

在

に

似

委

と

共

に

配

蘭

位

柄

椴

々

に

＂

る

こ

と

な

く

一

括

し

WC

一
七

i

、.

i
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(3) （2‘(1)‘ ① ‘‘(6) ・⑤ （生）（3)・{2) (1)、
期も配在罰麟鴨環事甚‘二要 1） で火べ使る尚備難火J鴎餌火従備料那事
務の給窟栃師の貝且の貝筋町一十あ低ぁ祈き用現薪すに各閂事條は徘い品金務務
ので物跡の等手のの自』はの出‘二るきつ場です瓶のべか場務例未場虚保をのの
虞あ笠t‘澁II:．絨服服訟現分張0年もたてのあれで配きりこのに公使理管徴虚鹿
理るの除理規を務訪及在卒所二炭のめ建戦るばあ給でつ於改よ布用す節牧理理
朕諷唸諏の怠尉}~び卿濫三中と附物災約るにあてけ普つと料る其し州識
況之埋緑況跡つ況枇事裟況査件取認近の興与かつるもるをてな條要池て況祝
は.(L朕0) 1ji}ては紡主の扱めの窓復分らいそ燃期徴つ例が必いは

の事結の様漑が況幣をい臨の軍結ひる住硝月たの火ての料す牧てのあ要な概. ｀が概あ迫
p 分ー果俎式ね受rよ盤備るね分ー0

卒名 理と良領概理付も良掌名
果使た民子況一カは数はるしを改る跳恥ね'-あねる i

用る よ恢はでが一批薪をてり 1E
は書 顛相女―I•印ね朕け0政1ムは害

冊も良 る良・-II 
料件 り込火滸梃般等り要い四公

，嶼g 末迩でを良況てがで適叫
のの好 か好

数 品 が 裾
I 

むめ市は使ある）1布備がで らで 'l 
iii— をしあ徴好は載ああ II••一 左煙未琥よて民不11jりが分は付ーぁ・ 整あ ： I 

で名 明てるしで棒 いるるで名 一の防了十う弱に明しとこ使四、
あ事 確いが受あめのかなあ事

け件る 備る i 
二 通 止 と 基 で く 不 の て 認 れll]月があが しが・

る拶 にる郵配るて勤ら出る藉 八りのな中あ一向現いめが斜ー-
と貝すか1更のが瓜務鰤）J と凶‘で 甚 て休

なる使

＝刃：：：：
希つ七る死き朕てる手は日 いかI11

恥— るらサJ明受好朕理薄認I叫，
爾伽艮

一あ整て基か体なで相
め名 要整手確配と態すにめ名

綬蕉ともら料 員fnJ
九るがいがらにもあ霜等條なの整減ー の薄

る現 が備受を省認をる出る現 五 ある使こ四のる数は例つ
梨 あず彿期のめ明と訣

が理免
棠園

勤共
る尚用れ十がか枇＇早にてあを 0) •務他．

貝 るる縛す受る仰共ィミ Li か復可が束殆
四 とと備べ領

らが急よいる要手
にに明 三

朕服

名 認共品き印 す休で 名
貪 ら舒能確をん早測・にりるかが績 態務

計 めに保でを 否取訣 計
無 早せで保必ど忽程t虚徴がらす未 をに

省る：：：：
＋ る文管あ微 必伺勤 十 斜

心， に要配にと理牧同狼る了 明闊

名 饗薄るし要怖届 九
＇に煙遥ーと給保なすし施備の ら係

で 受‘て が、、 磨 件 苦 突 が 段 し に 管 つ る 五 行 し も かあ
- 虞が仮

付乗い あ遥f木 あ
あ と普な設てと月細てのにる

絢嘩な る参裂 つ
つ す麟努通つ備を共分則規にす簿

ベ米未力祈てを 1) によの定し
て を 券 い 吊願て き よ 了 す 砂 完 盗 徴 り 改 に て 謬
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職
員
の
服
務
朕
況
は
慨
ね
良
好
で
あ
る
が
迎
参
早
退
悔
を
備
付
け
て
い
な
い
か

る
ら
之
籾
を
整
備
し
で
勤
務
臥
態
を
明
ら
か
に
す
る
要
が
あ
る

―
―
-
、
齋
碕
の
整
理
朕
況

①
在
笥
既
除
箱
蔀
の
整
理
欣
況
は
良
好
で
あ
る

（
②
配
給
物
蓑
の
盤
理
朕
況
は
適
rE
で
あ
る

③
班
対
の
誕
理
朕
況
は
良
好
で
あ
る
が
文
害
受
付
蔀
を
備
付
け
て
い
な
5
か
ら
之
れ

を
整
備
し
て
牧
受
文
害
の
幽
理
顔
末
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る

舟
．
畠
出
張
所
監
闘
鉛
躯

一
、
事
務
の
分
卒
状
況

職
員
は
現
在
所
長
、
王
事
一
名
咽
記
恩
奴
手
;
勺
事
務
員
一
＿
＿
名
現
梁
旦
一
名
計
七
名

で
あ
っ
て
そ
の
配
誼
及
び
那
氏
の
分
，
牙
楼
涸
而
で
あ
る
と
認
め
る

i
1

、
戚
員
の
服
務
状
況

揺
＂
只
の
服
防
欣
況
は
概
ね
良
炉
で
あ
る
が
市
内
出
張
、
休
暇
訣
勤
迎
参
平
退
等
を

円
へ
て
口
頭
に
よ
つ
て
虚
理
し
て
r
.
3

現
欣
で
あ
る
が
之
れ
等
は
正
規
の
・
縛
冊
を

備
寸
け
て
正
確
に
編
理
し
職
員
の
・
勤
窮
朕
態
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
，

―
―
-
、
．
事
扮
の
虚
理
瓶
況

①
在
籍
怖
除
笥
綽
の
他
理
朕
況
は
充
分
で
な
い
か
ら
一
府
之
れ
が
照
理
を
厳
密
に
す

べ
き
で
あ
る
と
誠
め
る

⑨
配
給
物
査
の
幣
理
朕
況
に
つ
い
て
は
配
給
指
令
帯
並
配
給
割
・
5
m
通
知
嘗
OJ
敗
枇
と

配
給
数
が
五
翌
品
虞
理
顛
末
が
不
哨
瞭
で
且
つ
受
配
省
の
受
領
印
洩
れ
等
が
あ

る
か
ら

i

役
と
努
力
し
て
虜
理
の
明
碓
を
期
す
べ
き
で
あ
る

｀
③
事
務
の
虞
理
朕
況
は
抵
ね
良
好
で
あ
る
が
牧
受
文
苦
照
理
。
蔀
書
の
編
窃
年
皮
慨

分
等
は
不
充
分
で
あ
り
叉
備
付
け
蔀
帥
で
ぷ
規
の
様
式
と
相
違
す
る
も
の
が
あ
る

か
ら
こ
れ
等
比
共
に
改
洛
す
べ
き
で
あ
る
尚
電
車
乗
車
券
を
一
人
に
対
し
一
括
交
付

し
て
い
る
が
之
れ
ぉ
使
用
征
に
虐
理
顛
末
を
明
ら
か
に
す
る
要
が
あ
る
と
認
め
る

宇
品
出
張
所
飴
界
の
翻
果

一
、
事
務
の
分
卒
瓶
況

職
員
は
現
在
斤
長
主
事
一
名
害
記
一
名
事
務
員
七
名
現
業

U
四
名
計
十
一
二
名
で
あ

つ
て
そ
の
配
戦
及
び
姻
筋
の
分
分
は
適
正
で
あ
る
と
認
め
る
．
．

二
、
職
員
の
服
務
朕
況

職：日ぶ・

g筋
状
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
無
屈
訣
勤
キ
J

休
収
扱
に
し
た
も
の
及
び

，
出
勤
海
未
眺
理
の
た
め
出
訣
不
明
の
も
の
叉
は
辿
参
退
載
市
内
出
張
倫
令
跡
等
に

掠
印
浪
れ
力
あ
る
か
ら
掠
任
者
に
於
て
正
確
に
庭
理
し
職
員
の
勤
務
瓶
態
を
明
ら

か
に
す
る
奨
あ
が
る

三
、
．
事
柿
の
虐
理
朕
況

①
在
笥
拇
除
籍
緑
の
整
理
朕
況
は
良
好
と
認
め
る

②
配
給
物
投
OJ
殺
理
朕
況
は
極
め
て
良
好
で
あ
る

戌
)

③
癖
ヵ
り
麻
理
州
況
よ
漑
ね
良
好
で
あ
る
が
備
品
傑
管
薄
消
粍
＂
叩
受
彿
簿
等
は
．
止
規

の
師
冊
に
改
め
て
誕
塊
ず
る
と
共
に
彼
送
文
書
と
係
員
の
み
で
誕
理
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
＇
ー
ミ
て
事
務
艇
迎
に
富
つ
て
は
所
長
の
決
裁
を
得
べ
き
要
が
あ
る
と

認
め
る

似
島
ー
1

艮
所
距
界
の
結
果

一
、
事
務
児
象
朕
況

職
員
は
現
在
所
長
主
軍
一
名
班
碕
員
二
名
現
業
員
一
名
計
四
名
で
あ
っ
て
そ
の
配

曼

翡

喜

象

は

適

．

11
で
あ
る
と
認
め
る
、
｀
-
ヽ

i

二
、
開
饂
麟
麟
饂
は
瓶
ね
良
好
で
あ
る
が
翡
醤
そ
の
他
服
務
腿
係
の
喜
に
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廣
島
市
報
第
二
十
九
臨

啜

送

を

見

じ

了

蝙

翌

懸

計

制

函

に

す

ぺ

き

で

あ

る

．

璧
花
の
誕
理
瓶
況
は
概
ね
・
合
で
あ
る
が
鷹
保
貫
、
乗
車
券
受
彿
海
‘
温
闘

受
彿
速
等
す
べ
て
r9
規
の
●
母
冊
に
よ
り
品
理
す
べ
き
で
あ
る
叉
文
饗
受
付
涵

誌
等
未
整
理
で
函
書
の
編
蒻
、
年
・
ぽ
罪
分
に
つ
い
て
も
不
備
の
黙
が
あ
る
か
ら
改
苦
す

る
要
が
あ
る
尚
公
文
番
琥
録
、
消
粍
品
受
勢
源
緑
を
備
付
け
て
い
な
い
が
之
れ
~
苺
は
共

に
猿
態
’
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る

草
津
出
張
所
監
査
の
結
果

一

、

那

浙

の

分

掌

航

況

ヽ

職

H
は
現
在
所
長
、
キ
函
二
名
、
饗
記
一
名
、
宙
翌
務
員
六
名
、
現
業
且
一
名
計
九
名
で
あ

つ
て
そ
の
配
誼
及
び
甜
務
の
分
・
，
＇
オ
は
返
正
で
あ
る
と
認
め
る

＿
一
、
蔵
員
の
服
務
朕
況

職
員
の
服
ー
彬
況
は
概
九
良
好
で
あ
る
が
長
期
訣
抽
者
に
し
て
干
規
の
手
綬
を
怠
つ
て

い
る
も
の
が
あ
る
叉
市
内
出
張
命
令
函
、
休
暇
伺
函
、
迎
参
n
千
退
泌
等
規
定
の
泣
冊
を

備
付
け
て
い
な
い
か
ら
之
れ
絲
を
幣
備
し
て
職
員
の
勤
務
献
態
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ

る

三
、
硝
務
の
巌
理
瓶
況

廣
①
＿
謡
闘
、
除
蒻
源
の
喜
屡
は
艮
紆
で
あ
る

＠
配
給
物
安
の
整
埋
朕
況
は
概
ね
・
艮
好
て
あ
る
が
鼎
係
書
類
を
一
括
し
て
綴
込
み
臨
理
顔

末
を
明
瞭
に
す
べ
き
で
あ
る
叉
語
物
衰
購
人
券
交
付
涵
に
受
領
印
を
後
し
て
い
な
い
も

の
が
多
々
あ
る
が
確
窃
に
受
領
印
を
微
し
虞
琲
の
明
確
を
期
す
る
必
要
が
あ
る

島
③
懇
筋
の
誕
環
瓶
祝
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
謡
證
明
願
に
本
人
の
捺
印
な
き
も
の
を
受
理

し
た
も
の
力
あ
る
か
ら
注
平
品
を
す
る
と
共
に
牧
受
文
書
の
整
理
及
び
編
疑
廊
分
が
不
充

分
で
あ
る
か
ら
改
苦
す
べ
き
で
あ
る
尚
文
誉
受
付
函
が
な
い
か
ら
猿
備
す
る
要
が
あ
る

と
認
め
る

％
網
町
出
張
所
監
在
の
紡
果

市
―

-g筋
の
分
”
[
梵
廊
況

職
員
は
現
在

Pf炊
衷
争
一
名
、
讃
記
一
名
、
｛
畢
務
員
四
名
、
現
業
員
一
＿
＿
名
、
計
九
名
で

あ
つ
て
そ
の
紅
訟
及
び
事
務
の
分
掌
は
適
正
で
あ
る
と
認
め
る

二
、
繊
員
の
服
店
吼
仇

．
．
 限
翡
服
怖
息
況
は
概
ね
靡
で
あ
る
が
翡
、
督
、
迎
参
、
ロ
ャ
退
等
所
定
の
手
綾

を
了
ぜ
ヤ

U
勤
袖
に
よ
り
彪
到
し
て
い
る
が
之
れ
は
正
規
の
．
届
を
微
し
て
盤
埋
す
べ
き

報
・

J

久；・

で
あ
る
父
•
•
I
l
J

肉
出
張
省
が
肌
姉
函
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
が
所
員
に
廂
且
服
務
規

定
の
周
郷
徹
底
を
期
す
る
要
が
あ
る

三
、
班
筋

Q
誕
蝉
朕
況

①
在
籟
泌
、
除
節
細
の
猿
哩
が
不
充
分
で
あ
る
か
ら
之
れ
が
篠
理
を
庄
確
に
す
べ
き
で
あ

る
⑨
配
給
物
安
の
整
理
朕
祝
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
脳
係
函
害
に
所
辰
決
裁
未
了
の
も
の
が

多
々
あ
る
躙
給
物
査
の
取
扱
は
直
要
で
あ
る
か
ら
、
特
に
留
意
し
取
扱
う
ぺ
き
で
あ
る

恩
密
劣
の
誕
団
肱
祝
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
牧
受
文
害
及
び
備
付
油
害
の
盤
埋
並
に
池
帯

の
編
硲
、
年
炭
翫
分
等
に
つ
い
て
は
不
前
の
幽
が
あ
る
か
ら
改
苦
す
べ
き
で
あ
る
、
又

熊
皿
保
管
憚
、
消
底
品
受
彿
函
等
は
布
規
の
苔
西
冊
に
改
め
底
堪
し
衣
任
の
所
在
を
明
確

に
す
べ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

屋
拉
出
張
所
濫
査
の
結
果

一
、
氷
務
の
分
牙
肱
況

職
L
は
現
在
所
屁
考
竺
名
、
饗
世
一
名
、
酎
乾
彗
一
名
、
現
業
員
三
名
、
計
九
名
で

あ
っ
て
そ
の
心
國
及
び
班
紛
の
〈
象
は
適
布
で
あ
る
と
認
め
る

二
、
職
＿
い
の
熊
筋
Rj
況
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猿
輝
瓶
泊
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
賭
物
資
購
入
組
交
付
緒
に
所
醤
沢
裁
印
る
、
ヽ

の

が

多

々

あ

る

か

ら

留

意

す

べ

き

一

ょ

あ

る

と

認

め

る

大

河

出

張

所

西

芸

蒻

緒

果

⑨
配
給
物
表
の

兄

一

の
浪
れ
た
も

．
陪
盗
腐
虞
喪
襲
は
概
ね
良
．
町
で
あ
る
が
慇
窒
裔
及
び
節
冊
の
賊
扉
、
編
窃
等
不
充
一
、
祖
窃
の
分
宰
ナ
・
1

分
で
あ
る
叉
市
内
出
庶
更
"
1

．
と
璽
阜
乗
車
券
蓋
懇
支
給
し
た
も
の
或
は
私
川
に
乖
車
臀
＇
ー
は
現
在
所
長
、
差
叫
・
ー
名
、
翌
崎

H-―
忍
名
、
現
業
員
二
名
、
計
六
名
で
あ
っ
て
そ
の
配

万
一
蛉
の
ハ
n
索
は
適
布
で
あ
る
が
現
魯
脊
門
名
映
日
と
な
っ
て
い
る

券
を
使
用
し
た
も
の
約
が
あ
b
取
位
に
つ
い
て
は
避
ギ
明
確
に
麻
加
す
べ
き
で
あ
る
尚
忙
及

t万

吋

i

翌
鼠
理
に
萬
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
一
二
、
池
日
の
眼
咋
耽
況

艮
命
虞
、
木
殴
iii
叔
、
迎
誉
干
退
癖

t.9
慢

な

唸

月

）

公
文
軒
硫
録
、
文
病
受
付
節
省
ぶ
篤
廊
し
て

E
 

衷
~
の
剖
肛
瓶
態
を
明
院
に
す
べ
き
で
あ

総
rlJ

出
張
所
の
建
物
の
-
を
小
朕
校
が
物
趾
と
し
て
使
用
し
て
い
る
が
戸
締
IJ
ソ

瓜

-
0
服
朽
航
況
は
漑
ね
良
好
で
あ
る
が
・
・
1
内
出
rり

S
ぷ

↓
 

ー
音

る
た
め
万
月
十
―
-
H・
と
万
月1
一
十
七
日
竺
一
回
に
直
り
益
難
に
樅
つ
て
い
る
之
れ
力
子
を
怖
付
け
て
い
な
い
か
ら
之
れ
等
を
稔
備
．
し
て
附
~

る

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

る

―
―
-
、
罰
窃
の
閲
珂
朕
況
．

防
爵
策
を
早
急
に
講
す

で
あ
る

七

一

一

枚

辛

半

氏

．

冗

0
0枚
①
在
笥
痴
、
除
節
節
の
政
心
輝
状
況
ば
良
好
で
あ
る

益
難
品
は
左
の
通
り

、
1

糸

二

個

袢

・

白

紙

一

0
0
0枚
⑨
配
給
物
衰
の
移
輝
朕
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
衣
料
切
符
の
交
付
に
ふ
IImlJ
受
領
印
を
微
し

轄

出

證

明

饗

忙

．

盤

反

一

個

腔

窮

原

紙

i-＝
放
て
い
な
い
叉
各
種
物
査
購
入
徐
交
付
台
帳
に
所
長
の
決
裁
印
洩
れ
の
阻
咋
9

あ
る
が
之
れ
等

がノ

二

個

物

咬

の

取

扱

泊

務

は

極

め

て

煎

要

で

あ

る

か

ら

特

に

布

節

に

取

扱

び

逍

袖

な

き

を

期

す

ぺ

謄

嵩

ー

ス

タ

ン

プ

台

き
て
あ
る

⑳
舟
研
の

rg即
朕
況
は
慨
ね
・
艮
好
で
あ
る
が
柿
晶
屎
成
1

祁
、
泊
粍
品
受
彿
郷
郵
ど
切
手
受
彿

中
央
出
張
所
監
森
の
結
果

一
、
事
務
の
分
卒
肱
祝

懃
．
い
は
現
・
在
所
長
、
玉
事
ご
丸
害
記
二
名
、
祖
務
且
七
名
、
現
粟
E
9分
五
名
、
計
十
五
名
怨
等
ば
規
定
様
式
に
改
め
取
扱
者
及
び
使
川
牙
ぱ
確
征
は
に
掠
印
し
て
森
任
の
肛
在
を
明
ら

で
あ
つ
て
そ
の
配
骰
及
び
亦
務
の
分
水
は
適
・
IF
で

あ

る

と

認

め

る

か

に

す

る

と

共

に

文

杏

受

付

應

院

車

乗

車

傑

受

彿

揮

等

を

裟

廊

し

て

翌

粁

毒

卯

の

滴

格

、
廣

二

、

哉

員

の

服

筋

瓶

況

を

期

す

ぢ

要

が

あ

る

尚

平

敗

計

、

共

の

他

現

金

の

保

作

を

現

滓

rlt
に
よ
つ
て
な
さ
し
め
て

随
i
の
服
―
旅
術
況
は
概
ね
良
好
で
あ
る
が
木
殴
訣
勁
、
迎
参
rrぷ
器
槻
啄
・
沿
猿
坪
で
あ
り
い
る
が
此
任
の
懇
乳
け
が
保
5

行
す
べ
き
で
あ
る

、1

•VII-L 

L

0

抑
冊
は
常
に
川
刑
節
．
と
ご
改
す
る
よ
う
④
大
河
川
張
所
は
旭
町
一
示
七
坪
一
ヶ
月

11抒
料
二
百
九
十
二
回
に
て
二
十
一
一
年
六
月
一

w"" 
畠
●
節
に
よ
っ
て
祁
ぶ
岬
し
て
い
る
が
之
j
簿

＊
き
で
あ
る
叉
市
内
出
張
命
令
跡
に
化
張
時
間
の
記
入
力
な
く
受
命
村
の
琺
印
日
よ
り
一
ユ
'
-
ー
一
年
一
二
月
一
二
十
玉
ぃ
迄
の
賃
を
借
契
約
を
締
砧
し
て
い
る
が
六
月
七
日
は
元

＇レ

誕
胴
す
へ

が
全
部
凍
れ
で
い
る
之
れ
は
給
輿
に
爛
祥
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
特
に
祈
樅
を
期
す
大
河
町
内
5
5出
務
所
を
借
川
し
て
ー
ケ
月
印
栢
借
卯
It
十
回
を
出
張
所
C
，
さ
て
支
彿
つ
て

島

,h-L 

ペ

き

で

あ

る

い

る

八

月

以

降

は

泊

坊

園

の

謡

所

を

使

川

し

て

い

る

契

約

秤

叩

建

物

の

構

造

そ

の

他

を

祀

―

―

-

、

祖

浙

の

店

坪

朕

況

戟

し

て

い

な

い

た

め

，

い

づ

れ

が

虞

"111

で
あ
る
か
明
確
で
な
い
力
ら
将
紺
す
る
と
共
に
将
来

り

悶

、

除

籍

拇

の

・

貶

齢

盆

麗

は

良

好

で

あ

る

契

約

に

裳

つ

て

ば

注

怠

す

ペ

・

き

嬰

あ

り

と

泌

め

る

慇
韮
泥
は
概
れ
・
i
.
i
J
J
で
あ
る
が
謡
物
喜
賭
人
通
讐
に
切
符
＿
父
付
い
・
研
開
膚
悶
韮
果

ーーし
（
 

市

⑨

消

給

物

夜

彦

々

あ

る

か

ら

・

迎

度

励

す

ぺ

き

で

あ

る

一

、

翌

り

分

凶

麿

ヽ
1
L

泌
"
t
t
現
在
所
砂
ゃ
蒋
閃
名
、
可
務

U
1
●
名
、
計
ー
ー
万
．
名
で
あ
っ
て
、
そ
い
虻
訟
及
び
喰
務

受
領
印
浪
れ
、
ぅ

③
附
叛
蘊
岬
服
が
は
概
ね
・
艮
好
で
あ
る
が
跡
冊
い
・
喉
坪
編
硲
、
年
炭
脳
分
祢
不
充
分
で
ー

あ
る
か
ら
改
袴
を
坂
t

す
る
と
共
に
文
祁
妥
付
節
を
紺
付
け
て
牧
妥
文
古
い
応
即
罰
｛
ぷ
を
、
5
分
字
は
逍
邑
3
あ
る
と
認
め
る

忍

1

1

、
花
l
)
股．斤．．r‘
兄

1,
＇-C
.
t
j
l
.、9

明
ら
力
に
す
る
嬰
が
あ
る
と
t
以
め
る

比
1

府

出

張

所

炉

翌

芯

涵

果

貸

U
凸
服
沿
状
況
は
漑
ね
良
せ
ピ
め
る
が
休
収
｛
怖
述
殆

Ir退
薄
を

Uiifけ
て
い
な
い
か

報

一
、
出
務
反

”5ハ
ー

款

況

ら

之

札

パ

か

い

怖

冊

を

幣

訓

し

て

設

U
い
服

r州
熊
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る

在
所
蛤
氾
市
一
名
、
王
孤
ー
名
、
ホ
務

n
-
;
5現
業

U
―
ー
・
名
、
吋
八
名
で
あ
ヲ
、

7
"ば
り
出
即
虹
況

-
）
7

．り、い篇
JIn
．
糾
怜
概
ね
・
艮

4
・
;
名
が
d
●
心
‘
ー
憑
面
が
が
充
1JJ

．
ゞ
あ
り
父
叱

ieUlf硲
明

職

U
は
現

含

慇

翌

翡

い

分

，

払

は

息

で

あ

る

・
-
J

晶

め

る

1

,

i

、

叉

t
ヤ
斤
．．
 
J

ー
、
薔
翌
腐
し
て
い
る
か
ら
ぶ
確
に
出
叫
す
る
と

．
つ
て

出
謡
乳
な
叫
ら
か
に
す
ぺ
き
で
合

―
-
‘
嫁
U
の

服

杓

州

泣

一

邸

吃

叩

脳

間

を

記

↓

:
.
j
i
.
L

昭
：
．
ー
・
い
服
5
9
術
祝
は
慨
ね
，
好
で
あ
る
が
．
Ill
内
出
張
、
叉
＂
邸
に
川
張
時
間
が
叫
品
し
て
-
"
氏
に
即
＂
罠
＂
宜
祐
、
泊
．
心
＂
翌
、

5
蹂
翌
怪
．
皿
し
一

、
.
I
・、・）

L
・

し

判

り

＂

熊

よ

り

・

バ

i
J
9
5

令
翠
雙
＂
属
嬰
3
領
し
頂
令
と
し
ご
叫
K
が
墜
＂
し

駅
L

利

な

い

p.4
森
裁
印
及
も
又
命
付
い
り
枠
が
含
II.7
、
れ
て
い
る
父
出
11

喜莉．
t

、
休
収
、
一
代

に
川
抽
依
●
が
合
致
し
な
い
も
い
が
あ
る
か
ら
之
れ
が
政
如
を
す
る
と
北
に
汎
告

Ir
●
む
肉
ン
―
一
ー
て
い
る
が
叫
印
fi
．
ぷ
油
滋
ハ
士
．
い
丸
h
l
i
J
に
出
刈
ナ
ペ
き
ゞ
ゃ
る
．
n
戊
め
．
3

-
）
．
．
,
．
り
と
＇
北
や
討
い
川
た
抑
叫
弓
．
ぢ

..Eざ
し
で

H
砂
/
'
噌
拒
に
和
灯
"
{
ぃ
J

川
没
悛
陀
業

湘

付

け

て

射

［

の

勁

務

吠

態

と

期

ら

力

に

す

る

少

｀

が

あ

る

ー

3

`

り

h
、
1
1

竺
二
、
出
筋
闊
2

到

状

●

恥

ー

（

り

げ

に

霜

り

{
5．
夕
が
之
札
が
述
翠
は
翌
’
ふ
規
ハ
心
が
閲
心
せ
ら
れ
．
、
ら
い
な
い
た
め

Jw、い｛，

-
h
 

見
‘
:
;
？
泣
般
吋
9
切
＂
で
出

4
し
：
い
る
が
川
恨
所
・
こ
し
9

．
閃
ば
位
を
jl
厄
し

ll
っ

ょ．＇暑．

-
"
 

八

0
代
硝
怖
、
除
窮
怖
い
樅
坪
状
況
は
・
艮
叶
で
あ
・
タ

JJ

ゆ
配
給
物

ttの
枯
卯
似

il
は
朕
れ
・
艮
叶
で
あ
る
が
．

i

谷
滉
n
1
受
頷
印
を
砥
し
t

．
い
な
い
も
刈
岱
な
・
タ
党
・
り
沈

"K"10^
よ
に
限
を
品
叫
定
ャ
・
タ
叫
代
か
・
ク
る
と
“
切
マ
タ

＿
＿
り
が
あ
る
、
ら
碓
宜
に
伝
し
化
給
い
叫
仰
を
間
ヤ
る

i
が
あ
る

0
昭

tn:。卜
．． 

年
・
殷
巾
に
於
け
る
取
扱
・
W
件
は
れ
此
J

油
り
●
●
ヽ
＂
え
た

し

"
L
.
‘
r
.
t
t

・
ヽ
）
ー
l
.

，
氏
＂
や

＂
③

i
i
t
~
屈
出
珊
献
祝
は
慨
れ
・
艮
4
1て
あ
る
：
泊
礼
＂
猥
森
籍
に
よ
つ
てl
l
i
f
盗
小
”
r
J父
給

••• 

r
‘
r
 

"、

J
`
’
.
r
.
4

西

・

プ

;
J
1
.
.
l
‘

-

4

『

"5 

.

.

.
、
『
n

●
●
“

行

t
J
b
と
し
て
い
る
が
之
れ
は
別
肪
に
し
て
曲
h
す
べ
さ
て
あ
る
父

t
l
a
"
I
l
U

保
怜
徳
泊
＇
に
晶

1
"肢
利
人
—
:
は

W

辿

f

――――――――-＿＿二●――一

交
梯
怖
等
は
規
定
巳
株
式
に
改
め
て
出
虹
叫
ぷ
セ
叫
ら
か
に
す
る
妥
あ
る
も
い
と
認
め
花
亡
れ
九

h
l
J
i

泊
で
一
＿
几
ば
＂

訳
凡
市
戟
祁
ー
ー
十
九

a
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‘
'
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i
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一八

職
通
闘
蒻
況
は
概
ね
靡
で
あ
る
が
無
届
訣
讐
醤
扱
と
し
た
も
叫
祠
刻
訃
＿
，

―
-llJ
内
・
出
張
命
魯
に
出
張
時
間
を
記
戟
し
て
い
な
い
、
受
命
行
も
亦
捺
印
し
て
い
な
い

一
三
、
戸
0
剛

言

等

は

給

典

の

闘

係

も

あ

り

布

確

に

醤

し

＿

喜

誓

を

明

確

一
①
在
籍

i

ー
栂
、
除
靱
両
の
衣
●
理
瓶
況
は
漑
ね
良
好
で
あ
る
が
韓
出
に
よ
り
除
期
す
べ
き
在
笥

表
を
そ
の
ま
4

ー
ケ
年
間
綴
込
ん
で
い
る
が
之
れ
は
韓
出
・
と
同
時
に
除
籟
と
し
言
照
罪

す
べ
き
で
あ
る

⑨
物
査
の
記
給
に
つ
い
て
は
極
め
て
適
IE
に
行
は
れ
て
い
る
が
受
配
者
の
受
領
印
を
磁
し

て
い
な
い
も
の
が
あ
り
交
幽
羞
爾
が
窟
々
に
な
っ
て
い
る
か
ら
之
れ
等
は
一
括
編
築

し
贔
喜
塁
明
疇
に
す
区
・
き
で
あ
る

⑱
舟
筋
の
誕
理
瓶
況
は
ね
良
．
及
で
あ
る
が
文
害
受
付
涵
、
消
耗
品
受
彿
ー
料
は
規
定
の
様

式
に
改
め
手
艇
蝉
す
る
と
共
に
金
祖
、
主
食
通
帳
衣
料
切
符
の
受
彿
並
に
祁
豆
録
胤
係

書
類
竺
冊
の
一
滅
冊
に
よ
つ
て
紫
嗅
し
一
｝
い
る
が
之
れ
等
は
各
稲
別
節
に
瞬
分
し
て
梃

理
す
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る

i

窟
岬
旧
張
所
監
査
の
結
果

一
、
第
務
の
分
掌
状
況

蔽
日
は
現
在
所
長
、
萎
隼
一
名
、
書
祀
ー
名
、
事
務
旦
五
名
、
現
業
員
四
名
、
計
＋
ー
名

で
あ
つ
て
そ
の
釦
樹
及
び
耐
務
の
分
掌
は
適
巴
ビ
あ
る
と
認
め
る

二
、
職
員
の
服
務
歌
祝

職
伍
の
服
務
瓶
況
に
つ
い
て
は
勁
務
瓶
態
の
不
良
な
も
の
が
あ
り
叉
無
届
訣
抽
を
休
暇

扱
と
し
た
る
も
の
二
十
九
件
、
休
暇
、
鋏
勁
、
迎
参
苺
出
地
痺
と
合
致
し
て
い
な
い
も

の
が
あ
る
尚
所
長
決
裁
印
並
本
人
の
捺
印
浪
れ
婚
多
く
之
れ
が
盤
理
を
厳
ー
止
に
し
て
識

員
の
勤
務
献
態
を
明
確
に
す
る
要
が
あ
る

―
―
-
、
那
叛
の
虞
琲
肱
況

①
・
在
箱
紘
、
除
笥
蔀
の
整
狸
瓶
況
は
良
好
で
あ
る

．． 

“．
 

⑨
配
給
物
壺
の
革
薙
欣
況
は
漑
ね
艮
好
で
あ
る
が
賜
係
害
類
は
一
怯
編
硲
し
て
虚
理
顔
・
一
木

を
明
瞭
に
虚
理
す
る
と
共
に
語
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付
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る
か
ら
特
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配
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誕
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し
造
枷
な
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し
叉
節
冊
中
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オ
紘
扉
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も
の
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印
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§
刀
．

あ
り
取
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磁
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極
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復
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て
い
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よ
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あ
る
か
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エ
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究
し
て
布
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索
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計
る
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あ
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と
認
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尚
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張
所
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盃
翌
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料
、
保
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任
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て
い
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衰
任
あ
る
吏
員
に
於
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採
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あ
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認
め
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連
；
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囁
藷
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一
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計
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張
命
令
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妥
命
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・

1
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ぷ
印
浪
れ
等
多
数
あ
る
か
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祗
埋
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と
共
に
述
参
11千
退
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を
紺
付
け
て
馬
噂
に
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理
し
職

11

具
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勤
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明
ら
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要
が
あ
る

三
、
市
務
の
虐
迎
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①
・
在
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徳
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登
叫
犬
況
は
慨
ね
良
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除
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縛
の
整
理
が
出
来
て
い
な

い
か
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錮
配
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盤
理
打
幻
虹
が
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る
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•i,999-••一••••--―-------、 第‘使昭 の痰廣 ー、第 第
,_．しさ→四用和
. ,.―第

ー 島 島 ごき四なな三き長二條
の 月ず一條料二 昭部市條のは條いけ條るが＇條例
條 ． 栖 る 坪 巾 條 十 和を識 條受．•°れ °必 に
例附は←一 例三 二次令 {5l 例託こ ば保要保よ
は 二と日・・一の年 十のあ第（まグの な育 と育り
公 則 十 あ に ‘ ー 四 三よ識十公停條 ら料‘認料保
布 倍るつ野部月 年フ洪七布」1::例 なは．．めは育
の とをき職を廣 八にを親のす又，し，、市 た一料‘
日 すー令場｀択島．廣月改鰐．・ 日るは． °長、さ人を
か る一拾．の市・島一正て かこ甘i 既の 音ー徴
ら ヒ坪五 よ條市日す閏 らさ長納指 はケ牧
こ に一錢 う，例長 る島 こ が の の 定 こ月す
れ改，＾日•以に第 °市 れあ指保すれ五る
を め に 内 改九没 ・涙ーをる示育る を十．？
加るつ｛旦正雅． i祠 施命料期減闘
行 °きしす廣井 施 行令は日免ミ
す ．企同~る島 設 すにこますす
る 登桓°市信 使 る速れでるる
° 闘は 樅 、用 °反をにこ゜

翡后 一塁寺 闊 、し胃胃・品門
但 倍，設 例, • bさしし、で市

“ 税； ≫第第

•こ を三第に罷を五保ニー渉務四認三瞥邸五課
の 加 ‘ 二 改 理 加 ‘ 健 ‘‘9 課・‘瞥眺課害條ヒ、
條 え市腕め課へ保課そ進・外の情課を←渉のの
例附第有の の第他のの時 分報の削に外一次
咄 主七次・分五所分他軍課掌，弾分り改課部に
公則猿地に 掌脇に堂外及 事蒋堂‘めのを→

，布 を建 ‘を腺事事ぴ 務 に 事 第 分次渉
の 第物 コ事第す務に外の欄務四、堂の．外
日 四そ 、 務六る中闊國 次すに雑 事よ課
か琥の 中臨こ第す人

● 

に る 次 を 務う・←`
ら と他 標さと四るに 左この、第、中にを
こ＇す財 題す'°琥こ閥 のミー．さ標改加．
れ る南． →る の こ す 通 ° 琥 猿 題 め え
を ．しこ．． 蔑° 次 る，り をと →るる
旅 閥、 囲 ＇しこ ； •・加 加す

秘 o

行‘す玩 ええ’る帯
〇＇渉す．・るヒ・ るる

る こ を ｀ o ． o 外
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。．．声・ L—• 
・藷 を
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• L— 、秘

ず
る
者
及
ぴ
市
立
學
校
識
員
並
び
に
市
費
で
給
料
を
支
砕
，
ヽ

す
る
麻
會
事
務
局
岡
迷
館
、
腺
島
市
斌
環
管
理
委
員
會
．

警
尉
炭
島
市
監
査
委
員
翌
職
員
及
ぴ
月
俸
を
受
ぴ
る
消
、

防
隅
員
g
以
下
職
員
と
い
う
）
に
は
こ
の
規
WJ
に
よ
り
新
t

給
典
差
額
を
支
給
す
る
。
但
し
左
に
掲
げ
る
者
に
は
こ
れ

、6

を
支
給
し
な
＞

い
者
、
又
ば
鉦

一
、
常
暁
勤
務
に
服
す
る
を
本
9

日―
n
し
な

•
月
一
定
の
給
料
若
し
く
は
手
窃
の
支
給
を
受
け
な
い
者
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休
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の

者

ー

．

．

1

二
、
内
地
外
に
あ
る
者

四
、
臨
時
の
麻
託
員
4

厭
員
、
但
し
磁
託
叉
は
匝
傭
の
日
．

か
ら
六
ヶ
月
を
超
乏
た
者
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
＂
し

第
二
條
新
給
典
差
額
の
一
部
支
給
額
は
昭
和
一

・-+11一
年
四

月
一
日
現
在
の
一
、
六
o
o
e
:水
準
に
よ
・
る
給
犀
~
ー
カ
月
＇

分
の
額
（
給
料
仰
定
加
給
及
同
臨
時
壻
給
の
合
計
額
）
に
~
‘
I

七
割
を
乗
じ
、
更
に
時
別
手
常
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
[

額
さ
す
る
。
但
し
闘
位
未
満
の
端
数
は
こ
れ
を
回
位
に
満
｀
．
｝

た
し
め
る
。
•
C
,

第
一
「
一
條
昭
和
二
十
＿
―
-
年
一
、
月
一
一
日
以
降
の
採
用
者
に
は
前

i

條
の
支
給
計
算
額
に
左
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
さ
す

・
る
。
但
し
闘
侃
未
語
の
端
数
は
こ
れ
を
問
位
に
満
た
し
●
●

ろ。1

、
一
月
二
日
以
降
採
用
さ
れ
引
綾
き
在
職
中
の
者
は
．

八

割

i

昭

＇ 

和

二

、

二

月

二

日

・

グ

i

・

六

割

・

-

二

五
扇

i

子

廣

島

市

條

例

第

十

八

銃

、

｀

廣

島

市

規

則

第

二

十

琥

の

二

1

二

、

一

二

月

二

日

ク

、

(

三年

廣

島

市

識

合

の

裏

善

5

I

I

J

熊

員

喜

一

部

支

給

規

則

乞

四

、

四

月

二

日

グ

｀

ヽ

＼

．．
 

i

．i
1

割

．．．ぶ●●

九

J
"
"
J
 

M
H
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月
役
所
事
務
分
堂
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
一
昭
和
二
十
一
―
ー
年
六
月

1

二
十
日

廣

島

市

長

洩

井

信

一

1

I
9
•
こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
一

i一
年
六
月
十
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
＿
ク

←
昭
我
二
十
ビ
一
年
八
月
二
十
日
—
•
ー
・

恙

,

L

.

、

誓

市

長

預

井

信

―

―

―

璽

員

喜

1

部

支

給

蜆

則

．

．

，

ず

る

。

窃行

一

、
一
頌

.
、
第
一
條
中
「
誓
覧
課
」
を
「
秘
翡
課
」
に
改
め
「
税
務
．
第
一
條
本
市
有
給
吏
員
、
隠
託
員
、
且
員
又
は
こ
れ
こ
準

)，

J-
し

疇

出

‘

.

‘

,

'

ヽ

＼

．

f

．，．

％

｝

ー

．

．

．

t

t

｀

ヽ

、
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し
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'
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:
l
g枡
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i
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1
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凡
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~
'
-
．
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,
t
u

ぃ
―y

:
‘

、

.r

，

ン

，＂ぶ
"

J

「

姜｛．、井ツ'‘'.
，．
"

t

.• 

ふ
iir

•
も
．．． 

t
●
ー
，
．
、
一
’

•. 
，
．
'
9
9
:
l

,

'
．
合
・
；
：
↓
ャ
．
’
{
ヽ
・
、

•
,
I
J
,
t
.

？

,
f
;
1

パ
旦
翌

,'も

.
?
•
,
i
.
i
,
i
'

》
モ

．
．
．
．
，
醤
＂
〕
別
表
i
,
i
.
i
•
£

・
み
應
じ
て
支
給
す
る
0

、ー，

叫
ぷ
，
＇
ぃ
亨
廣
島
市
規
則
第
二
十
二
喜
ニ

□□
‘
;
'
/
．
 

.99'ぇ}
、
9
:
＇
出
張
所
設
栓
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
｀
？
に
改
正
す
る
虐
い
鱈
汀
〗
汀
且
汀
―
し
ー
~
ド
ば
に
よ
[
.
―
い
問
附
給
典
[
の
.
i
[

：

酎
二
割
五
分
額
、
但
し
標
準

し
給
（
日
給
者
は
一
二
十
日
分
）
及
ぴ
之
に
伴
ふ
増
加
給
並
ぴ
｀
，

,i,

．
暑
．
昭
和
二
十
一
＿
＿
年
七
月
―
―
一
日

r

•
9

‘

‘
.
，
廣
島
市
長
演
井
信
―
―
―
`
•
'
務
時
間
が

1
8
史
働
八
時
，

に
勤
務
地
手
賞
の
月
額
竺
ー
百
七
十
五
時
間
で
除
し
て
得
時
間
外
勤
務
手
紫
一
時
間
間
未
漉
の

t
の
に
わ
，
つ
て
は
i

、

八

時

間

に

な

ろ

ま

で

の

勅

務

・

『

た

額

さ

す

る

。

．

•
•
第
四
條
中
「
瓶
捉
の
命
を
受
け
」
を
「
上
司
の
命
を
受
け
」

に
つ
い
て
は
勤
務
一
、
時
間
営
．
、

．
に
改
あ
る
。
，
．

一
，
勤
務
一
時
間
賞
り
治
翌
額
の

＇
第
五
條
勤
務
時
間
の
計
舘
は
一
ヶ
月
分
締
切
計
僚
に
お
い

VJ
給
奥
顎
の
十
割
”

て
一
時
間
に
溜
た
な
い
時
間
の
一
一
一
十
分
以
上
は
こ
れ
を
一
浮
夜
勤
務
手
常
一
一
時
間
二
割
五
分
額
但
し
恨
眠
時
間
．
ー

•
•
第
一
條
別
表
中
「
小
網
町
五
〇
」
を
「
榎
町
八
七
」
に
改
め

る。‘

勤
務
一
時
間
岱
り
給
典
額
の
—
,
＇

時

間

さ

し

＿

＿

＿

十

分

未

満

は

こ

れ

を

切

綴

て

る

。

は

牛

額

、

第

六

條

時

間

外

勤

務

手

営

及

ぴ

休

日

勤

務

手

帝

国

の

支

給

を

休

日

勤

務

手

裳

＿

一

時

問

一

十

二

割

五

分

額

、

‘

附

則

受
け
る
こ
さ
が
で
き
る
職
具
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
時
は
完
宿
直
手
幣
一
―
夜
＿
金
七
拾
幽
、

｛
こ
の
規
則
は
●
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

•
,
：
廣

，
常
の
支
給
に
替
え
て
ん
れ
に
相
常
す
る
有
給
の
休
暇
を
典
、
日
直
手

i
ば

一

日

一

金

百

闘

＇

．

廣

島

市

規

則

第

二

十

六

琥

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

‘

.

備
考
深
夜
と
は
，
午
ー
後
十
時
よ
り
午
前
五
時
迄
の
間
の

第
七
條
公
務
に
よ
b
出
張
中
の
職
員
に
甜
し
て
は
こ
の
手

ー
厳
島
市
超
過
勤
務
手
常
支
給
規
則
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
、

勤
務
を
い
う
。

‘
常
を
支
給
し
な
い
o
.

]

／

島

、

昭

和

二

世

―

一

年

八

月

一

日

．

｀

第

八

條

臓

且

が

映

勤

、

迦

峯

、

早

退

、

そ

の

他

の

事

由

上

・

．

．

誓

市

長

演

井

信

―

―

―

”

．

．

』

痰

島

市

超

過

勤

務

手

常

支

給

規

則

よ

り

所

定

の

執

務

時

間

を

勤

務

し

象

っ

た

場

合

は

第

り

廣

島

市

規

則

翠

一

琥

の

二

第
一
條
本
市
職

tlが
市
長
の
命
に
よ
り
椋
準
勤
務
時
間
を
條
の
基
準
勁
務
時
間
一
時
間
営
り
の
給
典
郎
に
そ
の
勤
務
‘
廣
島
市
盤
翌
旅
殴
使
用
料
條
例
施
行
細
則
を
次
の
よ
芍
に
定
．

市

超

え

、

又

は

休

日

に

勤

務

し

た

時

ば

別

段

の

規

定

の

あ

る

で

な

か

っ

た

時

間

数

を

乗

じ

て

得

た

額

を

、

そ

の

者

の

受

め

る

‘

.

、

4
1
 

．
、
も
ー
の
の
外
、
こ
の
規
則
に
よ
り
超
造
勤
務
手
常
を
支
給
ず
・
け
る
べ
き
時
間
外
勤
務
手
常
及
ひ
休
日
勤
務
手
岱
の
額
か
昭
和
二
十
一
＿
一
年
四
月
＿
二
十
日
＊

痰
島
市
長
淡
井
信
―
―
―

ら

減

涸

す

る

。

”

｀

ー

報

る

。

、
前
項
の
様
郡
斎
窃
時
間
は
艇
品
市
役
所
執
務
時
間
、
休
日
前
項
の
勁
務
し
な
か
つ
た
時
間
に
は
市
長
が
許
可
を
典
え
痰
島
市
浩
碗
施
敗
使
用
料
條
例
施
行
細
則

~
 

は
官
脳
の
個
に
よ
召
但
し
藍
底
又
は
既
痰
的
努
仰
に
従
た
体
暇
及
ぴ
市
長
が
や
む
を
得
え
い
さ
認
め
た
時
間
は
こ
（
使
用
料
）

蜘
｀
事
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
炭
息
塁
塁
嘉
長
の
＇
れ
を
糾
し
な
い
。
／
第
一
條
誓
恵
謡
腐
贅
翡
翡
醤
翡
一
就
及
"

‘•

二

い

承

認

を

磨

翌

誓

訊

て

揉

準

時

JIg-、
）

ず

る

。

第

九

條

こ

の

手
9

い
は
そ
の
月
分
を
取
り
ま
と
め
て
翌
ぷ
月
中
が
第
一
＿
＿
就
の
使
川
料
委
の
逝
り
魯
―
0
●

'

叶
第
二
條
こ
の
手
訪
の
醤
及
ぴ
金
額
は
羞
の
迎
り
―
n
す

竺

れ

を

支

給

す

る

。

一

器

翡

一

坪

―

H
に
つ
き
密
十
五
錢
（
甲
地
）

二
上
屈
一
坪
に
つ
き
一
二

H
又
は
そ
の
踏
数
価
に
金

．

、

附

則

‘

●

年
・
，
る
。

九月
こ

の

規

則

は

七

月

一

H
か

ら

こ

れ

を

辿

川

す

る

。
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・
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四

｀
．
廣
島
市
報
復
活
第
一
二
十
槃

J

い
•
第
一
＿
＿
條y

野
痰
場
の
使
用
は
、
原
則
と
し
て
半
ヶ
月
箪
位
―
n

制
限
す
る
こ
ど
が
あ
る
。
＇
．
う
と

t
る
と
き
は
、
第
六
蔀
様
式
の
貨
物
搬
出
届
を
、
上
・

凡
＼
し
半
ヶ
月
分
の
使
用
料
は
月
酒
料
金
（
二
十
日
分
）
の
半
危
瞼
品
の
棧
橋
持
込
ほ
、
．
一
切
こ
れ
を
禁
止
す
る
0

1

J

屋
使
用
の
用
途
、
期
間
そ
の
他
條
件
を
斐
更
し
よ
う
さ
す

9
•
第
十
四
條
船
組
の
棧
橋
繋
留
位
置
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
る
さ
き
は
、
第
七
披
様
式
の
上
屋
使
用
綾
更
願
を
、
そ
れ
、

'
）
‘
額
と
す
る
0

,

＇．

，
•
[
第
四
條
野
笈
場
を
使
用
し
よ
う
さ
す
る
者
は
、
第
一
稚
様
、
．
事
蒋
所
の
指
示
に
従
う
も
の
＜
ェ
す
る
。
企
ぞ
れ
事
務
所
に
提
出
し
て
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
・

．
式
の
野
或
場
使
用
申
怨
咽
を
厳
島
市
浩
嗚
事
務
所
（
以
下
第
十
五
條
棧
橋
使
用
中
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
市
い
。

．
＇
・
事
務
所
さ
い
う
）
に
提
出
し
て
第
二
雅
様
式
の
野
殺
場
使
、
は
賠
償
の
責
に
任
じ
な
い
。
｀
’
『
•
第
十
七
條
上
屋
に
敗
容
中
の
貨
物
は
、
上
屋
使
用
者
が
保

．．
 
；
．
．
’
用
許
可
證
の
登
行
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
棧
橋
使
用
者
が
、
棧
橘
或
は
そ
の
附
協
設
備
を
破
損
し
た
管
し
、
市
は
一
切
そ
の
黄
に
任
じ
な
い
。

餐』・
1

第
五
條
．
野
懇
揚
の
使
用
料
は
、
許
可
節
褒
行
の
日
か
ら
半
瘍
合
は
2

＼
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
f

．

．

附

則

／

月

輩

位

で

前

納

す

る

も

の

さ

す

る

。

．

り

、

・

（

上

屋

）

．

‘

ノ

こ

の

細

則

は

、

痰

島

市

諮

洞

施

設

使

用

料

條

例

施

行

の

日

.[
,
.
、
第
六
條
野
旅
揚
の
窟
割
、
通
路
、
集
概
方
法
等
に
開
し
て
第
十
六
條
上
屋
を
使
用
し
さ
？
と
す
る
者
は
第
五
琥
様
式
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。
―

｀
〗
綬
は
使
用
者
は
、
す
べ
て
事
務
所
の
指
示
を
厳
守
し
な
け
れ
の
上
屋
使
用
願
を
事
務
所
に
提
出
し
玉
ボ
認
を
受
け

9
規
，

ヽ

ー

ば

な

ら

な

い
0

使
用
者
は
、
使
用
期
間
中
、
そ
，
の
許
可
識
定
の
料
金
を
納
入
す
る
も
の
さ
す
る
。
貨
物
を
搬
出
し
よ
‘
.
,
'

I
‘
!
 

第
一
臨
様
式

•
/
I
'

．
、
、

，
．

i

番
披
及
ぴ
使
用
者
氏
名
を
立
札
表
示
す
る
も
の
さ
す
る
。
｀
一

9
.
 

‘

｀

↑

五

す

↓

‘.

J

.

/
 

，
＇
第
七
條
野
痰
場
に
集
疲
中
の
貨
物
は
、
使
用
者
が
保
管
し

＇
市
は
一
切
そ
の
宜
に
任
じ
な
い
。

,
•
島

'

・

坪

日

日

囲

、

囲

込

一

地

'
（
棧
橋
）

月

月

．，
＇
申
，

i
,

、
第
八
條
関
体
客
の
棧
橋
使
用
料
は
、
片
道
客
は
一
＝
百
人
以
，

B
 

ー

書

・

一

届

9

年

・

・

年

'

.

i

、．

上
、
往
復
客
は
二
百
人
以
上
の
場
合
、
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
料

；
市
”
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行釦1-JJ:J凶宝十二和昭 報 市 島 廣

閃
見
市
域
ぼ
情

m[が工“

複

興

局

庶

務

課

土

木

課

住

宅

諜

替

紐

謀

上

．

水

課

給
水
•
課

下

水

．

課

東
部
復
典
半
務

庶

窃

．

訊

工

狩

課

常

二

條

后

の

分

庶
務
係

庶
招
係

枷
洛
係

庶
務
係

枷
筋
係

料
愉
保

枷
磁
＂
保

.＇ n
 

伽
~
窃
屎
土
地
”
叩
苅
訂”
g

測
届
エ
芥
保
柊
加
ぶ
“

字
事
務
は
左
の
辺
り
、
す
る
0

月九年芝十二和昭

'r  

. 

報 k
 

-I 

直
匹 廣

査
材
係

汁
荘
係

計
湘
係

訃
れ
は
係

朴｛，ね保

糾
・
水
係

計
芯
保

工
事
り
叩

管
財
係

工
半
係
，

工
事
係

工
収
係

H
半
係

汗
水
係

公
園
係

渉

外

課

調

査

課

民

生

局

社
會
数
育
課

屈
ナ
務
呻
訟

耽

會

課

戸

節

課

商

工

課

食

糀

課

保

偲

諜

社
令
教
育
紫
．
脅
少
年
係
体
育
係

庶
務
係
學
事
・
係
．
加
設
係

庶

務

係

保

護

係

輻

利

係

戸

笥

係

寄

留

係

瞭

明

係

商

攻

係

肋

業

係

既

光

係

晨

廂

係

水

廂

係

食

品

係

公
衆
彼
生
係
偲
巌
指
琳
係

箭

描

係

嶋

農
攻
係

稼
防
係

練
税財職綿

、』殺f
秘會

謗務且蒻 喋・計
・ ・ 局 ・

課課課課 課課

秘出
裕納，
係係＇：

連用
絡度
係係

庶

務

係

文

嗚

係

人

井

係

給

屎

係

財

務

捺

如

箭

係

庶

務

係

第

一

検

税

係

第

二

検

税

係

第
一
賊
課
係
•
第
二
賦
課
係
微
牧
係

外

ボ

係

渉

外

係

庶

務

係

調

査

係

出
張
所
係

厚
生
係
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ぶ
万
！
i

と

i

會

計

．

課

出

納

係
一
牧
入
及
び
支
出
に
闊
す
る
こ
さ

．
二
愈
錢
及
ぴ
有
墨
募
の
保
管
に
雙
す
る
こ
と
。

―
―
―
歳
入
出
決
舘
に
刷
す
る
こ
y
J
o

四
雑
部
金
に
脳
す
る
こ
と
。
-

五
市
金
庫
に
関
す
る
こ

I
/
J
O

六
課
内
庶
務
に
閾
す
る
こ
<
)
。

用

度

係

・
一
物
品
の
調
逹
及
ぴ
修
・
耕
に
闊
す
る
こ
さ
。

二
物
品
の
管
理
に
閥
す
る
こ
ご
J
o

三
納
入
物
品
の
検
敗
に
隅
す
る
こ
と
。

四
不
用
物
品
の
臨
分
に
闊
す
る
こ
と
。

五
・
ア
て
の
他
物
品
合
計
に
闘
す
る
こ
さ
。

六
印
刷
所
に
脳
す
る
こ
と
。

配

車

係
ー
自
勁
車
に
関
す
る
こ
―
n
o

．疇

秘

布

，

課

秘

杏

係
一
儀
式
及
ぴ
交
際
に
瀾
す
る
こ
と
。

二
径
買
及
び
表
杉
に
脳
す
る
こ
―
‘
)

三

4
芸
呻
、
既
辟
芯
に
閥
す
る
こ
さ
。

四
そ
の
他
認
苔
に
随
す
る
こ
―
n
o

五
課
内
庶
務
に
隅
す
る
こ
―
n
o
,．

述

絡

係

ヽ

一

述

絡

に

閥

す

0こ
と
。

二
市
此
の
特
命
に
閲

?
Qこ
ミ
。

氾

窃

局

、

絡

砺

課

枷
~
t
l
保

一
匹
内
の
取
締
に
闊
す
る
こ
と
。

． 

ら
が

上

9

，
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，
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t
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9ーょ
"L
に、，，ーり
V
じ、

七9 

臆
合
の
維
持
管
狸
に
闘
す
る
こ
―
n
o

各
課
の
連
絡
調
照
並
ぴ
に
令
達
に
靱
す
る
こ
y
)

呼
察
及
び
消
防
に
闊
す
る
こ
さ
。

都
市
連
盟
，
全
國
市
長
會
及
び
市
政
協
謡
會
に

隅
す
る
こ
こ
。

六
町
名
、
字
名
の
新
設
斐
更
に
闘
す
る
こ
―
f
J
o

七
渡
航
共
他
證
明
事
項
に
腸
す
る
こ
と
。
．

八
公
職
追
放
に
爛
す
る
こ
―
i
J
o

• 
.. 

九
他
の
局
、
邸
の
主
管
に
屈
し
な
い
こ
と
。
・

十
課
内
庶
務
に
腸
す
る
こ
と
。

文

杏

係
一
法
規
、
例
規
に
腸
す
る
こ
さ
0
”

二

斎

日

の

敗

賃

農

犀

る

こ

と

6

ー
ー
一
文
害
の
保
存
整
理
に
鵜
す
る
こ
と
。

四
官
報
踪
報
の
保
存
に
幽
す
る
こ
翌
J

O

,

五
市
の
公
告
及
ぴ
市
報
登
行
に
開
す
る
こ
さ
。

六
市
史
の
編
築
に
服
す
る
こ
と
。
＇

七
公
印
の
管
守
に
胴
す
る
こ
―
‘
)
0

出
張
所
係

ー
出
張
所
の
統
轄
並
ぴ
に
述
絡
に
爛
す
が
こ
と
。

二
．
出
張
所
職
且
の
人
事
給
典
に
捌
す
る
こ
―
'
o

―
―
―
出
張
所
物
品
の
別
述
に
捌
す
る
こ
と
。

四
所
合
の
秤
理
に
幽
す
る
こ
―
n
o

五
そ
の
他
川
眼
所
脳
係
庶
務
に
幽
す
る
こ
と
。

城

且

課

人

事

係
ー

職

"5の
任
免
及
ぴ
賞
佃
に
関
す
る
こ
と
。
．

二
識
且
の
定
且
[
中
挫
に
捌
す
る
こ
ミ
o

ー
ー
一
戟
且
の
身
分
及
び
服
務
に
関
す
る
こ
玄
)
0

四
科
直
、
日
直
に
閥
す
る
こ
‘
、
,o.

五
懇
且
の
川
勁
悽
並
び
に
川
張
命
令
に
闘
す
る
こ

五 • 四：：：：ニ
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右
搬
出
を
御
承
認
下
さ
ろ
様
御
願
い
致
し
ま
す

・
年
月

B

． ・品

—目
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．＇乱

•1-1--五
敷

←―|-ェ
目

. • I •乱

屯
ヽ

． 

--＇’ 
→寸六→

搬

出

箕

物

租

類

及

敷

址

I 

甲 1上稲

二 1二|ビ上
坪

乙―i

敷---—!-y 
終

’
 了

屋

貨

物

甍

ハ

猿

様

＇ 

式

．
A
1

・
拝
寸
五
分
↓

搬

出

屈

廣
島
市
報
示
復
活
第
一
二
十
競

ー・

月

・敷
I 

J
 

9 日

．．
 .I 

厳

島

市

長

殿

氏

名

印

住

所

9 >.1.—
年り

1-1-,.  

綾
月更

御

信

ホ
認
下
さ
ら
様
御
願
い
致
し
ま
す

日

由

廣

島

市

規

則

第

二

十

八

琥

'

靡
島
市
役
所
係
設
置
規
則
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
一
茫
一
年
八
月
二
十
日

＂

｀

院

島

市

長

演

井

炭
島
市
役
所
係
設
樅
規
則

」

第

一

條

市

役

所

の

各

課

に

次

の

係

富

＜

ふ
―-I・・盲ー
．．
 
ー・

A
 

4̀., ‘
 

，
 

事

• I 

--| 

容

捉

物

種

類

叫
ぃ
釘
二
出
i
い
剛
ー
塁
一
屯

＿＿ 

―

‘

喰

数

牧 •I

及， l． 
数

退：

1住
前

所 l使
-Fー

氏 I用

焚

更

I
P
 

E
 

名

住ニ―
者

使

用

者

所
一
氏

|
E
[印

―― 

使

用

者

類
一
葬
長
期
間
一
面

甲

稲

|
|
]
 

穂
―

乙 稲

坪 1 枝

摘。

し―

要

上

．

屋

使

用

菱

更

願

第

七

盤

揉

式

廣
島
市
規
則
第
二
十
七
琥

誓
市
保
育
料
微
務
條
例
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

•
昭
和
二
十
三
八
月
一
日

＼

ー

／

成

島

市

保

育

料

微

い

□炉
没

井

信

一

―

―

‘

第
一
條
炭
島
市
保
育
料
微
敗
條
例
（
以
下
條
例
と
い
う
）

．

第
二
條
但
布
に
よ
り
左
の
第
一
腕
乃
一
牟
第
四
猿
に
該
棠
す

る
さ
き
は
保
育
料
を
半
減
し
、
第
五
被
及
ぴ
第
六
琥
に
該

常
す
る
こ
き
は
、
こ
れ
を
蕊
除
す
る
。

一
、
．
そ
の
月
に
お
い
て
十
五
日
以
上
蓮
綾
訣
席
し
た
さ
き

二
、
そ
の
月
の
十
六
日
以
後
に
入
所
し
又
は
十
五
日
以
前

に

造

所

し

た

と

き

、

．

．

―
―
-
、
同
一
此
帯
に
屈
す
る
二
人
以
上
の
幼
兒
が
入
所
し
た

場
合
そ
の
中
の
一
人
を
除
く
他
の
幼
兒

i

、

四

、

牛

活

要

掟

護

省

．

．

茸、

iF
掘
の
手
絞
を
親
て
全
月
訣
席
し
た
と
き
．
．

六
、
生
活
被
保
護
者
（
生
活
保
護
法
該
営
者
）
｀

第
二
條
前
條
第
四
琥
及
ぴ
硲
六
賊
に
よ
り
保
育
料
の
減
免

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
兒
帝
．
＿
委
員
の
證
明
を
附
し
市
長

．
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
＿
篠
~
條
例
術
一
一
＿
條
に
よ
る
保
育
料
の
納
付
期
日
は
餌
月

末
日
ま
で
さ
す
る
。

、

1

"

＂J

閲

U
'

こ
の
細
則
は
條
例
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
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，
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＇
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灰
凸
W
殺
“
切
州
只
十

m

大

七六五・四
.,  ＿, 
＇ ――’’, • 

さ。

六
課
内
・
庶
務
に
闘
す
る
こ
と
。

給

典

係
一
覧
の
給
爽
及
び
待
遇
に
瀾
す
る
こ
と
。

二
職
員
の
迫
比
料
、
混
職
死
亡
給
韮
（
金
及
ぴ
澁
族

扶
助
料
に
脳
す
る
こ
と
。

―
―
―
給
瑛
台
帳
及
ぴ
給
典
月
報
に
誤
す
る
こ
と
。

四
そ
の
他
給
呉
に
製
す
る
こ
と
。

．
．
 

厚

生

．

係

ー
職
員
の
敬
養
・
文
化
の
向
上
に
瀾
す
る
こ
―
‘
)
0

二
戟
員
の
業
務
能
率
の
増
進
に
脳
す
る
こ
言

―
一
一
職
員
の
輻
利
厚
生
に
剥
す
る
こ
と
。

四
職
員
の
保
健
に
幽
す
る
こ
f
_
)
0
.

五
共
憐
組
合
及
ぴ
職
員
紐
合
に
爛
す
る
こ
さ
。

財

務

課

財

務

係
一
歳
入
出
豫
算
の
編
成
に
囁
す
る
こ
患
．

二
公
偵
及
ぴ
借
入
金
に
欄
す
る
こ
―

I
)
0

―
―
―
市
渫
合
に
隅
す
る
こ
こ
。

四
基
本
財
赤
及
び
紋
立
金
に
濶
す
る
こ
f
-
J
o

五
事
務
報
告
茜
及
ぴ
財
産
表
に
欄
す
る
こ
恙

六
市
有
財
産
姦
帳
の
照
理
に
腹
す
る
こ
さ
。

七
そ
の
他
財
務
に
閥
す
る
こ
と
。

八
課
内
庶
務
に
脳
す
る
こ
さ

0

、

糎

理

係

｀

：
一
歳
入
出
豫
舘
の
経
理
に
隣
す
る
こ
と
0

.

二
牧
入
支
出
命
令
に
脳
す
る
こ
y
J
o

税

務

課

庶

務

係
ー
各
税
及
び
税
外
収
入
金
の
集
計
幣
理
に
闘
す
る

こ
と
。

二―
―
―
そ
の
他
和
少
年
に
闊
す
る
こ
y
)
0

体

育

係

，

一
市
民
体
育
に
脳
す
る
こ
―
‘

)

0

,

二
体
育
圏
体
と
の
連
絡
に
測
す
る
こ
さ
。

―
―
―
市
設
蓮
動
場
に
欄
す
る
こ
さ

d

尿

務

課

庶

窃

係
一
数
脊
劇
係
豫
舘
の
編
成
並
ぴ
に
親
理
に
瀾
す
る

こ―
r
)
0

一

，
 

尿
校
脳
係
諸
給
典
そ
の
他
所
要
飩
殿
の
支
彿
に

幽

す

る

こ

と

。

．

，

．

ー

・

占

―
―
一
孤
兒
染
固
敦
脊
所
に
腸
す
る
こ
と
。

四
課
内
庶
務
に
瀾
ず
る
こ
と
。
・

島

序

事

係
一
烈
校
、
幼
稚
園
説
且
の
巡
退
、
待
遇
、
服
務
等

i

に
捌
す
る
こ
と
。

敦
汀
の
研
究
、
舗
咄
に
閻
す
る
ご
ミ
。

尿
校
の
設
骰
、
炭
止
並
ぴ
に
堺
匝
の
制
定
に
捌
―

す
る
こ
と
。

敬

WPJI佐
｀
）
の
述
絡
に
剥
す
る
こ
『
n
o

限
校
窃
生
並
ぴ
に
袷
食
に
拙
ず
る
こ
．
こ
。
一

投
棠
料
、
入
ぶ
料
微
牧
に
問
す
る
こ
．
n

o

-

就
界
に
脳
ず
る
こ
と
。

i

六五

r ぃ

r ~ 
！ 

・.:皐(:'...I 
；：レ；i．’-| ？ `  

ヽ

艇
島
市
報
・
後
活
第
—
ー
』
十
騎

ー

9‘ 
•
『
•
、

士だ

• 

＇ ．
 

一

.
 

．
 

屈
内
'
•

＇ 
＇ 

.”1 

二
収
入
命
令
に
開
す
，
る

mo

―
―
―
逼
誤
納
金
の
賂
理
及
ぴ
遠
付
に
陽
す
る
こ
―

l

)

0

四
特
別
微
敗
に
よ
る
諸
税
金
に
瀾
す
る
こ
―
‘
)
0

五
課
内
庶
粒
に
闘
す
る
こ
と
。

第
一
整
祝
係

-

i

盆
麗
、
縣
市
獨
立
税
の
課
税
資
料
の
詞
査
に

関
す
る
こ
と

C

』

.

第
二
検
税
係

．
一
不
勤
産
取
得
税
、
建
築
税
、
家
屋
税
、
既
市
民

税
の
課
税
資
料
の
調
査
に
闘
す
る
こ
き

第
一
阿
課
係

ー
地
租
、
螢
業
税
及
び
縣
市
の
獨
立
暁
の
賦
課
に

濶
す
る
こ
と
。

士
地
磋
帳
並
ぴ
に
名
寄
帳
の
照
理
に
胤
す
る
こ

と

。

｀

＿
―
-
土
地
の
證
明
に
暉
す
る
さ
I
J
o

四
調
査
跡
そ
の
他
各
種
盛
帳
幣
理
に
捌
す
る
こ
と

五
検
郎
並
び
に
鑑
札
に
脚
す
る
こ
と
。

第
二
賦
課
係

・
一
不
勁
廂
取
得
税
、
建
築
税
、
家
届
税
、
惑
市
民

税
の
賦
課
に
脳
す
る
こ
さ
0

.

家
屋
豪
帳
並
ぴ
に
名
寄
帳
の
照
理
に
謁
す
る
こ

と
。

□

剛
foーロー．

it'ー
・

i
iク

ー

｛

し

ー

一
宵
年
圏
体
、
少
年
固
体
の
育
成
指
導
に
脚
す
る

ヘ

こ
ミ
。

宵
少
年
に
関
す
る
各
種
行
事
の
開
催
に
隧
す
る

こ
こ
。

―
―
―
そ
の
他
家
犀
に
闘
す
る
こ
と
。

徽

牧

係
一
滞
納
金
の
徽
牧
、
虞
分
に
闊
す
る
こ
y
)
0

二
納
税
晋
勘
に
躁
す
こ
と
。

―
―
―
微
税
の
賑
託
、
受
託
に
腸
す
る
こ
と
。

四
財
廂
差
押
に
捌
す
る
こ
と
。

渉

外

課

外

事

係

一
外
國
人
登
録
令
に
関
す
る
こ
と
。

＿
＿
第
―
1

一
図
人
送
翌
唸
事
務
に
闊
す
る
こ
と
。

-1
一
課
―
fXj
庶
務
に
諜
す
る
こ
さ
。

渉

外

係

．

一
進
駐
軍
ミ
の
交
渉
連
絡
に
脳
す
―
6
こ
と
。

二
慧
認
並
ぴ
に
迎
詞
に
脳
す
る
こ
と
。

三
そ
の
他
外
専
に
開
す
る
こ
と
。
．

詞

査

課

・

庶

務

係
一
版
島
市
統
計
喜
ぴ
に
統
計
表
作
成
に
関
す
る

こ
さ
。

二
市
勢
要
滋
に
叩
す
る
こ
―
/
J
o

―
―
―
課
内
庶
務
に
欄
す
る
こ
と
。

調

査

係
一
國
勢
調
査
に
濶
す
る
こ
さ
。

二
人
口
統
計
に
瀾
す
る
こ
と
。

三
勤
努
統
計
に
闊
す
る
こ
―
r
J
o

四
晨
棠
水
．
芭
梁
調
査
に
闊
す
る
こ
さ
。

五
工
業
詞
森
並
び
に
會
耽
統
計
詞
査
に
欄
す
る
こ

-I

唸事
粟
所
統
計
諷
壺
に
腸
す
る
こ
―

I
)
0

そ
の
他
詞
査
に
脳
す
る
こ
さ
。

六七

民

生

局

嘉

教

育

課

襲

薮

育

係

一
公
徳
心
、
科
慇
知
載
の
向
上
及
び
普
及
に
闘
す

る
こ
―
r
)
0

美
術
及
ぴ
藝
術
に
幽
ず
る
こ
さ
0

.

岡
奢
館
、
博
物
館
及
び
公
民
館
に
劇
す
る
こ
―

I
)

貯
裕
奨
励
に
爛
す
る
こ
と
。
・

政
治
、
宗
数
、
姉
人
そ
の
他
の
文
化
諸
固
体
に

脳
す
る
こ
と
。

施
設
係
•
$
_

•. 

一
學
校
、
幼
稚
園
の
建
築
計
叢
並
び
に
盛
紹
に
腸

・

す

る

こ

と

。

ヽ

．

二
狡
合
、
校
地
の
管
刑
に
瀾
す
る
こ
と
。

―
―
―
學
校
用
品
調
翠
手
韓
に
捌
す
る
こ
と
。

四
學
校
腸
係
指
定
生
先
資
材
申
誼
並
ぴ
に
割
常
に

閥
す
る
こ
―

'
o

五
そ
の
他
學
校
施
設
に
瀾
す
る
こ
と
。

耽

會

課

庶

務

係
一
漂
流
物
、
氾
没
品
に
欄
す
る
こ
と
。

二
復
艮
残
務
整
理
に
測
す
る
こ
と
。

一1

一
殴
災
者
、
複
貝
者
及
ぴ
引
揚
者
の
按
設
に
服
す

る
こ
y
)
0

四
時
校
名
咋
内
に
閥
す
る
}
)
I
/
J
O

五
供
投
に
欄
す
る
こ
と
。

六
屈
傭
人
扶
助
令
に
劇
す
る
こ
―
I
)
0

七
課
内
庶
務
に
欄
す
る
こ
さ
。

．

保

護

係

一
生
活
保
設
法
施
行
に
脱
す
る
こ
と
。

二
生
活
困
窮
者
の
援
設
に
測
す
る
こ
と
。

一1

一
民
生
委
且
に
剃
す
る
こ
―
n
o

四
椛
災
救
助
に
閥
す
る
こ
さ
。

五
救
蔑
物
交
に
閥
す
る
こ
と
。

六
，
共
固
邸
金
に
爛
庁
る
こ
―

l

)

0

七
郭
削
臨
時
川
張
所
に
閥
す
る
こ
こ

八
そ
の
他
校
裳
に
闘
す
る
こ
7
)
0

郎

利

係
一
努
拗
問
俎
及
ぴ
失
業
対
策
に
閥
ず
る
こ
と
。

二
戟
棠
補
淋
及
ぴ
投
旅
に
限
す
る
こ
｀
n
o

_
＿
＿
各
間
社
令
詞
rjC
に
関
す
る
こ
疇
no

四
兄
餃
似
筏
、
川
法
保
設
に
関
す
る
こ
｀
n

七
保
蓑
院
及
ぴ
診
痰
所
に
圃
す
る
こ
と
。

戸

節

課

戸

笥

係
一
戸
籟
に
欄
す
る
こ
と
。
．

二
改
氏
名
に
濶
す
る
こ
―
r

)

0

.

.

―
―
―
腕
節
の
得
喪
に
捌
す
る
こ
―
I

)

0

四
人
口
勁
態
濶
査
に
刷
す
る
こ
さ
。

五
戸
簡
和
談
に
剃
キ
る
こ
P
J
J
O

寄

留

係
ー
寄
習
に
欄
す
る
こ
fJJO

證

明

係
一
印
筵
證
明
に
瀾
す
る
こ
と
。

二
冴
分
そ
の
他
諸
證
明
に
測
す
る
こ
―
'
/
J
O

―
―
―
課
内
．
庶
務
に
欄
す
る
こ
y
)
0

商

工

課

廂

政

係
一
衣
料
油
そ
の
他
家
庭
川
雑
代
の
配
給
に
す
る
こ

-、f
o

99. ． 
. -阻

社
會
事
業
圃
体
に
欄
す
る
こ
9
)

公
盆
烈
届
、
隣
保
館
及
ぴ
保
育
所
に
腺
す
る
こ

ー‘fo
査
源
の
回
牧
活
川
並
び
に
湖
社
に
測
す
る
こ
．
ー
、
J

露
店
焚
如
来
の
＂
罪

rlr並
び
に
競
車
碑
の
認
可
取
締

一

に
幽
す
る
こ
―
‘

)

0

.

半
棠
内
容
の
泣
叫
並
ぴ
に
協
圃
糾
＾
＂
設
立
に
脳

十
る
こ
7
)
0

肋

菜

保
ー
料
•
煎
謀
悶
芯
がJ
C及
び
研
況
に
刷
す
る
r`
f
)
3

二
甜
エ
某
の
扱
恥
に
閥
す
る
こ
ミ
。

＿
―
[
金
磁
に
脳
す
る
こ

-
n
o
.

円
公
設
市
掛
の
注
沢
に
削
す
る
こ
｀
‘
)
0

五四三二

しJ¥
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f
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・ヽ胃
属
賃
口
、
い
・
旦
，
ぃ
｀
＇

召屈怜’‘、」

悶

'

、

:

'

塁

底

‘

務

係

-
”
局
内
弯
舘
の
潤
成
に
闊
す
る
こ

p
o

二
豫
舘
闊
係
諸
報
告
並
ぴ
に
申
請
に
闊
す
る
こ
さ

-
1

ー
局
内
の
庶
務
及
ぴ
調
幣
連
絡
に
靱
す
る
こ

b
o

四
＇
．
復
興
史
編
話
に
瀾
す
る
こ
と
。
．
．

一
五
公
共
事
業
努
務
闊
係
諸
配
給
物
衣
の
申
諧
及
ぴ

ー
、
配
給
に
腐
す
る
こ
L
J
o

、

六
課
内
庶
務
に
幽
す
る
こ
―
l

)

0

・

資

材

係
ー
復
興
用
諸
査
材
の
申
諧
賑
入
唇
鵞
に
闊
す

る
こ
-ffo

ニ
屑
讐
認
種
訊
査
報
告
に
閥
す
る
こ
と
。

爛1

材
ー
＼
係

1

財
廂
の
登
記
並
ぴ
に
保
玲
に
脳
す
る
こ
と
。

二
部
落
有
財
南
に
躁
す
る
こ
―
n
o
.

・
三
士
地
の
評
恒
に
脳
す
る
こ
さ
。

．

四
疎
淵
跡
地
幽
埋
に
脳
す
る
こ
―
I

)

0

.

9

五
地
上
物
件
各
梱
補
俯
に
闘
す
る
こ
―
P
o

.
、
六
不
覧
の
買
牧
、
牧
用
、
彿
下
、
貸
借
に
梱
す

る
こ
―
‘
)
0

七
地
笥
調
査
に
幽
す
る
こ
と
。

J,'

八
他
諜
に
磁
し
な
い
市
布
財
廂
の
取
得
作
理
幽
分

に
闘
す
る
こ
―
no

士

＊

課

．

庶

務

係
ー

ま

盟

、

幕

翡

翌

甕

尼

嬰

―

。

一

こ―
‘
)
0

．
 

乳
．
埓
梁
、
河
川
、
泌
切
、
裔
の
地
雌
・
土

闘
闘
麟
戸
髯
ー
。
；
‘
)
。
一

油
図
蒻
M

に
関
{
J

る
こ
・
‘

)

0

'

ー ． ・.・・ .. 
i 
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11
ー

1
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ム

五
度
楚
衛
に
隣
す
る
こ
ミ
。

六
悲
洞
に
脳
す
る
こ
―
‘
)
0

七
課
内
庶
務
に
欄
す
る
こ
さ
。

観

光

係
一
訊
光
事
業
の
振
興
及
び
啓
登
に
腸
す
る
に
さ
。

二
観
光
客
の
誇
致
並
ぴ
に
宜
偲
に
園
す
る
こ
―
ミ
）
0

―
―
―
観
光
施
殴
の
照
備
改
善
に
閥
す
る
こ
さ
。

四
観
光
阿
体
に
脳
す
る
こ
と
。

五
競
馬
及
ぴ
自
韓
車
腔
抜
に
謁
す
る
こ
さ
。

六
貿
易
に
闊
す
る
こ
ミ
。

七
鍮
出
製
品
の
企
糊
指
導
に
瀾
す
る
こ
―
r
)
0

八
廣
島
平
和
協
會
に
闘
す
る
こ
―

l

)

0

＼
食
糧
．
課

農

赤

係
一
農
業
及
ぴ
寄
距
業
の
生
廂
指
導
に
関
す
る
こ
さ

二
農
業
縄
螢
兼
ぴ
に
家
庭
園
認
藷
螢
の
指
導
に
鴎

・
す
る
こ
と
。

r̀

-
＝
主
要
食
料
、
裁
菜
供
出
に
欄
す
る
こ
I
/
J
O

四
戦
倍
物
資
に
闘
す
る
こ
―
'
o • 

五
食
躾
請
照
委
員
會
並
び
に
倉
甜
培
廂
毅
策
委
員

會
に
凋
す
る
こ
さ
。

六
縣
駐
在
技
術
員
に
脳
す
る
こ
ミ
。

水

産

係
一
永
廂
物
の
生
廂
並
ぴ
に
加
工
指
導
に
闊
す
る
こ

と。

二
水
廂
裳
隅
係
隅
体
に
闊
す
る
こ
と
。

―
―
一
泄
船
及
ぴ
漁
裳
樅
に
腸
す
る
こ
ミ
。

四
鮮
魚
介
類
及
び
加
工
水
岸
物
の
氾
給
に
躁
す
る

こ
と
。

五
漁
業
生
究
商
材
並
ぴ
に
報
償
物
衰
に
腸
す
る
こ

さ。
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1
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ふ
見
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い
七 七八

課
内
庶
務
に
欄
す
る
こ
―

l

)

0

農

政

係
―
農
地
調
幣
並
ぴ
に
自
作
農
創
設
に
闘
す
る
こ
さ

二
農
地
委
員
に
関
す
る
こ
―
r
)
0

―
―
ー
開
拓
並
ぴ
に
移
樅
に
腸
す
る
こ
―
I

)

0

四
林
業
に
牒
す
る
こ
―

I
)
0

五
晨
梁
生
廂
資
材
の
配
給
に
瀾
す
る
こ
さ
。

六
漿
工
品
、
閲
製
品
の
配
給
に
闘
す
る
こ
さ
。

七
農
業
闊
係
阿
体
の
指
母
に
闘
す
る
こ
さ
。

保

健

課

公
衆
窃
生
係

ー
食
品
術
生
法
に
隣
す
る
こ
と
O・

二
有
晦
飲
食
物
等
取
締
に
闊
す
る
こ
さ
。

―
―
―
そ
の
他
公
衆
衛
生
に
蒻
す
る
こ
―

I
)
0

四
磁
地
、
火
媒
揚
及
ぴ
埋
火
葬
に
闊
す
る
こ
．
—
I
J
o

五
保
健
所
に
隅
す
る
こ
と
9

六
獅
生
試
蛉
所
、
應
培
病
院
並
び
に
市
民
病
院
に

闘
す
る
こ
と
。

屠
場
に
閥
す
る
こ
ffJo

.' 
,1 

ヽ`ヽ9
そ
—

冨，
 
．
 

一
六
魚
市
場
に
腸
す
る
こ
さ
。

食

品

・

係

一
七
要
食
様
の
配
給
に
陳
す
ゐ
こ
さ
。

二
副
食
物
及
ぴ
調
味
料
の
配
給
に
闘
す
る
こ
と
。

9-――
飲
用
牛
乳
並
ぴ
に
乳
製
品
の
配
給
に
開
す
る
こ

と
●

四
卜
燃
料
の
配
給
に
闘
す
る
こ
―
n
o

「

五
府
果
物
中
央
卸
質
市
揚
の
政
罹
に
闊
す
る
こ
こ

六
廣
島
市
製
謎
所
並
び
に
腹
島
市
家
吝
市
場
に
瀾

'
す
る
こ
と
。

統
制
配
給
櫻
閥
及
ぴ
統
制
配
給
阿
体
に
開
す
る

こ―
r
)
0

六五四三 八
課
内
庶
務
に
躁
す
る
こ
と
。

健
眼
指
導
係
•

一
國
民
習
療
法
に
闊
す
る
一
）
と
。

二
蒋
莱
類
似
行
為
に
闘
す
る
こ

p
o

三
理
容
師
法
に
瀾
す
る
こ
I
/
J
O

四
兒
章
並
ぴ
に
努
働
衛
生
に
腿
す
る
こ
と
。

五
班
産
婦
＼
乳
幼
兒
の
保
健
に
闘
す
る
こ
さ
。

六
榮
蓑
調
査
並
ぴ
に
改
善
に
幽
す
る
こ
ー
‘
)
0

豫

防

係
一
急
性
偲
染
病
に
闊
す
る
こ
―
‘
)
0

二
性
猜
、
結
核
『
彎
，
ラ
ホ
ー
ム
、
郷
、
寄
生
虫
等
に

隅
す
る
こ
―
j

J

O

精
神
病
に
隅
す
る
こ
―
[
J
o

狂
犬
病
豫
防
に
隣
す
る
こ
―
no

癌
及
ぴ
疾
病
に
闘
す
る
こ
―
no

電
車
、
自
動
車
等
各
乗
物
の
検
閲
に
閥
す
る
こ

-no 

七
理
化
翠
検
査
に
隅
す
る
こ
―
r
)
0

八
病
珂
學
検
査
に
闊
す
る
こ

p
o

九
鼠
族
昆
虫
瓢
除
に
靱
す
る
こ
―
‘
)
0

消

描

係
一
靡
、
汚
物
、
屎
尿
に
鯛
す
る
―

-y、
)
0

二
共
同
便
所
に
闘
す
る
こ
と

―
―
―
公
園
、
緑
地
、
冠
勁
場
等
の
洞
描
に
闘
す
る
こ

ー‘
f
o

四

竪
介
汚
物
並
ぴ
に
屎
尿
虞
理
揚
そ
の
他
涌
描
施

段
に
閥
す
る
こ
と
。

五
簡
易
公
共
事
業
に
瀾
す
る
こ
と
。

六
胞
衣
そ
の
他
南
時
の
汚
織
物
に
闘
す
る
こ
と
。
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興
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忍
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E
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団
嘉
喜
t
i
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l
喝
魯
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一
住
宅
建
設
計
費
及
ぴ
調
査
設
計
に
闘
ず
る

i
]
J
·
·

、
一
}
)

□
〗

五
水
防
に
腿
す
る
こ
さ

0

.

J

"

,

• 

1
 
l

士
地
の
速
定
及
ぴ
取
得
に
爛
す
る
こ
さ
0

•• 

六
都
市
計
粛
事
業
費
玲
算
に
闊
す
る
こ
と
。

七

公

共

事

業

努

務

に

雙

す

る

こ

と

。

エ

事

係

．
一
住
宅
の
建
築
工
事
施
行
に
閥
す
る
こ
と
。

八
課
内
庶
務
に
闘
す
る
こ
―
‘
)
0

二
住
宅
の
維
特
修
絣
に
隅
す
る
こ
と
。
＇
・
[

計

叢

係

．

一
士
木
工
事
、
都
市
計
寓
事
業
の
計
粛
調
査
測
址
螢
繕
課

i

庶

務

係

・

・

・

`

、

設

計

等

に

蹄

す

る

こ

さ
0

、

一

建

築

工

事

諸

手

綾

に

幽

す

る

こ

と

。

ル

ニ
建
築
線
に
覇
す
る
こ
と
。
•

二
建
築
工
事
資
材
の
購
入
保
管
及
ぴ
出
納
に
闘
す

．
＿
―
-
喜
篇
．
に
爛
す
る
こ

}

)

0

る
こ
と
。

工

事

係

一
篇
、
橋
梁
、
河
川
、
堤
防
、
器
蕊
、
公
園
等
一
―
―
公
共
事
業
努
務
に
闘
す
る
こ
―
'
o

、

の
維
持
修
絣
に
幽
す
る
こ
―
I
)
0、
•
四
課
内
庶
務
に
闊
す
る
こ
ざ
゜

二

素

喜

に

都

市

翡

工

事

の

施

行

に

幽

す

る

計

叢

係

g

-

A怠
建

築

物

並

び

に

附

喜

備

の

塁

翌

十

•
こ
と
。

.. 
-
9
‘
r
n
B
1↑
m-11
号
"‘

叢
に
腺
す
る
こ
さ
。

公

園

係

、

ー

公

園

緑

地

の

企

悲

並

ぴ

に

調

査

及

ぴ

設

計

施

工

工

事

係

，
 

ー
公
橙
建
築
物
の
工
事
施
行
に
雙
す
る
こ
さ
0

.

に
脳
す
る
こ
―
‘
)
0

二
蹂
園
の
測
坪
設
計
工
事
の
施
行
並
ぴ
に
維
持
管
・
ニ
エ
事
統
計
に
幽
す
る
こ
と
。

理
に
幽
す
る
こ
―

'
o

上

水

課

｀

＇

庶

務

係

住

宅

課

、

゜
一
水
逍
事
・
業
の
諸
手
紐
に
隅
す
る
こ
さ
。

庶

窃

係

二
西
爾
安
材
の
闊
入
、
保
管
川
納
に
雌
す
る
こ

ー
住
宅
建
波
苓
棠
の
語
手
紐
に
脳
す
る
こ
さ
。

と。

二
地
代
衣
伐
統
制
令
に
幽
す
る
こ
と
。
．

／
＿
＿
＿
給
・
水
の
制
限
及
ぴ
枷
水
の
告
知
に
幽
す
る
こ
こ

—
_
＿
住
宅
述
設
川
安
材
の
悶
入
保
仔
げ
及
ぴ
川
納
に
関

四
水
追
協
合
に
閥
す
る
こ
―
no

す
る
こ
―
`
)
0

“”
 

五
＾
命
窃
忠
房
務
に
脳
す
る
こ
―
n
o

四
住
宅
の
入
居
、
作
理
に
問
す
る
こ
と
。

五
分
瀾
吠
金
及
び
衣
位
の
決
定
及
ぴ
微
牧
に
開
す
六
課
内
庶
務
に
闘
す
る
こ
ミ
。

計

謎

保

る
こ
噸
n

o

.

．
一
水
姐
正
事
の
潤
査
改
計
に
隅
す
る
こ
ミ
)

0

J

六
公
共
半
棠
努
務
に
関
す
る
こ
と
。

ニ
エ
半
川
村
料
そ
の
他
狂
且
既
彼
の
檎
査
に
閥
す

七
謀
内
栴
防
に
閾
す
る
こ
と
。

る
こ
7
F
o

st
証

保

ーー

――
 ‘噸 -

0
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工

事

縣

‘5

一
水
道
工
事
の
施
行
に
闊
す
る
こ
―

l

)

0

二
配
水
管
の
維
持
5

豆
理
に
閥
す
る
こ
V
)
0

洋

水

係

．

一
．
取
水
場
、
淫
水
掛
・
調
釜
揚
の
維
持
、
操
作
及

ぴ
取
締
に
闘
す
る
こ
―
n
o

二
送
水
管
路
及
ぴ
送
電
線
路
の
維
待
管
狸
に
脳
す

る
こ
―
I
)
0

＿
―
-
水
源
保
護
匪
域
の
取
締
に
闊
す
る
こ
さ
。

四
氷
歿
に
関
す
る
こ
さ
。

給

水

霞

e

料

金

係

．

一
給
水
の
方
法
及
ぴ
種
別
決
定
に
閥
す
る
こ
―
‘
)
0

二
水
道
使
用
料
の
調
定
に
朦
す
る
こ
と
。

＿
―
-
水
道
使
用
料
、
手
敷
料
、
工
事
費
の
微
牧
及
ぴ

還
付
に
腿
す
る
こ
―
n
o

四
漿
水
器
獣
検
に
隣
す
る
こ
と
。

r

・
五
課
内
庶
務
に
躁
す
る
こ
さ
。

―_

給

水

係

｀

一
給
水
装
協
の
設
計
施
工
並
ぴ
に
修
絡
に
隣
す
る

こ
と
。

二
給
水
用
品
の
製
作
及
ぴ
修
繕
に
躁
す
る
こ
―
f
)
~

―
―
―
工
事
用
資
材
の
購
入
、
保
管
出
納
に
脳
す
る
こ

と。

四
公
共
事
業
溌
務
に
幽
す
る
こ
―
[
J
o

下

水

課

庶

務

係

．

ー
下
水
逍
事
業
の
諸
手
絞
き
に
閥
す
る
こ
―
I
)
0

ニ
エ
事
用
材
料
の
賭
入
保
管
、
出
納
に
闘
す
る
こ

と。下
水
道
及
ぴ
泄
漑
施
設
の
管
理
に
隣
す
る
こ
と

公

共

事

墨

努

務

に

脳

す

る

こ

と
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五
課
内
庶
諮
に
闘
す
る
こ
さ
。

計

粛

係
一
下
水
蓮
及
ぴ
泄
漑
施
設
の
調
査
設
計
に
認
す
る

こ
と
。

工

事

係

ー
下
水
逍
及
ぴ
泄
漑
工
事
の
施
行
に
腕
す
る
こ
さ

二
下
水
道
の
維
持
修
紐
及
ぴ
沿
描
に
脳
す
る
こ
さ

．
ー
ー
一
社
認
下
水
道
に
闘
す
る
こ
r、)
0

束
部
複
興
事
務
所
―

庶

務

課

・

I

.

 

庶

琲

係
一
土
地
匝
剖
整
理
事
業
の
諸
手
緻
等
に
闘
す
る
こ

さ
0

9

．
二
事
業
用
資
材
の
購
入
及
ぴ
楳
が
畠
山
納
に
脚
す
る

こ
と
o
.

―
―
―
所
舎
の
維
持
管
理
に
閥
す
る
こ
―

I
)
0

四
公
共
事
業
労
務
に
隣
す
る
こ
と
。

'

五
所
内
庶
務
に
閥
す
る
こ
―

I
)
0

土

地

係
ー
復
興
相
談
に
閥
す
る
こ
―
ヽ
J

o

.

二
土
地
の
登
記
及
ぴ
諸
手
続
に
脚
す
る
こ
と
。

―
―
―
減
歩
補
償
そ
の
他
士
地
訂
慎
に
醐
す
る
こ
―

l

)

0

四
行
政
匝
剖
改
殷
並
ぴ
に
地
栽
森
定
に
躁
す
る
こ

さ。

五
土
地
匝
測
整
即
委
員
會
に
瀾
す
る
こ
と
。

ー

／
 

六
士
地
の
潤
査
と
そ
の
他
に
脳
す
る
こ
と
。

<,

補

償

係

ー

一
匿
剖
釜
理
地
匝
内
の
建
物
そ
の
他
の
移
蒋
計
策

に
脳
す
る
こ
―
‘
)
0

匝
測
釜
狸
地
厖
内
建
物
等
移
轄
そ
の
他
の
補
原

に
脳
す
る
こ
斎
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翌
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設
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を
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和
1.-
＋
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-
1

年

熙‘
・
悶

裳

入

川

翌

in，
の
要
領
は
左

の
迎
り
0

但
し
＊
取
れ
は
即
＂
こ
れ
そ
加
行

し-

測

祉

係

・

一
測
泣
及
ぴ
醤
而
作
成
に
躁
す
る
そ
‘
)
0

二
道
路
計
堂
叫
に
幽
す
る
J
J
'f
)
o

．
＿
―
-
建
築
線
に
躁
す
る
こ
さ
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工

事

係
一
罷
削
賂
理
軍
業
の
計
零
岱
詞
究
設
計
及
ぴ
施
行
に

闘
す
る
●
と
。

換

地

係

-
｀
換
地
設
計
及
び
閾
面
に
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す
る
）
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J
J
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1

一
建
姻
脊
可
申
藷
に
眺
す
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第
1

二
條
前
條
の
同
一
課
内
に
函
す
る
分
掌
事
務
に
つ
い
て

は
、
課
長
は
澁
時
必
要
に
庶
じ
係
の
所
管
を
斐
更
し
て
事

務
を
分
竿
さ
せ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
3

但
し
長
期
間
に
わ
た

る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
條
係
に
係
長
を
説
く
。

係
長
は
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員
の
中
か
ら
、
市
長
が

こ
れ
を
命
ず
る
。

第
五
條
係
一
〗
は
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
所
管
事
務
を
承
｀

狸
し
、
所
禍
員
を
指
輝
鵞
晋
す
る
。

係
長
に
事
故
が
あ
る
と
含
は
上
席
の
係
員
が
そ
の
事
務
を

代
理
す
る
。

・

第
六
條
戦
且
（
係
長
を
除
く
）
の
係
面
屈
は
、
課
長
が
こ

れ
を
定
め
、
文
湛
を
以
で
上
司
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

・
な
い
。
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こ
の
説
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は
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の
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か
ら
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れ
を
施
行
す
る
。
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で
願
ひ
ま
す
。
｀

補

助

金

金

四

拾

滲

万

試

千

闘

．

．

ム

ー

ニ

、

今

回

登

表

地

罷

の

士

地

を

密

買

又

は

譲

二

、

＼
 

渡
せ
ら
れ
る
時
は
事
前
に
必
ず
営
事
務
所
八
、
繰
越
金
金
五
拾
五
万
四
千
四
百
四
拾
回
、

-"
 

r
 

l

ズ
、
前
年
度
繰
越
金
金
呑
拾
五
万
四
千
四
百
四
拾
回

.
,．

ぇ
協
歳
の
上
御
取
蓮
ぴ
願
い
ま
士
。
蒟
一

i"

｀
 

蓮
絡
無
き
場
合
は
決
定
し
た
換
地
取
皐
．
歳
入
合
計
金
九
拾
八
万
六
千
四
百
四
拾
回

こ

さ

に

立

至

る

寓

も

あ

り

ま

す

か

ら

是

非

歳

出

，
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l

二
、
蕊
察
密
防
粋
（
金
拾
参
万
闘

連
絡
方
宜
行
下
さ
い
。

廣

四

、

前

記

換

地

豫

定

地

の

使

用

開

始

の

時

期

、
二、
・消

防

喪

金

拾

参

万

闘

．

．

．

倫
地
椛
共
他
腐
利
に
付
て
は
、
追
而
七
、
保
健
衛
生
虹
金
八
拾
五
万
六
千
四
百
四
拾
回

ヘ
、
一
‘
偲
染
病
稼
防
投
金
八
拾
五
万
六
千
四
百
四
拾
回

指
定
し
ま
す
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匿

域某
町
の
一
部
、
愛
宕
町
の
一
部
、
段
原
大
昭
和
二
十
三
年
七
月
二
十
日

．

．

廣
島
市
長
没
井
信
―
―
―

畑
町
の
一
部
（
段
原
小
學
校
）
金
屋
町
の

冨
（
段
岨
小
學
校
）
、
皆
宜
町
一
丁
目
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
付
脱
島
市
告
示
甲
第
二
十
二
琥
昭

の
一
部
（
皆
筏
小
尿
校
）
、
大
手
町
八
丁
和
二
十
一
た
年
甜
住
人
口
調
査
並
ぴ
に
住
宅
調
査
の
醐
査
且
及

ー

月
の
一
部
（
大
手
町
小
私
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）
上
流
川
町
ぴ
調
査
豫
備
且
中
左
記
の
逝
●
訂
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す

100
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調

査

旦

異

勁

の
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椴
町
小
弗
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の
一
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常
住
人
口

（
微
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小
朕
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柳
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一
部

＇
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け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

請

求

金

額

に

封

す

る

算

定

の

基

税

な

は
支
彿
済
の
証
撒
害
類
に
よ
り
支
出
日

詞
鰭
鴇
鱈
互
噌

．
．．

敗
入
命
令
害
を
盗
行
し
た
後
徴
牧
決
定
額
に
異
勁
を
生
じ
た
二
内
彿
を
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
既
納

H
数
又
は
エ
専
第

の

金

面式

,．｀
．
と
き
は
、
追
加
又
は
減
額
の
命
令
帯
を
裟
印
し
な
け
れ
ば
な
出
米
高
歩
合
に
封
す
る
金
額
既
に
内
彿
し
た
も
の
は
そ

ー・
ー、9,＂
ら
な
い
。
徴
牧
決
定
額
巾
訣
祖
誨
分
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
領

役
は
蔽
出
こ
屍
す
る
命
令
害
は
こ
れ
に
附

と
も
に
欺
別
に
し
目
ご
と
に
慈
理
編
綴
し

・`
き
は
、
主
管
謀
長
は
，
そ
の
月
分
に
お
け
る
年
皮
、
親
済
科
目
＿
二
請
求
人
の
押
し
印
は
契
的
害
叉
は
請
求
人
の
印
で
あ
郷

る
こ
と
を
證
す
る
書
類
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
と
同
一
の
も
の
な

：

金
額
及
び
氏
名
を
翌

H
五
H
迄
だ
牧
入
役
に
通
姉
し
な
け
れ

：

ば
な
ら
な
い
。

，

．

前

二

項

の

命

令

密

又

は

訣

姐

誨

分

・

甲

同

二

屑

で

泊

人

者

が

四

代

理

人

叉

は

偵

樅

該

渡

に

よ

る

請

求

の

場

台

は

委

任

金

前

渡

漑

罪

彿

及

び

前

金

彿

↓
．
竺
名
以
上
に
及
ぶ
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
合
し
て
記
朕
叉
は
依
樅
誤
渡
を
瞭
す
る
書
類
又
は
こ
れ
が
封
照
消
の
印
悌
前
波
概
雰
彿
及
び
前
金
彿
に
つ
い
て
は
一

般
支
出
の
例
に
よ
る

五
そ
の
他
必
要
な
事
項

十
七
條
牧
人
役
は
査
金
前
渡
及
び
概
訂
姦
歪
理
徳
（
第
二

;
、

｛
戟
す
る
こ
と
が
で
き
る

f

第
JL
條
牧
人
役
は
前
條
り
命
令
害
父
は
訣
損
庭
分
の
通
知
第
十
七
條
市
職
員
が
代
理
人
を
以
て
給
ぶ
及
び
謡
給
典
金
第
二

を
受
け
た
と
き
は
、
裟
・
人
認
塙
為
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
そ
の
他
の
請
求
又
は
領
牧
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
委
任
朕
上
一
琥
様
式
）
を
備
え
付
け
そ
の
瓶
況
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

な

い

を

牧

入

役

に

提

団

す

る

と

と

も

に

代

哩

人

の

印

鑑

を

屈

け

出

ら

な

い

第

十

條

主

背

課

長

ま

牧

人

を

要

す

る

も

の

で

官

公

署

そ

の

．

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

第

二

十

八

條

究

金

廊

渡

は

左

に

掲

げ

る

者

以

外

に

こ

れ

を

し

と

一
市
公
忙
の
元
利
金
の
支
彿
に
要
す
る
繰
費
は
そ
oJ
取
扱

他
の
者
よ
り
盗
扉
細
翡
小
切
手
る
の
他
の
證
審
を
受
け
弟
十
八
條
牧
入
役
は
支
出
命
令
書
を
受
け
た
と
き
は
歳
出
て
は
な
ら
な

5

所
の
代
表
者

廣
た
と
き
は
、
こ
れ
を
牧
入
役
に
送
付
し
牧
入
の
手
緑
を
し
な
盤
璧
痺
そ
の
他
の
猥
部
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
十
九
條
枚
：
釈
は
支
彿
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
債
椛

・
け
れ
は
な
ら
な
い

；贔ぃ

第
十

i

條

繁

役

は

、

農

闘

、

貯

金

励

叉

は

ilj金
廂
よ
芥
よ
り
領
認
薯
を
捉
出
ぜ
し
め
こ
れ
と
引
き
換
え
に
支
彿
二
外
壊
及
び
遠
揺
の
地
に
お
い
て
支
彿
を
嬰
す
る
経
費
は

一

り

珀

．

ハ

泊

晨

度
l
J
:
l

．ぷ叫●
炉●i
ぃ
伽
屯
．
会
ひ
納
塁
品
窒
受
＿
通
知
翌
笙
‘
七

：
八
硫
様
式
）
を
交
付
し
、
市
金
廂
に
お
い
常
該
出
張
職
員

五
た
と
き
は
、
辿
か
に
青
し
ー

[J

.

！
般
直
．こ
れ
合
繁
“
し
牧
、
三
塁
た
交
領
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
送
金
支
三
作
業
場
等
に
お
い
て
支
彿
を
挺
す
る
経
費
は
常
該
作
業

場
主
任

四
前
各
琥
以
外
の
経
費
は
各
所
脳
の
局
課
麻
長
及
び
學
校

g功
麟
合
摩
胃
翌

7
J

ぃ

r'fr}
ー」蒻
]-5
懇
砂
に
記
載
？
麿
．
，
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
送
金
請
棗
竺
第
十
九
琥

長
又
は

T
艮
ヵ
命
じ
た
取
扱
者

、
．

牧．
，ハ
集
計
表
に
牧
ノ
・
ぶ
弘
わ
イ
室
命
を
添
え
各
主
管
謀

4
様
式
）
に
記
載
し
支
彿
通
飾
書
そ
の
他
必
要
な
害
類
と
添
え

市
金
扉
反
丞
金
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ー＇i

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

亭
二
條
ま
＂
虞
長
は
、
前
條
の
羞
蒻
類
を
調
究
し
、
第
二
十
御
伯
櫂
者
の
領
牧
印
は
ー
＿
r
,
求
害
に
使
川
の
印
鑑
と
第
二
十
加
條
資
金
前
渡
を
受
け
た
者
は
信
用
あ
る
銀
行
に
預

与
pJ.

-

．
闘
謹
霜
詠
虚
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
一
の
も
の
を
使
川
せ
し
め
な
け
札
ば
な
ら
な
い
但
し
紛
失
金
を
す
る
等
確
宜
は
方
法
に
よ
り
安
金
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な

ニ市

J

前
項
の
・
授
金
に
利
子
を
生
じ
た
場
合
は
こ
れ
が
精
雰
の
と
き
牧

翡
0
害
誓
喜
の
際
そ
闘
谷
に
更
訂
を
翠
る
も
の
そ
の
他
特
別
の
賽
由
に
よ
り
改
印
を
申
し
出
た
場
台
牧
入
役
ら
な
い

．
へ
の
手
績
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

口

が
あ
る
と
き
は
、
．
直
ち
に
舷
役
醤
知
し
こ
れ
を
虎
理
し
は
そ
の
印
鑑
を
證
明
す
る
書
雙
を
提
出
せ
し
め
る
か
又
は
'
1

土

管
叩
兵
の
證
卯
を
受
け
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い

＿5

.

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｀

ごぃ

第

十

三

條

逼

誤

納

金

翌
'111
該
．
，庶
CIJ
啜
1

よ
り
翡
戻
を
．．
 
いな

第

二

十

一

條

左

に

掲

げ

仝

蒻

紐
3
十
九
條
の
規
定
に
拘
第
一
二
十
條
安
金
前
度
を
受
け
た
者
は
前
渡
査
金
出
納
海
酋

二
十
―
―
―
琥
様
式
）
を
価
え
仲
け
出
納
の
都
度
こ
れ
に
記
戟
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
一
時
限
り
の
表
金
前
渡
に
あ
っ
て
は

報
i

す
る
も
の
が
あ
る
と
定
は
、
支
川
命
令
告
に
よ
り
拙
戻
の
手
ら
主
霜
該
證
嘗
、
利
札
、
計
狐
害
又
は
支
沸
明
繍
害
に
市
長

こ
の
限
り
で
な
い

の
瞭
明
を
得
た
も
の
若
し
く
は
牧
人
役
の
支
彿
證
害
を
以
て

一
．9,9．
絞

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

づ

領
牧
證
書
に
披
え
る
こ
と
が
で
き
る

.：

牧
人
役
は
、
前
項
の
命
令
術
を
受
け
た
と
き
は
扱
人
整
理
絣

[．9

に
記
戟
し
彿
戻
の
手
紐
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

•

第
三
十
一
條
妾
金
前
渡
を
支
げ
た
者
が
支
彿
を
し
ょ
う
と
す

る
と
き
は
債
椛
者
よ
り
請
求
署
及
び
領
牧
證
粛
を
提
出
せ
し
め

一
市
公
的
元
利
金
の
支
弗

そ
の
富
否
を
審
在
し
て
適
賞
と
認
め
た
も
の
に
限
り
こ
れ
と
引

.
-、

第
十
四
條
牧
人
役
は
、
歳
人
に
臨
す
る
命
令
魯
は
、
こ
れ
＿
一
部
便
振
替
貯
金
受
彿
ヂ
数
料
の
支
彿

.
―
―
―
緊
怠
又
は
非
常
災
害
等
の
た
め
領
牧
證
書
を
得
難
い

に
附
蹄
す
る
説
腺
滸
類
と
と
も
に
歎
別
に
し
月
ご
と
に
整
理

□.
TJn

絹
祓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

．
換
え
に
現
金
の
支
彿
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

翌
一
十
二
條
蓑
金
前
渡
を
受
け
た
者
は
左
の
期
皿
内
に
登
腺

.
3

も

の

の

支

彿

＇

誓
i
r
J
7

支

tH

第
二
十
二
條
―
つ
の
領
牧
證
書
で
科
目
の
滉
合
す
る
も
の

三

菫

五

條

支

lH命
令
諏
曰
は
、
偵
樅
者
ご
と
に
そ
の
請
求
帯
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
甲
科
目
の
部
に
添
付
し
乙
科
目
に
粛
頴
乞
添
え
壺
金
前
渡
金
魏
滉
及
び
命
令
魯
（
第
二
十
四
臨
様

矛

ヽ
．
）
を
疲
村
し
過
不
足
を
生
じ
た
と
き
は
返
納
叉
は
追
加
の
手

ぶ
ー
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
但
し
第
二
琥
に
掲
げ
る
も
の
に

：
’
-
第
十
箪
塁
誓
ハ
琥
様
式
）
を
添
え
襲
れ
し
な
け
魯
皐
る
も
の
は
そ
の
3

日
を
記
載
し
且
つ
乙
科
目
の
部
に
は
瓢
ノつ

い
て
は
安
金
前
渡
金
受
彿
計
麻
害
（
第
二
十
互
琥
様
式
）
に
よ
．

戸
．
な
ら
な
い
。
但
し
柚
助
金
、
交
付
金
、
寄
附
金
、
語
謝
障
牧
瞭
害
の
葛
を
添
付
し
原
饗
は
甲
科
目
の
部
に
添
付
し
て
あ
セ
，
．り

市
是
に
報
ぃ
：
し
、
年
・
炭
末
に
本
文
の
手
紐
を
す
る
も
の
と
す

虹
＇
給
料
及
扉
給
典
金
の
誓
び
に
支
出
命
令
農
誓
―

49名
を
記
載
し
贋
し
な
け
れ
ば
な
ち
な
い

．

捉

IHせ
し
め
難
い
事

rllを
表
示
し
．
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は

ヂヽ
＋

，

こ

の

艇

り

で

な

い

1

第

二

十

ー

ニ

條

歳

出

の

誤

彿

叉

は

過

彿

と

な

な

っ

た

金

額

が

る

・月
,
i
-
―
-
.
｝
愉
｀
科
目
及
び
支
揺
胃
が
門
の
も
の
は
二
名
以
上
の
俵
あ
る
と
き
は
牧
入
命
令
書
に
よ
り
返
納
の
手
紐
を
し
な
け
れ
一
市
公
債
の
元
利
金
JJ
支
彿
に
要
す
る
経
戎
に
つ
い
て
は

.、
Ef

椛
者
を
合
し
て
集
合
裔
命
令
苺
に
す
る
こ
已
で
き
る
一
ば
な
ら
な
い

．

翌
月
十
日
迄
、
但
し
支
彿
完
了
の
場
合
は
そ
の
日
よ
り
十
日
以

哀
第
十
六
條
前
條
翌
漿
饗
に
は
左
の
事
項
を
具
備

L
な
け
牧
人
役
は
前
項
の
倫
令
書
を
受
け
た
と
き
は
、
歳
愚
驚
砿
内

〗
"

5
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
他
の
帳
師
に
記
載
し
戻
入
の
手
綬
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
二
毎
月
受
け
る
経
費
に
つ
い
て
は
翌
月
七

H

迄
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薔
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日
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年
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猛
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ニ
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ニ
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一

右

正

二

領

牧

侯

也
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第
四
條
雑
部
金
は
す
べ
て
牧
人
、
翡
命
令
曹
に
よ
り
出
納
を
す
支
令
．
i

年

月

H

昭
和
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笙
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寄
託
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整
理
蒋
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記
戟
し
販
薙
｀
す
る
も
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と
す
る
ー
ー
ー
ー
ー
"

1

1

、

ロ
笠
ハ
條
雑
部
金
の
合
計
年
炭
は
宙
し
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計
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よ
り
三
月
末
H
を

翌
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―

ぉ

“
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、
以
て
閑
銀
す
る
-

"r 

｝
圃
．
、
第
七
條
各
喜
賃
は
・
打
計
年
度
耗
過
後
十
骨
以
内
に
別
祀
第
摘
―
―
―
―
-
―
祖

•
，
ゴ
―
-
籠
株
式
に
準
じ
雑
部
金
牧
支
計
篇
晏
潤
製
し
繁
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且
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日
[
[
麟
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．，f

じ
る
も
の
と
す
る
．

9
．
ー
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第
八
條
牧
入
役
は
穂
両
納
墨
悶
屑
青
迄
に
維
部
金
牧
支
い
~
仁
に
←

年
計
窮
幣
を
調
製
し
証
腺
弗
碩
と
と
も
に

Gli長
に
提
示
し
認
証
を
受
け

二
九
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

[
月
策
九
條
こ
の
規
則
に
よ
る
必
要
な
帳
悔
薯
顛
は
別
北
栢
式
に
よ
る

.
¥
「
も
の
と
す
る

匡
，
一
附
則

-
．
臨
こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
L
を
施
行
す
る

？
 

戸
』
＂
＇
こ
の
規
則
塵
扉
の
規
定
は
昭
和
二
贔
誓
か
ぢ
猿
理
す
る
も
・

9
:
,
．
．
“
こ
グ
，
．
1

．
”
、
,
;
；□
碍
リ
ト

f
．ぃ
．
，
5：
，;
-
｀
・
・
0
,
1
·
’
s
_
—
ー
|
叶
打
恢
．

9

，

‘
.
I
.
.

•• 

｝
,
.
，
足

[
}
＂

r

,

l

i

l

1

1

1

'

,

1

1

ー

ー

ー

繋
詣
戸
ぎ
笈
翠
う

'々9‘
,-
．L'r

．ヽ，＂
g
．

i

t

．ど，＇’,
．．
． 

臼•
’
[
:
‘
r
9
.
y
?
｀
ぢ

ャ翌
t.1
兌，：
9

，9
.
.
 ＂
巧
急

i
~

冴
迄
~
窟
喜

勺
？
．
．
9
W
;
5`g
:`
‘,5さぶ・ベ
t

占ー，
‘,t合
素
て
.
“
ふ
．．
 

t
召誓翠．＇咽恐

t
・ふ芦．＂ゞ・“べ

5

.

，が？“；

1.g.Eぷ．
g
g
.
t
・ぃ9

名・・

粛
梃
豚
〗
,
い
^
『
]

”ゞ8r

?
•
9
.
-

＂ヽ
ぶ
卜g
.. t:・
カ
ー

1,'§“.
'`i.
；:＇
,r..;

．
’
：
●
[
鳳

l

J

叶

リ

予

刊

，

．

ャ

年

島
市
國
泰
寺
町
＝
＝
九
，
．
．
：
』

疇
一
塁
『

ニ
八

0
一
将
ー
ニ
八

0
五
将

8
 

――――ニ―

；
 

rrー

n
 

I
t
-
•

―
と
し
'
』
L
.
-
L
r
r
4
1
1
f
q

存
音
企
牧
支
計
俎
吝



戸翠．，•←i西—サふニニ＇細i--ず--•一9•• “：厨｀•：•一·-....9.、三六合7で7べでデデ戸

冒言言〗fl]

]［[/:］［／／; ／/／／o丁／：／：／：：：言；ート／： 3 ： 1[1:i 

．圭・ • 
. ： ： :．: ； ;. ; ： ； ； ;．:・ ; ； ； ; ； ＾’．し·乞．、•ふ＼，

三== -＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 7 ----．—→9: い..:：；．；恢rーー＾＾＾ ＾七七七七六 六 六 二 七 七

肩ii履鼠且□言：土：：／
芸危五 演古古 豆豆塁合：市，一
のこ法• r r年

七六五．一～
香帯香＇将泰 ：．＇』＇

朋合含、 井 麿麿’ る云谷土寺役
とよ 規 信す市・ 八町 '::・ _・ ;, 

する定 る 條
賞栂計。 • 

五く、る．？の 三 例 ・．課課課
、-0 あ 、 第・ -ゞシ呼

る．，ナ．．．．．｀

岱
n

エ'-a

.

.

.

 

9
.
 

冒，

e,
．

一

9
・り．
9

，．
1
.
4
,
i
‘
9
3
9
！・
・‘9

と`

49,9.＂ヽ

9

,―

-
f
3
'
9
9
,

；
し

, ··• 

じ ． ． 



→ ． '.. ●-
● ●’ .. ., ,,. ．． 

前
二
項
の
土
地
家
屋
の
賃
錠
債
格
を
標
準
と
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
土
地
叉
は
家
屋
の
い
づ
れ
か
、
若
し
く
は
と

も
に
そ
の
賃
貨
買
格
が
百
同
以
上
三
百
回
未
満
、
叉
は
百

回
以
上
二
百
園
未
満
で
あ
っ
て
そ
れ
を
合
算
す
れ
ば
＿
―
-
百

同
以
上
に
な
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
す

左
の
各
就
に
よ
る
課
額
を
そ
れ
ぞ
れ
前
二
項
の
諜
額
に
合

坑
し
て
賦
課
す
る
。

課

額

社

人

土
地
の
父
狂
債
格
一
ー
1

ー
！
ー
ー
・
＊
、
ー1

町

llfu
□上

の
も
の
＿
「
砂
'
-
叶
ぃ
り
―

晉
闘
以
上
喜
璧
露
の
も
の
｝
二
羞
四
七
十
五
闘

―――ー・

1
・
竺
●
一
言

家
展
の

t
i
-叫

牒

人

一

法

額

人

一
昇
以
上
ニ
ー

mm翠
固
の
も
の
ー
一
ー
ニ
ャ

lnII一
ー
六
日
門

一
法
人
・
に
関
す
る
土
地
家
屋
の
買
貸
偵
格
を
様
準
と
す
る
も

e1
土
地
の
代
貸
飢
格
を
ば
準
と
す
る
も
の

の
に
つ
い
て
は
、
•
そ
の
一
箇
所
で
賦
課
す
る
。

土

地

の

賃

nm,1位
・
ー
'
'
|

一

，
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＂レ

ヨ

r=

＿
―
-
ヤ
仰
一
硲
翡
春
褐
げ
る
法
人
に
は
前
條
笠
一
項
の
規
定
に
か
A

只

打

闘

以

上

の

も

の

1

五

w
闘

”

七

可

刊

II

六

十

罪

i

わ
ら
裏
＊
金
を
栢
耶
と
す
る
も
の
は
こ
れ
を
課
さ
な
い
＾

9
會

F

一
一
、
市
外
に
本
店
又
は
主
た
る
近
務
所
の
あ
る
法
人
で
市
内

千

l

n

"

し"u-

・と

(
1
1

u

に
お
い
て
使
川
す
る
家
屈
の
合
計
貨
貸
偵
格
が

l-
＿
百
問
未

I

I
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八

可千

法
人
に
到
す
る
市
民
税
は
左
の
各
就
に
よ
る
課
額
の
合
算

額
を
賦
課
す
る

、

均

等

割

八

百

回

一
、
究
産
割
（
安
本
金
並
び
に
土
地
家
屋
の
賃
貸
憤
格
を
標

準
と
す
る
も
の
）

4
資
本
金
を
椋
準
と
す
る
も
の

課

額

-

は
事
務
所

事
業
所
又

が
本
店
父
は
主
た
る
北
の
他
の
も
の

咬

本

令

額

事
務
所
で
あ
る
も
の

十

洪

闘

以

上

の

も

の

一

三

百

闘

二

十

寓

闘

”

・

七

百

闘

―
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一
十
痰
闘
II

千

二

百

闘

五
十
葛
lfUII

二

千

四

百

闘

七

十

流

闘

”

三

千

九

百
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百

萬

闘

lI

六
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四
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十
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千
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恋
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千
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萬
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腐
八
千
闘
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函
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回
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十

二
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七

千
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十
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萬 千千百十十

十

1額
闘闘闘［団闘闘随闘闘回闘闘闘

雲

五三ニー五三

萬萬萬萬千千

闘闘闘闘闘闘

II I/ I/ I/ I/ I/ 

、
満
で
あ
る
と
き
。
・

二
、
消
算
中
の
法
人
。

―
―
-
、
地
方
税
法
第
六
十
七
條
第
二
項
に
規
定
す
る
法
人

賽
本
金
を
概
準
と
す
る
も
の
は
前
條
第
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
す
法
人
が
市
内
に
事
業
所
又
は
事
務
所
を
二
箇
所

以
上
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
一
箇
所
に
賦
課
す
る
。

第
十
條
左
に
掲
げ
る
も
の
に
対
し
て
は
第
八
條
の
規
定
に
か

ヽ
わ
ら
す
均
等
割
の
み
を
賦
課
す
る
。

一
、
民
法
第
三
十
四
條
の
規
定
に
よ
り
設
立
し
た
法
人

二
、
前
観
の
外
市
長
に
お
い
て
特
に
必
嬰
と
認
め
た
も
の

第
十
一
條
市
民
税
の
課
税
棚
準
と
な
る
土
地
家
屋
の
賃
貸
債

格
と
は
、
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
納
税
義
務
者
の
市
内
に

お
い
て
所
有
す
る
土
地
家
屋
i
2

つ
き
、
土
地
台
帳
法
並
び
に

家
屋
台
帳
法
に
よ
り
政
府
に
お
い
て
定
め
た
賃
貸
債
格
を
い

う
。
但
し
未
だ
賃
貸
俯
格
の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
家
屋
に
つ

い
て
は
、
類
似
家
屋
の
貨
掟
債
格
に
比
李
し
て
市
長
の
定
め

た
賃
貸
債
格
と
す
る
。

第
十
二
條
第
八
條
第
二
項
第
二
説
の
表
本
金
と
は
、
公
稲
衰

本
金
又
は
出
安
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
い
う
。

第
十
三
條
市
民
税
の
課
税
椋
準
と
な
る
所
得
は
、
左
の
各
就

に
規
定
す
る
所
得
に
つ
き
常
該
各
琥
の
規
定
に
よ
り
計
掠
し

た
金
額
の
合
計
金
額
に
よ
る
。

一
、
倅
給
、
給
将
、
賃
金
、
歳
費
、
年
金
、
恩
給
及
び
買
典

並
び
に
こ
れ
ら
の
性
符
を
有
す
る
給
典
は
前
年
中
の
牧
入

金
額
か
ら
そ
の
十
分
の
ニ
・
五
に
相
霜
す
る
金
額
を
控
除

し
た
金
額

二
、
前
絨
以
外
の
所
得
（
所
得
税
法
第
九
條
第
一
項
第
三
琥

及
び
第
五
琥
ル
至
第
八
琥
の
所
得
を
除
く
）
は
前
年
中
の

総
牧
入
金
額
か
ら
必
嬰
な
経
費
を
控
除
し
た
金
額

第
十
四
條
納
税
義
務
者
の
同
居
親
族
に
所
得
が
あ
る
と
き
は

そ
の
所
得
ば
納
硯
筏
務
省
の
所
得
に
合
坑
す
る
。

納
税
義
務
者
の
同
屈
視
族
が
別
に
土
地
家
松
と
所
有
し
て

い
る
と
さ
は
、
そ
の
土
峨
家
料
の
貨
貨
飢
格
は
納
税
義
粒

抒
の
貨
貸
債
格
に
合
罪
す
る
。

布
十
五
條
地
方
稔
法
第
百
四
條
第
一
項
第
一
紐
の
規
定
に
該

裳
す
る
個
人
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
TJl請
に
よ
り
扶
咲
祓
族

一
人
に
つ
さ
二
十
回
の
均
等
割
を
除
い
た
他
の
”
川
枇
額
か

ら
控
玲
す
る
。

p̀
Aiiiì
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・
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E
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i
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T
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彎

と

仁

ー

ー

と`

一
六
、
木
村
引
取
税
附
加
税

一
七
、
・
漁
業
梱
税
附
加
税

-
^
、
狩
狼
者
税
附
加
税
．

え
、
遊
典
税
附
加
税

―-
0
、
建
築
税
附
加
税

＿
＿
一
、
ヽ
．
、
シ
ン
税
附
加
税

―
―
―
-
、
庭
園
税
附
加
税

―
―
―
―
-
、
遊
油
税
附
加
税

旨
、
ピ
ア
ノ
視
附
加
税

再
家
畜
税
附
加
税
．

獨

立

税

一
、
市
民
殺

二

、

舟

税

―
―
-
、
自
轄
車
税

四
、
荷
車
税

宜
、
金
庫
税

、
六
、
屠
畜
税

七
、
炭
告
税

八
、
接
客
人
税

九
、
使
用
人
税

-
0
、
扇
風
機
税

1

1

、

犬

税

―
―
-
、
餘
裕
住
宅
税

二
、
目
的
税

•
都
市
計
微
税

一
、
地
租
割

• 

1

1

、
家
屋
税
割

―
―
-
、
専
業
税
割

四
、
特
別
所
得
税
割

五
、
船
舶
税
割

六
、
自
動
車
税
割

七
、
軌
那
税
割

八
、
盛
翌
話
加
入
樺
税
割

九
、
電
柱
税
割

-
0
、
漁
業
櫂
税
割

1

-

、
建
築
税
割
．

.
―
―
-
、
ミ
シ
ン
税
割

〗
•
一
―
―-
‘
1挺
図
税
割

＾
伝
'

-＼ 

‘’ 
·.,,~霞 iim r'：四：心，q
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' 

竺
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第

二

節

獨

立

税

第

一

款

市

民

税

第
七
條
市
民
税
の
賦
課
綿
額
は
四
百
五
十
回
に
地
方
税
法
第

百
四
條
に
定
め
る
納
税
義
膀
者
数
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

第
八
條
個
人
に
到
す
る
市
民
税
は
左
の
各
絨
に
よ
る
課
額
のマ

合
算
額
を
賦
課
す
る
。

一

、

均

等

割

／

同

伍

、

i
'
,
t
9
9
,
 

百

g
家
屋
の
賃
貸
償
格
を
椋
準
と
す
る
も
の

ー
家
展
叫
釦
ー
貸
ー
蹟
格
ー
ー
ー
ニ
日
叫

ー
』
ニ
ー
[

以
上
の
も
の
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百
五八

寓萬六千千百二百

百

叫闘闘 1額1 此卸：回回皿囮闘闘：四闘 1額

--し----
五百

＋ 
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i-

＿
四
‘
・
遊
漁
税
割

一
写
、
ピ
ア
ノ
税
割

一
六
、
家
畜
税
割

一
七
、
舟
税
割

-
＾
、
自
韓
車
税
割

一
九
、
荷
車
税
割

―-
0
、
金
庫
税
割

―
―
一
、
と
畜
税
割
t

―
―
―
-
、
廣
告
税
割

―
―
―
―
-
、
使
用
人
税
割

o

_

＿
四
、
扇
風
機
税
割

―
―
写
、
犬
税
割

栞
、
餘
裕
住
宅
税
割

第
一
＿
＿
條
地
方
税
法
に
定
め
る
も
の
の
外
、
左
に
掘
げ
る
者
を

．
納
税
義
務
者
と
し
て
市
税
を
課
す
る
。

一
、
扇
風
機
税
は
扇
風
機
の
使
用
者

二
、
犬
税
は
犬
の
飼
養
者

＿
＿
一
、
餘
裕
住
宅
税
は
餘
裕
住
宅
の
占
有
者
叉
は
所
有
者

第
四
條
市
税
賦
課
期
日
、
課
税
棚
準
、
年
‘
税
一
時
税
の
藍
分

及
び
賦
課
李
又
は
賦
課
定
額
並
び
に
納
期
限
は
、
別
表
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

賦
課
期
日
後
あ
ら
た
に
納
税
義
務
の
褻
生
し
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
納
税
義
務
浚
生
の
日
を
も
つ
て
賦
課
期
日
と
し
納
期

限

は

市

長

が

こ

れ

を

定

め

る

。

．

第

二

章

賦

課

第

一

節

通

則

第
五
條
賦
課
期
日
を
定
め
た
市
税
は
、
そ
の
期
日
に
あ
っ
て

納
税
義
謗
の
あ
る
者
に
こ
れ
を
賦
課
す
る
。

第
六
條
既
往
年
度
に
屈
す
る
市
税
は
、
そ
、
の
事
賀
の
存
し
た

年
度
の
賦
課
李
叉
は
賦
謀
定
額
に
よ

b
一
時
に
全
額
を
賦
課

す
る
。

1

1

、
所
得
割
（
綿
所
得
金
額
を
様
準
・
と
す
る
も
の
）

ー

所

得

金

額

一

郎

網

ー

―

'
，
ー
ー
ー
―

ー
；
~
・

ー

京

回

以

上

の

も

の

ー

四

十

闘

一

一
萬
五
千
闘
•`
I
I

七
十
回

二
＿
萬
闘

If

百

十

四

二
萬
五
千
闘

II

百

六

．

十

邸

三

璃

岡

”

二

百

二

十

闘

四

萬

闘

I

I

-

＝

一

百

二

十

闘

]

四

百

五

十

旺

、

五

寓

回

”

六

萬

回

り

i

六

百

闘

七

菜

狐

II

．

七

百

九

十

旺

八

萬

闘

”

千

五

十

闘

千

四

百

闘

二

千

闘

／

一

十

萬

祠

fl

十
二
腐
回
．

II

十
五
萬
闘

II

二

千

九

百

闘

二
千
萬
岡

f
l
•

四
千
五
百
闘

二

十

羹

闘

＂

六

千

五

百

闘

九

千

闘

一
萬
一
千
五
百
闘

三
十
萬
趾

I
I—
-

四
十
萬
閥

II

五

十

靡

I

I

-

＿
萬
―
―
―
千
五
百
闘

5

戸
贔

f

f

-

_

」
二
好
呻

望
百
贔
叫

I

I

[

．

[

[

―

｀

丁

―

十

萬

卸

-
＝
百
・
萬
闘

II

浜

趾

”

五
百

U
」

-
l
,――

1'LL』

L
.
,一
＿
―
一
●
●
―
―
―
―
―
●
●
一

三
、
安
産
割
（
土
地
家
屋
の
賃
貸
倶
格
を
椋
準
と
す
る
も
の
）

4
土
地
の
賃
貸
債
格
を
標
準
と
す
る
も
の

ー剛

土
地
の
負
伐
債
格

―

―

ー

百

闘

五

五

百

闘

百

七

百

闘

百

千
．

o

o

-

――

llf

千

五

百

閲

五

．

―

-

千

闘

八

三

千

闘

千

五

千

．

闘

―

―

―

寓

闘

七

一

一二
萬

閥

―

―

ー

萬

問

―

―

―

五

窟

闘

五
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廣
島
市
報

菖

第
一
デ
ヤ
ー
競

前
項
の
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
賦
課
期
日
の
朕
況
に
．
よ
る

第
十
六
條
こ
の
條
例
に
お
い
て
同
居
親
族
叉
は
扶
養
親
族
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
居
親
族
又
は
扶
養

観
族
を
い
う
。

第
十
七
條
市
民
税
の
納
税
義
移
者
は
毎
年
市
長
の
定
め
る
期

日
ま
で
に
第
八
條
及
び
第
十
三
條
に
規
定
す
る
市
民
税
の
課

税
椋
準
に
つ
い
て
所
得
の
生
す
る
場
所
、
払
本
及
び
所
得
額

土
地
家
屋
の
所
在
及
び
そ
の
合
計
賃
貸
債
格
、
並
び
に
表
本

．
金
額
若
し
く
は
出
咲
金
額
等
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し

市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
申
告
を
し
な
い
と
き
叉
は
申
告
し
て
も
正
嘗
と
認

め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
市
長
の
認
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
第

十
五
條
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
第
一

項
の
申
告
と
同
時
に
扶
蓑
視
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
職
業
、

申
睛
者
と
の
績
柄
、
及
び
不
具
班
疾
の
事
由
等
を
記
載
し
た

申
請
署
ヤ

j

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
場
合
市
長
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き

・
は
、
證
憑
附
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
苔
る
。

第
十
八
條
市
民
税
の
賦
課
総
額
が
第
七
條
に
規
定
す
る
額
を

超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
を
各
納
税
義
務
者
に
封
す
る

賦
課
額
か
ら
按
分
し
て
減
額
す
る
。

市
民
税
の
賦
課
総
額
が
第
七
條
に
規
定
す
る
額
に
充
た
な

い
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
を
各
納
税
義
務
者
に
弼
す
る
賦
課

額
に
按
分
し
て
増
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
―

第
十
九
條
左
に
掲
げ
る
も
の
に
封
し
て
は
市
民
税
を
課
さ
な

、。
,u 一

、
宗
放
法
人
令
に
よ
る
宗
教
法
人

二
、
前
銃
の
外
市
長
に
お
い
て
課
税
を
不
摘
営
と
認
め
た
も

の

＇

第
二
歎
そ
の
他
の
獨
立
税

第
二
十
條
扇
風
機
を
所
有
す
る
も
の
は
こ
れ
を
使
用
す
る
も

の
と
み
な
す
。
但
し
、
使
用
す
る
こ
と
の
で
苔
な
い
事
由
が

ぁ
ぎ
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

．

第
二
十
一
條
屠
帝
税
は
豫
定
の
頭
敷
を
課
税
様
準
と
し
て
、

と
殺
前
に
こ
れ
を
賦
課
す
る
。
但
し
、
賦
課
後
課
税
椋
準
に

異
勁
が
あ
っ
た
と
き
は
賦
課
額
を
吏
正
す
る
。

第
二
十
二
條
艇
告
稔
は
左
に
掲
げ
る
府
告
に
針
し
そ
の
廣
告

の
料
金
、
個
敷
、
叉
は
而
積
を
標
準
と
し
て
院
告
主
に
ふ
fttこ

｀
 
.,.._..,. 

を
課
す
る
。

一
、
市
内
に
主
た
る
定
既
所
又
ぱ
定
繋
所
の
あ
る
汽
車
、
電

．
車
、
自
動
車
、
汽
船
、
そ
の
他
の
交
通
運
節
機
躁
、
又
註

交
通
運
輸
業
の
設
備
に
よ
る
突
告

二
、
請
負
叉
は
委
任
に
よ

b
廣
告
業
者
の
行
う
寅
告

＿
＿
一
、
立
看
板
、
掛
看
板
、
職
、
旗
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
に
よ
る
鹿
告
で
一
時
的
の
も
の
、
但
し
、
第
一
琥
に

該
嘗
す
る
も
の
を
除
く

．．

四
、
チ
ラ
シ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
よ
る
腺
告

一

互
、
ポ
ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
に
よ
る
廣
告
、

但
し
、
第
一
琥
に
該
営
す
る
も
の
を
除
く

六
、
建
物
看
板
、
野
立
看
板
、
額
面
院
告
、
立
痛
板
、
掛
看

板
ゞ
織
、
旗
、
緞
帳
、
引
幕
、
暁
告
塔
、
照
明
、
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ
る
蛮
告
、
但
し
、
第
一
琥
及

び
第
三
琥
に
該
常
す
る
も
の
を
除
く

第
1

I
+
l
-
＿
條
前
條
の
廃
告
を
な
す
も
の
は
、
第
二
十
八
條
の

規
定
に
よ
り
そ
の
都
度
市
長
に
届
出
を
な
す
と
と
も
に
申
立

演
證
票
を
腕
告
物
件
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
條
第
二
十
二
條
の
哭
告
料
金
と
は
廣
告
将
、
掲
示

料
、
使
用
料
、
及
び
手
数
料
そ
の
他
名
儀
の
何
た
る
か
を
問

．
わ
す
廣
告
を
な
す
も
の
が
そ
の
弼
債
と
し
て
取
得
す
ぺ
至
金

額
を
い
う
。
・

廣
告
将
金
を
課
税
標
準
と
す
る
場
合
に
お
い
て
自
ら
寄
告

を
な
す
と
き
又
は
他
人
の
た
め
に
無
料
、
若
し
く
は
特
に
低

額
の
料
金
を
も
つ
て
廣
告
を
な
す
と
さ
に
お
け
る
膀
告
料
金

は
、
窟
告
の
射
債
と
し
て
通
常
取
得
し
得
る
金
額
に
よ
る
。

第
二
十
宜
條
餘
裕
住
宅
税
は
住
宅
緊
急
措
置
令
第
十
＿
二
條
の

1

ー
に
掲
げ
る
餘
裕
住
宅
の
占
有
者
叉
は
空
住
宅
の
所
有
者
に

鉗
し
て
こ
れ
を
課
す
る
。

．

第

三

節

非

課

税

第
二
十
六
條
左
に
掲
げ
る
も
の
に
封
し
て
は
獨
立
税
（
市
民

税
を
除
く
以
下
同
じ
）
を
謀
さ
な
い
。

一
、
線
屯
敷
茸
屯
未
溜
の
舟
、
橋
梁
に
替
え
て
渡
船
の
み
に

使
用
す
る
舟
‘

二
、
車
輪
の
直
痙
二
十
四
吋
未
満
の
普
通
自
轄
車

―
―
-
、
學
校
数
育
法
に
よ
る
私
立
の
弗
校
及
び
私
立
の
岡
寄
館

社
會
蔀
業
法
に
よ
る
社
命
口
事
業
の
経
鶯
者
、
生
活
保
痰
法

に
よ
る
保
護
施
設
の
設
置
者
、
司
法
保
蔑
畢
粟
法
に
よ
’
る

ヱ

,i
i
.
,
9
9
,
'

i
‘,eと
9:
'
:
i
t
9.‘
,

．`
 四■――― 

司
法
保
護
事
業
の
続
螢
者
、
兒
童
輻
祉
法
に
よ
る
兒
童
輻

祉
施
設
の
設
置
者
の
所
有
し
且
つ
直
接
そ
の
事
業
の
用
に

供
す
る
自
轄
車
、
荷
車
、
金
庫

四
、
巡
査
の
所
有
し
且
つ
使
用
す
る
自
轄
車
、
但
し
一
人
一

輛
に
限
る

＇
五
、
荷
積
一
綸
車

六
、
機
械
又
は
製
品
冷
却
の
た
め
に
使
用
し
又
は
火
氣
と
使

用
す
る
工
場
、
養
認
室
の
濫
度
若
し
く
は
混
度
調
節
の
た

め
に
使
用
す
る
扇
風
機

、

ヽ

七
、
年
齢
十
四
歳
未
満
又
は
六
十
歳
以
上
の
使
用
人

八
、
國
、
府
縣
、
市
町
村
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
す
る
公
共
園

体
が
し
た
廣
告
、
宗
数
法
人
令
に
よ
る
宗
敏
法
人
が
し
た

・
炭
告
、
法
令
に
基
い
て
し
た
蛮
告
、
公
の
選
欅
に
腿
し
て

し
た
廣
告
、
社
會
事
業
の
た
め
に
し
た
袈
告
、
訊
チ
校
数
育

法
に
よ
る
學
校
が
し
た
廣
告
、
政
車
に
闊
す
る
結
社
が
し
＿

た
腋
告
、
入
場
無
料
で
行
う
諧
演
會
、
演
酪
會
に
脚
す
る

炭
告
、
第
二
十
二
條
第
三
琥
及
び
第
六
競
の
商
告
で
事
業

所
叉
は
事
務
所
の
所
在
場
所
で
、
常
該
事
業
所
叉
は
事
務

所
の
表
示
の
た
め
に
し
た
廣
告

九
、
餘
裕
昼
敗
が
四
儀
以
下
の
餘
硲
住
宅

，

+
、
前
各
戟
の
外
市
長
に
お
い
て
謀
税
を
不
適
賞
と
認
め
た

も
の

第
二
十
七
條
獨
立
税
の
納
税
義
務
者
が
逃
亡
又
は
失
踪
の
た

め
そ
の
税
金
を
微
牧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
鋏
損
虞
分
を
・

な
し
、
な
お
翌
年
度
に
至

b
そ
の
所
在
が
判
明
し
な
い
と
き

は
市
長
に
お
い
て
そ
の
賦
課
を
一
時
狙
猿
す
る
こ
と
が
で
き

る。
盗
難
叉
は
亡
失
に
よ
り
課
税
物
件
を
失
ひ
啓
察
署
そ
の
他

の
證
明
を
得
て
そ
の
旨
届
出
た
と
き
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

＿

第

四

節

届

出

第
二
十
八
條
新
ら
た
に
獨
立
税
の
賦
課
を
受
け
る
べ
き
も
の

は
、
そ
の
税
目
、
諜
税
標
準
、
納
税
義
謗
狼
生
年
月
日
、
及

び
住
所
氏
名
並
が
に
左
の
事
項
を
記
載
し
、
と
畜
は
と
殺
前

そ
の
他
は
事
裳
の
疲
生
し
た
日
か
ら
三
日
以
内
に
市
長
に
届

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
、
舟
は
船
種
、
船
名
、
用
途
顧
分
、
主
た
る
定
繁
所
及
び

船
籟
港
、
綿
屯
敷
、
取
得
佃
格
（
所
有
梱
移
轄
に
よ
る
取

得
に
つ
い
て
は
取
得
の
場
所
、
箇
所
有
者
の
氏
名
、
鑑
札

-F 

喜
年
月
日
及
び
そ
の
番
琥
共
）

＿

令ー苺一

・
き
も
ま
た
同
様
と
す
る
。
．

．
 

ヽ
っ
て
納
期
限
と
す
る
。

二
、
自
轄
車
、
荷
車
は
そ
の
稲
類
、
新
品
古
品
の
別
、
及
び
第
一
二
十
三
條
鑑
札
を
毀
損
、
亡
失
叉
は
脱
離
し
た
と
苓
ふ
ゞ
第
四
十
二
條
法
令
の
改
正
叉
は
特
別
の
事
情
に
よ
り
定
期
限

取

得

憤

格

直

ち

に

そ

の

事

由

を

記

載

し

て

市

長

に

届

出

こ

れ

が

引

替

え

一

内

に

賦

課

す

る

こ

と

の

で

き

な

い

市

税

が

あ

る

と

き

は

、

市

、

。

長

に

お

い

て

納

期

限

を

延

期

す

る

こ

と

が

で

そ

る

。

．

三
、
金
庫
は
外
側
の
縦
、
横
、
高
さ
及
び
休
積
並
に
取
得
憤
格
叉
は
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

亡
失
し
だ
鑑
札
を
痰
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
返
前
項
の
規
定
に
よ

b
納
期
限
を
延
期
し
た
と
き
は
、
直
ち

四
、
跛
告
は
種
類
、
面
積
、
個
数
、
廣
告
開
始
の
年
月
日
、

納

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

に

こ

れ

を

告

示

す

る

。

第
三
十
四
條
獨
立
税
の
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
第
四
十
三
條
池
方
税
法
第
二
十
七
條
の
規
定
に
よ
り
納
期
限

隈
告
の
場
所
、
及
び
廣
告
の
料
金

の
税
目
、
事
由
及
び
年
月
日
を
記
載
し
三
日
以
内
に
市
長
に
前
市
税
の
微
牧
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
繰

第
二
十
九
條
左
の
物
件
に
つ
い
て
前
條
の
届
出
を
な
す
も
の

は
、
所
定
の
鑑

ifL
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

届

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

り

上

げ

微

牧

を

な

す

べ

き

税

額

及

び

納

期

限

を

納

税

者

に

告

前
項
の
場
合
に
お
い
て
自
轄
車
、
荷
車
に
つ
い
て
は
鑑
札
知
す
る
。

ー
し
、
自
轄
車
は
車
体
に
荷
車
は
荷
台
に
鑑
札
の
附
浩
を
受
け

の
離
脱
を
請
ひ
、
金
庫
、
扇
風
機
及
び
犬
に
つ
い
て
は
そ
の
第
四
十
四
條
第
三
十
九
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
再
審
査
の

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

鑑

札

を

返

納

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

請

求

を

し

た

と

き

で

も

税

金

の

微

牧

は

こ

れ

を

猶

豫

し

な

い

一
、
自
轄
車

'
第
三
十
五
條
法
令
叉
は
こ
の
條
例
に
よ
り
市
税
を
課
さ
な
い
第
四
十
五
條
徴
税
令
魯
は
別
に
市
長
の
定
め
た
様
式
に
よ
る

二

、

荷

車

物
件
を
所
有
す
る
も
の
は
、
第
二
十
八
條
の
規
定
に
準
じ
＿
―
-
第
四
十
六
條
地
方
税
法
第
二
十
二
條
及
び
第
四
十
一
條
の
規

三

、

金

庫

日
以
内
に
市
長
に
屈
出
鑑
札
を
要
す
る
も
の
は
こ
れ
を
受
け
定
に
よ
り
獲
す
る
抒
促
朕
は
、
務
付
の
日
か
ら
十
日
以
内
の

四
、
扇
風
機

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

期

限

を

指

定

す

る

。

五
、
犬

翌
一
十
六
條
前
條
の
規
定
に
よ
り
届
出
た
も
の
が
そ
の
届
出
第
四
十
七
條
地
方
税
法
第
二
十
三
條
の
規
定
に
よ
り
徴
牧
す

第
三
十
條
第
二
十
八
條
の
規
定
に
よ

b
屈
出
た
事
項
に
異
動

事
項
に
異
勁
を
生
じ
た
と
き
、
叉
は
毀
損
‘
亡
失
若
し
く
ぱ
盗
ろ
抒
促
手
敷
料
は
金
十
回
と
す
る
。

を
生
じ
た
と
き
は
、
三
日
以
内
に
同
條
の
規
定
に
準
じ
て
市

難
に
か
こ
っ
た
と
き
は
、
第
三
十
條
乃
至
第
三
十
四
條
の
規
第
四
十
八
條
地
方
税
法
第
二
十
四
條
の
規
定
に
よ
る
市
税
の

長
に
届
出
測
度
を
要
す
る
も
の
は
そ
の
際
こ
れ
を
受
け
な
け

定
に
準
じ
＿
―
-
日
以
内
に
市
長
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
滞
納
虞
分
に
池
fu
手
す
る
期
間
は
抒
促
欣
の
指
定
期
限
後
三
十

れ
ば
な
ら
な
い
。

日
目
以
内
と
す
る
。

自
轄
車
の
車
休
及
び
荷
車
の
荷
台
修
酔
の
た
め
一
時
鑑
札
第
三
十
七
條
鑑
札
及
び
閥
告
税
申
告
洗
證
痕
の
様
式
は
市
長

言
ヵ
四
十
九
條
地
方
税
法
席
ー
手
羞
の
規
定
に
よ
り
徴
牧
す

の
取
り
除
き
を
要
す
る
と
き
は
、
市
役
所
に
お
い
て
そ
の
取
が
こ
れ
を
定
め
る
。

る
延
滞
金
は
税
金
額
百
回
（
百
回
未
滴
は
こ
れ
を
切
捨
て
る
）

り
除
さ
を
受
け
修
終
が
終
つ
た
と
き
は
直
も
に
市
長
に
届
出
第
三
十
八
條
地
方
税
法
第
一
二
十
三
條
の
規
定
に
よ
り
納
税
背

に
つ
き
一
日
金
二
十
錢
と
す
る
。

鑑
札
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浬
人
を
定
め
た
と
さ
は
、
そ
の
住
所
氏
名
及
び
税
目
を
記
載
一

嘉
五
十
條
地
方
税
法
第
三
十
二
條
の
規
定
に
よ
り
既
納
の
市

第
三
十
一
條
獨
立
税
の
納
税
義
務
者
が
そ
の
住
所
を
移
靱
し
し
事
囲
の
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
管
理
人
の
承
昧
苦
と

一

添
え
て
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
税
で
渦
納
＇
r-

な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
過
納
額
は
未
納
の
税
金

物
件
の
所
在
地
、
定
繋
所
（
船
節
態
を
含
む
）
．

i

忠
直
所
、
叉
は

第
究
節
諜
税
椋
準
の
在
定
及
び
桧
代

ー

に
充
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

飼
育
所
を
焚
直
し
、
若
し
く
は
物
件
を
交
買
譲
渡
、
交
換
及

と
き
は
三
日
以
内
に
市
是
に
届
出
（
衷
買
、
瞑
第
三
十
九
條
市
炭
は
獨
立
税
の
課
税
栖
準
の
屈
川
を
怠
り
又

i

は

そ

の

閲

出

を

す

る

も

こ

れ

を

不

汰

と

認

め

た

と

さ

は

、

ぎ

笠

一

節

特

別

徴

牧

ぴ
相
絞
し
た

の
課
役
様
準
を
究
・
い
じ
て
こ
れ
を
納
税
義
務
者
に
迎
別
す
る
一
祁
冗
十
一
條
地
方
税
法
笹
二
十
六
條
の
規
定
に
よ
り
入
場
税

渡
、
交
換
の
と
き
は
裳
耶
者
述
署
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
h
査
・
翌
竺
文
け
た
も
の
が
そ
の
課
税
椋

前
項
の
場
合
に
お
い
て
自
轄
車
、
荷
車
、
金
庫
、
屈
風
捜

附
加
税
、
酒
泊
費
税
附
加
税
、
流
氣
ガ
ス
税
附
加
税
及
び
遊

一
塁
翡
誓
税
は
各
そ
の
．
、
税
の
廃
牧
塁
葱
を
、
接
客

及
び
犬
の
鑑
札
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
図
所
又
は
飼
育
所
を
準
に
つ
き
異
議
が
あ
5
0
と
き
は
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二

靡
外
に
移
蒋
し
た
と
さ
に
限
り
こ
れ
を
返
納
じ

fi
け
几
ぱ
十
日
以
内
に
不
服
の
項
fh
を
記
載
し
諜
税
ば
準
の
叶
坑
に
闘

4

な

ら

な

い

。

す

る

g
喘
蒋
類
を
派
え
市
是
に
開
卯
在
の
硝
求
を
す
る
こ
と
一
人
役
は
接
吝
人
化
川
省
と
ら
つ

t
こ
れ
が
特
別
徴
牧
義
務
省

第

一

項

の

屈

川

事

項

中

課

税

物

件

の

所

在

地

、

定

繋

所

又

が

で

さ

る

。

一

と

す

る

。

は
飼
官
所
を
木
市
外
に
移
梼
し
た
者
が
あ
っ
た
と
さ
は
直
ち
祁
四
十
條
地
方
税
法
お
百
二
十
六
依
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
お
五
十
二
條
前
名
の
規
定
に
よ
る
特
別
微
牧
謀
防
名
の
微
牧

に
課
税
上
必
農
JJt
項
を
関
係
市
町
村
長
に
迎
戟
す
る
。
府
哄
は
市
必
に
お
い
て
別
に
屯
め
に
様
式
に
よ
る
。
―
す
ぺ
さ
市
税
訓
醤
込
命
令
甚
と
も
つ
て
こ
れ
系
3

知
す
る

造

―

―

咋

叩

微

牧

特

別

微

牧

筏

務

1
"
は
前

mの
金
額
レ
柄
付
宵
に
よ
り
彿
込
命

一

令
貨
に
記
載
し
た
問
H
唇
納
付
し
バ
け
れ
ば
に
ら
な
い
．

習
一
十
二
條
物
件
と
亡
失
し
又
は
盗
難
晶
っ
た
と

rほ
、

一

斎

襄

諒

す

る

帯

面

を

添

え

て

＿

＿

＿

日

以

内

に

市

必

に

屈

・

芍

一

筒

fr"狐
徽
牧

る
と
さ
は
そ
の
賛

t‘

。
第
辛
l
-
＿
依
特
別
微
牧
筏
柑
名
の
行
う
べ
さ
事
務
ば
特
に
市

嬰
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
屈
出
た
物
件
羞
見
し
に
と
一
芍
四
十
一
條
納
期
限
が
休

n
に

な

一

/ `¥ 

/ --
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狩

磁

者

税

額

加

詐

猥

者

挽

附

加

税

遊
典
飲
食
我
額

遊

典

飲

食

稗

附

加

税

建

築

税

附

加

税

建

築

税

額

ミ

シ

ン

税

＿

ミ

シ

ン

税

額

本

稔

の

百

分

の

百

年

税

附

加

粒

．
 

我

庭

園

税

附

加

税

庭

園

税

額

|

_

！

 

一
時
棉

‘

胃

税

附

加

税

遊

油

税

甑

ピ

ア

ノ

税

ピ

ア

ノ

・

稔

額

年

稔

附

加

我

.,＇_

＇ 

家

帝

税

附

加

税

一

家

畜

粒
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積
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1-瀬
に
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岡
宙
に
定
め
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に
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岡

刊

闘

納

期

限
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届
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羊
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一
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に
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百

闘
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汽

車

、

霞

車

、

自

動

車

、

汽

、

廂
そ
の
他
の
交
通
蓮
翰
獲
靱
叉

は
交
並
逃
楡
業
の
設
備
に
よ
る

廣
街

隈
吉
料
金
の
百
分
の
一

11+

二
、
請
負
又
は
委
任
に
よ
る
隈
告

，

閲
告
料
金
の
百
分
の
三
十

弐
ー
立
府
板
、
掛
邪
靱
7
ー
織
ー
脚

そ
の
他
こ
れ
等
に
顛
す
る
廣
告

で
一
時
的
の
も
の
但
し
第
一
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に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
除
く

年
税
の
も

、一
痰
告
の
而
稽
牛
坪
又
は
そ
の
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全
額
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月
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又
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叉
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又
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茂
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．
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．
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又
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．
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十課例昭のつに゜・ て 四をら定を れ免
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1悶諸 1『孟！ すのい°らら手ら 定の 納延つ市

る少賦
る賦てこ‘藪こ め賦

決
期期た長

.,,-、例課、 ' 定1 額課｛まれ餘料れ る課 ・ 限 又 と に
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賦
課
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叉
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賦
課
定
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期
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時
税
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め
る
も
の
A

外
は
痰
島
縣
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課
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條
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遊
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縣
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受
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す
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同

二

十

五

闘

自

轄

車

庶

割

自

蒋

車

脱

額

ー

年

・

熙

叉

は

一

一
時
我
．
一

荷

車

稔

制

荷

車

税

額

・

金

庫

粒

割

金

即

粒

額

＇ 

と

帝

我

割

‘

と

畜

税

額

一

時

底

税

即

閃

叫

一
時
税
一

廣

告

庶

割

殷

告

税

額

庶

l

使

用

人

税

割

使

用

人

税

額

・

I

I

I

.

l

ー

1
,
-
L

犬

税

割

犬

税

額

扇

風

栂

租

割

扇

風

槻

税

額

季

節

税

’~9,~_~

. 

餘

裕

住

宅

稔

割

餘

裕

住

宅

租

割

月

税

島
9
-

-4
バ
，

報

ロ
冒
冒
□

三

ロ

>[/[[/

F[-

[
i
/
／
/
六
豆
〗

[
I
I
I
I
I
I
I
I
/
[
h
-
l
l
ー
ロ
〗

i

~
 

地

租

割

I

地

租

税

額

家

屋

租

割

家

屋

税

額

年

税

事

業

稔

割

事

業

稔

額

祁

特

別

所

得

税

割

特

別

所

得

税

額

．

目

船

船

税

割

蹄

舶

稔

額

年

稼

又

は

自

動

車

租

割

自

勁

車

粒

額

一

時

税

軌

滸

粒

割

軌

逍

税

額

電

話

加

入

描

、

岡

副

加

バ

榔

市

稔

・

割

税

，

額

年

，

稔

本
椋
様
準
賦
課
率
の
百
分
の
一
―
―
十

i
r
t所
も
r
i

會

．

＇
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ヽ

全

領

．

本
粒
の
納
期

限
と
同
時
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丙
に
あ
る
妻
及
び
満
十
八
歳
未
満
の
子
を
い
う
。
一
考
應
し
て
市
是
が
こ
れ
を
定
め
る
。

但
し
月
額
四
百
回
以
上
の
勤
務
所
得
、
衰
産
所
得
事
業
所
得
前
項
の
受
給
者
の
順
序
は
常
事
者
間
の
協
議
に
よ
つ
て
定
め

等
が
あ
る
者
は
、
こ
れ
を
扶
養
家
族
と
し
な
い
．
た
場
合
に
は
そ
の
常
事
者
の
述
署
し
た
書
面
、
家
郡
審
判
所

内
緑
閥
係
に
あ
る
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
疲
に
婚
姻
眺
係
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
た
場
合
に
は
、
家
耶
審
判
所
の
證

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
い
う
）
は
前
項
の
規
定
の
適
用
明
を
添
え
て
、
扶
養
家
族
認
定
の
申
請
に
賞
り
こ
れ
を
市
長

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

を

妻

と

み

な

す

に

届

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

．

―

―

第
宜
條
織
員
と
生
計
を
一
に
す
る
左
に
掲
げ
る
．
族
の
中
で
第
十
條
虚
偽
の
申
請
又
ば
申
請
の
迎
延
に
よ
っ
て
不
常
に
臨

主
と
し
て
職
員
の
牧
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者
時
家
族
手
賞
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
現
に
支
給
を
受
け
た

で
あ
る
こ
と
を
市
是
が
承
認
し
た
者
は
こ
れ
を
扶
養
家
族
と
手
営
は
こ
れ
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
ゞ
し
、
な
お
爾
後
の
手
賞

す

る

は

こ

れ

を

支

給

し

な

い

こ

と

が

あ

る

。

/

・

一

、

滸

六

十

歳

以

上

の

父

母

及

び

祖

父

栂

第

十

一

條

前

各

條

に

定

め

る

も

の

ヽ

外

臨

時

家

族

手

賞

の

支

二

、

溜

十

八

歳

未

満

の

孫

．

給

に

つ

い

て

は

給

料

支

給

の

例

に

よ

る

。

・

―

―

-

、

満

十

八

歳

未

蔽

の

弟

妹

第

十

二

條

こ

．

の

條

例

施

行

に

闘

し

必

要

な

庫

項

は

、

市

長

が

四

、

不

具

竣

疾

者

，

こ

れ

を

定

め

る

。

冒

前

項

の

扶

投

家

族

を

勤

務

所

得

事

業

所

得

そ

の

他

月

額

一

、

ー

百

附

則

闘
以
上
の
牧
入
の
あ
る
者
は
こ
れ
を
扶
姿
家
族
と
し
な
い
こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
し
昭
和
二
斗
三
年
六

第
六
條
臨
時
家
族
手
常
の
月
額
は
二
百
五
十
回
に
第
四
條
及
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る
。

び
第
茸
條
の
規
＇
足
に
よ
る
扶
姿
家
族
の
員
数
を
乗
じ
て
得
た
昭
和
二
士
―
一
年
六
月
＿
日
に
お
い
て
、
内
地
外
に
あ
る
者
で
あ

金
額
と
す
る

D

つ
て
、
内
地
に
第
四
條
及
び
第
互
條
に
よ
る
扶
姿
家
族
を
賤
置

す
る
者
に
は
第
三
條
第
三
琥
の
規
定
に
か
ゞ
わ
ら
す
、
そ
の
者

が
内
地
に
僻
逗
し
た
月
ま
で
の
間
月
額
百
六
十
互
仰
に
、
内
地

第
七
條
臨
時
家
族
手
悩
の
支
給
蘊
分
は
左
の
各
観
に
よ
る
。

に
茂
坪
叫
す
る
扶
養
家
族
の
且
敷
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
臨
時
家

一
、
臨
時
家
族
手
賞
の
支
給
を
受
け
ら
れ
る
要
件
を
具
仰
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
市
坐
の
定
め
る
扶
癸
家
族
認

族
手
9

凸
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
9
,
9
,
＇
\
，
＼
ヽ
｀
9
t
,
＇
\
｀
,
＇
9
,
1
1
1
ヽ
~
9
,
9
，
ヽ
＇
，
ヽ
1
`
｀
,
1
,
9
,
9
,
1
\
＇
,
1
,
ー

定
申
請
甚
を
受
碑
し
た
日
の
屁
す
る
月
の
某
月
か
ら
支
給
―

〇
炭
島
市
條
例
第
三
＋
I
-
藝
．

を
開
始
す
る

二
、
臨
時
家
族
手
館
の
支
給
を
受
け
ら
れ
る
姿
作
と
欠
ぐ
よ

阪
島
市
議
行
の
議
決
を
経
て
旗
島
市
特
別
手
霜
支
給
條
例
を
次

う
に
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
祁
究
の
投
生
し
た
日
の
屁
す

る

翌

月

か

ら

支

給

を

級

止

す

る

の

よ

う

に

定

め

る

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日

廣
島
市
必
租
井
．
信
―
―
―

席
八
條
邸
時
家
松
手
岱
の
支
給
と
受
け
ら
れ
る
省
の
身
分
が

二
つ
以
上
の
官
公
著
、
平
改
、
関
体
又
は
紐
研
に
わ
た
る
均

合
に
は
池
の
911
八
令
芍
．
訊
占
｛
、
間
休
又
ば
耗
洲
よ
り
臨
峙
廣
島
市
特
別
手
賞
支
給
條
例

~
条
応
手
紫
の
支
給
ャ
ぷ
含
＂
る
喝
介
は
こ
れ
と
支
給
し
な
い
冶
一
策
諮
分
の
間
本
i
l
j戟貝
に
対
し
て
は
、
こ
の
條
例
の
定

第
九
條
二
人
以
上
の
し
＂
が

M
-
9企
竺
托
裕
整
す
る
Uf

之
＂
（
脱
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
別
手
窃
を
支
給
す
る

日
で
な
い
榜
が
快
沢
す
る
＂
ズ
＂
を
令
ど
の
袂
咲
チ
炊
の
小
を
第
二
條
こ
の
”
ぶ
例
に
む
い
て
載
且
と
は
左
に
掲
げ
る
抒
と
い

恰
行
の
順
序
ば
民
法
お
八
百
七
十
八
れ
に
よ
っ
て
定
め
た
扶
．
9

終
裳
窃
屈
閲

9
,＇
よ
り
な
い
名
翌
叫
位
翌
念
湯
＾
＂
に
一
、
地

Ji
自
治
法
造
一
打
四
裕
に
規
定
す
る
殷

ti

臼
韓
闘
籍
記
心
這
討
鬱
聾
記
誼
酌
闘
琵
飩
昇
註
船
し
な
ビ

あ
る
均
介
に
は
そ
れ
ら
の
村
の
内
力
そ
の
他
一
切
の
軍
情
と
一
、
常
悶
鮎
ひ
に
服
す
る
＊
ご
本
行
と
し
な
い
省
、
又
は
証
月

江一

・̀ 

ヽ

I .  

今

-

〇
廣
島
市
條
例
第
二
十
九
競
•
第
二
條
及
び
第
四
條
の
中
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
院
島
市
報
醐
並
び
に
費
用
辮
償
條
．
「
別
表
二
」
を
次
の
よ
う
に
改
め
な
。

例

の

一

部

を

通

り

改

正

す

る

。

・

別

表

二

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日
製
登
月
額
一
盤
給
一
月
額
—
●
墜
給
一
月
ー
額

.

.
，
1
、
~
’
~
1
1
,
＇
,
＇
‘
,
＇
,
．
、

廣

島

市

長

演

弄

信

三

―

-0-―
-
0
5
-
「
一
六
二
、
九
九
5
-
五
一
六
、
七
六
5

、
第
二

h

條

報

酬

は

左

の

額

を

支

給

す

る

。

ニ

ー

｀

＝

―

-

喜

一

七

―

―

-

‘

ー

ニ

0

1

五

二

七

、

0

二

〇

市
令
議
長

h
額

・

五

千

回

』

一

五

000-
』

O
n
A
-

――
òo琴

｝
芍
翫
00

市

會

副

議

長

月

額

四

千

回

．

一

五

ー

0

五

五

七

、

八

0

0

市

會

議

員

月

額

＿

―

-

千

oo

六
一
、
さ
―
-
0
＝
二
＝
＝
：
談
00
豆

八

、

臭

゜

七

八

、

三

―

1

0

麗

辰

：
00

公

安

委

員

．

月

額

三

千

園

八

ぃ

5
紐
00-
――}―――
-F

選

皐

管

理

委

員

長

月

額

、

二

千

回

九

一

-
‘
六
0
六
O
'
~
.. 

l
0
0
 

璽

管

理

委

員

月

額

千

回

＿

o
-
ぶ』
00-
―

―

亨

覗

一

．

孟

蓋

委

員

月

額

千

五

百

回

一

・

1
.
 I
、
九
五
0
1
＝
六
四
、
二
九
0
六
一
九
、
三
六
0
_

二
二
、
0
二

o
,
,
＝
七
四
。
四
二
0
六
二
九
~
六
二
0

＿

投

票

管

理

者

選

竺

回

に

付

、

ー

．

―

-

百

回

一

三

二

、

0

八

0

:

I

＝
八
＿
門
塁
0
1
i
ハ
ー
ー
ー
九
．
咬
゜

＇

開

票

管

理

者

，

選

畢

一

回

に

付

―

―

＿

百

o
o
-
幸

翠

l-f00-
戸

5

年
ぶ
硲
芸
哀
麗

一
六
そ
二
八
0
一
四
一
四
．
九
四
0
一
六
六
一
0
、
九
二
0
1

選

拳

長

選

拳

一

回

に

付

五

百

園

投

粟

立

會

人

日

額

百

oo
＿
七
二
、
三
四
0
匹
二
五
、
0
七
O
f
へ
七
二
、
四
0
-

一
八
そ
四
—
。
一
四
三
五
。
二
0
0
羹
ー
一
、
九
六
〇

一
九
二
。
四
七
0
四
四
五
、
三
三
0
1
1
六
九
―
二
、
四
八
0
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掲
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吹島廣の を9 る宜三ニ ー 支四給三ニーう二を前三：：：ー特危こ一

町の 19i島條 定 條‘條1こ‘び‘る日‘給條を條‘‘°條考各額‘甲‘甲‘別院の條
l ＂胃和よ訊市 、例 め但ち予病にそ以そ方受圏地 慮 項 す 前 危 危 の 手 條

}岱 二ぅ行條 iiよ附るこし手に氣十の 後の 法常け本託方 こしのる各一険月険規霜例本廣
ip +！この例松 °の樟'i的は又六月 に月は時る手員自 のて支こ絨回業額業定はに市島

紐ば第i布 條免金支は日の おの次危も賞‘治 條市給との・務務に左よ職市
、丹 年め決三の 例 叉 は 給 私 以 十 い十の除のは屈法 例長該が支十に煎にあのり員職
t平 十る ←十日 堕＇よ裳し打［後五 る五通業に‘員席 にが賞で給回陪百常る匝危で員
「‘— JJ 紐七 かUlj 打死月なのに日 退日 b膀は他及二 おこ者き額 時回時も別倹危危

守閉許lら に亡分いた i• 以職以とにこのび百 いれ及るば勤勤のに手膝険

I 
、 関し を めけ前者前す従れ規こ四 てをひ： 業 務務はよ常梁手

島 ，こ した坐 ‘るに 死にる郡を定れ條職行支 務乙す乙す‘りを謗賞
! ！ 1ji : it 必と月 そ新お亡お°す支ににに 員う給内 る るこ‘支に支
f~I ~ ti~. ~きの の任け 者け る給よ準規 と°霰 容ーも月ものこ給従給! ; I N !施 なは給月者る にる 者し bす 定 は 別 に回の額の限れす事條I ： 翁屯 1Itこ料のに退は新にな同るす左のよ りをるす例

i 
｛ 項の支・全は戦全任記ヽ稲者る に決 り究 百 で 支 ° る

手 る は限給日支者月者す°の職掲定‘回回な給者
ゲや白； 市 b日数給‘分並 る 手 員 げ し ま 倍 いすに
ヽヽ•

し！
ベ ； 必でにをし死をび 手 常 る業額 る封

l ; 
給 がな支映な亡支に常金 者務ま ‘し
烙 ｀こい給勤い者給十金の を内で 但て

i i 例 れ °すし並す六の支 ｀い容壻．， しは
'I°'-..—•.■'●9→ -＇ 

l,l 昇心0 こ第席ー 竺一堕 第

I 
＼ め 島腕の を五す四 三 — 一二—一し‘ー内前 ．給常務一
； 例條 昭る市島 漿 定條る策た‘び‘給日‘條‘‘う條容二丁丙乙甲すをを條
i の 嶋和議市例め ゜者病にそす以そ 閾地゜ を項． ・る支兼
Ii 廷 19t 二 f渭條は附るこ但手に氣十のる後の手託方 こ考の • 0 給謗本廣
し， め 1fi 島—卜の例‘ °のし＇料；は又六月 に月営員自 の慮支 すす市島
li るmti 三 激 弟公 條挑：金支ぱ日の おの金‘治；條し給”””月 るる職市li とH旅年決三布 例免は給私以十け十の屈法例て該 額 °者員職
i • こが1t -卜と＋の 1fi又‘し事後五る五支員第に‘裳 兼にで員

11 合翁蒻L?t翡塁盆はfflj ~品質 [t 芦旦塁且麿含后哀悶夏 鼠巴そ‘胃廃
， よの島日岡 ら 幽亡分めけ前者前法こ四てがび ＇ 賞ての手島
： りに市 島 こ ししを ‘るに ‘にはれ條織こ支五百二三はは所賞市
i I M, め•長 市 れ 必た翌そ新お死 お 次 に に 員 れ 給 十 ・ 百 百 左 ‘ 島 支 長
j りし依 旅 を・要と月 の任け亡＇．の準規 とを亙回回回回のこ課給

と行 演｀費 施 なきの月者る
父

者る姐す定 は行 Blj 原の‘條演
支す 條 行 事は給のに冦に新りるす ‘うの 別條附例
・ 給る 井 例 す 項 こ ． 叶 全 ぱ職は任と者る左決 に例の井
すと を る はの支日支抒‘者・す職に定 ・よに本 ・
る さ 信 吹 市限給敬給‘全並る員掲しま＿． りよ務信
0,  .. 

｛ょ の 長で日をし死月が° げ ・ ヽ 、こり以
| ‘三 よ ． がなに紺しな亡分に る事 れ兼外
I＇ こ う こい支・勤い者を 十 者謗 を務のI，一の に れ給し並支六 をの 支 手 耶

1 第 第第第・第 第第第 第第第第 第
-t...と約1及そ十窃十岱八十支た十扶の及九叉八 れ 七 の を す 級 つ 六 に の 五 四 泊 三 ニ ー い 二

I I ~'り低えびの三支二の條一給め條投家び條は條を條場含ろにて條よ都條條料條‘‘う條
條下で fitli條給條・旅の條す退家族家夜計合む゜甑は り合 の資眺地°、

I I し俄 ifI張 す 牧規 る職謝族は族新数日邸車にもそ分そ鐵が又旅旅芳旅託方 こ、
旋 f：逍：t1地踏る t1間を 定 努 ゜ 者 務 と ‘ に にを賞す馬限ののすの道たは投費種費員自 の
1t令 yl.9こに f1 °・令支に慟 を引す廣封任乗及る貨りと蓮る乗賃し、天ははとは‘治 條
が甜及つ到又 計給該非 旅微る島し用じび但はこす賃路車及場災順別す‘屈発 仰j
木よびい滸は 年す徴準 行‘ 市新 すて宿し、れる中線乗び合そ路表る鐵員叶う に
市 a船ての紐 庶るし法 せ残 臨任るこ泊一嘉を°に！こ船船はのにの 道及二 ぉ
以 iしtit，よ翌習 に゜帥第 し粒 時職 1これ料粁 支前はあに賃そ他よ定 賃び百・い
外額に．りと日と 秤

ま 郷十 ”め幣 家相めをは未て糸合項姐つ要はのやり額 ‘こ［月 て
かすつ額か受 た す宜 る珊族常召邸‘禍•過すの行てす‘現むこし 船れ條職

す
らるいのらけ が る條 と叉 手の喚出別の る叙税はる等にをれよ 賃にに 員
支こ て二 9りる る 場第 きは 紫旅すす表端る 行‘そ巡級経得を b ‘準規 と
船とは分殺 f： 旅 令三 は存 支費るるの数路，

程，
料急の賃を過Iん言t‘ 車・す定 は

さが定ののめ 党 に項前職給をと'°定は 金行上と設しい窃こ 馬るす ‘ 
れで梱ー前旅 はお及職中條支さ 額サJの

り脊息
は将級しけた理すれ 賃者る li:. 

るさよに日行各• Lヽ rY.' 相の例給は に 路金の‘な通由るを ‘職に
場るりれ1よす 年て同窃市にす、 、上認程‘没い等い路に‘支 日 員掲
介°各償でる 庇は法の務規るそ そげ＇

， 
...百孵賃級路によ但給常 げ

は 一すのと 征前第旅取定゜ののと t粁船をと線よりしす及 る
‘ 等る日さ に職六費調す前本日 す、以賃支二にる順公る び 者・
そ 級金賞は計相十をのる項人数，るこ上等給階あ°路諮゜宿 を
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§ 9 ：冒；員賢i贔孟罰〗う。ぷ直危 9j 息 li［靡詈 ’誓'’I：附喜：口竺':日[ 
月三準外 に備し＇及手‘入治 條時あに勤超き職市 三 議第布 手に手を颯樺の料門I
額十と勤 従品なび常屈役法例間つよ務逼は員超 年 決三の 営相常超託太者若密
を日な務ー事‘し汀行の員及第 にをてる時勤‘が過 十 を十日 の賞のえ員を し 弓
‘分る‘ し響で直種及び二 お以は‘間務別標勤月‘網四｝か則支本支た‘除．，＜．，利

百ツ勤休 1こ類‘手類び監百 いて‘但は手段準務炭四 て競｛ら 給．ろ給者雇く は 刊
七及務日 瘍等そ常及こ査四 て標廣し‘常の勤手島日 廣 こ ， 方 金 額 は 員 ツ 手 臨 ；
十び一弱J 合ののはびれ委條 ‘準島監廣を規務常市、 島 れ）法額は仁‘外 常 1 

． 
五之時膀 ‘保所‘金に員に 戦時努視島支定時支長 市・を はと給の但に の．4 9. 

・ It 

時に間及 そ全励職額準を規、員間鋤叉市給に問給 ・超 施 給す料限しあ・ 支 」
間伴賞び の‘の員はす除定 とと某は役すあを條演 過 行料る及 b闊ろ 給 ・; 

t 

でう b・深勤外事が別るくす はす準断所るる超例 勤 す゜支 びで託者 を ； 
除培給 1を務部競市表者ツる ‘る監綾執°もぇ井 務 る給臨な叉 受 甘
し力り勤回と所長の 職左°督的務の‘ 手 ｀ の 時 い は けし l
て給典務牧のにの通 員に署努時';:.叉信 営
得並狛丘

例家屈なし
に連お命 b ＾掲長鋤間外は ． を に族備..い‘.、 d

ヤびは支應絡いにと 市げのに‘‘休三 次 よ手，の t 者‘し
， 額 に 月 給
: 勤 給 す て疇， bる

じ及てよす 長る承従休こ日 の
‘者認事日のに よ、ーる。窟 9.. .,’| 

を廣 O 備 別こ 第第｀
次島蕨・考 H宿休深 時

｀第第第．~1-.11
表の れ十こ九れた前すぺなの b八を七時て六す i 

の市島 i 
よ議市深直直勤拗 外、 iq 

日夜 ＂り ・翫 條 を條れ條を休項るきか基所條支條間一條る 丸

例定を算暇の°時つ準定給と時 ゜ り
う會條 烹手手務務．． 塁• は附めこ支こ入及勤 間た勤の職し‘、公し間勤 ．で
にの例は 手手 手 分 ‘’るの給のしび務，外時務執員な務．‘に務 ・‘ • 1 
定議第
め決：三

午 繁 常 償 常 常＿＿ 公 °條す手な市し 勤間時務がいに三洲時 J 
後―-- - — 布 例る嘗し、長 1ょ ・ 務 敷 間 時 欠 ° よ 十 た間 ，、i

るを十十 ．、時時 時 旱 の 施°は°がか手を一間勤り分な OJ ．ン一
・経五・.時日夜問間 間 位

て維し J _＿ ● ・―- --- ．日則行―そ 巳つ嘗捩時を‘出未い計 直
・金金分勁額勤は八慟分勤！ か ．に の む tこ 及じ間勤迦 張満時罪 q 

廣 ＇り百八額務を務勤時八額務 ら 闘 月 を時ーびて常移参 中は間は'’ h 
島 賃闘十一壻ー務即時‘一金

、 ニ
、し分得間休得りし‘ のこの‘ こ

ら市 国 [L.1l 時す時ーに間1旦時! I.こ’必 を なに 日たのな早 職れ三— •青
市ー 間 °Ih1時、な未し間 れ 要取いは勤額給か退員を十力 ;百

闊・塁・ り應閉悶翌詞 を なりと．、謗を奥つ‘に切分月 し
で

張の
給個給りでも勤給 1 施 事 ま 認市 手‘額たそ 翌寸捨以分

行 項 と め民賞そに瘍のして上締
i 

奥眠奥給のの務奥す ・〖
手「R1
常な

額時額奥拗に時額 ｝ま め ヤが のの‘合他 てるは切 -
の間の．額務あ間の ろ ． ‘ て 蒔許、額者そはの．しま゜｀計・

支・畠 十は二のにつが十 ゜ 市翌間可かのの‘事こ —• I 
給 を 二半割十つてーニ額 長月はをら受勤第由の i唇- ―I 

-イ条 •い 割額五割いは暉 ． 
／ 例 ぅ， 五分て＇如五 l が中 ‘興減け粒四に手をお_. I ・.w 

こ に こえ額るし條よ 嘗ーい

. i' を釈 0 、 ・別すこ 第 第 第一 竿第 第•第 ~IJ--̀l＼峯一； 次島薇そ草件似仁 表るの を七要六で但五しをは四が三ニーい二例の一 ．99.  

、．！

饗i聾壁｛腐靡四誓｝瞬： 誓、附〗羞ぎ函 E゚ 給函羞宣［丞雰i]羞う。［姿芸涵[; [ 
畔て雖~.贔［力‘ •三ーに牲ょ十 則 行のに．船のりでか以し、金及二 おを段公出 月....h 

f ` 舶 場 で き > 上 と 額 び 百 い支の移張腋四 -1,ll-
島 日 炭 ＼ 内 ク 年 閻費り・等•合なるわ外きはこ四 て給規に手島 日 t, 
市島 I

I 

＼ ・ 向マ 八

長市 i―職・ 舟It. 、
洋島 月 虚委塁 tt内竺イit讐門旦g｛尼胃 i 喜ず塁鷹 "|•9:

・一 要給の つ東 し月常れに準規 と゜あ廣給 1-
腕
塁 1 贔悶 ． 9> 盈t蓋 尽轟 嘉讐り委点言翠 l内 ：篇篇演 i: 

ら 項こを さ券月裳す給‘者る左の内井 • I-
手 十二三三黄金 ‘ はと超．はを のとるし但職 に・'::.1-:: -- ← 

9.  •一

裳 心＋十． こ． ＇市がえ ‘交全し者なし貝掲外出信 ・'―
支 れ 長でる．．こ付日てにい出— げ ‘張 て
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益
一
旧
、
エ

楊業 氷

みノ

災
害
補
償
に
比
し
て
少
い
場
合
に
限

b,、
そ
の
差
額
を
支
給

す
る
。

第
十
七
條
災
轡
補
償
の
支
給
を
受
け
る
灌
利
は
、
職
員
の
退

人

戦
叉
は
休
職
に
よ
っ
て
、
礎
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
―

第
七
八
條
平
均
賃
金
に
つ
い
て
は
、
努
働
基
準
法
（
上
下
法

と
い
う
）
第
十
二
條
を
第
一
條
に
規
定
す
る
公
謗
上
の
疾
病

[
に
つ
い
て
は
法
施
往
規
則
第
三
十
茸
條
を
、
第
六
條
に
規
定

'
す
る
障
孵
の
等
級
に
つ
い
て
は
、
法
施
行
規
則
別
表
第
一
を

遺
族
並
び
に
逍
族
補
償
費
支
給
順
位
に
つ
い
て
は
、
法
施
行

．
．
規
則
第
四
十
二
條
乃
至
第
四
十
四
條
を
、
そ
の
他
こ
の
條
例

＇
に
規
定
し
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
章
の
相
嘗

規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
十
九
條
こ
の
條
例
施
行
に
閥
し
必
栗
な
事
項
は
、
市
長
が

こ
れ
を
定
め
る

附

則

]
こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る

’↓
 

[

3
廣
島
市
條
例
第
四
十
琥

I

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
純
て
昭
和
二
十
年
三
月
廣
島
市
條
例
第

―
―
―
琥
廣
島
市
水
道
使
用
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日

廣

島

市

長

演

井

信

―

―

―

弟
二
條
の
第
一
戟
及
び
第
二
琥
の
中
「
水
苅
を
計
ら
す
し
て
」

及
び
第
一
＿
一
般
を
削

b
、
第
四
競
を
第
三
糾
と
す
る
。

策
宜
條
中
「
琢
用
栓
と
計
祉
栓
と
を
併
殴
し
又
は
」
を
削
る
。

弟
五
條
中
「
又
は
計
批
栓
」
を
削
る
。

第
三
十
六
條
第
七
琥
中
「
給
水
装
説
」
を
「
給
水
稲
別
又
は
類

別
」
に
改
め
・
、
同
戟
但
術
を
削
る
。

笹
二
十
三
條
水
逍
使
用
料
は
種
別
及
び
用
途
に
従
い
使
用
者
か

ら
一
箇
月
に
つ
さ
だ
の
制
合
を
以
て
こ
れ
を
微
牧
す
る
。

一

、

喋

用

栓

舟

使

川

料

9

,

1

,

 

甚

．

本

料

金

一

迅

逸

料

金

•,~I 一
L
十
立
方
米
ま
で
＿
ー
立
方
き
に
つ

U

JJ
一

五

十

四

貸

k-t“

二
十
立
峯
忘
ー
ー
立
裟
に
つ

8

、
官
公
探
限
怒
m
一

百

回

六

懇

平

g

二
十
立
方
米
2
で

i

立
11
心
に
つ
：
＾
3

直

辛

立

為

翌

＿

一

立

裟

叶

っ

t
闘

i

_

-

W
五

十

訓

六

闘

五

4,"

川｛

ヽ

'し直ヽ
家

、4
d

．． 

疇

〇
蕨
島
市
條
例
第
四
十
一
競

睾
品
市
議
會
の
議
決
を
経
て
呪
島
市
條
例
席
四
十
一
誂
礎
島
市

公
盆
竹
屋
條
例
の
一
部
を
次
の
通
り
改
正
す
る
．

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日

廣

島

市

長

敬

井

償

―

―

―

席
六
條
中
「
一
ヶ
月
」
↓
伝
「
四
ヶ
月
」
に
改
め
る
。

・

附

則

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る

1,99,

',•,,9_1,

)',','

,1 

〇
蕨
島
市
條
例
第
四
十
二
競

廣
島
市
議
合
の
議
決
を
経
て
阪
島
市
工
平
執
行
條
例
を
次
の
よ

う
に
定
め
み

昭
和
二
十

I

―
葎
十
月
四
日

阪

島

市

必

梢

井

侑

―

―

―

炭
島
市
工
市
執
行
”
お
肉

第
一
條
市
代
を
以
て
支
辮
す
る
工
事
の
執
行
に
つ
い
て
は
、

道
蹄
エ
ホ
軌
行
令
及
び
こ
れ
に
却
い
て
喪
せ
ら
れ
た
謀
介
＊
U

・
ト
ー
J
¥し-

百
立
方
米
ま
で
一
立
方
米
に
つ
4r
夕
＇
準
用
す
る
。

-

＿

立

方

米

に

芦

闘

ー
1

一
回
第
二
條
こ
の
條
例
施
行
．
の
た
め
必
要
な
事
項
は
市
長
が
こ
れ

五
、
湯
属
替
業
用

脊

紐

紺

用

一

六

闘

を

定

め

る

。

'

、

原
動
力
工
事
一
一
十
立
方
米
ま
で
一
立
方
米
ま
で
付
~
川

栓
七
＂

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る

そ

の

他

一

時

用

一

、

・

四

百

四

二

十

闘

.
,
,
1
,
＇,＇
i
,

＇．,．,＇
,
l
 

一
戸
五
人
を
超
え
る

一
戸
五
人
ま
で

十
闘
〇
廣
島
市
條
例
第
四
十
三
競

定

堺

用

も

の

一

人

を

壻

す

毎

に

五

十

闘

[
-
述

l

ー
戸
五
人

mで
十
闘
万
鯰
誌
誓
市
雙
會
の
議
決
を
経
て
腕
島
市
監
査
委
員
條
例
の
こ
一
部
士

一
：□
:
口
＿3[
い
〗
ー
□
｀
施[
[
~
~
1
1
1

ノ

〗
〗
〗
[
＝
[
／
〗

-
B
ロ
ロ〇

廣

島

市

條

例

第

四

十

四

維

．

炭
島
議
會
の
謡
決
を
紐
て
閑
島
市
保
育
所
條
例
を
次
の
よ
う
に

定
め
る昭

和
二
十
三
年
十
月
四
日

廣

島

市

喪

預

井

信

三

廣
島
保
育
所
條
例

（
目
的
及
び
設
骰
）

J

第
一
條
日
々
保
護
者
の
委
託
を
受
け
て
幼
兒
の
紐
全
な
育
成

を
は
か
る
た
め
．
、
保
育
所
を
骰
く
。

（

位

骰

及

び

名

稲

）

．

第
二
條
保
育
所
の
屈
四
及
び
名
稲
は
別
表
の
通
り
と
す
る
。

（
幼
兒
の
牧
容
）

第
三
條
本
所
に
お
い
て
は
、
第
一
條
の
目
的
を
逹
成
す
．
る
た

め
、
本
市
に
居
住
す
る
満
三
歳
か
ら
就
昂
に
至
る
ま
で
の
幼

兒
を
保
有
す
る
。

（職

tl)

祁
四
條
本
所
に
次
の
識

U
・

謡

直

く

。

‘

-••E 

t
 

J

-

n. 
殿

月

若

干

人

・

』

ヽ

中
任
は
、
ヒ
司
の
命
を
受
け
、
所
窃
を
掌
理
し
、
所
屁
且
と

指
揮
監
粁
す
る

主
任
に
事
故
が
あ
●
と
さ
は
、
上
席
の
磁
且
が
そ
の
殿
粒
と

代
珂
す
る

．． 

（
保
汀
閃
皿
及
び
休
日
）

．`
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〇
廣
島
市
條
例
第
三
十
九
雖

廣
島
市
議
合
の
議
決
を
輝
て
廣
島
市
災
狗
補
償
條
例
を
次
の
よ

う
に
定
め
る

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日

艇

島

市

長

没

井

信

―

―

―

炭
島
市
災
害
補
依
條
例

第
一
條
本
市
職
員
が
公
謗
の
た
め
、
負
傷
し
、
叉
は
疾
病
に

か
ゞ
り
、
若
し
く
は
死
亡
し
た
と
き
は
、
こ
の
條
例
に
よ

b

そ
の
災
御
を
補
償
す
る
。
：
＇

第
二
條
マ
は
●
條
例
に
お
い
て
、
職
員
と
は
、
左
に
掲
げ
る
者

を
い
う
。

/
-
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
條
に
規
定
す
る
職
員

二
、
颯
託
員
、
屈
員
及
び
こ
れ
に
準
す
る
者

第
三
條
災
宥
補
償
の
稲
類
は
本
の
逝
り
と
す
る
。

一

軍

馬

賃

一

宿

泊

料

―

H

営

ー
一
粁
に
付
甲
地
一
乙
．
地
ー
一
旧
后
付

識

名

一

鐵

誼

双

船

貧

一

|

I

I

I

1

|

l

i

1

1

、'一ー
|
1
,
1
1↓

'

市

長

助

役

牧

「

ー

等

二

等

八

回

喜

闘

奈

0
回

.
1
0
0
回

入
役
委
員

II

六

卸

空

扉

疑

9

闘

八

0
回

一
般
史
員
書
＿
II

記
長
費
記

屈

貝

-
f
l
I
I
I
・

四
闘
五
芭
闘
一
翌
0
回
一
六
0
回

宿
泊
料
に
甲
地
と
あ
る
は
、
用
務
に
よ
る
宿
泊
地
が
、
東
京

都
、
大
阪
、
名
古
屋
、
横
演
、
京
都
、
帥
戸
、
川
崎
、
尼
綺

西
宮
、
布
施
、
堺
、
小
倉
、
、
輻
岡
、
門
司
、
博
多
の
各
市
で

あ
る
場
合
を
い
A

乙
地
と
は
そ
の
他
の
場
合
を
い
う

．
の
支
給
さ
れ
る
旅
費
の
金
額
を
こ
の
條
例
に
よ
る
旅
喪
か
ら

．
差
引
い
た
金
額
を
支
給
す
る
。

第
十
茸
條
す
ぺ
て
市
典
を
も
つ
て
支
辮
す
べ
き
旅
費
で
別
段

の
規
定
が
な
い
も
の
は
こ
の
條
例
の
範
固
内
に
お
い
て
市
長

が
こ
れ
を
定
め
る

第
十
六
條
別
表
の
定
額
は
、
市
長
に
お
い
て
、
用
諮
そ
の
他

の
事
情
に
よ
り
増
額
叉
は
減
額
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
條
本
邦
外
國
間
叉
は
外
尉
を
旅
行
す
る
場
合
に
つ
い

て
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

．
 

．
 

附

5

則

こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和
二
十
一

年
八
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
涸
用
す
る
。

別

表

．

^ ト
さ

一
、
燎
養
補
償

二
、
休
粟
補
償

三
、
隙
寄
補
償

四
、
逹
族
補
償

五
、
非
祭
料

六
、
打
切
補
償

第
四
條
療
養
補
依
は
、
職
員
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
A

っ
た
場
合
に
、
そ
の
燎
蓑
に
必
宴
な
費
用
と
す
る
。
前
項
の

療
養
の
範
園
は
、
左
の
各
裁
に
掲
げ
る
も
の
と
し
捩
養
上
相

嘗

と

認

め

ら

れ

る

も

の

に

限

る

・

一

、

診

．

察

．

二
、
葉
痢
又
は
治
痰
材
料
の
支
給
i

三
、
臨
置
、
手
術
、
そ
の
他
の
治
旅

四
、
病
院
叉
は
診
療
所
え
の
牧
容

五

、

看

蔑

六

、

移

送

第
五
條
休
業
補
償
は
、
前
條
の
規
定
に
よ
る
、
痰
養
中
は
給

料
の
全
額
を
支
給
す
る
。

第
六
條
隙
孵
補
岱
は
、
職
員
が
負
偽
し
又
は
疾
病
に
か
ゞ
り

な
お
っ
た
と
き
、
身
体
に
膵
密
が
仔
す
る
場
合
、
そ
の
隙
害

の
程
度
に
應
じ
て
、
平
均
賃
金
に
次
の
恒
分
に
よ
る
日
数
を

乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

■
―■
―
―
-
•
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ー
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ー
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虞
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金
ー
，
ー
額

第

一

叙

一

、

三

四

0
―

日

分

第

八

級

一

四

五

0
日
分

第

二

級

一

、

一

九

0
日
分
第
九
叙
一
―
―
―
五
0
日
分

第

三

敬
・

-

l

、
0
五
O
H
分

第

十

級

二

七

O
H
分

ニ
O
O
H
分

第

四

級

九

二

O
H
分
第
十
一
叙

第

五

紋

七

九

O
H
分
第
十
一
ぷ
喝
．
．
ー
四
0
日
分

第

六

扱

六

七

0
日

分

第

十

―

―

一

級

九

0
日
分

第

七

級

五

六

C
日

分

璽

十

四

級

―

五

0
日
分

第
七
條
前
條
の
場
合
、
身
体
陣
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、

重
い
方
の
身
休
障
害
の
該
賞
す
る
等
級
に
よ
る
。
左
に
掲
げ

る
場
合
は
、
前
條
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
等
級
を
左
の
通

b
繰

b
上
げ
る
。
但
し
そ
の
隊
孵
補
償
の
金
額
は
、
各
々
の

身
体
障
害
の
該
賞
す
る
等
紋
ご
と
に
計
算
し
た
膵
害
補
償
金

額
の
合
算
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

／
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す
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膵
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一
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ー

‘ヽ

場

合

一

級

。

二
、
第
八
紋
以
上
に
該
嘗
す
る
身
体
即
牢
り
が
一
＿
以
上
あ
る
場

合

二

級

三
、
第
宜
紋
以
上
に
該
賞
す
る
身
体
膵
害
が
一
＿
以
上
あ
る
場

合

＿

―

-

級

｀

第
八
條
第
六
條
の
等
級
に
該
嘗
し
な
い
身
休
膵
害
が
あ
る
者

に
つ
い
て
は
、
そ
の
隙
唐
の
程
庭
に
應
じ
て
等
級
を
定
め
る

第
九
條
既
に
身
休
即
牢
9

が
あ
る
者
が
、
負
傷
又
は
疾
病
に
よ

り
同
一
部
位
に
つ
い
て
、
辟
牝
の
程
度
を
加
重
し
た
場
合
に
・

は
、
そ
の
加
璽
さ
れ
た
障
害
の
該
裳
す
る
等
級
に
よ
る
。
障

害
補
償
か
ら
、
陳
に
あ
っ
た
即
術
の
該
裳
す
る
等
級
に
よ
る

障
窄
補
償
を
産
し
引
い
て
得
た
金
額
を
支
給
す
る
。
‘

第
十
條
溺
族
補
償
は
職
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
遮
族
叉
は
職

｀
員
の
死
亡
裳
時
、
そ
の
牧
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
た
者

に
弼
じ
て
平
均
賃
金
の
千
日
分
の
金
額
を
支
給
す
る
。

第
十
一
條

i

罪
祭
料
は
、
職
且
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
葬
祭
を

行
う
者
に
封
し
、
平
均
賃
金
の
六
十
日
分
を
支
給
オ
る
。

第
十
二
條
第
四
條
の
規
定
に
よ
り
、
旅
養
補
償
を
受
け
る
者

が
、
療
養
開
始
後
三
年
を
経
過
し
て
も
、
負
侮
又
は
疾
病
が

な
お
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
平
均
賃
金
の
千
二
百
日
分

の
金
額
q

と
打
切
補
償
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
打
切
補
依
を
支
給
し
た
と
き
は
、
以
後
こ
の
條
例
に

よ
る
補
償
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

第
十
三
條
職
員
が
故
意
叉
は
自
己
の
繭
大
な
過
失
に
よ
り
、

負
傷
し
、
叉
は
疾
病
に
か
]
っ
た
場
合
に
、
そ
の
事
箕
に
つ

き
、
行
政
官
顧
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
休
業
柚
償
叉
は

膵
害
補
償
を
支
給
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

第
十
四
條
燎
養
補
償
及
び
休
業
補
償
は
毎
月
一
回
、
こ
れ
を

支
給
す
る
。
/

院
害
補
誼
は
、
職
員
の
負
偏
又
は
疾
病
の
な
お
っ
た
後
、
逹

族
補
償
及
び
葬
祭
料
は
職
員
の
死
亡
後
直
ち
に
＿
こ
れ
を
支
給

す
る
。

第
十
宜
條
災
香
補
償
を
行
う
場
合
に
は
、
死
傷
の
原
因
た
る

事
故
猿
生
の
日
へ
又
は
診
斯
に
よ
っ
て
疾
病
の
痰
生
が
確
定

し
た
日
を
平
均
賃
金
邸
定
事
由
の
疲
生
し
た
日
と
す
る
。

第
十
六
條
職
員
が
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
労
働
者
災
害
補
償

保
瞼
法
、
そ
の
他
の
法
令
に
よ

b‘

災
狗
補
償
に
相
嘗
す
る

給
付
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
給
付
が
、
こ
の
條
例
に
よ
る

｀
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よ院廣こ 共保 よ廣廣
閥・の陣 う島島
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百百考可雫者謬臣躙=--

た

t
匁

、
嵩
室
は
消
防
署
長
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
こ
れ
を
使
用
す
他
に
つ
い
て
火
災
豫
防
上
必
要
な
事
項
を
指
示
す
る
こ
姐
か
う
の
い
づ
れ
か
で
同
一
の
敷
地
内
に
あ
る
場
合
は
一
人
で
差

d
/
．

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

で

ぎ

る

。

支

え

な

い

。

5

ヽ

（

映

腐

室

の

使

用

開

始

等

）

指

定

敗

批

以

上

を

運

搬

す

る

中

途

で

停

留

又

ぱ

耗

留

す

る

と

（

取

扱

｀

モ

任

者

の

い

な

い

慨

貯

蔵

所

）

．． 

＂
第
九
條
映
窮
室
の
使
用
を
開
始
し
又
は
映
粛
室
の
な
い
場
所
き
は
安
全
箇
所
を
速
が
看
守
人
を
つ
け
宿
泊
に
際
し
て
ぱ
積
第
十
八
條
取
扱
｀
主
任
者
を
定
め
な
い
恨
貯
蔵
所
で
は
防
火
責

、
で
公
衆
の
観
匹
性
に
供
す
る
目
的
を
も
つ
て
緩
撚
性
で
な
い
映
戟
し
た
危
険
物
の
品
名
、
敷
壷
及
び
駐
留
地
を
最
寄
り
の
消
任
者
が
立
ち
會
わ
な
け
れ
ば
危
険
物
は
こ
れ
を
取
扱
っ
て
は

、
．
粛
を
上
映
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
左
の
事
項
を
具
し
て
所
轄
防
闘
係
機
闘
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•
な
ら
な
い
。
｀

消

防

署

長

を

経

て

消

防

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

平

故

疲

生

時

の

届

出

）

｀

（

取

扱

主

任

者

及

び

防

火

貰

任

者

の

義

務

）

、

[
、
一
、
経
螢
者
の
職
業
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
（
法
人
に
第
十
三
條
貯
蔵
所
、
給
油
場
叉
は
小
抵
取
扱
場
若
し
く
は
蓮
第
十
九
條
取
扱
士
任
者
叉
は
防
火
衰
任
者
は
常
に
災
害
豫
防

•
お
い
て
は
そ
の
名
稲
、
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
搬
途
次
で
爆
疲
、
疲
火
、
引
火
そ
の
他
の
祁
項
が
疲
生
し
た
に
注
意
し
災
孵
猿
生
の
虞
が
あ
る
と
苓
は
直
ち
に
最
寄
り
の

'

と

苓

は

そ

の

大

小

に

拘

ら

す

咆

か

に

所

轄

消

防

署

長

を

経

て

．

消

防

機

闘

に

通

知

し

そ

の

指

示

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

、
氏
名
）

1

-

、
公
衆
集
合
所
の
名
稲
、
所
在
地
及
び
用
途
°
`
．
消
防
是
に
居
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
前
項
に
扱
げ
る
渚
は
火
災
が
疲
生
し
前
防
職
員
が
来
場
し
た

三

、

使

布

の

目

的

、

期

間

及

び

公

開

時

間

。

第

二

掌

映

窃

技

術

者

取

扱

主

任

者

及

び

場

合

に

は

速

か

に

危

瞼

物

の

貯

蔵

及

び

稲

類

の

概

要

、

燃

燒

i

四

、

牧

容

人

員

又

は

定

員

。

｀

防

火

賽

任

者

そ

の

他

の

朕

況

を

こ

れ

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

映

窟

技

術

者

の

資

格

）

第

三

添

危

瞼

物

の

管

理

五
、
従
業
員
の
数

｛

｛

 一
六
、
映
寓
技
術
者
（
映
露
技
術
の
免
許
を
有
す
る
も
の
以
下
第
十
四
條
法
第
十
四
條
に
よ
り
届
け
出
を
嬰
す
る
映
寓
技
術
（
製
造
所
に
お
け
る
迄
守
事
項
）
．

同

じ

）

者

の

表

格

は

努

勁

安

全

衛

生

規

則

に

よ

る

映

彩

抜

術

者

試

瞼

第

二

十

條

危

殿

物

の

製

造

所

に

お

い

て

は

左

の

各

誂

の

耶

項

．

七

‘

消

火

器

具

及

び

避

難

器

具

の

配

趾

。

．

に

合

格

し

そ

の

免

許

証

を

有

す

る

者

と

す

る

。

を

守

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

i

前

項

第

一

琥

第

二

絨

及

び

第

六

般

の

事

項

を

環

更

し

よ

う

と

（

取

扱

主

任

者

の

資

格

)

-

、

作

業

所

の

境

界

に

は

適

霜

な

園

堵

を

構

築

し

見

え

易

い

-
（
ず
る
と
き
は
所
轄
消
防
署
是
を
経
て
消
防
是
に
届
け
出
な
け
第
十
五
條
法
第
十
三
條
＆
況
定
に
よ
り
届
け
出
を
要
す
る
貯
場
所
に
危
術
防
止
に
躁
す
る
特
戒
板
を
掲
出
す
る
こ
と
。

れ

ば

な

ら

な

い

。

蔵

所

の

取

扱

主

任

者

の

森

格

ぱ

梃

牲

業

母

校

規

定

に

よ

る

裳

―

-

、

H
場
及
び
溜
置
場
に
は
揺
示
板
を
設
け
て
そ
の
場
内
に

19

（

危

険

物

の

容

器

及

び

包

装

）

璽

絞

及

び

訊

ナ

佼

数

育

法

に

よ

る

高

等

學

校

（

班

門

教

育

を

存

骰

で

き

る

原

料

及

び

半

成

品

の

種

類

、

員

敬

農

に

そ

．
第
十
條
危
浜
物
は
こ
れ
を
別
表
に
定
め
る
容
器
に
牧
納
し
な
施
｀
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
農
校
を
卒
業
し
翡
の
取
扱
そ
の
他
必
要
事
項
を
明
記
し
て
胚
く
こ
と
。

一
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•
中
化
翌
趙
す
る
原
料
を
修
得
し
た
者
叉
は
こ
れ
と
同
等
以
―
―
-
、
工
場
又
は
晨
蕩
は
常
に
聾
翌
描
除
し
、
鐵
父
は
、

危
浜
物
を
貯
蔽
所
の
敷
地
外
で
巡
搬
す
る
場
合
は
別
表
に
定
上
の
化
染
に
閥
す
る
抜
能
を
有
す
る
者
で
と
も
に
六
ヶ
月
以
砂
石
の
類
を
脈
料
品
内
に
洪
入
さ
せ
な
い
よ
う
抹
齢
す
る

~
め
る
方
法
で
包
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
巡
搬
そ
う
上
同
類
の
危
祗
物
の
取
扱
に
従
事
し
た
紐
瞼
の
あ
る
者
と
す
こ
と
。

9

で
迎
搬
す
る
場
合
は
こ
の
限

b
で

な

い

。

る

。

四

、

危

絵

な

作

業

所

内

に

ぱ

作

業

に

必

疫

な

従

業

者

の

ほ

か

容
器
又
は
包
装
の
外
部
に
は
危
絵
物
の
"rm
名

（

朱

郎

い

す

る

こ

（

添

翡

類

）

立

ち

入

ら

し

め

な

い

こ

と

。

□B
l
u鱈
闘

鱈

的

れ

ば

な

9
な

い

。

第

戸

鱈

鰭

腎

5
闘

且

＂

口

彗

悶

認

註

疇

誌

鱈

詞

加

嗜

-

i

第
十
一
條
指
定
数
祗
以
上
の
危
絵
物
は
所
籾
泊
防
必
の
許
可
添
付
し
泊
防
署
退
を
経
て
消
防
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
こ
と
。

ー

ー

を

受

り

た

場

合

を

除

く

ほ

か

日

川

前

又

は

日

汲

後

に

お

い

て

な

い

。

六

、

作

粟

所

又

ぱ

溜

凶

場

に

は

携

句

粛

紐

の

け

か

焼

火

を

携

i

i

こ

れ

ヤ

取

扱

つ

て

は

な

ら

な

い

。

（

防

火

g
荏

き

、

席

し

な

い

こ

と

。

但

し

安

全

悔

は

こ

の

限

り

で

な

い

。

一

ー

す

（

危

玲

物

の

巡

搬

）

第

十

七

條

製

紐

所

、

貯

蔽

団

、

給

油

場

並

び

に

巡

搬

そ

う

、

七

、

作

菜

所

内

で

生

じ

た

原

料

の

寂

染

及

び

不

良

nIm
は
殷
薬

ー
ぃ
第
十
二
條
危
浜
物
の
指
必
数
故
の
三
十
倍
以
上
の
も
の
と
十
移
勁
そ
う
の
常
訟
叫
又
は
法
彩
十
烙
第
一
項
の
但
し
苦
の
恨
容
器
に
牧
容
し
、
征
日
作
業
終
了
後
一
定
の
場
所
に
お
い

-
．
二
詩
皿
以
内
に

M

一
の
場
所
か
ら
圃
方
向
に
巡
搬
す
る
と
さ
貯
刃
．
所
に
は
防
火
在
任
行
を
定
め
こ
れ
~
笠
所
糀
泊
防
培
柊

U

て
衷
棠
そ
の
皿
位
行
像
防
上
必
要
な
抹
訟
と
取
る
こ
と
。

＂
は
そ
の
＂
血
名
、
数
祉
、

n砕
、
通
蹄
及
び
巡
搬
方
法
と
川
政
耗
て
泊
防
必
に
屈
り
川
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
＊
氏
肉
災
八
、
災
平
＂
を
生
じ
た
と
｀

S
盆
器
の
抹
凶
と
し
て
直
ら
に
泊

＂
地
の
所
祁
泊
防
村
長
に
屈
け
川
な
け

n
ば

な

ら

な

い

。

し

た

と

さ

も

raJ
様
と
す
る
。
但
し
取
扱
主
任
箆
し
て
こ
れ
防
問
係
殷
邸
に
こ
れ
を
糾

nlU
て
そ
の
指
揮
と
交
け
た
後

，
祝
協
長
は
前
項
の
場
合
に
む
い
て
廂
斑
器
搬
方
法
そ
の
一
と
裔
せ
し
認
貯
紐
所
，
給
油
所
、
薔
苓
ぅ
又
は
移
勤
そ
で
な
け
れ
ば
現
場
を
関
し
な
い
こ
と
．．
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:-、I
h

一
四
ハ
前
條
第
二
哉
床
面
、
第
宜
琥
窓
等
及
び
第
七
琥
電
氣
エ

し
．
‘
;
•
作
物
の
規
定
は
こ
れ
を
姓
場
に
準
用
す
る
。

]
-
（
貯
蔵
そ
う
の
梢
造
設
備
）

〗
．
第
二
十
互
條
貯
蔵
そ
う
の
椿
造
設
備
は
左
の
各
琥
に
従
わ
な

ヂ

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

―
―
・
・
屋
苫
↓
そ
う
」
の
収
さ
は
容
＂
翌
應
じ
て
三
・
ニ
ミ
リ
メ
ー
・

・
・
ト
ル
以
上
の
金
謁
板
で
氣
密
・
2

作
り
水
張
試
瞼
し
又
は
廊

-
〗
力
そ
う
に
お
い
て
は

9取
大
常
用
の
二
倍
の
躯
力
（
最
低
座

一
.
-
5

・
カ
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
苔

0
・
七
キ
ロ
グ
ラ
ム

-i（以上）
で
試
瞼
し
誼
池
叉
は
綾
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

□

[I/I[ 
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に--=＇訴こ，ー

納

し

得

る

設

備

を

な

す

こ

と

。

．

る

こ

と

。

六
、
第
二
十
j

-

＿
條
第
六
琥
避
雷
装
置
の
規
定
は
こ
れ
を
屋
外
六
、
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
地
下
そ
う
を
設
樅
す
る
場
合

そ

う

に

準

用

す

る

。

＇

は

そ

の

相

互

間

の

距

離

を

一

メ

ー

ト

ル

以

上

と

す

る

こ

と

屋

内

そ

う

．

．

．

但

し

貯

蔵

数

讃

の

和

が

指

定

数

＂

煎

の

百

倍

未

満

で

あ

る

と

笞
は
五
十
七
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き

一
、
「
そ
う
」
の
容
積
は
指
定
数
址
の
十
倍
未
滴
と
す
る
こ

と

。

る

。

二
、
「
そ
う
」
は
平
家
建
の
直
崩
室
内
に
設
け
る
こ
と
。
但
七
、
前
條
屋
外
そ
う
第
一
琥
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
う
、
第

I

I.一

し
刈
表
第
四
類
に
廊
す
る
も
の
A

貯
蔵
に
は
そ
の
室
床
面
琥
防
錆
へ
防
蝕
及
び
屠
内
そ
う
、
3

屯
布
娩
珀
氣
ぼ
の
規
定

l
 

と

。

は

こ

れ

を

地

下

そ

う

に

準

用

す

る

。

．

を
地
盤
面
よ
り
高
く
す
る
こ

三
、
室
の
周
園
及
が
床
は
耐
火
構
造
と
す
る
こ
と
。
但
し
乙
（
取
扱
場
の
構
造
設
備
）
—
一

類
の
場
合
は
準
耐
火
構
珠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
十
七
條
取
扱
場
の
構
迭
設
備
は
十
二
時
間
内
に
指
・
9

翌
改

四
、
「
そ
う
」
と
壁
面
と
の
間
に
は
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
派
以
上
十
倍
未
洲
の
危
険
物
を
取
扱
う
も
の
は
そ
の
附
場
・

の
規
定
を
、
十
倍
以
上
の
も
の
は
貯
蔵
加
の
規
定
を
準
用
す

以

上

の

空

間

を

保

つ

こ

と

。

．

克
、
「
そ
う
」
に
は
直
荏
l
-
l
+
‘
‘
、
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
麗
外
る
。
別
表
第
四
類
及
び
第
六
類
に
胤
す
る
危
瞼
物
取
扱
場
の

に
通
す
る
辿
氣
管
を
そ
の
先
端
に
取
り
付
け
そ
の
先
端
を
床
は
不
浸
透
の
林
料
と
用
い
適
裳
な
傾
斜
を
つ
け
て
そ
の
股

四
十
五
旋
以
上
に
屈
曲
さ
せ
細
目
の
銅
鋼
等
に
よ
る
引
火
低
部
に
溜
所
を
設
け
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

防

巌

JylllL
を
施
し
且
つ
建
築
物
の
窓
又
は
出
入
口
よ
り
一
（
市
炎
の
定
め
る
梼
造
設
備
）

メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
と
つ
て
屋
外
に
出
す
こ
と
。
但
第
二
十
八
條
市
怯
は
危
皇
物
を
地
羹
は
水
中
邪
に
罪
蔵
す
.

し
限
力
そ
う
に
は
璧
"
2

な

安

全

装

挫

を

設

け

る

こ

と

。

―

る

場

合

そ

の

性

竹

に

よ

り

竺

芋

＝

房

喜

低

に

就

定

す

竺

〗
〗
罰
叫
叩
｀
〗
鱈
彗
｀
口
臼
ロ
ロ

□
I
¢―

―

第
二
十
六
條
地
下
そ
う
の
構
造
、
設
備
ば
左
の
各
説
に
従
ゎ
一
、
「
そ
う
」
の
容
積
ば
指
定
惚
改
六
笠
翌
＇
；
す
る
―
.
—

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
。
•
一
．
，

一
、
「
そ
う
」
の
容
放
は
指
定
敬
禁
の
百
未
滴
と
す
る
こ
二
、
第
二
十
充
條
屈
外
そ
う
席
言
邸
肛
さ
及
岱
哨
力
試
緻
屯

蛉一

と

。

‘

.

l

一

般

防

鉛

、

防

浪

、

第

I

益
5

恥
叫
須

n
の
規
定
は
こ
れ
を
移
＂
い

二

、

「

そ

う

」

は

油

そ

う

窟

内

に

設

佐

し

「

そ

う

」

と

油

そ

動

そ

う

に

準

川

す

る

。

．

．

一

1.

う
室
の
間
は
十
七
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
隣
を
保
ち
絃
三
、
移
動
そ
う
ヤ
ぶ
泣
咬
屈
直
す
る
浪
築
在
に
つ
い
て
は
第
一
一
吋

砂

を

充

瑣

す

る

こ

と

。

―

十

四

條

muL
男
及
び
祁
二
●
莉
作
屈
内
そ
う
い
規
定
を
耶
用
・
・
心

i• 

三
、
油
そ
う
室
の
隈
体
は
厚
さ
＿
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
ー
す
．
る
。

一

-i-

コ
ン
ク
リ
ー
ト
珈
笈
は
こ
れ
と
同
寮
以
上
の
椛
庶
を
行
す
一
（
迅
微
そ
う

n構
祇
設
佃
）

贔

辿

と

し

、

且

つ

巡

窟

望

箱

厖

す

こ

と

。

仇

羞

贔

息

ぷ

闘

弩

嘉

翌

速

に

従

g―

i-
r
と

一

し
燕
板
ば
徴
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
沿
と
す
る
こ
'
,
.
。
一
け
れ
ヅ
f

な
ら
な
い

'

-

i

一

[
 

．．
 
l
n
l

芦
罰
罰
〗
罰
二
闘
I
I
I
I

正
臼
〗
[
[
一

i
f
f

i9

『

9

9
h
,

·
r

し

·
1
·←
'
"
'
"
」
、
巨
[
[
i
,
i
·
r
,
t
r
卜
、
こ
『
一
J
r
4

-
」
~
l
-
u
r
-

―

-
l
i
+
u
.
—
-
，
←
．
．
」
I
r
.
，
！

L
.
1
,
~，

●●
，
中
'
,
t
,
1
1
,

‘

r
*

’
 

L
L
,
;
t
エ

9

ら`’

1
kしー

5

し
fヽ

<`． 

‘̀ 

ィ !,... 

尺

r
_
|
t
t
-
b

甘
ー
り

n

ー
は
B
g
t
'
-
h

；
声
月
一
し
~
ー
ロ
ー
じ
一

”
I
l
5

海
切
てi
s
_
．3
T
i年
，
一A'、
各g
t
t
l
i
’

ー
す
1
,
4

ヽ
，

1ー
ーiー
'
i
l
•
I
’

、
9
’
:
-
、
＇
,
i
.
·
~
.
i

-々

:
|
1暉
愚
祁
輯
且
銚
男
哨
認
甘
廿
ttL

一

一
．
九
、
製
作
品
の
容
器
に
は
、
稲
類
、
数
簸
、
作
業
所
名
及
び
危
険
痰
生
の
虞
あ
る
工
事
を
じ
ょ
う
と
す
る
と
き
は
危
緞
は
地
下

VJ

ぐ
樽
造
と
す
る
ァ

製

作

年

月

日

を

明

記

す

る

こ

と

。

物

を

取

b
出
し
且
十
分
換
氣
の
上
こ
れ
を
行
う
こ
と
。
三
．
貯
蔵

i

そ
の
敷
地
で
左
中

を

保

有

l

し

同

一

敷

地

内

L

・
と
き
は
そ
の
相
P

ト

ル

）

ま

で

減

了

一

暑

距

離

'

-
三、

i

[
I
I

臼

―

-

｀
宣
言
〗
冒
口
攣
罰
[
[
国
直
[
[
[
＋

1
`

二
、
貯
蔵
所
又
は
給
油
場
外
部
の
見
易
い
個
所
に
類
別
、
品
一
、
類
別
の
異
な
る
も
の
叉
は
他
の
物
品
を
混
戟
し
な
い
こ
茸
十
倍

．
名
、
最
大
敷
菌
及
び
取
扱
主
任
者
又
は
防
火
責
任
者
の
氏
．
と
。
但
し
少
擾
で
災
明
を
喪
生
す
る
虞
の
な
い
と
き
は
こ
二
百
倍
~
”
.
+
｝

名

、

運

搬

そ

う

叉

は

移

動

そ

う

に

は

類

別

、

品

名

及

び

敢

の

限

り

で

な

い

。

．

｀

如

四

百

倍

H

J

”

1

I

＇

-

、

大

敷

擾

を

明

記

し

法

第

十

條

第

一

項

但

し

害

の

俣

貯

蔵

を

二

、

運

搬

そ

う

で

は

椴

査

の

際

-

,

＿

指

定

を

受

け

た

危

瞼

物

以

八

百

倍

1

-

＇

-
i

I
 

な

す

場

合

は

類

別

、

品

名

、

数

裁

及

び

許

さ

れ

た

期

間

を

．

外

の

も

の

を

運

搬

し

な

い

こ

と

。

四

、

猥

体

IIU

躾
等
＊
要
部
分
i

p

-

、

見

易

い

個

所

に

掲

示

す

る

こ

と

。

―

―

-

＼

牛

馬

車

で

蓮

搬

す

る

場

合

は

牛

馬

を

車

に

取

り

付

け

た

歴

根

に

認

竹

料

を

用

ひ

天

北

｝

三
、
貯
蔵
所
で
は
危
瞼
物
以
外
の
物
の
貯
蔵
詰
換
そ
の
他
の
ま
A

で

危

絵

物

の

積

卸

を

し

な

い

こ

と

。

と

。

但

扇

す

る

も

の

、

↓

―

取

扱

を

し

て

は

な

ら

な

い

。

四

、

危

殿

物

の

第

二

類

、

第

三

類

の

渦

酸

化

物

、

第

四

類

及

蔵

庫

は

へ

構

造

と

す

る

こ

・i

四
、
危
瞼
物
は
建
築
物
の
府
壁
か
ら

0
．
宜
メ
ー
ト
ル
以
上
び
第
互
類
に
屈
す
る
物
品
は
日
光
の
直
射
を
受
け
な
い
よ
五
9

窓

及

函

守

八

不

透

明

硝

ァ

f
.
 

ぶ

を
離
し
て
品
別
ご
と
に
貯
蔵
し
そ
の
相
互
間
に
幅

O
・
 tR

う

に

、

危

陵

物

の

第

一

類

、

第

三

類

及

び

第

六

類

に

屈

す

甲

稲

防

宗

＂

m
な
採
洸
設
備

F
i

I
-

メ
ー
ト
ル
以
上
の
通
路
を
骰
く
こ
と
。
又
同
一
品
目
の
場
る
物
品
は
雨
水
が
滲
透
し
な
い
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
適
嘗
な
設
備
を

合
で
も
幅
0
•
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
通
路
を
一
以
上
置
く
も
の
で
被
役
す
る
こ
と
。
，
六
、
貯
蔵
品
匹
雷
装
血
叫
伍
設

1
t

t
 

こ

と

す

｀

0

/

宜

‘

危

院

物

が

磨

擦

、

衝

勁

、

韓

倒

叉

ぱ

墜

落

の

慮

の

な

い

七

、

貯

蔽

一

作

物

ぱ

左

の

各
5

『

五

、

小

壷

取

扱

場

の

危

裟

物

は

定

め

ら

れ

た

容

器

に

牧

納

し

よ

う

に

こ

れ

を

積

載

蓮

搬

す

る

こ

ど

。

（

イ

）

E

工

事

で

施

設

す

っ

-

"

K
r
 

吝‘i
 

て

他

の

可

燃

物

か

ら

糀

離

し

て

貯

蔵

す

る

こ

と

。

，

六

、

指

定

数

批

以

上

の

危

険

物

を

蓮

掘

す

る

場

命

は

交

通

最

（

口

）

ぶ

ざ

受

と

し

電

t

六

、

危

院

物

は

地

裳

等

の

た

め

韓

倒

叉

は

墜

落

の

虞

の

な

い

の

少

い

巾

員

の

充

分

あ

る

道

路

と

え

ら

ぶ

こ

と

。

．

球

を

叙

幸

回

な

外

装

を

i

E

ゃ

”
 

r, 
勺士

ょ

ァ

亡

貯

蔵

す

る

こ

と

。

七

、

危

踪

物

の

梱

類

、

数

滸

に

涸

し

た

葉

液

消

火

器

を

携

行

（

ハ

）

り

に

設

け

る

こ

と

。

ぞ

小

摂

取

扱

場

に

あ

っ

て

も

危

険

物

を

、

貯

蔵

す

る

戸

棚

類

す

る

こ

と

。

．

＇

（

―

-

）

丘

室

内

に

設

骰

，

＂

又
は
容
器
の
轄
倒
に
よ

b
猿

火

、

引

火

或

は

総

臨

し

な

い

八

、

火

氣

に

注

意

す

る

こ

と

。

（

ホ

）

蕊

羞

の

あ

る

g

[

よ

う

に

す

る

こ

と

。

第

四

窄

構

造

設

備

適

常

～

す

こ

と

。

一

七

、

貯

蔵

所

の

敷

地

肉

又

は

給

油

場

で

火

を

使

用

し

な

い

こ

（

貯

蔵

府

の

構

造

設

備

）

（

腔

場

の

虚

と
。
但
し
銭
燒
場
、
事
務
所
又
は
看
守
室
若
し
く
は
宿
直
第
二
十
三
條
貯
蔵
廂
の
構
造
設
備
は
左
の
各
誂
に
従
わ
な
け
第
二
十
四
條
盆
設
備
は
左
の
各
5

,

t

'

ば

な

ら

な

室
内
で
安
全
な
防
火
設
備
を
施
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
れ
ば
な
ら
な
い
。
｀
‘

‘ム

一
、
平
家
建
且
つ
専
用
と
し
一
棟
の
建
坪
は
百
平
方
メ
ー
ト
一
、
平
家

r

し
一
棟
の
建
坪
1

な
い
。

八
、
前
統
但
響
の
場
合
の
外
貯
蔵
所
の
敷
地
肉
で
疲
火
又
は
．
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。
但
し
類
を
同
じ
う
す
る
も
の
A

み

超

え

な

燃
燒
し
易
い
物
品
を
拇
帯
し
若
し
く
は
そ
の
取
扱
い
を
し
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
お
い
て
は
百
平
方
米
以
下
毎
に
完
全
二
、
周
園
に
は
そ
の
敷
地
で
ニ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
空
地
を
保
．
一

ー
な
い
こ
と
。
な
隔
壁
を
設
け
た
と
き
は
こ
れ
を
一
―
ー
百
平
方
メ
ー
｝
ル
ま
有
す
る
こ
と
。
•
一
ー

九
、
危
瞼
物
の
性
質
に
従
い
室
内
の
濫
度
、
漏
度
、
遮
光
丈
-
‘
で
拙
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
l
＿
二
、
隈
体
、
床
、
柱
、
隔
辟
土
等
主
要
部
分
は
嗣
火
構
造
叉
は

ー

は

換

氣

に

注

意

す

る

こ

と

。

1

I

、
別
表
第
三
類
、
第
四
類
甲
及
岱
第
六
類
に
蜀
す
る
物
品
準
酎
火
措
造
と
し
柑
根
は
轄
＂
渾
な
不
燃
材
料
を
用
ひ
天
井

+
、
貯
蔵
所
、
給
油
場
、
運
搬
そ
う
、
移
動
そ
う
に
お
い
て
を
貯
蔵
す
る
貯
蔽
廂
の
床
面
は
地
盤
面
以
上
と
し
雨
ナ
告
人
は
防
火
的
構
造
と
す
る
か
叉
は
設
け
な
い
こ
と
。

色

忙

卜

げ

，

令

ヵ
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劇
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一

、

t

i

g

t

t
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f
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t
¢
t
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ぷ
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、
9
,
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¥
・
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1

.

；
 

．．．
 ，`『`

、
；
旦
喜

一

¥

,．人
．
＂

.

9
 

9

、.＇

、＇ャ

,a 

．

．
 
叶

r
J

、¥＇

・
倍
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
菰
の
大
型
消
火
器
を
設
い
。
清
防
設
備
は
常
に
有
効
に
保
持
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
災
ら
條
の
各
琥
の
規
定
に
違
反
し
た
者
。
一

-
（

T]r:`
 

砲
諮
ぷ
叫5•• 

’
 

,
0
.

噸

,t,9••.• 
，＇，9 

ト

"
t

•ゲ
＇ミ

['
t

mltL
し

亡

場

合

は

こ

れ

と

同

じ

消

火

薬

の

第

四

種

(

-

ー

）

乃

至

な

い

。

．

四

、

第

三

十

八

條

の

規

定

に

違

反

し

た

者

。

‘

第

六

章

雑

．
則

五

、

第

三

十

九

條

の

覺

知

施

設

を

設

け

な

い

で

巡

親

を

怠

つ

．

[
J
.

（
リ
）
の
器
材
は
こ
れ
を
半
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
電

一

｛

｀

氣

設

備

に

涸

す

る

消

火

器

一

箇

以

上

を

包

含

せ

し

め

な

け

れ

（

市

長

播

限

）

た

者

。

-＇．

し

ば

な

ら

な

い

。

第

四

十

二

條

市

長

は

土

地

建

築

物

施

設

そ

の

他

周

園

の

欣

況

六

、

第

三

十

七

條

第

二

項

、

第

四

十

條

及

び

第

四

十

一

條

の

．

―
]
．
第
四
稲
の
器
材
、
容
器
は
赤
色
に
塗
り
「
消
火
用
」
と
白
饗
貯
蔵
取
扱
の
方
法
↓
危
険
物
の
稲
類
、
数
猜
等
に
よ
り
支
膵
規
定
に
違
反
し
た
者
。

一
＂
．
し
且
つ
消
火
器
に
は
使
用
法
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
が
い
と
認
め
た
と
き
は
貯
蔵
所
、
給
油
場
、
運
搬
そ
う
、
附
則

-:

（

そ

う

の

消

防

設

備

）

移

動

そ

う

の

構

造

設

備

及

び

管

理

に

闘

す

る

制

限

の

一

部

分

第

四

十

七

條

こ

の

條

例

は

公

布

の

日

か

ら

こ

れ

を

施

行

す

る

一

1
•

―
第
一
二
十
七
條
「
そ
う
」
（
貯
蔵
そ
う
及
び
地
下
そ
う
）
は
そ
の
に
つ
き
特
に
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
十
八
條
こ
の
條
例
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
ぺ
き
蔀
項
届

水
平
最
大
断
面
積
を
建
坪
と
し
鐵
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
み
市
長
は
法
令
に
違
反
し
不
適
営
と
認
め
る
貯
蔵
所
又
は
給
出
を
な
す
べ
き
事
項
叉
は
桧
査
を
受
け
る
ぺ
き
事
項
で
こ
の

、

)
．
な
し
前
條
第
一
項
に
準
じ
て
消
防
設
備
を
し
な
け
れ
は
な
ら
油
場
に
弼
し
て
は
そ
の
許
可
を
取
消
し
又
は
改
修
、
補
修
條
例
施
行
前
既
に
許
認
可
を
受
け
届
出
を
な
し
、
，
叉
は
桧
査

一

な
い
。
但
し
貯
蔵
そ
う
で
は
方
の
各
絨
の
一
に
該
常
す
る
設
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
消
防
長
を
受
げ
そ
の
後
耶
情
の
礎
更
し
て
ゐ
な
い
も
の
は
こ
の
條
例

一
~
備
を
装
置
し
た
と
き
は
第
四
菰
の
も
の
一
箇
以
上
を
設
備
し
櫂
限
）
に
よ

b

常
該
許
認
可
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。
虹
し
こ
れ
ら

他
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
十
＿
―
-
條
消
防
長
は
法
令
に
違
反
し
不
適
裳
と
認
め
る
巡
の
事
情
に
つ
い
て
は
す
ぺ
て
各
相
営
條
文
の
規
定
に
従
い
こ

一
、
「
そ
う
」
の
頂
部
中
央
又
は
周
固
数
箇
所
に
哨
霧
放
射
口
搬
そ
う
、
移
動
そ
う
叉
は
小
壷
取
扱
場
に
到
し
て
必
要
な
措
の
條
例
施
行
の
日
か
ら
一
ヶ
月
以
内
に
届
出
を
完
了
し
な
け

廣叫

を

取

付

け

そ

の

口

送

で

絵

水

躯

力

毎

平

方

イ

ン

チ

六

十

ボ

胚

を

命

す

る

こ

と

が

で

き

る

れ

ば

な

ら

な

い

。

＿

9]

ン
ド
以
上
と
な
り
必
要
に
際
し
て
自
動
叉
は
他
動
式
に
貯
（
権
限
委
任
）

．
｀

“
.
 

．
 

畜
蔵
物
の
表
面
に
竹
祝
を
一
＿
＿
十
分
以
上
放
射
し
得
る
装
骰
。
第
四
十
四
條
市
長
は
消
防
長
に
到
し
市
長
の
梱
限
に
恥
す
る
別
表
（
危
瞼
物
）

，

．

"．
．ら

・

や

二

、

「

そ

う

」

の

頂

部

に

開

口

を

設

け

貯

蔵

物

の

全

表

面

に

消

事

項

に

つ

い

て

委

任

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

ー

謳

一

品

名

一

訊

一

数

批

一

存

砕

一

這

暉

年

＿

一

キ

ロ

グ

ラ

ム

硝

子

股

ス

は

金

一

~

火
薬
の
相
賞
舟
を
二
十
分
以
上
放
射
し
得
る
装J

Y
l
l
L
L

。
第
七
窄
冊
則

三
、
「
そ
う
」
の
外
殷
全
面
に
＿
二
十
分
以
上
水
碓
を
張
る
装
骰
第
四
十
宜
條
左
の
各
説
の
一
に
該
徴
す
る
者
は
＿
―
-
ヶ
月
以
下
坦
索
酸
坦
狂
甲
五
0
閲
摂
各
器
を
＾
木
箱
又
は
木

帝

―

れ

密

栓

又

は

密

柑

に

入

岱

過

ta,
｀

五
0
け
す
る
か
若
は
固
に
完
全
に

-

郡
1

警
｀
・
3
移
動
そ
う
に
は
腐
籍
の
う
ち
・
チ
署
目
的
物
に
適
の
聾
役
叉
は
五
千
回
以
下
の
削
金
に
臨
す
る
。
但
し
情
欣
に
第
一

'

_

ロ

す

る

も

の

一

箇

以

上

を

備

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

よ

り

懲

役

及

び

雙

嘉

漿

’

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

位

塩

ユ

ー

完

全

に

防

視

区

鼓

街

白

を

充

町
託
炉
疇
炉
肌
i
l
i
l
喝
、
取
扱
場
に
は
各
室
毎
に
一
以
―
ー
ニ
鱈
汀
彗
鱈
這
註
翡
：
及
び
—

-
a
9

ぢ
い
乙
・
一
、
0
1
0誓直
昌

ー
ニ
頂
の
版
袋
を
命
渇
製
の
宕

t=

上
の
ィ
燃
性
柄
を
布
す
る
甜
口
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
十
九
條
の
規
定
に
違
反
し
た
者
。

入
れ
る
こ
と
が
＿
器
で
尺
水
な

．
 

ご

（

火

災

n勁
梵
知
JI以
JYtlll)

三

、

祁

十

七

條

の

規

定

に

述

反

し

、

防

火

箕

任

｀

者

を

定

め

な

一

ー

111
来
る
。

nし
も
の
は
絞
衝

e

第

一

＿

＿

十

九

條

指

定

数

派

の

十

倍

以

上

の

危

低

物

を

貯

蔽

す

る

か

っ

た

者

。

硝

咬

塩

知

乙

一

一

、

0
0
0
洲
昭
性
の
も
の
一
わ
と
行
略
す

比
餃
ル
3

出
T
こ
組
。
一

i
・

貯
淑
所
に
あ
っ
て
は
火
災
没
生

n勁
的
に
梵
却
し
得
る
器
lU

四

、

第

三

十

五

條

、

苫

一

十

六

條

及

び

笹

二

十

七

條

第

一

項

孤

芸

念

防

塾

る

こ

と

が

川

と

一

-inmr 

亙
閃
各
苓

.
l
aをな
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
貯
荻
所
り
を
二
時
間
以
の
規
・

9心
に
よ
る
消
防
設
備
を
怠
つ
た
布
。
＇
一
ー
ー
ー
ー
一
ー

[
|
i
.—
_

．

祁

d

i

は
れ
の

W
茄に一

t
_
-
g如
に
巡
礼
す
る
哭
＂
は
こ
れ
を

tti郎
す
る
こ
と
が
で
さ
る
五
、
祁
四
十
二
條
第
三
項
及
び
第
四
十
三
條
の
命
令
に
従
ゎ
一

函

り

ん

叩

・

ニ
0
人
れ
ホ
名
ImL
-

函

（

小

翡

扱

均

の

泊

防

波

伽

）

な

か

っ

盆

゜

一盈
位
＾
晶
岱

l
”
~と

二
―

tt
ヤ
る
こ
と
一

ば
腐
十
依
小
梵
取
扱
場
に
は
厄
絵
物
の
＂
間
に
よ
つ
て
布
四
第
四
十
六
條
左
の
各
馳
の
一
に
該
裳
す
ろ
抒
は

l

-

i

千
皿
以
下

―

―

.• ＊
 JI
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I
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印
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M
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ん

ご

竺

五

0

芥
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•
9

贔
骨
的
に
球
す
る
も
の
一
節
以
上
を
俯
え
な
け
の
制
金
に
応
す
る
。
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エ
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ら

K
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郎
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言

腐

|

五

條

視

穀

屑

盟

菜

、

泊

火

及

び

放

射

の

設

二

、

皐

七

條

の

hfilu店
っ

た

芍

＇ 

ニ”

且

窃

器

翡
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に

閉

る

も
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で

な

＂
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k
ら
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十
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一
[
[
？
置
い
罰

□
｀
は
伽
冨
□9
[〗臼
門
〗
[
[
胄
｀
止
冒

□

〗
二
〗
[
:
[
0
[

〗
/
」
冒
〗
[
[
[
[
[
[
[
〗
昌
〗
〗
[

、
一
、
間
口
五
メ
ー
ト
ル
以
上
奥
行
八
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
一
、
壁
、
床
及
び
天
井
を
耐
火
楷
造
を
す
る
こ
と
。
一
乃
至
（
リ
）
内
の
各
稲
別
」
の
内
主
要
目
的
物
に
適
す
る
箪
侃

二
、
間
口
は
ニ
メ
ー
ト
ル
以
上
奥
行
ー
ー
ー
メ
ー
ト
ル
以
上
天
井
―
喜
合
計
が
前
記
附
位
数
の
合
計
以
上
と
な
る
一
秤
以
上
の

こ
と
。

の
高
さ
ニ
・
ー
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
但
し
映
砲
も
の
を
併
せ
設
樅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
ニ
、
建
築
物
の
一
部
を
給
油
場
に
使
用
す
る
と
き
は
そ
の
部

機
を
二
台
以
上
据
え
付
け
る
場
↑
n
に
は
一
，
f

口
を
加
え
る
毎
箪
位
と
は
建
築
物
に
て
は
鐵
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
廷
百
平

．
分
及
び
給
油
場
府
の
建
築
物
は
耐
火
構
造
叉
は
準
耐
火
梼

蘭
ロ
ー
メ
ー
ト
ル
以
上
を
培
す
こ
と
p

方
メ
ー
ト
ル
叉
は
そ
の
端
数
毎
を
各
一
箪
位
危
胎
物
に
て
は

造
と
す
る
こ
と
。

I

―
-
、
出
入
口
ぱ
幅
六
十
セ
ン
ト
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
・
七
メ
指
定
敬
＂i

北
の
十
倍
又
は
そ
の
端
敷
毎
を
各
一
箪
位
と
す
る
。

・
三
、
給
油
場
に
は
地
下
そ
う
附
周
の
給
油
設
備
（
ス
タ
ン

第
一
種
と
は
ポ
ン
プ
そ
の
他
移
動
放
水
可
能
で
筒
先
躯
力
諒

・
ド
）
を
施
し
防
火
上
安
全
な
方
法
を
と
る
こ
と
。
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

四
、
出
入
口
に
は
外
開
き
の
防
火
戸
ど
備
え
る
こ
と
。
百
平
方
イ
ン
チ
ニ
十
西
ポ
ン
ド
以
上
毎
分
二
十
茸
ガ
ロ
ン
以

（
貯
蔵
所
の
塀
の
設
骰
）

第
三
十
二
條
貯
蔵
所
の
敷
地
の
周
園
に
は
不
燃
材
料
で
高
さ
互
、
不
燃
性
の
材
料
で
つ
く
つ
た
映
砲
機
用
誓
筒
及
び
室
上
を
放
水
す
る
も
の
を
い

A

ー
ロ
に
つ
い
て
百
訊
位
と
み
な

す
。
但
し
二
十
分
間
以
上
放
水
し
得
ろ
水
源
を
設
け
る
こ
と

ニ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
塀
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
内
換
氣
筒
を
設
け
こ
れ
を
外
氣
に
頷
く
こ
と
。
．

六
、
不
燃
性
の
材
料
で
作
り
叉
は
被
覆
し
た
フ
ィ
ル
ム
の
格
第
二
種
と
は
放
射
腿
力
毎
平
方
イ
ン
チ
互
ポ
ン
ド
以
上
放
射

貯
蔽
所
と
敷
地
境
界
線
と
の
距
離
茸
メ
ー
下
ル
未
満
の
と
き

蓋
分
十
ニ
ガ
ロ
ン
以
上
の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
（
散
ホ
器
活
．

は
そ
の
而
す
る
部
分
は
貯
蔵
所
秤
高
よ
り
ニ
メ
ー
・
ト
ル
以
上
納
庫
を
設
け
る
こ
と
。

七
、
映
邸
室
に
近
接
し
て
面
積
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
映
い
A

床
面
積
名
六
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
ヘ
ッ
ド
一
個
以
上

と
す
る
こ
と
。

を
設
け
贔
合
は
そ
の
部
分
の
建
築
物
及
び
そ
れ
に
牧
納
姿

（

貯

蔵

所

の

保

有

距

離

）

砲

技

術

室

を

設

け

る

こ

と

。八
、
映
竪
詈
の
他
の
開
口
部
は
火
災
の
際
同
時
に
自
勁
閉
れ
る
危
捺
物
に
熊
E

す
る
箪
位
数
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き

第
三
十
三
條
地
下
そ
う
以
外
の
貯
蔽
所
は
そ
の
外
辟
~
よ

b

左

鎖
の
で
き
る
フ
エ
ー
ズ
利
用
の
防
火
戸
を
設
け
且
つ
映
寓
る
。
但

u別
表
危
険
物
の
第
三
類
、
第
四
類
及
び
第
六
類
の

の
距
離
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、

，
機
叉
は
出
入
口
附
近
よ

b
手

動

式

に

こ

れ

を

操

作

す

る

こ

貯

蔵

所

に

は

設

け

て

は

な

ら

な

い

。

ヽ

一
、
紳
社
、
佛
園
、
梨
校
、
病
院
、
剌
場
そ
の
他
多
衆
を
牧

第
三
種
と
は
消
火
泡
、
消
火
液
叉
は
不
燃
ガ
ス
（
以
下
消
火

容
す
る
建
築
物
施
設
、
常
時
火
を
取
扱
う
取
扱
う
工
場
及
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

乳
悶
、
鐵
道
慇
慶
は
公
園
よ
り
百
米
以
上
。
九
、
映
窮
室
に
設
置
す
る
電
氣
機
器
は
温
度
過
昇
に
封
し
適
薬
と
い
う
）
二
十
茸
ガ
ロ
ン
以
上
の
移
勁
式
の
大
型
消
火
器

二
、
國
道
、
縣
道
、
市
道
及
び
inlj
琥
以
外
の
一
般
建
築
施
設
常
な
設
備
を
施
し
危
険
な
際
は
即
時
各
極
を
同
時
に
遮
断
を
い
A

一
箇
に
つ
い
で
百
凱
位
と
み
な
す
。

い
し
且
つ
遮
断
の
際
は
外
部
に
火
花
を
獲
し
な
い
構
造
の
開
第
囮
種
と
は
別
表
の
通
り
と
す
ろ
。
別
表
危
瞼
物
の
第
三
類

．

よ
り
二
十
米
以
上
。

第
四
類
及
び
第
六
類
の
貯
蔵
所
に
は
第
一
稲
叉
は
第
三
種
を

三
、
地
下
そ
う
以
外
の
指
定
敬
避
の
十
倍
未
満
を
貯
蔵
し
叉
閉
器
を
設
備
す
る
こ
と
。

設
け
な
い
と
き
は
第
囮
雙
―
-
）
乃
至
（
リ
）
を
脈
英
数
癌
の
一

は

取

扱

う

貯

蔵

そ

う

は

そ

の

上

部

及

び

左

右

よ

り

ニ

メ

ー

第

宜

章

消

防

設

備

ヽヽヽ

‘,I`・し1
'

J

ィ
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ヽ
瑾

ト

リ

ウ

予

＿

噌

9̀
g[

尺い―
l
―

ふ

lliiは
こ
れ
を
オ

三
過
酸
化
物
甲
一
五
〇
潟
製
の
容
器
に
箱
又
は
木
樽

，
 

・
カ
ー
パ
イ
ト
乙
一
―
―
1
0
0
,入
れ
密
栓
又
は
に
入
れ
周
固

密
封
す
る
こ
と

，
 

に
緩
街
物
を

リ

ン

化

石

灰

乙

一

三

0
0

t
i
 

19,
 

充
墳
す
る
こ

硝
子
製
金
厖
又

類
・
金
隔
粉
一
乙
一
塁
。
―
心
店
疇
釦
謡

函
を
す
る
こ
と
と

,

9
 

＿
石
の
他
俵
入
り

生

石

灰

＿

乙

一

五

0
0
:
と
す
る
こ
と
が

/

」
出
来
る
．

1
1
,

＇,
＇
,99
 

,1．

ー＇

,
＇ー，

9

1,＇;
1,'9.

，‘

立
又
は
荘

五
IO

.

=

1

テ

ル

甲
，
 

二
硫
化
炭
索

甲

五

〇

第

l

,
｀

n

ロ
ジ
＞
ン
甲

｀

五
0

`

v
'
|
l

‘

ー
—
ー
ー
ー
硝
子
製
陶
器
製

．

竺

稲

石

油

甲

一

0
0999,9

 

ナ

フ

サ

甲

一

0
0
又
は
金
厖
製
の

ソ
ル
ベ
ン
ト

.

,99 

ペ

ン

ゾ

ー

ル

甲

一

0
0

.

l
l
_
|

|

—

容
器
に
入
れ
密
硝
子
製
又
は

ア
セ
ト
ン

"

1

0

0

．

陶

器

製
容
器

▲
 

9

-

甲

二

0
0
栓
又
は
密
封
す

メ
チ
ル
．

I-チ
ト
ン

は
木
箱
木
祖

ル
ケ

'
~
,~ 

甲

二

0
0

アル

n....
ル

、

る
但
し
常
温
で
若
L
く
は
木

四
澳
ー
|

|
|
i
|
l

枠
に
牧
め
周

甲

二

0
0

陥
酸
ニ
ス
テ

二
0
0
固
体
の
も
の
は

9

ル
類
．

I

ト
ル
オ
ー
ル
甲

回
に
緩
衝
物

』

-

＇

キ

シ

ロ

ー

ル

甲

二

0
0

|

．

木
製
容
器
に
入
を
充
坑
す
る

第

二

種

石

油

用

―

!
0
0

慟日
[
I
二

010-れ
盗
を
す
る
こ

樟

脚

油

甲

二

0
0

-

ー
ー！

と
が
出
来
る

,

.
 松

根

洞

甲

二

0
0

.

|

l

_

|

|

-

乙

l
;
0
0
0

類
ク
レ
オ
ソ
ー

卜
油

~
 

第
一
ー
一
種
石
油
乙
二
、

0
0
0

ー

ー

一

ク

ー

↓

類

乙

二

、

0
0
0

?
'
）
（
口
）
は
水
又
は
不
洗
液
建
築
物
は
危
険
物
を
牧
納
し
な
い

建
築
物
設
趾
数
の
端
数
は
こ
れ
を
切
上
る
も
の
と
す
る
・

に
h

甘
~
屑

~
t
f
t

じ

i
t
t
g
.

，戻

喜
員

喜

吼
・
屑
蘭
凰
暑
月
靡
褐
胃
＇

l
|
~
'

息
＇
塁
ー
ー

ャ

只
‘

繋
忍
．
＂
，
＇
〗
迄

．ロ

＼
 

ノ"
,

虎
｀

森
’',、

L

第
一
條
及
び
第
二
條
に
定
め
る
も
の

-i 

一
、チ□
□い
〗
冒
喜
一I

I
-
＂
ニ
ー
ニ
〗

[
[
P
J
i
1

請
又
は
引
火
性
物
件
の
貯
蔵
販
賓
及
び
〗
旦
且
且
築
物
及
び
施
設

一

ー

ニ

―

ニ

―

0

車

庫

、

焚

業

倉

庫

第

九

條

前

條

の

場

所

に

は

別

に

定

め

る

も

の

ヽ

外

消

火

器

そ

重
咄
入

i

．．

．リ
一
乾
燥
悧
火
粉
末
20
ポ
ン
ド

0
.
2
5

:
:
:
:
:
:
f
l
"
f
l
|

—
第
二
章
火
を
使
用
す
る
設
備
及
び
器
具
の
他
消
防
の
用
に
供
す
る
機
械
器
具
及
び
消
防
用
水
（
以
下

第
三
條
法
第
九
條
の
規
定
に
よ
る
、
か
ま
ざ
及
び
風
呂
場
は
消
火
設
備
と
い
う
）
を
別
表
第
一
に
よ
り
備
え
な
け
れ
ば
な

左

の

制

限

に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

ら

な

い

。

L

危
険
の
虞
れ
あ
る
物
件
の
近
傍
を
避
け
且
つ
な
る
べ
く
第
十
條
第
八
條
第
一
跳
及
び
第
二
就
に
掲
げ
る
場
所
に
は
二

通

路

に

面

し

た

箇

所

に

設

置

す

る

こ

と

階

以

上

の

要

所

に

左

の

避

難

器

具

を

設

備

し

な

け

れ

ば

な

ら

2

地

盤

は

不

燃

質

物

を

以

で

幕

築

し

火

器

に

直

接

接

隣

す

な

い

。

レ

第
ー
[
〗
〗
[

□
9ロ
ロ
ロ
〗
〗
〗
三
喜
〗

□

敬
は
六
百
平
方
米
と
み
な
す
。

2

木
材
？
ご
の
他
燃
質
物
と
五
寸
以
上
の
距
離
を
保
つ
こ
と

第
十
一
條
消
防
設
備
及
び
避
雑
器
具
叉
は
こ
れ
等
を
格
納
す

但
し
屋
根
を
直
通
す
る
部
分
は
二
寸
以
上
と
す
る
こ
と

る
楊
所
、
箱
袋
等
の
外
部
に
は
赤
色
の
地
に
名
稲
を
白
牲
し

＆
接
絞
部
は
不
燃
竹
物
を
以
て
園
む
こ
と

且
つ
簡
明
な
使
用
法
を
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

+
．
屋
根
上
に
突
出
す
る
部
分
は
二
尺
以
上
と
す
る
こ
と

璽
條
法
第
九
條
の
規
定
に
よ
る
、
こ
ん
ろ
、
こ
た
っ
、
だ
第
十
二
條
消
防
設
備
召
塩
難
器
具
は
常
に
有
効
且
っ
腐

に
保
特
せ
ら
れ
直
も
に
使
用
し
得
る
欣
態
に
お
か
な
け
れ
ば

ん
ろ
の
類
（
以
下
火
器
と
い
う
）
を
使
用
す
る
も
の
は
左
の

な
ら
な
い
。

制
眼
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
條
泊
防
此
又
は
消
防
署
怯
ぱ
消
防
設
伽
叉
は
避
難
器

そ
の
他
の
可
燃
物
か
ら
二
尺
以
上
の
距
臨

1

級
恨
即
子
、

一
共
に
つ
い
て
一
ニ
ヶ
月
に
4

回
以
上
桧
在
と
し
又
は
さ
せ
る
こ

を
保
つ
こ
と

2

粒
そ
の
他
の
可
燃
物
の
上
に
直
接
訟
か
な
い
こ
と
一

と
が
川
来
る
。

は
池
防
牧
怯
は
消
防
設
錨
及
び
避
難
器

一
第
十
四
條
泊
防
怯
又

c
5

火
器
を
使
用
す
る
と
さ
は
営
に
防
火
上
の
注
謡
を
怠
ら

な
い
こ
と

う
と
す
る
と
さ
は
一
共
の
絃
笈
笠
臆
＿
9

る
場
所
芳
し
く
は
方
法
を
指
定
す
る

、
但
し
霞
気
を
熱
源
と
こ
と
が
で
さ
る
。

+
．
火
器
の
使
用
を
終
り
又
は

rlI止
し
よ

熱
源
を
完
全
に
取
り
除
く
こ
と

す
る
器
共
9
9

そ
の
霜
源
＊
ご
完
全
に
切
距
す
る
こ
と
一
窃
十
在
保
消
防
快
叉
ぱ
消
防
坦
孔
は
第
八
條
に
定
め
る
も
の

竪

ハ

條

す

ぺ

て

火

を

使

川

す

る

設

雙

醤

共

は

火

災

役

防

一

、

盟

各

闘

の

欣

況

に

よ

り

消

防

占

巌

が

な

い

と

認

鷹

腐

れ

が

あ

る

、

物

件

の

近

傍

に

陪

伽

し

又

ぱ

使

用

＿

麿

と

さ

は

冷

九

羹

篇

嵐

の

規

定

に

か

＞

わ

ら

虚

消

し

て

は

な

ら

な

い

。

す

べ

て

火

を

使

川

す

る

政

雙

品

几

一

塁

雙

店

薙

器

共

の

屡

緊

る

こ

と

が

で

き

る

。

．

且
損
い
誌
闘
謬
詞
昇
聾
認
:.u以

i

昇
屁
謬
蹟
戸
聾
闘
麟
鱈
蒻
直
一

て
取
扱
b
な
け
れ
危
ら
な
い
。

一

も
の
で
あ
っ
―

bllつ
そ
の
松
出
を
紅
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

翌

冦

泊

火

設

佃

ら

に

い

。

但

し

こ

の

條

例

蒻

2

の
際
既
に
存
股
し
て
あ
り
又

―

は
設
陪
ょ
う
卜
ふ
る
も
の
は
泊
防
必
又
は
泊
防
堺
必
が
布

祁
八
條
法
第
者
の
規
定
に
よ
る
紐
築
物
そ
の
他
の
エ
作

一

物
は
左
の
各
駁
に
批
げ
る
も
の
と
す
る
．

,9ー'
,',＇,＇．＇,．,¥＇¥
,','9,
11

0
廣
島
市
條
例
第
五
十
競

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
廣
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／
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熙
盈
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す
る
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館
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テ
ル
宿
泊
所
ア
バ
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寄

術

令

及

び
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の

類
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得
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す

る

か
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れ
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考て
石
油
と
は
原
油
原
油
の
油
及
び
分
解
製
品
並
に
天
燃
ガ
ス
の

分
離
製
品
で
常
涅
で
液
朕
を
な
す
も
の
と
い
う
。
（
頁
岩
油
＂

石
炭
液
化
油
「
ク
ー
ル
類
」
の
分
涸
油
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

，
油
類
を
含
む
）

「
ア
ー
ベ
ル
。
ヘ
ン
ス
キ
ー
」
又
は
「
ペ
ン
ス
キ
ー
マ
ル
テ
ン
ス
」

引
火
黙
測
定
器
を
用
ひ
て
七
六
0
粍
の

無
限
に
於
て
引
火
貼
が

埒
氏
二
十
一
度
未
滴
の
も
の
を
第
一

種
石
油
●
ニ
ャ
一
度
以
上

七
十
度
未
滴
の
も
S
を
第
二
種
石
油
"
七
十
度
以
上
の
も
の
を

第
三
菰
石
油
と
い
う
0

•• 

二
、
「
七
ル
ロ
イ
ド
類
」
．は
「
セ
ル
ロ
イ
ド
」
素
地
＂
屑
及
び
「

フ
ィ
ル
ム
」
を
云
ふ
。
そ
の
他
の
加
ヱ
品
―
と
合
む
。

三
＂
「
ア
ル
コ
ー
ル
」
類
に
は
「
メ
タ
ノ
ー
ル
」
「
プ
ク
ノ
ー
ル

」
及
び
褻
性
ア
ル
n

ー
ル
を
含
む
c

四
＂
「
マ
グ
ネ
シ

ウ
ム
」
粉
に
は
嵩
餌
撮
彩
そ
の
他
の
用
に
供
す

る
閃
光
粉
を
含
む
。

哭
「
ア
ル

n

ー
ル
」
又
は
「
ベ
ン
ゾ
ー
ル
」
を
主
剤
と
し
た
塗

料
稀
秤
婿
は
「
ア
ル
n

ー
ル
」
又
は
「
ベ
ン
・
ゾ
ー
ル
」
と
見
倣

す。 酋
植
物
油
脂
了
一
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0
0
0
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鉛
板
張
の
有
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・
グ
ラ
ム
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；
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す
る
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．
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器
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．ノ
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木
製
に
入
れ
た
る

リ
ッ
ト

容
器
又
は
籠
に
も
の
を
木
箱

四
〇

第
―
登
短
硫
酸
甲

納
め
る
か
若
し
木
祖
苦
し
く

く
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射
酸
性
金
は
木
枠
に
牧
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ぽ
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れ
め
周
園
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密
栓
又
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密
封
街
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碩

疲

短

硝

酸

甲

四

〇

＿

す

る

一

す

る

こ

と

類
一

・ ‘’ 

＇ 
卜

炭

* I. =- I.,,、 口 ＇ ィ ・1： 一泡 廊咬・両戸町7k 突1適戸iそ携

辰 I
椿炭同バ水 i
I 殴ケ，

の帯

搾霧 | ..tt 力・ ッパ， 他式

; I ~ I : : IJ曹l|ン； 書五ヶ！は閃入右付 1 
ス 索式は 沫 ＇ 水式右 逹！ 右 1フ゜ッツッツ 1

別器

15.＇7 19し14| 3 
•一••- -

l 3 1 % I % 5 | 2 弘、1 }i 埠 ； ＂i I 1 2・柑 1如 5 ‘ 2 怜 ， 2 % 試 25言
は又は父 、ぷ ！ポ カ・ ヵ・ ヵ• Iヵ・ ガ＇カ・ ！は又ヵ．！ ガ ガ カ・ ：は又！ ヵ・ ＇［ 力．●|力• |カ・ ヵ・ヵ． ！ 重容

卜ぞ°柑1卜均ン 1ンロロロ！ロロロ i↓匁．ロ ロ！ロロ!:t.l口．！ ロロロロロ 批

ン‘ン！ド！ドンンンン
，、 ！． ， 又~!~:~!ii~-—三ン1ン ： 口三l之•一そL•ーロー 1 ーンーロ言―ZIンンン」 退は旦亨i急旦§：只叫g!！[ I 〗門鳳！゜50.5 1- l °:1J•一1 - I-0.5!15 !すi『月

• -- - --- - - - -
,, I II ---, I/ ! // I'",, I // I,,_ I,, -, i! I I/ I,, I,, 

9/ 9/ ！適I適l適適直い＿第又＾

ー・ ヽ

9/ |9/ !9/ 19/“I'9 |II )”-し-I__＿1 | ＿ _| l’--
- - - | ＿ ー」 一二適［適直ー：下訂蓬類二第は別主

二 lL」にl_＇仁二 I□1二二，9|II |ュ-―ユ，！ ！ ー」ニ -[-—-- •-·- ---
l l l_J二バ塁悶要

l I ・1 I 類六四第 項
狐

l l l | 1. 1 1 1 ,1 | lI I ユi‘i 適 I適 I適適 I適 I適 ，類五第
/9 |＇’I !II,1 9/1,91,1|,r l |― l l” ,― l I I二丁―ー亡芦匹雫ご
1 |”L” I I_1 7 戸 ，II 9／戸「戸 i,／1,/．適＿i適l適旦いこ

酸

四 廊

塩

'

-
_
11,＇1
‘,' 

●一●＿

1-●●―一●――
．．
 

,

9
9
'

ヽ

化 搾

．

．
 

會
‘

」

ガ
炭

＿直
4
.
 

鳥
•
I．
 

x
 

．， 

9グ・
；： 

’’号
災

・一翡、9
..-----五=--=•----——·=し年公匹ー→-噸·:- -

.,.. 

山'懸起———点即＇咄J..五- •· • --、_ -r .--～•一----ー・｀• ノ・ • ーっ 、．．ン、 '”499 』9 ． 鳳り90•·`r . 9ー・"」し丑C=---•-••---••—--- •- ~ nn l l―,．→r 9r r-rr 9,`“L一直 • n r T -— 雪 —-- --o....., 

1

1
.,9,
．̀
書
l

ヽ
’
ー、



行褻日一一千か五―玉示―面玩―--- -． 言斎==―---

賣

、―9

ト‘
ヽ
クヽ／・

JL .... 

砂

ト

、

r
g
r
i
1ー
＾

g-ー一ー
'r
易

．

’

．

．
I

l
i
11

効
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
に
限
り
な
お
賞
分
の
間
は
國
家
消
違
反
し
た
も
の
並
に
第
十
四
條
の
指
定
に
従
わ
な
い
も
の
は

．
防
廂
の
桧
定
を
経
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
．
二
千
回
以
下
の
罰
金
に
虚
す
る
。

第

四

潅

罰

則

．

附

則

第
九
條
乃
至
第
十
二
條
及
び
第
十
六
條
の
規
定
に
こ
の
條
例
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

備
考
消
防
設
備
は
以
上
＿
＿
＿
稲
の
中
一
稲
以
上
に
つ
き
設
け
る
も
の
と
す
る
。

〇

廣

島

市

條

例

第

五

十

二

維

第

一

條

第

一

項

第

一

琥

、

第

二

銚

、

第

五

琥

及

び

第

三

項

の

中

廣
島
市
議
會
の
議
決
を
経
て
廣
島
市
常
設
家
畜
市
場
使
用
料
條
「
三
十
回
」
を
「
百
囲
」
に
、
「
宜
十
回
」
を
「
百
五
十
回

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

」

に

、

「

二

十

回

」

を

「

七

十

囮

」

に

、

「

十

回

」

を

「

ニ

昭

和

二

十

三

年

十

月

四

日

十

囲

」

に

、

「

充

回

」

を

「

十

回

」

に

、

「

二

十

回

」

を

「

廣
島
市
長
演
井
信
三

•四
十
回
」
に
、
「
十
五
回
」
を
「
三
＊
回
」
に
改
め
る
。

厳
島
市
常
設
家
畜
市
場
使
用
料
條
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
第
一
條
第
一
項
第
三
琥
を
次
の
通
り
改
め
・ろ。

正

す

る

。
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を
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叉
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せ
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一
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維
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巖
島
市
退
職
手
賞
支
給
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

昭

和

二

十

三

年

九

月

一

日

'

.

斑

島

市

長

演

井

信

三

第
十
條
の
次
に
左
の
一
條
を
加
え
る
。

第
十
一
械
勤
緻
六
箇
月
以
上
（
勤
辣
日
数
が
六
箇
月
に
満
た

な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
退
職
の
日
以
前
一
年
間
の
勤
謗

日
数
が
通
罪
し
て
六
箇
月
以
上
）
で
退
職
し
た
職
員
の
受
け
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翌
，二
＂、

・

る

退

戦

手

賞

が

そ

の

他

の

退

職

に

つ

い

て

の

賭

給

典

と

合

計

識

務

を

代

理

す

る

．

下

水

班

・心

、
し
で
も
、
な
お
失
業
保
険
法
に
定
め
る
失
業
保
院
金
に
満
た
隊
員
は
上
司
の
指
揮
を
受
け
隊
務
に
従
事
す
る
。
ー
一
、
下
水
道
に
闘
す
る
こ
と

，．．，9

．
な
い
と
き
は
、
同
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
b
‘
•
そ
の
差
額
第
阻
條
隊
に
設
趾
す
る
部
、
班
の
名
稲
並
び
に
事
瀦
分
掌
は
建
築
班

。

4

・

を

支

給

す

る

。

．

．

．

左

の

通

り

と

す

る

．

一

、

建

築

に

閥

す

る

こ

と

・

ぃ
←

”
.
—
附
則
、
．
総
務
部
イ
＿
土
木
班

一
土
木
工
事
に
開
す
る
こ
ど

I

.

凡

□こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
涸
用
す
総
務
班

一、
＇
各
部
の
綜
合
蓮
絡
統
制
に
開
す
る
こ
と
．
前
項
の
各
班
長
は
班
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
係
を
設
け
る
こ

．

る

一

、

報

導

宜

側

に

関

す

る

こ

と

と

が

で

き

る

．
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、

隊

庶

務

に

開

す

る

こ

と

第

五

條

こ

の

規

則

に

定

め

る

も

の

A

外
隊
の
運
螢
に
必
要
な

S

・
い
，
廣
島
市
災
庫
救
助
隊
規
則
を
次
の
通

b
定
め
る

・

経

理

班

．

事
項
は
細
則
で
定
め
る
。
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日
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、
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編

成

及

び

會

計

に

閥

す

る

こ

と

｀

附

月

愚
島
市
長
演
井
信
三
一
、
縣
よ
り
支
給
を
受
け
る
べ
き
金
の
取
扱
に
関
す
る
こ
氾
こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
ー
―
―
患
九
月
十
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る

-
l
[
[

〗O
J〗

胃
｀
°
[
月
〗
[
[
[
〗
[
[
（
口

eこ
と
〗
口
胄
冑

[
/
9
ロ

一
，
交
通
機
闘
と
の
述
絲
に
開
す
る
こ
と

一

、

交

通

蕗

理

に

関

す

る

こ

と

三

、

轄

入

轄

出

に

脚

す

る

甜

証

明

班

長

若

干

名

消

防

部

l

第
四
或
以
下
の
各
魏
を
順
次
繰
り
上
げ
る
‘

副

班

是

若

干

名

殴

員

若

干

名

、

．、

一

、

消

防

叫

員

の

召

梨

に

関

す

る

こ

と

．

附

則

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
一
れ
を
施
行
す
る

懇
是
は
市
是
副
踪
炎
は
助
役
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
：
一
、
消
防
に
闘
す
る
こ
と

|＇
．,
 

一
、
救
殴
に
開
す
る
こ
と

・

衛

生

部

嶋

〇
炭
島
市
規
則
第
三
十
五
競

諒
付
は
市
令
脳
係
及
び
脚
係
各
圃
休
長
節
の
中
か
ら
市
長
が

租

舷

班

炭

島

市

泄

閲

施

設

使

用

料

條

例

施

行

細

則

の

一

部

を

次

の

よ

う

“
れ
を
委
閑
す
る

一
、
負

its者
の

措

匠

に

す

る

こ

と

に

改

正

す

る

部
長
は
市
局
必
の
中
か
ら
斑
長
及
び
副
班
長
は
市
課
是
、
署

防

疫

班

昭

和

ー

」

＋

l

-

平
九
月
十
日

長
及
び
闘
係
圏
体
の
役
員
の
中
か
ら
市
是
が
こ
れ
と
任
命
叉

腕

島

市

必

泊

井

信

―

―

―

は

委

閑

す

る

。

一

、

椛

災

地

の

防

疫

に

闘

す

る

こ

と

第
一
條
第
一
絨
中
「
金
十
五
錢
」
を
「
金
五
十
錢
」
に
改
め
る

豆
tlけ
市
殿
且
及
び
関
係
園
休
貝
の
中
か
ら
市
必
が
任
命
又
一
、
死
体
虞
理
に
関
す
る
こ
と

則

は

委

邸

す

る

。

粗

沼

部

"・
 

こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
三
年
五
月
一
日
か
ら
こ
れ
ど
適
用
す
る

第

三

條

踪

必

は

踪

を

総

理

す

る

。

配

給

班

I
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副
珠
必
は
稼
是
を
補
佐
し
稼
妥
に
出
故
が
あ
る
と
き
は
踪
長
一
、
故
助
物
吹
に
闘
す
る
こ
と

〇
廣
島
市
規
則
第
一
＿
＿
ま
＾
競

の
定
め
る
順
序
に
よ
り
そ
の
殿
粒
を
代
理
す
る
d

．

咎

設

班

贋

及

び

班

必

は

所

屁

且

と

指

揮

監

骨

し

部

務

及

び

班

窃

と

一

、

拙

災

困

窮

埒

救

殿

に

関

す

こ

と

廣

島

市

泊

防

本

部

設

凶

説

則

ど

次

の

よ

う

に

定

め

る

・

技

術

部

昭

和

二

十

l

＿

平

九

月

十

日

，

掌
る

部
必
に
事
故
が
あ
る
と
さ
は
班
天
が
そ
の
脱
秘
と
代
珊
す
る
水
道
班

ヽ

，

廣

島

市

長

‘

積

井

侑

．
l

-

i

附
班
長
は
班
品
を
袖
佐
9
班
必
に
ホ
故
が
あ
る
と
さ
は
そ
の
一
、
上
水
道
に
闘
す
る
こ
と
、

．

、

炭
島
市
梢
防
本
部
設
糾
規
則
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附

則

こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る

病

寄 羊 豚 馬
戟

牛 牛

四 百

五

百 ・+

闘 闘

百

五

十

岡 百

闘

百

五

十

闘
百

闘

蓄

別

1

,

'
L
 

... “
 

＇ 

ィ

、

痰

留

肉
用
牛
馬

肉
用
羊
豚

ロ

、

宿

泊

．
砂
肉
用
そ
の
他
の
牛
馬
羊
豚
一
頭
一
夜
に
つ
き
金
二
十
回

附

則

こ
の
條
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

',.,＇
,99,',‘ 

〇
廣
島
市
條
例
第
五
十
二
競

廣
島
市
議
合
の
議
決
を
維
て
廣
烏
市
培
場
使
用
料
條
例
の
]
部

を
次
の
通
り
改
正
す
る

昭
和
二
十
三
年
十
月
六
日
・

一

廣

島

市

是

濱

井

信

―

―

―

’

廣
島
市
屠
場
使
用
料
條
例
の
一
部
q

ピ
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
條
本
市
屠
場
の
使
用
者
か
ら
、
次
の
哀
分
に
よ
り
使
用

将
を
徴
牧
す
る
。屎

揚
使
用
料
（
一
頭
に
つ
者
）

一
頭
一
日
に
つ
き

一
頭
一
日
に
つ
き
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金
二
十
回

金
十
回
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金
千
七
百
九
拾
八
萬
六
千
八
百
拾
武
闘

金
参
千
四
拾
五
萬
八
千
四
百
参
拾
武
闘

金
四
百
四
拾
九
萬
九
千
六
百
九
拾
六
闘

t
 

I,:s 
J
 

{• 中ート

+
―
―
-
｀
雑
支
出

十
七
~
平
f
n氾
念

公
園
我

・

十

八

、

貸

付

金

金

成

拾

萬

闘

，

歳

山

合

計

金

四

低

四

千

六

百

七

拾

五

萬

千

百

武

お

四

仰

歳

入

出

差

引

茂

金

な

し

'

]
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〇
廣
島
市
告
示
甲
第
四
十
一
競

本
月
三
月
市
謡
會
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
三
年
貶
廣
島
市
特

別
會
計
水
道
事
業
費
歳
入
出
豫
邸
追
加
更
正
の
要
領
は
左
の

通
り

但
じ
こ
の
豫
算
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日

．

廣

島

市

長

演

井

信

―

―

―

王

昭
和
二
十
三
年
度
究
島
市
特
別
合
計
水
道
事
業

牲
歳
入
出
豫
罫
追
加
更
正

'

.

9

．

歳

入

て
使
用
料
及
手
敗
料
金
参
千
四
百
五
拾
守
腐
七
千
八
百
五
拾
八
闘

一
、
使
用
料
金
参
千
四
百
参
拾
八
萬
六
千
五
百
参
拾
五
闘

二
~
手
数
料
金
拾
参
菰
千
参
百
戒
拾
参
闘

二
、
粉
水
H
事
牧
牧
入
金
百
参
拾
参
部
千
八
百
四
拾
五
闘

畜一
給
水
工
事
咲
金
百
参
拾
参
詔
千
八
百
四
十
五
四

牧
入

_＿
i

、

錐

牧

入

金

百

七

拾

五

腐

六

百

九

拾

五

仰

一
、
錐
牧
人
金
七
拾
在
萬
四
千
六
百
威
拾
八
回

二

、

孵

應

｛

及

罪

念

蕊

葵

千

六

拾

七

回

償
金

四

；

今

益

羹

財

所

令

吃

闘

牧
入

一
、
財
森
双
抽
代
金
金
守
闘

茨

楼

入

企

企

屯

雌

一"
t
i
人

企

金

守

仰

六

。

閲

庫

文

川

企

金

忠

W
況
窃
狐

一

、

袖

助

企

令

忠

w五
岱
闘

七

、

市

依

令

千

岳

＂

八

招

闘

一

、

市

偵

企

千

岳

＂

八

llSlnl

炊

入

介

計

令

五

千

翠

＂

七

拾

念

常

烈

"Uu

扱

ur

一

、

水

汎

費

令

五

千

t
i

祈
＂
六
拾

5

ハ
双
円
千

null

一
、
上
ホ
広

k
穴

令

千

九

W
九
拾
6
芯
寓
千

a可
九
折
収
闘

二、

m＊
支
行
用

忙
費

Y. 

~^f '  く、
~-

9.r 

rん

↓
 

．
 
．
 

• • 
．
 

••• 

．
 
．
 
．
 

‘
 ．
 
．
 

m
 

c
 ゚

ー

．
 
．
 

．
 
．
 
．
 

• 
"

廣

島

市

梢

防

局

長

＠

↑-↑
…
…
…
7
0
m
…
…
…
…
↓
 

；，ヽ—,9・囀戸f. ；芦-----～-―—--'--L•一．叩m• --r.-7‘r-＿―●-→ーサ`-•’”`｀べ．止·グ―正五•プ苓→---9ヤり-―ア ク—．丑·．＾ •. 

¢いも3

'•- •ぶ'’.::
'1 -／J 、.．‘頭足祠十年号デ和昭・・占．． ：プ繭• -，9' ．-．．市市-一冬噴震--可厨--云ニミ、9-:·---—-'．--ユダ

ヤ・応；::・.
.、．．、.-．•, ：.： -•—’-

し 'lす炭 0 島第るこ 席 第．．
第グ

る島廣 市 二 の な七す課を課六四三ニー消四三ニー行行五務次理胃局雪稲璽璽r・1
昭 市島．消條 規 事條る長指長條‘‘‘‘防‘‘‘‘政政條を長す條長條し條條 ｀ 
和超市防の則項 に揮は 消消火 7k課他職庶消課課代はる は．一廣／ •ー・炉．
二過規署豆 は附は前事監上課防防災火課員務防 消理局 局消局島消清 | 
十勤則内定廣 局各故督司 iこ技施統災 の の 経 職 消 防 す 長 長 防 に市防防
三務第 と|- 島 長條がすの課術設計防所数理員防局をを は長局役本組．］

閃鸞旱I!を腐 誓蒻 誓令魯唇繭繭贔翌唇喜繭腐 課具闊鷹旦塁屑胄喜・・―l'
月 支七 わ防則れめ と 受 骰 す 、 す す 闘 屈 線 す 退 の ー し のてびに廣に・ ・
十給競 ら條 を＇るき けくるるるすし,:る及 課局指こ次置島基・・・ • 
宜 規 す例定もはそこここるな闘こび を長揮れ長く市き ~1;
日，，則 営 般 めの所のとととこいすと身 J 置に監をを゜ 消本、．

分 ii:: る>管所 とこる分

[ : :［[ ：［［/［］//［：： ] ［ 

岳—ご；［：［／：弓］［［胃：lる i［入本：［ 
ピ墨：：：歳：：t：:『『臼臼崎罰し［！［璽[

り［言［［［『［［〗［

金
九
百
八
拾
登
萬
参
千
閥

． `  “ 

金
八
拾
八
萬
四
千
参
百
六
拾
五
闘

-. _`’ 一
d
 

i
 

i

、一一
[
 

[
 一

[E 

迎

一一
呻

-‘
 “

 
＇ 

-
面R
 

ビ―-＿・盟
i

咄ur. 
ぷ！
 

1
0
 

E
 

ず
39,' T

 

鼻出
ーベ髯

i
.
,．．；,, ．．
 
シ
ー

,:
l
t
,
;
；
：
；

`̀
hj 

！
ー
し
月
3-i
.
,

＇9,Tji-ut.s-．i.1,
．．
 
i
 

.•.. 

，じ

19り
1•. 

』

・'t9,‘k,4̀
i,．

F

.. i
J
1
,
＇
・
ー
：
，
．

ト
・
'
,
•

l/’
ー

tii'ts心
ittlー

1

杓
パ
と
’
欠

'
,
.
r
,
．

n
u

ー
—
-

.... ―
 

四
、
特
察
認
合
整

備
徴

四

冒

土

木

咬

て
維
持
修
紐
捜

二
｀
疇
醗
匹
噂

―
―
―
~
水
沓
復
典
費

五

、

数

育

．

我

．一、

IJ
學

校

我

二
、
中
學
校
我

―
―
―
畜
甜
等
咋
校
我

四
、
エ
築
尊
門
學

校
究

五

、

図

書

舘

痰

六

、

研

究

賭

衣

七
~
孤
兒
其
糊
放

．
百
哭

八
、
祉
合
放
育
我
金
七
拾
四
萬
六
百
闘

六
、
社
含
哨
拗
施
骰
我
金
七
千
九
百
七
萬
五
千
五
百
七
拾
闘

二
、
民
生
委
且
祖
金
拾
七
腐
七
千
八
百
六
拾
闘

務
所
我

三
、
隣
保
館
我
金
四
拾
九
蔀
参
千
九
百
拾
四
闘

四
、
保
炎
院
我
金
武
百
七
拾
六
菜
千
四
百
拾
四
闘

五
、
保
訂
所
収
金
咸
百
六
拾
参
萬
参
千
九
百
八
拾
或
闘

七
。
限
生
賭
孜
金
八
拾
八
蔀
九
千
八
百
九
拾
参
四

八

、

公

園

収

金

四

拾

九

萬

六

千

百

戒

拾

戒

回

九

、

塁

塁

事

〈

学

者

翡

唇

ハ

千

八

百

七

拾

五

闘

梁
我

+
‘
兒
窟
肌
祉
我
金
百
六
拾
六
常
四
百
九
拾
闘

十
一
、
社
令
芥
拗
企
蒋
六
拾
羹
七
千
｛
符
四
拾
闘

令
武
千
五
百
四
拾
容
祁
忠
ま
＾
百
八
拾
九
皿

施
孜
梵
冊
伐

七
｀
作
偲
桁
生
我

ふ
染
祁
源
防
牧
令
堕
晶
麿
八
千
岳
＂
七
拾
屯
即

合
拾
七
窟
九
千
八
｝
＂
八
拾
八
仰

一
弓

粕

μ

孜

防

代

四

、

翡

腐

届

含

隠

翠

登

栽

葱

回

六

五

命

和

費

会

谷

＂

器

閤
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6 I 
のに の こ は の 直せ‘税 絨し張項と住産すこてて典他會と害宵よ決 な府の 翠

、Pドよ許と‘設 を ら 坑 埒 にて は民叉るとは相え地ツさににりを い縣事 ：’ri.
:i 

に—行る可°個匠 加れ四の 留ぁ 異 ー は も ・ 。 保 互 ら 方 の れ 射 因 ‘ 維 旨の務 ：：杓
ょ ー、

＇四
一又な々又 え た 絨 彿 意 ら る般麿の＾稔救れ災行‘する他て の條を ‘,；裔

)..:.. ll＼校はむ具は 1こにの戻 した
同

-● この造は 事洲た害う現る常の‘ 注例虞'• 浜
... -n：的焚 ‘1k閑 も過賦に ‘― 

、＂ 以、し＇ l... と財物 ッ業事こ復町に相該地全 意に理，/ す；
れッ 磁規却財的分 のぎ課つ 巡附 °産に裳 法業と興村‘互地方國 的違しい・‘}.
_＿ 面―― ． ● ｀ 鸞

一三 三 (2) (1)二 (5) (4) (3)． 噸
の地 紐い flf:1木体 と中の な 員 常場 合さ害が嘗 と具はも該て参るを 、翌
紺IJ方地地過ろでこのの地°も議特配の任合常常はれ翰‘事斡゜休契この寄の負照こ行 ．’．:t
出公 力.方的も現と 布 有 方 ＾ こ 決 別 意 頻 委 に任任殆る．に今者旋 ・ 的約れを附條掠 V とう '3,

• 4, 

莉 共・公公にのに＾入和給公―れに委が繁員は委委んによ回で ーののにい又件附 こ゚ 没
九し間共 共例 に他 一のの共―をよ員必な合 ‘ 員 員 ざ 伴 り の あ 調 事締類いばに寄 ＾と ・ふ

< i、ド問同クトつの了靴職隈ii廂 l)合要更設議の會考し、公公る停 佃緒す‘贈基附 別が::•
は 0)1木 体とい地ゞ iltl f4いノ在特にで迭置員任及え‘謗務事及 l...1:る．箪典＜又 添必 ；；；•
政長の の認てプj °とのの すにつあはのの期びら差員員件び つつ贈なに義は 軍要 益
殷の議執めは公 fn．のみ議 る付いる栢趣任は特れしのにしこ仲 きい典る脚謗賠 要と 巧
又拒介行ら‘共し・兼な令 こ 踏 て こ 力 旨期‘別な賞圃闘闘裁 個ては指す不典 なせ ら；
は否の殷れ既断‘載らの とさもとこ及 に 條 委 い つ 体 す し は 別も含定な屈と ｀財ら． ：f.,• 8 

歳構柑i臨る 1,J休地をす議 がれ常°れびよ例員こて交るて嘗 的條ま寄契行は 産れ斉
・入の限にこ梱の方紫‘貝 で た 任 ＾ を そらで會とは渉マ適該 に 例 な 附 約 の ‘ 叉る” ．喜
歳範の闘と尊有公 1ヒすは・ き班委―避のな特 ゜本櫂ツ用地 餓でい若を場寄 は［こ '’・含0 ,4.f ＂i園捜す＾頂給共さぺ‘ る 件 員 け性い別 件及クさ方 決指こし解合附 螢至． ＿^。 附九 て--

該を充 0 JllJのの四 れて常 こに行 II上 格この のびアれ公 が定とく除に又 造つ ．呟
3f撰に事立毅休

寸

るの該 とつとシめかと定 避争．1る共 必・す°はしおは 物た '‘,;t.

に張対項 場貝のJf こ地地 とt、同 るら とめ 用議サも園要る 特得い賠に黙．9：'.:
郎し應 ッかと議と方方さて様 よ見なを

• ’`噌・
の櫂 lの体 でも 定るて典闘に 1下．． 

す ‘し °ら兼行と公公 れは ‘骨 うてつな あが元でが あの 寄よはに す留 バや＇
る仰て 特ねのな共共 1こ辟］議ヽ愉 ‘fこし る否帥あそ る9さ附う｀際 る｛
議例‘ にて議一，町園 こい會 軍委がた 場定のるの こ ， 叉な営し 調累『 ．

席 ・~ -Tも
'.ヽ•'

ー IK阻 ・ 五 四三 — ・ ｀ ，f． 
ののの 1月典地成 埓 と時方地線う生後い‘り騨員書‘とて‘も園特地＾議の と決 茫．
・ニ珀定占え方分財に地゜代公方理な活既事抵明にで記選す市改の体に方一員議地さに い

以牛め的る公等荘 拙 方 2 理共公大場に 1こ態 方 瞭 封 あ の 梨 る に 正 と の 経 公 四 卜 員 方 れ 、 つ ．iぷ
・!対

」： 数るなよ共 又す分一者幽共臣・合甚敷は公なする任管那お法同議過共ーのの公 fこ．tヽ ・ •印
• .. u. 

のの翫使う囲 はる共隠を 1木 圃 ‘ に 大 件‘共らるこ免理がけに様員的闊 II兼み共こて パ・，；し
ポ ra1分 fflな体 埜i!［圃 II選の体市おなの栖梱し任と椛委でるよででに体ッ！［哉な圃と異 だ・5'
の烈にの店の 辿項休ッ任翫の町いる該 め休め免を者員き監るあ他例の但 を 'ら休゜議改：
伺又 ．1足許分財 物 の す城長村て院営てのたに‘は會る査監るの外議し すの 2が 万、

、衣k
・ •、 9ぐ・

:Eはい 可又密 の 行 る内の長は箸事稀長こ騨地夫のも杢査こ地を［↓ ‘長 あンJS:.

七
と謡‘ はは又 獨 政 こに被に都を例有 のとす方々書の員委と方認と地止すは る ．，・笠
1,J fr住 ‘十 は 占 巡 と住選つ逍興にで職°る公選記との員°公め兼方さぺり；場 汀、タ
なに民そ年梵 的 盛 が所珠い府え接あ謗2規共畢又さ定の＾北らね公れて嘗 ム
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ばる否要ぇの 益 け るす有者I;il凜―‘ 者 一 準 の 委 査 こ ‘ の ― の こ ろ 体 と 方 方 gこ ・ご：j
こ lliの炭る獨な る

I II 
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正
す
る
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律
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行

に
開
す
る
件
通
知
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地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
閲
係
命
令
は
夫
々

次
の
よ
う
に
公
布
せ
ら
れ
、
本
年
八
月
一
日
よ
り
施
行
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
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今
回
の
改
正
の
要
幽
は
、
、地
方
自
治
法
施
行
後
一
年
間
の
賀
績

に
鑑
み
、
地
方
公
共
圏
体
の
櫂
能
を
明
示
し
、
地
方
議
禽
の
福

限
を
一
居
撰
充
し
~
地
方
公
共
圃
体
の
議
會
と
長
と
の
関
係
の
．

調
墜
に
つ
き
更
に
一
歩
を
進
め
た
方
途
を
諧
す
る
こ
と
と
す
る

作!
外
‘
地
方
自
治
迦
螢
上
に
お
け
る
腐
敗
を
防
止
し
、
そ
の
公
正
．
、

を
確
保
す
る
だ
t

住
氏
の
政
治
参
輿
の
範
国
を
捩
張
す
る
等
地

良姿
方
自
治
の
本
旨
を
更
に
深
化
し
更
に
徹
底
せ
し
め
よ
う
と
す
る
．

も
の
で
あ
る
か
ら
、
・
左
記
各
項
に
留
意
し
て
こ
れ
が
施
行
に
闘

英
し
逍
溜
な
き
を
期
す
る
と
と
も
に
、
速
か
に
闊
係
事
項
を
各
市

町
村
に
示
逹
し
、
新
制
度
に
よ
る
自
治
蓮
螢
に
逍
撼
の
な
い
よ

乍
ぅ
格
段
の
配
意
を
加
え
ら
れ
た
い
。

記

第
一
地
方
公
共
ハ
圃
体
の
樺
能
に
闘
す
る
事
項

ー
地
方
公
共
園
休
の
梱
能
の
明
示

雄

①
地
方
公
共
圏
体
の
播
能
に
掲
す
る
事
務
と
し
て
は
、
懇

来
の
「
公
共
事
務
」
及
び
所
謂
「
個
人
的
委
任
事
務
」
の

外
に
咋
年
十
二
月
法
律
第
一
六
九
就
に
よ
っ
て
「
そ
の
直

城
内
に
お
け
る
そ
の
他
の
行
政
耶
務
で
國
の
事
務
に
厖
し

な
い
も
の
」
が
附
加
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
規
定
の
様

式
が
抽
象
的
に
過
ぎ
る
の
で
、
そ
の
事
務
の
内
容
を
具
体

・
的
に
例
示
し
、
以
て
地
方
自
治
運
営
の
指
針
を
典
え
る
と

と
も
に
地
方
住
民
の
地
方
行
政
に
鉗
す
る
闘
心
を
深
め
る

．

に
資
す
る
こ
と
と
せ
ら
れ
た
こ
と
。
尤
も
、
例
示
事
務
は

す
べ
て
現
要
に
地
方
公
共
園
体
が
虚
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
な
く
「
法
令
の
特
定
の
定
」
に
よ
っ
て
、
自
治

行
政
の
内
容
と
せ
ら
れ
す
叉
そ
の
自
由
虚
雅
に
任
せ
ら
れ

な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
。
（
二
皿
）

叉
、
虚
理
事
務
の
具
体
的
例
示
に
伴
い
、
國
の
専
屈
的
櫂

限
に
屈
す
る
事
務
．
A'
明
示
せ
ら
れ
、
相
侯
つ
て
地
方
公
共

問
休
の
県
務
鹿
理
犀
能
の
範
園
を
明
確
な
ら
じ
め
る
こ
と

と
さ
れ
た
こ
と
。

(
=
-
H
)
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・

＠
例
示
瑣
務
が
公
共
事
務
、
委
任
事
務
嘴
し
く
は
行
政
事

務
の
い
づ
れ
に
屈
す
る
か
又
は
機
闘
委
任
事
務
に
屈
す
る

か
は
、
現
行
法
令
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
の
外
は

な
い
こ
と
。

(glj
添
現
行
法
制
上
に
お
け
る
地
方
自
治
法

第
二
條
第
三
項
改
正
規
定
の
例
示
事
務
に
闘
す
る
分
掌
例
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築
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亦
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月
法
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六
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；
．
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
。
（
ニ
ニ
―

-II)

に
営
該
地
方
公
共
圏
体
の
利
盆
を
擁
談
す
る
た
め
に
、
特
①
昭
和
十
．
1

一
年
七
月
七
日
か
ら
同
一
＿
十
年
九
月

1

一
日
に
至
．
一

ぶ
①
い
か
な
る
財
産
叉
は
螢
造
物
を
住
民
の
聟
否
の
投
票
に
〒
．
定
の
職
員
の
特
定
の
行
為
の
制
限
又
は
禁
止
を
請
求
す
る
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
．
、
市
町
村
の
哀
城
の
楚
更
が
あ
っ

ヽ
｀
，
付
す
ぺ
き
も
の
と
し
て
指
定
す
る
か
は
、
嘗
該
地
方
公
共
も
の
で
あ
っ
て
、
地
方
公
共
掴
体
の
事
業
の
管
理
、
出
納
た
と
き
は
、
そ
の
嬰
更
に
係
る
窟
域
の
住
民
の
請
求
に
基

．
＇
，
‘
・
・
園
体
の
質
情
に
よ
っ
て
具
体
的
に
決
す
る
外
は
な
い
が
、
そ
の
他
の
軍
務
の
一
般
的
朕
況
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
き
、
従
前
市
町
村
の
翫
域
で
市
町
村
を
復
活
し
、
叉
は
従
前

t

〗i

都
市
に
お
け
る
軌
道
事
業
及
び
ガ
ス
事
業
、
水
道
専
業
等
住
民
の
直
接
請
求
樺
に
甚
く
監
査
請
求
樺
と
は
制
度
の
趣
の
甑
域
の
通
り
に
市
町
村
の
境
界
菱
更
を
な
す
‘
こ
と
力
て

〗
の
公
螢
事
業
並
び
に
病
院
及
び
瓶
養
所
、
農
山
漁
村
に
お
旨
を
異
に
す
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
（
―
-
四
一
＿
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一
の
一
＿
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き
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
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所
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戦
時
中
の
市
町
村
の
境

・
'
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』
．
け
Z

●
森
林
、
牧
野
汲
び
漁
業
描
等
が
こ
れ
に
該
嘗
す
る
も
③
こ
の
請
求
は
、
住
民
一
人
で
も
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
界
愛
更
又
は
麿
置
分
合
の
行
き
過
ぎ
を
晶
正
し
、
終
戦
後

.

＂

／

の

と

考

え

ら

れ
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。
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事
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喪
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不
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理
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ゅ
⑰
國
各
は
公
井
園
休
に
封
す
る
腐
分
叉
は
使
用
の
許
可
に
一
③
「
嘗
該
行
為
の
制
限
」
と
は
、
嘗
該
職
員
の
成
理
す
る
を
改
正
す
る
趣
旨
に
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
附
則
二
）

事
謗
の
中
従
来
の
箪
獨
誕
理
に
謁
す
る
も
の
を
上
司
の
決
③
甑
城
の
菱
更
等
と
は
、
市
町
村
の
一
部
の
編
入
｀
吸
牧
合

)
鼻
つ
い
て
は
、
適
用
が
な
い
こ
と
。
（
同
皿
）
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.
，
③
住
民
の
賛
否
の
投
漿
に
闘
し
て
必
要
な
特
例
は
、
概
ね
裁
事
項
と
し
、
叉
は
本
人
が
取
扱
い
得
る
契
約
の
最
高
額
併
の
み
な
ら
す
、
新
設
合
併
を
も
含
む
も
の
で
あ
ろ
こ
と

•
tヽ
＇
一
の
地
方
公
共
圃
体
の
み
に
愚
用
さ
れ
る
特
別
法
の
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否
を
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め
る
等
の
措
置
を
い
い
、
．
「
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該
●
＇
為
の
猿
止
」
と
③
市
町
村
亙
域
愛
更
請
求
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慧
の
投
漿
の
手
絞
は
、

i

の
投
票
に
準
じ
て
規
定
さ
れ
た
こ
と
。
（
ニ
―
三
＂
傭
施
は
、
裳
該
罪
項
の
虞
理
梱
限
を
刻
祁
し
又
は
勤
務
替
え
若
概
ね
直
接
請
求
及
び
一
の
地
方
公
共
関
体
に
適
用
さ
れ
る

[
＇

S

、
行
令
―
•
四
一
の
二
乃
至
一
四
一
の
八
）
し
く
は
罷
免
等
に
よ
り
裳
該
事
項
の
腐
理
に
開
典
す
る
こ
特
別
法
に
関
す
る
賛
否
の
督
の
手
絨
に
準
じ
て
行
わ
れ

二[
[
[
[
[
/
9
[
/

〗
宕
五

[
9
/
[
[
[
[
[
r
[

第 B
i
t
/

〗
[
／
：
[

;’•？ヽ••ヘー

＇` --'夜甘•一人,・'、̀ .• .. ， ヽ

｀ 

•, ． ー . •• # 

- - ----＇-----． -------------------•--—---- -：---- - • ---• 



-＾-、*、.、． . ｀ • っan.....1..99_,----•---~.;.;ぷて：．． ．． ・・ -- — ・ ．．r... 却品—“―,. •~-• •9-999 9●●●● 99―ー—",-． -199 999'9'’’!..,.，●●9_．．．...:.. -・‘`  二—.- 』"“仁ャnT平ギャニ""“:.~ ● ”—•- J滋it 古 ． 匡 ， 胆 ---: -―--•一文

守
に
柑
柑
第
口
ぷ
'
[
臼

9

ら

1
9
,

、

●,＇

．
 

9 9 
＇ 
''  

写
u
‘
;

~‘
〗

’

‘
 

(
h
3
W
掛

9

二
＿
牧
"

（
一
森
林

0
節
十
鼓
闘
係

曹

．
 

(

-

I

一
）
そ
の
他

（
二
）
縛
岬
異
常

者

＂イ

怯ー "’̂ 一水出IlI

畜怯央＂fーJo
船文

~ 9..,. ←會一 L”――とア竃“'9●●●●999 - ＿三-． l 

0 0 0 

（
牧
粁
法
）

＊
（
兄
窟
郎
趾

法
）

-
（
行
跨
柑
人

及
び
行
蹄
死

亡
人
取
扱
法

）
 

＾
（
生
活
保
調

法
）

ロ
（
民
生
委
只

令
）

。

ィ
（
社
令
牢
業
一

0

法
）

（
精
肺
病
者
監

誨
法
）

ロ
（
未
成
年
者

飲
洒
禁
止
法

）
 

゜

イ
（
未
成
竿
者
一

奥
矧
禁
止
法

）
 

ヽ

0
救
誨
（
市
町

付
長
）

兄
窟
委
且
の

翡
苔
（
―

靡

）

費

用

負

摺

悶

ぎ

―

妍

喜

悶

（

都

泣

府

0
某
應
の
決
定

0
保
恩
巌
ェ
＿
縣
市
村
）

乳
靡
き藷翌＿

汗
蝶
方
法
の
―

一

認
lIl
一
知
事
）
＿

゜
一岱

移
問
姶
の

一

認

w（
知
小
）゚

l
 

聞
沢
等
の
四

四
知
事
）
一

゜
一一

E
 

〇
閃

n
Eり

一-
（
二
）
特
商
作
の

一

保

潤

戻

ぬ

そ
の
他
市

一-｛

磁
の
区
閃
＿

イ
ド
r
上
の
広

百＂出瓢翡一

-
J
A
t
斑
防

L
 i

o第
十
一
—i紅
闘
防
法
）
一
〇

r
"

-

t
 

一

〇
郎
泣
府
縣
紐
費
川
負
河

w

-

（
馬
藉
法
）

゜

＾
島
祁

（
特
許
法
、
文

用
薪
案
法
一

（
特
許
と
う

ロ
積
島
統
制

IO
け
た
種
付
事

深）

一
（
糧
馬
統
制
法
）

0
（
市
町
村
此
）

餃
柚
孤
牡
馬

0
の
桧
定
、
稚

ャィ

イ
特
許
箕
用

新
案

（
一
）
凌
明
改
良

保
茂
哭
励

゜

〇
鱈
麟
裟
露

（
知
水
）

尋
翌
悶

0
督
（
知
水
）
職

務
上
の
指
示

（
市
町
村
長
[

゜

（
不
良
住
宅
地

一
翌
改
良
法
）

0
第
十
二
紐
靱

保
（
六
）
不
良
地
蹄

改
良
事
業

イ
（
都
市
計
曲

法

一

｀

ロ
（
特
別
都
市

計
固
法
）

゜

゜

゜

（
耕
地
整
可
法
）
一

（
四
）
公
有
水
面

埋
立
事
業
一
（
公
有
水
而
埋

立
法
）

（
五
）
都
市
計
即

事
業

ヽ

゜

監
慨
許
可
監

0
譲
（
知
事
、

市
町
村
長
）

0
認
可
（
知
事
）

0 . 0 0 
右業歿ツびるお菩自没

ッ＾牧町市か察治敗：
ー同陵村及れの体＾

゜同没 町轄翌府没
右牧 先に斉縣牧
一座 ー屈察國＾

業 ． すの家都

＾ る所地逍
. 0- 〇
義村＾務長靡悶

のッ・村

捕市長
助町‘

（
三
）
耕
地
整
理

事
業

゜

，
 

（
二
）
農
地
開
疲
―

-0

字

業

イ

云

農

地

開

夜

法
）

0
（
農
地
開
疲

替
固
）

（
一
）
治
川
治
水

事
業

て□可―-亨叫一戸戸一`←-一す ．蹄，・:殴.: 
-0 , ；r‘し • ,-•

ー第 ― ? •‘° 
采九助災防

＝ ｀ ：怒
成 琥 ジ 者 災 、ぷー：ら；
年闘 ・の I' 心訊'

者 係 ＿ 救 墾 ＇ 芯

^^̂ 災水消 .，11111ヽ

害難防
救救維 ：・.’も

助諌織 ，ょ伍
法法法 ‘.',； 
ヽノツヽノ

‘ ’’ • C)0 .'．t 

>!/

0
第
十
一
緊
靱

係

゜

00 

四
）
漁
易
畜
共

同
作
業
揚

O' 

註
畜
河
川
法
．
道
路
法
、
砂
防
法
。
土
地
牧
用
法
等
の
適
用
と
受
け
る
。

0
漁
業
擢
の
認
漁
業
描
の
認

可
2

知
事
）
．

-o 

可

•Cg
.‘.,, 

．．
 
3
,,
.'r

パ．
＇・ヘ乃＂≪

へ、ヅ↑

，ぢ；＇，
’

―

-

.

-

．

’
 

，．

．ヽi
，

1

.

/

＇ 

.；

L

.

：
;‘
 

ヽ

、人

．．
 
鼻

g

｀
 

一

．t

｀
ヽ
．
ぞ

翡

l,p
9
,9
‘
 

9

、、

、
.
f'
J
`
,
．

9
'
,

、
、

•P
f

、
t
,
5
9
ー

．．．
 

t
r.
9
.
,

．
 

.,
 
．

．
 ，
1

"
9
 

'[
、

＇ 

•
1
•
1

・
1

d
.
.

‘
一．．．≪・

｀
 

1 .... 

し

｀
 

]
 

゜

-

i

痰
養
所

．
 

（
三
）
回
杏
館

・（
四
）
美
術
館

物
品
陳
列

所
，
公
含

棠
、
刷
拗

、

音

染

堂

0
第
六
競
闘
係

ー
病
院

（
博
染
病
豫
防

法
）

●
四
冠
院
（
乳

兒
院
）

翌
荏
宅
、
食

堂

[

一
隔
離
病
合

粕
甜
所

i六
●
浴
場
~
共

同
便
所
，
(

汚
物
掃
除

法
）

゜

（
國
民
整
旅
法
）

゜

イ
（
結
核
豫
防

法畜

．紺
珠
防
．

法）

0 

阜

（
図
書
館
令
）

゜゚

• 

（
七
）
陥
舶

．
 

゜
/―~、

゜がのび築い市
あ義修造てに
る務絣及はつ

.

-
O
Rと
h
.
lllle.Urfー

'r
,U1
b,
．

-
；
ー`，ぃ

＇＂
．．
 
滴
島
市
報
．
第
一
―
-
+
-
．認
一
・
・
、

-

、
＾
』

．

．
 

~,.

-”, 

．．
 

＇ 
~,
' 

一、
9,＂↑・
 

．！ナ•一o-..-
4 9 ，．ヽ-・...、-'..,. ~, 

---― 
-

^ 0 ^ ^  O- -
ご第二 ：：：第イ八
學五屋蒼波防ド四 IJヽ逗
校疵庫 JI:波ツ琥迦翰

開 ・揚堤ク闘送屯
係上‘‘係業

数駆 ＾ ＾ 育校
倉 ,1ヽ

―-――‘---. MI 迦
大校茄中小校特 業 送
卒等邪學殊法 業

學校狡學．ツ 芭
0 0 0 00  

（
二
）
研
究
所
~

試
験
．
場

法

00 

一
塁
塁
法
）
ー
。

（
戦
時
海
運
管

理
會
）

＇ 

． 
00 

゜

0
設
置
命
令

＇ 

0
設
立
認
可

0
開
設
認
可

0
同
上
（
知
事
）

〇
設
置
認
可
（

知
事
）

設
置
認
可

設
置
認
可
（
知

事）
II II ”

 r̂‘̂  
I/ II_ I/ 
、ノツヽノ

各
湿
證
券
の

発
行
認
可゚

畠—←。,
． 

，許運紐
許

運て舶以十総
替はに上五卜

賃管

含罪つのトン
料免

舶い網ン．数
金許

ヽ ＿＿ ＿ィ免‘

我
用
負
揃

は

市

町

村

（

理

容

師

法

）-
G
食
品
衛
生
法
）

lo第
八
競
開
係

一
こ
）
防
犯

一

(

E

.

 ふ‘

r
 

｀
 

I

l

 

（
警
察
法
）

゜

、ヽ

_, 

‘ヽ

・・- ・・- ・・・ ．▲ 

^.  ”̂̂  ^ ．^゚^さ 吾 四三二：：：：第
制す湾制十風 涵渓面消七

限行潔限行（谷 昔化乖掃騎
総を総を防 闊
の汚の汚 止 ． 係

i. ロイ ＾ ^ 汚兒
犯

糖締逍
犯法路・

物、章

開， 罪交 掃躍
~ .法遥

除祉

取
法ッ
、己

0 0 0 

•
一
（
輻
犯
罪
法
）

七
）
そ
の
他

゜ ゜

（
一
エ
）
そ
の
他

-
（
汚
物
掃
除
法
）

(
-
5
)
墓

地

火

葬

一

0

場

一

墓

地

及

埋

葬

―

取
締
規
則
）

，
 

,
 ．．
 

~

~
：
 

ヽ

.

.

.
r

、、/
．
_

．

．

ん
，＇

ー，

.
-
/

.
 

.

、

”9

,

、．．．
 

i

．ヽ
，

"
‘• 

ー

-
．
 （

七
）
宿
泊
所
、

．
 

＇ 

．
授
産
場
。

託
兒
所

（
生
活
保
課
法
）

゜

ー

（
公
盆
質
屋
法
）
、

（
九
活
少
年
救
渡

．．
 
施
設
（
兒
流
稿
祉
汰
＞

（
十
）
養
老
院
、

0

慈
蒋
院

・
（
自
治

体
秤
察

の
置
か

れ
る
市゚

及
び
町

村
）゜（市につ

い
て

は
義
務゚

）
 

(
-
-
l
)

汚
物
虞
理

場
、
じ
ん

か
い
虞
嘩

場

(
-
—
ー
）
扇
揚

（
八
）
質
屋

（
一
＿
）
留
置
場

（
辰
場
法
）

O' 

゜と受命＾
をけ令施
ーたと行’

0
（
設
置
）

．
 

0
(設
置
）

0 0 
村及れの体＾
シびるお特自

町市か察浩． ． 

゜村に窃國＾
ッ砒察記15

すの地滋
る管府
町轄―力`縣

--

器
具
等
の
規
〇
免
許
2

知
事
）

格
の
決
定
、
一
臨
恩
検
査

維
持
、
桧
査
〇
牧
去
等
（
知

。収去
等

事

）

゜ ゜゚
゜

0
地
域
の
指
定

0
執
行
（
市
町
費
用
負
捌

等

一

村

）

（

市

町

村

）

l

ぷ

域

の

指

定

0
晴

（

市

町

可

嗜

枷

0
地
城
の
指
定

9’ 

0
設
置
命
令

管
理
．
（

rn事

市
町
村
長
）゚

0
設
設
許
可
（

知
事
）

0
改
置
認
可
（

知
事
）

〇
業
務
屈
出
(

知
事

l

〇
管
理
（
知
事

市
町
村
長
）

ー

,＇9

,

＇ 

舜

i
9
4
,

、，
 ‘̀ r ヽ ．

-＊鳳． 士土•--._」 1 日 1 9 ,I Il-＂'＂井L↓'し.... ~4北一 J七ニ如 で心〇＊之や9.ァ--..



ス．

ヽヽ

’

9

,

9
 

.. 
,
．

'ッ
Jヽ

底
~
素
倖
~店
g
“じ
信
信
仰
g
¢
l
'
l

松
炉

汽区没
3ゞ
4

一

.

..

.
‘a
r
'
．‘
)

,
 

•. 

• 
r

,

 .

• 
＼・

‘i
,
．
．

□
．

，

｀

．
．．

＇ 

*

.

.
..

.-

．

下
へ．

d
.

，

．

一一一

-―
 

一
/

i

 

一

:... 2 行焚屁十月一十年三十ーニ裟詔 l' ， 
“ .

'
 

1
,
 

ロ
翔
理
士

雌
理
士
法

(
-
—
ー
）
登
録

．
ィ
猫
誨
士

翔
談
士
法

（
農
林
水
産
物

闊
査
規
則
）

＾
工
業
覇
査

（
工
業
詞
宜
令
）

―
一
人
口
動
態

詞

査

（

人

口

動

痕

覇

査
令
）

＊
家
計
詢
査
／

‘
（
家
計
調
査
施

行
規
則
）
．
．

ヘ
勤
努
統
計

覇

査

（

勤

努

統

計

覇

査
令
）

0
第
十
五
競
郎

一[師
（
戸
師
法
）

（
寄
留
法
）
．

三

）

ぎ

分

證

明

ー

＿

o

イ
（
外
國
人
登

録
令
）

言統計一
（
総
計
法
）

ロ
農
林
水
腔

ゃ
杢
調
査
．

イ
史
蹟
、
名

勝
、
天
然

記
念
物
法

K
よ
り
指

（
史
坑
｀
名
勝

．，

定

さ

れ

た．
天
然
祀
念
物
法

も
の

ロ

図

究

）

（
國
究
保
存
法
）

＾
甫
要
突
術

品

（

煎

要

芙

街

品

等
の
保
存
に
靱

す
る
件
）

0
第
十
四
駿
靱

係

。゚

（
一
）
詞
査
統
計

（
ご
史
跡
＂

．名

．
勝
そ
の
他

天
然
記
念

物
の
保
眠

管
理

゜ ヽ’ 

゜シた指大＾
拗定臣主
合しの務

゜ ゜
゜
泊
ー
い
i ゜

O 00 

゜゚ ゜
ーノ

゜゜

゜

｀
 

（
巾
告
と
命

す
る
描
等
）

。

゜゚
0
一
定
の
行

11-

の
制
限
〇
調
査
（
衷
員
）

記
念
物
の
指
現
湯
の
衷
更

0

定

l
o
~
許
可
（
知

牢）

我
用
負
抱

我
用
負
描

，， 9ヽ

の販衣蛮産脊指
登蛮料業又材定
録業品者はの農
者の沸造業

規臨安見1へ
則時材湘［
....,漁祀指栗

＇ 錨給定瑕
取規繊締、
締則維規

（
理
容
師
法
）

ヘ
霜
晶

定
絨
維
交

材
販
徴
業

者
、

，甲
乙

種
漁
鍛
を

取
得
し
た

者
の
登
録

＾
計
理
士

＊
理
容
師
．

美
容
師
の

登
録

登I~許榮配舗同荷鮮販交業者の定変産安指
録開‘菱給 ‘'Jヽ受魚深業者及卸農業又材定

す漁士登家変機介業者項S狂Etはの、農
る業免録庭店靭の者 ‘,1ヽ荷業品指販生業

漁養配給＾
業士給規鹿
登名規!!JJ業
録節則‘資
令規‘鮮材
シ則榮魚配

叛―’

＇

、

，
’
_
ー
，
一

•
i
'
.
‘

m

．
ら
鼻

”

（
腿
業
資
材
配

給
規
則
、
衣
料

品
配
給
規
則
）

～＇ 
ァ

，

0
第
十
六
撃
IMJ-

係

、ァ
（
止

｀
 

●

●

’

・

―; 

計
理
士
法

E
仔＿
2
邑
ぃaa“¢q-ユ
5
"
-

，が，
拉ユ
P

,

i

i

9

1

3
内
2
g
5
5

．
 

_1
・・

I
I
 

ヽ

゜ ゜ ゜゚--
゜

0
（
知
事
）

．
 

（
知
事
、
市

町
村
長
）

。

'- 己て翌＇想雹ァ 9 土旭Yふ ふ船虎松＇ ’ よしむ屈・竺• 9か雰 ．， •い・．．,.... ,、 . ,..... : 9...^．．． 

-‘‘ ヽ



9-f
d
 "•’ 

“ 
祠員ヂ-'二郎r:-=-•--=:•••H¥f!~' 市 -＿予—?こ--. ＇ ,t泣：“m・,.J：“出卑ォー＿＿-— &c 

111 ヰ

計

央 fIt 

己 観

篠斐、守

舟

入

小

網

町

某

町

似

島

字

品

）． 

皆・大

賀 河

仁比荒

治

保 山 紳

哨．尾

＼ 

崎長

牛・

田

ー
一
、

r-=-

二
五
‘
九
八
七

一
四
六
、

Olil
九

ー
五
。

0
八
〇

一
七
、
一
＿

o

0
、――
-
0
六

六
、
五
＿
＿
＿
八

ー
五
~
四
五
五

九
、
九
六
八

ー
ニ
、
五

Olli

．
 

10・

三
九
〇

五
畜
四
五
七

一
八
、
七
六
七

四
八
五

四
八

△
-
1

一七

A

四
四

△
一
九
八

△
二
七

一
四
七

二
、
二
六

i

八
、
七

0.

ニ
四
五 I、一八

△
七

△
六

七

ご
ュ
、
五
空
＾

七
一
九
〇

九
、

ー
ニ
、
七
九
七
一
△
て
六

0
0-l-

八
、
八
九
〇

七
九 ヽ

ト
ヽ

9 1 9 京

計

央 沖 ＊
 

•4 

己

斐

霰舟

名 入

小

網

町

某

町

似

島

字

品

昔

究

大

河

仁

保

比

治

山

荒

肺

背尾

婚 長

牛

田

六
、
九
四
五

．
 

六
二
、
八
七
七

、
八
八
六

、
七
五
四

四
~
＿
＿
＿
八

四
、

0

二
、
五
九
六

四
"

一
五
〇

五
~
き
一
七

五

五
、
四
五
七

、
ニ
ー
＿
＿
六

二
~
五
0
九
-

~
 一

、
七
八 ＿六六

四
、
五
五
1
ハ

二
~

二
、
九
七

ー
ニ
、
二
九
四

．
 

，
 

．．
 
9

,
“

勺ヽ
f

翌か閤＇＂`
で

“̀
t
、̀"
．
3
ャ
・r

、

：

報
．．
 

9

-

、＇
」、一

窒
ぎ

，`J
，＇,[．`
、．．ー`

9
4

口

雑
’―

——

-1

———————

-11.-

=1-•1•••1 

一旦ロ
、

：口
出
張
所
所
管
蛮
地
域
人
口
、
枇
帯
、
朕
況
表
（
昭
和
二
十
三
年
九
月

前
月
分
と
の
比

較
△
印
は
減

出

張

所

名

9人．

“
 ロ・

出

張

所

名

世

幣

4

ニ
ー

0

‘
 

• • 
,
 

一
九

0
九
九

ヨ
〇ニ
八五

△ 
△
五
九

△
一
八

七
四

合
一
六
七

, ：四

五一

... 
I
 

五［ニ
八三

△
四

△
七

九
四 至

合
一
四
五

前
月
分
と
の
比

戟
△
印
は
減

数
一 日

現
在
）

ヽ
9

9

 

.

.
 
9
9
 

冒ー|

＇

 

.• 

，
 

ー
•• 

゜
：： 0 ^ O. 

＾ ロ イ闊第二＾ ロイ シ係第ロ イ ：：：：係第
某樅臨附海と管等他基又基係二役の害の汚 ．餃共法地地徴品は1Jn分手使地二の水 命粗農詞雌体公＋
企災稼茄校理のflt金は本十の総血手物料別地方方牧の夫Jヽ招．殿用方十監利 令合業漿ヽ）等共九
救立本図 →設立そ減財一賦の磁数臨令体方自税 賦役金金料料税認抒維 設共綜の的認

助 匠金の債産・易だ 課夫除料理 手公治法 課現又＂ ｀ ＂‘脳 合 匠済合活防1闊金財柑•-- ---_ ＿ア― ―-- ----- -・ •-
^ ..1ll]^ ＾ 防・̂ ^ ^．．＾

醤噂靡 ど誓喜 翡悶云 靡
救 隊・ 自・ 描 組シ業

悶事靡 ・ 苔！嘉 合、器- 芭
＿通＿豫、-

法-----。 --- ---- - ジ

． 袖~~0---- --------OJ徴＾ . 0 
府、、 村へ JJ'I..r(；f

．縣都 ツ Ilf 義縣
ゞ逍 町` 務税

~- - -

゜

＇ft9（西浴9涵
r ● 9,-̂ :• 

',●’’’  

グ ＿ー・：戸
：，r史祖
耐閃理ヽ
炉;~年←報 t 、

第』1

三l
-f-l ・

ーI
’-

紐 I

。

＾
 ゜

゜

゜

゜
濱ー・

〇
盆
E

右
）

，
 

-
-

日 流

本

計

脳

炎

●● 

ヽ

‘、

脳

ヂ

フ

テ

狙

紅

＂ク
ヤ 熟

痘‘褻

疹

癒

チ

フ

ス

．． ，，ヽ

ラ

チ

フ

ス

股

チ

フ

ス

疫

痢

赤

痢

病

九

(
2
)

二
四

(18)
八
九

(10) ｀
 

九

(
1
)
七

五

ー
四

四

四

＝ 

(
3
)
 
一
八

．
 

(
3
)
 

四

五

(

1

)

 

五

(

1

)

七

二
七

ニ
八

(
3
)
 
＇ 

(
4
)
二
•
O

(

2

)

 

1
0
 

(
2
)
 

"＂2
 

月＇ 

園宅堂場場地院

動

場

逍

事

業

施

設

水

道

事

業

施

設

ス

・
事

業

施

設

這

事

業

施

設

自

動

車

事

業

施

設

倉

庫
上

屋

試

瞼

場

図

書

俯

英

ヽ

術

俯

物

品

陳

列

．

所

剌

．

．

 

楊

昔

梁

堂

捩

養

所

産

院

宿

泊

所

堂

食

楊

浴

屋

質授

産

場

託

兒

所

森

林
牧

野

楊

漁動

・

カ

船

渡

鉗

場

（
註
）
ィ
本
表
中

0
印
は
5

◎
印
は
農
山
漁
村
の
財
産
又
は
替
造
物
を
示
す
。

ロ
本
表
は
概
念
勺
1

舒
造
物
の
重
要
度
に
よ
り
院
分
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
面
猿

一

の
胸
狭
．
債
舷
等
に
よ
り
延
に
桧
討
と
要
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
0
•• 

j

―
 

3
 

下

，

／
 

• 

'

|

．

99,9 

:
l
l

ー
ー
~

‘謀5
i
l

l
l

り
1
ー

1
l
|
l
l
7

•• 

r
.
r

,

．
'..
K"、ッ'.
,

.

.

.

.
 ‘
 .

.
 ,I

ノ
f

、

●

ヽ

．．
．
 偲
染
病
息
喜
呵
翌
羹

． 、

昭
和
1
平
三
年
度

〗
＂
．

ー
・
一

．．、．さ
．

9

．;'≫v.
，ふ1•• 

|↑ 

I

-
>

-

名

匹

．

だ

口

．

，

罪

・

月

分

累

゜・料いの他共他に＾
シて事公関の厖長

の務共体地すの
手に問そ方る描
数つ体の公國限

〇
、
知
事
）

0
（
同
右
）

ー

揚葬合

ー
）
犯
念
ー
の
指
一
現
湯
。
し

”• r 
・ ■999●費 9 99 , - ．と

◎ 

。

◎◎◎  

0000000 

。

。。
000  

00000 ◎ 

綜

合
迦
動
揚

゜

一

'
1
 

ー

ー

J
 

1
,
 

（
参
考
）

゜
00  00  

L・．「 ，s，.

・.,、・'.，．・ニ旱

軍
要
な
財
産
又
は
螢
造
物
に
闘
す
る
調

―

―

-

―

―― 

相

常

重

要

な

も

の

和

益

要

な

も

の

,1
|
|
|
|
_

（
謬
吃
芸
疇
紅

Ii含

の

箪

饂

）

重

要

度

。゚
◎
 ゜

00◎ o◎ 

特
に
重
要
な
も
の

（

一

袈

投

漿

）

！の定蛮産
海ii農業又

ぼ~--"は
f業品指販
I 

‘

,

~

．

9

'

・
'
,

．
 

:9. 
c口—--—

L_ 
L 

も



f” ．
 

，̂ヽ. ー
，
 

，＇． 
¢
 

,

．
f
.
 

,`.
9A9,9•’ 

｀ ー

．
 

ー・一．

U

目

次
】

•f 
.
,
 

:

....， 

．
 

＼
 

・
'

．
 

い

，
 

．．
 

ヽ

.

'
ー

・

,
 

．
．
 f
亨
V
-
9

9
-
•
9
J
.

9
.
 

．
 

•b.,' 

；
 
．．． 

『＇
．．
 

、

9

．

-

；

‘

、
5

．．
 

．
 

,．
1

.

＇． 

-．ヽ・3

、

.

'

‘

、

••.•• 

し

,

．． 
-｛ 

.

.

 

,』

1,.. •• 

-..,
-9
.
`
-
;
：
'-9-
．．． 
',97 
•• 

‘,:-'

『
9•• 
,．＇

1

，具，9．．
 
'
、
‘•• 

＇, 

•• 
t
 

.. ／・ィー
’̀' 

J
L
 

ー・會

.“ti,̀ 可
•Fi,,9, 

J

”

f

 .
.
 ．
 

•• 
“r̀・ 
•
9

『
ヽ,＇’ 

.
J
.
 

，
 

．． 

~9.

:‘ ・‘L̀̀
↑
≫
‘
 

'
←
て
~

，
 

91、．．
 

念・・・；．

↓
』
:
，
；
吝
・
Jii因

、
"
ム
襄
呈

,．，＂'9,ずし

hh. 

lii_!I

— 

_
_
 り叶
闘

i是

.，忍

:
'
z
i

〗
・□

見
，
．
ぺ
"
.
、

•• 
，
 

固

和

二

十

一

＿

一

年

こ

-
O
O

頌
廣
｀
．
島
粛
良
し
裔
竺
。
巧
只
績

登

行

・一

十
一
月
二
十
日
＼
．
，
ヽ
●
●
島
市
＇
國
泰
，
寺
町
〗
．

h
-囚
九
・
‘
,
'
ー
・
が
篇
[

ー
土
曜
巴
ー
ー
：
二
臼
巴
。
〗
「
‘

◇

告

示

第

二

條

中

「

別

表

」

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

，

．

，

‘

，

f'
，・’̀

頁

定
期
種
痘
ジ
フ
テ
リ
ャ
豫
防
接
確
施
行
：
•
•
•
…

.......... 
―

―

―

―

出

張

地

名

．

1

`

：

金

、

額

[

…
…
…
．
．
 
．．
 

仁
保
町
の
内
金
輪
島
、
カ
ク
マ
島
、
峠
島
．
質
典
9
.

？

◇

規

則

昭

和

二

十

ー

ー

一

年

度

痰

島

市

歳

入

出

豫

舘

追

加

一

五

‘
昭
和
二
十
―
―
一
年
事
業
所
賃
金
調
査
並
び
に
個
人
別

．．．．．． 

一

五

．

，

似

島

町

＇

・

・

r

.

.

――
-
0回―い．`

t

，.,．

一
賃
金
調
査
員
決
定

廣
廣
島
市
市
内
出
張
手
常
支
給
規
則
一
部
改
正
•
•
•
…
…
…
…

・
仁
保
町
の
内
向
洋
こ
粛
越
、
牛
田
町
□

1
_
-
0
回
\
•
[
／
ー
』

，．9「-五闘．9．．‘
••• 

草
津
町
ー

麿
贋
嘉
翡
施
行
細
則
制
定
…
•
•
…
…
…
…
•
…
…
―
得
靡
設
定
に
欄
す
る
縦
暑
期
間
：

r．．．．．． 
]
•
…
…
•
•
…
―
六

.
，
．
、
1
`
.
.
:
1
，
穴
問
．
9
[

そ
の
他

r
,

r

痰
島
市
保
養
院
條
例
施
行
細
則
制
定
…
…
…
…
…
•
…
•
•
•
…
―
―
二
塁
魯
屋
業
務
復
活

．．．．．．． 
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
・
・
・
一
六

第
二
條
に
次
の
一
項
を
加
え
る
0

,

島
廣
島
市
診
寮
所
條
例
施
行
細
則
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
―
―
―
西
診
療
所
診
痰
休
止
：
；
…
•
•
…
…
…
…
•
;
…
•
•
•
•
•
•
•
…
•
一
六

毎
月
十
五
日
以
上
外
勤
を
常
務
と
す
る
者
に
跳
し
て
は
前
．
‘
．
9
.
.
9
.

誓
市
火
葬
場
向
西
館
蠍
屈
特
別
手
常
支
給
．
f
：・・・・・・・・
・・
四
士
地
璽
藁
理
委
員
繰
上
讐
充
．．．．．．．．．． 
：
 ．．．
 

t
 ．．．．．．．．．． 
一
六

十
一
月
二
十
四
日
招
集
の
臨
時
痰
島
市
識
會
に
…
…
…

・
・
規
則
全
文
欲
正

廣
島
市
火
葬
場
使
用
條
例
施
行
細
則
制
定
…
•
•
•
…
…
…
：
・
・
四
付
す
る
事
件
一
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
十
月
額
手
営
と
し
で
四
百
闘
を
支
．
」
．
．
，

市

廣
島
市
豫
防
接
種
手
敷
料
規
則
制
定
：
…
…
…•9
:
·…
…
・
・
五
’
◇
廣
島
市
公
安
委
員
會
告
示
給
す
ろ
こ
と
が
で
き
召
但
し
、
そ
の
月
の
全
日
を
級
勤
、

9、•• 
し

．
廣
島
市
消
防
職
且
の
宜
喫

‘
l
l練
、
親
式
．．．．．．．． 
…
…
…
•
•
'
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
．
．

充

．

◇

僻

令

．

，

附

．

則

．

．

．

＂

？

｀

＇

．

及

＇ぴ
服
制
に
脳
す
る
規
則
一
部
改
正

＇
こ
の
規
則
は
昭
和
二
十

1
i一
年
八
月
一
日
か
らi，
ぷ
ザ
笠
廻
用
す
'
•

報
誓
應
保
健
應
醤
規
程
制
定
：
•
•
•
…
…
…
…
…
…
…
·
:
·
六
◇
雑
報
ー

る。

じ
偲
染
病
患
哨
痰
生
（
死
亡
）
・
一
党
表
・
…
…
…
…
…
・
・
・
・
・
一
八

廣
島
市
職
且
沢
職
手
岱
支
給
規
則
の
一
部
改
正
•
•
…
…
…
•

芦
痰
島
市
住
宅
臀
笞
規
則
制
定
：
·
…

•
;
•
•
1・
・
・
・
・
…
…
…
…
・
七
出
暑
所
管
詈
地
域
合
、
世
烹
羹
：
…

．．．．．．．．．． 
5
:
一
八

仁
版
島
市
超
造
勤
務
手
蔓
給
規
則
外
十
一
ー
ー
の
規
則
整
・
・
・
七
引
屡
麿
一
塁
・
・
・
・
・
・
・
・
…
…

•
•
A... ；
•
…
…
…
•
•
…
•
一
八
廣
島
市
規
則
第
三
十
八
琥
、9

三

廣

島

市

職

塁

塁

＂

Pl

斎

翡

施

行

細

則

制

定

：

・

・

・

・

・

・

・

八

．

’

.

規

則

晏

市

保

育

所

條

例

施

行

細

則

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

＇

左

．

9

．

5

年

．ヽ・・9.

十
炭
島
市
市
内
出
眼
弐"
1支
給
條
例
施
行
細
則
制
定
•
…
・
・
・
・
九
．
昭
和
一
ヱ
'
-
―
一
年
十
月
四
日

一

t. 

廣

島

市

長

ぃ

裟

井

信

．．
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．
 月
度
島
市
晨
菜
生
庶
祇
殴
骰
規
則
制
定
：
…
…
…
…
…
•
•
ヽ
・
・
・
・
九
廣
島
市
規
則
第
三
十
七
琥
の
二

七
誓
漿
追
使
用
條
例
施
行
細
則
制
定
…
•
•
•
…
…
…
…

-
0

炭
島
市
市
蘭
器
蔓
給
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
炭
島
市
保
嘉
翡
施
行
細
則

•
第
一
條
廣
島
｛
巾
保

W
所
（
以
下
＊
所
と
い
う
）
に
保
百
す
い
，

日
炭
島
市
史
且
採
川
昇
格
規
則
改
正
：
・
…
．．．．．．．．．．．． 
…
…
ー
ニ
正
す
る

夜

一

ー

ー

昭

和

二

十

＿

＿

＿

年

九

月

十

五

日

る

幼

兒

は

次

の

各

絨

に

該

岱

し

た

い

守

で

市

怯

が

辿

恋

)

••••••.••••..•••••••••••••• 

行
痰
肋
史
且
考
査
規
程
ご
郡
改
正

・
脱
島
市
公
盆
筑
凩
條
例
加
行
細
則
制
定
•
•
…
…
…
•
…
…

-
lー
一
廣
島
市
北
．
没
四
め
た
芥
で
だ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＇ 
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.
,：-、＆

廣
凸
市
祁
復
話
第
一
＿
＿
十
二
屈
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附

則

こ
の
細
則
は
條
例
施
行
の

H
か
ら
こ
れ
を
施
行
ナ
令

復
桔
節

I-I4-_"

廣
島
市
報
復
活
第
一
＝
十
二
猿

ヽ

第
一
披
様
式

笹
一
琥
様
式
．

一
、
偲
染
病
を
有
す
る
者

了
．
二
、
身
体
扉
弱
て
保
育
に
堪
え
得
な
い
者

-
9事
第
二
條
本
所
の
受
托
定
数
を
越
え
叉
は
管
叫
上
市
長
が
必

｝
要
と
認
め
た
と
き
は
受
託
を
拒
絶
し
又
は
受
託
許
可
を
取

浦
す
こ
と
が
あ
る
。

．．
 

第
三
條
條
例
第
六
條
に
よ
り
本
所
に
幼
兄
を
委
託
し
よ
う

•
と
す
る
と
き
は
別
表
願
・
森
を
以
て
そ
の
旨
申
出
て
市
玉
の

：
．
．
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

□

第
四
條
條
例
第
七
條
に
よ
る
本
所
の
受
託
定
数
は
次
の
辿

．
り
と
す
る
。
但
し
時
宜
に
よ
り
玲
減
す
る
こ
と
が
あ
る
。

廣

名

稲

受

託

定

敷
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宵

崎

保
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五

0
九
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ク

九
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島

大

河
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¢

九

0
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南

観

音

グ
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―

i
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市

白
島

IJ

九
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己

斐

グ

一

五

0

一
蘊
―
―
堡
壁
者
名
＿

1
[饂
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i

詞
査
且
印
一

平

津

ク

ー

八

0

報

江

波

グ

九

0

名

ー

一

国

別

一

年

齢

一

門

贔

一

誠

業

一

備

、

老

第
五
條
託
兒
又
は
そ
の
保
護
者
の
住
所
或
は
身
上
に
屎
勁
―
一
．
＿
口

L
•

一

昭和

を

生

じ

た

と

き

は

礁

ち

に

こ

れ

を

市

長

に

届

け

出

な

け

れ

―

―

―

―

―

ー

一

―

―

ー

―

_

1

|

1
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_

1

1
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1
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ば
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ら
な
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こ
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は
廣
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行
の
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か
ら
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を
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一
月
施
行
す
る
。

ニ
―
•
昭
和
二
十
二
年
炭
島
市
規
則
第
一
―
-
＋
雑
脱
島
市
託
兒
規
則
．
―
―
―
―
ー
一

十

＿

＿

＿

＿

一

E

ば
こ
れ
を
痰
止
す
る
。

••• 
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衰

．

-

必

)

|

行

ノ

謡

“

`

-
—
が
い

[
[
[
[
[
9

〗
冒
ロ
ー
＝
〗
｀

r
h
い
[
:
い
｀
□[
月
。
ヤ
八
訂

}
‘
•
第
一
條
本
院
に
お
い
て
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

i
.
i
'
別
紙
の
診
療
券
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い•
O

i
•

第
二
條
本
院
に
お
い
て
入
院
治
旅
を
受
け
よ
う
さ
す
る
と

ご
-

1

き
は
別
表
の
入
院
願
（
第
一
披
様
式
）
を
以
て
願
い
出
な

属

け

れ

ぼ

な

ら

な

い

。

"
•
第
一
＿
＿
條
入
院
の
許
可
を
受
け
た
者
は
身
元
引
受
人
の
連
湘

一
．
し
た
寄
約
湘
（
第
二
披
様
式
）
を
提
出
し
指
定
の
日
時
に

入
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
指
定
の
日
時
に
入

謡．、

-
i
'

院
し
な
い
こ
き
は
許
可
を
取
梢
す
こ
と
が
あ
を
、

-
・
前
項
の
身
元
引
受
人
は
市
長
に
於
て
不
適
常
と
認
め
る
と

き
は
こ
れ
が
竣
更
を
命
ナ
る
こ
と
が
で
き
る
。

市i
•

第
四
條
冴
元
引
受
人
は
本
市
住
民
で
あ
つ
て
、
獨
立
の
生

-．．
 

計
を
盛
む
成
年
者
さ
す
る
。

一
第
五
條
．
患
者
は
附
添
看
設
人
を
使
用
し
よ
う
・
ぇ
す
る
と
き

は
院
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
こ
れ

報・

に
要
す
る
牲
用
は
自
辮
と
す
る
。

i

昭和
第
六
條
左
の
各
馳
に
該
9"m
す
る
と
き
は
退
院
を
命
{
ど
9

こ

二十
と

が

あ

る

。

-
‘
治
扱
上
在
院
を
必
叫
冬
と
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

―――
 n

L
 

,a 
＋
二
、
他
に
偲
染
病
の
虞
が
あ
る
と
認
む
る
と
き
。

一
.

B

-
―
-
、
院
内
の
規
程
を
溢
守
し
な
い
と
き
。
、

四
、
そ
の
他
院
廷
に
お
い
て
在
院
を
不
辿
常
と
認
め
た
と

．ニ十日

き

。

浚弁
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貨
凸
W
糀

炭
凸
市
品

右
の
者
入
院
な
許
可
下
さ
る
よ
う
御
mi
致
・
し
ま
す

r,o. 者

診 痰 券

居 同 の ↓J
 

本

年

殿

月

日本
栢

住
所

右
戸
主
G

父
は
之
に
代
―
0

ぺ
さ
省
）

出

狐

人

氏

名

別
表

（
表
面
)

年

本
籍

住
所

戟
業

入

殿

住

鼻
’

所

院

年 識業

氏 願

年齢
疇

謬 自
至

年
年

月
月 月ーカ月

月
----------. 

印 l
----------

名
B
生 炭 島 市 保 養

人一
（
哀
面
）日―

氏

廣
島
市
長

託

殿

兒

院
願

こ
の
細
皿
は
條
例
施
行
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
度
人
院
な
評
llI
さ
れ
ま
し
た
が
琺
は
入
院
中
諸
規
則

並
び
に
職

11の
御
指
示
な
固
く
逃
守
致
L
且
つ
治
痰
上
に

関
し
て
は
異
議
の
巾
セ
は
或
．
し
ま
せ
ん

街
月
上
一
切
に
阻
L
て
は
自
元
引
受
人
に
お
い
て
虞
辮
致

し
ま
す
3

廣
島
市
規
則
第
四
十
琥

炭
島
市
診
痰
所
條
例
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
一
二
年
十
月
四
日

廣
島
市
長

炭
島
市
診
療
所
條
例
施
行
細
則

脱
島
市
診
叛
所
に
お
い
て
秒
旅
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

別
表
の
診
叛
券
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

泊

｀
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炭
島
市
長
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殿

患

者
出
願
人

木

笥

，

住
所

身
元
引
受
人

年氏

年

月 ． 

日

密

条勺

書•

°
 

氏氏

井
月

名
一

生
年
月

□

媒
設
者
d

コ

ー
の
頴
ー
柄
ー

本
特
＿

兒
、
剛
正
〗
ニ
ー

既

煕

症

一

＇ 
託

兒

理

由

一

―

-

．

”

 

右
保
育
所
に
入
所
致
さ
U
た
＜
御
承
諾
の
上
は
幼
兒
の
一
身
上
に
つ
い
て
に
一
切
引
受
け
ま
す
か
ら
御
机
い
致
・
し
ま
す

昭

和

年

月

日

幼

氏

保
設
者
氏
名

―

-1: 
J̀JH一

＿
保

＇ 

職

業

＿

9

,

1

 

一

密
守
拒
窃

臨
者
の
打
無

現

住

所

一

]一者一
「
戦
災
引
埠
―

-＿屠；―

信

名
⑲

日
生

名
⑲

名
＠ 印
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復
沿
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ヽ

'
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＇
•

'‘
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-
l
_＿冒一●一＿一

腐
島
市
規
則
第
四
十
三
競

ーーロ
廣
島
市
規
則
第
四
十
二
琥

樅
島
市
豫
防
接
卯
手
敬
粁
規
川

昭
和
二
十
『
年
十
月
凹

H

痰
島
市
長
泊
井
信
―
―
―

脳
品
市
豫
防
接
種
手
敗
料
説
則

第
一
條
豫
防
接
莉
法
冷
二
十
三
條
及
ぴ
同
法
施
行
令
第
三

條
の
規
定
に
甚
き
定
期
に
行
う
豫
防
接
前
に
つ
き
こ
れ
を

受
け
る
者
又
は
そ
の
保
護
者
よ
り
宜
典
と
し
て
左
の
通
り

手
敷
料
を
徴
牧
す
る
3

一

、

前

痘

五

闘

―
-
、
結
核
豫
防
注
射

｀

1
、

ツ

ベ

ル

ク

リ

ン

皮

内

注

射

五

闘

.

2

1

、

注

射

十

闘

―
―
-
、
脱
チ
プ
ス
（
パ
ラ
チ
プ
ス
を
含
む
）
一
回
十
回

四

、

ヂ

プ

ー

プ

リ

ヤ

ー

回

十

五

闘

＂＂りロ

．

一

回

十

回

五

、

百

日

晩

第
二
條
豫
防
接
種
を
受
け
る
者
叉
は
そ
の
保
護
者
が
斑
滸

的
理
由
に
よ
り
そ
の
典
川
を
淡
招
す
る
こ
さ
が
で
き
な
い

と
認
め
る
と
き
は
こ
れ
を
減
兒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
楊
合
に
お
い
て
は
民
生
委
且
又
は
所
迅
固
体
の
代

表
~
ネ
の
ぼ
見
を
副
え
て
市
長
に
広
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。

第
一
＿
一
條
第
一
條
に
規
定
す
る
手
数
料
微
敗
方
法
に
幽
し
て

は
巌
品
市
収
入
諒
紙
規
則
よ
る
。

．

第
四
條
保
曲
眺
艮
は
段
防
接
糀
手
数
料
徴
牧
悔
を
備
え
付

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

C

の
掛
＾
＂
段
防
接
蔀
砲
行
紹
と

併
川
す
る
こ
ミ
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
＆

WJは
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
加
行
す
る
c

行登日十二月一十年三十二和昭
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別
表

一

診 痰 券

殷

住 所

年

券
効

本
有

齢

自
至

年

年
年

月
月

俄業

月力

一
B
B
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.
 
＊, 

．．．． 
印

i
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ヽヽ ． 

廣 島 市 診 痰

廣
島
市
報
復
活
第
一
二
十
二
堕

:'．’, 

“, 

所

^
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 

|← 

40 

30 

銀
色

｀
ー
亀r.，

王
．

、.
.
 
,.t:'
i
r
、̀
i

,19a,
‘
i・1

里
グ
巴

廣
島
市
消
防
職
員
の
宜
瑯
己
、
訓
紗
、
臆
式
及
ぴ
服
制
に
闘
す

る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日

肉

島

市

長

濱

井

信

三

第一
1

一
條
中
「
訓
糾
、
緻
式
及
ぴ
服
制
」
を
「
訓
練
及
證
式
」

に
改
め
る
r)

第
三
條
の
次
に
左
の
一
條
を
加
へ
る
0

.

第
四
條
炭
島
市
消
防
徽
漱
並
ぴ
に
消
防
士
長
及
ぴ
消
防
士

の

階

級

暉

を

別

表

の

通

り

定

め

る

。

．

徽
邸
は
上
衣
左
腕
屑
の
付
根
よ
り
一
寸
下
の
中
央
に
附
す

る。階
級
章
は
右
の
ポ
ケ
ッ
『
r
上
部
に
こ
れ
を
附
す
る
。

前
ー
ー
ー
瑣
の
外
服
制
に
つ
い
て
は
従
前
の
廣
島
縣
苦
察
部
識

員
の
例
に
よ
る
。

一
、
樅
島
市
消
防
徽
窪

型
朕
寸
法
次
の
通
り
（
昭
位
ミ
リ
メ
ー

r
ル）

表

附

則

こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
―
―
一
年
四
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
要

ぢ
t

す
る
。

4" 

廣
島
市
規
則
第
四
十
一
琥
．

9

廣
島
市
火
葬
場
向
西
館
職
員
特
別
手
営
支
給
規
則
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

．

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日

廣
島
市
長
演
井
信
―
―
―

廣
島
市
火
葬
揚
向
西
館
職
員
特
別
手
営
支
給
規
則

第
一
條
廣
島
市
火
葬
場
向
西
館
に
勤
務
す
る
職
員
に
尚
し

て
は
こ
の
規
則
に
よ
り
特
別
手
常
を
支
給
す
る
b

第
二
條
特
別
手
常
ぱ
別
表
に
よ
り
こ
れ
を
支
給
す
る
。
“

但
し
新
任
叉
は
他
か
ら
轄
勁
し
た
と
き
は
登
＾
下
の
日
か
ら

ヽ
休
職
叉
は
他
に
轄
勤
し
た
と
き
は
啜
令
の
日
ま
で
、
選

職
叉
は
死
亡
し
た
と
き
は
そ
の
常
日
ま
で
、
一
ヶ
月
の
勤

務
日
数
が
二
十
日
に
溜
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
勤
務
日
敷

に
應
じ
、
各
日
割
計
算
を
以
て
こ
れ
を
支
給
す
る
。

第
一
＿
一
條
特
別
手
雷
は
咋
111

月
分
を
翌
月
の
給
料
支
給
日
に
支

給
す
る
。
但
し
、
聴
免
●
死
亡
並
ぴ
に
毎
年
一
一
一
月
分
は
こ

の
限
り
で
な
い
。
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一一

火
葬
場
産
兒
一
―
死
胎
一
―
―
一
五
0
回

＇ 

一

回

に

つ

き

ご

土

闘

牛

田

町

天

塁

＇

岩

一

並
び
に
背
玉
、
ハ
葬
場

第
一
二
條
前
條
、
牛
田
町
天
水
及
び
同
平
岩
並
ぴ
に
草

罪
南
町
火
葬
場
設
備
の
使
用
者
は
、
火
葬
に
要
す
る
一
切

の
観
典
を
負
捻
す
る
も
の
・
と
す
ろ
。

第
四
條
條
例
第
四
條
に
よ
り
使
用
料
の
免
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
葬
場
使
用
料
免
願
（
第
二
琥
様
式
）
を

提

出

し

市

長

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

涛
＼
 

}̀
 ．．
 

E
¥
.
 

向

西

館

中

炭

町

昭
和
二
十
一
二
年
十
月
四
日

廣

島

市

長

演

廣
島
市
・
火
葬
楊
使
用
條
例
施
行
細
則

第
一
條
炭
島
市
火
葬
場
使
用
條
例
（
以
下
條
例
と
い
う
）

に
よ
り
、
火
葬
場
又
は
そ
の
附
帝
設
備
を
使
用
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
申
込
栂
（
第
一
腺
様
式
）
を
提
出
し
な
け
れ

ば
た
ら
な
い
0

但
し
火
葬
に
つ
い
て
は
火
葬
認
許
證
を
添

附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
條
條
例
第
一
一
＿
條
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
を
左
の
通
り

定
め
る
。

井

信

廣
島
市
規
則
第
四
十
一
琥
の
二

腐
島
市
火
葬
場
使
用
條
例
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る。

現
業
且
（
火

現
業
且
（
作
業
夫
）

四

拾

闘

百

回

五

拾

闘

別
表

L
 

勤

」

事
務
吏
且
乃
ぴ
事
務
且
一

，
 

夫）

務

別

月

額

殿

前
記
の
者
に
封
す
る
火
葬
場
使
用
料
納
付
は
不
直
能
で

あ
る
こ
さ
た
証
明
す
る
。

民
牛
．
委
且

氏

名
毬

＇ ー

廣
島
市
長 火

非
器
仰
用
料
免
除
願

．
死
亡
者
氏
名

死
亡
年
月
日

右
に
封
す
ろ
火
葬
堪
使
用
料
は
納
付
不
可
餞
に
つ
き
免

除
下
さ
い
ま
す
よ
う
炭
島
市
火
葬
場
使
用
條
例
施
行
細

則
第
四
條
に
よ
川
御
訓
い
い
た
し
ま
す
。

昭

和

年

月

日

死
亡
者
さ
の
競
柄

主

所

・1

氏

名
願

第
二
照
様
式

．．
 

炭
島
市
長

殿

出
願
人
炭
島
市

氏

名
商

町

芥

地

右
使
用
い
た
し
た
い
か
ら
御
許
呵
相
成
ろ
ょ
う
御
願
す

ろ。 一
火
葬
認
許
香
誤
第

ー
使
用
場
所

一
使
用

8

時

昭

和

年

一
舛
亡
者
氏
名

．

．
 

年

月

戟

日
生

―̂ 

月

8
午

9

時

後

火
葬
場
使
用
申
込
奢

附

則

こ
の
細
則
は
廣
島
市
・火
葬
場
使
用
料
條
例
施
行
の
日
か
ら

こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
一
辣
様
式
（
用
紙
半
紙
半
葉
）

-

；_
 

冒

昭

和

年

月

扱
者

nu. 

日
一-E
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ヽ
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一
営
直
最
に
隣
す
る
規
定
は
市
長
の
承
認
を
得
て
保
侭
所
長

-
，

が

こ

れ

を

定

め

る
0

、

.

第
六
條
前
各
條
に
定
め
る
も
の
の
外
廣
島
市
職
員
虞
務
規

則
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

行毅n十二月一十年ヲ十二手II昭 報 1 市
•

島
，
 

廣
ぞ，＇

炭
几

lli
前

ヽ

復
沿
第
一
二
十
二
訊

廣
島
市
規
則
第
四
十
四
競
の
二
，
’

廣
島
市
戦
員
退
職
手
営
支
給
規
則
の
｝
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。昭

和
二
十
＿
＿
一
年
十
月
二
十
五
日

．

廣

島

市

長

敬

井

信

―

―

―

第

七

條

退

職

翌
"n
計
節
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
さ
は
、

追
職
又
は
死
亡
時
時
の
本
総
と
す
る
。

第
九
條
本
人
死
亡
の
揚
合
の
沢
職
手
常
は
、
こ
れ
を
辿
族

に
支
給
し
、
辿
族
が
な

＇い
と
き
は
、
死
亡
者
の
相
紹
人
に

支
給
す
る
。

・

前
項
に
お
い
て
辿
族
と
は
、
本
人
死
亡
営
時
、
こ
れ
ミ
同

・
一
戸
節
内
に
あ
り
、
又
は
そ
の
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
し

元
い
た
、
要
（
内
絃
を
含
む
）
子
、
夫
、
父
、
母
、
肌
父

肌
価
を
い
う
。

氾
職
手
営
の
支
給
を
受
け
る
辿
族
の
順
悦
は
前
項
氾
戚
の

順
序
に
よ
る
0

但
し
同
順
悦
の
者
が
数
人
あ
る
ミ
き
は
、

左
の
順
悦
に
よ
る
。

・一
、
子
に
つ
い
て
は
是
幼
の
順
序
に
よ
る
。

二
、
ハ
点
に
つ
い
て
は
脊
父
罪
を
先
に
し
、
宜
父
価
を

後
に
す
る
。

―
―
-
、
訊
父
罪
に
つ
い
迂
は
於
ハ
ど
茄
の
父
罪
を
先
に
し
、

煎
父
和
の
父
茄
を
後
に
し
、
父
料
の
投
父
和
を
先
に

し

、

筏

父

茄

を

後

に

す

る

。

．

附
則
巾
第
一
＿
＿
項
7

ふ
皿
る
。

廣
島
市
報

復
活
第
三
十
二
聾

‘・̀ 
5
"
 

邪第笛
七召六

第第 第 ．
干五は副委れ四煎員若三 宅二市綾を一

第 炭廣

條．也第 名條 そ委且を條し及干條 の條住和適條 昭市
• 島島

す を の且長速そぴ名 割宅す正
委 る委第説委職・ 足 は 任 委 の 市 を 委第営委委る且市第廣 ― 

和件市

且°且三き且務は委す
ー宅規

北 fr汗． ili合を委 凪
旦任理以貝 二 及 員 員 た つ 螢 ー 島 ＋委則

怜 は 吏に代且合゜
る長期事つ會章ぴ會會め民住章市

及 は者ては 入は＾市主宅
三員第

市台且閥理長を ぴーの組委委 居 前 以 長 的 の．綿宅
住 年會四

譲 北．． のすすを統
十規＋

の の磁巾ろ
副ケ中織旦貝に條下のに割 委廣ー則

誼要よ事゜ ―
る補裁 委年よす長及 闘 の 委 詰 賀 常 則 員 島 月 を 五

此求
佐す 貝とりる‘ぴす目且問施及 會市

り務
一次琥

しる

｀ 
長す市委副幹る的會にしぴ

しに市を委゜
規長 H の

なよ必磁
は る長 ・艮委事審をと應市入則 様

o () が理． 長
- .n ＇委°がは員 査逹ぃす民居＇ ， 熱 に

°委こすに
旦 こ市長 及成 っ る の に ． 定

且 のれ謡各｀ぴすジ概住闊 井め

此 ‘
れる故・互 を合一爛るを闘宅し る
をた照 速任 謡 名 査た設と難て 信 ゜

が任め 方 に 命員及をめ罹しをそ ＝ 

且命幹
J 

る よ 又民ぴ行市‘ずて公の
す事と

を＇る芳き
り は生委 う螢る屈［平廂
こ 冤委委員 °住°島に査

• I\~~ ＼ヽ＼／ v • 
廊将）i~ 廣臨特廣廣脱

れ左廣

・乙時 7|f9と破定月｝泊逹時第別ー島ー島河島
をの島

祁珀規給ゞ・
昭巖視

：：：：給 illj．底
)JI)十 市 甲 家 十 手 日 市 日 市十市 和止 Hl市

十支笥支
給五市第族五常炭職炭職 五 紐 二す及規

七が十給
支日内三手雑支品且島且日遜 十るぴ則

被磁 給 IPi91i琥？＇『t....,給市 危市 兼廣勤 三
六規

°規第

ゞ i'l披楳
短鳥張シ支 ・現 説 除 規 務島務 年
程市手 給． lりllり手則手市手 十

程四 '
は十．

＾シ ＿ ぺ規営 規 ＾第常第‘}ー＋規呼廣一 ‘..,_ 
昭昭 昭！！II支程昭二支二曼 Rl曼島月 ＾ 
和和和第給
ニニニニ規昭

＾ 和十給十斎令第給市一 悶銃
-f-- -f-

ニニ規ー規二規長日 ニ
-f • -f-Jl.lj 和十- - 十披！［IJ戟！t1J十則 • 

ーュニ四＾、十ニッペッ＾三＾禎 三
年年年貌 昭 六 年
+ fi. 

昭昭雑昭 年
六ゞ和 年 六 和 ， 和 シ和井 十

見］！ ！；し二三月ニニ ・ ニ 月
•一 9.1:: -r- 月三十十十信 四

fi-1• 甲二二十三=二 日
日「l 第年十日年年年 三 限
｛ヤ Itt -fー十二
ー・・

逹七七 十
水島ーニ日甲月月二 g 

“
 k,1 F”, 

••• 

ー

．．
 

廣
島
市
規
則
第
四
十
四
競

廣
島
市
保
健
所
虞
務
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
っ

昭
和
二
十
三
年
十
月
四
日

廣

島

市

長

積

井

信

廣
島
市
保
健
所
虞
務
規
程

第
一
條
廣
島
市
保
健
所
（
以
下
所
ミ
い
う
）
に
左
の
戟
艮

を
趾
く
。

所

・

長

課

長
係

長

一
屈

所
所
長
は
上
iiJ
の
命
を
受
け
て
所
務
を
掌
狸
し
｀
所
知
員
を

・
指
揮
監
督
す
る
。

．

所
長
に
平
故
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
條
に
拾
げ
る
順
序
に

一

よ
り
課
虻
が
そ
の
琺
粉
を
代
埋
す
る
。

課
長
及
ぴ
係
長
は
上
司
の
命
を
受
け
て
所
管
事
務
を
虞
理

一

・
し
所
協
員
を
指
拉
監
抒
す
る
。

課
怯
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
所
竹
係
長
、
係
怯
に
事
故
が

あ
る
と
き
上
席
係
且
が
そ
の
職
窃
を
代
珂
す
る
。

所
員
は
上
司
の
命
を
受
け
て
所
殺
に
従
事
す
る
。

第
二
條
所
に
炎
の
課
及
ぴ
係
を
叫
Lc<

継

務

誅

庶

豹

．

係

幣

務

係

莱

務

係

衛

生

課

環
猿
．傾
生
係

食
lll
煎
咋
係

餘

防

聡

防

貶

係

豫

防

係

．

附

則

こ
の
親
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

.、

L' 

提
旧
し
市
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
鼻屯

曇

＼
 

普

及

課

衛
生
統
計
係

荷
生
数
育
係

第
三
條
課
の
分
掌
事
務
は
次
の
通
り
と
す
る
。

終

務

課

i

、
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

二
、
所
員
の
人
事
、
給
典
に
課
す
る
こ
と
。
＾

―
―
-
、
文
粛
の
敗
褻
及
ぴ
保
存
に
隅
4
9
る
こ
｀
と
。

四
、
豫
舘
、
決
鈴
‘
"
並
ぴ
に
経
理
に
躁
す
る
こ
と
。

五
、
使
用
料
及
ぴ
手
敷
料
の
微
牧
、
北
免
並
び
に
徽
敗

粗
豫
に
脳
す
る
こ
と
r
、

‘

六
、
所
内
の
企
粛
及
ぴ
庶
務
に
靱
す
る
こ
と
。
．

七
、
國
民
成
1

捺
法
、
優
生
保
護
法
、
精
肺
病
者
監
護
法

糖
岬
病
院
に
鵜
す
る
こ
と
c

.

八
、
あ
ん
ま
、
き
ゅ
う
、
は
り
、
一
、
ウ
ザ
ー
ジ
、
柔
迫

i

幣
筏
術
に
蒻
す
る
こ
と
。

11
、
理
容
師
法
に
脳
す
る
こ
と
。

+
、
療
術
行
為
取
統
法
に
脳
す
る
｝
J,¥_!0
 

十
一
、
死
体
解
剖
及
ぴ
保
存
に
脳
す
る
こ
と
。

十
二
、
檻
療
救
設
に
梱
す
る
こ
と
。

．． 

+
-
―
-
、
院
薬
品
そ
の
他
勒
生
資
材
に
隅
す
る
こ
と
。
．

十
四
、
菱
事
祷
底
茨
取
絆
法
に
臨
す
色
J
'

、J
o

十
充
、
診
根
用
「
H

ツ
ク
ス
」
鈴
認
ぷ
』
に
闘
す
る
こ
さ

十
六
、
他
の
課
の
主
特
に
[
‘抄
し
な
い
こ
―
I

)

0

,

衡

生

課

・

一
、
駆
放
、
昆
虫
の
認
除
に
脳
す
る
こ
と
。

二
、
泊
揺
に
闘
す
る
こ
と
。

―
―
-
、
応
地
、
埋
火
葬
に
隣
す
る
こ
と
。

四
、
食
品
御
生
に
隣
す
る
こ
、
/
"
0

五
、
食
中
面
に
闘
す
る
こ
と
C`

六
、
獣
疫
衛
生
に
幽
す
る
こ
、
と
。

．
 

-

J

 

七

＾
 

,a 

ー＇ ． 

七
、
へ
い
獣
衛
生
に
閥
す
る
こ
と
。

八
、
狂
犬
病
濠
防
に
関
す
る
こ
―
ヽ
Jo,

九
、
旅
館
、
公
衆
浴
場
、
縦
泉
、
興
行
揚
及
び
遊
泳
揚

に
闊
す
る
こ
―
I
)
0

+
、
住
宅
及
び
上
下
水
道
衛
生
に
開
す
る
こ
―
‘
)
0

十
一
、
改
良
便
所
及
ぴ
水
棺
便
所
に
脳
す
る
｝
J

と。

．

十
二
、
そ
の
他
の
環
境
獅
生
に
関
す
る
こ
・
た
:
□

豫

防

課
一
、
寄
生
虫
病
に
隅
す
る
こ
と
r-

二
、
愈
性
僻
染
病
等
に
関
す
る
こ
r̀

―
―
-
、
ト
ラ
＊
ー
ム
、
ら
い
、
そ
C

他
慢
性
僻
染
病
に
隅

す
る
こ
ミ
。

四
、
結
社
に
関
す
る
こ
と
。

五
、
性
病
に
開
す
る
こ
。

六
、
歯
祠
衛
生
に
闊
・
す
る
こ
―
I
)
0

七
、
紐
性
及
ぴ
乳
幼
兒
保
健
指
導
に
関
す
る
こ
―
I

)

0

.

八
、
榮
養
指
導
及
ぴ
榮
養
士
に
脳
す
る
こ
と
。

九
、
図
民
体
力
法
に
闘
す
る
こ
と
0

,

+
、
そ
の
他
疾
病
隊
防
に
脳
す
る
こ
と
b

普

及

課

．

一
、
衛
生
思
想
の
瞥
及
向
上
に
聡
す
る
こ
と
r)

•. 

二
、
衛
生
統
計
及
ぴ
人
口
勤
態
統
計
K
躁
す
る
こ
と
。

一
●
、
保
健
姉
、
助
廂
姉
、
看
護
加
の
事
業
に
闘
す
る
こ

-
I
f
o
 

四
‘
衛
生
上
の
試
験
、
玲
菜
せ
如
岡
す
る
こ
ー
‘

)

0

.

五
、
調
料
及
ぴ
投
莱
に
脳
す
る
こ
と
r

、

六
、
幣
療
批
舎
事
業
に
閣
す
る
こ
と
。

第
四
條
保
健
所
法
施
行
規
則
第
十
五
條
の
規
定
に
よ
り
厚

生
大
臣
に
提
出
す
る
事
業
報
告
一
い
市
長
を
網
由
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
條
所
に
は
霞
直
＇
は
を
血
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

}
・
 

,r'ー甕
條
會
議
は
委
員
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ

ば
こ
れ
を
開
曾
す
る
こ
さ
が
出
来
な
い
。

第
九
條
議
事
は
出
席
委
員
の
過
半
数
に
よ
り
決
定
す
む
。

可
否
同
数
の
さ
き
は
議
長
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

第
十
條
靡
は
委
員
長
の
命
を
う
け
て
事
務
を
欝
す
る

・

]

甘

軋
r
r
/
 

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
施
行
す
る
。

六＂

ー
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"̂w殺

N"”
孟

'Ha

炭
島
市
臨
時
食
卓
料
支
給
恥
則
（
昭
和
二
十
一
年
八
月
十

七
日
欧
島
市
規
即
第
十
七
脇
）

ー
＇
＞
廊
島
市
旅
瓶
減
判
支
給
規
程
（
昭
和
九
年
七
月
途
甲
第
七

口

猿

）

-

゜

厳
島
市
旅
典
條
例
第
十
一
條
に
、
よ
る
旅
投
規
程
（
昭
和
十

]
[
〗
闘

□口
／i

―
市

ヽ曾一
報｀ ．行夜日十二月一十年三十二和晒

昭
和
二
十
三
年
十
一
月
一
日
．

厳

島

市

怯

泊

井

信

脱
島
市
職
員
危
倹
翌
＂
ぃ
支
鉛
條
例
施
行
細
則

第
一
條
こ
の
規
則
は
殷
島
市
職
凪
危
陰
手
常
支
給
條
例
（
．

以
下
條
例
と
い
う
）
の
施
行
に
隣
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
。

鐙
i

．
條
條
例
第
一
條
に
定
め
る
甲
、
乙
の
支
給
匝
別
は
別

表
の
通
り
と
す
る
。
業
務
に
つ
い
て
危
険
業
務
の
認
定
を

受
け
よ
う
『
こ
す
る
ミ
き
は
別
紙
第
一
様
式
に
よ
り
申
請
を

し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
條
條
例
第
一
條
第
二
項
第
一
稗
の
支
給
該
微
者
が
あ
'

る
と
き
は
別
紙
第
二
様
式
に
よ
り
申
誼
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
．

危
瞼
手
常
の
支
給
を
受
け
て
届
た
も
の
が
、
そ
の
資
格
を

，
失
う
に
至
っ
た
と
ぎ
は
直
ち
に
別
紙
第
三
様
式
に
よ
り
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
條
條
例
第
一
條
第
二
項
第
二
琥
該
賞
者
が
あ
っ
た
と

き
は
別
紙
第
四
採
式
に
よ
り
賞
月
分
↓
名
翌
月
五
日
迄
に
報

;/9 

（
以
下
條
例
と
い
う
）

め
る
。

一定
め
る
。

．
昭
和
二
十
一
歪
平
十
一
月
一
日

一

岡

島

市

長

泊

井

信

一

―

-

“

誓

應

蘭

誓

屡

給

條

例

施

行

細

則

-
•
第
一
條
こ
の
規
則
は
炭
島
市
市
内
出
張
手
営
・
支
給
條
例

．

一

＇

‘

の

施

行

に

臨

し

必

要

な

事

項

を

定

廣
廊

島
島

ビμ

市
L-I 

'、報
報

第
二
條
條
例
第
一
條
の
出
眼
は
、
別
紙
第
一
様
式
の
市
肉

出
張
命
令
緒
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。

第
三
條
條
例
硲
四
條
本
文
の
規
定
に
該
露
す
る
者
が
あ
る

と
き
は
別
紙
第
二
様
式
の
認
定
申
請
杏
二
辿
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
認
定
は
戦
且
、
課
謎
が
こ
れ
を
行
う
。

前
項
畠
冤
に
よ
り
鸞
“
を
受
け
て
い
た
者
が
そ
の
査
格

を
失
っ
た
ミ
き
は
直
ち
に
別
紙
第
三
様
式
に
よ
り
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
條
條
例
翌
ハ
條
の
宜
役
は
、
川
務
の
性
鉗
上
茶
急
や

む
を
得
な
い
と
き
書

jE
賞
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
限
り
・
支
給
す
る
。

前
項
の
認
定
は
載

U
課
艮
が
こ
れ
を
行
う
。

第
五
條
市
内
川
張
命
令
甜
は
本
邸
の
各
昧
（
所
）
は
袖
月

第
一
仇
務

n、
そ
の
他
は
そ
の
科

H
の
午
前
中
に
戟
且
課

．
に
提
出
す
る
も
の
と
す
：
但
し
宙
行
半
務
屈
、
堀
翌
薙

委
且

fr半
務
J
及
び
凶
査
ボ
h
1ボ
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
公
布
の
＂
か
ら
こ
れ
を
加
行
す
ろ
。

別
紙
tfji
破
ほ
式

廣
島
市
報

後
活
第
一
ー
エ
十
二
翠

ヽ

＇ 一
一

r
 

備
考

長月

日

月

一
、
巾
請
粛
は
二
埴
提
出
し
職
且
課
た
網
由
す
る
。

二
、
二
通
の
う
ち
一
通
は
認
定
愈
さ
・
し
て
所
脱
長
に

速
付
ー
9

ろ。

―
-

i

、
認
定
開
は
戟
且
謀
で
記
入
す
る
9

市
内
出
張
命
怜
牌

「
言
日
月
―

J
j
R

―時間＿翡―蜘恥
BIJ-
口晶一

一
―
―
二
韮
―
―
―
―

一
、
行
先
欄
姫
別
は
條
例
別
表
中
の
該
賞
金
額
た
記

入
す
ろ
。

別
紙
第
二
様
式

1

年

廣

島

市

長

殿
市
内
出
張
常
壁
者
認
定
fll

靡

員

喜

喜

暉

一

認

定

胃
氏
名
一
出
張
先

ー

一

―

ー
ー
L―□□

-tI所

別
紙
加
―
1
f

様
式

E
 

9
ク

炭 備
考

鳴 l 炭
乙 甲

厖
別

一
、
巾
甜
咽
二
通
の
巾
、

犀
長
に
交
付
す
ろ
。

二
、
認
定
揺
は
眠
且
諜
に
お
い
て
記
入
す
を
0

島
．
市

殿

市
内
出
成
所
常
務
者
失
格
報
告
杏

て
ー l一

氏

名
ー
失
格
年
月
"
-

．
 

一

一

＇ 一

，
 

痰
島
市
規
則
第
四
十
九
琥

版
曲
市
設
棠
生
懇
笠
訟
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
ー
ー
一
年
十
一
月
一
日

＼
廣
島
市
農
業
生
廂
厄
設
説
規
則

泄
率
的
伍
哀
法
の
登
逸
を
図
つ
て
店
業
生
布
の
用

冷
一
條

ー
｛

・

ー

ー

し

1

し

業

務

ヽ
の

脱
島
市
丑

日
や

．， r.r̀’ 
r.̀
.̀
＼
 

・”. 

ヽ

＇ 
一

沼

井

信

内

容

別
紙
第
一
様
式

年

月

日

島

市

長

殿

．

危
阪
業
務
認
定
申
詰
害

―l―|□m 
I 

失

格

の

理

由

所
屈
誅
（
所
）
畏
名
印

所
禍
課
（
所
）
長
名
印

e 

所

f邸

↑
 

受

J.,、
石l

査

格

者

定，

,1, 9 99,.. 99 99l■, 1,99●- ン，

｀ 

長

⑲

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
陀
o

-

第
五
條
こ
の
手
常
の
支
給
セ
不
嘗
に
受
け
て
居
た
者
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
不
営
に
受
け
て
居
た
手
常
を
返
納
せ
し

め
、
叉
は
手
常
の
支
給
を
傍
止
す
る
。

-
―
 E

 

付

＂ 

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

こ
の
規
則
制
定
以
前
師
に
危
瞼
手
営
受
給
資
格
の
認
定
を

受
け
た
者
は
こ
の
規
則
に
よ
る
安
格
の
認
定
を
受
け
た

者
と
み
な
す
。

別
表
危
険
手
賞
支
給
姫
別
様
準

一
、
榮
鋤
安
全
循
生
規
則
第
四
十
八
條
第
二
戟
に

掲
げ
る
業
務
に
直
接
従
事
す
る
者
。

二
、
従
康
者
の
注
揺
如
何
に
拘
・
り
す
甚
大
な
ろ
被

害
の
お
そ
れ
あ
ろ
業
務
に
直
接
従
事
す
ろ
者

――i
、
前
―
．
盟
に
該
裳
し
な
く
て
も
被
害
．
か
致
命
的
．

／
た
業
務
に
直
接
従
事
す
る
も
の
．
I

甲
に
掲
げ
ろ
業
務
に
直
接
従
事
し
な
い
が
環
採
そ

の
他
に
よ
り
被
害
の
お
そ
れ
あ
ろ
者
、
又
は
稜
害

の
程
度
軽
微
さ
認
め
ら
れ
た
る
者
。

Y” 炭

--|―こー氏

島

・．
 ん

九

二1二` 長・

印

屈

長

失
格
の
理
．
由

R 

別
紙
第
二
様
式

年

月

日

一

廣

島

市

長

]

翠

危
跛
手
常
受
給
者
査
格
認
定
rti
詔
掛

靡
甘
紺
叫
吼
打
い
？
―
認
定

-a 

職

名

一

氏

名

務

の

内

径

程

度

4

な
る
ぺ
を
堪
項

-

A

―
―
―
―
 

-
＿
＿
＿
＿
 

-

_

_

 

,
1ー

l

_
＿
＿
＿
 

備
考
一
、
中
請
掛
．
い
二
荊
提
出
し
、
識
且
諜
↓
心
謡
山
す
る
。

二
、
二
並
ツ
う
ち
ご
池
は
品
定
瑚
‘
)
・
し
て
所
瓜
長
に

苛
付
す
る
。

三
、
従
事
つ
程
度
副
に
は
、
一
カ
月
間
に
立
け
る
従

事
・
グ
囮
数
危
険
り
度
合
等
在
記
入
す
る
。

四
、
認
定
梱
は
繊
且
謀
で
記
入
す
ろ
。

別
紙
第
一
二
様
式

年

月

日

所

廣

島

市

畏

巌

｀
危
険
手
営
受
璧
羹
格
報
告
柑

|
_
|
_
,
_
1

ー

1

ー
ー

1
,
i

ー
ー
ー
~

名
失
格
年
川
8

一警
一
氏
一

＇ 

―
―
 

ー

一

I
 

一

ー

一―

―

 

別
紙
第
四
様
式

年市

月

日

長

殿

‘

月
分
危
塁
璽
篇
時
勤
璧
者
報
告
掛

回
敬
一
覧
氏

i

,

 ーニ―

名
一
甲
一
乙

i

一
ニ！
]
ー
一
ー
一
ー

―――― 

元
に
努
め
農
家
緑
器
を
確
立
す
る
た
め
農
莱
生
希
憚
（
以

下
箪
に
生
廂
翫
さ
い
う
）
を
政
け
る
。
．
．

第
二
條
生
腔
祗
の
名
稲
及
ぴ
甑
域
は
別
表
の
通
り
ー
、
キ
ノ
る

第
三
條
生
坪
祗
に
謳
蛭
一
名
を
骰
く
。

第
四
條
匝
生
廂
長
は
そ
の
翫
城
内
に
居
住
す
る
晨
民
が
速

出
し
た
布
に
つ
い
て
市
長
が
こ
れ
を
蔭
託
す
る
。

第
五
條
生
廂
罷
長
の
取
扱
う
業
務
は
猫
ね
次
の
迎
り
さ
す

る`。一
、
装
業
生
産
に
幽
す
る
こ
さ
。

二
、
食
税
供
出
に
闊
す
る
こ
と
。

三
、
ー
肥
料
及
ぴ
晨
用
築
贋
農
機
具
等
の
生
廂
資
材
に
幽

す
る
こ
と
。

四
、
報
奨
物
究
に
腹
す
る
こ
―
n
o
.

五
、
謀
林
統
計
に
應
す
る
こ
と
9
,

．

六
、
保
有
米
に
淵
す
る
こ
―
I
)
0

七
、
殷
作
物
災
害
調
査
に
幽
す
ろ
こ
さ
。

八
、
湘
漑
排
水
に
隅
す
る
こ
と
。

九
、
開
痰
に
脳
す
る
こ
と
。

1
 

0
"
そ
の
他
股
棠
生
院
に
幽
す
る
こ
と
。

墾
ハ
條
生
壁
昆
長
ば
そ
の
業
務
を
な
す
に
岱
つ
て
常
時
封

分
瞭
明
祁
を
所
持
し
必
要
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
提
示
し
た

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
條
生
布
匝
伐
に
ぱ
投
紅
の
箱
間
内
に
お
い
て
弐
“
金

を
支
給
す
る
。

筍
八
條
生
即
匪
の
主
作
謀
荘
底
生
屈
｛
且
叫
謀
．
＜
す
る
。

節
九
條
こ
の
説
則
施
行
上
必
要
た
事
項
は
食
料
課
北
の
定

め
る
と
こ
る
に
よ
る
。

附

即

こ
の
規
則
ば
公
布
す
る
日
か
ら
こ
れ
~
丘
邸
行
し
昭
和
二
十

ー
ー
屈
ふ

'
H
-
nか
ら
こ
れ
を
姻
川
す
る
●
●

八

所 所

励 屈

長

⑲ 

‘ヽ
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内
包
一
十
五
粍
以
下
の
場
合

内
径
二
十
五
粍
を
籾
え
る
場
合

内
径
五
十
粍
を
超
え
る
場
合

内
倅
七
十
五
粍
を
超
え
る
楊
合

内
秤
百
五
十
粍
を
超
え
る
場
合

第
十
九
條
條
例
笹
―
ぷ
＇
ス
條
翌
＂
．
水
器
試
除
手
敷
料
は
次

の
辿
り
で
あ
る
。

内
祁
二
十
五
粍
以
下
の
も
の
一
個
に
付
金
百
闘

内
野
一
十
五
粍
を
超
え
る
も
の
一
低
に
付
宜
既

第
二
十
條
約
水
iIぷ
訟
C
所
布
樅
移
籾
届
に
は
袷
水
装
骰
の

所
在
地
、
給
水
琉
別
現
使
川
行
（
使
川
ポ
の
な
い
と
き
は

前
使
川
も
及
ぴ
栓
放
を
記
戒
し
前
所
布
衣
‘
ぷ
菊
の
上

屈
け
川
で
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
但
し
市
所
泊
り
の
北
水
器

が
取
b
付
け
一
」
あ
る
ミ
合
は
七
の
代
竹
瞭
祁
セ
添
え
た
け

- ------~~ -----,--- ← - - ----- • - :.. ‘9 ．～ 必←-·— •一•---. -------・ •---_．．． ．→一□9→--
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:l¥ 2lt、19事事

金
拾
五
闘

金
参
拾
闘

金
五
拾
闘

金
七
拾
闘

宜

典

第
十
八
條

あ
る
。

一

、

於

水

批

ー
記

内
祁
二
十
究
粍
以
下
の
も
の
一
工
事
に
付
金
茎
拾
闘

内
代
二
十
五
粍
を
超
え
る
も
の
一
工
事
に
付
金
五
拾
闘

内
径
五
十
粍
を
超
え
る
も
の
一
工
事
に
付
金
七
拾
回

内
牲
七
十
五
粍
を
超
え
る
も
の
一
工
事
に
付
金
百
闘

内
代
百
五
十
粍
を
超
え
る
も
の
一
工
事
に
付
悔
費

條
例
第
十
八
條
の
設
計
手
敷
料
は
次
の
通
IJ
で

内
捉
五
十
粍
以
下
の
も
の
一
個
に
付

内
祁
五
十
粍
を
超
え
る
も
の
一
個
に
付

内
代
七
十
五
粍
を
超
え
る
も
の
一
個
に
付

内
秤
百
五
十
粍
を
超
え
る
も
の
一
個
に
付

そ

鐵

狩

及

鉛

碕

宜

内
代
五
十
粍
以
下
の
も
の
一
本
に
付

内
墨
五
ャ
＇
粍
を
胡
え
る
も
の
一
本
に
付

内
•□ヽ
じ
卜
冗
打
を
陀
ヽ
乞
ろ
も
の
一
本
に
付

内
和
百
．．
 
り
L

喜
ぷ
＇．．．
 
し
、生
。
•^こ
い
一
本
に
付

金

参

闘

金

五

闘

令
拾
就
闘

｛．煎
拾
闘

金

登

闘

金

五

闘

金

拾

闘

金

Tlt拾
闘

人
又
は
砂
rI
理
者
の
住
所
氏
名
。

五
‘
啓
札
又
は
鍵
の
毀
損
亡
失
の
と
き
は
栓
番
。
公
設
か

径
臥
の
別
及
ぴ
事
由
。

第

二

十

四

條

計
樅
栓
の
使
用
水
ぶ
準
ぱ
征
月
そ
の
月
の
下
句

に
恐
永
器
を
罪
検
し
て
計
悌
す
る
0

そ
の
貼
桧
以
後
の
も

の
は
恐
月
の
使
用
載
に

僚

入

す

る

。

＇

第
二
十
五
條

僻
水
器
若
し
く
は
給
水
装
筐
の
故
障
等
に
よ

り
使
用
水
対
が
明
確
で
な
い
ミ
き
は
、
前
回
貼
検
の
た
き

ょ
虚
＂

i
-

水
器
若
し
く
は
給
水
装
齢
改
修
を
終
る
迄
の
使
用

水
研
は
改
修
後
の
使
川
水
E.111

哀
は
前
年
同
期
間
の
使
用
水

泄
を
参
酌
し
て
こ
れ
を
認
定
す
る
。
．

第
二
十
六
條
，
市
長
が
必
淡
と
認
め
る
と
き
は
拙
水
器
の
敗

訟
場
所
を
斐
吏
す
る
こ
と
が
あ
る
。

＇

批
水
器
敗
5
い
場
所
に
は
濫
り
に
物
件
を
堆
稲
し
又
は
エ
作

物
を
設
け
る
こ
た
が
で
き
な
い
。

・

第
二
十
七
條
梵
水
器
の
保
が
品
臨
内
に
は
給
水
装
梃
所
在

地
、
翡
盈
血
の
名
稲
、
番
被
、
口
秤
及
ぴ
個
敷
を
記
載
し

な
け
ば
な
ら
な

g
o

保
5
9

日
に
か
か
る
批
水
讐
毀
雙
は
亡
失
し
た
場
合
の
賠

璽

額

は

Hi必
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第

二

十

＿

＿

篠

條

例

第

二

十

八

條

第

一

鵞

嘉

六

詈

届

ー

第

二

十

八

條

険

蓋

悶

息

蘭

し

ょ

う

ミ

す

る

も

C

出
に
は
給
・
水
装
辟
所
在
地
及
び
同
所
有
者
の
外
次
の
事
項
は
そ
の
＂
叫
求
北
り
に
袷
水
閑
骰
阿
在
地

‘rIll
．
水
器
の
名
柄
。

を
出
戚
し
な
け
れ
ば
た
ら
な

g
o

帝
被
、
口
在
、
友
ぴ
個
液
Ip-7叱
帆
し
な
け
れ

1
な
ら
な
い

一
、
袷
水
莉
別
の
焚
更
の
ミ
き
は
給
・
水
莉
別
及
び
そ
の
平
笹
エ
＇
九
條
玲
水
を
収
＇
ー
す
る
も
．
が
な
い

mり
↑
―

t

給
水
．

由

。

一

を

受

け

よ

う

玄

＇

る

船

炉

は

市

長

-

作r
iir
を
が
一
炉
少
泣

n

二
、
給
水
閥
係
守
の
住
所
｀
氏
名
の
焚
直
の
さ
き
は
玲
水
共
川
怜
か
ら
特
に
一
洛
盆
受
け
る
こ
＿
r
-

が
で
？
令
こ
の

種

別

及

び

翌

＂

住

所

氏

名

。

楊

＾

＂

6

甜

点

＂

は

堕

一

十

二

條

”

池

川

す

る

。

＿
＿
＿
‘
井
川
怜
、
共
川
栓
及
び
計
北
器
を

1
1
1い
た
い
計
閲
硲
~
堕
―
工
＇
條
條
例
沼
五
條
冷
二
項
に

A
'＿
つ
一
品
及
？
恣
必
を

で
様
郎
に
汎
勁
が
あ
っ
た
と
き
は
異
乱
を
生
じ
た
研
符
交
け
た
も
の
の
村
、
ャ
は
郭
IlJ
怜
哭
＂
使

Jll
の
出
＾
＂
の
約
水

悦
郎
、
共
川
栓
は
公
設
か
私
設
の
別
、
栓
番
及
び
川
迩
料
及
び
計
比
栓
給
水
料
つ
例
に
よ
る
。

四
、
終
代
人
又
は
竹
理
行
が
髪
災
し
た
、
こ
さ
は
妍
昭
招
代
卵
ー
―

-+i
作
代
例
第
一
元
＇
八
化
の
規
・
氾
に
よ
つ
一

J

泣
必
す

れ
ば
た
ら
な
陀
。

前
項
の
届
瞥
に
前
所
有
者
の
連
署
を
得
ら
れ
な
い
と
ぎ
ぱ

所
有
椛
を
諦
明
す
る
瞥
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
二
十
一
條
給
水
開
始
請
求
術
に
は
専
用
栓
に
あ
っ
て
は

給
水
装
置
所
在
地
●
所
有
者
、
使
用
者
、
栓
敷
人
艮
及
ぴ

用
途
を
、
共
用
栓
に
あ
っ
て
は
給
水
装
留
所
在
地
、
公
設

か
私
設
の
別
、
栓
番
及
ぴ
用
途
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

給
水
痰
止
の
届
科
に
は
専
用
栓
に
あ
っ
て
は
給
水
装
栢
所

在
地
、
所
有
者
及
び
轄
住
地
を
、
共
用
栓
に
あ
っ
て
は
給

水
装
置
所
在
地
、
公
設
か
痣
設
の
別
、
所
有
者
及
ぴ
斡
住

地
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
誓
ぴ
前
項
の
う
ち
共
用
栓
の
揚
合
は
綽
代
人
の
辿

袈
を
必
要
と
し
、
炭
止
届
に
は
錮
及
ぴ
疾
札
を
添
え
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
埒

第
二
十
二
條
條
例
第
二
十
七
條
に
よ
り
私
殷
消
火
栓
使
用

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
そ
の
賭
求
瞥
慮
度

栓
所
在
地
、
栓
敷
、
演
習
日
時
及
び
使
川
時
間
を
記
・
）
し

な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
第
二
十
八
條
第
七
琥
の
場
合
も
又

同
じ

6

ノ
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i
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＇ ． ． ー

註
踪
城
に
つ
い
て
従
前
の
農
翫
の
例
ギ
依
る
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I/ I/ I/ I/ I/ I/ ク／9 1, ，， I/ I/ I//IIJ ^̀、 II I/ II II II II II Il II II IJ •II 同 I:
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I ．̀ 、
;l.、ンI. ク；， /J・ IJ I/ I.J IJ I/ I/ I/ IJ I/ IJ IJ ノ'J I/ IJ ク，I ,J II /'”“/／同 1ほ

‘»• 

‘‘ 

字

那那

/ .. ヽ

そ →

名

稲

覧
産
距
）

上
言、，堀中

上

城

城

別

表

創
業
生
窄
阻
の
名
稲
及
び
厖
城

‘ー
‘‘, ＇ ‘、

へ

｀ し

一
個
に
付

一
個
に
付

金金

五 拾

闘闘

I>, 

．
 

需
怜
及
ぴ
共
用
栓
は
こ
九
を
計
婿
栓
と
定
額
栓

と
の
二
確
類
と
し
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
用
途
に
塵
じ
市
長
誓

れ
を
定
め
ろ
。

璽

篠

水

詈

工

事

調

査

及

ぴ

農

器

の

腔

唇

日

出

ょ

り
日
浚
ま
で
の
間
に
こ
れ
を
行
う
°
但
し
急
を
要
す
ろ
場

合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
の
エ
訳
調
壺
及
び
焚
永
器
の
貼
検
を
す
る
も
の
に
は

瞭
匹
娑
品
蕃
さ
せ
る
。

第
四
條
給
永
装
樅
は
給
水
代
の
外
水
道
係
員
で
な
け
れ
ば

ご
れ
に
獨
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
條
給
水
諸
求
者
は
そ
の
家
屋
に
既
設
の
水
栓
が
あ
る

と
ぎ
は
他
の
永
栓
か
ら
紹
水
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

第
六
條
條
例
第
五
條
第
二
項
に
よ
っ
て
共
用
栓
使
用
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
そ
の
請
求
害
に
使
用
の
理

由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
児
。

第
七
條
條
例
第
六
條
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
共
用
栓
綽
代

人
が
行
う
用
務
は
椴
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
組
合
員
の
給
水
、
炭
水
そ
の
他
の
諸
辰
。
．

—

二

、

組

合

員

の

移

動

そ

の

他

組

合

の

事

務

。

．

第
八
條
條
例
第
七
條
に
よ
っ
て
交
付
し
た
給
水
鍵
及
び
鑑

札
は
給
水
栓
に
取
り
付
け
た
ま
ま
放
置
し
て
は
な
ら
な
い

第

九

條

給

水

鍵
及
ぴ
鑑
札
の
再
交
付
手
敷
料
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

鍵．鑑

札

第
一
條

い
う
。

第
二
條

廣
島
市
規
則
第
四
十
九
琥
の
二

巖
島
市
水
道
使
用
條
例
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
一
―
ー
年
十
一
月
十
一
日
・

炭

島

市

長

渋

井

信

―

―

―

腺
島
市
水
道
使
用
條
例
施
行
細
則

•
こ
の
規
則
で
條
例
と
は
炭
島
市
水
道
使
用
條
例
を

廣
島
市
報
復
活
第
一
デ
ャ
ニ
睾

＼ 

ヽ

y
こ`
 

水
栓
類
及
水
笠
附
屈
具

第
十
條
條
例
第
十
條
の
作
理
者
を
蓮
定
し
た
場
合
は
連
袈

で
居
げ
出
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
唸
管
理
者
の
住
所
が
続
更

し
た
と
き
も
叉
同
じ
。

第
十
一
條
専
用
栓
及
ぴ
租
敦
共
用
栓
を
設
け
る
位
罹
は
屋

内
叉
ほ
描
内
に
限
る
°
但
し
私
股
共
用
栓
は
市
長
が
差
し

支
え
な
い
と
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
條
給
水
装
置
工
事
を
請
求
し
ょ
う
と
す
る
も
の
は

そ
の
請
求
害
に
工
事
の
態
瞑
．
給
水
種
別
及
ぴ
用
途
（
修

繕
撒
去
は
こ
れ
和
要
し
な
い
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
悶
但
し
新
設
の
場
合
ぱ
條
例
第
九
條
の
賓
格
を
併
せ

て
記
載
す
る
を
要
す
る
。
必
要
が
あ
る
と
き
は
そ
の
資
格

を
證
明
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
一
＿
＿條

給

氷

裟
協
工
事
を
新
に
請
求
す
ろ
場
合
そ
の
士

地
が
官
公
有
地
で
あ
る
と
き
は
そ
の
使
用
許
可
沿
を
提
出

し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
條
給
虎
喜
の
工
事
典
ぱ
工
事
用
品
の
原
伯
に
水

懇

醤

霊

閃

し

て

一

割

を

加

仰

し

た
金
額
と
す
る
。

第
十
五
條
自
已
の
材
料
を
以
て
給
水
装
置
を
し
ょ
う
と
す

る
も
の
は
、
そ
の
請
求
卯
に
給
水
袋
悩
所
在
地
、
拾
水
菰

別
及
び
用
途
を
記
載
し
岡
而
設
計
祁
及
ぴ
材
料
明
細
粛
1

和―

添
え
て
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。

前
項
の
承
認
を
受
け
た
場
合
ぱ
工
事
竣
功
後
一
＿
＿
日
以
内
に

こ
れ
を
市
長
に
届
●
出
で
検
姿
を
受
け
．
な
け
れ
ば
な
ら
な

.t'̀’ 

翌
第
十
六
條
前
條
の
場
合
贔
が
不
完
全
か
叉
は
検
査
を
受

け
な
い
材
料
を
使
用
し
た
と
き
ぱ
給
水
藍

悶
承
認
を
取

り
消
す
か
叉
は
日
時
を
指
定
し
て
改
良
芳
し
く
ば
一
部
を

撤
去
さ
せ
る
こ
と
が
あ
ろ
。

第
十
七
條
條
例
第
十
七
條
の
検
査
手
敷
料
ぱ
次
の
迎
り
で

あ
る
。

1
0
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第｀ 一 班 叩、三ニー迎第＋確れる第五＇ : 第llr1 六~五四
． ＇ーヽ・一贔闘旦‘ ‘知條ノヽ ‘直（ま者條 1條心／‘‘あ ‘ ＇―‘ ・ 

そ 滅＇ すななは そる悪グググクククケ q I/ I/ ✓I 1 Iジフ痘 失 る左者ら保喪る のも臭

JJ テそ． 又 °のにな證札ま のを
15 13 12 1 t 10 9 8,6. 5 4 2 1 I y 他の は滅 各限い人をで，r入灯町他“°登屡箸中

；ァぅ 要必 破Ht失誠る°二亡の込裟しし
n n u u u u u u u u u 日 が 1し只又に°但名失 fil]の上不 又＜

^ J) ＾ 土，，^ぐr ＾ * '^ k ＾ 火 ＾ JJ ＾ 土 ＾ 金 木^ ＾ 火 ＾ n 第fiil• ある の た麿且ては出~ 該ヽ？も ［ 辿が破損時一際r"適 他は斐命
- - ~ V ーシ― ゞ ー ゞ ツ ゞ ツ , . 四疋←｀と < '- 1．損収 す苗・ 湖しこ 1示IE常 の‘£叉1 

き しる し再れしと，, I，,, ，，，，グ,,'，'， 1/ 1，11 ジ き°残余が° た さ しまたひをた隠 烈物は減' 

JJ テフ ／ あ イiiと き 青字予9=；9 c 交吼呵め に 1買
30 2~ 27 26 25 24 22 20 19 18 17 16 1) 期 る樅き゜ は， 付 物 ら 障 の

ャ と放 こ Fを はれ害炭
閃 lJil u u" ＂ H ot1 0 日 ジ痘 き菜 れにを受と身るをが

^'‘ .̂... ^ ＾ ^ r．ャ:フ 0 醤叉 を居厄けす元も典あ
^ 火）l-K/̂^  ̂＊＊  JJ 土合 木^ ー^し火孟テそ > 住 よるもの えるー-.-~- ;i;i. ツゞ"':-'ッゞ-ッッ/ツJ... シ四 しぅ 0 rJ5.。るも

. 1) （ま 身なと他 炭 の
I/ ， 'クク，I ク 1I I/ 1/ グ I/ 12 ジ アう 損 に元けすを が

月フ , 0 

14 13 11 10. 9 8 7 6 4. 3 2 1 ~濠コ 別一‘ 痘ジ和昭廣白 昭こ 算第七

11 n n n u o a a 日 B □ 8 ヤ防表種 昭フニ器・ 塁i 和のの條
｀ り3 の 和テ-.・ 上

＾ 火- ＾ ッJ1 ＾ ・-.J:ッ 企^ツ ＊^ - 水^ッ ＾ 火ツJ^ッI＾ 土ツ金^ツ 木^シ 水^ツ 三回 接 通でり短並にジ左 三ニ十ヤリー＝：古不~弔一- 告 九年六月細則則附れこ條例

，， IJ ，， I/ IJ IJ IJ IJ I/ I/ IJ 11 稲種あプ記 年， i 肉第 ・ 1〗>公布は 士を第八
. }] る゚ テ 十 四 則91IIIJ の排.x. 

20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 8 痘目 ャリ ［ 十月 九 は、か日 うも翡三
" [J u u u n B B n B B B I 八左琥琥示こ＇らの項

検割 日の豫 れ甲ここの

^ 士ッ ^ 全ツ ＊^ -• ＾ ，シK ^ 火シ ＾ JッI ＾ 土- 企^- ＾ 木- 9^  -k ^ 火ツ ＾ -｝］ 診 ，表 菰の 積-． 通り接血防・． ． 蕨を第七―卜れ施をー する°猿釜賠

クク．，I II クク I/ "， II クク至自時 ．期井施仁法こ ノ」すI::二行 >
午後後午 日 1すJ に る脇ず

四ー 及信る°基く 似゚島る。・ ・

・ 時時間 場ぴ所三 •定期― 市公 用元l 

蛇段比仁青大柚皆宇字似千場 ．は 菰 ， 釜 喜
”’原汁山3 1＼し笠 河 那 安 品 品 凸 田 ． 四ヽ 三 二

Jヽ、Il、 小 I]、小 I卜小小菩 II、小 る0法ののらと＾ ＾ ＾‘第-第- ，弟 、
Il、 第晶す あ 1几の喜，，，，、ロイジニー 一稲

昂 昂昂 昂 昂 昂昂品昂察卒學 二 る た 出 ー ツ ッ フ 期 期 期 >
十とい来そ テ該該該

校校校校 校校校校校瑶校校所＾ 六 る き ° な>小小生リ常常 常―
昭 條こはい學琺後ヤ者者 者<

・ ，和 にとそ時校校六の ベ

/J I) I/ I/ I) /J /J ［ 字宇クI 駈二 よなの貞<はi 入ヶi 小I]ー、る生き
五unn n四nn •三、 り＜ 瓜 七に 夏月ヽ 學 [ 者゚ 後も

‘ •r 1. ．- >豫のよ 力校 六の
各目目 ． り ら ＇ケは

町以 > 町 Q 一 ' 位け受を由事‘ヶヶ tを卒恨學 月、`左
暑 北 ー以出けセ， >月＿受?前tミ 前 力の

ー 下らる共 以ヶ＜六六、ら通
｀ ジ 受れ事し f1月るヶヶ．生り

品 I 罰の けたのて 鸞のにも月・月 後で
ー ・金ない出猶迄者至 0)以以十あ

. 1:/t 城 、にい。来豫に °る。ー内 I勺 二 る

虞， ； 豫 なセ受 者゚ の1の ケ゜
315 493 729 291 611 267 153 568 809 239 137 362即定人且 せ い申け 者゚ 者月

・ ら事出る °に
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迄
用
料
及
び
手
敷
料
の
額
は
次
の
迎
り
と
す
る
。

一
、
條
例
第
一
―
―
十
八
條
第
一
眺
及
ぴ
第
一
＿
魏
に
該
常
す
る

も
の
は
そ
の
五
割
額
0

•• 

二
、
條
例
第
一
二
十
八
條
第
二
雑
に
該
詣
す
ろ
も
の
は
そ
の

喜
叉
は
五
割
邸
゜

第
三
十
二
條
條
例
第
四
十
一
條
に
よ
っ
、
て
停
水
誕
分
を
受

け
た
も
の
が
菰
背
事
項
を
改
め
た
さ
認
め
た
と
き
は
そ
の

虞
分
4

乞
罪
減
し
又
は
解
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

附

則

こ
の
短
則
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第

五

條

抜

手

は

左

の

資

格

の

一

を

有

す

る

省

の

中

か

ら

こ

厳

島

市

長

禎

井

信

第
一
條
中
「
考
査
」
を
「
湿
考
」
に
改
め
る
9

れ
を
採
用
す
る
。
．

一
、
本
市
の
抜
手
検
定
試
験
に
合
格
↓
た
者
0

.

，
第
二
條
第
一
項
の
前
に
・
左
の
一
項
を
加
え
る
。

二
、
官
更
又
は
吏
且
と
し
て
抜
術
の
経
験
を
有
す
ろ
者
前
條
の
造
考
を
行
う
た
め
、
脱
島
市
吏
且
考
査
委
且
會
（

三

、

現

に

本

市

の

害

記

の

職

に

あ

る

者

。

以

下

苓

員

會

と

い

う

）

を

お

く

。

四
、
本
市
の
舵
員
と
し
て
三
年
以
上
在
職
し
所
協
長
の
第
二
條
第
二
項
中
「
芳
査
」
「
以
下
委
且
會
と
い
う
」
及
ぴ

「
及
ぴ
本
市
職
鼠
糾
合
代
表
五
名
」
を
削
る
。

第
三
條
中
「
前
段
」
を
削
り
「
第
七
條
（
イ
）
を
「
第
五
條

推
蒻
し
た
省
。

」
に
改
め
る
。
一

第
六
條
特
殊
の
技
術
又
は
摩
識
続
験
を
有
す
る
者
及
ぴ
こ

れ
ら
に
つ
い
て
免
許
證
、
合
格
證
等
を
有
す
る
者
は
、
そ
第
三
條
に
左
の
一
項
を
加
え
る
。
・

の
學
膝
、
戟
胚
、
能
力
に
相
営
な
資
格
を
以
つ
て
採
用
す
第
四
條
市
長
は
必
要
と
認
め
る
時
期
に
規
則
第
四
條
第
二

ろ
こ
と
が
で
き
る
0

．

．

 

欝
棉
釜
第
四
盤
、
第
五
條
第
二
披
乃
一
李
第
四
腕
及
ぴ
第
六

條
該
甜
者
か
ら
所
揺
長
を
し
て
、
適
任
者
を
内
申
せ
し
め

．
委
員
會
の
辿
考
．
＿
蔽
す
る
も
の
と
す
る
9

.

第
七
條
吏
員
の
昇
格
は
次
の
通
り
と
す
る
。

主
義
師
杏
記
又
は
抜
手
と
し
て
一
―
ー
年
以
上
在
職
し
た
第
六
條
委
且
盆

"
2喜
及
び
試
瞼
の
細
部
に
脳
し
て
必
要

廣

島

市

規

則

第

五

十

競

．

者

の

中

か

ら

昇

裕

さ

せ

る

。

な

事

項

は

委

は

蛭

が

こ

1

さ
を
定
め
る
。

誓
市
吏
偵
採
用
昇
格
底
則
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭

和

二

十

ー

ー

ー

年

十

一

月

十

二

日

，

狸

事

主

事

又

は

抜

手

さ

し

て

五

年

以

上

在

職

し

た

附

則

岡

島

市

怯

禎

井

信

―

―

ー

こ

の

規

程

は

公

布

の

日

か

ち

こ

れ

を

施

行

す

る

。

者
の
中
か
ら
昇
格
せ
し
め
る
。

．
功
痰
の
あ
っ
た
吏
員
が
病
氣
危
駕
又
は
混
職
の
場
合
ば
こ
廣
島
市
規
則
第
五
十
二
競

岡
島
市
吏
仇
採
用
昇
格
賑
皿

．

れ

を

昇

格

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

廣

島

市

公

笙

質

屋

條

例

施

行

細

澗

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

璽
條
本
市
吏
艮
は
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
こ
の

第

八

條

第

四

條

、

第

五

條

、

及

ぴ

前

條

の

在

職

期

間

に

は

昭

和

二

十

三

年

十

一

月

十

二

日

．

規
刈
に
よ
っ
て
採
用
し
、
昇
格
さ
せ
る
。
＇

本

市

以

外

．

ー

に

お

け

ろ

各

た

の

職

に

相

裳

す

る

さ

認

め

ら

れ

・

厳

島

市

長

渋

井

信

―

―

-

第
二
條
賽
（
助
役
、
収
入
役
を
除
く
）
を
わ
け
て
次
の

廣
島
市
公
益
質
遥
條
例
施
行
細
則

第
一
條
本
市
公
盆
残
屋
の
取
扱
時
間
及
ぴ
休
日
を
次
の
よ

通

り

さ

す

る

。

・

る

在

職

期

間

を

通

算

す

る

。

但

し

中

脚

期

間

が

五

年

以

上

の

場

合

は

こ

の

限

り

で

た

い

。

‘

う

に

定

め

る

。

事
務
吏

lit
刑

事

主

事

祝

尿

瞥

記

（

獅

生

巡

底

第
九
條
採
用
及
び
昇
格
に
つ
い
て
は
す
べ
て
考
査
委
員
會
一
、
取
扱
時
間
征
日
午
前
・
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。

を
含
む
）
抜
術
吏
員
刑
事
抜
師
抜
手

の

速

考

を

経

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

二

、

休

日

本

邸

の

例

．

に

よ

る

J

`

．

璽
條
喜
、
抜
手
に
採
用
せ
ら
れ
る
者
は
、
年
令
涵
十

八

オ

以

上

五

十

オ

以

下

の

省

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

十

條

昇

格

は

す

べ

て

一

階

級

と

す

る

。

（

第

二

條

貸

rh
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
呵
物
を
提
示
し

第

四

條

嗚

記

は

左

の

資

格

の

一

を

有

す

る

者

の

中

か

ら

こ

そ

の

住

所

、

職

業

、

氏

名

、

用

途

及

び

借

受

希

痰

金

額

を

巾
し
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
條
考
査
委
員
會
に
つ
い
て
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る

附

則

＇

第

三

條

何

物

は

左

の

各

臨

の

一

に

該

裳

し

な

い

も

の

に

限

れ
を
採
用
す
る
。

こ
の
掘
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
る
。

一
、
本
市
の
杏
品
検
定
試
瞼
に
合
格
し
た
者
。

一
、
滅
物
―
て
の
他
牲
人
す
る
郎
祠
に
疑
が
あ
る
も
の
。

二
、
官
史
叉
は
吏
絨
と
し
て
事
務
の
綬
瞼
を
有
す
ろ
者

岡

島

市

規

則

第

玉

十

一

琥

二

、

燐

染

柄

そ

の

他

悪

烈

な

病

茄

．

に

汚

染

し

た

疑

の

あ

る

1

二
、
現
に
本
市
の
抜
手
の
職
に
．
に
あ
る
者
。

四

、

本

市

に

屈

員

と

し

て

三

年

以

専

門

塁

長

の

誓

巾

吏

員

考

壺

規

程

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

も

の

。

．

三
、
評
恨
の
容
易
で
な
い
も
の
，

・
昭
和
一
、
一
十
三
年
十
一
月
十
二
日

推
廊
し
た
者
。

., 
ヽ
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廣
鳥
市
告
示
甲
第
五
十
琥
．

本
日
市
議
會
の
議
決
を
経
た
昭
和
二
十
一

1

一
年
廣
島
市
歳
入
出

豫
筑
追
加
の
要
領
は
方
の
通
り
。

但
し
．
こ
の
豫
節
は
即
日
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
一
一
一
年
十
月
二
日

．

＇

巖

島

市

長

没

井

信

―

―

―

昭
和
二
十
三
年
度
廊
島
市
歳
入
出
豫
綽
追
加

歳

入

―
―
-
、
使
用
料
及
手
数
料
金
四
十
八
萬
闘

二

、

手

、

数

料

金

四

十

八

寓

闘

五
、
縣
支
出
・
金
金
七
萬
九
千
九
百
式
闘

二

，

補

助

金

金

七

疵

九

千

九

百

戒

闘

八
、
繰
越
金
金
五
十
七
疵
煎
千
四
百
五
拾
四
闘

、
一
、
前
年
度
繰
越
金
金
五
拾
七
疵
煎
千
四
百
充
拾
四
回

1
0、
市

依

金

四

百

四

拾

萬

回

一

、

市

依

．

金

四

百

四

拾

萬

闘

歳
入
合
計
金
五
百
充
拾
滲
疵
訳
千
参
百
五
拾
六
闘

、

歳

出

．

一
、
秤
察
警
防
投
金
拾
翌
蒟
八
千
球
百
回

一、

5
7

察

投

金

布

座

七

百

回

、

二

、

梢

防

費

金

六

廊

七

千

五

百

闘

、
六
、
社
會
努
働
施
波
毀
、
金
訳
拾
四
砲
八
千
百
四
闘

¥
9
-
1
-
‘
阻
保
伽
股
金
七
寓
斌
千
闘

五
、
保
背
所
毀
＾
ふ
拾
七
廊
六
千
百
四
闘

も
、
保
健
窃
生
翡
金
四
拾
九
附
八
千
煎
百
拾
九
問

一
、
他
染
病
挽
防
役
金
四
拾
九
萬
八
キ
斌
百
拾
九
問

八
●
廂
漠
莉
納
投
金
阻
百
斌
拾
四
附
九
百
四
拾
問

九
、
戻
菜
調
賂
委
且
令
毀
金
四
寓
八
千
趾
．

1
0、
中
央
卸
沢
市
場
建
跛
費
．

金
四
百
拾
九
砒
煎
千
九
百
四
拾
闘

ー
一
、
速
年
費
金
拾
登
萬
五
千
四
百
四
拾
五
闘

閾
＾
市
礼
伐
柘
笹
―
ギ
ニ
訳

”ク
ー

＇ 

/ !番詞

ニニニニニニニニー―-- - - - --
七六五四三ニー 0 九‘八七六五四ニー 0 九八七六五四二．ー I数査

白牛似金 IJ元 II II 

凸田
ノ給

昂學

屎探島 品

．
 

五

字

品

町

覇

茸
矢

賀

尾

長

荒

滸

クIJ 
段

原

既

阪

比

治
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學

厖

IJ 
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大

河
II 
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保
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一
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一
九
五

一、

0
六
二

九
四
二

一
、
一
ー
一
六

一ーニ

で
在
五

i
-
i

阿
ー

六
五
〇

調

査

同

上
匠
傑
溢
厳―-io 

四
―
―

八
四
八
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八
九
七

五
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一
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IJ 
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且
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吏
II 

デ
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班
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社
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定

ククグ
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II ，
 

II 
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社

A

公

定

合

社

且

II 公

史

II 
ク

吏 l深

摘

要
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四
、
農
業
調
照
委
員
選
皐
執
行
費
．

金
拾
翌
萬
五
千
四
百
四
拾
五
回

―
―
―
-
｀
輪
送
費
合
奎
拾
登
萬
千
四
百
匹
拾
八
闘

-
‘
楡
送
費
金
老
拾
登
萬
千
四
百
四
拾
八
闘

歳
出
合
計
金
五
百
五
拾
参
疵
煎
千
参
百
五
拾
六
闘

歳
入
出
差
引
残
金
な
し

i
 

rf¥ 

-

A
皐

廣
島
市
告
示
第
五
十
一
琥

昭
和
二
十
一

1

一
年
十
月
二
十
＿
―
-
日

版

島

市

長

泊

井

信

一

1

-

昭
和
二
十
―
―
一
年
十
一
月
一
日
宜
施
さ
れ
る
昭
和
二
十
―
―
一
年
事

，
 

業
所
賃
金
調
査
並
に
個
人
別
妓
金
調
森
の
調
査
員
は
左
の
通

り
決
定
し
た
。

名

簿

1,:-・ 

ゃ
~
ー
・

1・ 

第 ， ． 班 ｀ 第
． 班

↑ 
． 

｀ 
I/ ク ク ク ク 17 I/ I/ IJ I/ If 11 ク IJ ク l,J IJ IJ IJ IJ IJ グ IJ 11 ジ痘

ヽ 月 月
フ

テそ

15 13 12 11 10 ， 8 6 5 4 2 1 15 13 12 11 10 9 8,6 5 4 2 1 リ

日 日•日 日 H 日 日 日 日 日 日 日 8 B B B 日 8 B 日 H 日 8 B 
ヤう

.、 !‘ 
I 

鳥第

^ 月 ＾ 土 ＾ 金ツ ＾ 木、ノ 水^V ^ 火 ＾ 月 土^ 金^ ＾ 木ッ ＾ 火ツ ＾ 月
^ ＾ ＾ ^ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ^ ^ 

一

、.,,......,ゞ.._) _,,、~ ッ月 土ゞ 金ゞ＇ ＊ ゞ' ＊、/ 火ゞ， 月ゞ 土ッ 金ゞ' 木'-"' 火ツ '-' 月 回

一"I I.I 
ク ク I/ .1， ク q・ ク ク ク 11 ク ク’ /'J ク ク I,/ II If ク ク ク 11 ジ

フ

月 月 テ

30 29 27 26 25 24 22 20 19 _ 18 17-16 30 _2~ 27 26 25 24 2~ 20 19 18 17 16 9J 

日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 8 8 B B 日 B 日 B 日 日 B 
ア

第

^ ＾ ^ ^ ＾ 木 ^ ^ ^ ＾ 金 ＾ 木`ーノ' ＾ ＾ 
^ ^ ^ ^ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ 

火ヽJ ..._,月 土‘一 金、ノ 、一 水、ノ ツ月 土、夕 、J ・ホヽノ 火‘ 火ゞ ー月 士ツ金ー木ツ水v 月J 土--..,;金._..＊ツ水- 火- 回

IJ グ I; ／ノ ク I,/ I,/ ，, ク // /I12 II IJ IJ ク II ｀ /J I/ ;I ク -7, IJ 12 ジ

月 月
フ

テ

14 13 11 10 ， 8 7 6 4 3 2 1 14 13 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 リ

日 日 8 日 日 日 日 日 日 日 日 B 日 日る日 日 u 日 日 日 日 B B 8 
ア

第`

．^  火 月^ ^ 土 金 へ木̂ ＾ <火‘̂月 土^ 金^木＾ ＾ 7k ^ ^ ＾ ^ ＾ ^ ＾ ＾ ^ ＾ ＾ ＾ 

~ -.....,......,......,芭 .............,ゞr.....,.....,、.....,
火ッ 月ツ土、ノ 金ゞ木..,,水ッ火ツ 月ッ土ツ 金ー木ッ水、 回

； ・ 
” 

,,， 49 ク ク I/ I,/ ク I/ ク ,f 1 1 ，， 9/ II IJ ク’ ク ク ク ク’ ', 11 
I租

月 月

20 19 18 17 16 15 13 12. 11 10 9 8 20 19 18 17 16 15 13 12 11 10 9 8 痘

日 日 日 日 B 目 B B B 日 8 日 日、：日 B 日 日 B ・a 日 B 日 B 日
検

＾ 土 金^木＾ ＾ 水 ＾ヽ火＾ ＾ 土金＾ 木^．ホ^ ＾ 火 月^
^ ＾ ^ ^ ^ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ＾ ^ 

シシゞツ 邑シゞツ V .ゞ....,
土~ 金ゞヽ ＊ゞ ホヽノ 火ゞ 月一 土、、 金ッ 木、/ 水- 火～ 月-....J 

診

ク ク ク グ ク I/ グ＇ グ グ 49 ク ク グ ク ク ク I/ ク ク ク ク ケ ク IJ 時

.. 

ヽ
． 

間

ヽ ヽ ヽ

草古己天天元跛三江舟中本 妍三大某市袋山織牛白矢尾 場

津田斐悩滞炭音菱波入島川 入篠芝町｀町 腸 町田島‘賀長
＂ 

小，瀬社 保' ヽ

小小小學 IJ、小小宅 I卜小小．小 小小母 小す回 小 I卜 I卜小小

學學學校學學學事學學學學
等

病學率子臨学 芽 學學學學學
分校務
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係各関 學島 係各脚 瀬學 係各関・ 係各
問 崎 菜閥手関屋

関

隠 學係各・ 學
係

學． 各

•町 町 町 町 町 町 町
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餃
凸

iii
根
復
沿
第
一
デ
ぶ
＇
二
此

ー

一
七｀

 

，
 

衷ュ

―-』
廣
島
市
告
示
甲
第
五
十
七
競

t-
謁

-―

．昭
和
二
十
ー
ー
一年
千
一
月
二
十
日

．

厳

島

市

長

没

井

信

ー

1

-

十
一
月
二
十
四
日
詔
染
の
臨
時
餃
島
市
馘
會
に
付
す
る
事
件

は
左
記
の
通
り

コし
合
"

一
、
昭
和
二
十
一
一
一
年
疫
炭
抽
市
巌
人
出
予
仰
追
加
更
正
。

一
●
版
島
市
有
給
史
員
定
敷
條
例
中
改
正
に
つ
い
て
。

一
、
炭
島
市
沿
保
館
條
例
制
定
に
つ
い
て
。

一
、
廣
島
市
立
市
民
病
院
條
例
制
定
に
つ
い
て
。

-
‘
脳
肋
市
岡
ポ
1

館
條
例
制
定
に
つ
い
て
。

-
‘
炭
仙
市
印
踪
識
明
條
例
制
定
に
つ
い
て
。

i
~
巖
肋
i
i
i立序
校
投
梁
料
並
び
に
入
尿
考
究
料
條
例
制

ー

心

に

つ

い

て

。

。

一、

161島
市
胡
逍
勤
務
手
咋
Ill..、
各
給
條
例
中
改
烹
に
つ
い
て

一
、
廣
枯

iii血
時
寂
抜
翌
"111
．
又
給
條
例
巾
改
正
に
つ
い
て

一
、
版
品
市
役
所
半
務
分
掌
條
例
巾
改
布
に
つ
い
て
。

一
、
版
島
市
距
根
所
條
例
中
改
jE
に
つ
い
て
。

二
三
、
九
、
一
―

-
0

事

務

吏

且

山

田

定

登

殴
島
市
戟
且
分
限
規
則
第
四
條
第
一
叩
第
一
琥
に
よ
り

休
職
を
命
ず
る

-
．
一
三
、
一

0
、
二

0

同

民
生
局
戸
硲
郎
勤
務
を
命
ず
る

同

同

皆
収
町
出
張
所
＂
X
を
命
ず
る

ーニ
—l
l
'
'
1
0
、
二
九
伺

保
他
所
終
粋
課
必
を
命
ず
る

技
術
史
且

保
他
所
府
生
誅
必
を
命
ず
る
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千
代
助
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岱
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招
染
場
所

昭
和
二
十
―
―
―
年
十
一
月
二
十
四
日

午
後
一
時

厳

島

市

役

所 狭

丁.. 9
.
，．＇ ＇

良
宅
死
亡
に
依
り
左
記
の
者
同
委
員
に
繰
上
げ
補
充
を
な
す

r
 

-t
,
 

じ昔＂

熙
島
市
雑
魚
場
ilJ
訳
百
拾
八
番
地

士
地
所
布
者
委
員
若

・一
廣
島
市
告
示
甲
第
五
十
六
琥

昭
和
二
十
三
年
十
一
月
十
七
日

脱
島
市

此

班

井

信

左
記
の
通
り
臨
時
脱
島
市
謡
會
を
招
集
す
る
。

9
し

吾
＂

一
、
招
集
日
時

雄
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範

男
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一
、
昭
和
二
十
三
年
度
脱
島
市
特
別
會
計
公
益
歿
屋
投
歳

入
出
追
加
。

一
、
土
鯨
第
五
十
九
賊
諮
問
に
つ
い
て
。

委

員

會

|
 

／
 

ー
ー
ー
＞
ク
．

＼
 

廣
島
市
公
安
委
員
會
告
示
第
四
琥

昭
和
二
十
三
年
ー
ー
一月
七
日
炭
島
市
公
安
委
鼠
會
告
示
第
一
脇

（
逍
路
交
通
）
取
締
法
並
ぴ
に
逍
路
交
通
取
締
令
に
よ
る
道

路
の
交
通
に
幽
す
る
必
要
な
制
限
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
定
す
る
。

昭
和
二
十
一
‘―
ー
年
十
一
月
十
六
日

炭

島

市

公

安

一
の
3

の
次
に

4
、
脳
島
市
限
町
一
、
五
五
七
番
地
よ
り
同
市
皆
宜
町

―
―
一
丁
目
ズ
ピ

0
番
地
乙
二
迄
の
間
自
動
車
の
北
行

を
禁
止
す
る
。

を
加
え

4

を
5

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
煽
行
す
る
。

固

猿
紹
吏
員

保
健
所
納
裟
課
葵
務
係
艮
を
命
ず

事

務

吏

且

岡

保
健
所
練
咋
課
．
庶
務
係
長
4

年
命
中
る

且

根

．

固

保
健
所
術
生
課
環
痰
街
生
係
長
を
命
ず
る

抜

徊

吏

且

友

則

保
健
所
街
生
課
食
品
熙
疫
係
長
を
命
ず
る

同

事
窃

吏

且

中

・に四

(
｀
保
健
所
豫
防
課
防
疲
係
品
を
命
ず
る

同

．

事
務
吏
且
．
永
田

保
健
所
JUtn
及
課
術
生
統
計
係
長
を
命
ず
る

1

脇

田

同

r

保
他
所
普
及
課
術
生
数
育
係
長
を
命
ず
る

屈

同

石

．

井

民
生
局
保
健
課
段
切
係
保
を
命
す
る
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同同

二同

舟
入
出
張
所
琵
を
命
ず
る同

甚

IUI出
眼
所
髭
を
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ず
る
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夫

河

村

-•-

忠
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同

村

上

敏

．

夫

同

同

保
健
所
豫
防
課
品
を
命
ず
る

事
務
吏
員

保
健
所
平
＂
万
課
長
を
命
ず
る

竹

本

毅

゜
廣
島
市
舌
示
弔
第
五
十
四
琥

昭
和
二
十
＿
＿
一
年
十
一
月
二
日

廣
島
市
長

•

西
診
叛
所
診
寮
休
止
に
つ
い
て

西
診
療
所
（
廣
瀕
北
町
四
／
五
）
は
昭
和
二
十
一
．
ー
年
十
一
月

五
日
よ
り
診
痰
を
休
止
す
る
。

廣
島
市
告
示
甲
第
五
十
王
琥

昭
和
二
十
一
二
年
．
T
-

月
四
日

巖
島
市
長
濱
井
信
―
―
―

特
別
都
市
計
粛
事
業
廣
島
市
束
部
士
地
厘
剖
賂
理
委
員
大
原

濱

井

信

一
、
取
扱
時
間

一
、
休

日

コ
合
＂

一

、

揚

所

天
語
町
一
九
二
亡

自
午
前
九
時

．
．
 

至
午
後
五
時

▲
 

本
認
の
例
に
依
る

西
公
盆
質
屋
業
務
復
活
に
つ
い
て

昭
和
二
十
三
年
十
一
月
一
日
よ
り
業
務
取
扱
を
左
記
に
依
り

開
始
す
る
。

廣
島
市
舌
示
甲
第
五
十
一
＿
＿
琥

昭
和
二
十
1
-

＿
年
十
月
二
十
五
日

厳

島

市

長

法

井

信

膚

廣
島
市
告
示
甲
第
五
十
二
琥

昭
和
二
十
三
年
十
月
二
十
＿
―
-
日

脱

島

市

是

没

井

信

―

―

-

炭
島
税
務
湘
よ
り
通
知
の
あ
っ
た
荒
帥
町
伊
蒜
膵
市
外
千
六

百
五
拾
五
名
の
家
産
に
甜
す
る
貨
貸
似
係
の
設
定
に
つ
い
て

は
家
産
台
帳
法
第
十
一
條
の
飯
定
に
よ
り
自
十
一
月
一
日
至

十
月
二
十
日
刷
脳
係
者
の
縦
面
に
供
す
る
。
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膨
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吏
員
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査
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各
通
）

同

事

務

吏

員

船

倉

康

郎

廣
島
市
吏
艮
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査
委
員
會
臨
時
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ず
る
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五
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以
上
が
昭
和
二
十
二
年
度
わ
豫
窮
並
び
に
決
窮
の
概
要
で
あ
り
ま
す
が
、
次
に
昭
和
二
十
―
―
―
債
で
夫
々
豫
算
舘
額
に
封
し
補
助
金
四
七
％
及
び
市
債
五

0
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

九
月
未
日
迄
に
於
き
ま
す
る
こ
れ
が
牧
入
額
は
参
千
六
百
七
萬
六
千
七
百
八
拾
九
仙
で
あ
り

年
度
に
／

9
-

い
て
巾

L
述
べ
ま
す
と

・

。
ま
し
て
豫
算
線
額
に
酎
し
僅
か
―
二
％
で
む
り
ま
す
。
こ
れ
は
本
省
の
認
節
未
決
定
に
よ
り

け
昭
和
ニ
ト
三
年
炭

一
般
會
計
に
つ
い
て

常
初
豫
卯
編
成
常
時
に
於
き
ま
し
一
こ
は
地
方
自
冶
の
哀
付
け
と
な
る
べ
き
財
政
に
つ
き
ま
し
ま
す
る
補
助
金
と
市
債
の
未
交
付
並
び
に
未
借
入
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
h
、ま
す
。

ー
で
、
こ
れ
が
改
戸
案
を
固
會
に
提
出
中
で
あ
り
應
凸
大
幅
な
財
源
附
典
が
豫
想
さ
れ
て
ゐ
ま
然
し
た
が
ら
現
在
で
は
認
證
事
粟
も
遂
次
決
定
L
補
助
金
の
交
付
も
牧
人
さ
和
乞
し
あ
り
ま

し
た
が
、
未
だ
確
定
致
さ
な
か
っ
た
為
常
初
浪
笏
の
編
成
に
嘗
り
ま
し
て
は
旗
に
已
む
を
得
し
て
、
市
債
に
於
き
ま
し
て
も
大
蔵
省
預
金
部
よ
り
の
撚
資
を
さ
オ
71疇
和
佑
し
』の
う
ま
す
。

な
い
程
役
の
み
計
上
し
ャ
所
謂
骨
格
豫
窮
で
わ
り
ま
し
た
が
、
其
後
苦
察
、
消
防
の
自
治
体
芝
、
公
螢
事
粟
の
経
理
の
歌
況

．

移
管
と
急
激
に
膨
張
す
る
物
俯
高
と
加
え
て
補
助
事
粟
の
確
定
せ
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
し
本
市
水
道
事
粟
昨
年
迄
は
戦
災
に
よ
る
復
蕉
事
業
等
に
つ
い
て
は
戦
災
復
翠
涵
符
虻
K
、
そ
の

て
、
税
制
改
•
!
を
ま
た

｀ず
一
部
餌
に
已
む
を
得
た
い
も
の
を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
朕
況
他
親
常
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
一
般
會
計
橡
初
に
計
上
し
て
事
業
を
施
行
瓦

L

て
参
り
ま
し

こ
な
り
ま
し
た
。
帥
ち
常
初
挫
功
額
は

、＇
岱
六
予
ハ
百
五
拾
巡
参
千
八
百
四

OO
で
あ
り
ま
し
た
が
、
本
年
度
に
於
て
は
、
こ
れ
を
特
別
會
計
と
し
て
猿
卯
紺
咸
純
理
を
5

．立
す
こ
と
と
な
り

功た
が
、
九
月
末
に
於
て
1

丘
訊
鯰
五
千
五
拾
参
為
八
千
八
石
七
卸
と
和
成
り
ま
し
た
。
一
ま
し
た
。
こ
れ
が
牧
入
及
び
支
出
の
肱
況
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

腐
而
し
て
次
止
成
人
に
つ
い
て
言
え
は
、
歳
入
中
主
た
る
も
の
は
市
税
の
絲
額
に
到
す
る
三
七
―

特

別

會

計

水

道

事

粟

費

．

（
賂
位

lm)

現

在

梵

銘

”

在

獄

算

％
、
國
及
び
悪
袖
助
金
の
二

1

ハ
％
．、

市
偵
の
二
六
％
等
で
あ
り
ま
す
。

．

歳

然

L
な
が
し
市
税
中
に
は
國
か
し
典
え
も

i
．る
地
ヵ
ダ
奥
税
が
一
八
％
を
占
め
て
お
り
ま
し
一

，

常

初

追

加

現

在

炉

額

r
封
自
E
月

．額
に
弼
ナ

目

橡

罪

額

狸

坊

額

陳

葬

額

す

る

百

分

至

岱

薮

．

＾

●

珈
§

直

額

和

て
、
市
獨
自
の
税
額
じ
僅
か
一
九
％
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

一

比

の

百

分

比

、

使

用

料

及

9

――写

島
九
月
末
＂
牧
人
役
絃
を
み
ま
す
と
七
千
五
百
八
拾
八
芭
ハ
千
百
六
拾
参
邸
で
あ
り
ま
し
て
、

i

輝
写
計
上
額
じ
釘
し
牛
ケ
年
を
経
過
致
し
て
お
り
ま
す
も
僅
か
三

0
％
し
か
牧
入
致
し
て
お
[
―
手
敬
料
―
―
―
-
‘
九
四
0
灸
一
ー
―
―
―
-
‘
益
尻
＾
―

・
一
使
用
．
料
―
―
―
-
‘
九
0
1
•
~
0
七
ー
―
―
―
-
‘
九
0
-
°
九
七
0
―
―
写

一

内

{

ら
ぬ
現
彬
で
あ
り
ま
す
。

打
こ
れ
じ
前
辿
致
し
ま
し
た
如
く
税
制
改

j
Eが
未
決
定
の
た
め
本
格
的
に
市
税
を
微
牧
す
る
こ
ー
手
薮
料
―
-
1
九
•
J
―-
l
'

発
0
0
-
l
-
0

と
が
不
可
能
な
た
め
と
、
市
偵
の
倍
入
が
出
来
得
な
か
っ
た
為
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一

、
給
水
工
事
費
九
＿
―

-i
-
・
葵
ー
九
＿
―
―
―
-
•
九
0
平
七
七

一

給
水
工
事
L
-
l
字
・
羞
ー
な
一h
-
•
九
0
平

次
に
激
ー
中
の
、
主
な
る
も
の
に
/
い
て
申
ー
上
げ
ま
す
れ
ば
、
生
活
保
設
の
闘
係
経
投
で
あ

i

ー

投

牧

入

ゴ

り
ま
す
。
叶
含
努
勧
施
設
投
が
狼
額
納
額
に
到
し

i

一
五
％
、
産
粟
新
箔
安
が
一
●●
ハ
％
『
土
木
―

報
媒
及
び
慇
屈
が
夫
々

一

ー
怨
苔
緊
羹
｀
致
桑
消
防
翌
八
％
で
あ
り
ま
す
。
一
＿
二
、
雑
牧
入
匹
先
•
四
一
一
〈
一
‘
-
0
九
•
八
0
0
一
覧
・
-
l
-
K

勿
論
税
伽
改
11
が

施

行

せ

ら

れ

ま

し

た

な

ら

に

、

本

柘

的

な

人

件

喪

並

び

に

物

件

費

の

総

投

雑

入

四

＿

一

°

-

0

0

ー

E-
―。-00

靡
額
さ
れ
る
こ
と
に
似
然
で
あ
り
ま
す
。
而
じ
ャ
九
月
末
日
迄
に
お
き
ま
す
支
出
額
は
九
内
一
辮
償
金
及
厚
―
芙
一
‘
I
O
~
•
八

o
o

I
、
急
・
―
-
K

を
か
11JL
拍
試
商
七
千
斌
百
武
拾
六
仰
で
認
外
恐
額
k
鉗

Li-
＿
八
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

一

報

償

金

⇔
特
別
會
計
戦
災
＂
糾
賢
じ
-
い
て

、

一
ー
、
公
企
業
及

．
 

．
 

肛

糀

償

金

二
十
二
年
度
の
貼
で
・
り
し
述
ぺ
ま
し
た
通
り
ぃ加
の
戦
災
復
典
役
豫
諄
は
す
ぺ
て
國
庫
柿
助
金
一

財

し

洋

．

．
 

と
市
偵
に
よ
っ
T

賄

、
て
し
ま
す
が
、
賞
初
に
於
き
ま

L
て
は
一
郎
本
市
の
稼
定
計
裁
を
諒
究
彿
代
金

翌

計

上

致

L
．． 
不
省

t
臨
・王3

認
狩
事
粟
役
虹
決
定
致
し
ま
し
て
後
事
業
施
行
の
豫
窃
に

＿在

、

繰

＾

入

金

一

ー

紆

入

金

罹

芸

す

で
r

り
ま
す
。
而

L
て
本
．り
度

＂し
於
き
ま
す
る
復
典
痰
の
賞
初
致
算
は
戒
億
七

一

千

互
11JL
拍
九
萬
．
9

で（八

lHl
あ
h
ま

L
た
が
、
九
月
末
豫
罪
額
は
武
倍
八
千
百
九
拾
六
廊
六
、
國
瓶
支
出
金
四
、
呑
―
l
-
〈
・
巻
ー
匹
、
六
癸
・
写
0
3

ぶ
千
八
百
参

uii
と
な
り
ま
し
た
。

ー

一

柚

助

金

四
、
六
表
・
平
0
0
ー
四
六
癸
羨
3

勿
論
・
ギ
省
ー
於
ヽ
、
ま
す
る
令
般
の
充
定
に
よ
り
ま
し
て
、
こ
れ
等
の
事
粟
煎
算
は
或
そ
程
度
七
、
市
偵
九
、

H
-
。一―
J
C
O

-

・九、一七一
o
i
D
o

の
減
額
々
さ
れ
る
事
は
必
至
で
あ
り
ま
す
。

．

．
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九
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ー
共
一
七
一
゜
唇

次
に
歳
人
に

、
い
て
申
し
上
げ
ま
す
ど
、
歳
人
中
つ
主
な
る
も
の
は
勿
論
國
庫
補
助
金
と
I
竺
歳
入
合
計
―

-
K、
一
芝
•
-
0
四
l
‘
-
0
九
。
＾

8
-
元
‘
l
l
<
I
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0
四
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1

晟
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．
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r
i
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ム
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水
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業
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歳
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術 外

外
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追

加
豫
算
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一
じ
如
土
の
新
規
移
管
に
た
b
ま
し
た
舒
察
、
、
消
防
等
の
給
典
と
併
せ
勘
案
致
し
ま
す
時
そ
の

、

T
•

―

.

.
 -
I
F
.
,
T
,
J
-
I
,
鴫:'

＼
 

L

し
／

百

羹
JII

寓
空
ぶ
晶
翡
で
純
額
の

T

)
知
｀
逓
信
省
簡
易
保
険
局
よ

b
j
百
拾
九
萬
八
千

一

•
四
百
八
闘
で
六
‘
=
＝
%
、
廣
島
縣
よ
り
笠
千
参
百
六
萬
八
千
百
八
間
で
一
0
%
、
其
他
一
般
金
額
は
資
に
膨
大
な
ろ
も
の
と
な
る
の
●
で
あ
り
ま
す
。
·

れ
を
特
別
會
計
に
よ
り
定
理
教
し
で
．
居
り
ま
す
が
、
今
般
ン
の
税
制
改

.
'
本
市
の
戦
災
復
典
は
こ

4

融
機
閥
よ
り
参
千
四
拾
九
恋
四
千
四
百
五
闘
で
二

i_-％
と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

一

＠

．

一

時

借

入

金

'

`

”

.

.

“

.

.

，

．

＇

,

ー

-iE
等
に
伴
う
財
誓
大
幅
移
誤
仁
よ
り
ま
し
て
起
偵
事
業
は
こ
れ
が
公
共
事
業
で
あ
つ
て
も
．

現
金
面
の
操
作
と
し
て
年
度
内
に
借
入
れ
償
還
す
る
一
時
借
入
金
に
つ
い
て
は
現
在
本
市
に
一
部
は
移
譲
財
源
に
よ
り
事
業
を
施
行
要
請
さ
れ
る
は
必
然
で
あ
り
究
麿
紀
果
も
豫
想
さ

＿
れ
ま
す
。
然
し
た
が
ら
本
市
の
復
恩
事
業
は
等
閑
さ
れ
ざ
る
も
の
で
あ
り
・
た
と
へ
政
府
に

．
 

．
 は
皆
雄
て
あ
り
ま
す
。

．

．

 

万

、

そ

の

他

財

政

に

梱

す

る

事

項

・

・

？

於

て

不

承

認

と

な

り

ま

し

て

も

事

粟

は

施

行

誓

ね

ば

な

り

ま

せ

ん

。

こ

れ

ら

に

要

す

る

寡

．．
 

繰
入
れ
支
部
す
る
の
外
な
く
、
殊
に
今
般
の
物
債
改
訂
鎚
給
典
べ

~
 

A
を
追
う
て
昂
り
つ

4
あ
る
物
偵
と
今
般
政
府
の
指
示
に
よ
る
職
員
給
典
ベ
ー
ス
の
改
訂
拉
命
需
丸
も
叉
ぶ
諏
會
計
よ
り

い
ま
し
工
事
務
数
の
培
加
は
和
賞
多
額
に
口
叩
り
亦
業
伐
割
賞
の
康
務
費
で
は

，
 

税
制
改
制
等
を
且
前
に
控
え
て
本
市
の
豫
邸
は
急
激
た
る
培
加
を
豫
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
が

1
ス
切
換
に
伴

ー
＿
こ
れ
に
封
し
て
、
政
府
に
於
て
は
地
方
税
制
制
度
法
制
の
改
革
を
も
つ
て
地
方
自
治
体
歳
出
到
底
賄
う
事
は
出
来
ま
せ
す
こ
れ
叉
一
骰
財
源
を
紐
入
充
賞
の
外
た
き
現
肱
で
あ

ty
ま
し

r

面
の
財
源
に
充
常
す
る
こ
と
薮
し
て
居
り
ま
す
。
本
市
に
於
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
が
豫
算
て
、
財
源
は
移
誤
さ
れ
ま
し
た
も
の
上
親
下
の
綜
祐
梢
勢
下
に
於

t

て
は
更
に
因
難
の
倍
加
す
ー

の
追
加
更
j
Eを
計
裔
致
し
て
居
り
ま
す
が
、
．
す
べ
て
政
府
の
既
定
方
針
に
従
う
と
と

4

し
る
を
覺
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
—

農

‘

―

r．
急
激
な
ろ
物
麿
脳
甜
に
よ
る
物
件
役
は
前
年
度
に
比
し
七
璧
分
の
培
加
を
見
込
む
尚
叉
以
上
新
規
培
額
の
も
の
以
外
で
今
般
の
財
源
措
四
後
法
令
Q

改
正
に
よ
り
ま
し
て
生
活゜

9

.

.

＇
二
、
職
員
の
給
典
改
訂
ば
硯
在
の
千
八
百
皿
ペ
ー
ス
を
三
千
七
百

JL
．
十
一
闘
ベ
ー
ス
に
切
保
訛
投
幽
係
、
恩
給
披
旅
費
等
に
つ
い
て
永
和
醤
額
の
財
源
を
必
要
と
致
し
＇
て
居
り
ま
す
，

[
―
醐
つ
て
本
市
の
歳
入
面
を
見
ま
す
る
に
、
税
制
改
jE
後
に
於
け
る
税
牧
入
の
埒
加
は
相
常
額
．

．

．
．． 

換

へ

る

．

三
、
．
呼
綴
需
防
の
本
市
移
符
に
伴
ひ
生
す
る
各
純
役
の
玲
日
あ
る
も
の
と
豫
想
さ
れ
る
も
新
規
税
に
し
て
新
に
財
源
炭
品
に
な
．
る
ぺ
き
も
の
も
社

<llfte

四
、
地
、
J

税
制
改
制
に
よ
り
方
姦
入
培
の
為
賞
然
起
り
得
お
公
共
事
業
起
依
の
一
部
入
場
税
に
一
絋
．
の
望
を
か
け
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
叉
本
市
現
在
に
於
て
は
、
干
和
院
粟

J

9
•島口

を
一
般
市
民
に
よ
り
賄
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
財
源
封
策
．
、
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
は
夏
に
な
く
森
粟
施
設
の
完
伽
は
ま
と
と
に
焦
廂
の
怠
で
•
あ
り
ま

す
。
如
斯
＜
齊
に
今
後
に
於
け
る
本
市
財
政
の
追
程
は
賀
に
多
硲
多
難
で
あ
り
ま
し
て
税
制

9
,

、
．
五
、
前
年
炭
給
典
改
訂
に
伴
ふ
政
府
査
金
借
人
金
の
本
年
度
償
還
投
支
出
．

～

改

祀

後

に

於

て

す

ら

尚

財

政

の

自

立

は

図

b
難
し
の
で
あ
り
ま
す
。
．

'
六
、
共
の
他
茫
午
度
末
迄
に
於
け
る
経
常
的
緑
費
に
し
て
豫
邸
不
足
と
な
っ
た
も
の
ょ
中

そ
杢
腐
特
殊
事
勅
は
歳
出
培
加
の
基
準
に
北
し
て
政
入
埒
加
の

月
必
要
娘
く
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
今
般
の
税
制
改
正
を
期
に
追
加
珠
坑
を
一

他
都
市
の
戦
災
に
和
逹
す

ゞ
．
、
今
後
に
於
て
は
極
力
歳

H
面
の
邸
約
を
圏
り
不
急
．

〗
計
上
す
る
，
＇

｝
は
極
め
て
僅
少
で
あ
b
玉
ま
す
の
T

•
以
上
設
出
而
の
漿
品
の
巾
物
償
の
改
訂
に
つ
い
て
は
、
近
時
の
経
演
婆
勁
に
伴
う
諧
物
債
勝
見
払

鵞
翌
朕
よ
り
し
て
木
年
度
裳
翌
様
に
見
込
ま
れ
た
純
伐
を
も
つ
で
は
現
在
の
俯
格
を
左
不
要
の
信
役
は
こ
れ
を
全
而
的
に
削
舷
責
に
蓼
財
政
．
畠
立
を
目
＂
筵
と
し
て
来
る
べ
き
．

布
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ

b
ま
し
て
豫
邸
の
追
加
を
致
さ
ね
ば
た
ら
ぬ
玩
欣
で
あ

b
ま
す
追
加
更
庄
豫
邸
の
箱
成
に
賞
り
炭
い
と
恩
し
ま
す
が
何
分
に
も
前
述
の
如
き
人
件
我
物
件

f

孜

ギ報

•
本
市
の
必
要
事
業
我
充
常
財
源
も
皆
無
の
臥
熊
で
あ
り
ま
し
て

．
、
が
。
本
市
と
致
し
ま
し
て
は
大
体
こ
れ
を
昨
年
度
物
債
に
比
し
七
割
五
分
程
度
増
加
致
す
よ
の
増
加
は
膨
大
た
顔
と
な
り

る
財
政
的
距
鈍
に
た
か
＇
小
＼
打
開
の
途
が
見
賞
ら
ぬ
現
肱
で
あ
り
ま
す
。

復
興
の
商
に
於
け

．
う
計
拇
致
し
て
居
り
ま
す
。

i

r

．
次
に
人
件
役
で
あ
り
ま
す
が
、
政
府
の
指
示
に
よ
る
新
給
典
ベ
ー
ス
の
改
訂
は
必
至
で
あ
り
こ
れ
ら
止
む
を
特
な
い
歳
出
培
加
を
賄
う
為
に
は
最
少
限
庶
の
利
の
培
微
を
致
さ
ね
ば
た
ら

；
記
り
ま
す
る
物
限
的
に
加
え
て
牧
入
C
定
の
仙
に
、

ま
し
て
給
典
に
つ
き
ま
し
て
呼
初
採
邸
を
全
面
的
に
改
訂
致
す
計
蓋
で
あ
り
ま
す
。
然
し
て
ぬ
と
は
言
え
現
今
急
激
に
培
加

L
r

ー
昭

ー
和廿

本
市
ば
も
と
よ
り
各
都
市
に
於
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
が
、
警
察
消
防
の
移
管
に
伴
う
経
費
た
ら
ぬ
市
民
特
様
に
封
ー
と
れ
以
上
の
負
紫
を
お
か
サ
致
し
ま
す
こ
と
は
誠
に
忍
び
難
い
も
．

大
計
た
ゑ
復
郎
〈
の
事
に
想
を
致
し
主
す
時
、
こ
の

J

—t

一
の
冷
雄
保
健
所
等
に
要
す
る
新
規
純
匹
芦
税
制
改
i
Eに
よ
る
徴
税
機
構
改
革
及
學
制
改
革
に
の
が
あ
t
ま
す
が
、
罰
つ
で
本
市
百
年
の

十
よ
り
生
す
る
人
員
の
培
加
等
に
よ
り
ま
し
て
入
件
費
鎚
物
件
費
の
培
嵩
は
相
常
額
を
要
す
る
苦
難
を
切
り
抜
け
な
い
で
は
廂
粟
の
復
肥
も
退
れ
市
民
生
活
”
の
安
定
も
隣
り
難
い
の
で
あ
り

年

，
ま
す
。
ム
「
後
盆
ぇ
諸
稲
の
続
滸
朕
態
は
悪
化
致
し
眸
来
鯉
岐
の
増
総
を
必
要
と
す
る
こ
と
は

一
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
•

番
に
於
き
ま
し
て
は
、
臨
の
本
年
度
賞
初
豫
卯
絹
成
に
常
り
ま
し
て
は
人
員
の
増
員
は
屯
．
必
至
で
あ
h
ま
す
が
r

と
3”

等
に
釘
す
・
る
財
源
に
つ
い
て
対
又
市
民
仔
様
の
強
力
な
御
協
力

月六
来
得
る
限
り
こ
れ
を
抑
限
す
る
方
針
を
堅
持
し
人
事
の
交
流
等
に
よ
b
衷
務
能
率
の
向
上
を
を
得
ま
し
て
確
保
致
さ
ね
ば
な
b
ま
せ
ん
。
．
．
．

ヰ“

何
卒
市
民
皆
様
に
於
か
れ
ま

L
臼
呆
市
財
政
の
事
梢
を
舒
慮
せ
ら
れ
-
：
多
額
な
る
苦
し
い

・

日

期

L
て
ま
い
，
り
ま
し
た
が
、
何
分
に
も
其
の
後
に
於
け
る
事
務
派
の
増
加
は
必
然
的
に
人
員

負
控
に
耐
え
子
孫
敏
榮
の
ビ
ラ
ミ
ッ
ド
を
完
成
す
ゑ
給
御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

9

,

`

•
J
衰
の
培
加
を
要
請
し
止
む
を
得
す
最
少
限
炭
の
人
員
充
足
を
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
現
恥
と
た
つ
て

．
居
り
ま
す
↓
職
餃
の
給
典
に
つ
き
ま
し
．
て
は
政
府
だ
遁
雪
千
七
百
九
十
一
問
ヘ
ー
ス
と
致

行

よ
伯

t

(
＇
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應
岱
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憶
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＿
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を
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條
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．
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齢
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。
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付
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受
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扶
脊
に
脳
す
る
証
明
容
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
・
、
＇
い
r
,
‘
f

4
 ｛

 

る。

こ
と
。

⇔
第
四
琥
及
び
第
五
説
に
闘
す
る
こ
と
。
第
二
條
抹
養
家
族
認
定
巾
請
饗
（
以
下
巾
請
饗
と
い
う
）
一
い
。

伺
第
六
琥
の
製
造
所
又
は
多
人
数
集
合
す
る
場
所
に
―
'
は
別
紙
第
一
様
式
に
よ
り
、
扶
義
家
族
異
勤
屈
（
以
圧
＇
異
條
例
第
四
條
笙
一
項
の
該
賞
者
に
係
る
巾
請
害
に
は
居
住
ぷ

地
の
市
町
村
長
が
疲
行
す
る
事
笠
証
明
書
及
び
そ
の
所
得
―

鉗

す

る

豫

防

上

の

措

槌

に

闘

す

る

こ

と

。

一

勤

屈

と

い

う

．

）

は

別

紙

第

二

様

式

に

よ

る

。

一

⑲
第
七
跛
上
水
下
水
の
新
設
、
崚
更
、
改
築
及
び
殷
一
前
項
の
巾
請
書
は
扶
養
家
族
と
し
て
の
認
定
を
受
け
よ
う
に
淵
す
る
証
明
査
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
と
す
る
と
き
、
異
動
届
は
扶
養
家
族
で
な
く
な
っ
た
と
逹
第
四
條
條
例
第
八
條
の
該
常
者
が
あ
ろ
場
合
は
他
の
官
公
:

止
に
闘
す
る
こ
と
を
除
く
こ
と
。

⑭

第

九

詈

鼠

族

、

昆

虫

の

暑

笈

び

こ

れ

に

係

は

―

こ

れ

を

提

出

す

る

も

の

と

す

る

。

．

咽

、

鸞

校

、

間

休

又

は

甕

加

の

長

が

翌

芋

る

証

明

書

を

l
a

硲
―
―
雁
條
例
第
四
條
第
乙
項
及
び
第
五
條
第
一
項
の
親
族
巾
請
饗
に
添
付
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

る
施
設
に
爛
す
る
と
と
。

十
八
、
偲
染
病
豫
防
法
第
二
十
六
條
の
規
定
に
よ
る
涸
潔
に
係
は
る
巾
請
書
に
は
戸
節
腔
・
本
及
び
そ
の
所
得
に
闘
す
＇
．
附
則
・
・

方
法
消
毒
方
法
の
代
執
行
に
脚
す
る
こ
と
。
一
る
証
明
壺
料
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
規
則
は
條
例
施
行
の
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る
。

十
九
、
豫
防
接
帷
法
第
五
條
の
規
定
に
よ
る
定
期
豫
防
接
前
項
の
外
、
條
例
第
五
條
の
親
族
に
係
は
る
申
請
瞥
に
は

・
稲
の
指
示
に
闘
す
る
こ
と
。
・

第
一
＿
＿
條
保
健
所
長
は
前
條
の
事
務
に
戦
し
節
月
虞
理
し
た

i

事
項
を
市
長
に
報
告
し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

．

j

"
し
J

nu「

,＇r
 

lf 

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

廣
島
市
規
則
第
五
十
四
琥
，

恩
島
市
立
小
躾
校
及
び
中
梨
校
粘
校
給
食
炊
班
姉
手
霜
支
給
一

規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
•

．
卿
和
二
十
三
年
：

t
i月
一
4
日

一

•
廣
島
市
是
没
井
信
三
―

第
二
條
中
「
千
皿
」
を
「
二
千
皿
」
に
改
め
る
。

‘

附

則

．

と
の
規
則
け
昭
和
二
十
ー
ー
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
適
用

す
る
。

廣

島

市

規

則

第

五

十

五

銃

肉
島
市
臨
膀
企
生
ま
袋
和
文
條
例
施
行
細
即
を
吹
の
よ
う
に

定
め
る
。

＼
・
昭
和
二
士
桑
●
二
月
一
＂

、

lSi品
市

必

浪

井

信

三

一

麿

粛

比

時

家

族

氾

免

裔

條

例

施

行

一

"＂"lj 

i

れ

●

―

第
一
條
こ
の
規
則
は

lSt島
市
臨
時
次
族
手
賞
●
在
給
條
例
i

一

（
以
下
條
例
と
い
う
）
の
施
行
に
閥
し
必
要
な
事
項
を
定
め
-

●
巾
請
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I
―
●
●
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虹
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門
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一
、
こ
の
應
叫
帯
に
は
扶
脊
家
族
と
し
て
認
舟
岳
甲
請
一

す
る
そ
の
親
故
が
主
と
し
て
載
且
と
生
計
を
一
に
し
殿

nの
牧
入
に
よ
っ
て
生
計
を
紐
持
し
て
い
ろ
抒
で
あ
る

復
活
第
三
十
一
＿
＿
就
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米
穀
通
級
肌
査
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印
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投
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族
・
一
認

邦
命
月

H

定， 

巾'

諮

茸
曰・

職
,． 

―― 

こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る
班
項
を
Jt体
的
に
記
入
十
る

'
と
と
。
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；'ぎ
t-＼
翌
gt,ト

t"よ

g

•• 
i
r
ふ
ツ
・

＂裕私ら．
9曼

".g・
ピ＂よ・’ー・：心がぇ..”.,..• 

i
'りふ
9

9

.

”

‘

“

'

9

:

i

‘

'

1

,

；

・

ァ

，

‘

i

”

;

3

f

• 

• 
tr: ．．．
 
“.＂ 
.. 

＇ 

I'ー
！
・
―
―
―
●
-
＿
-

'』
L

.；
 

．． ，．
 

`
9

報r
 

，
 く市

＇ 

赤 1病 I

i 
i 

・ 「
痢・荊••名

・編

• ~ - ------ょ--

(l} (1)、＋
一

I 
！月

—、!- ： ^  
九--ニ----=------=一三弓ニニーニー
{12) _ (3) (2.) (1) (4) (2) ! 

I ． ， 至自
＇ I十一

1月月

計

ー
ニ
四
一
⑱

H
本

脳

炎

ー
四

ヂ

フ

テ

リ

ア

流

廊

四

r
[洞

狛

紅

熱

- . • ， 

＇` 廣c

咆

街

登

診

チ

フ

ス

五

パ

ラ

チ

フ

ス

胞

チ

フ

ス

八 一四

疫

99 ．．
 

，＇
，
 

',.
，
＇’
 

，
 

，
ヽ

,'
 

＇
こ
~

.,
 

9
,
 

り

,.,• '

,

 

，
 

，
 

會
9

-

,
9
 

4

.

 

f
 

食

，d.
＇、

．＇ 

(4) 

． ． 
四ー ニ
、三四四互三・ニー

- - -----

＇ ，，ヽ

{2) (1) 

1
0
 

四
七

(4).(2) 

ヽ

9
,
9
,
＇,＇

,
'
,
1
 

＇ 、

.`．

ー

9

,

＇ 

＇ 

ヽ

’~ 9
，↑ 

“

*

 

，
 

）
一
覧
表

側
染
病
患
者
登
生
（
死
亡・

（
昭
和
二
十
三
年
度
）

ニー it. 

三ー四 1、＇ = = - 一

．
 

廣
島
市
報

復
活
第
―
―
-
＋
＝
―
―
禁

累

/
 

＼
 

．
 

,．
 ＇ 

●

L
 

,. ヽ

'' 

，
 

‘
/
 

．
 

二
六

＂ 3 :“' 

｛
 

,'． 

9
4
 ．

 

•, 

｀
 

•ヽ. 
J ＇ ＇ 

9
 
•.. 

（

,

＇

 

J•9."

•.

9 

↓

,＇
，
 

＇ 

'

,

 

．
 

，
 

,/ ．． 
,,' 

ヽ,．: 

,.“ 

｀ 


	19480202_023　市報　昭和23年2月　第23号
	2881_0124
	2881_0125
	2881_0126
	2881_0127
	2881_0128
	2881_0129
	2881_0130
	2881_0133_1

	19480209_024　市報　昭和23年2月　第24号
	2881_0133_2
	2881_0134
	2881_0135
	2881_0136
	2881_0137
	2881_0138_1

	19480223_025　市報　昭和23年2月　第25号
	2881_0138_2
	2881_0139
	2881_0140
	2881_0141

	19480301_026　市報　昭和23年3月　第26号
	2881_0143
	2881_0144
	2881_0145
	2881_0146
	2881_0147
	2881_0148_1

	19480326_027　市報　昭和23年3月　第27号
	2881_0148_2
	2881_0149
	2881_0150
	2881_0151
	2881_0152
	2881_0153
	2881_0154
	2881_0155
	2881_0156
	2881_0157
	2881_0158
	2881_0159

	19480401_G　市報　昭和23年4月　号外
	2881_0161
	2881_0162
	2881_0163
	2881_0164
	2881_0165
	2881_0166
	2881_0167
	2881_0168
	2881_0169
	2881_0170

	19480601_028　市報　昭和23年6月　第28号
	2881_0172
	2881_0173
	2881_0174
	2881_0175
	2881_0176
	2881_0177
	2881_0178
	2881_0179
	2881_0180
	2881_0181
	2881_0182
	2881_0183
	2881_0184
	2881_0185
	2881_0186
	2881_0187
	2881_0188_1

	19480601_G　市報　昭和23年6月　号外
	2881_0188_2
	2881_0189
	2881_0190

	19480802_029　市報　昭和23年8月　第29号
	2881_0192
	2881_0193
	2881_0194
	2881_0195
	2881_0196
	2881_0197
	2881_0198
	2881_0199
	2881_0200
	2881_0201
	2881_0202

	19480901_030　市報　昭和23年9月　第30号
	2881_0204
	2881_0205
	2881_0206
	2881_0207
	2881_0208
	2881_0209
	2881_0210
	2881_0213

	19480913_G　市報　昭和23年9月　号外
	2881_0214
	2881_0215
	2881_0216
	2881_0217
	2881_0218
	2881_0219
	2881_0220

	19481011_031　市報　昭和23年10月　第31号
	2881_0222
	2881_0223
	2881_0224
	2881_0225
	2881_0226
	2881_0227
	2881_0228
	2881_0229
	2881_0230
	2881_0231
	2881_0232
	2881_0233
	2881_0234
	2881_0235
	2881_0236
	2881_0237
	2881_0238
	2881_0239
	2881_0240
	2881_0241
	2881_0242

	19481120_032　市報　昭和23年11月　第32号
	2881_0244
	2881_0245
	2881_0246
	2881_0247
	2881_0248
	2881_0249
	2881_0250
	2881_0251
	2881_0252
	2881_0253_1

	19481126_G　市報　昭和23年11月　号外
	2881_0253_2
	2881_0254
	2881_0255
	2881_0256
	2881_0257

	19481213_033　市報　昭和23年12月　第33号
	2881_0259
	2881_0260
	2881_0261
	2881_0262
	2881_0263
	2881_0264
	2881_0265
	2881_0266
	2881_0267
	2881_0268
	2881_0269
	2881_0270
	2881_0271
	2881_0272


